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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月９日（月曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後３時35分

場 所 第３委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（土木建築部所管分）

２ 甲第５号議案 令和２年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

３ 甲第12号議案 令和２年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

４ 甲第15号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

５ 甲第16号議案 令和２年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

６ 甲第17号議案 令和２年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

７ 甲第18号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

８ 甲第24号議案 令和２年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員

委員長 新 垣 清 涼君

副委員長 照 屋 大 河君

委 員 座 波 一君 具志堅 透君

座喜味 一 幸君 崎 山 嗣 幸君

上 原 正 次君 赤 嶺 昇君

玉 城 武 光君 糸 洲 朝 則君

山 内 末 子さん

説明のため出席した者の職、氏名

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

土 木 整 備 統 括 監 照 屋 寛 志君

土 木 総 務 課 長 金 城 学君

技 術 ・ 建 設 業 課
大 石 優 子さん

建 設 業 指 導 契 約 監

道 路 街 路 課 長 島 袋 善 明君

道 路 管 理 課 長 島 袋 一 英君

河 川 課 長 外 間 修君

海 岸 防 災 課 長 新 垣 義 秀君

港 湾 課 長 桃 原 一 郎君

空 港 課 長 野 原 良 治君

都市計画・モノレール課長 謝 花 勉君

都市計画・モノレール課
仲 嶺 智君

都市モノレール室長

都 市 公 園 課 長 玉 城 謙君

住 宅 課 長 與那嶺 善 一君
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○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第５号議案、甲第12号

議案、甲第15号議案から甲第18号議案まで及び甲第

24号議案の予算議案８件の調査を一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

なお、令和２年度当初予算議案の総括的な説明等

は、去る６日の予算特別委員会において終了してお

りますので、本日は関係室部局予算議案の概要説明

を聴取し、調査いたします。

まず初めに、土木建築部長から土木建築部関係予

算議案の概要の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部における令和

２年度の一般会計及び特別会計並びに企業会計に係

る歳入歳出予算についての概要を御説明いたします。

令和２年度は、残り２年となる沖縄21世紀ビジョ

ン基本計画の集大成に向け、全力で取り組む年とな

ります。土木建築部としては、沖縄21世紀ビジョン

基本計画の実現を目指し、産業インフラの整備、離

島・過疎地域の振興、安全・安心の確保といった諸

施策を重点的に実施し、交通渋滞の解消や港湾、下

水道、県営住宅など、引き続き必要とされる社会資

本整備に努めるとともに、モノレールの３両化や首

里城の復旧・復興に取り組んでまいります。

それでは、令和２年度土木建築部関係予算の内容

につきまして、御説明いたします。

ただいま通知しました令和２年度当初予算説明資

土木環境委員会記録（第３号）



－226－

料土木建築部抜粋版をタップし、資料を御覧くださ

い。

通知をタップして、１ページを御覧ください。

初めに、一般会計の部局別予算について、御説明

いたします。表の最下段の合計額になりますが、令

和２年度一般会計の県全体の予算額は、7514億400万

円となっております。そのうち土木建築部は中ほど

の太枠内となっており、予算額は848億7303万1000円

で、県予算の11.3％を占めております。前年度と比

較すると１億717万8000円、率にして0.1％の減となっ

ております。

続きまして、歳入予算について御説明いたします。

２ページを御覧ください。

土木建築部の歳入予算額は、表の太枠内、最下段

の合計の金額になりますが721億5101万8000円で、県

全体の9.6％を占めております。前年度と比較すると

９億4526万2000円、率にして1.3％の減となっており

ます。

歳入の主な内訳としましては、中ほどにあります

使用料及び手数料が66億7327万6000円となっており、

前年度と比較すると8903万5000円、率にして1.4％の

増となっております。増となった理由としては、県

営住宅使用料の増などによるものであります。

その下の国庫支出金が466億6815万2000円となって

おり、前年度と比較すると12億2023万1000円、率に

して2.5％の減となっております。減となった理由と

しては、社会資本整備総合交付金が前年度より減少

したことなどによるものであります。

３行下の繰入金が11億6357万9000円となっており、

前年度と比較すると７億8263万1000円の増となって

おります。増となった理由としては、国営沖縄記念

公園内施設管理基金繰入金の増などによるものであ

ります。

また、下から３行目の諸収入が24億6245万3000円

となっており、前年度と比較すると４億7808万円、

率にして16.3％の減となっております。減となった

理由としては、国営公園管理費首里城の皆減などに

よるものであります。

その下の県債が149億460万円となっており、前年

度と比較すると１億2990万円、率にして0.9％の減と

なっております。減となった理由としては、沖縄振

興特別推進交付金事業に係る県債の減などによるも

のであります。

続きまして歳出予算について御説明いたします。

３ページを御覧ください。

土木建築部の歳出予算は、中ほどにあります（款）

土木費829億8424万2000円及び、（款）災害復旧費18億

8878万 9000円となっており、合計で848億 7303万

1000円となっております。前年度と比較すると１億

717万8000円、率にして0.1％の減となっております。

減となった理由としては、沖縄振興特別推進交付

金事業が前年度より減少したことなどによるもので

あります。主な事業としては、南部東道路の整備を

行う地域連携道路事業費、モノレール車両の３両化

整備を行う沖縄都市モノレール輸送力増強事業、首

里城公園区域内等の防火体制の検討や復旧工事の段

階的公開を行うための首里城復旧・復興事業などが

あります。

以上が、土木建築部に係る一般会計歳入歳出予算

の概要であります。

次に、土木建築部関係の６つの特別会計並びに１つ

の企業会計における予算の概要について、御説明い

たします。

４ページを御覧ください。

下地島空港特別会計の令和２年度の歳入歳出予算

額は５億6040万9000円で、前年度と比較すると5340万

9000円、率にして8.7％の減となっております。減と

なった理由としては、下地島空港管理運営費が前年

度より減少したことなどによるものであります。

５ページを御覧ください。

下水道事業特別会計は、令和２年度から企業会計

へ移行することに伴い廃止となることから、予算は

皆減となります。前年度と比較すると131億1450万

4000円、率にして100％の減となっております。

６ページを御覧ください。

宜野湾港整備事業特別会計の令和２年度の歳入歳

出予算額は５億8953万3000円で、前年度と比較する

と617万2000円、率にして1.0％の減となっておりま

す。減となった理由としては、借入金の償還に伴う

元金償還金の減によるものであります。

７ページを御覧ください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の令和２年

度の歳入歳出予算額は２億2591万7000円で、前年度

と比較すると３億5619万5000円、率として61.2％の

減となっております。減となった理由としては、東

埠頭の上屋外構整備等の完了に伴う中城湾港機能施

設整備費の減などによるものであります。

８ページを御覧ください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の令和２年度の

歳入歳出予算額は２億4382万9000円で、前年度と比

較すると9371万3000円、率にして62.4％の増となっ

ております。増となった理由としては、分譲予定地
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の維持管理に伴う中城湾港マリン・タウン土地造成

事業の増などによるものであります。

９ページを御覧ください。

駐車場事業特別会計の令和２年度の歳入歳出予算

額は7512万 7000円で、前年度と比較すると46万

2000円、率にして0.6％の減となっております。減と

なった理由としては、借入金の償還に伴う元金償還

金の減によるものであります。

10ページを御覧ください。

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会

計の令和２年度の歳入歳出予算額は４億911万6000円

で、前年度と比較すると7707万円、率にして23.2％

の増となっております。増となった理由としては、

借入金の償還に伴う元金償還金の増によるものであ

ります。

11ページを御覧ください。

制度の改正に伴い令和２年度から新設される流域

下水道事業会計は、令和元年度で廃止となった下水

道事業特別会計から移行したものであります。令和

２年度の歳入額は181億6013万5000円で、歳出額は

195億5246万9000円となっており、新設のため予算は

皆増となっております。

以上で、土木建築部の令和２年度当初予算の概要

説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月10日、当委員

会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由の

説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や、要調査事項及び特記事項の整

理を行った上で、予算特別委員会に報告することに

いたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいたしま

す。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

座波一委員。

○座波一委員 予算書抜粋版からまいります。歳入

の国庫支出金466億6000万円なんですが、内訳が書か

れております。ハード交付金が244億円、社会資本整

備総合交付金が90億円と。その下の道路改良費とい

うものがよく分からないんですが、それの内容を教

えてください。

○金城学土木総務課長 今、委員のおっしゃられた

道路改良費につきましては、県土の均衡ある発展を

図るため、地域間の交流、連携を促進するために行

われる事業で、国庫支出金で46億9800万円を計上し

ております。その内訳といたしましては、地域連携

道路事業、地域高規格道路で36億円、高規格インター

チェンジアクセス道路整備事業費で11億円の２事業

でございます。

○座波一委員 地域連携、高規格道路が36億円で、

インターチェンジ関連が、その他ということなんで

すが、一応南部東道路の予算が今回40億円とついて

おります。この36億円との差額分はどのように埋め

るんですか。

○島袋善明道路街路課長 まず40億円というのは、

県の歳出予算になっております。先ほど総務課の答

弁した36億円というのは、国からの国庫支出金での

歳入部分になりますので、要するに補助率９割です

から、40億円の９割分の36億円が国からの歳入と。

残りは県の財源ということでございます。

○座波一委員 分かりました。それに関連しまして、

決定したその那覇自動車道との直接乗り入れ分、こ

れが１工区となったと思うんですが、これの進捗状

況はいかがでしょうか。進捗というか、令和２年度

の予定はどのようになるのですか。

○島袋善明道路街路課長 直接乗り入れ部分に関し
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ましては平成30年３月に事業計画を変更しておりま

す。それを受けて、現在、環境影響評価を実施して、

続きまして都市計画の変更を行う予定であります。

令和２年度以降に、道路の詳細設計あるいは橋梁の

予備設計等を順次取り組んでいく予定でございます。

○座波一委員 これの当初の頃、国直轄もあり得る

という話があったわけですが、その動きはないです

か。

○島袋善明道路街路課長 現在先ほど申し上げまし

たとおり、県のほうで環境アセス並びに都市計画の

変更を実施しているところであります。今後、詳細

な設計とか、その辺が完了する見込みの時期に国に

対して事業主体はどうしましょうかっていうところ

の協議を実施する予定でございます。

○座波一委員 では、一連のそういった環境アセス、

都市計画変更等々を終えた後での国との協議という

ことで、国直轄の可能性は残されているということ

で理解してよろしいでしょうか。

○島袋善明道路街路課長 今、委員おっしゃられま

したとおり、様々なこの手続の完了後に、国と協議

をして検討するというところでございます。

○座波一委員 この議論は前からありましたけれど

も、南部東道路の全線供用開始予定が令和８年です。

この直接乗り入れも考えていきますと、同時に完成

するのが一番の目標だと思いますが、その流れから

いうと、もう国直轄にしようが何しようが、本当に

もうスピード感を持って、直接乗り入れ部分もやっ

ていかないといけないということになりますけれど

も、そういう意味では、国直轄が早いのではないか

という声もあるんですね。それはどうなんですか。

予算の関係上ですよ。

○島袋善明道路街路課長 予算の獲得というか、確

保という面では今、国のほうがという御意見だと思

いますが、まず、その辺は国がいいのか、県がいい

のか、何といいましょうか、そういったメリットが

どちらにあるのかというところも踏まえまして、協

議の対象だと考えております。

○座波一委員 それとですね、40億円の予算を今回

計上していただいたわけですが、用地買収がもっと

もっとスピードアップされるべきではないかと思っ

ています。工区ごとに全く進んでないところもある

わけですので、そういう状況だと設計等もできませ

んしね。やはり、用地買収が進まないと全体が進ま

ないと思っていまして。さらにまた、用地買収の費

用というのが補正では計上できないんですよね。で

すので、そういう意味では、当初予算が大切だと思っ

ていますが、そことの用地買収にかけるこの費用を

含めて、今回幾らですか。

○島袋善明道路街路課長 用地補償、おっしゃると

おり事業を進める上で非常に重要な要素となってお

ります。当然用地が取得できなければ、工事も発注

できないというところで、今年度用地の補償費合わ

せまして13億円を予定しております。昨年度は当初

予算でいいますと７億円程度ですので、約６億円程

度増加してると。あと組織体制にしましても、南部

東道路建設事務所、来年度は２名増員予定というと

ころと、あと地元の南城市さんからも人的な支援と

いうことで、１名ないし２名の職員を土地開発公社

に派遣していただきまして、地元の用地交渉等に当

たるというふうなことでお話を聞いております。

○座波一委員 大分南部東にシフトしてきたなとい

う感じで非常に感謝しています。それで一つの提案

なんですが、予算の確保という点からいうとですね、

これはもう事業認定を受けて決定している事業です

から、債務負担行為というもので、予算を長期的に

確保するという方式は取れないのでしょうか。

○島袋善明道路街路課長 債務負担といいますか、

２年またぎの工期での橋梁等の工事については実際

現在も実施しております。

○座波一委員 いや、全体的な予算を確保するとい

う意味で、どうなんですか。

○島袋善明道路街路課長 引き続き、工事と国庫債

務負担が取れるように頑張っていきたいと思います。

○座波一委員 債務負担行為は県の意思でやってい

くんですが、そういうあれはないんですかね。

○新垣清涼委員長 休憩します。

（休憩中に、島袋道路街路課長から債務負担

行為の補足説明があった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 11の財産収入のほうで砂利・砂売払

いっていうのがあるんですけど、この説明をお願い

します。

○新垣義秀海岸防災課長 まず、砂利・砂売払い代

とは、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第

４条に基づき、生産物の採取の許可を受けた者から、

沖縄県国土交通省所管公共用財産に係る土地使用料

等徴収条例第４条に基づき、生産物採取料を徴収し

たものとなっております。令和２年度の予算額につ

きましては、過去５年間の海砂利の平均採取量約

210万立方メートルに、１立方メートル当たりの単価

128円を乗じて算出したものであります。
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○座波一委員 県が直接売ったのではなく、採取量

に対するものだということですね。それでですね、

実は南部に新原ビーチというのがあって、ここは毎

年砂が堆積していて、大変集落に影響がある地域だっ

たんですよ。今回ですね、ビーチの砂を取るってい

うか、取ってどうにか除去してくれという要請を２年

ほどやってたら、やっとやってくれたんですね。し

かし、これを取っても、この砂は販売、利用ができ

ないと。売ることもできないから、同じビーチ内に

敷きならしていったわけですね。それで全体の量を

下げて、今災害に対しては非常に安心になってきた

わけですけど、それは感謝しますが、この邪魔とな

る砂が毎年これ上がってくるんですよね。これを今

みたいな、この業者と連携してですね、ある意味で

はこの資源ですので、県が許可さえすれば、この砂

を海から、沖からではなくて海浜から砂を取って、

そういうふうにできるんじゃないかという考え方は

持ってないですか。

○新垣義秀海岸防災課長 砂利採取業ですね、商売

といいますか、それを販売するためには砂利採取法

に基づき、県知事から砂利採取業の登録を受けるこ

とが必要となります。また、同法に基づき、県知事

から砂利採取の砂利採取計画認可を受けなければな

らないとなっております。その際に、沖縄県砂利採

取要綱においては、採取の許可区域としまして、海

岸線及び公共施設から１キロメートル以上離れてい

ること、また、かつ水深が15メートル以上の区域で

あることが示されておりますので、海浜地から採取

した海砂利を売買することはできないということに

なっております。

○座波一委員 この部分は許可できないという地域

ではあるんですが、住民生活に多大な影響を与えて

るということですので、砂を除去するという名目で

はありますが、それを許可する対象にして、砂を採

取業者に許可することはできませんかという質疑で

す。

○新垣義秀海岸防災課長 砂利採取業には大きく分

けまして、海砂、川砂、陸砂の種類がありまして、

今回の海砂に関しましては、海岸防災課が所管して

おりますけれども、川砂につきましては河川課、陸

砂に関しましては、県の商工労働部のほうで所管し

ておりまして、それを売買するのは同じように、そ

れぞれ所管するところから、まずは登録をしまして、

それから採取計画の認可をもらわないといけないと

いう手続となっていまして、海以外のところでとな

りますと、土木建築部では所管しておりませんので、

ちょっとお答えはできないような状況であります。

○座波一委員 ビーチの砂はですね、最近はちょっ

といろいろ移動していたりして、非常に不自由になっ

たり、影響のある地域も今出ていますのでね。この

砂の除去の方法という点から、県は考えていくべき

だと思いますよ。そこら辺が大切だということで、

ぜひ検討をお願いしたいんですけど、そこら辺の見

方が手続論ではなくて、その辺の考え方を聞かせて

ください。

○新垣義秀海岸防災課長 砂の動きにつきましては、

海岸管理者としまして、それはある程度考慮しない

といけないということが―災害を起こすとかですね、

そういった場合にはどうにか方法をですね、地元と

も協議しながら検討してまいりたいと思います。

○座波一委員 次に、繰入金ですね。国営沖縄記念

公園の施設内管理基金繰入金。これ、昨年と比較し

て205％の大幅アップとなっていますが、どの施設の

部分で、内容が何なのか説明をお願いします。

○玉城謙都市公園課長 繰入金についてですが、今

回は美ら海水族館の大規模修繕費及び首里城と水族

館の管理運営のモニタリング費用の財源に充てるた

め、沖縄県国営沖縄記念公園内施設管理基金から一

般会計へ繰入れを行い、執行することとなっており

ます。繰入金の増の理由としては、水族館の大規模

修繕に要する費用が、対前年度比で約８億5000万円

の増となっていることによるものであります。

○座波一委員 大規模修繕、これは次年度、令和２年

から始まるということで、これは大規模ですから、

国の管理の中で所有者の中でやることはないんです

か。

○玉城謙都市公園課長 この大規模修繕計画、従来

から国が作成していましたこの施設の長寿命化計画

に基づく修繕計画を踏まえて、県の管理機関につい

ては、施設整備の劣化の状況及び費用の平準化を勘

案しながら、県における修繕計画、４か年の計画を

立てまして、これは財源は指定管理者のほうから、

固定納付金として年間８億5000万円の４か年で約

34億円の範囲内において、計画的に大規模修繕を行

うと。この大規模修繕については、水族館について

は国との協定で、そういう固定の部分というのも見

込めるので、県のほうで対応するということになっ

ております。

○座波一委員 大規模がどの金額から大規模になる

のかという意味でそういう質疑が出てくるわけです

が、そういう協定されてるということで理解してい

いですね。この修繕に関して。
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○玉城謙都市公園課長 そのとおりでございます。

○座波一委員 分かりました。

次に諸収入です。国営公園管理費が16％の減になっ

ています。説明をお願いします。

○玉城謙都市公園課長 国営公園管理費、水族館の

諸収入は指定管理者からの固定納付金及び歩合納付

金が原資となっており、令和２年度予算では、対前

年度比170万円の減で、減の理由は、指定管理者から

の歩合納付金の減によるものであります。なお、諸

収入の国営公園管理費首里城については、当面の間、

国有財産使用料の減免を受けていることから、２億

3557万5000円の減となっております。

○座波一委員 では、この首里城分の減が、指定管

理料が入らなくなったということで理解していいん

ですか。

○玉城謙都市公園課長 首里城については10月31日

の火災以来使用できないということで、国のほうに

国有財産使用料を納めるんですが、この原資につい

ては、指定管理者の収入のほうから固定納付として、

国有財産使用料を県に納めていただくんですが、今

回は使用できないということで、当面の間は今減免

を受けている状態であります。それで、今回の減額

を計上しております。

○座波一委員 国に支払うことも減免されてるとい

うことで理解していいでね。

○玉城謙都市公園課長 そのとおりです。

○座波一委員 公営住宅整備事業ですが、県営住宅

の全般的な建て替え計画があるかと思うんですが、

よろしくお願いします。

○與那嶺善一住宅課長 沖縄県では、老朽化の著し

い県営住宅の建て替えを優先的に実施しているとこ

ろです。令和２年度の建て替え事業としましては、

令和元年度から継続している大謝名団地、南風原団

地、南風原第２団地及び新川団地の４団地に加えま

して、新たに平良南団地の建て替え事業に着手する

こととしております。今後の建て替え計画につきま

しては、平成29年度から令和８年度までを期間とす

る沖縄県公営住宅等ストック総合活用計画におきま

して、建て替えと位置づけられている残り16団地に

ついて、予算確保に努めながら、順次実施していく

こととしております。

○座波一委員 建て替えが必要とする年数というの

は基本的に決まっていますか。

○與那嶺善一住宅課長 県営団地の劣化状況等を見

て判断しますけれども、基本的には耐用年数の２分

の１、35年をめどに考えているところでございます。

○座波一委員 35年を経過している団地は、全体の

割合でどれぐらいありますか。建て替えの決定して

るところも含めてですね。

○與那嶺善一住宅課長 すみません、今手元に資料

がございませんので、後ほど資料として説明したい

と思います。

○座波一委員 では、後ほどお願いしますね。

次に、海岸保全施設整備について、老朽化対策緊

急事業、令和２年の予定箇所をお願いします。

○新垣義秀海岸防災課長 令和２年度の老朽化対策

緊急事業の予定箇所は６か所あり、そのうち水管理

国土保全局所管に係る海岸保全については、宜野湾

市伊佐海岸及び嘉手納町兼久海岸が継続事業となっ

ております。また、石垣市川平海岸が新規事業箇所

となっております。次に、港湾局所管に係る海岸に

ついては、うるま市、中城湾港海岸豊原地区及び川

田地区が継続事業箇所となっております。また、竹

富町舟浮港海岸が新規事業箇所となっております。

○座波一委員 中城湾港に関するこの佐敷地区がで

すね、かなり老朽化していて、地域からも今回、陳

情書が上がっているはずなんですが、そこに対する

考え方をお願いします。

○新垣義秀海岸防災課長 新開地区の一般公共海岸

付近においては、老朽化対策事業の事業化を検討す

る必要があると考えております。しかしながら、同

地区は中城湾港港湾計画の改定が必要となっている

ことから、港湾計画の改定後に対応を行ってまいり

たいと考えております。

○座波一委員 問題はこの港湾計画の改定なんです

ね、この改定後にというと、港湾計画から外れるか

ら、そこがですね、一体じゃあどうなるんだろうと、

まだ見えてこないんですね。地元の計画とのすり合

わせもあるかと思いますけど、これやっていますか。

○桃原一郎港湾課長 港湾計画の改定スケジュール

としましては、現在、港湾計画の基礎調査として現

状の把握等を行っており、環境調査、あと長期構想

検討委員会の前段として、基礎調査等を行っており

まして、あと当該中城湾港の地元市町村にはこの港

湾計画に向けて、要望等をお聞きしております。中

城湾港は大型ＭＩＣＥ施設とか、泡瀬地区の土地利

用とか、その辺またクルーズ船の増大等、人流・物

流の面で大きく変化してきておりますので、その辺

を考慮しながら、令和３年度の港湾計画の改定に向

けて、今取り組んでいるところでございます。

○座波一委員 特に、改定の中でこの佐敷部分が埋

立中止となった箇所が２か所あって、その護岸部分
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が今、手つかず状態でずっとあるということ。それ

と潮の流れもかなり今悪くなってきまして、河川の

上流からの排水も非常に滞ってきている。生活にま

で影響している状況の中で、今度はハゼの保護もあっ

てですね、なかなか手がつけられない。しかしなが

ら、その状況の中ではハゼ自体も、もう住み着かな

くなってる状況になっているんですね。環境を改良

する、改善するためにも、人の手を入れる必要があ

る時期に来ているんですね。それが、海岸線の改修

と、この河川の改修が絡み合ってきているものです

から、そこの考え方ですね、お願いしたいです。

○桃原一郎港湾課長 あの陳情でも上がってきてお

りますので、その中で築島のところの、陸地の何か

を利用できないかとか、あと今言ったように希少種

のトカゲハゼの保存・対策に取り組めないかという

お話も聞いております。我々としては港湾計画に、

この辺を位置づけることができれば、将来に向かっ

てそういった現場を、いい環境で保全できるのでは

ないかと考えておりまして、今後当該市町村の南城

市と一緒に話合いを進めていきながら、港湾計画の

中に位置づけていきたいと考えてございます。

○座波一委員 今の状況で、保護区域に入れたら、

もう絶対これ何もできませんので、そこだけは考え

てくださいね。お願いします。

○桃原一郎港湾課長 分かりました。

それは南城市と話し合いながらやってきたいと思

います。

○座波一委員 最後になりますが、那覇広域の区域

区分の制度の大幅緩和の方向性は、大変喜ばしいこ

とでありますが、この地域ごとに多少の温度差はあ

ると思います。ただ区域計画、地区計画が、本当に

この市町村主体としてやっていくような指導という

んですかね、行政的にも、そういう考え方は、やっ

ぱり持つべきだと思っておりますがどうですか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 那覇広域の区

域区分の検討につきましては、今回、検討委員会で

持ちまして、一定の方向性を示したわけですけれど

も、今後は市町村を主体にしてですね、まちづくり

を検討していただきたいと考えております。その中

で、市町村からも、例えば市街化調整区域でのまち

づくりの活用等、ある程度複数の市町村を含めた協

議会みたいなものをつくりたいという意見もござい

ましたので、そういった意見も聞きながら少し検討

していきたいと考えております。

○座波一委員 最後に、中城、北中城は離脱の方法

でいくんですか。その方向ですか、要するに中部に

移行する予定ですか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 北中城村と中

城村の中部広域への移行の要望につきましては、今

後もですね、両村のまちづくり、共同でのまちづく

りを具体的に示していただきながら、その中でまた

検討していきたいと考えております。

○座波一委員 分かったようで、分からんような。

そうですか、はい分かりました。

○新垣清涼委員長 よろしいですか。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 それでは当初予算の質疑をしてい

きたいと思いますが、まず令和２年度の当初予算資

料抜粋版のほうから通告に従い、質疑をしていきた

いと思います。令和２年度の予算848億7300万円、そ

の予算編成に当たってですね、部長、増減、軽微な

減、ほぼほぼ今年度同額的な感じになっているんで

すが、その所見について、部長ちょっと伺います。

毎年聞いていますので。

○金城学土木総務課長 土木建築部における令和

２年度の一般会計当初予算の歳入予算につきまして

は、721億5101万8000円、前年度と比較いたしまして

９億4526万2000円、率にして1.3％の減となっており

ます。減少の主な理由といたしましては、国庫支出

金が12億2023万1000円、率で2.5％の減となっており

ます。社会資本整備総合交付金やハード交付金が減

額となったことによるものでございます。近年は主

に国庫支出金の減額により、予算総額が減少してお

り、限られた予算の範囲で、効率的、効果的な執行

に努めているところでございます。事業の重点化や、

事業期間の平準化など、対応策を講じておりますけ

れども、現時点で重大な影響は生じておりませんが、

事業効果の発現の遅れや、維持保守の遅れにも、今

後、県民への直接的な影響が生じることも懸念され

るところでございます。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

そこでいう国庫支出金の大幅な減額というような

話で質疑にも答えていただいたんですが、まず沖縄

振興公共投資交付金、あるいは社会資本整備交付金

云々の内訳についてですね、ちょっといわゆるハー

ド・ソフト一括交付金に係る公共投資交付金の総額、

あるいは対前年比の減額をちょっと説明願えますか。

○金城学土木総務課長 土木建築部の令和２年度一

般会計予算、当初予算につきましては、国庫支出が

466億6815万2000円、前年度と比較いたしまして12億

2023万1000円で、率にして2.5％減となっております。

減となった主な理由といたしましては、社会資本総
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合整備交付金で14億7500万6000円の減で、ハード交

付金で８億7261万1000円の減となっております。社

会資本整備交付金については、事業費の減額ととも

に、例年予算計上額と国庫内示額との乖離が大きい

ことから、２月議会で減額補正を行いましたが、今

回、その改良、縮小するため、過去の内示状況を勘

案して、計上額を見直したところでございます。ハー

ド交付金については、平成27年度以降、毎年減少し

ており、限られた予算の範囲で、効率的に効果的な

執行に努めているところでございます。

○具志堅透委員 公共投資交付金で12億円、そして

社会資本整備で14億円の減ということですか。

○金城学土木総務課長 トータルでは12億円の減で

ございます。

○具志堅透委員 内訳をちょっと。

○金城学土木総務課長 社会資本総合整備交付金で

14億円の減でございます。ハード交付金で８億7260万

1000円でございます。地域連携のほうで増になって

おります。

○具志堅透委員 増になっているものもあったりし

ながらトータルで12億2000万円の減と。しかしなが

ら、ハード交付金で８億円の減、そして社会資本整

備交付金で14億円の減と。それはかなり県の事業の

中で影響があるんだろうと思っておりましてですね、

その影響というのはどういったところに、主なもの

でいいんですがどういう、どういう影響が出てくる

のか。例えば地域からの様々な要請がある事業、新

規の芽出しがしづらいだとか、あるいは、これまで

の継続事業の遅れが出るだとかっていう部分がある

んだろうと思いますが、その辺のところを具体的に

説明願いますか。

○照屋寛志土木整備統括監 確かにハード交付金、

社会資本総合整備交付金が減額になっているんです

が、必要なところにですね、できるだけめり張りを

つけた予算配分に努めております。また例えば、完

成が間近のところですとか、大型物件があって、そ

こに重点的に配分して補償していくと。そういった

部分に優先的に配分をして、できるだけ全体として

影響が少なくなるように努めているところでござい

ます。

○具志堅透委員 こういう説明を過去からやってき

てもらってはいるんですが、できるだけ影響のない

ような形で、影響は出ているんですね。重点的に配

分しながらやっていくと。重点に漏れたところ、継

続事業、今継続の話だろうと思うんですが、新規の

状況はどうなっているのか。もう少し詳しく。

○照屋寛志土木整備統括監 継続事業については、

先ほど申し上げたとおりめり張りをつけて予算配分

していくと。それと新規に関しましても、重要性を

増しているような事業については、厳選して採択し

ていくというか、着手していくように努めていると

ころでございます。

○具志堅透委員 これは僕はかなりの影響、事業の

進捗、特に継続事業の進捗に対して、大きな影響が

出ているんだろうと思います。これは部長、土木建

築部に話してもちょっとあれなんですが、国との、

県知事がしっかりと仕事をして、交付金いわゆる一

括交付金の増額、ハード交付金等々の減額も、本当

に毎年の減額がかなりひどいんでね、この辺のとこ

ろをしっかりとやっていただかなきゃいけないんだ

ろうなというふうな感を覚えて指摘をしておきたい

なと思います。このしわ寄せが県民に来ているとい

うことを、申し上げたいと思います。

次に、繰入金。先ほど座波委員のほうから質疑が

あって、理解できたんですが、大規模修繕はいわゆ

る国がやるわけですよね。これ、大規模修繕のため

の基金ということになってるんですが、もう少し

ちょっと詳しく、ここでいう大規模っていうのは、

どの程度のことでどこを整備する予算なのですか。

○玉城謙都市公園課長 この大規模修繕というのは、

水族館等の施設全体の長寿命化を図るということで、

この約20年スパンの修繕計画を基本的には国のほう

が策定していまして、これを県のほうが管理許可を

受けて、この管理期間の間、県のほうで補修してい

くと。修繕ですね。あと日常の管理等については、

指定管理者のほうで大規模ということで約100万円以

下については、経費の中でやってくと。これを超え

る大型については、先ほどのこの施設の長寿命化の

中で対応していくということとしております。

首里城のほうは、先ほどのこの長寿命化の中の

100万円以下については県のほうで修繕をすると。

100万円を超えたら国のほうで対応するということ

で、お互い約束をしております。これは違いという

のはやっぱり首里城と水族館の収支関係が―大分首

里城のほうは均衡してるということもありまして、

国のほうで大規模修繕を行うということでございま

す。

○具志堅透委員 これは、その原資は美ら海―管理

者である美ら島のほうから基金のほうに積み立てて

いくというふうな形だと思うんですが、今年、２年

度７億8000万円の増額になってる理由、特別に何か、

どこかの修繕があるのかどうかという部分まで。
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○玉城謙都市公園課長 先ほども申しましたが、特

に今年度で変わったということじゃなくて、県が受

ける４年間の中で特に平準化を図りながら、この34億

円のこの修繕計画を年度ごとで、若干の変動はあり

ますけど、次年度は約10億円の計画に基づいた修繕

をやるということとしております

○具志堅透委員 それと前に、県管理移管するとき

の基金の創設というか、ありましたよね。あれはど

うなっていますか。予算書でどう反映されています

か。出てこないんですか。

○玉城謙都市公園課長 基金についての、今回この

一般財源の繰入金というのが先ほどのこの基金の中

から出てくるというような内容で今回のこの額が出

ていると思います。

○具志堅透委員 ここにあるのが、この基金がいわ

ゆる管理のときに制定した基金ということになるん

ですか。

○玉城謙都市公園課長 これは、管理者のほうから

固定納付として大規模修繕、あるいはモニタリング、

あとは職員の費用等ですね、これを年間納めてもらっ

て、その中で大規模修繕とモニタリング等について

は一旦基金に入れ込んで、その基金のほうから一般

財源に繰り入れるということで、ただ予算上は、こ

の大規模修繕費用とモニタリング関係は、一旦一般

財源から基金に入るものですから、数字上は二重計

上という形になります。

○具志堅透委員 その基金の使い道に関してなんで

すが、特別に過去に議論したときには首里城の駐車

場整備に当面利用したいんだっていうような話が

あったんですが、それは継続してそのままそういう

状況になってるのか、あるいは海洋博公園がある本

部町を中心とした北部地域への修繕、あるいは、観

光地としての、何ていうのかな、まちづくり的なも

のの中での活用も可能だというような話であるんで

すか、その辺の使い道について予定があるのか教え

てください。

○玉城謙都市公園課長 今、委員がおっしゃってる

のは、この歩合納付金―余剰金っていうんですかね。

歩合納付金を県のほうに納めていただいて、この歩

合納付金は、国営公園―首里城と水族館の国営の整

備あるいは管理、あるいは密接に関係する事業に使

うということで、前年度、先ほどおっしゃるように

この首里城の駐車場等の計画ということで、こちら

のほうもいろいろ作業をしていたんですが、ちょっ

と課題等もあるということで、保留にしてる状態が

あります。あと、水族館については市町村からのそ

ういう次年度、２年度に向けていろいろ協議をして

おりますが、具体的にこれというところまではまだ

来ておりません。

○具志堅透委員 しっかりとその地元と協議をして、

それに応えられるような対策を取っていただきたい

と思いますが、それに対して答弁をお願いします。

○玉城謙都市公園課長 地元のほうとは何回かそう

いった議論をしておりますので、今後もまた地元の

ほうと連携しながら国営公園の向上に向けてやって

いきたいと。地域を含めてですね。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

その次に、下の諸収入なんですが、それの減、首

里城の減ということなんですが、それでいいんです

か。もう少し説明願います。

○玉城謙都市公園課長 先ほども申しましたが、こ

の火災後のですね、要は施設が利用できないという

ことで、うちのほうから国のほうに減免を―減免状

態でありまして、当然また指定管理者のほうからの

この固定納付も、現在、この要は供用するまでの当

面の間というのは費用が入りませんので、それを今

減額という形を取らせているところでございます。

○具志堅透委員 次に、その資料の７ページ。これ

ちょっと通告していなかったのかな。中城湾港の使

用料及び手数料の減額について、少し説明加えても

らえませんか。

○桃原一郎港湾課長 中城湾港新港地区の歳入の減

ですが、使用料収入は野積み場とか、東西埠頭の上

屋とか、荷役機械の使用料等になっておりまして、

見込みとして施設の使用料を減ということで今はじ

いているというようなところです。

○具志堅透委員 そういった意味では利用料が減

るっていう見込みをしているというふうなことなん

だろうと思うんですが、そこのその利活用という意

味でですね、どういった施策、手だてを打っている

のかですね。前に実証でいろいろ船を走らせたり、

あるいはクルーズ船のための、深さ、喫水ですか、

掘ったりいろいろ手当てを県としてもやっているん

だろうと思うんですけど、その辺のところをちょっ

と聞かせてもらえませんか。

○桃原一郎港湾課長 新港地区での取組のお話でご

ざいますが、新港地区は東と西で埠頭がございまし

て、西埠頭は計画貨物量に対して大体86％ぐらいは

砂砂利、バラ貨物等が利用されている、あと廃スク

ラップ、金属等です。東埠頭につきましては、ユニッ

ト貨物として、製品系の貨物を今想定しております。

我々のほうは、建築資材、自動車等の実証実験の中
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で、利用者と話し合いながら、要は使用率を上げる

ために、取組をしているというところでございます。

実証実験で実は琉球海運さんが定期航路を我々の実

証実験をしている船で、継続して４月からも定期化

するというお話がありましてですね、今後背後地に

は琉球海運の物流センターとか、あとほかの民間企

業の倉庫機能を持った上屋ができておりますので、

今後、それから貨物が増大していくという見込みを

持っているところでございます。

○具志堅透委員 そういうことであれば減額見込み

は、ちょっと合わないような気がするんですが。

もう一つ伺います。うるま市のほうで実証実験を

スタートさせるっていうふうな話が新聞報道にあっ

たんですが、あれとの県との関わりはどうなってい

ますか。あるいはここを活用してということではな

いんですか。その辺をちょっと教えてください。

○桃原一郎港湾課長 先日、新聞報道にもあったよ

うに、うるま市さんも、やはり彼らでこういった実

証実験をやっているところでございまして、京阪航

路に貨物を出しているということで、ちょっと詳細

には我々もちょっと把握し切れていないところでご

ざいますが、そもそも、県のほうでの、こういった

貨物の呼び水的にこういった荷主の拡大のための取

組とうるま市さんもですね、そう自分らで荷主さん

に補助したりということで、貨物の増大を取組を行っ

ているというところでございます。

○具志堅透委員 ですからね。その中城湾港、せっ

かくこれだけの整備をし、機能整備し、中部の拠点

港としてこれからというところでですね、その利用

率が利用量を上げるという意味においても沖縄の産

業振興につながるんだということで、ここまで整備

をされてます。そこがですね、関係市町村、沖縄市、

うるま市等々あるんだろうと思うんだけど、そこが

単独で事業を進めて利活用、これ県が把握をしてな

いっていうのもちょっとおかしな話でですね。今回

の利用料、手数料の減額見積りをされているんだけ

ど、答弁聞くと、増えていくでしょうというふうな、

その辺のところ、部長、もっとしっかりと県が統制

を執るっていうか、しっかり市町村とも中部広域に

なるか分かりませんが、そこともしっかり調整しな

がら、そこの利用率を上げていくような構想を考え

なきゃいけないんじゃないかと思うんですが、その

辺のところどうですか。

○上原国定土木建築部長 ソフト交付金等がありま

してですね、市町村も独自でいろいろ取り組まれて

いるところがありますので、我々のほうでその辺を

しっかり承知してなかったというのは非常にちょっ

と問題があるなと思います。そういったことを、しっ

かりやはり連携しながらできるようにですね、やは

り何らかの協議機関を設けながらやっていく必要が

あるかなと思いますので、この辺はちょっと改善を

検討したいと思います。

○具志堅透委員 離島空港整備事業について16億円

計上されているんですが、その中で絞ってですね、

その中で伊江島空港の整備って、伊江島空港が入っ

ているんですが、その整備内容、どういった意図で、

どういった内容なのか教えてください。

○野原良治空港課長 伊江島空港の次年度の整備内

容についてですけれども、国際基準や国内基準の改

正に伴いまして、空港の滑走路端安全区域、ＲＥＳ

Ａと言われるものですけれども、それの長さ及び幅

が基準を満足していない伊江島空港では、その性能

を満足させるために、当該区域の長さを50メートル

拡張する必要があります。令和２年度は、それの実

施設計を行うこととしております。滑走路端安全区

域、ＲＥＳＡとは航空機が離着陸する際に滑走路を

超えて走行し、停止するいわゆるオーバーラン、ま

たは着陸時に滑走の手前に着陸してしまうアンダー

シュートを起こした場合に、航空機の損傷軽減させ

るため、着陸帯の両端に設けられる区域のことであ

ります。

○具志堅透委員 そこまで整備するということは将

来、将来っていうか県としてどういう計画を持って

いるのか、また再度復活っていうか、運用・運航す

るというふうな話になっていくのか、その辺はどう

ですか。

○野原良治空港課長 航空会社の誘致等におきまし

ては企画部のほうで取り組んでいるということで聞

いております。我々はそういった必要になる整備に

ついては、各機関と連携しながら実施していきたい

と考えております。

○具志堅透委員 企画のほうでやってるか分からな

いんだけど、そういったそこを再開するというふう

な方向性を持って航空会社の誘致だとか、そこまで

も進んできて、整備をするっていう話になっている

のかその辺のところです。

○野原良治空港課長 伊江島空港におきまして定期

便はまだ就航してないですけれども、民間の飛行機

ですとか、そういったことが利用されておりまして

もやはり共用空港となっておりますので、今回その

基準を満たすための整備を行うというものでありま

す。
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○具志堅透委員 自分としては伊江島空港の再開と

いうんですかね、そこを強く申し上げたいなと思っ

て質疑しているんですよ。県としてもこれは企画の

範疇あるいは村サイドの政治的なものがあるかもし

れませんが、せっかくこれだけの滑走路を持った空

港整備がされているわけですから、北部ヤンバルの

発展という意味ではですね、その空港活用というの

が望まれると思うんです。そこはどう思いますか。

土木部の立場で構いませんが。

○野原良治空港課長 土木部としては、そういう定

期就航が―便が確認された場合には、それに必要な

整備っていうのは実施していきたいと。いろんな関

係機関との連携を行いながら実施していきたいと考

えております。

○具志堅透委員 ありがとうございます。これは今

後もちょっと取り組ませていただきたいと思います。

次に、31ページのギンバルの整備状況について

ちょっと聞かせてください。

○新垣義秀海岸防災課長 金武湾港海岸ギンバル地

区においては、沖縄21世紀ビジョン基本計画の駐留

軍用地跡地の有効利用の推進及び金武町で策定して

おります、金武町ふるさとづくり整備事業などに基

づき、金武町と連携しながら事業を行っているとこ

ろであります。令和元年度末時点の事業進捗率は、

事業費ベースで約54.7％等と見込まれており、これ

までに突堤、護岸の整備を終え、養浜の施工に着手

しているところであります。

○具志堅透委員 これはいつまでの予定ですか。

○新垣義秀海岸防災課長 事業期間としましては、

平成28年に着手しまして、令和３年度の予定となっ

ております。

○具志堅透委員 大体以上であるんですが、当初、

冒頭、一括交付金の減額について、私は要調査事項

として上げて、県知事からどういった取組をして、

どうやってきたのかなということを少し議論したい。

ハード交付金がそこまで減額になって市町村、沖縄

全域において、事業の遅れ等々が出てる中で、また

特に同行した要請の中で本部町において、部長も知

事と一体となって一括交付金の増額に努めますとい

うふうな返事であったんだけど、現に蓋を開けてみ

ると、トータルで12億円の減、14億円プラス８億円

の減となっています。これは、やはりどうしても県

知事を呼んで要調査で質疑したいなと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

以上で終わります。

○新垣清涼委員長 ただいま提起のありました要調

査事項取扱いについては、明 ３月10日の委員会の

質疑終了後に協議したいと思います。

次は、座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 モノレール事業、総事業費107億

円、２年度から７年度までとなっておりますが、計

画について御説明願います。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 次年度からモノレールの３両化を進めることと

しておりまして、その内容としましてはまず初めに

３両編成車両の新造を４編成進め、その後に、現在

の２両編成の車両を３両編成とする改造を５編成を

行うこととしており、９編成の３両化車両を導入す

る計画となっております。令和７年度までにそれを

進めようということで今、取り組んでいるところで

ございます。

○座喜味一幸委員 それじゃあモノレール株式会社

は、その何をするのか。令和７年度までにどういう

ことをするのか、県とモノレール株式会社さんの事

業の仕分をもって完成するわけですけど、どうなっ

てますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 モノレール３両化に関しましては、その基地で

すね、そのモノレールより車両基地のほうの整備、

そしてまた車両の購入。あとそこら辺の電源設備と

かあるんですけど、ほとんどモノレール株式会社の

ほうがですね、主体となって工事をすることになっ

ております。県、那覇市、浦添市は、モノレール株

式会社に対してまた補助していくというような立場

でございます。

○座喜味一幸委員 要するに100億円の中で、県の負

担分も含めてのモノレール株式会社さんも含めて、

どういう事業の負担になるのかっていうのは、総額

として押さえていますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 今、総事業費としましては、280億円を予定して

いるところでございます。約280億円ということでご

ざいます。

○座喜味一幸委員 モノレール株式会社さんの持ち

出しはないのですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 そのうちの20％が、モノレール株式会社の持ち

出しとなっております。

○座喜味一幸委員 この中で、国費で利用される分、

県の利用される分、あるいは浦添、那覇が負担する、

あるいはモノレール株式会社が事業するときの、補

助等はどういうふうに考えますか。
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○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 休憩お願いします。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から手元に資料がないた

め後ほど資料を提出することになった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 取りあえず、急ぐんだけれども、

暫定でもいいんだけれども、その３両になって今の

混雑を解消するのに、どういうスケジュールがあり

ますか。７年じゃないとモノレールが動かないとい

うのか。その受注者はモノレールの製造はちょっと

厳しいと言ってたけれども、受注をしていつ頃まで

に３両編成の準備ができるのか。その辺をちょっと

教えてください。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 モノレールの３両編成車両の導入についてです

けれども、まず初めにですね、令和４年度に３両編

成を２編成導入する予定となっております。また、

次年度にまた２編成を導入するということになって、

順次年度ごとにですね、それで３両編成を２両ずつ

ということですね。最初の３両編成の導入は令和４年

度に予定しているといったところです。

○座喜味一幸委員 しっかりと遅れないように取り

組んでいただきたいなと思います。

次に、振興公共投資交付金で、道路と街路事業、

これは主要事業のほうの資料でいきますけど、結構

市町村、県の道路が遅れてるなと思っていて、なぜ、

この公共投資交付金、頑張って予算が確保できない

のか。モノレールの事業が終わったから大分、公共

投資交付金、道路あるいは街路事業に振り替えられ

るかなと思ったんだけれども、なぜこれが増やせな

いのか、ニーズは高いのに、高いと認識してるはず

なのに、増やせないのか。その辺を御説明ください。

○島袋善明道路街路課長 道路街路課が所管してい

ますハード交付金なんですが、おっしゃるとおり令

和２年度は減ということになっていますが、我々と

しても少額について毎年度要望をしているところで

はありますが、昨今の事情なかなか配分が要望どお

りいかないというところで引き続き、来年以降も要

請等随時、引き続き頑張っていきたいと思います。

○座喜味一幸委員 部長、この辺の道路、街路の整

備についての必要性、重要性というものも多分、認

識されていると思うんだけれども、どうなんですか、

これ頑張れる話と違うんですか。

○島袋善明道路街路課長 委員おっしゃるとおり、

道路整備の必要性というのは非常に認識をしている

ところでありますので、引き続き国に対して要請を、

一括交付金の増について、要請していきたいと思い

ます。

○座喜味一幸委員 ちなみに、当初の工期という目

標を定めて事業を進めているんだけれども、僕はこ

の道路・街路に関しては、当初の県の持っている平

均工期が大幅に遅れていると思っていて、これに関

しての相当の県としての分析もできていると思って

いるんですよ。その辺を整理しないと、国に対する

アプローチができない。結局、この平均工期という

のは、どのぐらい落ちてきているんですか。１事例

でいいですよ、どっかの事例でもいい。相当遅れて

いるという危機感がないのじゃないかと思っている

んです。俺が島の道路、県道を見てももう大変なん

です。

○島袋善明道路街路課長 細かい何年っていうのは、

今ちょっと手元にないものですから、ただやはり委

員おっしゃられるとおり、例えば令和の前半で予定

してたものが、後半になると、ずれ込むような事例

はございます。

○座喜味一幸委員 10年計画をもって、しっかりと

目標を持って進めているわけで、ＰＤＣＡもやって

いるわけで、今こういう答弁っていうのはなかなか

僕はね、あんまり納得できないな。要するに、いか

にして、この目標を達成していくかという整備率、

目標を揚げてやっているわけだから、これがだらだ

らだらだら延びている。これに関して土木部として、

県として、どうこれに対処すべきかっていう、真剣

な取組が感じられない。知事をはじめ、部長どうな

んですか。

○上原国定土木建築部長 予算の確保につきまして

は毎年度、しっかりと予算要求しながらですね、確

保に努めているところでございます。ただ総額3000億

円台というのは確保されていますけれども、内訳が

若干変化して、県の要望してるとおりにはついてな

いというのが事実でございまして、減額してる状況

ですね、各課長が答弁してるように、影響が大きく

出ないように重点事業についてしっかり確保したり

平準化をしたりというようなことはやって取り組ん

でいるつもりでございます。委員おっしゃるとおり

ですね、事業効果が発現しないと、遅れているとい

うようなこともありますし、維持補修が遅れること

によって長寿命化計画の進捗に大きな影響があると

いうような影響が出てるのは、実際事実でございま

して、去年、昨年度までとですね、今回の予算の要
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望に当たって、国に対してもですね、そういった予

算が減り過ぎて影響が出ているんだというようなこ

とも、しっかり資料を作成した上で要望してござい

ます。これまでと違う踏み込んだ取組をしたつもり

でございましたけれども、それが思うように確保で

きなかったという事実はございます。この辺ですね、

今後ともまたしっかり取り組まなければならないの

かなというふうに考えているところでございますが、

何分、配分―土木建築の事業としては、必要な予算

が確保できないと、事業の進捗が思うようにいかな

いというところは確かにございますので、この辺ま

たしっかり予算確保できるようにということを述べ

るしか今できないわけなんですけれども、しっかり

次年度以降はこういったことがないようにですね、

また改めて取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところでございます。

○座喜味一幸委員 ちなみにね、全国のこういう公

共投資を見たときに強靱化も含めて、47都道府県の

中で、こんなに予算を減らしてるのは、沖縄県だけ

でしょう。ちょっとその辺を説明してください。

○上原国定土木建築部長 確かにですね、国土強靱

化の今３か年計画の中でありますので、他府県はしっ

かりそれを全部取り入れましてですね、同額か、若

干の伸びを示してる都道府県が、結構あるのかなと

いうところでございます。ですから我々としてもこ

の辺国土強靱化に向けて予算を確保してる部分もご

ざいますし、県民の安全・安心というのは重要だと

いうことで、その方面についてもですね、しっかり

確保しているつもりでございますが、何分総額は減っ

ているということで、こういった配分結果になって

るというところでございます。

○座喜味一幸委員 担当の職員は頑張ってるし、部

長も頑張ってると思うよ。ただそこにはね、大きな

この国と県との対立、それが大きく横たわっている

総枠さえも取り切らん、最低限必要な県民の生活の

インフラ、そのものが大きくダメージを受けている

んですよ。その辺がね、部長でもある意味での限界

があって、担当者が一生懸命、ビー・バイ・シーと

か説明して、よろしくって言ったって、結局査定さ

れているというこの現実というものは、もう少し僕

は県としてね三役を含めて、今の公共インフラ、大

変だと思ってるんですよ。ぜひこれは要調査で、こ

の辺の問題をね、しっかりと理解しながら、補正で

もこんなもの補正つきますよ。ぜひやってもらいた

いと思いますので、知事三役に対してね、ぜひ予算

委員会で丁寧な県民への発信を願いたいと思ってお

ります。

○新垣清涼委員長 ただいま提起がありました要調

査事項の取扱いについては、明 ３月10日の委員会

の質疑終了後に協議いたします。

○座喜味一幸委員 ちょっとやる気はなかったけど

下地島空港関連道路の整備について、一生懸命、こ

れもやっているけれども、いつまでに、全体で、い

つから始まっていつ完了するのか。ということに関

して、御説明ください。

○島袋一英道路管理課長 平良下地島空港線につき

ましては、平成25年度から事業を実施しているとこ

ろでありますが、現在伊良部大橋の橋詰広場工事を

推進しておりまして、この３月中の完成を目指して

おります。なお乗瀬橋については、平成31年３月に

竣工をしております。令和２年度につきましては長

山港長山地区付近のクランク状の成形不良箇所につ

きまして改良工事を実施する予定でございます。

○座喜味一幸委員 令和２年度で完了するというこ

とで理解でいいんですか。

○島袋一英道路管理課長 橋詰広場につきましては、

はい。

○座喜味一幸委員 全体での完成は。

○島袋一英道路管理課長 全体の事業区間の完了に

つきましては2020年代前半となっております。

○座喜味一幸委員 2020年とは終わりなんだね。も

う、終わったってことね。はい、ありがとうござい

ます。じゃちょっとその前に、マクラム通りの北工

区、南工区、大幅に遅れて手つかずの状態になって

いるんだけれども、それについてもちょっと教えて

ください。遅れ過ぎて大変なんです。

○島袋一英道路管理課長 マクラム通りにつきまし

ては、下里工区につきましては現在用地買収等を中

心に、令和２年度は引き続き、物件調査を予定して

おります。

○座喜味一幸委員 いつ頃までに当初の予定がどう

なっているか聞きたいんだけど。

○島袋一英道路管理課長 事業完了予定は令和４年

度以降となっております。

○座喜味一幸委員 これ頑張って、やっぱり予算、

ない袖は振れないからさ。いつぐらいをめどにして

完成しますと言わんといかんじゃないか部長さん。

言えませんか。無理なんだよ、手が着いたばかりな

んだよ。ない袖は振れないというのは分かっている

んですけど、聞いてるんですけど。

はい。じゃあ、次に、宮古広域公園ですね。２年

度１億円ついております。より具体的に完成までの
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予定を教えてください。

○玉城謙都市公園課長 宮古広域公園については令

和２年度に事業着手をすることとしております。現

在都市計画区域決定等に向けて作業を進めておりま

して、初年度は用地等の調査設計及び一部用地取得

に着手し、令和３年度以降の工事を一部手をつけて

いくと。全体の供用開始については事業期間から約

10年程度を要する見込みでありますが、エリアを分

けてですね、段階的に供用を行うなど早期の事業効

果発現に取り組んでまいりたいと考えております。

○座喜味一幸委員 唯一県営公園のない宮古であり

ますから、ぜひ、早めの事業お願いしたいなと思い

ます。

首里城の関係なんですけど、26億円の公園費がつ

いております。これは、水族館の大幅な改修という

ことなんですが、これは19年度からやってる事業な

んでしょうか。令和元年度から。

○玉城謙都市公園課長 国営公園管理費の内訳です

が、首里城地区が管理運営のモニタリング経費で

668万円ほど、水族館がモニタリング経費で989万

5000円、大規模修繕に要する費用として11億4700万

4000円、国有財産使用料、これは水族館のほうです

が５億130万円ほど、国営沖縄記念公園内の施設管理

等基金への積立金に係る経費として９億3901万

6000円を計上しておりますが、大規模修繕及びモニ

タリング費用については、一旦、基金に積み立てた

後に執行することから、二重計上になっております。

また、これらの予算の財源については、指定管理者

から県に納める固定納付金及び歩合納付金となって

おります。

○座喜味一幸委員 よく分からないな。これは改修

等に係る仕事というのは、県に一旦国費が来て、美

ら島財団のほうに行くというような形になりますが、

この予算の執行状況はどうするのか教えてください。

○玉城謙都市公園課長 大規模修繕については、指

定管理者が入場料及び売店等の事業収入のほうから、

県のほうに修繕費として年間約８億5000万ほどを一

旦一般財源に納めていただいて、その納めたお金を

基金のほうに一旦入れ込んで、その後から年次的に

必要な修繕費を逆にまた基金のほうから出していく

と。これが次年度、令和２年度は約11億円余りの修

繕が必要ということであります。

○座喜味一幸委員 ちなみにこの基金というものは、

どれぐらいあるものなんでしょうか。

○玉城謙都市公園課長 この事業のスタートのとき

には、この基金に入れ込む大規模修繕費、あとモニ

タリング、あと歩合納付金等でありまして。これが

スタートのときに約14億円程度だったと思います。

それから大規模修繕等は年度ごとの計画に基づいて

執行していくと。あとモニタリング等もその基金の

中から使っていくということでございます。

○座喜味一幸委員 要するに、これは指定管理、県

が受けるときも、ちょっとこの辺が少し分からなかっ

たんだけれども、この基金の入るべき金。積み上がっ

ていくべき金。そういうものが、大きな更新等々で

使えるようなことであれば、この考え方がきれいに

整理されていないと、今回の首里城の火災の問題、

これも、じゃあこの基金でやればっていうような話

なんか出てくると私は思ってるんですよ。だから一

生懸命心ある人々から芳志をいただいている。何と

か復元しないといかんと言ってるんだけれども、そ

もそもこの基金というものの性格がそういうものに

使えるとすると、保険料と基金で、美ら島財団のほ

うでやるべきではないかというような問題が出てく

るのではないかと実は思っているんですが、その辺

については仕分はどうしているんでしょうか。

○玉城謙都市公園課長 基金について若干説明した

いと思います。現在、繰入金等で入ってるこの基金

というのは、前年度国営沖縄記念公園内施設の管理

基金ということで条例を制定しておりまして、その

中に、指定管理者のほうから、そういう事業収支の

中で県のほうに納めていただくというのが、この管

理基金です。

今回、首里城の火災後における首里城の復興基金

というのは、これは県民、県内外の方々から首里城

の復興ということで、寄附していただいたお金が今、

約トータル30億円ほどありまして、その中の県のほ

うに納めていただいている基金とあと議員さんの減

収額を原資として、約14億円余りで基金をスタート

させると。その後に、周辺に集まっている寄附金に

ついても、一元化したいということで、今回条例に

立ち上げている基金と、国営公園の管理基金として

扱っているものとは区分しているということでござ

います。

○座喜味一幸委員 これはこれでいいんだけれども、

要するに、首里城、水族館含めて幾ら入ったもので、

基金造成がそのうち幾らあって、それでもなおかつ

余剰金というものはどう返っていくのか。指定管理

を受けた県は、国の財産の使用料だけ納めればいい

んだけれども、そのトータルとしてはまだ、県議会

でもチェックできないのが、この美ら島財団におけ

る、経営の収支のありよう、そして基金のありよう。
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美ら島財団が、なぜもっと大きく保険をかけなかっ

たかという、誰がそれを決定したかというような問

題。そういう問題等が全く見えない部分があって、

うやむやになってると私は思ってるんですよ。です

から、この辺の整理がきれいにしておかんといかん

のだけれども、一体これどうなってるのか、県とし

て把握してるのか。

○玉城謙都市公園課長 基金ですが、またこれ今の

おっしゃっているこの基金というのはまた、美ら島

財団さんのほうが財団さん独自で、収蔵物関係そう

いったものの修繕等、あるいは調査等の費用に充て

るということで、財団独自で開いてる基金と、あと

先ほど申しました水族館、国営公園の管理に係る基

金と、あと今回の火災に伴う寄附金を集約してる基

金と３種類ありまして、この内訳についてはうちの

ほうも、今現在内容は整理されているということと

あと、額等についても把握はしているつもりであり

ます。

○座喜味一幸委員 ちなみに収蔵品を購入したら、

この財産というのは美ら島財団の財産ですか。

○玉城謙都市公園課長 財団独自の基金の中で動い

ておりまして、この所有者は現在のところは財団に

なっております。

○座喜味一幸委員 老朽化等による経費は、仕分が

あるんだけど、この基金から充当できるというよう

なこと。で、今回のような災害等に対する基金の運

用の仕方、これについては、県としては詳細に把握

していますか。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から基金について説明が

あった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 そうすると今の大きな水族館の

改修、これはどういうところから金が出るんですか。

どういうシステムになるんですか。

○玉城謙都市公園課長 水族館については、首里城

については、軽微の修繕をこの管理者のほうの経費

でやっていただくと、入場料等でですね。100万円を

超えた大規模修繕については、所有者である国のほ

うにやっていただくと。水族館については、軽微な

修繕は入場料等による指定管理者でやっていただく

と。経費でですね。それ以外の大きな修繕について

は、これを入場料等の収益を一旦県に納めていただ

いて、その中で県のほうで、年間、要は平準化しな

がら、計画に基づいた費用を財団さんに渡して財団

さんでやっていただくという流れをつくっておりま

して。あと施設全体が、例えば今回の首里城みたい

に、本当に建物全体のそういった不可抗力等が起こっ

た場合は、これまた所有者である国のほうと協議し

ながらそういう処理をしていくということで今、そ

ういう協定になっております。

○座喜味一幸委員 最後に簡単にね。今回の首里城

の復興に当たって、今後いろんな委員会とか設けて

いかんといかんのでしょうけれども、純然たる県と

しての持ち出し、こういうものについて、どういう

中身なのか、どれぐらいの額なのか教えてください。

○玉城謙都市公園課長 今回ですね、この火災後の

ですね、首里城復旧・復興事業ということで、県の

第三者委員会である首里城火災に係る再発防止の検

討の運営及び再発防止策の策定に係る費用と、あと

段階的な公開に向けて、利用者が安全に観覧するた

めに必要な仮設通路等の設置に係る検討や設置費用、

あと文化財や復元物の権利や収蔵庫の在り方を検討

するということで、今回費用を計上しております。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 モノレール３両化の事業費の内訳なんですけど、

先ほどの回答が遅れてどうもすみません。モノレー

ル株式会社の持ち出しが56億円、県が113億円、那覇

市が97億円、浦添市が16億円。トータルで282億円と

なっております。

○新垣清涼委員長 休憩します。

午前11時56分休憩

午後１時15分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

午前の座波委員の質疑に対し、住宅課長から説明

があります。

與那嶺善一住宅課長。

○與那嶺善一住宅課長 午前中、座波委員から御質

疑のありました35年以上経過した県営団地の数につ

いてでございますけれども、全体で41団地のうち、

建て替え済みあるいは耐震改修済みを除いた団地は

25団地ございます。このうち４団地については、令

和元年度現在、建て替え中ということでございます。

以上でございます。

○新垣清涼委員長 午前に引き続き、質疑を行いま

す。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 事業概要の分の86ページなんです

が、沖縄振興公共投資事業の中で街路事業が39億円

予算化されておりますが、ここは真地久茂地路線で

すが、開南から与儀十字路に向かっての路線ですが、
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そこの進捗があまり進んでないような感じがするん

ですが、これも４車線の拡幅なのか歩道も無電柱化

もなのか、この進捗について概略をちょっと教えて

くれますか。

○島袋善明道路街路課長 現在、真地久茂地線につ

きましては、那覇高校前の交差点から与儀交差点ま

での延長800メートル４車線で整備を行っておりま

す。進捗率は平成31年３月末時点で約83％となって

おります。現在、道路改良工事と用地買収を実施し

ているところであります。

○崎山嗣幸委員 終了時点はいつの時点になってい

ますか。

○島袋善明道路街路課長 事業完了予定は2020年度

の中頃以降を予定しております。

○崎山嗣幸委員 20年、22年。

○島袋善明道路街路課長 2020年代中頃。

○崎山嗣幸委員 20年代。この路線は開南から平和

通り等含めて、県民が利用する場所になっています

ので、速やかな工事の進捗をお願いしたいと思いま

す。

それから河川改修事業の中で28億円、同じページ

で入っていますが、この河川改修事業は、洪水被害

の軽減を目的するということで、国場川と安里川と

安謝川の予算だと思いますが、新年度における予定

されてる工事箇所、どこなのか、進捗について聞か

せてもらえますか。特に３か所。

○外間修河川課長 国場川については、整備延長約

8.3キロメートルのうち、河口部から南風原町宮平地

内まで、真玉橋上流部の一部区間を除いて7.2キロ

メートルが概成しております。現在真玉橋上流部、

平原橋上流部の護岸工事を実施しているところであ

ります。平成30年度末時点の進捗率は、整備延長ベー

スで80％となっております。令和２年度は、那覇大

橋付近の河道掘削、3000立米及び平原橋上流部の護

岸工事を100メートルを予定しており、工事費約４億

7000万円を計上しております。

安謝川については、整備延長を5.0キロメートルの

うち、河口部から末吉橋までの3.3キロメートルが概

成しております。現在、国道330号を横断する２連目

ボックスカルバートの改修を平成30年度から令和

２年度の３か年間の債務負担により実施していると

ころであります。平成30年度末時点の進捗率は、整

備延長ベースで65％となっております。なお、河口

部から末吉公園までの約3.6キロメートルについて

は、令和４年度までに完了する予定で、その後、上

流部の石嶺地区の整備に取り組んでまいります。令

和２年度は、引き続き、国道330号を横断するボック

スカルバートの改修工事を予定しており、工事費２億

円を計上しております。

安里川については、整備延長約4.6キロメートルの

うち、河口部からさいおんスクエアまでの1.6キロ

メートルが概成しております。現在、国際通り蔡温

橋下流部の河道掘削や護岸工事を実施しているとこ

ろであります。平成30年度末時点の進捗率は、整備

延長ベースで35％となっております。令和２年度は、

蔡温橋下流の護岸工事40メートルを予定しており、

工事費約２億円を計上しております。

○崎山嗣幸委員 この進捗してる３か所の工事をこ

の間、洪水、氾濫をした箇所なんですが、今言われ

てる箇所によって、直近でというか、そういった洪

水とか、何といいますか、護岸整備の不十分による

被害については、直近においてはもう今は起こって

いないということでよろしいですか。

○外間修河川課長 26年以降大きな災害は、発生し

ておりません。

○崎山嗣幸委員 今説明された進捗の箇所によって、

この国場川もそうですが、それから安里川も、特に

ね、このさいおんスクエア辺りもすごかったので、

安謝も含めて、もうこれは将来そういった洪水がな

いような改修計画ということで、理解してよろしい

ですか。

○外間修河川課長 はい。そのとおりです。

○崎山嗣幸委員 ぜひそういった洪水、都市におけ

る災害、氾濫を防げるように、努力をお願いしたい

と思います。

それから、同じく事業概要の87ページのモノレー

ルの３両化のところなんですが、輸送力増強事業で

６億8858万8000円予定をされておりますが、この新

年度予算の内訳なんですが、事業内容で聞くと、こ

こは、車両の部分か基地かドア改修かと二、三聞い

たんだけれども、実施設計の部分のですね、この６億

8500万円の内訳を聞かせてくれますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 令和２年度における予算内訳なんですけれども、

３両編成車用の設計が７億7375万円。車両基地の設

計が１億円。ホームドアの改修が３億2250万円。信

号設備の設計が6000万円。そしてあとトンネル補強

費が３億円というような内訳となっております。

○崎山嗣幸委員 事業概要の中で新年度予算は、モ

ノレール輸送力増強事業６億8858万8000円ですよね。

７億というから、何かなあと。今、内訳聞いたんだ

けど。
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○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 先ほどお答えした費用なんですけれども、それ

が全体費用となっておりまして、それのうちの沖縄

県の分が６億8858万8000円となっております。

○崎山嗣幸委員 県の負担が６億8858万円というこ

となんだけれども、今言った車両、基地化、ドアの

改修と言っていますが、これでも７億円で済むって

いうのではなくて、県も那覇市も浦添市もモノレー

ル株式会社も入るんですよね。この新年度の予算は、

県が６億円持って７億円の予算で、この７団体かね、

これ数字が合わなくなると思うんだけど、負担割合

はもっと大きいんじゃないですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 先ほどのやつは全体、モノレール株式会社、那

覇市、浦添市、県も含めた額でございまして、その

内訳がですね、沖縄県の事業費が６億8858万8000円、

那覇市が５億9340万円、浦添市が9660万円、そして

モノレール株式会社の負担が３億1125万円となって、

トータル16億898万8000円となっております。

○崎山嗣幸委員 では、この新年度の３両化に当たっ

ての工事業費は、県の負担６億円なんだけども全体

の予算を16億円かかる。この３両編成化の基地化と、

ドア改修、それがトータル的なものを４団体で分け

て、16億円かかる事業だということでよろしいです

ね。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 そうです。

○崎山嗣幸委員 ３両化の事業計画なんだけれども、

これ今言われてるの16億円かけてが20年、この実績

入りますよね。それから21年が工事着手のかな。こ

れ一連の今後の実施設計から工事着手、それから先

ほど何か一部が３両が９編成で走って、最終的には

27年完成なのかな。これ進捗について説明できます

か。これからの竣工予定までの計画を教えてくれま

すか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 令和２年から車両の設計や、基地局の設計に携

わりまして、車両基地の設計が令和２年から車両基

地の設計を行いまして、令和３年から車両基地の工

事に入っていきます。そして車両なんですけれども、

初めに３編成の２両を令和４年度に導入する計画と

なっております。そして随時、令和５年度にまた新

造車両の３両編成の２両が来る予定となっておりま

して、新造車両の４編成は、令和４年度、令和５年

度で導入する計画となっております。その後また５編

成をですね、それ以降、また令和６年、７年に改造

を行う。今現在の車両２両編成の改造を行うことと

しておりまして、改造が５編成。そして先ほど申し

上げた新造車両が４編成。トータル９編成の３両車

両を導入する計画となっております。

○崎山嗣幸委員 最終的な完成時期はいつになりま

すか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 令和７年度を予定しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 ３両編成によってですね、乗客数

の推移も変わっていくと思いますが、現在の、もう

去年末は５万2000人だったと思いますが、現時点で

５万2000人から変動してるのかね。それから、今言

われてる、３両編成することによって、最終的な目

標値のですね、完成させる７万5000人っていうのは、

いつの時点を目標に設定をされていますか。現時点

も教えてくれますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 平成30年度の１日平均乗降客数が、先ほどはおっ

しゃったように５万2395人でありまして、令和元年

の平均乗降客数５万7291人となっております。最終

目標としておりますのは2030年、令和18年度を目標

としておりまして、そのときの目標値が７万5000人

を目標としているところでございます。

○崎山嗣幸委員 今、５万7000人の乗客から、令和

18年に７万5000人の乗客数に増えるまでに、先ほど、

３両化が令和７年に完成されて、その後に７万5000人

に持っていこうという計画ですか。そうですよね。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 そうです。

○崎山嗣幸委員 ３月に、今月ですか、第２滑走路

もオープンされてきますが、ここの乗客数は今の時

点ではコロナウイルスの関係で、乗客数は減ってい

ると思いますが、この空港オープンと連携する受皿

については、今の段階では３両化はそれに合わせて

だと思いますが、影響はないですか。滑走路のオー

プンとの関係で。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 第２滑走路が３月26日オープンするということ

は聞いております。その中で、直接また乗客数がま

た徐々に伸びていくのではないかなっていうことは

考えているところでございまして、令和２年、次年

度なんですけれども、またあと２両編成をですね、

新規車両２両編成を導入する計画となっております。

そういったところで、当面はまだ２両なんですけれ

ども、２両導入しまして今現在19編成で運行してる

ところを21編成で運行しまして、そういった対応を
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考えているところでございます。

○崎山嗣幸委員 いずれにしてもね、将来を見通し

ながらの計画なので、そこは県だけじゃなくてね、

それなりの団体等も含めて、第２滑走路とそれから

沖縄のこれからの経済とか、いろんな県民生活含め

て想定された計画だと思いますが、７万5000人を目

標にして経営形態がうまくいくということの計画で

走ってると思いますが。

それで従来ですね、モノレール株式会社が持って

いた債務負担というのが27億だったということで、

これは解消する株価によって解消するということで、

議決をするところもありますが、ここに至る債務超

過の部分について各母体の負担額とかについての問

題点とか課題はなかったのかどうか聞かせてもらい

たい。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 債務超過が27億円あるということでありまして、

そのやっぱり債務超過を解消しないことには、モノ

レール株式会社が３両化を導入するに当たっての、

やっぱり自己資金も必要になってくるものですから、

それがまた市中銀行から借りられないという課題が

ありました。ですので、27億円を解消する必要があ

ると。そういったことで、県と那覇市のほうが貸付

けを行っておりますのでそれを株式化しようという

ことで、27億円はお互い約13億5000万円ほどを株式

化―ＤＥＳを行いまして、また浦添市のほうはその

応分の負担、お互いの応分の負担が50対43対７％と

なっておりますので、浦添市のほうはこの７％分を

負担するということで、債務超過が解消されている

ところでございます。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても債務負担の解消に

ついては，それぞれ県も那覇市も浦添市もスムーズ

に行ったということで理解したということでよろし

いですよね。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 おっしゃるとおりでございます。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても３両化に向かって、

沖縄のモノレールと鉄軌道の問題も出てきますので。

これは経営形態が健全経営でいけるようにしっかり

した計画を立てて、事業の進捗を進めてもらいたい

と思います。関連をすることも含めてね。どっちか

といったらモノレールのやっぱり運行形態が限られ

てて、私が住む真和志一帯は走ってはいないのでね、

将来含めて鉄軌道の計画もあるようなんだけど、そ

ういう循環させることのような計画があったような、

これは全くもう議論の中にありませんか。この路線

の形態は。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 そういった将来構想的な将来計画のところは企

画のほうで考えておりますので、そこのほうが中心

となって取り組んでいるところでございます。

○崎山嗣幸委員 終わります。

○新垣清涼委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 まず令和２年度当初予算案概要の

部局別の資料31ページの治水対策事業、天願川に関

して、この事業の進捗、新年度の計画について伺い

ます。

○外間修河川課長 天願川の進捗等についてお答え

します。天願川河川改修は、事業区間約6.5キロメー

トルのうち、天願橋下流の基地内区間を除き、河口

部から川崎川合流までの5.4キロメートルが概成して

おります。平成30年度末時点の進捗率は、整備延長

ベースで60％となっております。令和２年度は天願

橋、直下流の延長70メートルの右岸側の護岸工事を

予定しており、令和２年度予算は１億1600万円を計

上しております。なお、平成22年２月に、一部合意

された米軍提供施設内の河川改修工事については、

毎年、米軍の立入許可を得て実施しており、令和６年

度の整備完了に向けて取り組んでいるところでござ

います。

○照屋大河委員 令和６年度ということですのでぜ

ひ、取組をお願いしたいというふうに思いますが、

令和２年度に予定する70メートルですか、天願橋の

下流域については、過去に浸水があったような箇所

だというふうに思っているんですが、その工事をし

ながらではありますが、そういった状態については

どう取り組まれているんでしょうか。

○外間修河川課長 現在70メートルのところについ

ては、拡幅をしながら、一部途中に仮設道路を整備

しながら、施工する予定なので、浸水の軽減は図ら

れると思っています。

○照屋大河委員 事業の目的も安心・安全に市民の

皆さんにということですので、ぜひ工事の取組をお

願いします。

続いて同じ31ページですが、海岸保全施設整備事

業、中城湾港海岸豊原地区の事業の進捗と新年度の

計画を伺います。

○新垣義秀海岸防災課長 中城湾港海岸豊原地区に

おいては、中城湾港新港地区の背後において、経年

劣化により防護機能が著しく低下した施設護岸の老

朽化対策緊急事業を行っております。令和元年度末

時点の事業進捗率は、事業費ベースで約88％と見込
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まれております。令和２年度につきましては約5500万

円を計上しており、引き続き護岸等50メートルの整

備を行うこととしております。

○照屋大河委員 すみません、もう一度進捗率とい

うんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 令和元年度末で約88％と

見込まれております。

○照屋大河委員 やがてですので、これもぜひ取組

をお願いします。昨年も申し上げましたが、新しい

商業施設の進出とかですね、周辺地域はにぎわいを

持ち始めていますので、安全な工事、それから事業

の完成をお願いしたいというふうに思います。

続いてですが、午前中、具志堅委員からもありま

した中城湾の事業です。質疑していただいてありが

とうございました。やり取りの中でびっくりしたん

ですが、うるま市が行う事業について、詳細を把握

されていなかったと。それについては上原土建部長

が問題があるというふうに答弁されていましたが、

これ大問題でですね、昨年実はこの委員会で、うる

ま市が近くに農業の直売所を整備する、あるいは勝

連城址の整備関連の事業を展開する。市が必死になっ

て、港湾を中心に盛り上げていこうとしてるときに

ですね、ぜひ、県としても、県が行う事業一緒になっ

てやってほしいというふうに申し上げて、分かりま

したというような答弁をいただいていたところです

ので、ぜひ今後、先ほどのような状況がないように、

市としっかり連携を取って、その事業に対する港湾

事業整備をお願いしたいなというふうに思います。

実は部長、先日、うるま市の市長の呼びかけで、市

選出の４名の県議、私、山内末子さん、照屋守之さ

ん、仲田弘毅さん声をかけられてですね、この港湾

計画改定―座波委員からもありましたが、それに向

けた中城湾港の整備に対する市の考え、要請などを

選出議員に聞いてほしいということで、そういう機

会がありました。僅か１週間半ほど前ですが、市と

しては必死になってこのような資料を作って、今、

中城湾港がどういう状況なんですっていう説明をい

ただき、それから中部地域の人口がある割にはです

ね、ハシゴ道路ネットワークの枠外にそのうるま市

のこの地域が置かれていると。必死になってこの中

城湾を中心に経済振興していこうというふうに今取

り組まれている状況ですので、あわせて、そういっ

た市の取組も含めてですね、部長が考える中城湾を

中心とする、先ほど答弁もありましたが、人流、物

流という視点での考え方、本会議で座波委員も上等

なパネルで示していましたが、東海岸の振興という

意味では、部長が考える中城湾港新港地区の可能性

というのは、どのように捉えられているのか、まず

伺いたいと思います。

○桃原一郎港湾課長 午前中の具志堅透委員の質疑

に対して、ちょっと手元に資料がなかったものです

から、失礼しました。この前マスコミ報道された、

２月29日にうるま市の貨物の件ですが、これはうる

ま市の国際物流トライアル推進事業といいまして、

これはソフト交付金を活用して東通りを活用した物

流モデルを構築するために、実施しているものでご

ざいます。昨年度も１回行っておりまして、今年度

は去る２月29日に、博多航路で、新車24台と職員関

係のコンテナ１個を沖縄のほうに移入してございま

す。従前では、これら商品は那覇港で陸揚げされて

それから消費地に向かっているところを、中城湾港

を使いますことで、新車の荷さばき場が近くにござ

いまして、那覇港から１時間かかっていたところを

約15分で、距離も30キロから４キロに短縮されてい

るということで大分機能が高度化して、利便がよく

なっている、輸送費の大幅な低減と、あと那覇港周

辺の交通渋滞の緩和にも寄与しているということで、

今後中城湾港が、県全体の物流の効率化の一環で図

られたらということでやっている事業でございます。

また中城湾港新港地区の位置づけはやはり、県土

の均衡ある発展に資するため、那覇港と適切な機能

分担を図って、中城湾港は沖縄本島中南部の東海岸

における物資の流通拠点、工業用地の確保による産

業拠点として、流通機能と生産機能を併せ持った流

通加工港湾に位置づけておりまして、こちらは西埠

頭は86％程度の取扱い貨物量で、順調にいっている

ところでございますが、何分にも東埠頭のパッケー

ジ、商品貨物のほうがですね、東埠頭は29年から供

用開始したということもありまして、まだまだ定期

航路が入っていないということで、一番大きな課題

は、その定期航路を結べるための実証実験を県は取

り組んでやってきております。その中でだんだんと

貨物も伸びておりますので、新年度からは定期航路

を、実証実験を運航されていた琉球海運さんが継続

して京阪航路を走らせるということを伺っておりま

すので、先ほども話しましたように琉球海運さんの

総合物流センター及び民間企業の倉庫上屋がござい

ます。やはり周りがそういった物流の企業さんも入っ

てきておりますので、今後はこの東埠頭がどんどん

伸びていくのではないかということで、取りあえず

この前も同じ自動車貨物を入れたように、那覇港で

自動車貨物―那覇港が現在手狭なんですね。どうし
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ても自動車貨物っていうのが広い面積を利用します

ので、それを中城湾港にシフトして、車を扱えない

かなというところでその辺のもくろみもございまし

て、今後はその辺が推移して伸びていくのではない

かということで考えているところでございます。

○照屋大河委員 伸びていくその可能性等、ぜひ県

の取組をお願いしたいなと思います。定期航路が定

着していないというのは、29年に供用スタートして、

そういう状態だというふうに思いますが、市との意

見交換会では県の取組、京阪の実証実験などについ

て、非常に感謝の言葉がありましたが、一方で定期

航路を定着させるために、さらにその護岸の整備が

必要じゃないか。あるいは進入航路のしゅんせつが

必要じゃないか、必要だろうというふうな市の話で

した。卵が先か鶏が先かという話になりはしますが、

そういった視点もですね、午前中からあった港湾計

画にしっかりと位置づけていただく。あるいは、次

期新計にしっかりと位置づけていただくというよう

な県の取組が必要かというふうに思いますが、いか

がでしょうか。

○桃原一郎港湾課長 うるま市からの要請について

は、我々も伺っておりまして、東埠頭の延伸整備と

航路拡幅の件が要請されております。これはですね、

実際、今回、琉球海運さんが就航させている船が１万

トン級で大体180メートルぐらいの船長がある船が来

ているんですけど、我々の想定はもうちょっと小ぶ

りなものだろうということで考えていたんですが、

琉球海運さんが運航してる船ではちょっと大きいと

いうことで、岸壁が実は今、船が長いために、この

荷役が片口に、船は前と後ろのほうに、積み下ろし

ができるＲＯＲＯ船ですので、車両が乗り降りする

んですけど、それが現在では片口荷役、１つしかな

いんです。できないんですね。これ延長岸壁の延長

が実はちょっと短いからであって、ちょっとそれを

延ばしてあげることで、両口で荷役できるようにな

ります。

あと航路もですね、基本的には設計要領に基づい

て整理してもございますが、やはり安全な運航を考

えますと、船長さんの意見とかを大分聞いて港湾は

整備していきますので、聞きますと航路の幅がやは

り狭いと。運航してる平時ならいいんですけど、

ちょっと荒れてくるとやはり危険だということがご

ざいまして、今先ほど言った岸壁の延伸整備と航路

拡幅については、ここは国事業でございますので、

国とうるま市と我々が連携してですね、これは国直

轄事業の中で、早期に整備を着手していただけるよ

う、お願いをしているところでございます。

○照屋大河委員 よく把握されているんでびっくり

しましたが、言われるようにですね、琉球海運の船、

前と後ろに搬入口があるようですが、１つしか使え

ないという状況らしいです今。それから実証実験を

する中で船長さんは、何度もその気候・天候によっ

て、中城に入る予定を那覇に―何とかという表現し

てましたが、そういう事態も何度もあったというこ

とですので、今言われたようにですね、県に地域の

声を聞きながらですね、ぜひ、港湾計画への位置づ

けを、そして事業の実現をお願いしたいなというふ

うに思います。

少し市とのレクの中で気になったのは、この新港

地区の企業立地などを含めてですね、ヒアリングに

ついては、嘉数部長とお話を直接したというふうに

市長がおっしゃっていましたが、港湾を含めて立地

企業との要望等もあると思いますが、県の土木部と

経済部との中城湾の振興に関する連携というのは

しっかり取られておりますでしょうか。

○桃原一郎港湾課長 商工労働部は、企業立地推進

課でございますが、そこのほうで一般工業用地の売

却等を進めてございます。その中でですね、我々と

しては流通系の企業とか、あと重い、かさばる大き

な荷物を搬出するような企業さんの誘致ができない

かお願いをしていたりですね、うるま市さんも同じ

ように今回も自動車を移入してございますので、そ

ういった自動車関係の企業とかが来てもらえないか

とか、その辺は連携してやっているところでござい

ます。

○照屋大河委員 しっかり連携してお願いします。

先ほども冒頭に言ったように、市が事業展開する、

土木も展開する、経済部も展開するという中でちぐ

はぐにならないようにですね、ぜひ、この予算が効

率的に効果を発揮できるような中城湾港での事業の

取組をお願いをして終わります。

○新垣清涼委員長 仲嶺智都市計画・モノレール課

都市モノレール室長。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 先ほど答弁の中で一部修正がございます。2030年

の需要予測を令和18年とお答えをしました。すみま

せん。2030年の需要予測、令和12年ということで。18年

じゃなくて12年というところでございます。申し訳

ありません。

○新垣清涼委員長 上原正次委員。

○上原正次委員 部局別の86ページ。主要事業の概

要の205道路防災保全事業、これ23億円の新年度予算
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がついていますけど、概要を見ますと、道路の補修

も含まれていますね。県道の安全パトロール等につ

いて、こういったのは予算を組んでやっていると思

うんですけど、先ほど道路管理課にちょっと資料を

渡して、これ糸満の状況なんですけど、これ歩道側

のバス停の前に、地域の、これは糸満市のハーレー

絵柄が書いた、何ていうんですかこれは、それを置

いて敷いてあるのがあるんですね。ちょっとこういっ

た形であります。これ結構長いことなっていて、県

道今、ラウンドアバウト工事をやっていまして白銀

堂までの間に、バス停が４か所あります。その４か

所のこのプレートが、すごく滑る状況がありまして、

先週ですね、知り合いの年配の方がここを歩いてい

て、転んだのは以前なんですけど、滑って危ないと

いうことでお話がありましたので、土曜日に確認い

たしまして、ちょうどこれが白銀堂商店の前です。

店主のほうに聞いたら、滑る、危ないということで

お話がありまして、今回、急遽写真撮って、担当関

係、写真渡した状況がありますけど、県道のパトロー

ル状況、以前、なんか県道のグレーチングとか、グ

レーチングだったと思うんですよ。自転車で転んで

県の諸問題になったとか、そういうのがあったと思

うんですけど。道路の安全パトロール等の状況につ

いて、お答えできますか。

○島袋一英道路管理課長 今、上原委員からの資料

の提供ですけれども、こちらのほうで確認しました。

もともと国のほうでの西海岸道路関連で県のほうに

移管された国道になっておりまして、この写真を見

ますと歩道のほうのバス停の近くに、こういった地

域の振興的なもののプレートみたいなものが設置し

ているのを確認しております。ただそのこのプレー

ト自体がですね、国道から移管を受けたときに、も

ともと国道のほうで造って県に移管されたのか。あ

るいは地域のほうから要望があってそういう歩道に

設置されたのか、それを確認してですね、もし、糸

満市からの要望で糸満市のほうでつけているってい

うことであれば、道路占用物という取扱いになるも

のですから、その辺はまた市のほうと調整したいと

思います。

あと道路維持関係ですけれども、道路防災事業は

ですね、大きな防災関連の事業をやっていまして、

こちらで言われてるのは、県の道路維持事業のほう

でやっておりまして、こちらについては、大体週２回

程度のパトロールをします。ただパトロール自体が

実際道路交通とかに支障があるものをメインで見る

ものですから、現在の歩道敷についてはちょっと目

が届かない部分があると思います。ただし地元のほ

うから、これらの危険な場所があるということであ

れば、土木事務所のほうで確認して、すぐに対応で

きるような予算的に対応できるものがあれば、すぐ

対応していきたいと思っております。

○上原正次委員 以前は国道だったのを私も知って

いますけど、土曜日の話で、急遽今日取り上げる状

況になっていますので、市のほうにはまだ確認は取っ

ていないんですけど。緊急的にでもセメントを貼る

とかですね、これもぜひ現場を見てですね、危ない

のでこれ早期に対応していただきたいと思っていま

すので、よろしくお願いします。

○島袋一英道路管理課長 土木事務所のほうにもそ

の情報を与えておりますので、土木事務所とまた確

認しながら、早めの対応をしたいと思います。

○上原正次委員 続きまして、87ページの首里城公

園活性化事業の概要をお願いします。これ３事業の

予算なのか、7500万円ですね。

○玉城謙都市公園課長 これは首里城県営区域内の

事業でありまして、本事業は、首里城公園利用者の

利便性向上を目的に、ソフト交付金を活用して県営

区域内にある現首里城公園ビジターセンター、首里

杜館の施設整備を行うものであります。

○上原正次委員 これ首里杜の館、杜の館っていう

んですか、これは前にある施設内ではなくて、施設

外にこのイベントスペースをつくるってことなんで

すか。

○玉城謙都市公園課長 事業の内容ですが、これは

先ほど申し上げました首里城公園利用者の利便性向

上を目的に、ソフト交付金を活用して、ビジターセ

ンター首里杜館の施設整備を行うもので計画として

は、駐車場無人精算機、あと多言語電子案内版、屋

外屋根つきテラス、館内照明ＬＥＤ化、館内の案内

サインの拡充、施設内スペースの一元化、屋根つき

歩道の整備等を予定はしてますが、今後さらに必要

性、事業効果及び現在の施設の利用の影響について

詳細に検討して優先度を定めながら事業予算の範囲

内で実施する計画であります。

○上原正次委員 首里城が焼失してから、集客のた

めの予算だと思っていますけど。昨年２月、県に移

管してから、これ昨年８月の新聞記事なんですけど、

県の２月から７月の首里城有料施設入館者数ってい

うのがありまして95万2000名、前年より10万8000名

増えてるということで、美ら海水族館もそうなんで

すけど、首里城公園の課題でありました、県民の来

園者がいないということで、17年度、18年度も低い
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状況があったのが、県に移管して、いろんな減免措

置を取ったりして、70歳以上の県内在住者、県民を

どう呼び込むかといういろんなイベントをやった経

緯があって伸びている状況があるんですね。それで、

今年度の直近でいいんですけど、県内の首里城の入

館者数、それと70歳以上の方が分かれば、今ちょっ

と事前に数字の話していなかったんですけど、大丈

夫ですか。

○玉城謙都市公園課長 首里城公園有料区域の入場

者数なんですけど、平成29年度が181万人、平成30年

度が177万人で、令和元年は火災前の10月末時点の

７か月間で105万人となっております。県内と県外の

この区分ですが、これは３月末に最終集計をして出

てきますので、まだうちのほうで詳細を把握してな

い状況でございます。

○上原正次委員 いろんなイベントを含めて県に移

管したんですけど、これまで国の基準で、いろいろ

なイベント等にも規制があったみたいで、これまで

は昨年の８月時点では、国の基準でいろんな行催事

なんかは起こっていた状況があったんですね。で、

県も県の基準をつくるって、新聞には策定するって

あるんですけど、今の時点でこれ８月の記事なんで

すね。県が、いろんなイベント、施設を―例えば首

里城公園内の行催事は国が制定した基準で、首里城

内外の祭祀、儀式の再現とか、首里城周辺のコミュ

ニティーの歴史文化などを、特化利用と定められる

と。これは国の基準なんですけど、県も独自のこう

いった行事をする基準を策定するってありますけど、

それは現時点で策定されているのか、そのまま国の

基準を使って、いろいろなイベント等催事のそういっ

たのをやっているのか、その点について。

○玉城謙都市公園課長 昨年２月の経営の管理移管

に伴い沖縄文化のさらなる発信や観光拠点としての

魅力向上を図るために、国の先ほどの策定した首里

城付近における行催事に関する事項を県のほうの基

準ということで見直しを行うということで作業を進

めていたんですが、10月31日の火災が発生したこと

に伴い、現在、作業が中断している状況であります。

同事項の主要な項目であった、特に正殿・北殿等が

焼失した状況でありまして、今後は見直しの時期等

も含めて検討していきたいと考えております。

○上原正次委員 ありがとうございます。

ちょっと指定管理のお話になりますけど、先ほど

指定管理料の話が出てまして、１年間で１億5852万

5000円が県指定管理での限度額っていうのがありま

して、先ほど固定納付金、それが基金に行く形にな

ると思うんですけど、これ県は首里城が焼失して国

の減免になっていますよね２億5786万円は。県は今、

財団のほうの指定管理料の４年間の管理があると思

うんです。これは１年ごとに減免していくのか、そ

の辺はどうなんですか。

○玉城謙都市公園課長 この指定管理料なんですが、

これ経営の無料区域のほうは、県のほうから指定管

理者に年間約１億4000万の指定管理料を支払って管

理をやっていただいているというのと、国営公園、

去年の２月から県のほうで、国の管理許可の中で管

理しているこの事業の経費というのは、この事業者、

指定管理者のほうが、入場料収入等の収入を経費に

充てて、国に対しては、施設の使用料が発生します

ので、このお金を県のほうに固定納付として納めて

いただいて、その納めたお金を県のほうから国へ国

有財産使用料という形で納付すると。ただ火災後で

すが、これは入館できない状態がありまして、これ

は指定管理者、あるいは県のほうから国のほうに当

面の間、減免の協議をいたしまして、現在のところ

減免している状態であります。

○上原正次委員 これ指定管理の要項にちょっとあ

るんですけど、今回、予算ついているのが首里城復

旧・復興事業もそうなんですけど、今回のこの首里

城公園活性化事業も、これは工事等の指定期間の契

約にあるのは工事等に、いわゆる指定管理料の見直

しがあるって載っているんですね。それは今お話し

した減免の部分はこの工事等に該当する、それとも

先ほど言った火災による集客はないということで、

その部分はどうなんですか。

○玉城謙都市公園課長 今出ているページの首里城

復旧・復興事業と、あと公園活性化事業というのは、

都市公園課のほうで直接行う事業でありまして、先

ほどソフト交付金の中で、首里杜館周辺等の整備を

行うものとですね、あとこの第三者委員会、あるい

は一部開園に伴うこの仮設通路等の設計あるいは工

事と文化財等の収蔵庫の置き場所のまた検討という

業務として計上してる内容でございます。これは指

定管理者からお金をいただいてということではあり

ません。

○上原正次委員 分かりました。先ほどお話のあっ

た基準、県の基準を早めに策定してですね、今大変

な状況だと、もう大変御苦労していると思いますけ

ど、ぜひ、しっかり基準も策定するよう部長、よろ

しくお願いします。

○新垣清涼委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まず最初にですね、土木建築部発注
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の不調・不落の状況を教えてください。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 令和

２年１月末までに、土木建築部が発注した497件のう

ち、不調・不落は128件、全体の26％で、前年度同時

期に比べ３％の増となっております。

○赤嶺昇委員 応札ゼロはどうですか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 その

うち入札時に応札者がいない入札不調が57件で、

44.5％となっております。

○赤嶺昇委員 この44.5％が応札ゼロっていうのは、

結構大きい数字だと思うんですけど、その要因は何

ですか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 土木

建築部のほうでは、不調・不落が出た場合にその調

査をしているところなんですけれども、その主な要

因としては、配置技術者の不足ということでの回答

が多いところであります。

○赤嶺昇委員 不調・不落はもうほぼ毎年聞いてい

るんですけれども、ちょっと悪くなってますよね。

推移、前は22とか。今回また上がってるんですよ。

これはなぜですか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 工事

に際して、複数の工事をまとめたり、主任技術者等

の兼任要件の緩和や、離島の必要な経費等の精算の

対策を講じているところですが、民間工事の活況等

もありまして、小規模で市街地等施工条件が厳しく

て手間のかかる工事、あとは離島工事におきまして

は、不調・不落が発生しており、なかなか改善に結

びつかないところの状況となっております。ただ、

県としましても、計画的な事業実施の面から問題意

識は持っているところです。

○赤嶺昇委員 民間も需要があるということなんで

すけれども、公共より民間のほうが、おそらく業界

の皆さんはですね、そちらのほうが仕事としてはい

いというふうに選んでいると思うんですよね。です

から積算単価がちょっと合わないんじゃないかなと

思うんですけどいかがですか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 予定

価格の超過や、入札参加者がいないという理由で不

調・不落が予想されるっていう形になっていますけ

ども。そういった工事につきましては、今後、標準

積算の価格と乖離が生じていると考えられている事

項について、入札の参加者から提出された見積り価

格を用いて、県のほうで予定価格を算出するという

形の見積り活用方式ということで、新たに試行をし

ていこうかと考えております。

○赤嶺昇委員 県は類似県の不調・不落とか応札ゼ

ロの状況というのは把握していますか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 九州

各県の不調・不落状況の確認を取ったんですけれど

も。ただ、不調・不落が非公表の県が２つほどあり

まして、公表というかヒアリングしたところにより

ますと佐賀県が13％、熊本が12.6％、宮崎11.3％と

聞いております。

○赤嶺昇委員 ですから、今はもう２倍違うんです

よね。明らかに他府県では10％台なのに沖縄県は26％

というのは、どう考えたって、これ技術者不足とか

いろいろ理由があると思うんですけれども、やっぱ

り公共よりも民間のほうがいいと、要するに企業の

皆さんがもう明らかに県の工事にあんまり向いてな

いっていうかですね、そこはちょっと改善しないと

来年も同じ数字じゃないでしょうか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 先ほ

ども少しお話させていただきましたけれども、県の

入札のやり方というか、予定価格を立てる際に、当

然必要な部分については見積りを取るところなんで

すけども、その見積りを取った上で予定価格を設定

して、入札の公告を上げると。その間に一、二か月

あるいは物によってはもう少し時間がかかって、実

際に入札を行う際には、市場単価が動いているとい

う可能性はあるかなと思います。今回、その見積り

をですね、実際に入札に参加する方々から見積書を

提出していただいて、その見積書のヒアリング等で

妥当性を検証して、その分で予定価格を県のほうで

積算するという見積り活用方式を試行しようと思っ

ております。

○赤嶺昇委員 見積り取ってるのに、応札ゼロが

44.5って出るんですよ。見積り取ってるのに応札が

ゼロなんですよ。この矛盾はどう感じますか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 この

見積りを取る際には参加する方々が取るということ

ではないと思うんですね。最初に見積もる予定価格

の積算という形で、今までやっているものについて

は。最初に県が予算を執行する際に、予算の範囲の

中で、分任予算とかもありますけど、与えられた予

算の範囲内で、必要な予定価格を立てる際には、や

はり市場単価が分かるということで見積りは、見積

りを出していただけるところから取っているところ

だと思います。

○赤嶺昇委員 いや、応札すらしないっていうのは、

もう明らかに参加しないことですから。ここは、で

すから、何度も言うように、しっかり利益を出せる
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んだったら、応札すると思うんですよ。技術者不足

で皆さんはおっしゃっていますけど、本当に技術者

不足だけなんですか。

○大石優子技術・建設業課建設業指導契約監 不調

・不落の要因としては、１つの要因ということでな

くていろいろな状況が入ってくるかと思います。そ

の時期であったり、地元の企業が民間等の手持ちが

あればやっぱり入ってこれないということがあると

思います。やはり手間のかかる小さな工事、利益率

が上がらないっていう形なんですけれども。やっぱ

りロットを大きくするという形でやる方向もあるん

ですが、どうしても小さな離島については、これ以

上大きくできないというものもありますので、実際

に不調・不落もあるのかなと思っております。

また技術者の不足としましては、労働局のほうが

毎月の新規求人倍率ということで、建築や土木測量

等の技術者の数字を出しておりますけれども、直近

の12月の状況としては、9.76で前月の11月は4.53と

いう形ですので、技術者が不足してるというのは、

数字として現れているのかなと思っております。

○赤嶺昇委員 ぜひですね、改善どころか悪くなっ

ていますので、来年またちょっと対応をお願いして

います。

それから土木建築部の予算のこの３年間の執行率

を教えてもらっていいですか。

○金城学土木総務課長 平成27年度が86.8％、28年

度が90.9％で、29年度が89.5％、30年度が89.6％と

なっております。

○赤嶺昇委員 上がってはいるような感じもするん

ですけれども、予算執行率については、今年、そろ

そろ締まると思うんですけど、今年度が89.6という

ことですか。

○金城学土木総務課長 30年度が89.6％で、31年度

はまだ集計中でございますけど、今90％目標なんで

すが目標に向かって進めているところでございます。

○赤嶺昇委員 ぜひ執行率もしっかり上げてもらい

たいなと思っています。

平和祈念公園の件なんですけれども、平和祈念公

園にいろんな修学旅行とか、いろんな方々が来るん

ですね。その際に、いわゆる全戦没者追悼式のとき

に屋根があるんですよね。ところが、普段屋根があ

まりなくてですね。集団で来た場合に、夏場ってい

うのはもう炎天下で大変らしいんですよ。影がない

ということなので、この辺りの使用性を皆さんは感

じてますか。

○金城学土木総務課長 平和祈念公園のこの日影っ

ていうんですか、休憩所についてですが、今うちの

ほうで、今回計画してるのがこの多目的広場のエリ

アで、大型休憩施設ということで、今年度、今まだ

契約までは至ってないんですが、今そういう公募を

かけている状況で、この多目的広場に大型の休憩場

を今設ける予定にしておりまして、あと式典周辺等

でも、ちょっとそこについては、いろいろな現状、

施設等がありまして、そういう施設等へも配慮が必

要ということで、今後の検討事項かなと思っており

ます。

○赤嶺昇委員 今話してる多目的広場っていうのは、

もう少し具体的に教えてくれる。屋根があるのか何

名ぐらい入るのか教えてもらえますか。

○金城学土木総務課長 今この場所が現在の子供の

遊具広場等があるんですが、その近くのほうにこの

臨海広場ということで、広い芝生のエリアがありま

して、そこに約200名以上が収容できるような大型の

この休憩所です。屋根もついております。

○赤嶺昇委員 いつ完成予定ですか。

○金城学土木総務課長 現在、設計が終わりまして、

先月から工事の発注の公募をかけておりまして、う

まく落札していただければ今月末には業者が決まる

のかなというような状況です。次年度完成の予定で

す。

○赤嶺昇委員 首里城の件なんですけれども、この

間も少しほかの委員からもあったんですけど、県は

もう管理じゃなくて、移管を求めないっていうこと

なんですか。首里城については。

○玉城謙都市公園課長 所有権の議論だと思うんで

すが、それについて、うちとしてはまず早めに城郭

内の正殿等含めて、早めに復旧したいということで、

その作業をまず進めながらですね、現段階では所有

権の議論をしないということであります。

○赤嶺昇委員 ということは、後には求めるんです

か。

○玉城謙都市公園課長 国との役割分担の中でいろ

いろ協議等が出てきますので、今の段階で所有権か

ら先にというのはちょっと厳しいのがあるのかなと

思ってます。

○赤嶺昇委員 今の話だと、私は国が責任を持って

対応するって言っている以上は、これ今求めていか

ないとか、方針を出さない理由は何なんですか。

○玉城謙都市公園課長 県としては、まずは国との

間の役割分担の協議が先かなと思っております。

○赤嶺昇委員 これは担当課の皆さんの話っていう

より多分県三役とか知事をはじめその方針を考える



－249－

と思うんですけど、部長にお尋ねしたいんですけど、

今後、所有権移転も今検討しているんですか。

○上原国定土木建築部長 検討しておりません。

○赤嶺昇委員 ということは、もう従来どおりとい

うことですか。

○上原国定土木建築部長 国営公園でございますの

で、一義的に国のほうで整備をするというのが大前

提でございます。

○新垣清涼委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 予算案の主要概要のほうからお聞

きします。35ページの中に、地域連携道路事業とい

うことでありましたけど、座波委員からも質疑され

て、前年度比16億円の増額で計上されておりますが、

その経費の概要の中で、用地買収費と、それから工

事はどのような比率になっていますか。

○島袋善明道路街路課長 令和２年度の南部東道路

の予算ですが、用地及び補償費につきましては約13億

円、工事につきましては約15.5億円となっておりま

す。

○玉城武光委員 用地買収がこれまでね、なかなか

進んでいないということでの進捗の報告がありまし

たけど、今時点でどんな状況ですか。用地買収。

○島袋善明道路街路課長 現在、盛んに工事を進め

ている４工区、南部東につきましては５工区に分け

て工事を進めているんですけども、４工区につきま

しては用地100％となっております。引き続き来年度

以降、両隣の３工区と５工区について用地取得を進

めていきますけれども、用地につきましておおむね

３割程度と。現時点では用地買収の面積が３割程度

ということになっております。

○玉城武光委員 ４工区は100％。そのほかは約３割。

約３割ぐらいの用地買収という形なんですが、これ、

用地買収が進まない何かネックがあるんですか。進

まない要因っていうのがあるんですか。

○島袋善明道路街路課長 具体的にはやはりその用

地単価の各地権者との単価の同意といいますか、そ

のあたりが主なものだと思います。

○玉城武光委員 単価のことが一番ネックだという

ことですね。この単価の問題というのは、事業計画

するときに、いろいろ事前説明の中でいろいろ話は

されていると思うんですが、そうですよね。その単

価の問題も含めて、事業計画する段階での説明会で

は、説明されているんですか。

○島袋善明道路街路課長 例えば、住民説明会等で

は工事の規模ですとか、事業の内容等についての総

括的な説明は実施していると思いますけども、各個

別の用地の単価については発表していないと、やは

り個別に訪問しての交渉ですので、その場では発表

していないと思います。

○玉城武光委員 分かりました。予算も増額されて

いるのでね、早く竣工させるためにも、そういうと

ころに力を入れていただきたいと。

次は、無電柱化の推進事業の中に、補償費等利用

する経費とあるんですが、補償費等という詳細な説

明をお願いいたします。

○島袋一英道路管理課長 無電柱化、いわゆる電線

類地中化につきましては、ハード交付金、これは工

事全般になります。それから、ソフト交付金の中で

要請者負担方式というのがございまして、こちらに

ついては、本来の、電線管理者は沖縄電力でありま

すとか、ＮＴＴのほうでですね、費用負担する分に

ついての要請者である道路管理者のほうで負担する

のが補償となっておりまして、その分の補償費が増

えているという形になってることです。

○玉城武光委員 道路管理者に対する補償。

○島袋一英道路管理課長 道路管理者が電線管理者

に対しての補償ということです。

○玉城武光委員 ちょっとあまり分からないですね、

要するに、道路管理者が、電力会社に対する補償と

いう……。

○島袋一英道路管理課長 そうです。従来は沖縄県

ブロック協議会というのがございまして、そちらの

ほうで、道路管理者と、それから電線管理者、電力、

ＮＴＴさん、県警も入るんですけれども、そこのほ

うで路線を決めていきます。その合意路線につきま

しては本来の県のほうで管路工事、それから沖縄電

力さんのほうで入線とかその他の工事をやっていき

ますけれども、その電力さんが、通常は費用負担し

ている部分について、合意路線じゃないんですけれ

ども、観光振興とかですね、そういう意味では合意

路線以外のもので無電柱化する場合に、道路管理者

のほうで、電力さんが負担する分を負担するという

ことでの補償という形になります。

○玉城武光委員 次はですね、自然災害防止事業の

いろいろ説明がありましたので、ちょっとやりませ

んが、治水対策の中でね、先ほども、いろいろ国場

川、天願川などとなっているんですが、事前にヒア

リングしてないんですが、八重瀬町内の報得川の令

和２年度の計画はどんなですか。

○外間修河川課長 報得川についてお答えします。

報得川については令和２年度の事業費が、１億飛ん

で700万円。その内訳としましては、委託料が600万
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円、あと用地が2000万円、補償が8100万円を計上し

ております。

○玉城武光委員 ぜひ前進させてくださいね。

それから次ですね。地すべり対策事業、防止策の

整備に要する経費の詳細な説明をお願いします。

○新垣義秀海岸防災課長 地すべり対策事業は、地

すべりを防止し、住民の生命・財産を守るための地

すべり防止施設の整備に要する経費となっておりま

す。令和２年度は、うるま市豊原地区、中城村当間

地区等で地すべり防止施設の設置を、南風原町兼城

等で既存施設の老朽化に伴う改築を予定しておりま

す。予算の増額については、対策の緊急性が高い南

風原町兼城地区において、抑止工の実施が要因となっ

ております。

○玉城武光委員 南風原地区は、予算額としては幾

らですか。

○新垣義秀海岸防災課長 南風原地区の令和２年度

の実施の内容ですけれども、調査設計業務及び抑止

工事で２億3000万円となっております。

○玉城武光委員 じゃ、次に移ります。

急傾斜地崩壊対策事業の概要の説明を。

○新垣義秀海岸防災課長 急傾斜地崩壊対策事業は、

急傾斜地の崩壊を防止し、住民の生命・財産を守る

ための急傾斜地崩壊対策施設の整備に要する経費と

なっております。令和２年度は、北中城村島袋地区

で急傾斜崩壊対策防止の施設の設置を行います。ま

た糸満市武富地区、豊見城市金田地区等で老朽化に

伴う改築を予定しております。予算の増額について

は、令和２年度から、名護市世富慶地区、うるま市

屋慶名地区で新規事業を実施することが要因となっ

ております。

○玉城武光委員 いろいろ整備が必要なところが出

てきているという状況ですから、ぜひ対策をですね、

強めていただきたいということです。

次は、首里城のところは、もういろいろ聞かれて

いますから省略します。37ページの県営都市公園の

整備のところですね、平和公園は先ほど聞いていま

したから、奥武山公園の整備の状況があるんですが、

これ説明してください。

○玉城謙都市公園課長 奥武山公園ですが、これは

沖縄振興公共投資交付金、ハード交付金のほうでで

すね、ハード交付金を活用し、老朽化した施設の再

整備を行っております。今回の整備内容は、北明治

橋の改修工事。令和元年で片側を終わりまして、次

年度、もう一か所ですね、下流側のほうを整備する

と。それを終わりますとほぼ概成という形になりま

す。

○玉城武光委員 橋の改修、北明治橋の改修だと。

ということは、国道のところですか。

○玉城謙都市公園課長 壺川駅のほうから公園のほ

うに渡る橋、公園にアクセスする橋でございます。

○玉城武光委員 分かりました。

では最後ですね。国営公園に関するいろいろな整

備があるんですが、それの予算の原資はどんなもの

ですか。要するに予算は、入場料であるのか、入場

料から上がっているのか。

○玉城謙都市公園課長 公園の管理に要する費用と

いうのは全て入場料等の収入でございます。

○玉城武光委員 はい、以上です。

○新垣清涼委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 那覇空港の第２滑走路が完成した。

あれは国直轄の予算なんですが、それに伴って、そ

れ以外のインフラ関係の予算をかなり期待していま

したが、午前中の質疑を聞いておりますと、減って

いても増えたっていう実感がないんですが、これが

新年度予算への影響っていうのは全くないような感

じしますが、ここら辺からまず説明をいただけます

か。

○野原良治空港課長 那覇空港の整備事業につきま

しては、国の直轄事業となっておりまして、空港法

の第６条に基づきまして県が事業費の５％を負担す

るということになっております。令和２年度におい

ては、事業費負担金として約７億3300万円を計上し

ておりまして、第２滑走路完成に伴い、令和元年度

当初予算に比べ７億2400万円の減、約50％の減となっ

ております。那覇空港第２滑走路が完成し、那覇空

港の予算については減額となっておりますけれども、

県管理空港の国庫補助事業に係る予算につきまして

は、所要額を確保しているところでございます。

○糸洲朝則委員 概算要求は８月だったと思うんで

すが、そのとき、国交省からの説明では、第２滑走

路が完成しますが、その分については、例えば港湾

とか街路とかそういうインフラ整備のほうに振り向

けるので、予算額的には減らないよっていう説明を

していただいたと、僕は記憶しているんです。あえ

て新年度予算に係る影響について聞いているわけで

すが、座波委員が聞いた東道路が大分増えた程度で

あとあんまり増えていないんですよね。ここら辺は

どんなもんですか。

○上原国定土木建築部長 総額3000億円は確保され

ているということで、次年度は那覇空港の整備事業

費が極端に減りますので、その分の増額がどこかに
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あるだろうということで考えておりました。で、公

共事業全体の額としてはほとんど減額になっており

ませんので、その分については公共事業の、薄くで

すね、どちらかに計上されていると。県事業があま

り増えていないものですから、直轄事業が増額になっ

ている部分が多いのかなという印象がございます。

○糸洲朝則委員 ３月26日供用開始ということに

なっていますので、かなり発着量については増える

わけで、さて今度は受け入れる側のターミナルビル

をはじめとするアクセス道路とか、あるいは駐車場。

こういった問題が、今、喫緊の課題ではなかろうか

というふうに思っていますが、それに対する取組は

いかがですか。

○野原良治空港課長 令和２年度における那覇空港

の整備事業の内容としましては、県が負担する負担

金の対象となる主な事業については、滑走路改良工

事、誘導路新設工事、照明工事などを予定している

というふうに聞いております。

○糸洲朝則委員 多分、ターミナルをはじめ各施設

がかなり手狭になってくるんじゃないかと思うんで

すが、これは空港ビルディング会社あたりが考える

ことかもしれませんが、やっぱりそこら辺への対策

は本来なら先々やってくるべきことだと思うんです

が、現在のままで大丈夫ですか。

○野原良治空港課長 現在も先ほどおっしゃられま

したターミナルビルディング社とかで検討されてい

ると考えております。県の空港課としては負担金を

今、拠出しているというところでございます。

○糸洲朝則委員 これも国土交通省あたりといろい

ろやり取りをして、例えば駐車場を今の４階建てか

ら８階建てですとかね、そういったものを進めてい

るわけですが、だから、そこら辺はコロナウイルス

の問題が終息した後の観光振興っていう観点からも、

やっぱり準備すべきだと思うんですよ。だから、そ

の駐車場の整備とかは、当然県も関わっていくわけ

でしょ。これは国交省の直轄でやってくれると思う

んだけど。

○野原良治空港課長 県としましては、企画部のほ

うで関わるということで聞いております。

○糸洲朝則委員 これも企画部になりそうだけど、

一応土木環境委員会だから、部長に聞いておきましょ

うね。第２滑走路はもう超目玉プロジェクトでござ

いましたので、もう次なる超目玉をつくらんといか

んと思うんです。例えば鉄軌道とか、あるいはＭＩ

ＣＥとかいろいろあるんですが、これもなかなか事

業ベースが持ってない。したがってその次の目玉っ

ていうのは、経済会議団体あたりが提案している第

２滑走路と第１滑走路の間を埋め立てて、そこにター

ミナルを持ってくるという壮大な構想があるわけで

すが、県はそこら辺に対する考え方っていうか、あ

るいは取り込みとか、そういうのはありませんか。

○野原良治空港課長 それも、県としては企画部の

ほうでと聞いております。

○糸洲朝則委員 例えばね、土木建築部ができる範

囲のことといったらじゃあ何がある。ここは私たち

がやっていますっていうのが。みんな企画に振った

ら。

○上原国定土木建築部長 次の目玉は何かという話

だと思いますけれども、確かに鉄軌道とかですね、

那覇空港第２滑走路の間の開発とか、これは企画部

が主体になるべきものですが、鉄軌道につきまして

は企画部ですけれども、鉄軌道が南北に走る、縦貫

の鉄軌道が決まればですね、フィーダー路線のＬＲ

Ｔとかですね、そういったときには兼務でもあるか

もしれません。土建部のですね。今のところ先ほど

来説明してますように、地域高規格道路南部東道路

が一番の今後の目玉かなと。まだ２車線の暫定供用

を目指しておりますけれども、将来的には４車線化

もありますし、那覇空港自動車との連結もございま

す。また、知念半島のほうに延伸する事業でござい

ますので、その辺を考えるとまだまだ事業量として

はあるのかなと。それ以外で考えますと、やはり土

建部が絡むとすればですね、基地の跡地の開発がで

きるような事態になればですね、土地区画整理事業

等の基地跡地の整備ということに対しては非常に大

きな仕事が待っているのかなというふうに考えてお

ります。

○糸洲朝則委員 次に、離島空港整備事業について、

これも午前中にも出ているんですが、これも空港の

手荷物受取所の拡張というのが１億2700万円あまり

出ているんですが、これについて御説明をお願いし

ます。

○野原良治空港課長 離島空港旅客施設等機能向上

整備事業についてですけれども、本事業は旅客者の

利便性・快適性を向上させ、離島の観光振興及び定

住化促進を図るため、離島の空の玄関口である空港

の旅客施設等の機能向上整備を行うものでありまし

て、令和２年度は多良間空港旅客施設の手荷物受取

所の拡張整備を行うこととなっております。

○糸洲朝則委員 これは増築をするということです

かね。

○野原良治空港課長 次年度、増築を予定しており
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ます。

○糸洲朝則委員 大体もう全体的に手狭なんですよ

ね。これ手荷物受け取り云々っていうふうなことで

したら、そうじゃなくても、ターミナルそのものが

本当に手狭でということは、ぜひ念頭に入れていた

だいて、拡幅するなり、建て替えるなり、そういっ

たものがあってもいいんじゃないかと思ってそれを

聞いてるんですが、いかがですか。

○野原良治空港課長 すみません。令和３年度に拡

張工事を予定してるところでございます。

○糸洲朝則委員 そうですか、よろしくお願いしま

す。

治水対策のこの件でこのようにちゃんと写真も

載っている安謝川330号のボックス付近と。これはで

すね、多分難工事で、もう既に工期を延長してきて

いる状況だと思うんですが、現状についてちょっと

教えていただきます。

○外間修河川課長 安謝川の進捗についてお答えし

ます。安謝川については、整備延長5.5キロメートル

のうち、河口部から末吉橋までの3.3キロメートルに

ついては、既成をしているところです。平成30年度

末時点の進捗率は、整備延長ベースで65％となって

おります。国道330号を横断する２連目ボックスカル

バートの改修工事については、平成30年度から令和

２年度の３年間の債務負担により実施しているとこ

ろであります。現在、既設ボックスカルバートの取

壊しを行いながら、新設ボックスカルバートの施工

に必要な支保工を実施しており、令和元年末までに

は、60メートルのうち、24メートルの取壊しと、あ

と支保工が完成する予定となっております。令和２年

度には、残りの掘削等を終了後、ボックスカルバー

トを新設し整備完了する予定であります。あと末吉

公園までの約3.6キロメートルについては、令和４年

度までに完了する予定で、その後、上流部の石嶺地

区の整備に取り組んでまいりたいと思っております。

○糸洲朝則委員 このカルバートの施設工事は非常

に難工事だと聞いておりまして、周辺の皆さんにも

結構迷惑というか、そういったのも出ているんで何

度か南部土木ともやり取りをしました。でその都度

対応してもらっていますが、今、その周辺地域の皆

さんとの、やり取りとかあるいは、被害状況とか、

そういったもの分かりますか。

○外間修河川課長 すみません。下流側から今取壊

しをしておりまして、今、主に住宅地があるのは上

流側。上流側については、その都度住民説明会なり

ですね、迷惑がかからないような感じで、土木事務

所と地域と相談しながらやっていくということで聞

いております。

○糸洲朝則委員 令和２年度に完成するような、さっ

きの答弁でしたが、多分、厳しいと思うよ。これま

での経緯も延ばしてきているから、そこどんなです

か、大丈夫ですか。

○外間修河川課長 委員おっしゃるとおり、今まで

大分時間かかっておりまして、令和２年度に入って

から60メートル取壊しをするんですけども、新設の

ボックスカルバートは真ん中のほうから両側に施工

するということで、工期短縮を図りながら、予定の

年度までには完成していきたいなと考えております。

○糸洲朝則委員 頑張ってください。

それと橋梁の補修事業。これに池間大橋が写真入

りで載っていますが、この状況の説明をお願いしま

す。

○島袋善明道路街路課長 池間大橋につきましては、

上部工の補修については完了しておりまして、現在

下部工の補修、こちらの橋梁につきましてはちょっ

と耐震の補強もしないといけないものですから、耐

震補強と通常の下部工の補修を同時に行っておりま

して、現在42％の見込みとなっております。

○糸洲朝則委員 耐震補強もこれ写真が出ておりま

すが、この池間大橋そのものが、旧耐震基準のとき

にできたものだと記憶していますが、そこら辺の兼

ね合いがあって今のこの耐震補強をしているわけで

しょ。

○島袋善明道路街路課長 そのとおりです。耐震補

強と通常の補修を一緒にやっての手戻りがないよう

に工事を進めております。

○糸洲朝則委員 いつ頃終わりますか、補修が。

○島袋善明道路街路課長 県の橋梁が672橋ありまし

て、補修を行う橋梁が約544橋保守ございます。池間

大橋についてもその予算の中で割り振りしながら

やっていますので、現時点でどの時点で終わるとは

ちょっと回答できない状況です。

○糸洲朝則委員 できてから何年になりますか。

○島袋善明道路街路課長 池間大橋につきましては

平成４年に完成しておりますので、27年になります。

○糸洲朝則委員 来間大橋は大丈夫ですか。

○島袋善明道路街路課長 来間大橋は県管理の橋梁

ではございませんので。

○糸洲朝則委員 橋梁全体の、さっきの予算額の説

明があったんですが、池間大橋とか。次に大きい補

修を必要とする橋梁はどこですか。

○島袋善明道路街路課長 東風平大橋も大規模な補
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修が必要です。

○糸洲朝則委員 東風平大橋ね。これも東風平大橋

も予定どおり進捗していますか。

○島袋善明道路街路課長 東風平大橋上部工の補修

や塗り替えを実施しております。進捗率といたしま

しては、令和元年度末では56％の見込みであります。

○糸洲朝則委員 首里城復興。復旧・復興促進事業

について、これももうほとんどの委員が取り上げて

いることでございますが、補正予算のときも、国に

いきさつとかそういったもの等も研究をすべきだと。

そこら辺の方向性をきちっとやるべきだというふう

質問をいたしましたが、したがって今、今日の答弁

では所有権の云々については議論をしないというこ

とでございました。私はそれで、現時点では結構だ

と思います。したがって、やはり国が責任を持って

きちっと正殿をはじめとする国の所有権については、

やるということでいいと思うんですが、それについ

て、部長よろしいですか。

○玉城謙都市公園課長 県としてはそういう方向で

やっていきたいと考えております。

○糸洲朝則委員 それで国と県の話合いで役割分担

という言葉がよく出てくるんですが、ここら辺につ

いて具体的に教えてください。

○玉城謙都市公園課長 今、国のほうは技術検討委

員会で、県のほうはこの県の復興、復興に向けての

考え方、あるいは基本方針、あるいは基本計画等の

策定と、両方でいろいろ検討する中で、ちょっと役

割分担も詰めていきたいなと考えております。

○糸洲朝則委員 いろいろ大事でね、きちっとやっ

ていく。その中でもやはり沖縄は地元だから、沖縄

の意向というのはどんどん出てくると思うんですが、

ぜひ頑張ってください。

関連して第三者委員会が立ち上がっていると思い

ますが、それについて状況と今後の取組について伺

います。

○玉城謙都市公園課長 首里城火災に関する警察や

消防の調査結果等を踏まえ、首里城火災に関する事

実関係を整理するとともに、正殿等が全焼に至った

要因の分析、整理・分析ですね、あと首里城火災の

再発防止策として、正殿等の防火体制に関する県営

公園区域の防火対策や、全体の管理の在り方を検討

するという目的でですね、今現在、準備を進めてい

るところでありまして、早めに立ち上げたいと考え

ております。

○糸洲朝則委員 第三者委員会の役割っていうのは、

これから一番大事だと思いますから、ぜひそういう

ことに取り組んでいただきたいと思いますが、ちな

みに、その構成メンバーというのは、どういった皆

さんが入ってますか。

○玉城謙都市公園課長 今、法律関係の方と、あと

都市防災、文化財関係と建築防火、あと公園計画と

いうことで今考えております。

○糸洲朝則委員 県警も消防も結局、出火原因を特

定できなかったわけですが、そこら辺も含めて、や

はり県の責任というのは問われると思うんです。知

事も答弁でも、その責任の重さを感じているみたい

な答弁もしておりますが、実際これどんなですか。

どういう責任の取り方があるかっていうのが問われ

ますよ。部長そこら辺はどう考えていますか。

○玉城謙都市公園課長 委員会は、首里城火災の再

発防止の検討をするということを目的にしておりま

して、法的整理や、文化財保護等に配慮した防災防

火対策、公園利用者の利便性、安全性等の観点が必

要であることから、法律、都市防災、建築防火、あ

るいは文化財、あと公園計画の専門の委員で構成し

て、そういった今後の管理体制を構築していきたい

と考えております。

○糸洲朝則委員 終わります。

○新垣清涼委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 最後です。よろしくお願いします。

中城湾港についてですけれど、先ほど大河委員の

ほうから、現状、課題、そしてうるま市からの要望

ということでありましたが、私も全く同感ではあり

ますけれど、もう少し共通の認識を持つために具体

的に二、三点聞きたいと思います。まず、先ほども

ありましたけど、東埠頭、西埠頭それぞれ定期就航

船それからクルーズ船が入ってきてますけれど、こ

れまでの実績と、今年度の予定。どれぐらいの就航、

またクルーズ船はどれぐらいの寄港を予定している

のか教えてください。

○桃原一郎港湾課長 西埠頭については、計画貨物

量の約86％程度まで来ていますが、東埠頭について

は、まだまだ昨年度実績で５万4000トン。計画貨物

は120万トンなんですが、昨年度の実績では５万

4000トン程度しかありません。我々はですね、要は

定期航路がないことが大きな課題であると認識しま

して、実証実験を行ってきたところでございます。

クルーズの件もなんですが、今年度計画しておりま

すけどちょっと手元に資料がないものですから、後

ほどお答えしたいなと思っております。

○山内末子委員 これ先ほどちょっと照屋大河委員

からもありました、私たち先週、うるま市のほうと
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勉強会をいたしましたけど、この中にはですね、ク

ルーズ船が今年度は40回を予定をしているというふ

うにあります。ですけれど、これまで、やはり地形

的な問題であったり、それから先ほど課長からあり

ました天候とかによって、大分入る予定のクルーズ

船が入れなかったりとか、迂回をしていくとかって

いうようなことがありましたけど、そういった状況

については、どのように考えているのか、その課題

解決についてはどのような計画を持っているのかお

聞かせください。

○桃原一郎港湾課長 入らないというのはですね、

ＲＯＲＯ船が東埠頭に今つけないということで天候

が荒れると、航路が幅が狭いものですから、ちょっ

とそこは見合わせて、抜港といいますけど、中城に

は寄らずに京阪航路に就航しているというようなと

ころでございます。中城湾港はですね、物流の港で

して、まだ人流の位置づけがございません。要する

にクルーズを導入して呼び込んで、中部地区とか観

光とかどういった支援するとかそういったお話が一

切ないんですね。で、要は我々はそれはやはり、港

湾計画に位置づける必要があると思っておりますの

で、要は、何万トン級の、またあと人が年間どのぐ

らいの上陸客を考えるかとか、その辺はやはり港湾

計画に位置づけていかないといけないというところ

であります。我々としては今現在は那覇港に、要す

るに希望して、那覇港の泊８号なんですけど、向こ

うが、要するに寄港できないというか、バッティン

グですね、数社かあって、そのときには、中城湾港

を御案内をしているところでございます。その中で

ですね、既存ストックの有効活用として西埠頭のマ

イナス13メートル岸壁にですね、現在はクルーズ船

は就航、泊めております。そこはソーラスとして整

備もされていますので、国際貨物の埠頭としての位

置づけでございますので、クルーズ船もそこになら

就航ができるというところでございます。クルーズ

線が入れないという意味とかはございません。

○山内末子委員 ごめんなさい。ちょっと勘違いを

してました言い方が。そういうような状況があって、

今の計画をこれまでの計画から改定をして、新しい

大型な定期船とかも入れるようなことを計画するべ

きだというふうな、そのことについては、県のほう

も十分理解をして、進めていくっていうようなこと

で理解してよろしいでしょうか。

○桃原一郎港湾課長 中城湾港の港湾計画はですね、

昭和52年に策定された後ですね、昭和56年と、直近

で平成２年も、30年余り前なんですけど、改定を行っ

ております。近年中城湾港は大型ＭＩＣＥ施設の整

備の計画とか、泡瀬地区の土地利用計画の策定、ま

た、新港地区が今お話ありましたようにクルーズ船

の寄港が増えていると。あと物流関連企業が、背後

地に立地しているなどですね、人流・物流の両面で

大きく変化してきてございます。このような社会経

済情勢の変化や関係市町村の意向を踏まえた港湾計

画の改定を今後行いたいと考えているところでござ

います。

○山内末子委員 まさしく今おっしゃったように、

今せっかく特自貿のほうにも企業の皆さんたち、ま

た大きな琉球海運さんの倉庫ももう完成してますし、

準備はできているんですけど、物が入ってこないっ

ていうような状況がありますので、そういう意味で

はその改定に向けてね、これはもう積極的に、早め

の改定に向けての整備計画、それはぜひ必要だと思

うんですけど。

またその中にですね、今、地域の中では、ここに

物が入ってきたりしていくと、今度はうるま市、沖

縄市からさらにほかの地域に物を運ぶときのその周

辺の道路の整備とか、そういう問題も実は出てきて

まして、しっかりとその中で、大きな道路はあるん

ですけど、出てくるときにはまたそこですごい渋滞

をしてしまうような、今の構造上はそういうような

感じになっております。そういった観点から、その

周辺の地域の道路状況についての整備状況っていう

のは、この計画の中にも盛り込んでいけるのかどう

か。その辺のことをちょっと説明お願いできますか。

○桃原一郎港湾課長 港湾計画ではですね、周辺の

道路までは、ちょっと守備範囲外でございますので、

位置づけは難しいところがございますが、しかしな

がらですね、要は港湾で取扱貨物量が増える、クルー

ズ船で人流が盛んになるということになりますと、

そこでは発生集中交通量というのが、新たにですね、

ちょっと見直さないといけないというようなところ

もございますので、その辺は道路管理者のほうに情

報提供をして、幹線ネットワークを太く強くすると

いうようなことは、一緒になって連携して取り組ん

でいけるのかなというところでございます。

○山内末子委員 とてもこれが大事だと思います。

その地域だけの計画をつくっても、やはり周りの付

随するような分野の計画も同時にまたやっていかな

いと、またそこで大きな課題が発生するということ

を考えると、総合的な計画っていうことが中城港湾

の計画っていうのは出てくるかと思うんですよね。

そういった意味では、先ほども照屋大河委員からも、
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またほかの皆さんからもありましたけど、うるま市、

沖縄市だけにとどまらず、その中部地区の経済、そ

して観光、いろんな意味でこの港湾計画は全てに波

及していっていい波及効果が出てくるところだと

思っていますので、その辺の国とうるま市さんのほ

うはしっかりやりたいって言ってるんですけど、な

んか県の姿勢があまり見えないっていうようなこと

もありましたので、その辺のことについて、県の部

長のこの計画と総合的な見直しについて、お聞かせ

ください。

○桃原一郎港湾課長 先ほどもお話しましたが、中

城港湾はですね、県土の均衡ある発展に資するため

ですね、那覇港との適切な機能分担というのが大き

な課題がございます。もう一つは沖縄本島中南部、

東海岸のですね、物資の流通拠点、工業用地の確保

による産業拠点としてですね、流通機能と生産機能

を併せ持った流通加工港湾に位置づけてございます。

県としましては、那覇港と中城湾港の分担、要は中

部の貨物は中部で、というような言葉もありまして

ですね、要はその分担を図りながら、中部地域、東

側海岸地域の発展を考えているところでございます。

○山内末子委員 よろしくお願いします。

その隣の泡瀬地区の今の進捗状況、ちょっとお聞

かせください。

○桃原一郎港湾課長 泡瀬地区は人工島の埋立てを、

現在行っているというところでございまして、県の

ほうは事業費ベースでいきますと約61％の進捗状況

となっております。あと国のほうはですね、埋立面

積ベースでございますが、約70％の進捗というとこ

ろでございます。

○山内末子委員 事業の完了年度はいつでしたか。

○桃原一郎港湾課長 埋立ては埋立免許をいただい

ておりますので、その中では令和７年度竣工予定と

いうところになっております。

○山内末子委員 ありがとうございます。

次に河川改修事業について、先ほど来出ています

けれど、今県管理の河川の整備状況っていうのは、

今年度の幾つかある整備含めて、どれぐらいのパー

セントで事業が完了しているのか、あとどれぐらい

その事業っていうか、整備をしないといけない河川

が残ってるのかをお聞かせください。

○外間修河川課長 河川改修事業についてお答えし

ます。河川改修を進めている県が管理する２級河川

は75河川で、現在、浸水被害の軽減を図るために、

都市部や離島の河川などを19河川において、河川改

修事業を進めているところでございます。令和２年

度は、社会資本整備総合交付金事業において、国場

川、比謝川、小波津川の３河川で14億円、沖縄振興

公共投資交付金事業においては、安謝川、安里川な

ど15河川で約13億円、防衛関連事業においては、億

首川の2600万円の事業費を計上しております。あと

各河川、全体の進捗っていうのは、各河川新しいも

のが新規で来たり、管理したりするものですから、

伸びが上がったり新規が出たら下がったりします。

今の事業規模でいきますと、30年度末で112.3キロ

メートルで整備率は67.8％ということになっており

ます。

○山内末子委員 もう67.8％というと、沖縄県の河

川については、約７割近くは整備されているってい

うふうに理解してよろしいですか。

○外間修河川課長 整備の率っていうのは、整備を

予定しているのが分母で、分子にはその中で完了し

ている河川ですので、新しくまだ未整備の河川が含

まれてきますと、分母にその延長が含まれてきて、

分子はそのままですので、さらに毎年、毎年新規が

出たら整備率が下がるという格好になります。

○山内末子委員 未整備の河川は幾つ残っています

か。それだけ聞きたいんですけど。

○外間修河川課長 河川の事業っていうのは、河川

整備方針とか河川整備計画を策定した後で着手する

こととなっていますけれども、その中で未着手の河

川は、真嘉比川と儀間川の２河川となっており、今

後、必要と思われる河川については、調査をしてい

るところでございます。

○山内末子委員 もうすぐ東日本大震災から９年目

ですけれど、やっぱりその地震、津波、防災対策っ

ていう意味では、河川事業も大変これ重要だと思っ

ておりますけど、そういった防災計画、地震対策あ

るいは津波計画というものは、こういった河川整備

計画に取り込まれているのか、その辺のことをちょっ

とお聞かせください。

○外間修河川課長 まず大規模地震等については、

現在河川整備改修を進めている河川構造物は、供用

期間中に発生する確率の高い地震に対しては、耐震

性能を有した構造としております。ただ、大規模地

震対策を含む自然災害対策については、沖縄21世紀

ビジョンの総点検の作業で、基盤整備部会の委員か

ら、防災減災対策の取組として、ハード対策に加え、

ソフト対策の重要性に関する意見があったことから、

県としても次期振興計画においても、ハード及びソ

フト対策の両面から進めることを検討しております。

○山内末子委員 とても大事だと思います。沖縄県
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は海に囲まれておりますし、ゼロ海抜の地点が大変

多いところですし、それから近いうち震度６以上の

地震についても、沖縄県ももう見えてるところって

いうのがありますので、予測が出てますので、その

辺は次期振計にしっかりと盛り込んでいただいて、

十分な対策をぜひお願いしたいと思います。

あと１点だけ、すみません。沖縄フラワークリエー

ション事業について、概要をお聞かせください。

○島袋一英道路管理課長 沖縄フラワークリエー

ション事業は、沖縄らしい風景まちづくりの観点か

ら、花と緑のある良好な道路空間を創出することで、

道路景観を向上させ、沖縄観光のイメージアップと

振興に供することを目的としております。

○山内末子委員 具体的にどのようなところに、どう

いう。

○島袋一英道路管理課長 空港や、主要観光地まで

のアクセス道路の県管理道路におきまして41路線を

対象に、植樹ますや中央分離帯それから交通島への

直植えとコンテナの設置による緑化を行う事業であ

ります。

○山内末子委員 沖縄県といえばやっぱり緑と花っ

ていうのは大変観光にも、それから景観的にも必要

なところなんですけど、いつも出てくるのが、やっ

ぱり雑草との関係なんですけど、そういった雑草の

除去、除草作業と、この事業とは全く別の事業って

いうことですか。

○島袋一英道路管理課長 除草につきましては道路

維持費のほうで主にやっておりますけれども、この

フラワークリエーションにつきましても、そのフラ

ワークリエーションをコンテナとか直植えする場所

で、そういった雑草が繁茂してる場合には、そのフ

ラワークリエーションの中の予算を一部使いまして

除草した後に、先ほど言いました直植えとかコンテ

ナの設置等を行っております。

○山内末子委員 国道のバイパスとかで、これまで

は、ハイビスカスの低木とかであったところが、い

つの間にかその木がなくなって、コンクリート詰め

になっているところとかがあるんですよね。それっ

て、もしかするとそういう事業がちょっとうまくい

かなくって、低木の、そういった花、木を植えたけ

れど、なかなかこの運用ができなくって、全部取ら

れてしまって、それが全部コンクリート、中央分離

帯が全てコンクリートになっているところとかある

んですよ。その辺はちょっと予算の関係もあるのか

なと思いますけど、とてもこの大きな道路で、こう

いうところがよくあると、なかなかこう寂しいとい

うか、沖縄の中でも、そういったコンクリートの道

路っていうのはなかなかないんですけど、この辺の

現状について、どうなってるのかお聞かせください。

○島袋一英道路管理課長 国の植樹管理、緑化管理

についての詳細については承知してないのですけれ

ども、空港周辺とかですね、58号の恩納村辺りの街

路樹につきまして、現在の更新の計画をしてるとい

うことを少し聞いております。あと市町村におきま

しても、県と同じように、ソフト交付金を活用しま

して、沖縄市とか那覇市など、12市町村で花木によ

る修景を実施しておりますので、国・県・市町村と

ある程度のイベントとかいう場合は連携を取りなが

ら、そういった沖縄らしい道路緑化に取り組んでる

ところではあります。

○山内末子委員 国の事業の中ででしたので、沖縄

県の事業では、そういうところないですよね。県の

管理してるところで、何かとても寂しいっていうか

……。

○島袋一英道路管理課長 令和２年度も、令和元年

度と同様に県におきまして41路線につきましては主

要観光地でありますとか、空港等に連絡する道路に

つきましては、フラワークリエーション事業で行っ

ていきます。残りの部分につきましては道路維持費

の中で、除草関係でありますとかやっているんです

けども、予算の限りがありますので、そこで少しめ

り張りをつけながらやってる状況であります。

○山内末子委員 よろしくお願いします。

もう花と緑があれば、どんな嫌な気持ちのときで

も、私のようににこやかに、美しくなれると思いま

すので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

以上です。

○新垣清涼委員長 以上で、土木建築部関係予算議

案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月10日 火曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月10日（火曜日）

開 会 午前10時２分

散 会 午後３時43分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予

算（企画部、出納事務局、監査委員事務局、

人事委員会事務局及び議会事務局所管分）

２ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 宮 城 力君

企 画 振 興 統 括 監 宮 城 嗣 吉君

企 画 部 参 事 宮 平 尚君

企 画 調 整 課 副 参 事 武 村 幹 夫君

企 画 調 整 課 副 参 事 島 津 典 子さん

交 通 政 策 課 長 宮 城 優君

交 通 政 策 課 寺 本 美 幸さん
公 共 交 通 推 進 室 長

交 通 政 策 課 副 参 事 大 嶺 寛君

科 学 技 術 振 興 課 長 屋比久 義君

総 合 情 報 政 策 課 長 砂 川 健君

地 域 ・ 離 島 課 長 糸 数 勝君

市 町 村 課 副 参 事 金 城 康 司君

会 計 管 理 者 伊 川 秀 樹君

会 計 課 長 比 嘉 千 乃さん

監 査 委 員 事 務 局 長 安慶名 均君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 池 田 克 紀君

議 会 事 務 局 長 平 田 善 則君

3ii4

○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案の調査及び予算調査報告

書記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

まず初めに、企画部長から関係予算議案の概要説

明を聴取し、その後、関係部局予算議案を調査いた

します。

なお、各種委員会等事務局長の説明は割愛いたし

ますので、あらかじめ御了承願います。

それでは、企画部長から企画部関係予算の概要の

説明を求めます。

宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 令和２年度企画部の当初予算概

要について説明させていただきます。

それでは、企画部の令和２年度歳入歳出予算の概

要について、ただいま通知しました令和２年度当初

予算説明資料（企画部）抜粋版に基づき説明いたし

ます。通知をタップし、資料を御覧ください。

資料の１ページをお願いいたします。

企画部所管の一般会計歳出予算額は428億5524万

2000円で、前年度と比較して22億3164万4000円、5.5％

の増となっております。

２ページをお願いいたします。

企画部の歳入予算の概要について説明いたします。

表の一番下、合計欄を御覧ください。

歳入は県全体7514億400万円のうち、企画部所管の

歳入予算額は348億9648万5000円で、前年度当初予算

と比べ11億1669万2000円、3.3％の増となっておりま

す。主な要因は（款）県債における地域総合整備資

金貸付事業費15億円の純増となります。

次に、企画部所管の一般会計歳入予算の主なもの

について款ごとに説明いたします。

９の使用料及び手数料は、主に沖縄県県土保全条

例に基づく申請手数料、地籍図等の閲覧交付手数料

などであります。

10の国庫支出金は、主に沖縄振興特別推進交付金

総務企画委員会記録（第４号）
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の国庫補助金、それから国勢調査費の委託金などで

あります。

11の財産収入は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内

土地貸付料、市町村振興資金貸付基金利子などであ

ります。

12の寄附金は、知的・産業クラスター形成推進に

係る寄附金であります。

13の繰入金は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内土

地取得事業基金繰入金などであります。

15の諸収入は、主に地域総合整備資金貸付金の元

利収入などであります。

16の県債は、主に地域総合整備資金貸付事業とな

ります。

以上が、企画部所管一般会計歳入予算の概要とな

ります。

３ページをお願いいたします。

企画部の歳出予算の概要について御説明いたしま

す。

企画部の予算は全て、２の総務費に計上されてお

ります。

726億3024万8000円のうち、企画部所管の歳出予算

額は、冒頭に申し上げたとおり428億5524万2000円と

なります。

４ページをお願いいたします。

企画部の一般会計歳出予算の主な内容について目

ごとに御説明いたします。

（項）総務管理費の（目）諸費99億6128万8000円

のうち、企画部所管分は10億2822万9000円で、これ

は主に駐留軍用地跡地利用促進費であり、前年度に

比べ7148万1000円、6.5％の減となっております。

（項）企画費の（目）企画総務費は24億2794万9000円

で、これは主に職員費、電子自治体推進事業費であ

り、前年度に比べ6775万7000円、2.9％の増となって

おります。

（目）計画調査費は130億3623万3000円で、これは

主に交通運輸対策費、通信対策事業費であり、前年

度に比べ28億647万5000円、27.4％の増となっており

ます。

５ページをお願いいたします。

（項）市町村振興費の（目）市町村連絡調整費３億

7493万5000円は、職員費及び市町村事務指導費であ

り、前年度に比べ2238万5000円、6.3％の増となって

おります。

（目）自治振興費６億6558万4000円は、市町村振

興資金等貸付費及び市町村振興協会交付金であり、

前年度に比べ769万円、1.2％の増となっております。

（目）沖縄振興特別推進交付金234億5645万9000円

は、主に沖縄振興特別推進交付金であります。前年

度に比べ10億24万7000円、4.1％の減となっておりま

す。

（項）選挙費の（目）選挙管理委員会費3898万

5000円、（目）選挙啓発費715万6000円、（目）県議会

議員選挙費６億1378万4000円は、職員費及び選挙の

管理執行に要する経費であります。

（項）選挙費は前年度に比べ１億5423万5000円、

18.9％の減となっております。

（項）統計調査費の（目）統計調査総務費３億6026万

円、（目）人口社会経済統計費８億4566万8000円は、

職員費及び諸統計調査に要する経費であります。

（項）統計調査費は前年度に比べ５億5330万円、

84.8％の増となっております。

以上で、企画部所管の一般会計歳入歳出予算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱いに

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいたしま

す。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

宮城一郎委員。
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○宮城一郎委員 おはようございます。よろしくお

願いします。

２番手の当山委員が、時間しっかりちゃんとやっ

てくださいよとおっしゃっていましたので、たっぷ

りやらせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

まず、発信させていただいた資料のですね、65ペー

ジ29番の大学院大学発展促進事業というところなん

ですけれども、説明にある故シドニー・ブレナー博

士の顕彰に要する経費ということで、これ、令和元

年度に補正予算で胸像ですとかそういったものが

通っていた記憶があるんですが、令和２年度にも引

き続きこれに関する事業があるのか、あるいはまた

今後永続的に続いていくものなのかどうかというと

ころを教えてください。

○屋比久義科学技術振興課長 お答えいたします。

大学院大学発展促進事業でございますが、企画部

ではＯＩＳＴを核とした知的・産業クラスターの形

成を促進するため、ＯＩＳＴとの連携事業を実施し

ているものでございます。具体的にはＯＩＳＴが実

施する起業家の育成プログラムを支援しているほか、

沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議を通じま

して、科学技術への理解促進、次世代の科学技術人

材の育成を図るＯＩＳＴの活動を支援しております。

委員御指摘の昨年９月に補正を行った事業でござい

ますが、故シドニー・ブレナー博士の顕彰事業につ

いてでございます。令和元年度は銅像の製作等に係

る経費等を措置しておりまして、令和２年度につき

ましては顕彰式典等に係る経費を計上させていただ

いております。

以上です。

○宮城一郎委員 じゃあ、もう令和２年度でこの顕

彰事業は終わりになるというふうに考えていいで

しょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 そのとおりでござい

ます。

○宮城一郎委員 ありがとうございます。

去年、この補正の際に、補正の審査が終わった後

ですかね、総務企画委員会でもこの科学技術大学院

大学、視察に行かせていただきました。当時視察し

た内容でですね、非常に優秀な人材ですとか研究成

果とかを目の当たりに見せていただいて感激したん

ですけども、一方で、この人材とか研究成果がです

ね、あんまり沖縄に残らずに外に羽ばたいていっ

ちゃっているというイメージを受けております。大

学側の説明によると、県からの投資額に比例してと

いうふうな言い方がありまして、いわゆる国庫で進

められている部分が大変多くあると思うんですけれ

ども、沖縄県からの投資の比率をちょっと増やせば

ですね、この研究成果とかも、沖縄の企業に買って

いただいて沖縄が先進的になっていくとか、人材も

沖縄にとどまっていくとかいうふうな考え方になら

ないかなあというふうに思ってはいるんですが、そ

ういう取組がこれまで沖縄県のほうでなされてきた

のかどうかというところをお聞かせください。

○屋比久義科学技術振興課長 委員御指摘の件でご

ざいますが、沖縄県ではＯＩＳＴの研究者と、県内

の企業あるいは琉球大学、あるいは沖縄高専等との

連携した共同研究事業というものもこれまで支援し

ているところでございます。またＯＩＳＴは、委員

御承知のとおり外国人の研究者あるいは外国人の学

生さんの数が、ウエートがかなり高いということも

あります。恐らく、そういう方々をどうやって沖縄

の地に根づかすかということだと思います。その一

方で、ＯＩＳＴのほうでは研究開発型のビジネスア

イデアや技術を持った研究者を世界中から公募いた

しておりまして、沖縄県内での起業につなげるため、

起業家育成プログラムというものを実施しておりま

す。これは沖縄県の補助を活用して実施しているも

のでございます。ちなみに、平成30年度はアメリカ

人の研究者を代表とする企業を選別しまして支援を

いたしております。今、県内で起業をしておりまし

て、事業を展開しているところでございます。令和

元年度につきましては、シークヮーサーやゴーヤー

などの搾りかすといいましょうか、農作物残渣を原

料にして水不足地域の農業用土壌の保水性を高める

技術の製品化及び起業に向けて取り組んでおります。

これにつきましては、例えば、農業用地の赤土が海

に流れ出ないような機能も持っているのではないか

といった面で、県内のそういった研究をしている企

業さんとも意見交換が、今進められているところで

ございます。なお、令和２年度のＯＩＳＴにおける

公募状況としましても、アメリカ、カナダ、ロシア

等々から27件の応募を受けていると聞いておりまし

て、ＯＩＳＴでは２件程度採択をしていると聞いて

おります。

沖縄県としてもこのようなプログラムの補助等を

通じまして、ＯＩＳＴの取組が沖縄振興につながる

よう積極的に支援してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

以上です。

○宮城一郎委員 ありがとうございます。
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私の不勉強で、そういうのがあるということを少

しうれしく思います。これ、企画部として何か事業

名として存在しているんでしょうか。大体予算規模

は幾らぐらいかというところがあったら、これも併

せて教えていただけたらと思います。

○屋比久義科学技術振興課長 この事業につきまし

ては、起業化促進事業といいまして、補助金として

1900万円を予算計上させていただいております。

以上です。

○宮城一郎委員 ありがとうございました。

では、次の質問です。同じく14ページの26番です

かね。鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入促

進事業。その中で特に鉄軌道の部分についてなんで

すけれども、鉄軌道の導入に向けた諸課題の検討状

況ですね。先日、もう本当につい最近なんですけど、

新聞でも費用便益比が向上したとかというところが

あったんですけれども、その部分に絡んで諸課題の

検討状況を教えていただけたらと思います。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

国から、鉄軌道導入に当たりましての諸課題とし

て２つ示されております。１つが厳しい事業採算性。

もう一つは費用便益比―事業化を行う上で重要とな

る費用便益比が１を下回っているということが課題

として示されておりました。

事業採算性に関しましては、こういった鉄軌道を

沖縄に導入する場合には特例制度が必要であるとい

うことで、８月に国に対し、全国新幹線鉄道整備法

を参考とした特例制度の要望をさせていただいたと

ころでございます。

費用便益比については、平成30年度からこれまで

様々な観点から検討させていただきました。その結

果、合理的な手法を検討し、様々な前提条件を組み

合わせた複数のケースについて試算を行ったところ

でございます。この結果、いずれのケースにおいて

も便益の大幅な向上が図られ、ケースによっては費

用便益比が１を超えることを確認したところでござ

います。

以上です。

○宮城一郎委員 今、おっしゃられた費用便益比が

向上した、様々な要素でというふうにおっしゃって

いたんですけど、御紹介いただける部分で構わない

ですので、ちょっと詳しく教えていただけたらと思

います。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 構想段階

に我々が検討しました費用便益比は、0.4から0.6ぐ

らいとかなり低い状況でございました。その後、様

々な観点から検討させていただきましたが、主な要

因として、本県の2030年時点の人口予測値というも

のを設定するんですが―これは国立社会保障・人口

問題研究所というところが予測値を発表します。構

想段階では、平成22年の国勢調査を基に、この人口

研のほうで公表したデータを用いて検討を行ってい

ましたが、その後平成27年の国調を受けて、人口問

題研究所のほうで平成30年に新しい予測値を出して

おります。この予測値に関してなんですが、沖縄県

については人口が伸びているということがございま

して、当初の平成22年の国調を基に出していた予測

値に対して５％増ということで、全体的な絶対量が

増えたというところが１点でございます。

また、続いて観光客数についてですが、前提条件

については構想段階検討の最初のスタートの段階、

平成26年に目標値を設定させていただいています。

そのときにはその間の伸びを踏まえてですね、2030年

度の入域観光客数を当時は1000万人という設定をさ

せていただいているんですが、ただ、当然御承知の

とおり昨年それは達成したというところがございま

すので、我々としましては過去の10年間または20年

間のトレンドを踏まえまして、今回新たに2030年の

観光客数について1400万人と1350万人という２つを

設定で検討させていただいたというところでござい

ます。

今度はですね、もう一つが一番大きい理由になり

ますけれども、構想段階では当然県民の方々、観光

客の方々、一般の方々が自家用車を利用する、鉄道

を利用する、また観光客の方もレンタカー利用する、

鉄道利用するというような形で、一般の方々を対象

とした予測を行っていたんですが、今回新たに―当

然その鉄道に多くの方々がシフトするということは、

道路容量が空きます。その分、実際に今走っている

貨物車についても、当然時間短縮が図られて便益が

出るということで、これはマニュアルにも書いてあ

りますけれども、そういった手法を検討してもよい

ことにはなっております。これを用いて貨物車の便

益も今回新たに検討させていただいたというところ

でございます。今回それを追加したことによって、

一定程度の向上が図られたというところでございま

す。

もう一つはですね、道路混雑、道路側の時間短縮

便益を検討する際なんですが、道路の時間の平均値

から鉄道にシフトした場合にどれだけ速度が上がる

かということの差でもって時間短縮というものを計
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算するんですが、一般的には日平均という形で、夜

も昼もひっくるめた平均値を活用してその差でもっ

て見ていくというのが一般的な手法なんですが、沖

縄の場合は当然、鉄道利用者というのは、朝夕の通

勤、帰宅、通学の時間帯に多く利用されるというこ

とで、その朝の時間帯に多く利用して、道路側にとっ

てもその分大きな時間の短縮効果が図られるだろう

ということで、そこをですね、詳細に確認をする形

で精緻化を図ったというところでございます。これ

によって、一定程度の便益の向上が図られたという

ところでございます。

以上でございます。

○宮城一郎委員 ありがとうございます。

聞いた中で、入域観光客についてですね、右肩上

がりを想定されているようなんですけど、昨今の現

状を考えれば、少し注意しなきゃいけない点もある

のかなというふうに思います。

ただ、貨物車の便益というんですか、物流への経

済効果というところが新たに要素として加わったと

いう点で、なるほどというふうに考えています。こ

の費用便益が１を超える可能性が出てきたわけです

けれども、この後の実現に向けてのステージという

んですか、タイムテーブルといいますか、どのよう

に考えていらっしゃるのか、導入に向けてのですね、

教えてください。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 今、委員

がおっしゃったようにですね、観光客数も含めて、

そういった我々が今回設定した前提条件について、

これから一つ一つ確認していくことがやはり重要だ

と思っております。このため、今後我々としまして

は、今回検討しました検討手法、前提条件等につい

て国としっかり確認を行っていくということと併せ

て、県においては学識経験者による委員会を開催し

まして、専門的観点からしっかり検証を行っていき

たいと考えております。

また、一方でですね、やはりこういった手法を用

いて、大幅な便益の向上が図られたということは、

やはり意味があるものというふうに我々としては考

えておりますので、この結果を基に、鉄軌道導入に

向けた国との具体的議論をしっかり進めてまいりた

いと考えております。

以上でございます。

○宮城一郎委員 ありがとうございました。以上で

す。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 よろしくお願いします。

企画部さん、総じてちょっとまずお伺いしますけ

れども、企画部として次年度21億円の増と。その中

で見てみると、企画費の中の計画調査費が約28億円

ですかね、増になっているということなんですが、

まずその主な要因について御説明ください。

○宮城嗣吉企画振興統括監 22億円ほど伸びている

主な要因ですけれども、企画部のほうではですね、

各施策の中でも離島の産業振興及び定住条件の整備

について、沖縄振興の柱として切れ目のない施策の

推進が不可欠であるということで重点的に配分した

ところでございます。増額となった主な事業としま

しては、大東の光ケーブル工事の本格化に伴うもの

で約14億円の増。それから、離島航路安定化支援、

離島航路の船の購入補助、それから買取り、建造支

援ですけれど、これが３億6200万円ほどの増という

ことで、主にそういったものが増になったところで

ございます。

以上です。

○当山勝利委員 増えている中でですね、いつも私

が気にかけているのは科学技術振興費なんですけど、

まずこの科学技術振興費なんですが、平成29年度か

ら次年度の予算額についてお伺いします。

○宮城嗣吉企画振興統括監 科学技術振興費の推移

でいきますと、29年度が16億3000万円、30年度が９億

3300万円、令和元年度が９億3700万円、令和２年度

が７億500万円で、令和２年度につきましては対前年

度２億3100万円ほどの減ではございますけれども、

一番多かった29年度と比べますと半分程度になって

いるところでございます。

○当山勝利委員 平成29年度が16億円余、次年度が

７億円ということで、もう半分以下に減らされてい

ると。これは一括交付金の減によってその影響が出

ているというのは重々分かってはいるんですけれど

も、ただ、この科学技術振興費というのは、沖縄科

学技術振興ロードマップの中でも屋台骨みたいなと

ころを担っているのかなというのがありまして、こ

のロードマップというのは21世紀ビジョンに基づい

てつくられたもので、令和３年度までを目標として

いるわけですよね。そういう中にあって、令和２年

度、令和３年度であと２年間しかない中で予算がこ

れだけ減らされるということは―このロードマップ

自体、本当に沖縄の施策としてやっていく、また、

ひいてはそれが21世紀ビジョンの一角を担っている

わけですから、それの成果につながるのかというの

がありますけど、そこら辺はどのようにお考えでしょ

う。
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○屋比久義科学技術振興課長 お答えいたします。

科学技術振興課におきまして研究支援等を行って

いた個別の研究プロジェクトにつきましては、令和

元年度でもって終了する委託事業が４件、補助事業

が２件ございます。令和２年度は、先ほど統括監の

ほうから部の予算の方針の説明をいただいたところ

でございますが、令和２年度は科学技術振興課とい

たしましては、大学等の研究者からの評価が高く、

幅広く産学共同研究等への波及効果が期待される事

業を中心に、予算の編成に取り組んだものでござい

ます。また、各事業の執行に当たりましては、研究

開発状況等の精査や、必要に応じた内容等の見直し

を行うほか、成果が早期に発現することが期待され

る研究への重点化を行うことなどとしております。

委員も御指摘のとおり、令和２年度の予算編成に当

たりましては、沖縄21世紀ビジョン基本計画の期間

が令和３年度で終期を迎えることから、これも考慮

した上で、新たな事業立ち上げ等を検討していきた

いと考えております。その上で、令和２年度は、２年

以内の短期間で研究成果を上げこれを次につなげて

いくことを重視した基礎的、技術的な研究開発を支

援していくこととしておりまして、厳しい予算では

ありますが、新規プロジェクトの採択を４件程度予

定するなどしまして、限られた財源を効果的、効率

的に活用しながら、可能な限り研究開発への影響が

小さくなるよう取り組みまして、科学技術を活用し

た沖縄振興につなげていきたいと考えております。

以上です。

○当山勝利委員 今の答弁で委託料と補助金が減に

なった理由は分かったんですけれども、このロード

マップは令和３年度までですけれども、科学技術振

興という面で見た場合、継続的にずっとこれは続け

られることだと思うんですね。令和３年度でぷっつ

ん切れるっていうわけにもいかなくて、それ以降の

ことも多分次期振計を含めながらつくられていくと

は思うんですが、そこら辺はどういうふうに進めら

れていく予定ですか。

○屋比久義科学技術振興課長 科学技術振興のこれ

までの取組によりまして、例えば研究基盤の構築で

ありましたり、研究そのものの高度化、あるいは大

学発ベンチャー企業の創出支援など、うるま市州崎

地区へのライフサイエンス系研究開発型の企業が、

私どもが承知してる限り37社の集積が促進されてい

ると理解しております。一方、今年度の総点検の過

程で、沖縄県振興審議会、産業振興部会等において、

重要性を増した課題等が提示されております。今、

科学技術振興課ではそのようなことを踏まえながら

現在、大学とワーキンググループを設置しまして、

関係者間で現状や課題認識の共有に努めているとこ

ろでございます。次期計画で注力すべき分野や展開

する取組等については、次年度から始まる新たな振

興計画の議論の中で具体的に検討していきたいと考

えているところでございます。

以上です。

○当山勝利委員 この今あるロードマップは平成

28年度から令和３年度末だったかな、という期間で

やられているわけなんですけれども、今次期計画を

見ながら次年度も進めていくということであるので、

じゃあ令和４年度からは、このロードマップが引き

続き―どういう形になるか分かりませんけれども、

連続的に行われていくような計画で今進められてい

るということでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 そのとおりでござい

ます。

○当山勝利委員 分かりました。ぜひですね、その

ようにしていただきたいんですが、ただですね、気

になるのが、結局一括交付金が減らされたら減る、

増えたら増えるというふうに、事実上見えてしまう

んですよね。そういうことで安定した、こういう科

学技術振興という沖縄の将来、10年、20年先の次の

経済をつくる、私はすごく大切な種だと思っている

んです、この事業は。この次、令和３年まで一括交

付金はありますけれども、その後ですよ。どうなる

かというのも含めてですね、ちょっとここら辺はど

う臨んでいくのかというのはとても大切だと思うん

ですけれども、いかがでしょう。

○宮城力企画部長 平成24年度に一括交付金が創設

されまして、様々な分野で活用して非常に有効なツー

ルだというふうに認識しております。これは県も市

町村も、認識は一致していると考えております。新

たな沖縄振興計画の在り方にあっては、これら制度

についても国のほうで検証を進めることとしており

ますし、県にあってはこの新たな制度提言の中で、

これら制度をどういうふうにして国に提言していく

かということが次年度から始まるわけです。基本的

には一括交付金の存続を求めるということになるか

と思います。ただし、その予算の予見性というんで

すか、計画的な事業の執行を進める上で、一定程度

の水準を維持するという観点も必要になりますので、

そのあたりで何か工夫ができないかどうか、このあ

たりも検討したいというふうに考えているところで

ございます。
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○当山勝利委員 一般企業でもですね、もうけが少

なくなったら、どうしてもこういうところがどんど

ん削られていってしまって、将来的に結局次世代の、

ものづくりだったら次のものが作れなくなる、新し

いものが作れなくなって、どんどん疲弊していって、

売上げが落ちていくというのが一般的なものづくり

企業の衰退の原因になっていくわけで、そこで頑張っ

て、次に何を作っていくのか、どう掘り起こしてい

くのかということをしっかりやっていくのは、私は

ここの予算だと思っていますので、ぜひ予算の確保

も含めてですね、一括交付金なのか何なのかも含め

てですね、しっかりと取り組んでいただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

次に移ります。電子自治体推進事業費というのが、

積算内訳表でいうと19ページにあると思いますが、

まずこの事業についてお伺いします。

○砂川健総合情報政策課長 お答えいたします。

電子自治体推進事業費は、情報通信技術を活用し

た電子自治体の構築や行政事務の効率化などを行う

予算となっております。主な予算事業としましては、

職員のパソコンの整備や庁内ネットワークの構築を

行うネットワーク整備費、それから共通ファイルサー

バーやＲＰＡの整備に活用する全庁共通システム整

備費。それから県及び41市町村のインターネット接

続ポイントを集約し、高度なセキュリティー対策の

環境整備を行う沖縄県情報セキュリティクラウド運

用事業等から構成されております。

○当山勝利委員 本会議で質問したときに、ＲＰＡ

化の業務をされるということで、これは企画さんの

ほうでやられるのかなと思いますけれども、この事

業はこちらに含まれていますか。

○砂川健総合情報政策課長 先ほど申し上げました

電子自治体推進事業費の中の全庁共通システム整備

費の中に含まれております。

○当山勝利委員 ちなみに、その予算は幾らでしょ

うか。

○砂川健総合情報政策課長 ＲＰＡのライセンス及

び管理サーバーの賃借料としまして713万2000円と

なっております。

○当山勝利委員 このＲＰＡ化、通勤手当、生活保

護費関係費等のＲＰＡ化を図るということでしたが、

ほかに何かＲＰＡ化が図れる業務はありますか。

○砂川健総合情報政策課長 今後、ＲＰＡの導入に

向けた検討を進めている業務としまして、庁内パソ

コンの管理業務のため、新規に採用された職員及び

臨時的任用職員の利用者情報―これは毎年300件ほど

ございますが、その情報を職員認証用のサーバーに

登録する作業を自動化するものですとか、それから

財務会計システムにおきまして、特に出先機関への

出納員の認証用のパスワードを個別にメール送付し

ている業務も毎年59件ほどございますが、この業務

自体を自動化するという業務を予定しております。

○当山勝利委員 それで、分かるかどうか分かりま

せんけれども、それだけの業務でどれだけの削減が

できるというふうにもくろんでいらっしゃるのか、

今現時点で分かりますでしょうか。

○砂川健総合情報政策課長 業務削減につきまして

は、ＲＰＡを行う業務の特性により目標が異なると

いうふうに考えておりまして、一律的な目標という

のは設定しておりません。ただし、既に稼働してい

る生活保護関係事務は年間708時間、約80％の作業時

間の削減。それから通勤手当関係事務におきまして

は年間86時間、75％の作業時間の削減を見込んでい

るところでございます。

○当山勝利委員 ぜひですね、導入された後、実際

にどれだけ業務が削減できたのかというのを―昨日

も総務部でＡＩを使って議事録を作ることを全庁的

にやりますということでお願いしたんですけれども、

定量的にどれだけ削減できたのかというのは、導入

される皆さんのほうできちんと調査していただきた

いと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○砂川健総合情報政策課長 ＲＰＡの導入につきま

しては、原課の協力を得ながら、削減時間が定量的

にどれぐらいあったのかという把握に努めてまいり

たいと思います。

○当山勝利委員 次に移ります。先ほど一番冒頭に

聞きましたけれども、増になっているということで、

離島航路運航安定化支援事業、積算内訳書でいうと

52ページになるかと思うんですが、それについて、

まず事業内容について伺います。

○宮城優交通政策課長 離島航路の船舶更新につき

ましては国、県、それから関係市町村及び航路事業

者で構成します沖縄県離島航路確保維持改善協議会

におきまして、沖縄県離島航路船舶更新支援計画を

策定した上で、平成24年度から令和３年度までの期

間内に14航路、15隻を更新対象として実施している

ところでありまして、令和２年１月末で９航路10隻

の船舶更新が完了したところでございます。

以上です。

○当山勝利委員 あと５隻ということで令和３年ま

での計画だと思うんですけれども、そこら辺の計画

見込みと、次年度令和２年度の計画について伺いま
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す。

○宮城優交通政策課長 残る５航路につきましては、

まず次年度の令和２年度に粟国航路、多良間航路そ

して伊江航路に対しまして合計で約23億円。それか

ら最終年度の令和３年度に多良間航路の継続分―こ

れは要するに２年間かけて造るということですけれ

ども、この継続分。それから津堅航路及び大神航路

に対しまして合計で約９億円の補助を行うことを予

定しております。

○当山勝利委員 じゃあ順調に計画された15隻は、

全て令和３年度で完了するということでしょうか。

○宮城優交通政策課長 計画どおりに対応できるも

のと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。次に移ります。そ

の中のまた、離島航路補助事業について２億5000万

円ほどですかね、増となっている理由について伺い

ます。

○宮城優交通政策課長 離島航路補助事業につきま

しては、離島住民のライフラインである航路を確保

・維持するためということで、欠損額に対しまして、

国、市町村と協調で補助を行っているものでありま

す。令和２年度の当初予算は前年度と比較しまして

約２億5000万円ほどの増加ということですが、その

主な理由が補助対象航路が前年度計画の13航路から

２航路増加しまして15航路となったこと。それから

伊江航路、渡名喜・久米航路、津堅航路の３航路に

おきまして、新造船の就航に伴いまして船舶リース

料が増加したということが主な理由でございます。

○当山勝利委員 13から15航路に増えたというのは、

どこですか。

○宮城優交通政策課長 水納航路と渡嘉敷航路でご

ざいます。

○当山勝利委員 これ、まず、本年度というか令和

元年度は13航路。15航路になった水納と渡嘉敷とい

うことは、これは令和元年に補助をしなくていいも

のが、令和２年度は補助しないといけないような状

況になったということなんですか。

○宮城優交通政策課長 計画の段階では赤字の対象

にはなっていなかった―予定ではなかったんですが、

例えば水納航路でいきますと、船員の確保のために

30年の２月から起点を水納港から渡久地港に変更し

たことにより、便数を１便増やしたということで、

燃料費などの費用が増加したというのが主な要因で

ございます。それから、渡嘉敷航路につきましては、

船舶の修繕費の費用がかさんだというところでござ

います。

○当山勝利委員 分かりました。離島も大切で―一

番最初に御答弁ありましたけど、離島のほうに重点

的に配分して、企画部のほうの予算が増になったと

いうことでしたので、それはそれで評価したいと思

います。

以上です。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 積算内訳書の64ページ。

地域づくり推進費というのがありますけれども、

まず地域づくり推進事業費、これ4400万円かな。ま

ず、事業の説明をお聞きしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

○糸数勝地域・離島課長 お答えします。

この事業は、主に３つの事業で構成されておりま

す。中身的には地域づくりの促進支援のほか、地域

住民が中心となり地域課題の解決とか地域活性化等

を目指した活動を支える費用となっております。

事業でいいますと、１点目にですね、地域づくり

イノベーション事業というのがございます。これは

地域住民が中心となって取り組んでいる地域づくり

活動に対し専門家を導入しまして、これのハンズオ

ン支援を行い、地域のコミュニティーを支える先導

的な取組へと発展させ、その定着を促進する事業が

１点目です。具体的に言いますと、今年度は宜野座

村の松田区の地域内の鍾乳洞を活用したエコツーリ

ズムのメニュー構築など４団体に支援を行っており、

補助期間は最大２か年間となっております。またで

すね、ハンズオン支援は沖縄県地域振興会へ委託し

ております。

２つ目の事業が、共助・共創型地域づくり事業と

いうのがございます。これは、総務省の制度で地域

おこし協力隊というのがありますけど、その地域お

こし協力隊２名を地域・離島課内に配置しまして、

地域づくり活動や人材に関する情報発信をやっても

らったり、あるいは県内の市町村にも71名の地域お

こし協力隊がいますので、その人を対象とした研修

等の企画、実施を行ってもらっています。

３点目にはですね、県のほうで地域づくり団体表

彰という県知事表彰を設けております。目的としま

しては、地域の活性化に取り組んだ団体の功績を表

彰することによりまして、その活動や団体の認知度、

社会的向上、団体のモチベーションを図る取組を行

うというような経費です。ちなみに前回の表彰とし

て、ＫＢＧ84（小浜島ばあちゃん合唱団）ほか５団

体を表彰しております。

以上が、中身となっております。
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○仲宗根悟委員 よく分かりました。

今年は宜野座村の取組を進めていくということで、

全体でも71の地域おこし協力隊があると。そこで練

られているというんですが、宜野座村みたいなケー

スで、今後地域を定めていって、そういった地域活

性化につながるような取組をされていくというよう

なことでいいんでしょうか。

○糸数勝地域・離島課長 この取組は、２か年間を

想定して行っておりまして、来年度もまた４団体を

選定します。市町村への紹介、あるいは地域づくり

団体への声かけによって募集をかけて選定している

という状況です。

○仲宗根悟委員 すみません、あと１つ聞かせてく

ださい。この地域づくりの単位なんですが、大きく

市町村でくくると大きくなるとは思うんですが、そ

の市町村の中にもいろいろな地域があって、自治体

の地域もあれば、いろいろこう団地みたいな地域も

あったりするんですが、その対象とするグループと

いうんでしょうかね、そういった枠の決め方という

のもあるんですか。

○糸数勝地域・離島課長 特にこれに規定を設けて

おりませんけど、イメージ的にはですね、字ぐらい

の地域でと。あるいは自治体単位、自治会とかです

ね、そういう感じで募集をしております。

○仲宗根悟委員 分かりました。続いて、じゃあそ

の下のほうの４番目の沖縄・奄美の連携交流促進、

この事業の説明をお願いしましょうか。

○糸数勝地域・離島課長 お答えします。

沖縄・奄美連携交流促進事業はですね、沖縄と奄

美群島の地理的、自然的、歴史的、文化的なつなが

り、こういったことを踏まえまして双方の交流促進

や、あるいは現在両地域が世界自然遺産登録に向け

た取組を進めているということから、それに向けた

移動しやすい環境づくりなどを目的に、費用を鹿児

島県と折半しまして、両地域を移動する人に対して

航空運賃、船賃の低減を行っております。支援する

運賃の軽減額と割引率ですが、これは路線ごとに異

なっております。航空路の４路線は、2200円から

4400円を軽減しております。割引率でいいますと17％

から19％となっております。また航路は、大人普通

運賃を対象に８航路に対し1420円から2030円を軽減

しまして、割引率でいいますと20％から49％となっ

ております。平成30年度の制度の利用者数ですが、

航空路が２万496人、航路が５万5362人、合わせて７万

5858人が利用しております。

以上であります。

○仲宗根悟委員 これは主に航路の補助なんだ。

○糸数勝地域・離島課長 航空路と航路です。

○仲宗根悟委員 航空路もですね。すみません。

対馬丸の関係で、本島内の小学生、児童を対象に

７月の23日でしたっけ、対馬丸の沈没の記念日に慰

霊の交流をされている、あれとは全く違う事業です

か。全く違う。はい、よく分かりました。

この推進費の中で、５番目の新しい項目が貸付事

業ということで15億円が計上がされているんですが、

この事業についての内容の御説明をお願いできませ

んか。

○糸数勝地域・離島課長 これは地域総合整備資金

貸付事業といいまして、事業内容としましては、活

力と魅力ある地域づくりを推進するために、金融機

関による貸付けと併せまして民間事業者による地域

振興に寄与する事業に対し貸付けを行う、長期無利

子の融資を行う、資金面での協力をするということ

で、次年度はですね、医療法人タピックによる沖縄

リハビリテーションセンター病院改築事業、これに

対して15億円を貸し付ける予定となっております。

○仲宗根悟委員 丸々15億円を貸し付けるというこ

とですか。１番の地域づくり推進事業をやりたいと

いうところの関連ではないわけですか。

○糸数勝地域・離島課長 関係ありません。

○宮城力企画部長 先ほど地域・離島課長から地域

振興に資する事業に対して無利子で長期の貸付けを

行うということがありましたけれども、いろんな要

件がありまして、新規の雇用人数が何名以上とかで

すね、そういう効果があるものに対して、民間の金

融機関と協調して貸し付けるという仕組みになって

おります。

以上でございます。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。

それでは、79ページ。離島活性化の特別事業なん

ですけれども、私たちも以前、離島の特産品のマー

ケティング支援事業を拝見させていただきました。

非常にいい事業だなということで、離島の事業を行っ

ている方々がグループを組んでこのマーケティング

事業でいろいろいい効果が生まれているようなんで

すけれども、これまでの部分と、次年度で予算計上

したグループの支援というんでしょうか、これの説

明をお願いしたいんですがね。

○糸数勝地域・離島課長 お答えします。

この離島特産品等マーケティング支援事業は、離

島の特産品に対しまして、外部専門家を入れた指導

等により、例えば商品パッケージや成分表示の改良
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などを行う、あるいは各種物産等への経費の支援、

そういうことを行うことによりまして、離島特産品

の生産拡大と販路の開拓を目的としているというこ

とです。

成果としましては、事業を開始したのが平成23年

度なんですが、この23年度から30年度の間、12離島

延べ109事業者へ支援を行いました。この間の新規販

路開拓の実績としまして、343件の成約を得ておりま

す。

また今年度で調査―過去５か年間、26年度から30年

度までの補助事業者を対象に行った調査があります。

これは28者から回答ありましたけど、支援前と直近

の年度の売上げの比較をしますと、１者当たり平均

で124万円の売上げの増加があったということです。

次年度は何をするかということなんですが、次年

度につきましても引き続き事業を継続しまして、対

象としましては宮古島や石垣島の個別事業者５者と

与那国島や宮古島の地域連携企業体２者７企業―こ

れ地域連携企業体というのは３者以上で構成しても

らっております、これに補助をする予定となってお

ります。

以上です。

○仲宗根悟委員 ありがとうございます。

とてもいい事業だというふうに思っています。た

だ、特産品という部類の中で、一時期、特産品じゃ

ないのが混ざったりしていろいろ指導を受けたりも

あったようなケースが見受けられていたんですけれ

ども、その辺はその辺として改めていっていただい

て、非常にいい事業ですので続けていただきたいな

というふうに思っています。

あと、すみません、お伝えしてなかったんですが、

バス政策でお聞きしたいんですがよろしいでしょう

か。

帰りの17時30分からのバス専用レーンの延長で―

58号は牧港から宜野湾伊佐交差点まで延びていって

いるんですが、その期間、これまでの間にどれぐら

いの効果が見られるのか。本当にバスの利用者が多

くなっているのかですね。そして、減っているのか

というところの状況はどうなんでしょう。

○宮城優交通政策課長 伊佐までのバスレーン延長

の効果につきましては、まだちょっと精査中でござ

いまして、今お伝えできる数字はちょっと手持ちが

ございません。すみません。

○仲宗根悟委員 分かりました。以上です。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。

資料はですね、令和２年度当初予算案説明資料か

ら質疑をさせていただきます。13ページですね、企

画のほうの17新規事業になりますけれども、ＳＤＧ

ｓの推進事業に関してですね。

この認知度とか普及啓発は分かるんですけれども、

プラットフォームの構築とありますが、その辺の説

明をお願いいたします。

○島津典子企画調整課副参事 お答えします。

プラットフォームは、県をはじめ、市町村や大学、

企業団体等が連携し様々なＳＤＧｓの取組を広げて

いくためのネットワークづくりというふうに考えて

おります。令和２年度の予算において、このプラッ

トフォームの設置や運営業務について委託費で予算

を計上しております。

○新垣光栄委員 今回、重点的にこの５項目をやっ

ていきたいということで基地問題、子育て支援、貧

困対策等が上がっていたんですけれども、そういう

ような、具体的にこういう課題提供の部分は、また

企画部ではやらないということですか。

○島津典子企画調整課副参事 お答えいたします。

万国津梁会議につきましては、文化観光スポーツ

部で新たに予算計上しておりますが、このＳＤＧｓ

推進費には、この万国津梁会議の運営にかかる費用

は含まれておりません。また、ＳＤＧｓに関する万

国津梁会議でございますが、沖縄らしいＳＤＧｓを

テーマに、今、先生方に御議論をいただいていると

ころです。

○新垣光栄委員 そうすると、この事業は１つにま

とめたほうがいいんじゃないの。わざわざ２つの部

署にまたがる必要あるの。

○島津典子企画調整課副参事 万国津梁会議につき

ましては、そのテーマも含めまして、文化観光スポー

ツ部のほうで今進めているところでございます。

○新垣光栄委員 ちょっと、じゃあ別の角度から。

そのＳＤＧｓの推進事業に係るということで、企画

のほうでやるんですから、やっぱり私は企画のほう

は沖縄県の方向性を示すところだと思っていますの

で、ぜひですね、しっかりこの中にも入っていただ

いて、普及啓発等の事業ではなくて、具体的に今か

ら沖縄県の持続可能発展を支えていくということで

すので、しっかりその辺の、企画としてのですね、

土地の開発なり人口減少を支えないと、沖縄県が発

展、持続可能できないということも思っているんで

すよ。その辺は企画の持っている部分の―課された

課題の部分だと思いますので、人口をどういうふう

に増やすのか、そしてまた、跡地利用、そして公共
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交通の部分もですね、そういう部分を提案できるよ

うにですね、しっかり方向性を企画の分野でも見せ

られるような提案をやっていけるような事業にして

ほしいなと思っているんですけど、どうでしょうか。

○島津典子企画調整課副参事 ありがとうございま

す。

去る11月にですね、沖縄県推進本部を設置いたし

まして、その中で沖縄県ＳＤＧｓ推進方針を決定い

たしております。全庁的にこの推進方針に基づきま

して、17のゴール、様々な分野がございますが、そ

れぞれ各部局においてですね、取組を進めていると

ころでございます。

○新垣光栄委員 ぜひですね、私は企画部が方向性

を示して各部署で実行していくということが本来の

姿、企画部の姿じゃないかなと思っていますので、

しっかり方向性を示していただくような事業にして

いただきたいと思っていますので、よろしくお願い

します。

部長、その辺はどうでしょうか。

○宮城力企画部長 繰り返しになりますけれども、

昨年の11月に推進方針を定めました。全庁挙げて取

り組むということとしておりまして、その中身につ

いては国、市町村との連携、これはもちろんですけ

れども、プラットフォームを構築して、いろんなス

テークホルダーとの連携も深めていく。加えて、沖

縄ＳＤＧｓパートナー。これについても登録をした

上で、彼らともパートナーシップの上でですね―県

民に、何ていうんですか、この草の根運動的にです

ね、ＳＤＧｓの理念を広めていく。その啓発普及の

ための事業費になっておりますので、個別具体の取

組はですね、各部の施策の中でＳＤＧｓの理念を反

映した取組を進めていくということで御理解いただ

ければと思います。

○新垣光栄委員 そこなんですよ。各部署で個別に

やっていくのはいいんですけれども、プラットフォー

ムとしての役割をという部分が出るので、メインに

なりますという意識を持ってやっていただきたいと

いうことです。

それでは次ですね。18番、振興推進事業費に関し

てお聞きします。

今回ですね、新たな振興計画に向けて策定を進め

ていくということで、新沖縄戦略の方向性の中で今

取り組んでいると思うんですけれども、その方向性

というのはいつ頃、どのような形で出していくのか、

進捗状況等も踏まえてお聞きしたいと思っています。

○武村幹夫企画調整課副参事 新沖縄発展戦略につ

きましては、現在、有識者の会議で検討しておりま

して、今月中には取りまとめを行いまして、４月に

公表する予定としてございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

その発展戦略の中でですね、土地利用計画等の方

法ですね、結構具体的に出していただいて、それで

中部都市圏の跡地を考えてやっていくということで、

これは土木のほうで取り組んでいただいたんですけ

れども、企画との関わりというのはどういうふうな

―これからですね、やはり計画ですので、企画のほ

うの方向性も示していかないといけないと思うんで

すけれども、企画と土木の関わりというのはどうい

うふうに考えておりますか。

○武村幹夫企画調整課副参事 新沖縄発展戦略の有

識者チームの会議の中には、土木部の職員も含まれ

てございまして、その土木部の職員の御意見も踏ま

えながら、新沖縄発展戦略として土地の利用の方向

性も含めて検討してございます。

○新垣光栄委員 ぜひですね、この中南部広域圏を

一体としたまちづくり、そして土地利用計画等の方

向性は土木のほうは出していますので、これから計

画を進めていく中でですね、沖縄県はこれから人口

減少になっていく―先ほどですね、費用便益のほう

もあったんですけれど、やはり人口が増えていない

と活性化しないということもありますので、沖縄県

の跡地利用の中で、やはり持続発展可能というのは

人口を増やせるような施策をしないといけないとい

うことが私は重要ではないかなあと。それで、土地

利用計画に関してもですね、その土地利用計画に予

定している７万人規模のですね、今、人口のフレー

ムを移すんではなくてですね、市街化調整区域、こ

れから新たに中南部に市街化調整区域を活用して移

行して、この７万人の人口フレームをそこに移して

基地の土地利用というのは、また新たなスケール感

とかですね、沖縄に資するようなこういう計画をし

ていただきたいなと思っていますけれども、その辺

の考え方をお聞きしたいと思います。

○武村幹夫企画調整課副参事 委員、御指摘のよう

にですね、2030年の沖縄県の人口でございますが、

社会保障・人口問題研究所の推計によりますと、

2030年をピークに減少に転じることが予測されてお

ります。こうした予測も踏まえてですね、人口とい

うのはやはり増やしていく方向で施策に努めるべき

だと思っております。

また、基地がですね、基地の跡地利用も大変重要

な課題となってまいりますので、この人口と基地、
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そして土地の利用の在り方を含めてですね、検討し

てまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひですね、この今の都市計画の

ゾーニング、本当に沖縄県の将来の最も重要な部分

だと思っていますので、ぜひですね、企画部がしっ

かり計画を立てて、推進していただきたいと思って

います。

部長、その辺からの意見をお伺いしたいと思いま

す。

○宮城力企画部長 土地利用の在り方等については、

基本的には土木部のほうで、都市計画に基づいた利

活用の在り方が議論されることになるかと思います。

先ほど答弁ありましたように、新沖縄発展戦略、

様々な項目―中長期的に施策展開が必要な項目、現

在のところ今18項目掲げておりますけれども、その

中に東海岸のサンライズベルト構想、これについて

は再三答弁申し上げているんですが、これも含まれ

ておりますので、そのあたりは土木と連携を図りな

がら検討していきたいというふうに考えます。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

続きましてですね、20番のですね、沖縄県のバス

路線の運転手確保緊急支援事業からちょっと外れる

かもしれないんですけれども、今回ですね、そうい

う手を、様々な手段でバス路線を確保するためにやっ

てきたんですけれども、このバス路線事業で効果が

出ているのかどうかですね、お聞きしたいんですけ

れども。

○宮城優交通政策課長 ９月の補正でバス運転手の

確保の緊急事業、支援事業ということで予算を議決

していただいて、今年度実施しているところでござ

いまして、今後、例年大手の路線バス事業者４社は

年平均で大体70名ほどの運転手を確保しているとい

う状況もありますので、それを我々が支援すること

によって、今年度の補正でいいますと20名をプラス

してですね、採用し、運転手を確保することによっ

て路線の維持を図っていきたいというところでござ

いますので、次年度以降にその成果あたりはですね、

また御報告できるかと思っております。

○新垣光栄委員 一般質問等でもありましたように

ですね、やはりこれだけのですね、公共交通として

の役割を果たしていこうということで県民の税金を

使いながら投資しているわけですから、やっぱり結

果が出ないといけないと思う。もし、結果が出なけ

ればですね、国が進めているような統合、そして共

同経営等も含めてそろそろ考えないといけないので

はないかということを思っておりますし、それはや

るべきだと思っております。バスレーンに関しても

本当に効果があるのか。ないほうがスムーズに交通

渋滞なくなるのではないかなという気もしますし、

この今回の学生の通学費の無償化の件に関しても、

総合的に考えてやればですね、もっと効果的な、費

用対効果があるような政策が打てると思っておりま

すので、この辺も一体となってですね、企画のほう

でしっかりやっていけば方向性は出せる。各部署に

任せるんでなくて全庁一体的にやっていただきたい

なと思っております。今ね、学生がちょうど休みに

入っているもんですから、本当にもう交通渋滞がな

いんですよ。その学生の皆さんをバスに乗せること

ができればですね、交通渋滞も解消されるだろうし、

地域の経済にも役立つということを先ほど答弁いた

だいたので、ぜひその辺も含めて１つの事業に特化、

集中するんじゃなくてですね、大きな関わりの中で

施策を打っていただきたいと思っていますけれど、

バス事業に関してその辺はどうでしょうか。

○宮城優交通政策課長 交通政策―陸上それから海

上も、航空路線もそうなんですが、基本的に、特に

陸上の施策を考える際にはですね、当然土木建築部

とか今回のケースでいいますと教育庁や総務部もそ

うですが、小まめにそれは情報共有等々やっていて

ですね。例えば、今回の中高生の通学費の支援検討

につきましても、バス事業者の現状を踏まえながら

検討する必要があるということで、通常彼らと交流

があるのは我々のほうですので、当然その検討に当

たってはですね、教育庁も協議を一緒にやりながら、

必要に応じてバス事業者との調整に我々も同席して、

どういう手法だったらできるのかというようなやり

取りをやってきたところでございますので、今後そ

のあたりのことはですね、特に陸上は土木建築部あ

たりが多いんですけれども、関係部局と連携して当

然やっていくものになると考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

最後にですね、鉄軌道。14ページの26番ですね、

導入に向けて。この便益比が１を上回ったとあるん

ですけれども、なぜ急にですね―これ本当によかっ

たと思っていますよ、なぜですね、今までは便益が

ないないというのが、急にそういう結果になってき

たんでしょうか。

簡単でいいですよ、さっき聞いたから。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 便益が今

回向上した主な理由として、先ほどと同じような説

明になりますけれども、基本的には、まず利用する

方々の全体量が増えたと―県民も５％人口が増えた
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ということと、観光客数も今回増えたということが

大きな理由になります。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

そういうのはですね、もう３年前、２年前から人

口推計も分かっているし、なぜ観光客のそういう指

数も入れないといけない、トラックのこういう運営

状況も入れないといけないというのは、なぜ、前で

予測できなかったんでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 まず、人

口等々に関しましては、我々が構想段階で検討した

後にですね、人口研のほうから新たな予測値が出さ

れましたので、それを反映したというところでござ

います。観光客数についても構想段階の最初の検討

時点で、前提条件というのは設定するものですから、

その段階ではやっぱりそのときの伸びを踏まえて

1000万人ということを設定させていただいたんです

が、その後５年間ぐらいでクルーズも含めて大幅な

増があったということで、今回改めて見直しをさせ

ていただいたというところでございます。貨物につ

いては、通常の鉄軌道、鉄道の予測に関してなんで

すけれども、今の鉄道整備というのは基本的に大都

市圏でしか行われていません。新たな路線を敷設す

るということはありませんので、基本的には道路か

らの、車からの転換というものがあまりないものと

いうのを前提に検討されていて、基本的には利用者

を前提とした便益がはじかれているというのが基本

なんですが、ただ、地方部については、道路から鉄

道へのシフトがあるということで、その効果も見る

ことが可能ということが改めて確認できましたので、

その辺も含めて今回の検討で反映させていただいた

というところでございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

そしてもう一つですね、地下トンネルを想定して

いる、便益比が最も高くなったのはこの工法という

のも、もう一つの要因だと思うんですけれども、こ

の宜野湾－那覇間の工法の応用をしたというのはど

ういうことでしょうか。ＳＥＮＳとかというのは、

どういう意味ですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 今回の我

々の検討の中で、都市部についてやはり新たな土地

を確保することは難しいということで、道路下の利

用を前提として検討させていただいております。一

般的に道路下を整備する場合は、シールドトンネル

という工法を適用します。それだと高架に比べて大

体1.4倍ぐらいの費用を要するというところがござい

ますが、国の調査において、そういったシールドト

ンネルに代わる工法としましてＳＥＮＳ工法という

形でですね、現場で管を作り上げるというか、現場

打ちの作業があるんですが、そういった工法を適用

することによって、通常のシールドトンネルに対し

て工事費で26％オフという検討結果が出ていますの

で、こういったものを今回の検討に反映させていた

だいたというところでございます。

○新垣光栄委員 それではもっとですね、費用便益

を上げるために今の国道を使ったらどうでしょうか。

もう交通渋滞はないですよ。東側の国道58号を活用

したりですね。そうするともっと、費用便益上がる

んではないかなと。それから先を見てですね、今後

沖縄県はどうなるという―計画があれば先も読める

し、そういう先を見てですね、そういう事業の方針

を出してもいいのではないかなと思っていますけれ

ども、どうでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 我々の今

の構想段階で検討した中身を御説明しますと、基本

的には都市部については、道路内を利用させていた

だいております。ただし、道路内を利用する場合に、

高架にするか、地下にするかという議論がございま

す。高架にする場合は、中央分離帯が４メーター程

度なければ車線を潰すということになります。そう

すると自動車交通への影響も大きいということで、

構想段階では基本的に中央分離帯の幅員がない場合

は地下、ある場合は基本的には高架ということで、

道路の利用を前提に検討させていただいたところで

ございます。

○新垣光栄委員 また時間がないので、一般質問で。

受かるか知らないですけれども、当選してきます

んでよろしくお願いします。

○渡久地修委員長 玉城満委員。

○玉城満委員 26番のですね、鉄軌道を含む新たな

公共交通システム導入促進事業について。ビー・バ

イ・シーの件は、もう２回も聞きましたのでいいで

すから。

例えば上下分離方式と、そのビー・バイ・シーだ

けの指摘を国から受けているのか。それ以外にも指

摘があるのかな。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

基本的にはですね、これから具体的な議論の中で

様々な課題等が見えてくるかと思いますが、ただ鉄

軌道に当たりましては、基本的に、導入するに当たっ

ての一番大きな課題として想定される採算性、やは

り便益というものが大きな課題として沖縄鉄軌道に
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ついては残されているということで、国から、やっ

ぱりそういったものをしっかり解決していかないと

なかなか具体的な議論には入っていけないだろうと

いうことでの指摘を受けているというところでござ

います。

○玉城満委員 じゃあ、新幹線と同じようなスキー

ムというのは、大方、国とは相談できているんです

か。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 特例制度

を我々のほうから毎年度国に対して要望させていた

だいているところではございますが、ただ、こういっ

た具体的な議論をする前にですね、やはりこういっ

た特例措置をするにしても、基本的に公共事業とい

うことになりますので、そういった観点から見た場

合、公共事業性、事業効率性という観点から費用便

益比、ビー・バイ・シーでやはり１を超えていくよ

うな事業でないと、またそういった見込みがある事

業でないとなかなか具体的議論はできないというと

ころだと思っております。そこが課題として今、国

から示されているものと認識しております。先ほど

申し上げましたけれども、構想段階の検討でもビー

・バイ・シーが当初は0.4から0.6、国の調査でも今

最新でも0.69とかなり下回っているということで、

やはりそこをしっかり解決していくことがまずは重

要だろうということで、国から指摘を受けていると

いうところでございます。

○玉城満委員 もし、この計画が国とまとまって、

着手して何年後ぐらいにできるという想定をしてお

りますか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 今回の検

討でですね、工期も少し見直しをさせていただきま

したけれども、基本おおむね着手してから完成まで

に10年ぐらい要するような大規模事業になります。

そこに合わせて、環境アセス等々の手続、また事業

認可というのを行っていきますので、最低でも15年

から20年ぐらいは必要になろうかというふうに考え

ております。

○玉城満委員 じゃあ、その着手までの間に、今、

県の感覚としては、国とまとめる―ここも今年度で

絶対まとめていこうという、そういうつもりでもち

ろんやっているかと思うんだけれど、可能性として

はどうでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 まずは費

用便益比について。こちらについては様々な条件を

設定させていただいていて、ケースによっては１を

超えたというところではございます。この内容につ

いてもこれから国と確認をさせていただくことにな

ろうかと思いますけれども、ただ、この費用便益比

も、我々としましては今現在積み上げられる、今最

低限のものを積み上げたというような認識でござい

ます。本来のビー・バイ・シーを検討する段階―こ

れは具体的な事業計画を策定する計画段階というと

ころになりますけれども、その段階では駅の周りの

開発計画も含めた形で便益をはじくというのが基本

であります。ただ、我々の今の段階だとそういった

具体的な計画がございませんので、それを見込まな

い形での今計算をさせていただいたというところで

ございます。そういった中で、かなりの大幅な増加

が見込まれていますので、そういったものをベース

に、しっかりと国と前向きに我々としても一生懸命、

調整をしていきたいと考えております。

○玉城満委員 何でこういう話をするかというと、

鉄軌道の話はもう大分前から出て、すごく進めてい

る事業ですよね。だから、新聞にはよく報道された

りするんだけど、いつ頃から走るのということで、

もうかなり夢の世界にまた戻ってしまっているとい

う感じがしているんですね。だからもう少しね、早

めに着手できるような、そういうやっぱり勢いとい

うか。例えば今、沖縄県鉄道というもともとの軽便

のあの免許、廃線届は出していませんよね。そうい

う条件とか―戦争で当時、この軽便鉄道が全部やら

れてしまって廃止に追い込まれたという、そういう

現状も含めてね、沖縄にはやっぱり鉄軌道が絶対必

要なんだよというような話をですね、やっぱり国に

訴えていくことも必要ではないかなと僕は思ってい

るんですね。だからもうぜひ頑張っていただきたい

なと。

それともう一つ。先ほど物流の話が出たけど、そ

の鉄軌道に、貨物のね。今、10年ぐらい前の交通渋

滞でマイナス経済効果が2000億円ぐらいあると、こ

の混雑ぶりでね。もし、この鉄軌道が稼働すると大

体どのぐらいマイナス経済効果が緩和されるかとい

うことも一つ、やっぱり含めて考えたほうがいいん

じゃないかな。これはやっぱり、沖縄県がよくなる

ことであるということを、いろんな裏づけをですね、

やっぱり企画部の中でまとめておく必要があるんで

はないかなと思っているんですね。最近、交通渋滞

によるマイナス経済効果というか、損失額というの

はあまり算出されていませんよね。これはぜひやっ

てほしいと思うんですよ。

どうですか、部長。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 ビー・バ
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イ・シーをはじくときの便益に、道路の時間短縮便

益というのを計上させていただいております。これ

が貨物も含めた便益になりますが、そこにはですね、

短縮された分の時間損失額―それが損失されないで

それだけ速度が上がるということになりますので、

それを便益として加えていますが、そういった経済

的な効果というのもちゃんと加味してですね、検討

させていただいているところでございます。

○玉城満委員 要は、今ほかのトラックであるとか、

そういう手段でやっているものが今この2000億円と

いう、10年前にはじき出しているわけですよね。そ

れがもう少し緩和できるという話をですね、やっぱ

りやっていくことも一つ大事ではないかなと思って

おります。

ちなみに、これ最後になりますけど、時間帯とし

ては何時から何時までを想定しているんですか、こ

の鉄軌道の稼働時間。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 今の段階

だと、あくまでも需要予測をはじくというだけの前

提になりますが、モノレールと同じぐらいの時間帯

を設定して―少し長い形だと思いますが、６時前ぐ

らいから12時というような形で、需要予測は検討さ

せていただいたというところでございます。具体的

なものは当然のことながら次の計画段階で、具体的

な採算性を議論する際に運行計画というのも検討さ

れますので、その中で判断されるというふうに考え

ております。

○玉城満委員 以上です。頑張ってください。

○渡久地修委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。

同じく説明資料13ページから15ページで質問して

いきます。

最初にＳＤＧｓの推進事業について伺いたいと思

います。先ほどから質問がありましたので、新年度

ではプラットフォームをつくって認知度調査、啓発

等をやっていくということなんですけれども、この

ＳＤＧｓというのが今急速に社会に認知されていっ

ているわけなんですけれども、やっぱり大切なのは

目標だと思うんですね。今、普及啓発と言っている

んだけど、ＳＤＧｓが目指すもの、まずそこから説

明をお願いします。

○島津典子企画調整課副参事 このＳＤＧｓですが、

2015年の９月に国連のサミットで採択をされまして、

世界の共通目標ということで17のゴール、169のター

ゲットがございます。沖縄県では去る11月に沖縄県

推進本部を立ち上げまして、その中で沖縄県ＳＤＧ

ｓ推進方針を決定いたしました。今現在、沖縄21世

紀ビジョン基本計画―この10年計画の期間はこの計

画の36の基本施策を基にＳＤＧｓを推進していくと

いうことで、21世紀ビジョン基本計画、実施計画に

掲げられている目標の達成を目指して、今、全庁的

にＳＤＧｓを推進しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 もともと21世紀ビジョンに既に取

り組んでいて、ＳＤＧｓは重なる部分がたくさんあ

るということで、皆さんすり合わせしていくと思う

んですけれども、この21世紀ビジョンもあともう少

しで終わって、次の新しい沖縄振興計画をこれから

今準備しているところだと思うんですね。その中で、

じゃあＳＤＧｓの目標というのが、その具体的な目

標、さっきおっしゃった169のターゲット、目標値が

必要になってくるわけなんですけれども、この新し

い振興計画とこの目標値についての説明をお願いし

ます。

○島津典子企画調整課副参事 県では沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画などの成果や課題を検証するため、

今年度中に総点検報告書をまとめることとしており

ます。新たな振興計画につきましても、総点検の結

果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓ

の理念を盛り込み、次年度に新たな振興計画の骨子

案を取りまとめ、市町村や経済団体等から広く御意

見を伺うとともに、国と連携を図りながら策定して

まいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 端的に、目標は設定するんですか。

○島津典子企画調整課副参事 持続可能な開発目標、

世界共通の目標でございます。目標設定につきまし

ては、国においても今現在、国の目標ということが

ございますけれども、この地方版といいまして、新

たに地方の課題を解決するために地方が立てる目標

ということも視野に入れて、検討をこれから進めて

まいるということになっております。

○比嘉瑞己委員 検討はこれからということで。た

だですね、私がこだわるのはですね、本会議でＣＯ₂

のことを一つ例に取り上げてみたんですけれども、

県もこれまでもいろんな計画をつくるわけですけれ

ども、やはりこの目標に対しての―何ていうんです

かね、お飾りになっていないか、失礼な言い方かも

しれないけど。結局ですね、達成できなくても、ま

た次の計画だ次の企画だと言っていってですね、

ちょっと置き去りになっている感があるなあという

ふうに思いました。なので、このＳＤＧｓが今やっ

と世界的な目標になっているわけですから、この目

標設定というのはやっぱりこだわらないと、それが
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あって初めてその進捗管理とかもできると思うんで

すよね。それぞれの部署が専門部署になると思うん

ですけれども、皆さん企画部のほうがそれを取りま

とめる位置にあるわけですから、やはりこの目標設

定をしっかりと各部が持って、その進捗管理につい

ても目を光らせていくという、その姿勢が必要だと

思うんですけれども、その考え方はどう思いますか。

○宮城力企画部長 ＳＤＧｓにあっては、国のほう

も各自治体の基本計画に盛り込むことを推奨してい

て、今、推進方針の中でもＳＤＧｓの取組を21世紀

ビジョン基本計画の中に落とし込んでいくというこ

ととしております。ＳＤＧｓの理念を盛り込んだ基

本計画をつくった後、実施計画をつくることになろ

うかと思います。その実施計画の中には、ＰＤＣＡ

をしっかり回すための成果指標を設定し、かつ成果

目標も設定することになろうかと思います。この取

組は企画部のほうで行うことになります。各水準に

ついては、各部のほうで検討はされますけれども、

ＳＤＧｓの理念をより取り込んだ形のですね、数値

目標が達成できないか、このあたりも我々のほうと

しては注力していきたいというふうに考えます。

○比嘉瑞己委員 ぜひですね、今からしっかりとつ

くっていくわけなんですけど、プラットフォームを

つくって、これがこの県庁だけの目標じゃなくて県

民みんなの目標になれるようなですね、そうした推

進事業にしていただきたいと思います。

万国津梁会議もその議論をしていて、やはり万国

津梁会議は自由にこういった議論をして皆さんの計

画に反映させる役割があると思うんですけれども、

やはり大変重要な専門家からの意見だなあというふ

うに思いました。17のゴールなんだけれども、国に

よっては18番目をつくっていると。沖縄でも18番目

というものがあってもいいんじゃないかという委員

の指摘がありました。この方が指摘しているのがウ

チナーグチ。これをゴールの一つにしてもいいんじゃ

ないかということがありました。教育というのが既

にあるんですけれども、だけどこのウチナーグチと

いうのはやはり沖縄の文化や芸能にもつながってい

て、大切な視点じゃないかなと思いました。

この新たなゴールの設定も含めて、これから議論

してつくっていくことはできるのか。

○島津典子企画調整課副参事 現在、ＳＤＧｓに関

する万国津梁会議の中で、委員の皆様に活発に御議

論をいただいているところです。先ほど委員のおっ

しゃった18番目でございますけれども、県も含めま

して、この委員の中で議論をしていただいて、また、

知事のほうに中間報告なり提言なりをしていただく

という形になろうかと思います。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

じゃあ次にですね、22の数字がついている沖縄離

島住民等交通コスト負担軽減事業についてお聞きし

たいと思います。最初にですね、この事業の基本的

な目的とこれまでの実績を簡単に説明願います。

○宮城優交通政策課長 離島住民等交通コスト負担

軽減事業ですね。離島にお住まいの方々の定住条件

の整備を図るためということで、割高な船賃及び航

空運賃を低減することを目的とする事業でございま

す。その船賃については、ＪＲ在来線並みの運賃を

目指して約３割から最大７割の運賃低減、それから、

航空運賃については新幹線並みの運賃を目指して約

４割の運賃低減を実施しているところであります。

実績として、今手元にあるのが平成30年度のもので

申し訳ないんですが、平成30年度、航空路では10路

線で事業を実施しておりまして、利用実績が50万

3598人、それから航路が24航路で事業を実施してお

りまして、利用実績が62万2336人となっております。

○比嘉瑞己委員 当初は離島に住んでいる方たちが

対象で始まった事業です。大変好評で、この間補正

予算でも追加になったぐらいすばらしい事業だと思

います。一括交付金も活用していてですね、なかな

か国が減らす中でも沖縄県がこの事業を大切にして、

補正予算も組むぐらいの意気込みでやってきたこと

は評価できると思います。これ、その事業が離島の

皆さんから喜ばれて、追加でいろんな要望が出てき

ました。交流人口も対象にしてほしいということで、

皆さんも応えてきたわけですよね。この交流人口に

ついての仕組みをちょっと説明できますか。

○宮城優交通政策課長 病院や高校がない小規模離

島につきましては、観光客等への交流人口の航空運

賃を約３割低減しているというところでございます。

それから、久米島については約1.5割、地元の町負担

の0.5割を合わせて２割の交流人口の運賃低減も図っ

ているというところでございます。

○比嘉瑞己委員 今説明があったように、小規模離

島の皆さんについてはその交流人口もやっていると。

久米島は最初なかったんですよね。だけど声に応え

て、実証実験して、本格的にまた始めて、町も協力

してやっているという形です。ですが、やはり久米

島の皆さんですね、小規模離島並みにしてほしいと。

今、久米島は２割になっているのかな。交流人口は、

小規模は３割で、久米島は今２割というところで、

せめて他の離島並みに３割にしてほしいという声が
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根強くあります。今説明のあった小規模離島という

概念は、どこがつくっているのか。なぜ、それで久

米島が外れてしまうのか。もう一度説明お願いしま

す。

○宮城優交通政策課長 小規模離島の定義そのもの

は平成24年度に事業がスタートするに当たってです

ね、我々のほうでそういう整理をさせていただく形

で定義づけしたものでございます。

○比嘉瑞己委員 部長にお聞きしたいんですけど、

この当初事業もですね、離島に住む人たちが対象で

始まったところが、今皆さんが一生懸命幅を広げて

大変喜ばれています。この小規模離島というものも、

その制度当初のときにつくった概念で、久米島は高

校があるから、病院があるから小規模離島ではない

という、そういった整理だったと思うんですけれど

も、確かに病院も学校もあるけれども、それでもや

はり十分とは言えないと思うんですよね。これまで

皆さん実証実験して、本格運行して、町も協力して

いますけれども、やはりこの声をですね、もっとちゃ

んと受け止めるべきじゃないかなと思います。これ

は一括交付金制度を利用していますので、あと数年

ですが、やはりこの間の皆さんの取組を踏まえてで

すね、新しく、これはもちろん継続すべき事業だと

思うんですけれども、やはりこの中身を検討してで

すね、やっぱり久米島の皆さんの期待に応えるべき

じゃないかなと思います。やはり人口減、定住が進

まないという意味では、同じ離島として悩みを抱え

ていると思いますので、この制度の拡充をですね、

しっかりと検討すべきだと思いますが、部長の見解

をお聞かせください。

○宮城力企画部長 委員おっしゃるように、この事

業を始めたことによって、離島住民の意識調査アン

ケート調査でも、島を出る際の交通コストが、出や

すくなった、交通コストが安くなったという声を聞

いております。非常に評価が高い事業というのは承

知しております。

久米島の交流人口の拡充の件ですけれども、先ほ

ど課長から答弁ありましたように、まず本来は離島

の住民の方々の移動の利便性の向上を図るというの

がまず主目的でございます。ただ、一部例外的に、

より小さい離島にあっては、航空路の移動コストも

支援しようということです。今、予算規模でいいま

すと、今回補正を入れて25億円を超える水準まで行

きました。従前は十数億円の時代もございました。

やはり持続的にこの制度を維持するためには、一定

の対象を維持するということも必要と考えておりま

すので、久米島の皆様の―久米島は特に町のほうか

らの御要望があるというのは承知しておりますけれ

ども、本来の趣旨というところで事業を執行してい

るということについては、ぜひ御理解いただきたい

と思います。

○比嘉瑞己委員 その中にあってもですね、将来的

に島の人口を増やして、島民が増えるという意味で

は、やはりもっと柔軟な発想が必要じゃないかなと

思いますので、引き続き検討をお願いしたいと思い

ます。

最後にちょっと、ここのほうに載っていないんで

すが、久米島の海洋深層水の予算についてお聞きし

たいと思います。新年度、何か動きがあるのか、そ

の点からまず説明願います。

○糸数勝地域・離島課長 特に予算ということでは

計上しておりませんけど、今ですね、我々企画部、

農林水産部、商工労働部で連携して久米島町に協力

する形で様々な意見交換を行っておりますけれど、

昨年８月にプロジェクト推進会議という町主催の会

議に出席しまして、この問題に関する様々な課題等

を議論してまいりました。またですね、来る３月

13日、今週の金曜日ですね、２回目のプロジェクト

推進会議が開かれますので、明らかになった課題を

久米島町と進捗状況を確認しながら、じゃあ今後ど

うしていくのかということを意見交換していけたら

なということで、現在の決まっている状況はこうい

う感じです。

○比嘉瑞己委員 少しずつ進んでいるとは思うんで

すけれども、やはりこの課題を整理して、説得力持

てるようなその根拠があればですね、もっと進みが

早くなると思います。

その一つでですね、今、海洋深層水がどれだけ島

の産業に発展しているかということを確認したいと

思います。クルマエビや海ブドウが有名ですけれど

も、それ以外にも様々な産業に活用されていますが、

この海洋深層水全体の売上高だったり、あるいは雇

用効果、その点は分かっていますか。

○糸数勝地域・離島課長 この点についてですね、

29年の９月に総合事務局のほうで調査報告書を出し

ております。それによりますと、久米島町の海洋深

層水はクルマエビ、海ブドウ、化粧品、ミネラルウ

オーター、泡盛、塩、温浴施設等に利用されている

ということで、これらを含めた海洋深層水関連の産

業については、平成27年度ですけれど、年間売上高

で24億8000万円、関連雇用者数は140名というふうに

なっております。
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以上です。

○比嘉瑞己委員 24億8000万円の生産額になってい

ます。久米島の農業の全体で大体20億円、水産業だ

と23億円と言われていますが、それに匹敵するぐら

いの久米島を代表する産業になっていると思います。

部長、これですね、最初、この海洋深層水も、国や

県が最初は実証実験みたいな形で始まって、研究開

発という形でずっと応援してきたわけですよね。そ

の皆さんの目的、目標が今達成されつつあって、い

よいよ大きな産業に発展していきたい、需要もある

というところまで来ていると思うんです。その中で、

やはりこの取水施設を、ずっと要望があるんですけ

れども、なかなか今まだ課題整理の段階というとこ

ろでは、スピードが遅いんじゃないかなと思います。

事業主体はもちろん久米島がなるべきだとは私も思

うんですけれども、やはり県がもっと積極的に、せ

めてインフラ整備をですね、もっと応援するべきじゃ

ないかなと思いますが、いかがですか。

○宮城力企画部長 この久米島の取組を応援すると

いうことで、関係部が久米島町に関わってですね、

課題を整理するという流れになっております。近々

また２回目の会議を開きます。ある程度方向性が見

えてくると思います。

ただ、一番最初の需要量というんですか、ニーズ

の把握というところでですね、少し整理が必要かな

とも思っておりますので、そのあたりも含めて久米

島町に寄り添ってですね、しっかり対応していきた

いというふうに考えます。

○比嘉瑞己委員 ３月に結果がまとまるということ

で、具体的な数字を見るとですね、すごく説得力も

出てくると思いますので、しっかり進めていただき

たいと思います。最初ＳＤＧｓの話をしましたけれ

ども、久米島の役場の担当の方たちと話すとですね、

この海洋深層水というのはまさにクリーンエネル

ギーで、県の政策とも一致するはずだと。久米島が

これで盛り上がることがですね、離島のすばらしい

ＳＤＧｓのモデル自治体になると思うんですよ。そ

ういった意味ではですね、もっと、私は本格的に応

援するべきだと思います。頑張ってください。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時16分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

午前中、多くの委員からも質問がありましたけど、

私も新規事業ＳＤＧｓの推進事業についてお尋ねし

たいと思います。

まずこのプラットフォームの構築ということなん

ですが、もう一度ちょっと御説明お願いできますか。

○島津典子企画調整課副参事 お答えします。

プラットフォームは県をはじめ、市町村や大学、

企業、団体等が連携し、様々なＳＤＧｓの取組を広

げていくためのネットワークであります。

○上原章委員 これは国連が15年かけて2030年まで

持続可能な開発目標だということを、非常に大事な

取組になると思うんですが、このプラットフォーム

の産官学含めた地域、それから学校現場、いろんな

関係機関とも本当今後、県民の大きな一つの目標に

なっていくものだと思うんですけれどもね。このプ

ラットフォームの中に、この地域、地域、市町村が

入っていましたけど、そういった各団体、経済界、

商店街、自治会いろんな幅広い層の方々も私は入る

ことが大事かなと思うんですが、いかがですか。

○島津典子企画調整課副参事 委員御指摘のとおり

だと思います。経済団体、民間企業のみならずです

ね、ＮＰＯ、ＮＧＯ、組合、広域法人など、様々な

団体とプラットフォームを形成していくことが重要

であると考えております。

○上原章委員 それで先ほど比嘉瑞己委員からもあ

りましたけれども、今後残り10年―県は目指してや

るこの目標値っていうのはやっぱりつくらないとで

すね、非常にアバウトになっていく気がするんです

ね。ですから今、各部署がそれぞれのこの169のター

ゲットを目指して頑張ろうということだと思うんで

すが、具体的な目標値というのをやっぱりつくる必

要があると思うんですが、いかがですか。

○島津典子企画調整課副参事 委員の御指摘は大変

重要な視点であると考えております。県では昨年11月

に沖縄県ＳＤＧｓ推進本部を設置いたしました。こ

の推進本部は、知事を本部長とし、全部局長で構成

されておりますけれども、企画部がその事務局を担っ

ております。ですので、このＳＤＧｓを推進するに

当たり全庁で進めておりますので、企画部において

ですね、各部局と連携をして取り組んでまいりたい

と考えております。

○上原章委員 ぜひ、主導で頑張っていただきたい

と思います。次に、当初予算の３の１の説明資料の

13ページの21番、路線バス運転手確保。

先ほどの答弁で、この取組は当初、夜間高校の子

供のバスが、運転手が不足するということで路線が
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見直しがあって、そういう解消のための事業だと僕

は聞いてたんですけど。

事業の本来目指していたのは、そういった子供た

ちの環境をしっかり確保するということだったと思

うんですが、先ほど、この事業の効果を見て、また

御報告しますということだったんですけど、これは、

バス協会との申合せでそこをしっかりやるというと

ころからスタートはしてないんですか。

○宮城優交通政策課長 バス運転手確保緊急支援事

業はですね―高校の生徒さんたちの帰りのバスの便

がというのは、その象徴的な一つの事例であって、

３月、４月、６月、７月と連続で減便が発生してい

る状況は当時ございました。我々が減便された便数

をざっと手計算で拾ってくるだけでも、その週当た

り400便を超えるような事態が生じていて、彼らにヒ

アリングを行ったところがやはり運転手が不足して

いる状況があってですね、働き方改革等々との絡み

もあって、やりくりが非常にちょっと厳しい状況だ

というお話があったところです。実際に、もともと

貸切りバスに運転手が流れているということも聞い

ておりましたので、これはもうただならぬ事態であ

ろうということで９月補正を計上させていただいた

という状況にございます。

○上原章委員 こういう公共の路線バスの支援、こ

れ以外の予算というのもあるんですか。

○宮城優交通政策課長 バス路線については、今の

運転手確保の緊急支援事業以外に、今お手元の資料

３の１の13ページに、20番がそのバス運転手の確保、

それから21番のバス路線の補助事業がありまして、

これは赤字路線の欠損の補助を行っている事業でご

ざいまして、基本的にはこの２つでございます。

○上原章委員 １億6000万円ですか、この補助事業。

公共交通の中で、タクシー等も県内で非常に重要な

交通手段だと思うんですけれど、現在、このタクシー

協会等への県の支援というのはあるんですか。

○宮城優交通政策課長 ハイヤー・タクシー協会の

ほうからは、近年の乗務員不足を受けた運転手確保

の支援のお話がやはりあります。それから、国際通

りとか那覇市松山の周辺において、タクシー専用の

乗降場等の整備の要望等も聞いているところであり

ます。運転手不足につきましては、タクシー運転手

もやっぱり年齢構成が現在のままで推移していくと、

高齢化がより一層進むということで人手不足が当然

懸念されると。県としましては、その乗務員の確保

に向けまして、利用者の需要に対しどの程度供給が

不足してるのかということで、必要となるその情報

をタクシー協会のほうに求めているところでありま

して、タクシー協会と協議を重ねながら効果的な取

組を検討していきたいと思っているところでありま

す。

○上原章委員 過去にはそういった支援はありまし

たか。

○宮城優交通政策課長 これまでタクシー関連でい

いますと、空車時のバスレーン走行を可能にするた

めに、いろいろ我々のほうが積極的に協議したりと

かもそうですし、スマートフォンを活用した配車ア

プリ、それの広報ポスターをつくったりとかもあり

ましたし、それからタクシー事業者が新たに女性と

か若年者を雇用したいということで、それについて

も二種免許取得の費用を補助したことがございます。

○上原章委員 分かりました。

ぜひ今、ハイヤー・タクシー協会のほうからもで

すね、正式に要望が出ておりますので、この今の現

状、県が何ができるか、非常に私自身できることが

あると思うんで、ぜひ意見交換して進めてほしいな

と思います。

次に25ページなんですが、25番目ですね。那覇空

港整備促進事業費、約5000万円余り増えていますけ

ど、この１億4600万円の中身を教えてもらえますか。

○大嶺寛交通政策課副参事 那覇空港整備促進事業

費は、那覇空港の機能強化に係る課題の整理、調整

などの取組を国と連携して推進するものでありまし

て、具体的には、将来の那覇空港の機能拡張に関す

る調査検討業務、第２滑走路増設に関連して那覇市

が実施する船だまり整備事業への補助、国への要請

活動等、そういったものを行っております。

○上原章委員 いよいよ３月26日供用開始というこ

とで、第２滑走路が今後本当に大きな県政発展につ

ながるものだと思うんですが、この第２滑走路が供

用開始する中でですね、今の那覇空港の機能という

のが、それぞれ今使っている第２滑走路―国内では

非常に距離も十分離れてるということで非常に期待

できるとも聞いていますけども、この将来設計の中

で現ターミナルをそのまま、今後もそのターミナル

で推進していくのか。それとも、新たなターミナル

の将来像というのはあるんですか。

○大嶺寛交通政策課副参事 現在、第２滑走路が供

用開始するということもございまして、国のほうで

ですね、24万回飛べるようになるというふうなお話

もございます。今年度国のほうでも、24万回飛べる

ようになったときのための規模の見直し作業を進め

ているんですけれども、県としましても平成29年度
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から今年度にかけていろいろ基礎的な調査をさせて

いただいております。そのような中で現在でもです

ね、今後、第２滑走路が供用開始した後の需要がか

なり伸びていくだろうというふうに想定していると

ころですので、短期的なところではこのスポットが

どれぐらい増えていくだろうかとか、今後必要であ

ろうかとか、ターミナルの規模についても調査、検

討しているところでございます。

○上原章委員 今のスポットの件なんですけど、今

ある分では到底、私は対応できないと思っているん

ですけど。例えば、そのスポットが海側に大きく展

開できるようなことも少し聞いたことがあるんです

けどね。県ではそういう具体的な、今後の空港の充

実に向けたそういう議論はないんですか。

○大嶺寛交通政策課副参事 需要はですね、調査、

予測した中で旅客数から割り算していきますと、やっ

ぱり今の現状では55スポットある中で、これが将来

的には80ぐらいのスポットが必要になっていくだろ

うとか、ターミナルの規模についても、この1.6倍ぐ

らいの大きさが必要だというふうな検討はしており

ますが、この具体的にどこにどう配置するかという

のは―国の管理空港でございますので、その辺のど

こに配置するかっていうのは、今後国のほうとも意

見交換させていただきながら、いろいろ議論させて

いただければなと考えております。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございま

す。

次に32、次のページの、ちょっと今、この時期の

等々、取組もつながると思うんですけど、この沖縄

感染症研究成果活用促進事業の中身を教えていただ

けますか。

○屋比久義科学技術振興課長 お答えいたします。

沖縄県ではこれまで、ライフサイエンス系の研究

支援に努めてきたところでございますが、これまで

の研究の積み重ねの中で、例えば琉球大学さんであ

るとか、大学等研究機関における感染症分野の研究

成果というものがかなり積み上がってきております。

私どもとしては、そのような研究成果を活用した産

業展開へのポテンシャルが高まっているこの時期に、

さらに研究開発のてこ入れをすることで、産業促進、

沖縄振興への寄与を図っていきたいということで取

り組んでいる事業でございますが、その一つとして

大学等発のベンチャー企業が実施する感染症分野へ

の研究を支援しているものでございます。具体的に

申し上げますと、途上国、特に熱帯系の途上国のほ

うで感染が広まっておりますデング熱ウイルス等の

感染を判別するキットの研究開発であったり、空気

中に漂っているような感染症病原体をモニタリング、

監視しそれを捕らえることで、どういった病原体が

環境中にはいるんだというようなことを判別できる

ような装置の研究開発を今支援しているところでご

ざいます。

企画部におきましては、大学等における研究成果

の実用化に取り組む大学発ベンチャーの研究開発を

支援することで、大学等における研究の高度化、あ

るいは事業化とともに、関連する研究開発型企業の

集積につなげまして、知的・産業クラスターの形成

を図っていきたいという事業でございます。

○上原章委員 デング熱ということですけども、今、

新型コロナウイルスがこれだけ世界規模で感染され

るというそういった中で、皆さんがこういう研究等

の支援というか活用する、琉球大学というお話があ

りましたけど、県内でそういった新型ウイルスに対

する研究というか、対策ができる機関というのはあ

るんですか。

○屋比久義科学技術振興課長 新型コロナウイルス

そのものの研究であるとか、対策ということは承知

しておりませんけれども、例えば今申し上げた、今

現状支援をしている企業、大学発ベンチャーさんの

ところでは、ウイルスに感染しているかどうかとい

うキット、簡易診断の装置を開発しているわけです

ので、当該技術を応用して、例えば新型コロナウイ

ルスまではできないと思うんですけれども、どういっ

たウイルスに感染してるというものを早期に診断で

きるような取組は可能だと聞いております。また、

この研究成果ではなくて、また事業そのものではな

いんですけれども、今一般的に新型コロナウイルス

の感染が疑われますと、それなりの機関のほうで新

型コロナウイルスに感染してるかどうかという、Ｒ

ＮＡのチェックをするわけですけれども、当該企業

がそういったことも可能であるということで、今、

保健衛生当局のほうと民間委託での検査に向けた詰

めの作業をしていると聞いております。

○上原章委員 今、国もこの研究開発、ワクチン等

のスピーディーな取組が必要だということでやって

います。またそういう研究員の確保も含めてやって

いると聞いていますけど、これは我々、都道府県で

もしっかり取り込むことも今回のことを通してです

ね、非常に重要なのかなと思っております。ぜひ御

検討いただければと思います。

最後に、前回もちょっと確認させていただきまし

たけど、小さな拠点づくりの支援事業、この取組状
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況を教えていただけますか。

○糸数勝地域・離島課長 お答えします。

県では、離島や過疎地域において住民の生活に必

要なサービス機能を維持しまして、住み慣れた地域

に住み続けたいという住民の生活を支えるために、

生活圏内の機能、サービスを集約した中核機能を担

う小さな拠点づくりを支援しております。これまで

の取組としましては、移動販売車の導入や、古民家

を改修して地域の特産品を使ったカフェや、野菜直

売場の改築による特産品販売施設の整備を行いまし

た。効果としましては、高齢者の多い地域などにお

ける買い物環境の改善や、あるいは地元農産物の地

産地消の推進、交流拠点の形成等、地域の活性化に

つながっていると考えております。

○上原章委員 今回、当初予算が２倍以上になって

いますけど、令和２年度はどういった取組を予定し

ていますか。

○糸数勝地域・離島課長 実は今年度から、この事

業のスキームを変えました。前の事業では単年度で

補助していましたけど、今回２年連続であります。

１年目はですね、まずこの地域がどういった将来像

を描いてどういうビジョンを持つのかということで、

まずそれを住民を含めて話合いをします。そのビジョ

ンができましたらそれに基づいて、具体化、実現す

るための様々な車両であったり、いろんな備品であっ

たり、そういったのを購入するのを２年目にやると

いうことで、具体的に言いますと今年度は国頭村と

本部町で実施しました。

国頭村については３区―これは辺戸区、宜名真区、

宇嘉区の３区でですね、連携して取り組むというこ

とで、まずは地域特産品を販売していこうと。これ

は大石林山という観光施設がありますから、そこで

パインジュースを売っていこう。それと野菜等をで

すね、この大石林山のレストランに野菜を出荷しよ

うと。それと集落ツアー、星空ツアーというのをつ

くっていこうということが国頭村の取組であります。

本部町の取組は、こちらはやっぱり買い物環境が

厳しいということで、移動販売車を導入します。現

在、豆腐屋さんのほうが豆腐を配達することをやっ

ていますが、さらに一般の食品、日用雑貨等を含め

て、幅広く取り組んでいくということで考えており

ます。

以上であります。

○上原章委員 今のは、令和２年の事業ということ

でいいですか。それとも令和元年の。

○糸数勝地域・離島課長 ビジョンは今年度つくっ

ておりまして、来年度この車両を購入したり、具体

的な出荷をしたり、ツアーを造成したりということ

をやっていきます。

○上原章委員 特に離島も含めてですけど、やっぱ

り買い物がなかなかもう難しい地域が増えています。

高齢者の方も非常に、移動販売車というのは本当に

必要なところが沖縄県内相当あるんじゃないかなと

私は思っております。

ぜひ、地域地域の市町村と連携してですね、毎年

積み上げていくものも大事ですけど、一度全県をも

う一度調査してですね、こういった買い物に、本当

に不自由しているところがないのか、それに対して

手を打てないのか、これちょっとぜひやっていただ

きたいんですが、最後にお願いします。

○糸数勝地域・離島課長 これ前年度事業ございま

して、２回目の３年間の事業になりますけど、また

次回の３年間の計画のとき、事前調査をしっかりやっ

てですね、希望する市町村があれば、この計画にのっ

けていくということが大事ですので、そういったこ

とに取り組んでいきます。

○上原章委員 よろしくお願いします。終わります。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

それでじゃあまず、概要のほうからちょっと抜粋

しながらやっていきたいんですが、新たな振興計画

の策定ということで、振興推進事業費で１億2700万

円ということであるんですが、部長、新たな振興計

画を求める理由、何ね。

○宮城力企画部長 今、沖縄21世紀ビジョンを策定

しております。これは2030年の沖縄の目指すべき将

来像、これが揚げられていて、その実現のために今、

沖縄21世紀ビジョン基本計画が策定されていると。

残る―これは2022年までですね、その後期の10年間

もビジョンの将来像の実現に向けて沖縄振興計画を

策定し、将来像の実現に向かっていろんな取組を推

進していくということでございます。

○當間盛夫委員 じゃあ考え方は、この2030年がも

う最終目標ということで、この2030年以降はこの振

興計画、振興策というのは沖縄は求めないという考

えでいいんですか。2030年か。

○宮城力企画部長 2030年を目標としておりますけ

れども、その時々のいろんな社会情勢の変化等もあ

ると思います。

目指すべきものがそれで終了するかと言われると、

それを目指して頑張っていきますけれども、その時

々の社会ニーズに応えていくためのいろんな取組を
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また中長期的に策定していくということになろうか

と思います。

○當間盛夫委員 2030年となると、復帰ということ

で―あんまりもう使う部分でもないのかもしれない

んですけど、この特殊事情ということで３つの部分

がありますよね。この歴史的、地理的、社会的とい

う部分。この状況というのは皆さんどう見られてい

ますか、どう認識していますか。

○宮城力企画部長 長く米国民政府の統治下にあっ

たという歴史的事情、これについてはその分社会的

なインフラの整備が立ち後れましたので、大分是正

された部分がある一方で、いまだ全国と比べるとま

だまだ整備が足りていない部分もあろうかと思いま

す。それから社会的事情、いまだにこの狭隘な土地

に米軍基地が存在しているという社会的事情。それ

から、東西1000キロですね、南北400キロ、広大な海

域に島が散在しているという地理的事情。これらに

ついては、まだまだそれに起因する沖縄固有の課題

があるものと認識しております。

○當間盛夫委員 歴史的事情で―もう50年という中

で、沖縄はずっとこの振興開発計画だとか、振興計

画ということでやってきた。いまだに、他地域と、

と言うんですけれど、ほかの地域よりももうインフ

ラ整備進んでいるんじゃないかという国の皆さんの

指摘もあったりするわけよね。

地理的要因も、皆さん21世紀ビジョンでアジアに

向かうんでしょと。もう再三、私、そういう議論を

しているんですけど、地理的要因は皆さんのそういっ

た面では、メリットになっているんじゃないかとい

う言われ方がある。

もう一つ掲げると、社会的要因という部分での、

やっぱり基地問題ということが一番大きいんだよね

という形の、国のそういう皆さんが考えている―沖

縄にはもう社会的事情、その基地問題だけしかない

んじゃないかというような国の官僚たちが考えてる

ものを、どう論破されていきますか。

○宮城力企画部長 先ほどは沖縄が置かれている負

の事情ということで申し上げましたけれども、委員

おっしゃるように、逆に地理的事情がですね、東ア

ジアの中心に位置するという優位性も発揮し得る。

それらを活用して、逆に日本経済を牽引していくと

いうパイロット的な役割も、一方で求められている

部分もあると思っております。社会的事情のみなら

ずですね、その地理的不利性ということもまたござ

いますので、基地問題だけではないというところも、

丁寧に説明していきたいというふうに考えます。

○當間盛夫委員 僕らを説得し切れないぐらいで、

国は説得し切れないと思うわけさ。部長がね、さっ

き午前中のもので、次なるものも一括交付金も求め

るというようなお話がありました。一括交付金も求

める、高率補助も求める、そういうことで次の振興

策も臨んでいくという考えでいいんですか。

○宮城力企画部長 再三申し上げておりますように、

制度については国がつくるもので、県のほうとして

は今後の必要性について訴えていくことになるかと

思います。高率補助なかりせば、あるいは一括交付

金がなくなればということではなくてですね、あく

までもこの有利な制度を活用して、いろいろ施策展

開に活用していきたい。そうすることによって推進

力がより高まっていくというふうに考えます。

○當間盛夫委員 僕は、皆さん今ね、国を甘く見て

いるよ。ＭＩＣＥでもね、その分でのＭＩＣＥ事業

でも予算取れない、先ほどの鉄軌道の話もね、ビー

・バイ・シーが１になったと言うけれど、本当に国

を説得し切れるかというようなものは、僕はもうそ

の分では今の国と沖縄県の在り方っていうのは、そ

う簡単ではないと思っているんです。それから考え

ると、皆さんこのね、高率補助だとか、一括交付金

だとか求めても、これができないということなった

らどういうふうな形を取るのかなと思うわけさ。そ

れからすると、あのね、我々もう一歩ちょっと先に

進んだほうがいいんじゃないかと思うわけさ。我々

は自立型ということを言ってきた。それからすると、

私は一般質問でもやったんですけど、連携中枢都市

圏ということが他府県はもうやってきていると。沖

縄がそれを先んじて他府県にはないような形の、そ

の都市圏構想ということを、今回の皆さんの新たな

振興策の中には、この市町村の在り方ということを

逆に沖縄県から提案をして、我々はそういう行政形

態、広域化でそういう行政形態を含めて、次なる振

興に臨んでいくというような発想の転換も必要だと

思うんですけど、どうですか。

○宮城力企画部長 連携中枢都市圏に求められるも

ろもろの役割があろうかと思います。その場合、中

核となるのは、沖縄県の場合で申し上げると、中核

市である那覇市ということになろうかと思います。

その中核市を中心とした、都市機能を強化させる、

拡充させる、あるいは維持させるという意味での取

組になろうかと思います。今、中南部地域にあって

は、まだ人口減少には至っておりませんが、先ほど

の社人研の予測では2030年をピークに減少するとい

うことも見込まれておりますので、それに向けた取
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組の一つとしてですね、これを視野に置きながら、

検討を進めることは重要というふうに認識します。

○當間盛夫委員 確かに今、沖縄のこの連携中枢の

ものでは、国のものからすると、那覇市が中核都市

ですので、那覇市をというのがあるんですけど、ま

だそういった部分での形成がなされていないという。

僕はね、これをやれということではないんですよ。

こういった部分が他府県では進んでいるというもの

から考えると、これ以上のものが沖縄ではできるん

じゃないですかと。新たな振興策ということを皆さ

んが考えるんであれば。もうその分での、今の41市

町村という在り方ではなくて、北部、中部、南部、

宮古、八重山という５つの分け方の中での行政の在

り方、広域の在り方という形の進め方もあっていい

んじゃないかと、次なる振興策にはということを、

これはもう提言で、皆さん答えることできないはず

でしょうから、これはもうこれでいいです。

次に、交通体系。先ほど、いろいろと鉄軌道の部

分もあったんですけど、皆さんの事業概要の13ペー

ジですか、路線バスのバス運転手で路線バス補助事

業ということであるんですけど、今度、路線バス補

助事業で１億6000万円。ずっとバスの補助もやって

いるんですけど、これもう全体的に何台ぐらい補助

してあげたのか、路線バスは。あと何割やらないと

いけないのか。

○宮城優交通政策課長 これ毎年度、その赤字欠損

の路線に補助を行っているということで、38路線。

これはもう復帰直後からずっとやってきていること

でありまして、その何台のバス、バス単位というこ

とではなくて、路線に対してする。

○當間盛夫委員 路線バス補助事業の、路線バスの

運行及び車両購入等の補助に要する経費ということ

で１億6000万円って書いてあるのに。

○宮城優交通政策課長 バス路線の補助を行ってい

るのと同時にですね、車両購入についても補助をやっ

ておりまして、その国協調路線の運行を行う乗合バ

ス事業者に対しては、その車両購入に係る減価償却

費及び借入金利の合計額の２分の１について補助を

行っているところでありまして、また、県単の補助

路線の運行を行う市町村または乗合バス事業者に対

して補助を行う市町村に対して、当該路線の運行車

両の購入費用を補助しておりまして、実購入額また

は450万円の比較で、いずれか低いほうの２分の１を

補助しているという事業であります。基本的には、

この事業のメインはその路線バスの欠損補助がメイ

ンというところではあるんですが、その路線の維持

確保に必要であれば、これは継続して実施していく

必要があると考えているところであります。

○當間盛夫委員 ちなみに、今路線バスの状況はど

ういうふうに展開されていますか。好転しているの

か。

○宮城優交通政策課長 近年の路線バス事業の収支

状況―社名まではちょっと我々のほうで情報は持っ

ておりませんけれども、４社の状況がですね、例え

ば28年度以降でいいますと、黒字２社、赤字２社。

それから29年度は黒字２社、赤字２社。30年度は黒

字１社、赤字３社という状況でございます。

○當間盛夫委員 以前から私は、この今、独占禁止

法、いろんな分で国も地方の在り方ということで、

路線バスの統合というようなお話をさせてもらって

おります。バス事業者、路線バスの事業者の方から

聞くと、廃線をしたりだとか、時間帯のものを削っ

た部分で、以前よりはその収支的なものは好転して

きているというような話もあります。30分に１本走

らせていたものが、１時間に１本にしたから、運転

手の部分もあるし、いろんなもので好転していると

いう事情があるんですけど。これはね、利用者にとっ

ては全く不便な公共交通になってしまっているとい

うことが一方にはあると思うんですよ。この辺は皆

さんも路線バスの在り方―ただ補助してあげるん

じゃなくて、今後の在り方というのをどう持つべき

かということを、もうそろそろ議論すべきじゃない

かということを、ずっと言ってきているんですけど、

その辺はどうですか。

○宮城優交通政策課長 以前より當間委員から、そ

のような御提案をいただいてきたところでございま

す。現在、国が検討をしている独占禁止法の特例法

案ですね、路線バス事業合併等またはその共同経営

を認める内容の案ですけれども、３月３日、先週で

すが、閣議決定がされたという状況にございます。

基本的には、まずもちろんバス事業者自らの経営判

断が必要であると考えているところではありますが、

当然それを今後の共同経営とか合併等についてはで

すね、我々もバス事業者と意見交換を行っていきた

いというふうには考えております。

○當間盛夫委員 部長ね、この交通体系のもので皆

さん協議会―私がもらっている分の中で協議会とい

う部分、会議だとかいう部分で９つもあるわけさ。

これはね、この交通体系の部分のもので、こんなに

いろんな会議をやって、というような指摘もあるわ

けですよ。

その辺は、僕はね、本当は協議会なり会議なりと
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いうのはある程度整理すべきだと思うんですけど、

その辺はどうでしょうか。

○宮城優交通政策課長 公共交通に関しましては、

基幹バスを中心としたバス網再構築等について検討

協議を行う、沖縄県公共交通活性化推進協議会、そ

れから国が主催する沖縄地方渋滞対策推進協議会な

ど、多くの会議が存在しているところであります。

また、市町村におきましてもですね、利用者の代表

とか、交通事業者が参画する地域公共交通会議とい

うのが各地で行われておりまして、委員おっしゃる

とおり市町村固有の課題というところの切り口では

あるんですけれども、かなりの数であると。ただ、

その内容や地域がやっぱり異なっているということ

もありましてですね、整理とかがなかなか難しい部

分があるというふうに考えているところです。

我々、今その鉄軌道との絡みでですね、フィーダー

交通の将来の在り方も含めた公共交通の将来につい

て、その現況の課題の共有等の観点から、沖縄本島

の北部、中部、南部で議論を進めている状況にあり

まして、この中で当然その地域の中で課題を共有し

ながら、例えば会合についても、北部は北部だけの

会議でみんなで議論をしていくとか、そういう形が

将来的にはつながっていくことも可能かなというふ

うには思っているところです。

○當間盛夫委員 だから整理しなさいって。フィー

ダー交通はフィーダー交通、鉄軌道は鉄軌道、タク

シーはタクシー、バスはバスっていって、お互い公

共交通と言いながら、会議は全部ばらばらでやって

いくということになると、何のための交通体系の機

能の強化となっているのかという指摘をされるのが

僕は当然だと思っていますので、その辺は整理すべ

きだというふうに思っていますので、よろしくお願

いをいたします。

次に、離島の定住促進の分で離島航路の部分―離

島航路安定化支援事業で今回も船舶のものがあるん

ですけど、渡嘉敷だとか座間味は高速船持っている

んですよね。２隻目のということがあるんですけれ

ど、これはどう進んでいるんでしょうか。

○宮城優交通政策課長 現在の安定化支援事業にお

ける支援計画の中では、最後の５航路は粟国それか

ら多良間、伊江、大神、津堅の航路に対しての船舶

の更新支援を行っていくということでありまして、

ただ、この事業―コスト事業とかもそうですが、やっ

ぱり離島の皆様から大変好評でありまして、21世紀

ビジョンの総点検作業や、新沖縄発展戦略も踏まえ

ましてですね、今後の計画について議論してまいり

たいと考えているところであります。

○當間盛夫委員 違う、何で、２隻目はやることに

なっているんでしょう。

○宮城優交通政策課長 現行の計画の中では、ない

です。

○當間盛夫委員 何でじゃあ久米島は２隻目をやっ

たの。

○宮城優交通政策課長 久米島の２隻目については

ですね、その計画がスタートして途中の時点で、２隻

でピストン運航をしていて、物資の運搬も含めてで

すね、やはり地元にとってこの２隻目の支援が必要

だということで、協議会の中で議論した結果が認め

られたということで、久米島についての２隻目もこ

の計画の中に入れ込んだと。途中で入ったというこ

とでございます。

○當間盛夫委員 途中であろうが２隻はできるとい

うことだから、２隻持っているところは。フェリー

と高速船を持っているところはそれができるという

認識で僕ら思っていますので。我々の認識は、部長、

この海路というのは、よく離島の皆さんも言われる

んですけど、我々でいう道路だよと、海路というの

は。やっぱり道路を造ってあげるのは普通は公共工

事でやるわけですから、こういった部分で船を購入

するということは、当然にこれは県がやる、国がや

るという事業であって当然だというふうに思ってい

ますので、ぜひ皆さんもそういう認識でね、船舶の

購入というのは、海路というのは道路だよというこ

とを、ぜひその認識を持ってやっていただければと

いうふうにも思っております。

最後になりますけど、特定駐留軍用地の部分、大

規模駐留軍用地跡地利用の部分になるんですけど、

この将来的なものは皆さんこれだけ特定の用地跡地

取得を駐留でやるんですけど、将来的に皆さんこれ

をどうしていきたいの。利用等を含めて。

○宮平尚企画部参事 お答えいたします。

今後返還が予定されている嘉手納飛行場の南の駐

留軍用地につきましては、沖縄の新たな振興発展の

ための貴重な空間であり、その跡地利用は中南部都

市圏の都市構造のひずみを是正し、県土構造の再編

にもつながる大きなインパクトを持っているという

ふうに考えております。そのため県では関係市町村

と連携・協力しまして、広域的観点からの跡地利用

の方向性を示した中南部都市圏駐留軍用地跡地利用

広域構想を平成25年１月に策定しております。県と

しましては、広域構想を踏まえた関係市町村の作成

する跡地利用計画、これに向けて意見交換をするな
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ど課題の把握や情報提供、アドバイス、助言を行い

引き続き密接な連携を図っていくこととしておりま

す。

以上です。

○當間盛夫委員 ちなみに、今、跡地取得している

ところはどことどこですか。

○宮平尚企画部参事 県が取得をしているのは普天

間飛行場だけでございまして、あと市町村におきま

しては、宜野湾市、沖縄市、北中城村、北谷町、浦

添市が先行取得をしてございます。

○當間盛夫委員 これだけＳＡＣＯ合意で返還され

る軍用地跡地利用が出てくるということになってく

ると、今度の国会で提示されているスーパーシティ

構想というのがあるわけですよね。それに対しては、

皆さんどう考えられていますか。

○宮平尚企画部参事 スーパーシティ構想につきま

しては、まだこれから検討するところでございます

が、市町村が策定する跡地利用計画、この策定の中

でですね、県も一緒になって情報共有をしまして検

討を進めてまいりたいと、検討の一つにしていきた

いというふうに考えております。

○當間盛夫委員 僕はね部長、新たな振興策を最初

にいろいろとやってきたんですけど、やっぱりこう

いう軍用地の跡利用に関しても、国がこういうスー

パーシティ構想だとか、次なる未来の2030年までに

こういうものをつくりたいということをやるわけで

すから、こういった部分もさ、ぜひ次なる振興計画

の中には組み込んで、沖縄が先行してこのことがあ

るということをね、ぜひ10年後にはそれ期待するよ

うな次の振興策にやってほしいんだよね。トヨタさ

んがさ、あれだけコマーシャルで御殿場にそういう

ものを造りますということでやって、それが国が後

追いのような形で、もうトヨタがやるスーパーシテ

ィ構想という部分をやるわけですから、沖縄がその

ことを基地の跡地利用という観点の中でこのスー

パーシティ構想、スーパーリゾートシティ構想でも

いいですよ、そういった大きなものを、皆さん目標

持ってやらないと。皆さん言っていることがさ、も

う何か夢も何もないわけ。想像も働かないわけさ、

そのことは。だからもう少し県民にも分かりやすい

ような形で、ぜひ皆さんいろんな意味で提案を、提

示をしてください。以上です。

○宮城力企画部長 スーパーシティ構想は、ＡＩあ

るいはＳｏｃｉｅｔｙ5.0などに関する最先端の技術

を活用した未来都市に関する構想だというふうに承

知しております。跡地利用という新たに創設された

空間に対する構想だけではなくてですね、既成の都

市にあってもいろいろ活用が可能だと考えておりま

す。ただ事業主体は市町村になっておりますので、

県としましては情報収集に努めてどのような展開が

可能か、できるか、そのあたりをですね、深掘りし

ていきたいというふうに考えます。

○當間盛夫委員 市町村と、企業がいないとな。

ありがとうございます。

○渡久地修委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 よろしくお願いします。

私も資料３の１から質問をさせていただきたいと

思いますけど、13ページのですね、20番。今日ちょっ

とバスの質問多くて申し訳ないなと思うんですけど。

まずですね、バスの運転手が確保しづらかった要因っ

てどんなところにあったんでしょうか。

○宮城優交通政策課長 路線バスの運転手不足につ

きましては、近年の沖縄観光の好調を受けまして、

貸切バス事業者が新規参入して、路線バスの運転手

が貸切りバス事業者へ転籍すること。それから、大

型二種免許の受験資格要件が21歳以上かつ経験年数

３年以上となっておりまして、高卒新卒者への採用

活動が難しいことなどが主な要因であると考えてお

ります。

○花城大輔委員 そんな状況の中で昨年補正予算を

通して、70名採用されたという答弁が先ほどありま

したけど、どのような方法でですね、この厳しい環

境の中で採用が実現したんでしょうか。

○宮城優交通政策課長 70名というその数字につき

ましては、路線バスの４社が年平均で毎年70名ほど

採用してきているという実績がまずあってですね、

我々は今回の９月補正でそれにプラスして、20名の

確保を図りたいということで取り組んでいる状況で

ありまして、まだ現在進行中でございます。

○花城大輔委員 今報告できるような数字は出てい

ますか。20名目標で動いて、今、進捗というか。

○宮城優交通政策課長 今、現在まさにその採用の

作業をやってる最中でございますので、数字につい

てはまだ申し上げられないところでございます。

○花城大輔委員 最近バスの後ろにですね、バスの

乗務員になりませんかみたいな、わった～バス党の

カラーの広告も出ていますけれども、あれもそのう

ちの一つなんだろうと思って見ていました。ただ私

が思うのはですね、せっかく採用してもまた―今

ちょっと環境が変わっていてそのとおりにはならな

いのかもしれませんけれども、せっかく採用しても

また貸切りバスのところに取られてしまったりとか
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ですね、そういったことがあったらまた元に戻るよ

うな気もしています。もし採用が成功した後にです

ね、定着率を大きく図るために何か準備しているも

のとかはあるんでしょうか。

○宮城優交通政策課長 先ほどまず申し上げた貸切

りバスへの転籍が多いということについてはですね、

それにプラスして今後その３年間で約300名の定年退

職が見込まれているという状況もございます。です

ので運転手確保をしっかり図ってですね、大型二種

免許そのものを持っているその運転手、絶対数がま

ず足りなくなるという状況をまず避けなければなら

ないというふうに考えているところであります。当

然これによってですね、バス事業者自身がこれまで

採用してきた人数に県が支援してプラスアルファで

作業していくことでですね、その不足数をしっかり

埋めていきたいというふうに考えております。

○花城大輔委員 今後300名の退職者が見込まれてい

る中で、ちょっと先行きが非常に、さらに厳しくな

るのかなというふうに今感じたわけでありますけれ

ども、この事業はこれからどれぐらい続くというふ

うに見ていますか。

○宮城優交通政策課長 まだ数年は続けたいという

ふうに申し上げるところで、御容赦ください。

○花城大輔委員 同じくバス関係で同じページの

21番なんですけれども、これ先ほどちょっと分かり

づらかったのでもう一回答弁お願いしたいんですが、

この赤字路線の補助とですね、車両購入費の補助と

いうふうにありましたけど、それぞれ幾らになって

いますか。

○宮城優交通政策課長 次年度の当初予算で計上し

ているものの中でいいますと、欠損補助の分が5383万

8000円。それから、バスの車両購入に係る費用が

2145万9000円でございます。

○花城大輔委員 この赤字路線の補助は、5683万円

では足りてないんですか。

○宮城優交通政策課長 すみません、先ほどの答弁

で訂正させていただきたいと思います。国との協調

補助が5383万8000円。それから県単の補助が１億

504万5000円で、合わせまして１億5888万3000円を計

上しているところです。

○花城大輔委員 改めて質問し直しますけれども、

この１億5883万円余りの補助では赤字の補塡は足り

ていないんですか。

○宮城優交通政策課長 次年度は38路線についてで

すね、この金額で協調補助をしていけると考えてい

るところでございます。

○花城大輔委員 なぜ今のような質問をしたかとい

うとですね、赤字路線の補助をしているにもかかわ

らず路線が減少されていって、マスコミでも報道さ

れているわけじゃないですか。そういう意味で聞い

ているんですよね。要は、赤字の路線の補助をして

いるのに路線が減少されるということは、これは悪

い言い方をするつもりはないんですが、一般的に見

てですね、赤字の路線を補助していなくて、一般管

理費に溶けてしまっているんじゃないかという見方

は、僕は普通にあると思うんですよ。なので、１億

5800万円余りの補助は赤字の補塡にはなってないん

ですかと聞いているんです。

○宮城優交通政策課長 運転手不足で減便が発生し

ているのは先ほど申し上げたところではありますが、

このバス路線の補助事業についてはですね、輸送料

や運行回数の少ない離島や過疎地等の生活バス路線

についてその欠損分を補助対象としているところで

ありまして、この路線については補助による確保維

持が図られた結果、減便は発生しておりませんので、

本事業は地域住民の足の確保に寄与しているものと

認識しているところであります。

○花城大輔委員 ちょっとかみ合ってない感じもあ

りますけれども。ちなみにこの事業もですね、今後

の見通しというか、いつまでこれ続けるという見通

しでしょうか。

○宮城優交通政策課長 国との協調補助、それから

県単の補助に両方ともですね、終期設定等はされて

おりません。いずれの補助事業におきましても、国

は地方公共団体が路線バスの維持、運行などに要す

る経費に対して地方負担分額の８割を交付税措置す

ることとなっております。県としましては、引き続

き地域住民の生活に必要なバス路線の確保維持に係

る支援を行ってまいりたいと考えております。

○花城大輔委員 これ、以前にどなたかの質問の中

でありましたけれども、タクシー会社に比べてバス

は非常に手厚くされているんじゃないかというお話

がありました。最近、私の住み暮らす中部のほうで

もですね、非常に若いタクシーの運転手が増えてい

て、二種免許の取得の支援とかですね、そういった

ことで女性も増えているというふうに聞いています。

バスにこれだけ手厚く支援をかけて、それでなおか

つ報道でなされるような問題が出てきている中でで

すね、非常に自助努力という観点からどうなんだろ

うというふうに私は思うわけではありますけれども、

県としてはどのように捉えていますか。

○宮城優交通政策課長 運輸部門全てにおける状況
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ではあるんですが、今後、運転手の不足等々につい

ては避けられない事態だと考えております。また、

タクシーの運転手につきましてもですね、午前中の

答弁でちょっと申し上げましたが、やはり高齢化の

課題が彼らのほうでも各社持っているということで、

我々のほうにも要望がございます。ですので、タク

シーについても支援を検討するべくですね、どれだ

け供給不足が生じているのかというその数字等々に

ついてもいただきながら、一緒に議論をしていきた

いというふうに考えているところであります。

○花城大輔委員 加えて先ほど、路線バスから貸切

りバスにドライバーが移っているという話もありま

したけれども、貸切りバスからタクシーにまた流れ

ているという話も最近何度か耳にしたんですが、そ

の辺は県として把握していますでしょうか。

○宮城優交通政策課長 そのようなお話は、我々の

ほうでは把握していないところです。

ただ、近年貸切りバスに一旦流れた運転手さんが

ですね、やはり勤務環境が非常に固定的であるとい

うことが好ましいということなのか、路線バス事業

者に戻ってこられる方もいらっしゃるというのも聞

いてですね、そのあたりの動きは今後もちょっと注

視しながら支援を考えていきたいというところです。

○花城大輔委員 あとですね、ちょっと質問変わり

ますけれども、長らく空車のタクシーがバスレーン

を走れないという状況がありました。それで総務委

員会でも何度かそういう質問が出ていましたけれど

も、今、空車のタクシーはバスレーンを走れるよう

であるというふうに聞いていますけど、いつから走

れるようになったんですか。

○宮城優交通政策課長 すみません、ちょっと手元

に今確認できる資料がございませんので、後ほど御

報告いたします。

○花城大輔委員 次にですね、鉄軌道に移りたいと

思います。

14ページの26番ですね。「てつ軌道」という人と、

「てっ軌道」という人がいますけど、どっちがいい

んだろうと思っておりますが。

これまず毎年ですね、同じような額が計上されて

いますけれども、これまでですね、どれぐらいの額

を使ってそれで得られた成果といいますか、どんな

ことをやってきたのか少し説明をお願いします。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

県においては、平成24年度から鉄軌道の事業を開

始させていただいております。24年度から30年度ま

での７年間において、あくまでもこれ調査費になり

ますけれども、決算ベースで約３億9100万円をかけ

て鉄軌道導入に係る調査を行ってきたというところ

でございます。

その成果としまして平成24年度から25年度にかけ

ては、その前に国のほうからですね、通常の事業ス

キームでやった場合に事業採算性等々について課題

があるということが示されたことを踏まえまして、

どのようにすれば鉄軌道の導入が可能になるかとい

う観点から、検討を行ってまいりました。その上で、

その検討の中で全国新幹線鉄道整備法を参考とした

上下分離方式の採用により、採算性が取れることを

確認したというのが25年度までの調査の成果になり

ます。その後はですね、26年度から29年度にかけて

は、上下分離方式を前提に構想段階における計画案

づくりに着手しまして、県民と情報共有を図りなが

ら、沖縄鉄軌道の構想段階における計画書を策定し

たというところでございます。30年度からは国から

課題として示されている費用便益について検討を

行ってまいりまして、令和元年度においても約6000万

円ぐらいの調査費を計上しまして、現状で考える合

意的な手法について検討を行ってきたところでござ

います。

その結果、便益についても、ケースによっては１を

超えることを確認したというところでございます。

以上です。

○花城大輔委員 これまで何度か内閣府を訪れて、

この鉄軌道の実現性についての懇談会のようなもの

を催してきましたけれども、いつまでたっても、ビー

・バイ・シーが１にならない、30年たっても黒字に

ならないというふうに、けんもほろろな状態であり

ました。

そんな中、昨年やっと１を超える額で、非常に進

歩したんであろうというふうに思うわけですけれど

も、これは国の受け止め方は今どのような状況です

かね。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 まず国に

対してはですね、基本的にはこれまで我々が検討し

てきたこの便益についての検討経過について、概要

的なものを御説明させていただいたところでござい

ます。ただこの内容につきましては、これからやは

り、国と詳細に確認していく必要があるということ

で、今後、共同で検討を行っていく、確認を行って

いくということを確認したところでございます。

○花城大輔委員 私が内閣府の方とお話しした中で、

一番印象に残ってるのはですね、１兆円近くの予算
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が多分使われるんであろうと。そんな中、沖縄県民

の意識はどうなのかという質問でありました。残念

ながら、何年か前の部長はですね、私が、沖縄県民

はマイカーを手放すまたは自粛する、または混雑時

には動かさない、そのような覚悟がありますかとい

うふうに問われていますよって聞いたところ、部長

はですね、沖縄県民はマイカーを手放さないと思い

ますって答えたんですよ。これ、がっかりして質問

やめましたけどね。この辺は今、やっとビー・バイ

・シーが１を超えた、そこまで努力をした、今の企

画部のチームとしてはどのように捉えてますか。

○宮城力企画部長 事業の採算性の可否の判断の大

きな指標である費用便益比が、ケースによっては１を

超えるというケースがございます。先ほど来、答弁

しておりますけれども、これは国と確認しながら、

加えて学識経験者による委員会を開催して、専門的

な観点から検証を行っていくこととしております。

この数値を固めることによってですね、次の事業採

算性をいかにしてクリアしていくか。いわゆる新幹

線整備法並みの特例措置ができるかどうかというと

ころが焦点になってくるかと思いますので、まずは

前に進んできた。これまでは費用便益が１を超えな

いことには全く話にならないという状況でしたので、

小さいですけれども、中身としては大きな一歩にな

れてるのかなというふうに感じております。

○花城大輔委員 午前中の質問でもありましたけれ

ども、次年度で決めにいくぐらいのですね、気持ち

で国と接していただきたいなと思います。また、あ

わせて先ほどもお話しましたように、この鉄軌道で

移動するときの空間で得られる利益とかですね、そ

の間、一般の県道、国道の渋滞が緩和されるような、

そういう考え方とかですね、あわせて今のうちから

県民に伝えていくような努力も期待をしたいという

ふうに思ってます。

そしてもう一つですね、これはこれからの話には

なると思うんですけれども、この鉄軌道を導入した

ときに、今までのルート案が幾つかある中で、どこ

に駅が造られるというようなことが、もう県民には

イメージとして残ってると思います。この辺につい

てはですね、まちづくりとしての観点は今持ってい

ますでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 我々が検

討してきました構想段階におきましては、あくまで

も通る地域を決定させていただいたというところで

ございます。那覇市から北谷町まで通って、沖縄市、

うるま市を通って恩納村、名護市というような市町

村を経由するということが決まっただけで、基本的

に駅の位置について決定したというわけではござい

ません。

ただ、我々の今回の需要予測等々やる際には、当

然我々の持っている情報でもってですね、しっかり

駅位置も我々なりに想定して検討させていただいた

ところですが、駅というのは、そのまちづくりにとっ

て重要な施設になります。当然その施設の位置を決

定する際には、市町村と計画段階においては具体的

に議論をしながら、そこに対してどういったまちづ

くりをしていくのかということも併せてですね、そ

の段階で地域の方々と議論をしていくということを

想定しております。

○花城大輔委員 今後になりますけれども、今現在

はできるかできないかも分からない。また、できる

としても15年とか20年とかっていう話になりそうで

すけれども、でも、実際動かすことができればです

ね、非常に沖縄県にとって面白いことがいっぱい展

開できるんではないかなというように期待をしたい

んで、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思っ

ています。

次にですね、同じく15ページの推進交付金、ソフ

トのですね。これ今、今回も減額という結果にはなっ

ておりますけれども、今この状況に併せてですね、

どのような影響が出ているのかお願いします。

○金城康司市町村課副参事 お答えします。

減額によってですね、市町村においても事業に一

定の影響があると思われます。市町村においては、

事業計画の見直しですとか、予算の範囲内で事業の

取捨選択を行った上で、市町村分の減額に対応して

おります。

それから県としてですね、そういった不足分に備

えるためにですね、年度途中でですね、例えばある

市町村で不用が出る予定の市町村があれば、不足す

る市町村に流用するというふうなですね、市町村間

流用で市町村への事業への影響が最小限となるよう

にこれまでも支援してきたところでございます。

○花城大輔委員 ぜひ、一番多いときから相当な額

が減額されている中で、市町村も困っていると思い

ます。ぜひですね、その声を拾いながら工夫してやっ

ていただければなというふうに思います。

委員長、質問終わります。

○渡久地修委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 よろしくお願いします。

せっかく会計管理者がお見えになっているかと思

いますので、早速それから始めたいと思います。出
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番がないと、皆さん大変だと思いますので。

まず１点目ですね、予算を執行するのに当たり、

県はどのような条例規則にのっとって予算が執行さ

れていくのか、これについてまずお答えください。

○比嘉千乃会計課長 お答えします。

会計課が予算を執行する際は、執行機関のほうか

ら支出命令がありまして、それを地方自治法またそ

の施行令、また沖縄県財務規則等に違反していない

かどうかということを審査して、支払いしていると

ころでございます。

○又吉清義委員 多分、予算執行は例えば支出命令

書であり、規則、条例ですね、それにのっとって行

われるのが筋かと思いますが、これに間違いないで

すか。

○比嘉千乃会計課長 規則、法令等に基づいて支払

いするということでございます。

○又吉清義委員 そうすると、例えば予算執行した

分に関して、例えば違法性があったとかですね、こ

のようなものは皆さん、もう払ったものはそれでよ

しとするのか、会計管理者としてはどのような対応

をいたしますか。

○比嘉千乃会計課長 支払ったものに違法があると

いうのであれば、これは返還になるのかと考えてお

ります。

○又吉清義委員 私も返還が筋かと思います。例え

ば返還させる場合において、例えば事業期間内で、

行政手続がちょっとうるさいからそのまま払っとけ

ということも、県として例がありますか。

○比嘉千乃会計課長 そのようなことは聞いたこと

はございません。

○又吉清義委員 会計管理者には非常に感謝いたし

ます。これが筋かと思います。

しかし、今回の万国津梁会議のですね、この監査

請求に明確にどのように書かれているか御存じで

しょうか。

○伊川秀樹会計管理者 先ほどの違法性のあるもの

の支出に関して、少し追加して答弁したいと思いま

すけれども。

審査の時点において、違法性のあるものについて

は、こちら出納事務局会計課としては、支出は対応

いたしません。これは先ほど課長が説明したとおり、

地方自治法施行令、財務規則等、違法性はあるかな

いかを含めて出納事務局で審査しておりますので、

そのあたりは改めてよろしくお願いしたいと思いま

す。

あと監査委員の今回の意見ということなんですけ

れども、合議が整わないということでこちらとして

は確認をしておりまして、ただ、その中におきまし

ては、一方では厳しい意見、一方では適切に支出さ

れたものということでの意見があることは確認はし

ております。

○又吉清義委員 確かに最後には会計管理者のおっ

しゃるとおりですが、前段のときは３人の監査委員、

全く一緒ですよ。返還を求めるまでに至らない、委

員の意見で共通してるというのがですね、「第２回目

及び第３回目の支出が不当であったとは認めるもの

の」ですよ。不当は認めてるんですよ。そしてなお

かつ、次どのように書かれているかといいますと、「令

和元年９月４日時点では過大な支払いであったとし

ても、既に相当額が事業執行の費用として与えられ

たと考えられる。」ですよ。臆測ですよ、憶測。そし

て、なお私はね、これ非常に不思議だなと思うのが

ですね、「当該支出額を一旦返還させた後に再度進捗

度合いに応じた額を概算払いすることは、業務執行

上合理的でない。」皆さん、予算の出したり入れたり

は、たとえ間違えてでも、この業務執行上の合理的

で判断するんですかと。これは業務執行上、合利的

云々はなしだと思いますよ。これが報告書ですよ。

ですから皆さん先ほど予算の執行、拠出、歳出は、

条例、法律、規則にのっとってやると。間違えてい

たら返してもらう。そしてまた予算かかるんでした

ら、また手続をして出す。これが筋だと思いますが、

皆さん業務を簡素化するために、一旦出したのは、

もういいよ、取っとけと。そういったもの、じゃあ

今まで前例はなかったと言うんですが、これはどち

らなんですか。どちらが正しいですか。

○伊川秀樹会計管理者 そういう意見があるという

ことは確認をしておりますけれども、ただ、それに

は前提がございましてですね。この意見の前提とし

ましては、今回の概算払いの最終的な手続としまし

て、事業が終了後ですね、精算という手続がござい

ます。それを含めて現段階で事業の進捗を―事業の

中途の段階でございますので、その段階で、一度精

算ないし返還ないし手続をするよりは、制度として

事業の終了段階での精算という手続がございますの

で、行政の手続、継続性、安定性という、一般的な

行政法の観点から見た場合ですね、後ほど精算した

ほうが妥当であるということの意見だと考えており

ます。

以上です。

○又吉清義委員 今管理者がおっしゃったこういう

意見も、私はちょっと、うーんって。100歩譲ります
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けど、一番いい例がですね、皆さん、公共工事の受

入事業です。工事費が高くて、皆さん、合わなくて

補正予算組みますよね。今の考えであれば、１億円

かかるところ最初から２億円充てたほうがいいです

よ、最後に精算してもらえばいいんですから、そう

いう理論になりますよ。業務上も簡素化する、終わっ

たときに精算する、こんなことですよ。委託業務と

請負払いで、同じ業務執行でこんなことしたら駄目

ですよ。こんな言い分、通らないと思いますよ。や

はり皆さん、あるべき姿であるべきものでやってい

ただきたいと。そして先ほど言いました、支出に関

してはやはり条例、規則、これにのっとってやると。

３名の監査委員とも不当であったとは認めるものの

ですから、認めてるんですよ。認めているのであれ

ば、しっかり皆さん業務を頑張っていただきたいと

思います。

ちなみにですね、逆の質問いたしますが、今の質

問からいたしますと、この監査報告を見てみるとで

すね、当初、３掛ける２の６が12まで伸ばすと。６の

業者で2400万円なんですが、12まで伸ばしたら皆さ

ん、単価も安くなるわ、下手すると補正組まないと

いけないんですよ。これ補正組む要素はないんです

が、その辺は情報として御存じですか。２倍に増え

るんですよ、この監査報告からすると。

○伊川秀樹会計管理者 大変申し訳ありませんけれ

ども、事業執行機関、知事部のほう―今回、観光で

すけれども、そこにおいての補正の必要性ないし事

業の執行状況ですね。出納機関としてはあくまでも

予算が、総務部財政課に出されて、そちらで調定、

調整して、議会で議決を得て、得られた予算の執行

の段階でうちとしては法令等に遵守しているかどう

かを審査して支出するものでして、今回のように、

その事業の中途の段階で補正が必要かどうか、予算

の進捗がどうかというのは、これ事業機関での対応

でございますので、こちらとしては把握はしており

ません。

○又吉清義委員 何はともあれですね、当初の仕様

書、３カテゴリー掛ける２で予算執行をすると契約

書にあるんですから、その契約書の中身もそれに沿っ

てやるべきであるし、たくさん払ったからというこ

とで、６部門じゃなくて12まで増やす、こんなこと

をやっちゃいけないですよ皆さん。ちゃんと契約書

どおり、仕様書どおりするのが筋だと思います。時

と場合によってころころ変わるような予算執行では

いかがなもんかなと思いますよ。

じゃあ次に移ります。特定駐留軍用地等内土地取

得事業、14ページについてなんですが、この取得事

業におきまして、縦断道路、横断道路、これの用地

取得の進捗率は何％までいっているでしょうか。

○宮平尚企画部参事 普天間飛行場内の先行取得の

件でございますね。道路用地につきましては、県の

ほうで先行取得をしてございます。確かに縦断道路

と横断道路、これのトータルで約17ヘクタールの取

得を目指しているところでございます。平成25年か

ら取得を実施しておりまして、令和元年度末までの

取得予定面積が、約64％に当たる約10.9ヘクタール

を取得する見込みとなっております。

以上です。

○又吉清義委員 ぜひですね、やはりこういうのは

一日も早くすることによって、先ほど當間委員から

もありましたスーパーシティ構想、そういった新た

な計画に私は入ることができるかと思います。ちな

みに、元年の予算ではかなり執行残がございました

が、今年の執行目標はどのような目標を持っておら

れますか。

○宮平尚企画部参事 令和２年度につきましては、

1.3ヘクタールを予定してございます。

○又吉清義委員 ですからこの事業執行、面積じゃ

なくてですね、執行率です。去年の執行率は予算に

対して約半分以下でしたよね。

○宮平尚企画部参事 令和元年度の土地取得はです

ね、当初見込みを下回ったために減額補正を行って

おります。

令和２年度の予算につきましては、これまでの実

績ですね、これを基に算定をしておりまして、1.3ヘ

クタールを目標としているところでございます。

土地取得が少し低調ではございますが、現在、平

成30年度からはですね、この制度の周知を図るため

に戸別訪問をしてございます。実際は、その戸別訪

問を受けての申出というものも実績として上がって

きておりますので、引き続きこの戸別訪問を実施し

まして制度の周知を図って、その取得に向かって取

り組んでいきたいというふうに考えております。

○又吉清義委員 ぜひ、目標に向かって進んでいた

だきたい決意は、本当に感謝申し上げます。ですか

ら、去年なぜ同じように戸別訪問をして、この予算

執行が約半分ぐらいであったのか。今年はなぜこれ

が半分以上クリアできるのか。どこをどう改善した

ものなのか、その辺の反省等について、こうするこ

とによって前年度以上に取得ができるという、その

計画性はどちらにありますか。

○宮平尚企画部参事 確かに昨年度も目標に届かな
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くて補正というふうになってございますが、この制

度はあくまでも地権者からの申出を受けて取得する

という事業になってございますので、令和２年度に

つきましても、これまでの実績を踏まえて申出があ

るであろうというようなことも目標に置きましてで

すね、これまでの実績を踏まえて1.3ヘクタールの目

標を立てているところでございます。先ほど申しま

したように、戸別訪問を行って少しずつではござい

ますが実績も上がってきてございますので、引き続

きそこに力を入れて取得に取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

○又吉清義委員 ぜひですね、積極的に進めていた

だいて、期待しておりますので、ぜひ頑張ってくだ

さい。

そして、先ほど大規模駐留軍用地跡地利用推進費

の中で、當間盛夫委員からもございました。私もこ

のスーパーシティ構想、これ大賛成なんですよ。皆

さんとして、このような構想については、この推進

費の中で調査検討に要する経費は一切まだ入ってい

ないと理解してよろしいでしょうか。

○宮平尚企画部参事 スーパーシティ構想というふ

うに限定した費用は盛り込まれてございません。た

だ、跡地利用を検討する中で、いろんな時代の流れ、

時代の先を読んでのいろんな計画を検討してまいり

ますので、当然、この先行的に行われているような

施策については、検討の中に入ってくるものと考え

ております。

○又吉清義委員 参事、このスーパーシティ構想に

限定というのがちょっと私、今、理解できないんで

すが。スーパーシティ構想とは、ちなみにどのよう

なものだと理解しておられますか。

○宮城力企画部長 スーパーシティ構想はＡＩなど、

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0に関する最先端の技術を活用した

未来都市に関する構想で、交通、物流、支払い、行

政、医療、介護、これら複数の分野において、これ

ら先端技術を駆使して、これまでにないような産業

振興、それから住民サービス、これの提供を目指す

というものと理解しております。様々な規制緩和が

多分必要になると思います。ビッグデータ等のデー

タ基盤の構築を行うことが考えられるというふうに

理解しております。

○又吉清義委員 ですから、まさしく、それは跡地

利用そのものではないですかと、まちづくりですね。

今までは道路を整備する、建物を造る、そして都市

計画を決定する、その中でそういったもろもろの―

今、部長がおっしゃったことをするのがスーパーシ

ティ構想だと思っているものですから、やはりこの

推進事業ですね、これもまさしく、今からのまちづ

くり、皆さんがどういう視点を置くかによって大事

なことだと思います。ぜひですね、そういった未来

に向かっているまちづくりというものに関しても、

ぜひ調査研究していただきたいなということを、ぜ

ひお願いしたいんですが。

○宮城力企画部長 先ほど申し上げたように、これ

は市町村が事業主体になります。県としましては、

どういう先進的な事例があるのか情報収集に努めて、

新たな沖縄振興計画の中でもですね、これを深掘り

していきたいというふうに考えております。

○又吉清義委員 ぜひ、これが今、実現に向けて進

もうかとしております。ですから480ヘクタール、普

天間だけじゃなくてですね、浦添にも360ヘクタール

出てきます。そうするとかなり世界に誇れる物流で

あり、観光でありですね、いろいろな目玉商品であ

り、これから人材不足になります。介護であり、超

高齢化社会になります。そういうのをクリアする意

味でもですね、ぜひ皆様には頑張ってもらいたいと

思うことを提言して、まだ時間ありますが、一応こ

れで終わらせていただきます。

ありがとうございます。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 今、県が持っている軍用地の面積

とですね、この地料、幾らありますか。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から県が取得した軍用

地について売却等により減った事例はある

かと確認があり、執行部から、企画部で所

有している限りではないとの答弁があっ

た。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 部長、なぜそんな質問したかとい

うとですね、令和２年度当初予算説明資料企画部抜

粋版の中の２ページを見ていただきたいんですが。

昨日も少し総務で聞いたのは、これ新聞にも載って

おりました。これまでですね、県は7500億円の、も

うマックスの予算を組んだと。その要因については、

消費税が10％になったということと、県税が1393億

4514万5000円―これまでにない県税の収入があった

ということを、総務で説明しておりました。その中

でですね、地方交付税も約2098億円ぐらいになって

おります。そして国庫支出金が1952億円、そのうち

の企画の分においては309億円のありますけども、こ
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の支出金の300億円の根拠は何ですか。企画に入って

きた根拠、300億円の収入。いろいろまたがっている

と思うんですけどね。

○宮城力企画部長 309億円の国庫支出金の主なもの

は、沖縄振興特別推進交付金、市町村分の230億円。

これに加えて、県分としての290億円のうちの企画部

分ですね。これらが主で、あるいは後は、統計調査

費に係る委託金。これについては、特に委託の場合

は見込み値で計算しております。次年度以降に、ま

たこれは精算をすることになろうかと思います。沖

縄振興予算に係る国庫支出金にあっては、国の内示

額。それ以外については、内示が見込める額という

ことで計上をしているところでございます。

○中川京貴委員 休憩お願いします。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から県が取得した軍用

地の面積は増えているにもかかわらず普通

交付税措置における傾斜配分が減らされて

いるのはなぜかとの確認があり、執行部か

ら総務部の所管であるとの答弁があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 次はですね、この当初予算説明資

料のですね、14ページお願いします。

鉄軌道のほうなんですが、先ほど午前中から鉄軌

道、いろいろ質疑が出ておりましたけれども、答弁

の中でですね、工事が始まって約10年をめどにとい

うことでありましたけれども、そもそもこの鉄軌道

の企画ができてから、もう何年になるんですか。そ

れと、今までに使った費用は幾らぐらいかかってい

ますか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

沖縄県のほうで鉄軌道導入に向けた事業を開始し

ましたのは、平成24年度からになります。24年度か

ら調査を開始したというところでございます。

24年度から30年度までの―あくまでも調査費に係

る予算ですが、決算ベースで３億9100万円というふ

うになっております。

○中川京貴委員 これは令和元年も令和２年もです

ね、8000万円計上されておりますが、これの主な要

因は何ですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

令和２年度につきましては8100万円程度ですね、

予算要求させていただいております。そのうち、委

託料として6600万円ぐらいを計上させていただいて

いますが、主なものとしましては、先ほどから御説

明しております費用便益費についてケースによって

１を超えることを確認したところなんですが、それ

について今後専門家による検証委員会を開催して

しっかり検証していくというための費用と、併せま

して、今後県民の皆さんのほうに今回いろいろ検討

しました導入効果―時間短縮効果も含めまして、具

体的な効果というものをしっかり県民のほうに情報

提供していく必要があることから、そういった県民

への情報提供をするためのニューズレターの配布、

または機運醸成に係る費用としてシンポジウムの開

催と、そういったものの費用で残り4300万円ぐらい

を計上させていただいているというところでござい

ます。

○中川京貴委員 シンポジウムの開催も、また、も

う図面も案もできて国に答申をかけている中で、毎

年委託に6000万円かけるんですか。今年も委託に

6000万円、去年も委託にかけたんですか。もう図面

はできてるでしょ。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

ずっと調査をしているというわけではございませ

んで、来年度は検証というものにお金をかけますけ

れども、主なものとしてはですね、やはり県民の皆

さんを含めて、県民一丸となってですね、機運醸成

を図りながら働きかけていくということが必要にな

ると思っていますので、来年度は県民の皆さんに、

導入効果等をしっかり情報提供するためのニューズ

レターの配布、あとシンポジウムの開催を含めて、

こういった周知広報活動、県民一丸となった取組を

するための費用として、約4300万円を計上させてい

ただいております。

ただ、今年度に関しましては、導入効果、この費

用便益費について相当な検討をさせていただきまし

た。時間削減便益ということで、貨物も入れるよう

な検討をするというのは、やっぱり数千万円の費用

を要しましたので、今年度の調査費に関してまして

は、一定の費用、五、六千万円要したところではご

ざいますが、来年度は調査というよりも、そういっ

た周知広報に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

○中川京貴委員 確認しますけど、この8000万円は

一般財源ですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 はい、一

般財源です。
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○中川京貴委員 ちょっと申し上げますが、鉄軌道

はですね、今日午前中に玉城満委員からもありまし

たとおり、これ県民の願いでね、昔、軽便鉄道が走っ

ていたと。私も県議会に当選して以来、ずっと南部

から嘉手納まであった軽便鉄道を復活させるという

ことについて、一般質問、代表質問で取り上げてき

ました。これはもう、県民が望んでいることなんで

す。今頃、県民に必要か、必要じゃないかって聞く

というのではなくてですね、いかに政府を説得する

か。いろんな方々からいろんな意見が出ていました

が、この採算性の問題をクリアしなければ、幾ら県

民が望んでもできないと思っています。そういった

意味ではですね、やはり国を説得をして、採算性を

つくって理論武装をしてですね、予算措置をする仕

組みが大切だと思っていますが、いかがでしょうか。

これ、部長が答えたほうがいいと思います。

○宮城力企画部長 採算性で一番にネックになるの

は、初期投資を誰が負担するかという部分になりま

す。現行のルールですと、事業者さんのイニシャル

コストが非常に高くて、これを鉄道事業ではペイで

きない、賄えない。そうすると、事業への参入がま

ず不可能。一方で、鉄道を例にとると、国、地方公

共団体がほとんどの初期投資を負担する。鉄道運行

事業者は、基本的には車両のみを整備することで足

りるということになります。その特例措置が適用さ

れれば、事業の採算性も十分高まるというのが確認

・検証されておりますので、この特例制度をいかに

して創設していただけるかというのが今後の大きな

鍵になると思っておりますので、県民の機運醸成を

盛り上げた上でですね、鉄軌道の必要性に向けて、

県民の意見を盛り上げていきたいというふうに考え

ているところです。

○中川京貴委員 部長も東京行ったときに、よく肌

で感じたと思っていますが、やっぱり国はしたたか

で、全国的な財政措置をしないといけない中でです

ね、沖縄に本当に必要だよということを理論武装せ

んと、私は実現化しないと思っています。なぜ必要

なのか、これはもう島嶼県の沖縄がですね、復帰後、

もう何十年たっても県民所得が上がらないという、

いろんな理屈を超えてですね、そのために那覇空港

の滑走路の整備だと思っています。あの那覇空港の

滑走路もですね、今月完成しますけれども、あの理

屈をつくったようにですね、なぜ必要なのかという

のは鉄軌道も一緒。その結果、鉄軌道もあと10年、15年

かかるという中で、今頃からスタートしないとです

ね、調査であと５年も10年もたったら、あと20年たっ

ても造れないと思っています。そうしているうちに、

国道、県道は渋滞します。後で少し質問しますけれ

ども、だから早めにできる２次交通としての高速船

も私は提案してきました。そういった意味では、い

ろんな知恵を出してですね、県職員の知恵を出して、

一つ一つ予算措置をして、国に対して取り組む必要

があると思いますが、いかがでしょうか。

○宮城力企画部長 委員おっしゃるように、長期的

な計画と、短期、中期で考えるべき事項は分けて考

えないといけないと思っております。那覇空港の２次

交通はじめ、特に中南部地域の交通渋滞が深刻化し

ておりますので、少しでも解消できるようにですね、

いろんな取組を検討して、国と連携してやっていき

たいというふうに考えております。

○中川京貴委員 ぜひ鉄軌道についてはですね、職

員の知恵を出してですね、モチベーションを上げて

実現できるように全力で取り組んで。これ要望申し

上げます。

13ページのですね、25、那覇空港整備促進事業に

ついて伺います。

これは御承知のとおり、滑走路がもう一本できる

ことによって、空いている空間ですね、経済界から

そこにあと１本のタワーを造ったらどうかといろい

ろありますが、今、県としてはどういう方向性で事

業を進めていますか。

○大嶺寛交通政策課副参事 経済界から出されてい

る要望につきましては、具体的な提案であるという

ふうにして、受け止めております。県としましても

ですね、第２滑走路が供用開始した後は、さらなる

航空需要の増大が見込まれているということで那覇

空港の機能拡張が必要であると考えております。現

在、その調査検討をしているところなんですけれど

も、短期的には駐機スポットの整備、地上ハンドリ

ング体制の確保、旅客ターミナルの利便性向上、そ

ういったものを促進して、中長期的には、この那覇

空港の将来の在り方について、各方面の方々から意

見を伺ってですね、空港エリアの拡張による機能強

化など、新沖縄発展戦略でも世界水準の拠点空港と

して位置づけておりますので、そういったものを目

指していきたいと考えております。

○中川京貴委員 部長、ぜひですね、これまでは沖

縄県は目標が1000万人観光立県、１兆円観光産業と

進んできたのがですね、今日の答弁でも、もう1350万

人から1400万人にまで引き上げると。もう１兆円観

光も過ぎました。間違いなく、那覇空港のあの滑走

路の整備によって沖縄県は変わってくると思ってい
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ます。そういった意味では経済界の要望もありまし

た、このもう一つのタワーとですね、未来に投資が

できるような仕組みをですね、今からつくらなけれ

ば、大型事業がほとんどもう計画性が今、県には見

えません。そういった意味ではぜひ進めていただき

たいと思います。

○宮城力企画部長 先ほど答弁ありましたように、

新沖縄発展戦略では世界水準の拠点空港を目指すと

いうことを位置づけております。

次期、新たな沖縄振興計画の中でも大きな柱にな

るというふうに考えています。その中でも触れてい

るんですけれども、手戻りがないようにしっかり計

画してですね、いろいろな皆様の御意見も賜りなが

ら、検討をしていきたいというふうに考えます。

○中川京貴委員 質問しますけれども、やはりです

ね、これだけ整備されると、間違いなく交通渋滞が

発生します。私がずっと提案している高速船ですね。

やはりこれ今、高速船がスタートしていますが、空

港から那覇の港に来てですね、そこで乗り降りをし

て、北谷のほうにと。当初は、名護まで行っていま

したが今、北谷で止まっております。やはり県が一

緒になって知恵を出してですね、内閣府とやるべき

だと。今、みんな企業任せだと思いますが、県は何

か支援しているんですか。

○宮城優交通政策課長 第一マリンサービスさんが

４月から定期運航をスタートさせてですね、現在、

その那覇－恩納－本部間は４月から11月中旬までの

運航。それから那覇－北谷間は、当初は同様でした

が、途中から12月から３月までを含めて通年で運航

するということで事業展開が変わりつつあります。

また、来年７月からはですね、大型かつ高速の船舶

を彼らが調達して導入するというような状況もあり

まして、現時点で県は、広報宣伝について様々な協

力等々をやってきたところではありますけれども、

その事業者の中でも経営判断の上でどんどん事業展

開を拡大しつつありますので、まずはその事業者の

展開を見守りながらですね、我々も協力できるとこ

ろはやっていきたいというふうに考えております。

○中川京貴委員 部長、実はですね、これもうずっ

と僕もこれを取り上げてきて、もう七、八年になる

んですが、今が大切な時期だと思っています。船が

二、三隻走ったからといって、人は乗るもんじゃな

いんです。

僕は、海のタクシーと。タクシー代わりなイメー

ジで、中北部の皆さん方が那覇に行きやすいような

環境をつくる。まずもって高速船という意味も皆さ

ん知っていないと思うんですよね。高速船という定

義分かりますか。もし課長、高速船は何キロから高

速船というんですか。

○宮城優交通政策課長 すみません、ちょっと手元

に資料がございませんので確認ができません。

○中川京貴委員 やはりですね、県民に対して利便

性がないと、人は乗りません。ただ、海には信号機

がないので、やっぱり高速船でですね、海は大体

40ノット、50ノットといってですねノットでやるん

ですが、大体80キロぐらいの時速で出たら北谷まで

20分で来るんです。また、名護まではですね、１時

間以内に来るという利便性がないと、県民の意識が

上がってこないだろうなと、モチベーションも。そ

して、タクシーのようにピストン運動をさせる。やっ

ぱりこれは、県と内閣府が一緒にならないと、企業

任せではですね、企業はもう赤字になったら、もう

取りやめる可能性があるんです。やめたときに、取

り返しがつかないと私は思っています。ですから、

今からでもこの企業に対する支援策をですね、燃料

の補助をするとか、例えば御承知のとおり、北部、

国頭は過疎地域に指定されていますから、離島と同

じような補助率をやるとかですね、離島振興で燃料

や、いろんな支援をしていると思いますが、そこも

適用できるような仕組みをつくれませんか。

○宮城優交通政策課長 当該事業者というか、全て

の航路事業者に言えることですが、やはり最大の課

題というのは、まずは就航率を上げること。冬場を

中心にですね、やはり風の影響をすごく受けやすい

のが航路事業でございますので、ですので彼らとし

ては、大型の船舶を購入してですね、７月から導入

をするんだと。それで就航率を上げることにつなが

りますので、これで様々な広報の作業とリンクした

手が、また次に打てるんではないかというような気

もしております。ですので我々としては、まずはそ

の事業者のですね、当該事業者はバスやタクシーの

事業も行っているグループでございますので、それ

らのリンクのし具合とか、そういうことも見ながら

ですね、我々も支援できるところを考えていきたい

という状況でございます。

○中川京貴委員 やはりですね部長、これから５年、

10年を展望したときですね、間違いなく渋滞は起こ

ります。そこでね、モノレールも大切でしょう。そ

れとまた、西湾岸道路も大切、国道、県道も高速道

路も整備しなきゃいけない。そこでやはりすぐにで

きるのが、この一括交付金があるうちに、２次交通

であるやっぱり高速船だと思っております。これを
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企画部の中でも専門チームをつくって高速船を内閣

府と詰めるべきだと、ずっと言っていますが、なぜ

そのチームをつくれないんでしょうか、部長。

○宮城力企画部長 今、第一交通さんが、この航路

事業を展開しておりますけれども、国、県の実証事

業の結果を踏まえて事業参入したものと認識してお

ります。去年のたしか４月から運航開始しておりま

して、まだ１年たっていない状況で、実際に、その

北谷あるいは恩納、本部、それぞれの航路の影響と

いいますか、効果、このあたりもまず見極めないと

いけないというふうに考えております。まず今、那

覇空港に着いてからの乗り継ぎというんですか、こ

のあたりが課題だと考えておりまして、今、那覇空

港に設置しておりますバスサイネージ、それから大

手検索サイトを利用したバス路線の検索、これらに

よって既存路線バスの利用促進を図ってですね、乗

り継ぎがスムーズにいくようにしないといかんとい

うふうに考えておりますし、今後はシャトルバス、

これらの運行の可能性についてですね、まずはそれ

を検討していきたいというふうに考えているところ

です。

○中川京貴委員 ぜひですね、本土はね、空港内に

港を造って、この空港内から出さないと。そういっ

たところも、関西空港もあります。ぜひ視察してい

ただいてですね、直接乗り継ぎするんじゃなくて、

空港からモノレール乗って行く人、高速に乗る人、

レンタカーに乗る人、また高速船に空港から乗れる

ような仕組みをつくるべきだと思っています。

○宮城力企画部長 今後の那覇空港については、キー

ワードはそのストレスフリーであったり、あるいは

シームレスということも加わるかもしれません。そ

のあたりも含めてですね、検討をしてまいりたいと

思います。

○中川京貴委員 すみません、15ページの沖縄離島

体験交流促進事業について、本年度予算が減額され

ている理由について伺います。

○糸数勝地域・離島課長 お答えします。

本事業の次年度における当初予算額は２億2777万

8000円としておりまして、前年度と比較しまして約

3300万円減額となっております。次年度の減額理由

としましては、本事業で児童の受入れを行っており

ます離島側の民宿民泊の受入れ可能数に限りがある

ことに加えまして―これは非常にいいことではある

んですが、近年、県外からの修学旅行の受入れ等を

民泊で、島自体がですね、自走化しているという島

もございまして、非常に受入れ体制が厳しい状況が

あります。このため、各離島の状況を勘案しまして、

受入れ可能人数に応じて予算を減額したところであ

ります。

以上であります。

○中川京貴委員 これはたしか、平成22年か23年か

らスタートした事業でですね、当初の予算はたしか

3000万円ぐらいで、４校ぐらいしか行ってなかった

と思っています。しかしながら、これ島チャビと違っ

たメニューで、離島のすばらしさやよさ、またいろ

んな苦労を子供たちが体験できるすばらしい事業だ

と思っています。御承知のとおり、今回コロナウイ

ルスの関係で、離島も沖縄県も大変厳しいような状

況になると思いますが、ぜひですね、この離島の振

興も含めて、これをずっと続けていただきたいのと、

応募数と、実際漏れた学校、何件あるんですか。

○糸数勝地域・離島課長 次年度の応募学校が91校

に対しまして、採択が41校ということで、43.2％の

採択率になっております。

○中川京貴委員 部長、ちょっと提案なんですけど

ね。恐らくこのコロナウイルスの関係で、いろんな

形で修学旅行やいろんな団体がキャンセルになって

きていると思っています、今年の夏もですね。そう

いった意味では補正予算を組んででも、残り90校の

うちの半分でも、離島に行けるような仕組みをつくっ

ていただけませんか。

○宮城力企画部長 昨日ですか、新型コロナウイル

ス感染症等に対する緊急対策ということで知事のほ

うからメッセージを発出いたしました。短期的な取

組に加えて、今後の県内経済観光等の需要回復に向

けた中長期的対応として、離島周遊を促進するため

の支援等々も含まれております。それらを踏まえて

ですね、これら総合的な対策についても、補正も含

めた予算措置による万全な対策を講ずるとしており

ますので、またコロナウイルスが、感染症がある程

度収束するということに向けて、どのような取組が

取れるのか十分に検討してですね、しっかり対応し

ていきたいというふうに考えます。

○渡久地修委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 まずはですね、資料３の１に基づ

いて13ページ、ソフト事業19番の大東地区について

でありますが、大東地区の通信基盤の整備事業に関

してですね。

前年度から大幅な増額になっているんですが、ま

ずその要因、理由は何でしょうか。

○砂川健総合情報政策課長 お答えいたします。

大東地区情報通信基盤整備推進事業は、大東地区
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における高度な情報通信技術の利活用環境を形成す

るため、沖縄振興特別推進交付金を活用し、沖縄本

島と北大東島を結ぶ海底光ケーブルを整備する事業

であります。令和元年度は調査設計を行い、令和２年

度から海底光ケーブルの整備事業に着手することか

ら、前年度に比べ約14億8000万円の増額となってお

ります。

○仲田弘毅委員 この事業は、昨年度からの事業と

いうことでよろしいですか。

○砂川健総合情報政策課長 今年度調査設計を行っ

た事業というふうに御理解いただきたいと思います。

○仲田弘毅委員 これは、これからの事業というこ

とで理解してよろしいでしょうか。

○砂川健総合情報政策課長 今年度調査設計を行い

まして、令和２年度から令和３年度にかけまして海

底ケーブルを敷設する事業となっております。

○仲田弘毅委員 我々は、各委員みんなそうですが、

特に総務は各離島振興含めてですね、各地域離島を

回って、離島振興なくして沖縄県の発展はあり得な

い、こういった気持ちで各離島回りをやっているわ

けですが、こういった大海原の孤島と言われる南北

大東の北大東にこういうふうな基盤整備ができると

いうのはですね、地域の皆さんにとっては大いに誇

りに思うと同時に、そこに生きる喜びも生まれてく

ると思うんですよ。この事業を含めてですね、県全

体の離島過疎地域も含めてなんですが、その地域の

情報通信に関する基盤整備は、大体どの程度、県と

しては完備されてると、あるいは設置されてるとい

うふうに認識していらっしゃいますか。

○砂川健総合情報政策課長 離島における基盤整備

につきましては、28年度までに先島地区、それから

久米島地区の整備を終えておりまして、今、海底ケー

ブルがまだ接続されてない小規模離島等につきまし

ては、県内で10市町村、16地区となっております。

○仲田弘毅委員 その中でうるま市、私の地元にな

りますが、そこは従来、５つの離島がありました。

今もう、本来の離島から僻地は４島になりましたけ

れども、純然たる離島はもう１か所しかありません。

その津堅島がですね、ブロードバンドを含めて光通

信回線がまだされてない。そういった面で、自治会

と学校関係は十分ある程度の容量で頑張られていま

すけれども、それ以外で随分苦戦しているという情

報がありますが、それは掌握していらっしゃいます

でしょうか。

○砂川健総合情報政策課長 津堅島につきましては、

昨年の８月に、うるま市の担当職員と光サービス提

供の前提となる海底ケーブルの敷設に関する財源の

確保ですとか、それから島内で光ファイバーを整備

した場合の維持管理コストの問題というのがやっぱ

りありますので、その辺については意見交換を行い

まして、今後も引き続き課題解消に向け取り組んで

いるところでございます。

○仲田弘毅委員 今、国がテレワークするのも、別

に新型コロナウイルス云々じゃなくてですね、働き

方改革の中でテレワークを推奨したんですよ。まさ

に今、離島並びに過疎地域においてですね、本土あ

るいは本島から移住をして、そこで東京との仕事を

テレワークで一緒にやっている、しっかり頑張って

いる方々もいらっしゃるわけですよ。そういった意

味合いにおいてですね、そのＩＴ、ＩＣＴ、ネット

ワークがしっかりつながらないとですね、後に出て

くる15ページの移住定住促進事業、それのことも含

めて大変厳しいと思うんですね。文明の利器はみん

な都市地域だけに集中して、田舎に行けば行くほど

仕事もない、技術も必要としないというような状況

になるとですね、この定住、移住を一生懸命促進し

ている県の職員の皆さんもですね、片手落ちという

考え方も生まれてくる可能性も十分あると思うんで

すね。なぜそういったお話をやるかというとですね、

津堅島ではさすがにいらっしゃいませんけれども、

伊計島、宮城島、平安座島にはですね、101名以上の

移住者がいらっしゃるんですよ。本土と本島から。

しかも、インターネットでもって東京と仕事をして

いる。まさに県が目指している、私たちが地域で目

指してる大きな事業だと思うんですね。

ですからそういった意味合いにおいても、ぜひこ

の事業、北大東も含めて宮古、八重山も久米島も、

そして、こういったうるま市の与勝地域の唯一の離

島である津堅島もですね、頑張っていただきたいな

と思います。

同じ13ページ、これもうほとんどの委員がもう質

問を行いましたけれども、バス路線の補助、それか

らバス運転手確保緊急支援事業等を含めてですね、

委員の皆さんたくさん質問しましたが、１つだけお

聞かせ願いたいんですが、これはもう実際、バスの

路線が中止になったおかげで実害が出ています。中

部農林高等学校の定時制13名のうち８名はもう間違

いなく実害がある。あと残りの方は、家族で運転手

がいて送り迎えしているようでありますが、あとの

８名は何の手だてもない。こういった実害が出てい

る方々に関しては、企画部と県教育委員会との調整

はどうなっているのか、まずはお聞かせ願いたいの



－294－

ですが。

○宮城優交通政策課長 この問題につきましても、

基本的に教育庁と情報共有を当時からやっていてで

すね、まずは現場ですぐに対応できることと、我々

はバス会社に対してヒアリングもやりながら、どう

いう支援ができるのかというところを確認していっ

たという状況がありまして、段階的に教育庁と情報

共有を図ってきたところでございます。

○仲田弘毅委員 ぜひ、しっかり横の連携も取って

ですね、子供たちが被害を被る―間違いなくこの子

供たちは将来の沖縄県を背負っていく子供たち。ま

してや家庭に事情があって、全日ではなくて夜しか

学習ができないという、ある意味では弱い立場の子

供たちですから、ぜひ見守っていただきたいなと思

います。

それと離島航路運航安定化支援事業で、これもも

ちろん答弁がありましたけど、その中で津堅という

名前が出てきたと思うんですが、この事業の中で、

津堅航路に関して―津堅は今フェリーも高速艇も

走っているわけですね。これは船舶の購入費とか、

そういったものの事業費ですよね。もう一度御答弁

をお願いできますか。

○宮城優交通政策課長 まず、事業が２つありまし

て、離島航路の補助事業、それから離島航路運航安

定化支援事業という船舶更新の支援事業というのが

ありまして、どちらも津堅航路が、今日の午前中か

らの答弁で申し上げたところであります。まず、離

島航路補助事業についてちょっと申し上げますと、

令和２年度は前年度と比較しまして２億5000万円ほ

ど予算が増額になっておりまして、その増加の主な

理由が、補助対象である赤字欠損が出る路線が前年

度は13航路だったんですが、それが２航路増加して

15航路となったこと及び伊江航路、渡名喜・久米航

路、津堅航路においてですね、新しい船が就航した

ことに伴って船舶リース料が毎年度経費に入ってき

ますので、その分収支が悪化したということで、補

助対象の金額が増えておりますということを、まず

一つ申し上げたところです。

それから、離島航路運航安定化支援事業につきま

しては、令和３年度までの補助の計画がありまして、

新しい船舶を造る際の造船の支援計画がありまして、

津堅航路におきましてはそのフェリーが令和３年度

に補助の対象になっておりますということでござい

ます。

○仲田弘毅委員 離島住民等交通コスト負担軽減事

業、これは島の人たちがですね、玉城区長をはじめ、

島民の皆さん、島の皆さんが大変感謝している事業

であります。普通の料金が1200円、島の人は往復で

400円。３分の２が免除されて、島の人たちはそのこ

とで子供たちを島から県立与勝高等学校に通学をさ

せることもできる。このことが、また県立学校の計

らいでもって子供たちは交通費無料化ということも

できております。

感謝して質問を終わります。

以上です。

○宮城優交通政策課長 ちょっと答弁の修正をさせ

ていただきたいと思います。花城委員からの御質問

で、バスの今年度の運行費補助の補助額についてで

すね、申し上げた金額―ちょっと手元で計算機で慌

ててやったんですけど間違っておりました。国協調

補助が3912万9000円、県単の補助が１億504万5000円

で、合わせまして１億4417万4000円が正しい数字で

ございます。

それから、バスレーンにタクシーが入れるように

なった、空車タクシーが入れるようになったのが、

2018年の１月からでございます。

○渡久地修委員長 以上で、企画部、出納事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局及び議会事務局

関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

説明の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。要調査事項及び特

記事項についての提案はないことを確認し

た。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月13日 金曜日 正

午までに予算特別委員に配付するとともに、タブレッ

トに格納することになっています。

また、予算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、13日の午後３時ま

でに政務調査課に通告することになっております。

予算特別委員におかれましては、常任委員長に対

し質疑を行う場合には３月13日 金曜日は登庁され、

質疑発言通告を提出するよう、よろしくお願いいた
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します。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月18日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月10日（火曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午後４時１分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（文化観光スポーツ部及び労働委員会所管分）

２ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

山 川 典 二君 島 袋 大君

大 城 一 馬君 新 里 米 吉君

親 川 敬君 嘉 陽 宗 儀君

金 城 勉君 大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

文化観光スポーツ部長 新 垣 健 一君

観 光 政 策 統 括 監 渡嘉敷 道 夫君

観 光 政 策 課 長 平 敷 達 也君

観 光 政 策 課 班 長 仲 里 和 之君

観 光 振 興 課 長 雉 鼻 章 郎君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 加賀谷 陽 平君

文 化 振 興 課 長 新 垣 雅 寛君

空 手 振 興 課 長 山 川 哲 男君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 金 村 禎 和君

交 流 推 進 課 長 伊 田 幸 司君

県立芸術大学事務局長 真 鳥 洋 企君

県立博物館・美術館
金 城 健君

参事兼博物館副館長

労 働 委 員 会
金 良 多恵子さん

参 事 監 兼 事 務 局 長

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案の調査及び予算調査報告

書記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、文化観光スポーツ部長及び

労働委員会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、文化観光スポーツ部長から関係予算

議案の概要説明を聴取し、その後、関係部局予算議

案を調査いたします。

なお、労働委員会事務局長の説明は割愛いたしま

すので、あらかじめ御了承願います。

それでは、文化観光スポーツ部長から文化観光ス

ポーツ部関係予算議案の概要の説明を求めます。

新垣健一文化観光スポーツ部長。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 ハイサイ、チュー

ウガナビラ。おはようございます。

これから、令和２年度の文化観光スポーツ部予算

の概要説明をさせていただきます。

それでは、令和２年度文化観光スポーツ部の当初

予算案について御説明いたします。

沖縄観光は、好調な入域観光客数の増加を背景に、

平成30年度の観光収入が６年連続で過去最高を記録

するなど、本県経済の牽引役として、発展してきた

ところでございます。

一方、観光客１人当たりの消費額や滞在日数の伸

び悩み、外国人観光客の受入体制、また、観光客の

著しい増加による県民生活や自然環境への影響等も

新たな課題となっております。

これらの諸課題に対応するため、国内外富裕層の

誘致に向けたプロモーションや、ＭＩＣＥ、リゾー

トウエディング等の高付加価値観光の推進、それか

ら観光人材の育成・確保、観光２次交通機能の強化、

また、市町村や観光協会等と連携を図り、諸問題の

改善に向けた検討を進めるなど、受入体制の強化に

取り組んでまいります。

伝統文化の保存・継承及び発展やスポーツの振興、

国際交流・協力等についても、さらなる取組が必要

となっております。

令和２年度においては、引き続きしまくとぅばの

普及に向け、地域、市町村及び教育関係機関と連携

し取り組むとともに、空手発祥の地・沖縄の発信と

世界中の空手愛好家の受入体制の強化、東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会の聖火リレーの対

応のほか、令和３年に開催予定の第７回世界のウチ

経済労働委員会記録（第３号）
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ナーンチュ大会開催準備に向けた取組を実施します。

首里城の復旧・復興に向けての取組として、世界

文化遺産プロモーション事業や世界遺産サミットの

開催により首里城を中心とした歴史的環境を創出す

るとともに、琉球王国文化遺産集積再興事業として、

琉球王国時代の美術工芸品の復元や情報発信等を

行ってまいります。

それでは、文化観光スポーツ部所管の令和２年度

一般会計予算の概要について、お手元にお配りして

おります令和２年度当初予算説明資料（文化観光ス

ポーツ部）により、説明いたします。

タブレットのほうに今、ただいま通知があったと

思いますが１ページをお開きください。

まず最初に、１、令和２年度一般会計部局別歳出

予算から御説明いたします。

本ページは、部局別歳出予算の一覧となっており

ます。

表の中段、太枠線の欄を御覧ください。

文化観光スポーツ部の令和２年度歳出予算額は

93億1625万4000円で、県全体の予算額に占める割合

は1.2％となっており、令和元年度当初予算額と比較

しますと８億5340万5000円、率にして8.4％の減と

なっております。

減となったその主な要因としましては、（款）商工

費の予算減などによるものです。

それでは次に、歳入、歳出予算について、個別に

御説明いたします。

画面を右から左へスクロールしていただき、２ペー

ジをお開きください。

２ページは、款ごとの歳入予算一覧となっており、

県全体の予算額に文化観光スポーツ部の予算額を追

記しております。

表の一番下、合計欄を御覧ください。

文化観光スポーツ部の令和２年度歳入予算額は総

額28億4471万6000円で、令和元年度と比較して13億

2702万4000円、率にして31.8％の減となっておりま

す。

それでは、当部所管に係る歳入予算について、款

ごとに御説明いたします。

まず、９、使用料及び手数料は、予算額が４億791万

3000円で、その主な内容は、土地・建物使用料、県

立芸術大学の授業料及び入学料、一般旅券発給手数

料に係る証紙収入等であります。

前年度と比較して1791万4000円、率にして4.2％の

減となっております。

次に、10、国庫支出金は、予算額が21億9363万3000円

で、その主な内容は、沖縄振興特別推進交付金であ

ります。

前年度と比較して９億6928万5000円、率にして

30.6％の減となっております。

減となった主な理由は、沖縄振興一括交付金事業

の予算減によるものであります。

次に、11、財産収入は、予算額6548万4000円で、

その主な内容は、土地・建物貸付料であります。

前年度と比較して828万円、率にして11.2％の減と

なっております。

減となった主な理由は、沖縄観光情報センター（カ

フーナ旭橋）の建物貸付料の減によるものでありま

す。

次に、15、諸収入は、予算額が2918万6000円で、

その主な内容は、広告料収入、芸術文化振興基金助

成金であります。

前年度と比較して1824万5000円、率にして38.5％

の減となっております。

減となった主な理由は、博物館・美術館新築工事

及び沖縄コンベンションセンター展示棟屋根改修工

事に係る入札談合違約金の減によるものであります。

次に、16、県債は、予算額が１億4850万円で、そ

の内容は、体育施設整備事業費に係る県債でありま

す。

前年度と比較して３億1330万円、率にして67.8％

の減となっております。

減となった主な理由は、工事の減によるものであ

ります。

以上が、一般会計歳入予算の概要であります。

続きまして、画面を右から左へスクロールしてい

ただき、３ページをお開きください。

３ページは、款ごとの歳出予算一覧となっており

ます。

なお、一番右の欄には、款ごとに主な予算事項を

記載しておりますので、こちらも併せて御覧くださ

い。

それでは、当部所管に係る歳出予算につきまして

款ごとに御説明いたします。

まず、２、総務費は５億3002万3000円で、主な予

算事項は、国際交流事業費や旅券事務費であります。

前年度と比較して5652万8000円、率にして11.9％

の増となっております。

増となった主な理由は、令和３年度に開催予定の

第７回世界のウチナーンチュ大会の準備に係る費用

等であります。

次に、７、商工費は49億275万4000円で、主な予算
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事項は観光宣伝誘致強化費や観光指導強化費、コン

ベンション振興対策費であります。

前年度と比較して10億983万4000円、率にして

17.1％の減となっております。

減となった主な理由は、沖縄観光国際化ビッグバ

ン事業、外国人観光客受入体制強化事業、国内需要

安定化事業の委託料等の減によるものであります。

次に、10、教育費は38億8347万7000円で、主な予

算事項は文化施設費、社会体育指導費であります。

前年度と比較して１億9523万3000円、率にして

5.3％の増となっております。

増となった主な理由は、東京2020オリンピック・パ

ラリンピック沖縄県聖火リレー推進事業における委

託料等の増となっております。

最後の11、災害復旧費は令和２年度は計上してお

らず、前年度と比較して9533万2000円の皆減となっ

ております。

文化観光スポーツ部としましては、現在、新型コ

ロナウイルスの感染拡大に伴う旅行需要の減少によ

る県経済への影響を最小限に抑えるため、昨日知事

が発表した、新型コロナウイルス感染症等に対する

緊急対策に係る事項等について検討を行っていると

ころであり、さらに国、観光業界、観光関連団体等

と連携を図りながら必要な施策を進めてまいります。

以上で、文化観光スポーツ部所管の令和２年度一

般会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○瑞慶覧功委員長 文化観光スポーツ部長の説明は

終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱いに

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いように簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

大城一馬委員。

○大城一馬委員 おはようございます。

まず、事業の概要のところですね。84ページ、番

号が185番、在外琉球王国文化財里帰り事業というの

がありますけれども、ちょっと概略を説明してもら

えませんか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

ただいま大城委員からありました、在外琉球王国

文化財里帰り事業について御説明申し上げます。

戦前、戦後を通して、様々な理由で琉球王国時代

の文化財が県外に流出しておりますが、令和２年度、

次年度、在外琉球王国文化財里帰り事業として、琉

球王国関係文化財の調査、それと研究、将来の沖縄

での展示公開等を目的に、県立博物館の学芸員が米

国の博物館で調査を行うことを予定しております。

具体的には、教育委員会が実施いたしました在米国

沖縄関連文化財調査、これは平成２年から平成６年

度までの５か年間調査をしております。それを踏ま

えて、米国のワシントンＤＣにありますけども、ス

ミソニアン博物館等で現地調査を行うということに

しておりまして、予算の中身といたしましては、旅

費、それから通訳の役務費、それから消耗品と、トー

タル274万円という予算計画をしております。

○大城一馬委員 この事業は、首里城の焼失という

こととも関連していると思いますけれども、米国の

この文化財というのは、ある程度、実数は把握して

いるんですか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

先ほどの教育委員会が実施いたしました調査によ

りますと、米国ではですね、34施設等で1041点が確

認されております。その調査の概要ですけれども、

その施設において展示または収蔵されている文化財

については適法に、売買等で獲得したものというふ

うなことで、現地の博物館、美術館においても、沖

縄、東洋の文化財ということで、大切に扱われてい

るという報告があります。

○大城一馬委員 この文化財ですね、1041点と、米



－300－

国だけになっていますけれども、確かに売買とか、

あるいはまた戦利品として持ち帰った文化財もあろ

うかと思うんですけれども、これは県としては買取

り、あるいはまた返還、寄附ですか、これも含めて

今後対応しようということですか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

基本的に、今回の調査におきましては、学芸員が

実際に現地に行って、まず、物を確認してくると。

確認といいますのは、これがいつの時代のものであ

るとか、そして痛み具合とか、そういうことを学芸

員の目からしっかり見てくるということにしており

ます。今年度１回とはちょっと考えていなくて、

ちょっと息の長い事業にしていこうというふうに、

今、案としては持っております。といいますのは、

やはり外国にありますから、それの情報交換、博物

館同士の情報交換―それと人材交流も兼ねての、

ちょっとスケールを大きく、今、事業としては考え

ております。

○大城一馬委員 ですから、要するに将来的にこれ、

買取りとか等も含めてこの事業を今後続けるという

ことですか。

ただ単なる、学芸員が行って、この調査をして、

それだけの話じゃないでしょう。

やっぱり、首里城あれだけの焼失した文化財もあ

りますのでね、こういったことを含めて、今後は事

業をやるという考えですか。基本的な計画ですか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

単年度の、今年の事業はとにかく現地の調査とい

うことなんですけど、将来、例えば調査をしている

中において、例えば琉球王国の文化財が今、焼失し

たというのもアメリカの方々も心配されているとい

うこと等々、いろいろ情報がありますので、その情

報の中において、寄贈であったりとか、または購入

であったりとか、それはまた次の段階にはいろいろ

な可能性が出てくると思います。

○大城一馬委員 この際ですから、やっぱり沖縄の

文化財、ぜひ、調査もしっかりしながらも、将来的

にはしっかり確保するということをぜひやってもら

いたいと思います。

次に、いろいろと観光関連事業がありますけれど

も、総体的な質問をしますが、連日、県内経済に与

える影響、そして、とりわけ観光業界、沖縄経済の

下支えになっている観光業界への打撃等々、連日、

報道されておりますが、この新型コロナの影響で、

実態というのは把握していますか。どういったこと

が観光関連事業に支障を来しているのか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 我々はコロナが

流行してから、観光コンベンションビューローとの

意見交換なども含めまして、連絡調整をずっとやっ

ております。ビューローが行う、いわゆるツーリズ

ム産業団体協議会に一緒に参加したり、あるいは別

途、業界の皆様との意見交換をさせていただいてい

るところでございます。また、併せまして航空、エ

アー便ですね、それから、いわゆるクルーズ船がか

なり休止、キャンセルということになっていますの

で、影響はかなり出てきているものというふうに思

います。

現在、衛生対策に万全を期するとともに、商工の

ほうで緊急融資や、いわゆる雇用助成金の関係で今、

国のところでの申請が行われているというふうには

認識をしております。宿泊業のみならず、小売、運

輸等々、やっぱり観光が裾野が広いだけに、そういっ

た業界に影響が出てきているというふうには認識を

しているところでございます。

○大城一馬委員 昨日の知事の表明の中でも、県内

経済、観光等の需要回復に向けた中長期的な対応と

いうことがあります。

これは、このままただ推移を見ているだけでは大

変な状況に陥ると思うんですね。

このホテル協会の会長が、昨日の新聞に投稿をし

てるんですけれども、いわゆるこのコロナ感染問題

は、いずれは終息するだろうと。そうしますと、や

はり沖縄観光、これ今後対策としては終息を見据え

たいろんな対策、これを立てるべきだと。とりわけ、

沖縄観光復興キャンペーンを展開する予算をつける

と。今回のコロナは、ある意味全国的な広がりです

よね。そうしますと、全国の観光地でもやっぱり終

息を見据えたいろんな対策、復興キャンペーンが出

てくるんだと思うんですよ。

沖縄がですね、観光立県、沖縄としても、これ先

手を打ってしっかり対策をする必要があるのではな

いかなと思うんですけども、どうですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 委員御指摘のと

おりだと思います。我々これまでは、沖縄県内のい

わゆる宿泊業や観光施設等から発生させないという

のがまずは一番ということと、正確な情報発信で、

風評被害が起こらないということが大事ですねとい

うのをやっておりました。インバウンドのみならず、

学校の休校等もあって、国内のお客様の動きも今止

まっている状態ですし、イベントの自粛等も踏まえ

まして、県内の県民の皆様もかなり動かなくなって

いるというところでの影響がですね、これまでとは
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違うところだろうと思います。今おっしゃっている

ように、これが沖縄だけではなくて全国というのが、

これまでとは違うところだろうなというふうに思っ

ています。

まさに今はストレートな誘客はできないんですけ

ども、この回復期を見据えたやっぱりプロモーショ

ンというのはやっぱり大事だなというところで、そ

の辺のところはやっぱりしっかり対応する必要があ

るというふうに考えています。

○大城一馬委員 ぜひしかるべき対策をよろしくお

願いしたいと思います、ということで終わります。

○瑞慶覧功委員長 親川敬委員。

○親川敬委員 幾つか質疑をさせてください。

まず１点目、30年度の定期監査からの指摘があっ

たみたいですけども、芸大ですね。芸大のキャンパ

スでの防火管理体制の対応状況と新年度でどういう

対応をしていくのかを聞かせてください。

○真鳥洋企県立芸術大学事務局長 まず、芸大の防

災計画ですけれども、これ毎年策定しておりまして、

平成30年度は１キャンパスで消防訓練をしておりま

したけれども、監査の指摘も受けまして、令和元年

度は消防計画に基づきまして３つのキャンパスごと

に消防訓練を実施しております。それから、防火設

備の現状についてですけれども、本学では消火栓と

か消火器、それから自動火災報知設備などを備えて

おりますけれども、令和元年度に不備となっていま

した屋内消火栓設備などを修繕しております。残り

の防排煙制御設備についてですけれども、新年度の

令和２年度に修繕する予定となっております。

○親川敬委員 消防訓練が計画どおりできなかった

理由というのは何ですか。

○真鳥洋企県立芸術大学事務局長 県立芸術大学と

しては、年に１回消防訓練を実施するという認識で

おりまして、本来でしたら３つのキャンパスごとに

やるところですけれども、３つのキャンパスではな

くて１つのキャンパスでやるというふうなことを

やっておりました。

今後は、消防計画に基づきまして３キャンパスご

とに毎年消防訓練を実施していきたいというふうに

考えております。

○親川敬委員 ありがとうございました。

次、行きます。

この経済労働委員会でもずっとこのことについて

は各委員からの質疑がありますけれども、新型コロ

ナウイルスによる観光業への影響についてですね。

１つ目には入域観光客の国内の、そして国外からの

お客さんの減少で、今捉えている数字でいいですか

ら、どういう状況にあるのか教えてください。

そして併せてホテル、宿泊施設の現段階での稼働

率と宿泊収入への影響、捉えている範囲内でいいで

すから教えてください。

○平敷達也観光政策課長 まず、入域観光客数の国

内、外国客の減少については、現時点で把握してい

るというのが１月まで集計しておりまして、国内客

は対前年同月比で２％増したのですが、外国客につ

いては15.8％の減、入域者数全体でも3.4％、人数に

して２万5700人のマイナスとなっているところでご

ざいます。そして、あと、宿泊施設の稼働率ですが、

宿泊施設の稼働率については、今、日本銀行那覇支

店や複数の県内金融系シンクタンクが発表しており

ますが、直近のデータとしては日本銀行那覇支店が

発表した１月の主要ホテル客室稼働率が最新のもの

となっております。これによりますと、那覇市内の

ホテル稼働率が73.1％、これは前年同月比で見ます

と5.6ポイントの減。そしてリゾートホテルが63.6％、

前年同月では0.9ポイントの減。それで全体では

67.3％、前年同月では2.4ポイントの減となっている

ところでございます。そして宿泊収入の減少につい

ては、現時点で試算をしていないところでございま

すが、稼働率同様に大きく影響を受けているものと

いうふうに考えております。

○親川敬委員 今、１月までの集計の話、説明があ

りましたけれども、企画調整課が出している統計に

よると、観光客については全体的には対前年を上回っ

ていたんだけども、これも令和元年の12月までの統

計みたいですけども、ところが、外国からのお客さ

んについては減少傾向がずっと続いていたみたいな

んですね。ホテルの稼働率も当然、観光客が減るか

らでしょうけども、稼働率がずっと落ちてきていた

と。観光施設、ホテル以外のだと思うんですけども、

観光施設の入場者数もずっと減ってきているという

統計が出ているんですけども、これについては何か、

これについては恐らく今回の新型コロナの影響では

ないというのは確かだと思うんですけども、何かそ

ういう傾向が見られていたということについては、

県はどういうふうに分析していましたか。

○平敷達也観光政策課長 これは昨年から日韓情勢

に伴う訪日旅行自粛、韓国のほうがありました。そ

の辺の影響に加えて、今般の新型コロナウイルス感

染症の発生に伴って、中国市場における団体旅行の

販売が、中国本国が禁止されたことが影響している

ものというふうに考えております。
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○親川敬委員 次、行きます。

３点目ですね、３番目に、観光業がもたらした沖

縄経済の効果ということで、まず、見方として、観

光関連産業の県内総生産に占める額と割合の推移に

ついて教えてください。

○平敷達也観光政策課長 県のほうでは、観光客へ

のアンケート調査によって把握した観光消費額を基

に、産業連関表を用いて経済波及効果とかを推計し

ているところでございます。

それの推計を見ますと、観光消費額、直接効果と

ともに生じる１次間接効果、２次間接効果を含めた、

それを合わせて付加価値効果という推移を見ており

ます。それによりますと、平成21年度が3383億円、

平成24年度が3497億円、平成27年度が5078億円、平

成29年度は5736億円と、徐々に上昇しているところ

でございます。また、県内総生産に占める割合は、

平成21年度が9.3％、平成24年度が9.4％、平成27年

度が12.4％、平成29年度が13.4％となって、いずれ

も増加傾向ということではあります。

○親川敬委員 それで、こういう、徐々に県内総生

産に占める割合も上がってきて、皆さんの、県の努

力が数字として現れているんでしょうけども、もう

一方の見方として、実質的に県経済に循環、そして

私たちが施策として打つときには、どうしても県税

にどう反映されてきたのかと、それが県税としてど

ういうふうに観光業が貢献してきたのかということ

も見ないといかんと思うんですけども、県税に占め

る観光関連法人税、法人事業税の額と割合の推移、

教えてください。

○平敷達也観光政策課長 沖縄県では、県税の産業

分類別の内訳については、観光関連法人に関するデー

タがまずございません。今のところですね。県税収

入自体は増加傾向にあり、入域観光客数と観光収入

の増加も貢献しているものと考えているところでご

ざいます。

ちょっと割合が今なくて。

○親川敬委員 予算の全体の質疑のときには、県税

の税務担当ですか、から聞いたら、数字が単年度だっ

たんだけど示してもらったんですよ。皆さんのとこ

ろは、せっかく施策を打つのに、この施策を打った

結果がどういう形で県経済に反映されて、そして、

県の次の施策打つための財源として観光が入ってく

るのかという、この循環を考えないと、この数字捉

えないと僕は駄目だと思いますよ。どうしてそうい

う方向まで捉える、施策の打った結果、確かに県経

済に占める割合は上がってきたと。だけども、じゃ

あ実際、県経済に反映させる、今後施策として反映

させていくためには、事業税として入ってこないと

回せないじゃないですか。

その辺の捉え方を僕はもっとしっかりやるべきだ

と思いますけども、それについて何か考えがあれば。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今回、御質問を

いただきまして、一応、私どもは総務部のほうに確

認をいたしました。

今、観光政策課長から答弁があったように、いわ

ゆる業種別のあれはないというお答えでしたので、

そういうふうに答弁をさせていただきました。ただ

一方で、我々、観光、入域観光客数が伸びることに

よって当然、観光収入が伸びています。それと、同

じようなといいますか、比例するような形で税収入

が伸びていますので、我々としては観光客の伸びが、

あるいは観光収入の伸びが一定程度は税収の伸びに

つながっていると今、答弁をさせていただきました。

おっしゃるように今後、何といいますか、より地元

にどれだけ経済的な貢献があるかというのが今、大

きい課題にはなっていますので、統計の取り方って

いろいろとあるんですけど、徐々にやっぱりそういっ

た意味で、創意工夫をしていって、より正確なデー

タの取り方という、ちょっと、我々が基に持ってい

るデータでないものですから、難しいところはある

んですけど、どういったところができるかというの

はですね、少し自分なんかでも勉強したいなと思っ

ています。

○親川敬委員 やっぱり、そこは、何ですか、もっ

と、もっと高くアンテナを張って、そこは施策を打っ

たからには県経済貢献してきたよと。次の施策打つ

ためには、税収が入ってこないと打てないじゃない

ですか。そこら辺までやっぱり念頭に置いた分析を

私はすべきだと思いますので、今後、ぜひ努力して

いただきたい。

それとあとはですね、この予算概要のところから

行きますけども、このポンチ絵の範囲で言いますけ

ども、ちょっとおやっと思ったんですけども、皆さ

んのこのポンチ絵の24ページには、目標達成に向け

た誘客戦略とか目標達成に向けた受入戦略とかある

んですけども、目標がどこに書いてあるのか見えな

いんですよね。目標は何ですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 いわゆる第５次

観光振興計画でいう目標、入域観光客数1200万、1.1兆

円の、もろもろまた、人泊数とかいろいろと指標が

ございますけども、そういったのを目標として置い

ております。
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○親川敬委員 やっぱり作り方だと思いますけど、

これ見たときに、目標って何、どこに書いてあるの

かなと探してしまうんです。あちこちに目標達成に

向けてって出てくるんだけど、これもっと親切に、

目標これですよと、この目標に向かってこういう施

策打ちますよということの見せ方にしておいていた

だきたい。

あと、じゃあこの予算概要から１点だけ行きます。

この事業の中に、琉球王国文化遺産集積・再興事

業というのがありますけども、それのちょっと内容

を教えてください。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

琉球王国文化遺産集積・再興事業について御説明

いたします。

この事業は一括交付金を活用した事業でありまし

て、琉球王国時代に継承されてきた有形無形の文化

遺産、近代化やさきの大戦などにより失ってまいり

ました。平成27年度から令和３年度までの７か年の

プロジェクトで行っております。平成27年度につき

ましては、65件の美術工芸品を選定いたしました。

そして平成28年度から次年度までで、65件全てが完

成いたします。これにつきましては、模造復元品と

いうことなんですけども、模造復元品といいますの

は、まず本物、原資料があります、原資料と全く同

じような材料、技法で現代によみがえらせるという

ふうなことを目的としております。レプリカという

のがまたあるんですけど、あれは見た目には本物に

似ているのですが、あれは樹脂でできているという

ことで、ちょっと区別が必要になります。模造復元

ですので、当然その技法、原資料があるのと、それ

から、写真しか残っていないとか、いろいろあるん

ですけども、それを監修委員のほうで研究いたしま

して、実際に制作していくということになっており

まして、今現在、博物館で手わざ展というのを今週

の日曜日まで、15日までですけども、その中におい

て模造復元品を、今、展示しているところでありま

す。

○親川敬委員 今65件、次年度、令和２年ですか、

までには65件完成するんですかね。

それで、その後も、今、例えば手わざでこう、皆

さんから復元というんですか、そういう目指してい

るのは、全体的には何件ぐらい、皆さんのところで

は計画、データとして持っていらっしゃるんですか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

65件が全体の数で、次年度が５件で、それで完了

するという形になります。

○親川敬委員 分かりました。

終わります。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 おはようございます。

まず、知事の予算説明、施政方針で、世界水準の

観光リゾート地を実現させると。沖縄らしい観光リ

ゾート地の形成、国際水準、沖縄らしいＳＤＧｓの

理念に即した沖縄観光の質の向上、所得向上を目指

すということで、今回、そういう表現で示したこの

考え方ということをまず確認します。

○平敷達也観光政策課長 沖縄らしい観光リゾート

地の形成ということでございますが、これは平成20年

度に策定した第５次沖縄観光振興基本計画において、

目指す将来像を世界水準の観光リゾート地としてお

りまして、観光地としての基本的な品質を確保する

とともに、独自の観光価値を発揮することによって、

アジア太平洋地域を代表し、高いブランド力を有す

る観光地として世界中に広く認知されることを目指

しているものでございます。

○瀬長美佐雄委員 ＳＤＧｓの理念を根底にと、あ

らゆる分野にということですが、文化観光スポーツ

部という部分では、どういう根底に据えると、事業

で示してもいいですし、どういうことなんでしょう

か。

○平敷達也観光政策課長 今般、ＳＤＧｓというこ

とで知事のあれがありましたので、この辺につきま

しては、今後の、今現在もありますが、ロードマッ

プというのを策定しております。これは、この観光

振興基本計画においての進捗状況を管理するもので

ございます。

そういった中に、ＳＤＧｓのエッセンスを取り入

れてやっていきたいというふうに考えているところ

でございます。

○瀬長美佐雄委員 商工労働部に確認すると、世界

で目指しているこの17の分野でしたか、これについ

ては何項目をきちっと位置づけて、それに対応して

いくんだという点では、文化観光スポーツ部もこの

具体的な目標のどの部分にスポットを当てて、どう

するんだという部分が求められるんじゃないかと

思って、聞いています。

○平敷達也観光政策課長 委員の御指摘のとおりで

ございますが、我々のほうもこの沖縄観光推進ロー

ドマップの中において、この17のゴールというのを

それぞれの分野ごとに、いろいろ役割とか、ちょっ

と例にしますとこういった形で、それぞれの項目で

該当する部分を示しながら、今度の進捗状況の管理
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をするような形のつくりになっているところでござ

います。

○瀬長美佐雄委員 新年度予算の財源に占める、い

わゆる一括交付金の今年度、新年度、比較。どれぐ

らいの金額になるかお願いします。

○平敷達也観光政策課長 令和２年度の一括交付金

の事業における当初予算額は、30億3572万5000円で、

令和元年度の当初予算に比較しますと12億6543万

5000円、率にして29.4％の減となっているところで

ございます。これは事業費ベースでございます。

○瀬長美佐雄委員 今回の観光客の激減というふう

な中でいうと、この大幅減額は痛いなというふうな

率直な思いですが。

この間、令和３年度を目標とした観光収入、ある

いは入域観光客ということの関係では、年度はまだ

なので、年としていえば入域観光客はどれだけ行っ

たのか、観光収入どれぐらいあったのかという統計

的なのが出ていればお願いします。

○平敷達也観光政策課長 観光収入については暦年

では目標を立てていなくて、年度でやっておりまし

て、今現在ですが平成30年度の実績だけが今あって、

その辺はお答えしましょうか。

観光収入については平成30年度の実績でございま

すが、目標が8000億円だったのに対して、現在7341億

円ということになっております。令和元年度の目標

が8000億円に対して、平成30年度の実績が7341億円

ということになっております。元年度は今、まだ年

度が終わっていないので、集計ができていないとい

う結果でございます。参考としては平成30年度でご

ざいます。

○瀬長美佐雄委員 今回の新型コロナウイルスの関

係で１月、２月、実際的に、本来、何便ぐらい来て

いたのかということと、本来というか、何便来て、

観光客が幾らいたかと。できるなら国ごと、調べて

統計で出せるのであれば。昨日からですか、いわゆ

る中国、韓国からの入国制限に至って、要するに３月

来る予定だった便数はもう来ないわけだから、そこ

ら辺の影響が懸念されると。そういった意味で、実

態としてのこの影響をきちっとつかむ必要があると

思う観点で伺うんですが、この入国制限によって来

なくなるというのがどの程度なのか、影響をもし答

えられるのであればお願いします。

○平敷達也観光政策課長 まず、航空路線の減便、

運休状況でございますが、まず、３月６日現在の集

計で国内航空路線がＪＡＬ便で35往復、70便の減。

そして、ＡＮＡが12往復の24便の減となっておりま

す。そして、国際線でございますが、これは３月９日

現在、週間就航便数になりますが、49便の減。これ

が前年同月、2019年の３月末時点では213便あったも

のが、49便に減となっているところでございます。

そしてあと、クルーズ船のキャンセル数でございま

すが、それが３月２日現在で130回のキャンセルとい

うふうになっているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、中国、韓国との関わ

りで入国制限、もう来なくなるわけですから、そこ

ら辺との影響は分かりますか。便が何便あったのか。

○平敷達也観光政策課長 まず、航空路線ですが、

今のところ中国からゼロ、香港からゼロということ

を考えますと、やはり非常に影響が出てくるものだ

というふうに考える、かなり深刻だなというふうに

は認識しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 聞いたのは、何便定期就航があっ

たのかと。それがなくなるという関係で、説明でき

ますか。

○平敷達也観光政策課長 例えば、昨年の３月末の

航空路線ですが、韓国から72便あったのがゼロになっ

ております。そして、中国本土からは、33便あった

のがゼロになっております。そして、香港、25便あっ

たものがゼロというふうにですね、韓国、中国、香

港で便の減というがかなり顕著になっておりますの

で、そういうところで、やはりすごく影響が出てく

るものだというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 今の便数というのは、週、月、

単位はなんでしょうか。

○平敷達也観光政策課長 これは週ですね。週の便

数でございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

県内各地の観光施設、例えば豊見城でいうと旧海

軍壕司令部跡は15日まで休館中だということを回っ

て分かりました。豊見城の観光協会の事務局を訪ね

て、影響どうなっていますかということで、結構な

売上げ減、観光客減、痛い状況ですと。彼から聞い

たのは、コンベンションビューローからも求められ

ていると、報告するということなので、この実態調

査、コンベンションビューローはされているのかな

と思うのですが、そことのタイアップ、いわゆる調

査して、その結果の分析、対応というのは連携を取っ

ているのかなと、その質問ですが、どうでしょうか。

○雉鼻章郎観光振興課長 沖縄観光コンベンション

ビューローとは今、委員御指摘の入館者数とか、そ

れから、ホテルなどの数字についても、連携を取っ

てそれぞれ把握するようには努めております。
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○瀬長美佐雄委員 実態をきちっと掌握して有効な

対応を取るという視点で質問しました。

ちなみに、観光ホテルが建設ラッシュだったのに

観光客は見込めないとなると、それこそ大変な事態

が懸念される。あと、この機会に皆さんも、県内の

ホテル、どんなホテルが備わっているのかという点

では、逆に県内の客を誘引するというか、ホテル業

界はそういった努力が始まっているようなのですが、

そこら辺の実情、あるいは県としても県民に県内ホ

テルの使用というのも、また促す必要もあるのかな

と思います。

そこら辺の対策上はどうなんでしょうか。

○平敷達也観光政策課長 県内旅行の推進というこ

とは、去る２月19日に沖縄観光コンベンションビュー

ローが中心になっております沖縄ツーリズム産業団

体協議会から知事に手交された新型コロナウイルス

感染拡大防止に向けた取組についての要請において

も、今後の沖縄観光への影響を最小限に抑えるため

の対策として、企業に対する経済支援、雇用対策助

成の充実の支援策の一つとして、県民の県内旅行の

促進等について特段の御配慮をしていただきたいと

いうことで要請なされているところでございます。

県としましては、同協議会をはじめ、観光関係者

などともさらに意見交換を行いながら、対応を検討

していきたいというふうに考えているところでござ

います。

○瀬長美佐雄委員 あと、ちょっと事業に関わりま

すが、国民文化祭・障がい者芸術文化祭おきなわ

2022（仮称）と。この内容とその準備について伺い

ます。

○新垣雅寛文化振興課長 国民文化祭とは、日頃の

文化芸術活動を全国的な規模で発表するであるとか、

共演するとか、あと、交流するなどの文化の祭典が

国民文化祭と呼んでおりまして、これは各都道府県

で、持ち回りで開催することになっておりまして、

これまで沖縄県の開催というのはございませんでし

た。そういったこともあって、復帰50周年の節目で

あります令和４年の開催を国の文化庁のほうに要望

いたしましたところ、昨年10月に内定を受けたこと

から、次年度、令和２年度より開催に向けた準備を

行うこととしております。また、事業名にあります

とおり、国民文化祭・障がい者芸術文化祭とありま

すので、障害者の芸術文化祭も同時に行うというこ

とになっておりまして、これについても他県の先催

県に倣って沖縄県も同時に実施したいというふうに

考えているところでございます。

令和２年度は市町村や文化団体、障害者福祉団体

等から構成される実行委員会を立ち上げまして、基

本構想を策定するとともに、開催時期でありますと

か、あと、事業計画を検討するということとしてお

ります。ちなみに、この令和２年度の当初予算額と

して919万4000円を計上しておりますが、この内訳と

しましては、文化庁でありますとか、あと、実行委

員会との調整に係る旅費等の費用のほか、ウェブサ

イトを立ち上げて、国民文化祭、沖縄開催の情報発

信を内外に向けて行うということとしております。

○瀬長美佐雄委員 次に、191番、192番、事業番号

ですが、沖縄空手振興について、同時に沖縄空手ユ

ネスコ登録についてというこの取組、この予算の内

容を伺います。

○山川哲男空手振興課長 沖縄空手振興事業につき

ましてですけども、沖縄の先人が育み継承してきま

した空手は、精緻な技と平和を希求する精神性を特

徴とします。沖縄が世界に誇る伝統文化であると考

えております。沖縄県では、このような技と心を次

世代に正しく受け継いでいくとともに、空手発祥の

地沖縄を世界に発信するため、沖縄空手振興ビジョ

ン及び沖縄空手振興ビジョンロードマップを策定い

たしまして、同ビジョンロードマップに基づいた施

策を展開しております。令和２年度に関しまして、

具体的には、首里・泊手系の流派研究事業、そして、

物産展、旅行博と連携した空手関係イベント周知Ｐ

Ｒ事業、そして、国内外へ沖縄空手の技と精神性を

正しく伝えていくための指導者派遣事業、それから、

国内外の空手家が沖縄で稽古をしたいといった場合

の受入体制を構築していく空手案内センターの運営

等を行ってまいります。

続きまして、ユネスコについてお答えいたします。

沖縄空手ユネスコ登録につきましては、昨年９月

なんですが、空手関係者、有識者、行政関係者によ

りますユネスコ無形文化遺産登録推進検討委員会を

立ち上げました。また、その下に、流派別の流派研

究連絡会を設置いたしまして、これまでに検討委員

会を１回、流派研究連絡会を８回開催しております。

流派研究連絡会におきましては、それぞれの流派の

歴史や特徴、県民生活や地域社会との関係などに関

して意見交換を行うとともに、どのような要素を無

形文化遺産として登録すべきなのか、今後の沖縄空

手の保護措置をどのように行っていくかといったこ

とについて意見交換を重ねました。今年の３月後半

には第２回の検討委員会を開催いたしまして、連絡

会で取りまとめた内容を基に、登録に向けた提案内
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容の骨子についてまとめていきたいと考えておりま

す。

令和２年度につきましては、引き続き、検討委員

会及び流派別の連絡会におきまして、沖縄空手の真

髄であります各流派の型や歴史に関する学術研究を

深め、登録に必要な内容の検討を行うこととしてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、このユネスコ登録の

基準、それに照らして可能性大ということなのか、

その取り組む意欲であったり、その意義であったり、

可能性と、どうなんでしょうか。

○山川哲男空手振興課長 ユネスコ登録に向けて、

沖縄空手が登録されていく価値というものは十分あ

るというふうに考えております。しかしながら、ユ

ネスコ登録されるためには世界の人々が世界の価値

として、財産としてこれは登録すべきだという認識、

それを得る必要がございます。まず、手始めといた

しましては、沖縄県民が沖縄の空手というのは我々

ウチナーンチュが引き継いでいくべき大切な財産な

んだという、そういう気運を醸成していく必要がご

ざいます。今のところ、空手関係者を中心にした気

運の盛り上がりというのはあるんですけども、残念

ながら県民全体へという部分での浸透はまだまだ低

いというふうに考えております。

まず、県といたしましては、140万県民が沖縄空手

をユネスコに登録していくんだという意識を持つ、

そういう取組を進めていくことが重要であると考え

ております。

○瀬長美佐雄委員 来年ですか、第７回世界のウチ

ナーンチュ大会、それの開催事業費が、準備ですか

ね、予算化されていますので、その取組をどう進め

ていくのか。

○伊田幸司交流推進課長 世界のウチナーンチュ大

会でございますが、令和２年度は、令和３年度の第

７回世界のウチナーンチュ大会の開催に向けまして

取組を開始し、大会への気運を高めてまいります。

具体的には、第７回世界のウチナーンチュ大会実行

委員会及び事務局を設置し、令和３年度の大会開催

に向けて準備を行います。前回大会では実行委員会

及び事務局は６月に発足しているところでございま

すが、恐らく同様になるかと思います。

令和２年度の主な取組といたしましては、大会基

本方針、あるいは大会事業内容の素案の策定、プレ

イベントの実施、国内外への広報活動などを予定し

ているところでございます。大会開催を通じて、海

外在住の県系人をはじめとする世界のウチナーネッ

トワークを強化拡充するとともに、次世代へのネッ

トワーク継承につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 世界のウチナーンチュネット

ワーク強化推進事業。もうタイアップしてというか、

関連あるのかないのか分かりませんが、その事業に

ついて伺います。

○伊田幸司交流推進課長 世界のウチナーネット

ワーク強化推進事業におきましては、10月30日の世

界のウチナーンチュの日の時期を中心に、世界のウ

チナーネットワークの継承発展や移民の歴史啓発等

に係る各種取組を実施しているというところでござ

います。

本事業は、先ほどの世界のウチナーンチュ大会の

橋渡し的な事業として位置づけられているところで

ございます。本事業においては、世界のウチナーン

チュの日の普及に係る各種取組を通じまして、海外

県人会や県内市町村等による自主的な取組を促し、

これにより第７回世界のウチナーンチュ大会に向け

た県内、県外、海外のウチナーネットワークに関わ

る人々の気運を高めてまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 ジュニアスタディーツアーの取

組、ずっと継続されてきて、ここに関わった県系子

弟が、再度、沖縄に来たり、あるいは沖縄の文化を

持ち帰ってその国である意味で広めてもらっている、

琉舞であり空手であり、この沖縄の文化が定着して

いる要素になっています。

このジュニアスタディーツアーについて、今年度

の成果、実績、あるいは次年度の取組について伺い

ます。

○伊田幸司交流推進課長 ウチナージュニアスタデ

ィー事業でございますが、これは世界の沖縄県系人

子弟を沖縄に招待し、沖縄県内の中高生と１週間生

活を共にしながら沖縄の歴史や文化・自然等に学ぶ

プログラムとなっております。平成13年度の第１回

から令和元年度第19回までに海外参加者18の国と地

域から合計375名が、県内・県外参加者については

397名が当事業に参加しております。当事業の海外参

加者でございますが、後に、県費留学生、あるいは

市町村研修生として沖縄に戻ってくる事例等も多く

て、沖縄海外県系人子弟が沖縄とのつながりを改め

て認識するきっかけとして、当事業は大きな役割を

担っているところでございます。令和元年度実績と

しましては、海外参加者９か国16名、県内参加者17名

が参加しております。

令和２年度につきましても、引き続き実施してま
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いりたいというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 海外の県人会との連携、若者ウ

チナーンチュネットワークやＷＵＢの組織化が、こ

れも県系人のネットワーク構築に重要な要素だろう

ということで、そこの活動との連携、取組状況とか

伺いたいと思います。

○伊田幸司交流推進課長 海外県人会との連携でご

ざいますが、先ほどのウチナージュニアスタディー

とか、あるいはウチナーンチュの世界のウチナーン

チュの日の取組など、そういった取組において、県

人会の方から推薦または応募によって、参加者の受

入れや事業の取組などの公募を行うなど、連絡調整

など随時、行っているというところでございます。

また、県が運営する世界のウチナーネットワークの

ウェブサイトにおきまして、各県人会の特設ページ

を設けておりまして、各県人会がその活動状況を更

新可能なシステムとなっております。また、ＳＮＳ

等を活用しまして、各県人会アカウントで掲載され

た活動情報等、私ども状況把握に努めているという

ところでございます。また、若者ウチナーンチュ連

合会につきましては、これは次世代の世界のウチナー

ネットワークを支える団体ということで積極的に連

携しておりまして、県の事業、次世代討論会等、私

ども開催しましたが、これについて同若者連合会が

実施して、在沖縄の県系子弟留学生、あるいは大学

生と県内若者による討論会を開催してきたところで

ございます。

○瀬長美佐雄委員 来年の世界のウチナーンチュ大

会、５年に１回。これに対する海外の県人の期待は

本当に移民100周年、110周年等々で海外の県人会の

皆さんの母県、母国に対する思いというのに応える

ような世界大会にすべきだと思っています。それに

対して、とりわけ今日、観光客激減というような流

れの一つの大きな回復の要素、世界の県系ネットワー

クをそれこそ来年の世界大会を一つの要素として、

起爆剤として取り組むという、この位置づけは本当

に重要だなと思っていますが、そこに関するやっぱ

り、従来にない位置づけと取組という点では、部長

がいいんでしょうか、どんな意欲で取り組むのかを

伺います。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今のコロナに

よっての回復はどうするかというのが１つあるかと

思います。これに向けましては、先ほど申し上げま

したように、回復に向けてしっかりプロモーション

を行うとともに、そういった昨日、知事のほうで発

表したいろんな対策を検討して、やっぱり早急な対

応を求められておると思いますので、そういったこ

とをまず実施いたします。

世界のウチナーンチュ大会、来年控えております。

年々、回を追うごとに多くの方に御参加いただいて

おりまして、さらに広がってきているという認識を

しております。現に、現地のほうからやっぱりあの

熱い思い、やっぱり来年来たいという声もあるとい

うふうには聞いておりますので、それがまたウチナー

ンチュネットワークを広げるとともに、おっしゃる

ように経済的な面での広がりが持てるような仕組み

が取れればいいなと思います。

中身については、次年度予算、しっかり実行委員

会を立ち上げて、その中で詰めていきたいなという

ふうに思っています。

○瀬長美佐雄委員 前回、とても特徴的だった、記

憶にあるのがルーツを探しにというか、いうことに

応えるような取組も今後の強化点として来年に向け

て準備してほしいのと、沖縄に来てしまくとぅばで

話す人がいなくてショックだったという、これも大

きな私たちとしては。ですから事業として、しまく

とぅば普及継承事業、これも重要だなと思うんです

が、それの普及センターをつくって以降の効果、成

果等々について次年度どんな取組をするか伺います。

○新垣雅寛文化振興課長 しまくとぅば普及継承事

業の取組の中でしまくとぅば普及センターについて

は、しまくとぅば普及の中核的役割を果たすものと

して、平成29年度に設置したところでございます。

このしまくとぅば普及センターの取組で、主な取組

といたしましては、しまくとぅば普及人材、しまく

とぅばが話せるような話者の養成講座の開催であり

ますとか、あと、民間団体等がそういったしまくと

ぅば講座をやっているものに対しての支援、あと、

しまくとぅばが地域で話せるようにというところで、

しまくとぅば語やびら大会の地区大会の開催であり

ますとか、あと、しまくとぅばのですね、教える人、

話せる人が少ないというところから、講師養成講座

というしまくとぅばの先生の講師養成講座にも、昨

年度から取り組んでいるというところでございます。

あと、小さな子供たちに、しまくとぅばを楽しみな

がら学べるようにということで、クイズ形式のしま

くとぅばの検定というものも、昨年度から実施する

ようになっておりまして、いろいろな手法をとって、

県民にですね、しまくとぅば普及の継承に取り組ん

でいるというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 移民の日、要するに海外に展開

した、その移民の日の取組で、次年度の取組を伺い
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ます。

○伊田幸司交流推進課長 県では毎年６月18日の海

外移住の日、いわゆる移民の日の週に海外移民に関

する啓発を図るためにパネル展を実施しておりまし

て、令和元年度から県庁１階の県民ホールから、よ

り集客力の高い新県立図書館に場所を変更して実施

しておりまして、期間も１週間から２週間に延長し

て行ったところです。

次年度におきましても、企画パネル展等をさらに

期間を延長することを検討しておりまして、そういっ

た形で実施していきたいというふうに考えておりま

す。

○瑞慶覧功委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私も続いて、空手振興についてお

聞きしたいと思います。

沖縄の空手については世界的にも今、注目が寄せ

られていますけれども、予算の中でも空手振興につ

いてというものが出ていますけど、具体的にどうい

うことやっていますか、空手振興。

○山川哲男空手振興課長 まず、１つ目といたしま

して、沖縄空手流派研究事業というものを実施して

おります。

２年前には上地流、そして、昨年度は剛柔流、今

年度に関しましては、首里・泊手系ですね。すみま

せん。上地流、那覇手、それから、首里、泊手です

ね。それぞれ流派の特徴というものがございます。

まず、型に関してもその動きというものが、例えば

上地ですと直線的な動き、那覇手である剛柔流でい

いますと、円運動、曲線的な動き、首里、泊手でい

いますと、やっぱりスピーディーな動きというもの

がございます。それぞれの流派というものはまた、

歴史性や期間という歴史の長さというものも違って

まいりますので、そういった部分の文化的な側面と

いうものも加えながら、それぞれの流派の特徴とい

うものを描き出していくというのがこの流派研究事

業になります。令和２年度の予算額といたしまして

は、約2000万円となっております。続いて、空手発

祥の地沖縄というのを国内外にＰＲするためのイベ

ント事業というものを実施しております。国内にお

きましては、物産展や旅行博との連携というものが

ございます。金額にいたしまして、令和２年度は

1200万円。それから、沖縄空手の精緻な技と平和を

希求する精神性を正しく国内外へ伝えていくための

指導者派遣事業というものも実施しております。令

和２年度予算額は約2000万円となっております。そ

して、国内外で、沖縄のほうで稽古をしたいという

空手愛好家の受入体制、ワンストップサービス、つ

まりこの人たちに対して、一番適した道場を紹介し

ていくという施設がございます。空手会館の中に設

置しておりますが、名称は沖縄空手案内センターと

いいます。その運営費といたしまして、約1000万円

などとなっております。

○嘉陽宗儀委員 空手について難しいのは、それぞ

れの流派があるわけでしょう。ここの流派のほうが

正統派だといって、なかなか譲らないとか、なかな

か協力し合おうというのが少なかったという印象が

あるんです。今回、これを見て、県内の有名な空手

家の皆さん方が一堂に会してどうするかということ

を議論したということで新聞に載っていますけれど、

引き続きこの皆さん方が頑張るという決意している

んですけれども、こういう空手家の皆さん方に対し

て、県としての働きかけというのは、具体的に何か

やりましたか。

○山川哲男空手振興課長 沖縄の空手界というのは、

基本的には１つでした。それが昭和56年の国体参加

というものを契機にいたしまして、幾つかの会派に

分かれていったという事実がございます。そういう

中で、第１回世界のウチナーンチュ大会ですけれど、

これ平成２年に開かれたんですけれども、そのとき

に集団演舞をする機会がありまして、それまで離れ

ていた空手家というのが一堂に会するという機運が

高まっていくんですね。その後、平成７年、平成９年

の沖縄伝統空手の世界大会などなどを踏まえて、ば

らばらになっていた空手界だけど、いま一つ合流し

ていく必要があるんじゃないかという機運が高まり

まして、沖縄県知事を会長とする沖縄伝統空手道振

興会というものが平成20年に設置されております。

民間の人たちを中心にして、この機運は高めていっ

たんですけれども、やはり行政として関わっていく

上で公平公正な運営ができるんじゃないかというと

ころで、県が関わってきたという部分がございます。

○嘉陽宗儀委員 この前の議会でも、私も質問しま

したら、空手の云々というようなこと言ったら、デ

ニー知事は、私が会長だと言ったんですけれど、何

であれ会長なったんですか。

○山川哲男空手振興課長 沖縄の空手界というのは、

もともと先生は１つなんですね、何百年も遡ってい

く中で。そういう中で、お弟子さんたちというもの

がたくさん出てまいります。そこから各流会派に分

かれていったという歴史的な事実があるんですけれ

ども。先ほども申し上げました昭和56年というもの

が一つの分岐点になって分かれていきます。それを
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もう一つ、いま一度、合流しようという機運を高め

ていく中で、公平公正さというものが必要じゃない

かと。例えば、とある空手団体の空手家がトップに

なった場合、その流会派を優先するような運営がさ

れるんじゃないかというのを、それぞれの関係者が

危惧するわけですね。そういった危惧を取り除いて、

懸念を外して一枚岩になっていく上では、やはり県

知事がトップになる必要があるということで、空手

関係団体が要請行動を行いまして、県知事が会長を

務めてきたという経緯がございます。

○嘉陽宗儀委員 空手、それぞれ流派によって、空

手の型そのものが全部違いますよね。ウレ、スイデ

ィ、トゥマイディ。ああいうことはそのまま続ける

んですかね。

○山川哲男空手振興課長 型というものは、まず最

初に立ち上げた先生によると、まず１つなんですよ

ね。そういう中で、お弟子さんたちが数人。そのお

弟子さんにまたお弟子さんができていきます。人そ

れぞれ体格が異なります。身長も違いますし、手足

の長さも違う、体重も違う、骨格も違う、そういう

中で、その空手家が持ち得る身体能力を最大限発揮

するための体の動きというものが出てまいります。

我々はそれを個性というふうに呼んでいるんですね。

ですので、空手の手数であるとか、全く異なる空手

が世界で行われているというものはなかなか認識し

難いんですけれども、手順が一緒であれば、その人

の個性としてその空手の型というのを認めていくこ

とが、多様性のある社会として沖縄空手の寄与する

部分でもあるのかなというふうに考えます。

○嘉陽宗儀委員 これを深めていくと、あれ何か一

つにしようじゃないかという声が出てきたら困るん

で、それ以上言いませんけども。やはりそれぞれの

個性があってしかるべきだと、私もそう思います。

私がこの問題を議会で取り上げたために、あちこち

から、おまえ空手どれぐらい知っているか、議会で

取り上げるほど知っているかとか、いろいろ言われ

ていますけど。空手それぞれの流派によって、昇段

が違いますよね。おまえは何段だ、おまえ何段だと。

あれはどうして決めるんですか。

○山川哲男空手振興課長 空手の段位につきまして

は、会派、もしくは組織で出す。それから、個人で

出しているという部分がございます。沖縄空手界の

課題の一つに、範士10段が100名以上いると。これは

個人の方も含めてなんですけれども、いわゆる10段

発行がかなり出ているんじゃないかという意見も出

てまいります。その理由といたしましては、しっか

りとした審査の下に各会派や組織が出す部分と、も

う一つは、個人の方々がそれぞれの思いの中で発行

するという部分がございます。それに関しましては

空手界、それから県のほうも課題であるというふう

に認識をしておりまして、沖縄空手振興ビジョンの

中では、公認段位制度についても検討していく必要

があるということで項立てをしております。ただ、

これまで出されてきた段位というものも尊重する部

分がございますので、その公認段位制度につきまし

て、沖縄伝統空手道振興会が発行していくのか、も

しくは別の機関が発行していくのか、それから、審

査体制、審査委員はどうするのかという細部の部分

も含めて、慎重に検討していく必要があると考えて

おります。

○嘉陽宗儀委員 この議会に向けて、空手の実情に

ついて調査しようというふうに関係者と一緒に、糸

満から全部回ったんですよね。そうすると、やっぱ

りすばらしいなと思うんだけど、草の根で息づいて

いる、空手が。これが非常に、第一の印象でしたけ

れども。しかし、この人たちはね、やっぱり一生懸

命ですよね。沖縄空手、自分の流派を広げようとい

うんじゃなくて、沖縄の伝統空手をどうするかとい

うのに非常に頑張っているように見て感心したんで

すけれども。

あれは、伝統空手かそうじゃないかというのは、

誰が決めるんですか。

○山川哲男空手振興課長 今、空手界には伝統空手

ともう一つ、競技空手という呼び名がございます。

ただ、伝統空手を標榜している組織、会派も実際

には、子供たちの目標を設定する意味も込めて競技

大会を実施しております。ですので、大きく言いま

すと、競技を行っているからあれは競技空手という

区分けではないというのが一般的です。先ほど申し

上げました昭和56年に沖縄空手界が分裂するという

部分がございました。それは何かというと、国体に

参加するためには全日本空手道連盟の組織に加盟し

なければいけないというルールがつくられたんです

ね。そういう中で今、沖縄県空手道連盟という組織

が全空連の都道府県支部組織として立ち上がってい

ますけれども、それに対しまして、ほかの３団体が、

我々は競技には行かないと。つまり、全空連には加

盟しないということで、伝統空手を標榜していると

ころがございます。こういったところから見ますと、

全空連に加盟して競技大会を中心に行っていること

を、伝統空手側から言いますと、あれば競技空手だ

というふうにされているところです。
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○嘉陽宗儀委員 こういうところで、今もう壁にぶ

つかっていて、どう指導をするかというのが、今、

苦労していますよね。

県としてはどう指導するんですか。

○山川哲男空手振興課長 空手はこんな小さな島で

ある沖縄から日本本土、それから世界へ広がりまし

て、現在194か国に１億3000万人もの愛好家がいると

言われるまでに普及拡大しているんですね。そうい

う中で、競技を中心にして広がってきたという事実

はございます。しかしながら、競技人生というのは、

30代ぐらいで少し先が見えてくるんですね。そのと

きの空手家というのは、大きく２つ道がございます。

１つは、指導者として競技大会を中心に活動してい

くか、もう一つは、競技を中心にしてやってきたん

ですけど、生涯武道としての空手を究めたいと、お

のれの力量を高めていきたいという方々もいらっ

しゃいます。そういった方々が発祥の地は沖縄だと、

沖縄で行われている空手は、今まで自分がやってき

た空手とはちょっと違うらしいよという情報を耳に

しまして、今、沖縄に海外を中心にした空手家が大

挙して、こぞって来ているという状況がございます。

そういう中で、沖縄空手のよさは多様性という部分

があります。つまり、競技を中心にしてやりたい年

代があれば、まずそこで身体能力を高めなさいと。

ただ、その一線を退いた場合には、50代なら50代、60代

なら60代、80代なら80代なりの稽古方法があるんだ

よと、一生続けられるのが沖縄の空手なんだよとい

うところをしっかりと世界の人々に知っていただい

て、全世界の空手愛好家の受入皿として、沖縄が進

んでいく必要があると考えています。

○嘉陽宗儀委員 今のすばらしい話聞いて、勇気も

出るんですけれども、しかし実際に今現場で頑張っ

ている皆さん方は、その話はちゃんと聞けますか。

○山川哲男空手振興課長 努力しているところでご

ざいます。

○嘉陽宗儀委員 これ押しつけはできませんけどね、

ぜひ、十分な話合いして、やはりこれが本当の沖縄

の伝統空手だというのをやっぱり示していただきた

いと思います。だから、あんまり空手の話とかする

と、あれ空手しか知らんみたいに思ったらいかんか

ら、私もそんなに知っているわけじゃありませんの

で、この辺に質問しときますけど。空手振興は終わ

ります。

私がもう一つ、こだわっているのはイリムサー。

これもう駄目なのか。じゃあもう終わり。

○瑞慶覧功委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 どうも御苦労さまです。

昨日知事がですね、この新型コロナウイルスの緊

急対策を発表しました。それで、特に文化観光スポー

ツ部は観光部門ということで重要なセクションに

立っておりますので。その中で、沖縄観光これだけ

影響を受けて、先ほどから数字も出ているように大

変な厳しい状況になっているんですけれども、一方

で具体的に、本当にそれだけの被害があるのかとい

うことを冷静に見たときに、幸いなことに沖縄では

３名でとどまっているし、また、その皆さん方も回

復してるやに聞いております。ですから、そういう

ところをしっかり踏まえながら、この観光産業の復

活に向けた体制を今、整備をしておかなきゃいけな

いと。ここまで厳しい状況の中で、休業をしたり、

社員を休ませたり、様々な形で厳しい現状を乗り越

えようということで手を打っているんですけれども、

いざ復活に向けて動き出したときに、どうなるのか

という懸念もあるわけですね。そういう意味で、こ

こに４項目のほうに様々なメニューが書いてありま

すね。この県内の観光等需要回復に向けた中長期的

な対応ということでありますけれども、この的確な

誘客プロモーションの実施であるとか、あるいはま

た航空路線の維持、収入観光の促進であるとか、様

々なそういうメニューが具体的に書かれているんで

すけども、これは具体的にはどういう形で、対策と

して実施していくんですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 まず、ターゲットに応じ

た的確な誘客プロモーションというところですけれ

ども、やはりまず、新型コロナウイルスの経過とい

いますか、終息といいますか、そういうものが見込

まれた時期に、まず、オンラインのエージェント、

要するにネットなどで手配をするような旅行社さん

とか、ホテルとか、そういうところへのプロモーショ

ン、広告などから始めていこうというふうに今、具

体的には考えております。それから、国際航空路線

維持のための支援というところで、今現在、航空会

社さんにニーズを聞き合わせているところです。ま

た、あわせて、那覇空港ビルディングでありますと

か、航空関連業者様にもいろいろと御意見を伺って

いるというようなところであります。

○金城勉委員 これ、こういう皆さんのほうから出

ているメニューだと思うんですけども、こういう対

策が必要だろうということでメニューを掲げたのか、

あるいはまた、その観光業の復活に向けて具体的に、

今、手を打つべきだと、回復を目指してその中長期

的なことを見据えながら、今、手を打つべきだとい
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う受け止めを私はするんですけれども。そういう意

味では、この航空路線、県外の誘客、国外の誘客、

その需要、あるいはまた、具体的な誘客についての

手法、そういうものは、皆さんだけでできることじゃ

ないでしょう、県だけで。そこを関連業界とも連携

を図る必要があるだろうし、それを具体的に効果あ

らしめるための今できることを、今、手を打つべき

ことについてはどういうふうに考え、どういうふう

にまた対応していますか。

○雉鼻章郎観光振興課長 時期を見てということ、

タイミングを見てということになると思うんですけ

れども、今現在はコンベンションビューローのほう

を中心に各業界さんにお声をかけて、リカバリープ

ロジェクトというのをもう進めております。その中

で、実際に動き出すときにどういう方法がいいかと

いうところを今、準備をしているといったところで

あります。

○金城勉委員 ちょっと印象として、このメニュー

は中長期的な対応ということで、メニューだけただ

書き上げて羅列したのかなという印象を受けるんで

すけれども、皆さんのほうからそういう波動が伝わ

らないですね。具体的に、これだけの厳しい状況の

中にある観光業界を復活させようという、今やるべ

きこと、できること、やらなきゃいけないこととい

う、そういうところまで熱が感じられないんですけ

ど、どうなんですか、部長。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 まさに今、コロ

ナで、先ほどからありますように、インバウンドの

みならず国内、県内の人の動きも止まっているとい

うところは事実だというふうに思います。それによっ

て、観光業界をはじめ、その他の業界にも影響が来

ているというところです。ただ、今はイベント自粛

でありますとか、韓国や中国から来ないでくれとい

うこともありまして、向こうも出さないということ

もあるので、今は誘客するタイミングではないです

よねというのが１点あります。ですが、じゃあ次ど

うするかというところなんで、今、業界の皆様との

意見交換も含めてやっていると。その中で出てきて

いるのが、例えばエアーさんだと、次、戻ってくる

ときにじゃあどんな形での県の支援があるかという

お話も具体的にあります。それについてどうしよう

かとかですね。あと、修学旅行の皆様が、実際には

春の修学旅行を少し見合わせているという動きがご

ざいます。それは、やっぱり沖縄に来たいので時期

を移したいんだけども、じゃどうしようかという具

体的なお話もあったりして、その際にじゃあ県とし

てどんなことができるかというのを意見交換をさせ

ていただきながら進めているというところでござい

まして。まさに今すぐに何かプロモーションを打て

るというわけではないんですが、次にどんな動きが

できるかというのは、いろんなところとの意見交換

をしながら、どの時期にそれをやったほうがいいの

かというところを含めて、庁内ではいろいろと検討

を進めているというところです。それもありまして、

我々として今、検討しているよ、今後こういうとこ

ろもやるべき必要がありますよねというところを、

昨日、知事のほうからも発表しているところです。

○金城勉委員 ぜひ、そういうＶ字回復できるよう

に、その体制を今から準備をしつつ、ぜひやってい

ただきたいですね。

もう一つは雰囲気づくり、世論づくりも非常に大

事だと思います。今、非常に縮こまってしまって、

みんながもう外に出るのはやめようとか、人が集ま

るのはやめようとか、そういう雰囲気になっている

んだけれども、しかし、一方ではまた、学校が、休

校が再開したりという動きも出てきておりますから、

やはり気持ちが前向きになっていかないと、こうい

うことというのは前に進んでいかないという一面も

ありますからね。そういう旗振り役も、また一方で

は必要だと思うんですけども、どうですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 金城委員おっ

しゃるとおりだと思います。

我々、先日、商工部を中心に検討して、いわゆる

県主催イベントの中止や延期というのを15日までや

るというのを発表して、それを事業者や県民の皆様

にも要請をいたしました。そういうところで、15日

までは県主催のイベントが基本、原則として中止、

あるいは延期をしています。その中で、呼びかけて

いる自分なんかが、じゃあ次どうしようかというの

が正直、今、悩みどころになっています。昨日の報

道を見ておりますと、国のほうとしては、15日を19日

までという報道もあったりします。また、今日、総

理が第２弾の経済対策の発表もあるというところも

あります。また、県内では３人の方が発症したんで

すが、その後、広がっていないという現実もありつ

つ、ただ、国内便は当然、飛んでいますので、今、

全国的に広がっているこれの、何というんですか、

感染防止のためにはどうするかというのが一方に

あって、この機運を盛り上げるのと、やっぱり今は

しっかり、非常に厳しいんだけども我慢するのかと

か、その辺のところの兼ね合いというのが非常に難

しいなっていうのが今、正直なところです。我々と
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しては、一日も早くやっぱり終息に向かうのが見え

れば、今まで取りやめていたイベントを、さらに、

開催に向けてやったりとかというところの機運醸成

も必要だと思っていますが、今日の時点で非常に、

何というんですか、もどかしいという言い方も変で

すが、非常に困っているといいますかね、率直なと

ころです。

○金城勉委員 心理的な面というのは非常に大きな

影響があるんでね、そこを少しずつこう、解かして

いくという作業も必要ですから、そこはまた皆さん

のほうで担っていただきたいなというふうに思いま

す。

次、行きます。

首里城再建についてですけれども、今どんな状況

ですか、取組状況は。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 基本的には土建

部のほうと知事の直轄のチームを立ち上げましたの

で、向こうのほうで今、県の基本的な考え方に基づ

いて作業を進めておりますし、国のほうで、いわゆ

る技術検討委員会を立ち上げて、もう数回、検討委

員会がなされていますので、その中で、今後に向け

ての議論がなされているというふうに理解をしてい

ます。

○金城勉委員 そこはしっかり進めていただきたい

と思います。

それで、その首里城再建に向けて、先日、那覇市

議会からも要請があったと思うんですけれども、あ

るいはまた、この首里城周辺の関係者の皆さん方か

らも以前から声があります。この機会に、やはりこ

の周辺の施設の整備も含めて、総合的な計画にして

もらいたいという声がありますね。中城御殿である

とか、あるいはまた御茶屋御殿であるとか、円覚寺

であるとか、そうしたことも、以前から声はあるけ

れどもなかなか前に進まないという現実がありまし

たけれども、この首里城再建という課題がある、そ

の中で、そういう周辺整備も含めてやる、ある意味

でチャンスという捉え方もできると思うんですね。

ですから、その辺のところの考え方についてはどう

ですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 私どものほうで、

中城御殿でありますとか、所管していないので、ス

トレートには申し上げにくいんですが、おっしゃる

ように、今、地元のほうから、あるいは那覇市さん

からのほうからはそういった声があるというふうに

は理解をしております。我々は、首里城がいわゆる

琉球王国の政の中心であっただけではなくて、いわ

ゆる文化芸術の中心的な場所でもあったということ

が１つ。また、観光のコンテンツとしてもかなり大

きなウエートを占めていたというところから、やっ

ぱり首里城の復旧・復興というのはしっかり、県と

しても取り組んでいく必要があるだろうというのが

１点。またあわせて、首里城のみならず、これを機

会に琉球が持つ、沖縄が持つ、いわゆる文化・芸術

をさらに皆さん、多くの皆様に知っていただくとと

もに、さらに文化的な広がり、しっかり検証したり、

あるいは見ていただく必要があるだろうなというの

が基本的な部のスタンスでございます。そういう意

味からすると、中城御殿も含めて、そういったまち

づくり全体がというところは大いに理解できるとこ

ろでございます。

今後、しっかり土建部を中心にそういったところ

の議論がなされていくのかなというふうに理解をし

ております。

○金城勉委員 文化的な面から見れば、皆さんの意

見というのも非常に大事になってきますから、やは

り再建に当たっては、総合計画という視点からの皆

さん方の関わりというものをぜひお願いをしたいと

思います。

次に、ＭＩＣＥ事業についてですけれども、これ

は今回、新しい動きになっていくようですけれども、

その方向性についてもう一度、説明いただけますか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 次年度、大型ＭＩ

ＣＥ施設及び周辺受入環境の整備に向けた事業とし

て、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業というも

のを、予算のほうを計上させていただいております。

県としましては近年、沖縄のホテルですとか、集客

施設への民間投資が活発に行われていると、そういっ

たことから、民間活力を導入して、施設整備に生か

したいというふうに考えております。そのため、今

年度、先行している調査のほうにおきましては、民

間事業者との直接対話を含みます意向調査を行って

おります。その中で、大型ＭＩＣＥ施設本体や周辺

ホテル、集客施設等の整備を含みますＭＩＣＥエリ

ア全体の一体的な開発手法等について、専門家の意

見も踏まえながら様々な選択肢を今、整理をしてい

るところでございます。次年度におきましては、大

型ＭＩＣＥ施設及び周辺受入環境整備に向けて、基

本計画を策定するということを考えておりまして、

当初予算において4448万6000円のほう計上させてい

ただいております。

次年度の事業の中では、マリンタウンＭＩＣＥエ

リア全体の開発手法、大型ＭＩＣＥ施設の規模、機
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能、大型ＭＩＣＥ施設以外の集客要素の配置、エリ

アの魅力を維持、向上させる、エリアマネジメント

の在り方及び事業スケジュールや財源確保策等につ

きまして、様々な選択肢、今年、整理をしておりま

すが、これに評価を加えまして、民間事業者との直

接対話や地元市町村の意向も踏まえながら、基本計

画の策定に取り組むということを予定をしておりま

す。

○金城勉委員 ということはもう、従来、方針とし

てあった一括交付金の活用というものは、もう考え

ていないということですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 県としましてはま

ず、民間活力の導入手法を施設整備のほうに生かし

たいという考え方、その上で、次期の沖縄振興特別

措置法ですとか、沖縄振興予算の制度設計の議論、

こちらのほうも聴取をしながら、今後の進め方は整

理をしていきたいというふうには考えております。

○金城勉委員 端的に答えてもらったらいい。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 まずは、民間活力

の導入手法を施設整備に生かしていく、そういった

方向性で検討を進めたいというふうに考えています。

○金城勉委員 一括交付金は使わないで、民間活力

で事業を進めていきたいということのようですから、

そこがどれだけの現実的な課題として乗り越えられ

るかどうか、注視をしていきたいと思います。

次に、しまくとぅば普及継承事業、これについて

前回、ほかの機会にも触れたんですけれども、これ

まで皆さん５億円以上の予算を使って普及事業を進

めてきているんですけれども、その目標に対するこ

の進捗具合というのはどういうふうに評価しており

ますか。

○新垣雅寛文化振興課長 しまくとぅば普及継承事

業は沖縄文化の土台となりますしまくとぅばを次世

代へ継承するため、しまくとぅば普及推進計画、平

成25年度に策定した10年計画ですが、この計画に基

づいて様々な取組を行っているというところでござ

います。

令和２年度の予算額といたしましては、9977万

6000円ということで、令和元年度より12万4000円､ほ

ぼ前年並みの予算は一応、確保しているというとこ

ろでございます｡取組内容といたしましては、令和元

年度に引き続きですね、しまくとぅば普及センター

を中心とした人材養成の取組であるとか、あと、県

民大会の開催、あと、しまくとぅば読本を学校機関

への配付、あと、民間団体のしまくとぅば普及の取

組に対する補助とか、あと、県民の意識調査等を実

施するというところで考えているところでございま

す。それで、これまで確かに、平成22年度から取り

組んでおりますけれども、一つの指標でありますし

まくとぅばが挨拶以上話せる程度の割合がしまくと

ぅば推進計画、10年計画の最終年度の88％に対して、

現在でも50％前後というところで、非常に目標達成

はちょっと厳しいというところではございますけれ

ども、このしまくとぅば普及に関しては、なかなか

１年や２年で、しまくとぅばを話せるというところ

はちょっと難しい面がありますので、地道と申しま

すか、これまで取り組んできたことを、引き続き実

施して、しまくとぅば普及に取り組んでいきたいと

いうふうに考えているところでございます。

○金城勉委員 課長自身は目標、もうできています

か。

○新垣雅寛文化振興課長 クジュンですね、金城シ

ンシーから、しまくとぅばン、ハナシェーナラン、

シタタカヌラーッティ、ワンネー反省ソーイビーン。

ワンニン、フィージからウチナーグチ、チカランダ

レーナランディウムトーティですね、チカイビーシ

ガ、ナーラジョージナイビラン、クリカラーンです

ね、ウミハマティ、チカティイカンレーナランディ

ウムトーイビン。ユタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。

○金城勉委員 課長、デージナーディキトイビーン

サ。やっぱり、クヌメーヌラトーイビーシガ、ウヌ

カチェーアテイビーサ。ナマカラ、マタ、ウミハマ

ティ、ナーヒン、スムーズにハナシーナイルグトゥ。

チバイミソーリ。

○新垣雅寛文化振興課長 どうもありがとうござい

ます。頑張ります。

○金城勉委員 そういう取組が非常に大事なんです

よ。やっぱり、ワッターしまくとぅばデービルと、

そのしまくとぅばに誇りを持って使える、使える人

を見ると憧れる、そういう思いが、もう県内に、社

会的なそういう認知ができるような雰囲気まで高

まってくると、アイ、方言チカランネーナランサー、

チカイサンネーハジカサッサーとね、ワンニンチカ

イブサッサー、というふうな相乗効果が高まってく

るように、やってほしいね。だから、このことがあ

と二、三年の目標になっているんで、88％という皆

さん高い目標を掲げているけれども、ちょっとね、

恐らくギャップがあると思うよ。そういうところを

やっぱり日常的にもっともっと雰囲気を高めて、そ

のためには、ナマ課長がハマトールグトゥシ、アマ

ンカインジン、クマンカインジン、しまくとぅばサー

ニ、エーサチンシミソーレ。アンシーネーマタ、ン
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ナがユーティチャービーシ。ぜひお願いをいたしま

す。期待していますから、頑張ってください。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

資料３の１の令和２年度の当初予算の説明資料か

らしましょうね。32ページ。

今日はちょっと観光振興の、先ほど来あるこのコ

ロナウイルスの影響と、ＭＩＣＥの部分と大きく２点

ですので、よろしくお願いします。

先ほどもあったように、非常に危惧しております。

ある意味、我々この令和２年の予算編成のところの

前提が崩れたかなというぐらいの影響があるのかな

と思っています。

まず、部長にお伺いしますけれども、コンベンショ

ンビューローが３月から５月までの観光客への影響

として152万人、観光客が減りますよと、そして、

1024億円、観光収入が減りますよっていう数字を出

しましたけれども、この数値についてどう認識して

いるかお願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 ビューローさん

が推計を出されました。推計でございますから、一

定の仮定を置いて推計をされているということでご

ざいます。ですので、そういった数字は、一定の仮

定の基には当然出てくるだろうなというふうに思っ

ております。私どもとしては、数字はしっかりと、

１月の統計はもう２月の25日にですか、発表させて

いただいていますが、２月の統計についてはまた３月

の同じような時期にしっかり集計して発表させてい

ただきたいなというふうに思っています。いずれに

しましても、航空便であるとか、クルーズのキャン

セルは正直出ていますので、そういった大きな影響

が出るだろうなというふうには当然、考えていまし

て、それについてはやっぱり観光業界のみならず、

いろんなところに波及ですね、非常に大きなものが

あるというふうには受け止めております。

○大城憲幸委員 先週からいろいろ聞いてみても、

本当にこんなところにも観光業と関連しているんだ

なというのが、農家さんと話ししても、印刷業者と

話ししても、本当にもうこんな短期間で直結してい

るなというのは本当に感じたところで、これはもう

今まで、観光が沖縄経済を牽引してきたというのは

間違いないし、どんどん、どんどん伸びてきただけ

に、ここに来てこの影響というのは計り知れないと

ころがあるんですけれども。それに対して、さっき

も議論あった、知事がコメントを発表した緊急対策

の部分については、項目として評価はするんですけ

れども、やはりこれをどう形にするかというのもこ

れから皆さんの取組なんですよね。そういう意味で、

先ほど来タイミングの取り方というのは非常に厳し

いとは思うんですけれども、今ちょうど３月の26日

に第２滑走路が供用開始になる。それに向けての影

響というのは、さっきあったもう数百便以上がゼロ

になっているというような状況もありますけれども、

どんな状況ですか。例えば、既存のものはそうだけ

れども、誘客していた、来る予定のものが白紙に戻っ

たとか、そういうようなものもあるんですか。

その辺の状況を、再度お願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 我々はこれまで

本会議でも申し上げておりましたように、いわゆる

沖縄観光の８割は、いわゆる東アジアの中国、台湾、

韓国、香港が８割を占めていますので、１か所に偏

らないというところで今、東南アジア、シンガポー

ル、マレーシア含めて誘客をといいますか、就航便

のほうについて、いろいろと現地に行ったり、ある

いはシンガポール事務所なども通じて、あるいは直

接こちらでエアーさんと会ったりして誘致活動、行っ

ておりました。実際、今後もやる必要があると思っ

ています。また、トランジットを使って、いわゆる

ヨーロッパ、ロシアから、成田や羽田や、あるいは

関空や中部といったところを使って沖縄にというと

ころの、これまでプロモーションをずっとやってき

たわけです。ただ、今のところ、全体的にやっぱり

動きが止まっているところもありますので、今後、

今、減っている分を再開するに当たっても、今後ど

うするかと。実際には、行政側の支援があるのかな

いのかとかいうところも含めて、いろいろとお話を

させていただいているというのが今の現状です。

○大城憲幸委員 この対策の、４番の対策の中で、

先ほどもちらっとあった教育旅行、修学旅行とか教

育民泊の部分の対策のさっき触れていましたけども、

その辺はある意味、中学生が直近では６月ぐらいが

ピークになるんですか。その辺の状況はどんなです

か。それに向けてどう、今調整しているのかちょっ

と再度お願いします。

○雉鼻章郎観光振興課長 中学生に関しては、４月、

５月あたりがピークというふうに聞いております。

○大城憲幸委員 そういう意味では、なかなか今、

アピールは難しいにしても、皆さんができるだけキャ

ンセルにならないようにするという意味では、特に

子供たちの場合には安心してもらう、沖縄は安全だ

よというのをアピールするというのが大事かなと思
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うんですよね。そういう意味では、この県民向けの

ところにあるけれども、空港とか港湾にサーモグラ

フィーの設置をするとかというのがありますけれど

も、本会議でも言った、やっぱり公共施設だけはも

う夜間にでも徹底した除菌、殺菌をするとか、こう

いうもう、特に沖縄は観光客に来てもらわないとい

けないという意味では、やはり県民に対してもしっ

かり水際対策していますよというのはとっても大事

になると思うし、これはもうとにかく充実させてほ

しいと思うんですけれども。その辺については、皆

さんのほうからもこの保健部に対しても話はしてい

ると思うんですけれどもね。具体的にこういうのは、

いつぐらいからどれぐらいの取組をするというのは

話がありますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 現在、県では、

当然、補正予算を組んでいませんので、当初予算で

前倒しできる分については、積極的に取り組むとい

うことになろうかと思っています。我々の部につき

ましても、次年度予算かなり減るわけですが、その

中でも、やっぱり事態を見据えて前倒しでしっかり

やって、その後、そのときの状況、状況において補

正で考えるとかですね、そういった臨機応変の対応、

あるいは迅速な対応が求められているというふうに

思っています。

○大城憲幸委員 この県内宿泊施設におけるワー

ケーションというの、バケーションとワークの組合

せのものも、何か和歌山県が取り組んでいるとかっ

て前にも聞いたことあるんですけれども、やっぱり

長期化するとかとなると、やっぱりこういうものも

必要になってくるし、花粉症の人も含めて、沖縄は

安全だよみたいなアピールも、もしかしたら今後、

長期化するとしたら必要になってくると思います。

そういう意味でも、今言ったこの水際対策の部分と

いうのは早くやるべきだと思うし、しっかりやって

ほしいと思います。そして、冒頭でも知事は、補正

も含めて財政的な部分は、とにかく万全を期すと言っ

ているわけですから、それに対してやっぱり皆さん

が現場のほうから、やっぱりこれやらないと駄目だ

よというものは、早急に出すべきだと思うし、さっ

き言った情勢の分析というのも大事ですけれども、

それをやらないと前に進まないし、この前、総括質

疑でも言った、もう21世紀ビジョンの集大成の年、

このときにこれまで、このビックバン事業なんかも

含めてこれまでも何十億も何百億もかけて今まで積

み上げてきたわけですよ、沖縄の観光っていうのは。

それがホップ・ステップ・ジャンプの本当にこの年

に、こういう病気、ウイルスに悩まされているとい

うのは、これはもうとにかく本当に危機意識を持っ

てやらないといけないなと思いますので、その辺最

後に、部長の決意をお願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 沖縄観光が、沖

縄県の経済を牽引してきたところは誰もが否定をし

ないところだと思います。かかる事態がこれまで

９・11であるとか、いうのをやっぱり超えて大きな

被害が出るというふうなことは予想に難くないわけ

でございます。これだけ沖縄観光が大きくなってい

る現在ですね、あのときに比べるとやっぱりインパ

クトは大きいだろうなというふうに思います。まさ

に、昨日、発表いたしました緊急的な対応も含めて、

しっかりと取り組んでまいります。

○大城憲幸委員 ＭＩＣＥお願いします。

この32ページの、先ほどもありましたけれども、

マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業4400万円の予

算を組んでいますけれども、これまで大型ＭＩＣＥ

受入環境整備事業だったかな、ということで、何億

もかけて、去年は2800万ですか、計上をして民間の

導入の検討をしますということでした。様々な議論

があって、ある意味、リセットみたいな形になるの

かな、そういうことで今回、4400万円ということな

んですけれども。ちょっとイメージ的に、これまで

地域のマリンタウン地域づくりも含めて、様々な議

論と様々な資料も作成してきたはずなんだけれども、

ここでまた、4400万円もかけてやるというのがよく

分からないんですけれども。その辺どういう、使い

方としてはもうほとんど委託料になるんですか、そ

の辺をちょっと教えてもらいます、再度。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 マリンタウンＭＩ

ＣＥエリア形成事業の予算の内訳という御質問だと

思いますが、中身的には、基本計画の策定業務に係

ります委託費、それから、官民対話、この計画を策

定していく前段階で、事業者さんとの意見交換であっ

たり、市場の可能性があるのか、そういったサウン

ディングのほうを予定をしておりまして、そういっ

たものに係る対話、それから、関係機関との調整の

ための活動費、そういったもので構成をさせていた

だいております。

○大城憲幸委員 この4400万円の何割が委託費にな

るのか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 委託費としては、

3593万4000円のほうを今、計上しております。

○大城憲幸委員 民間の分野としては、これまでも

議論してきたように、冒頭に出てくるのはホテルだ
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と思うんですけれども、言える範囲でいいんですけ

れども、ホテル以外に関連施設というのは今、具体

的な話がある、あるいは皆さんが見据える部分って

いうのはあるんですか。お願いします。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 現在、これまでは

大型ＭＩＣＥ施設を中心に整備をして、そこに周辺

のエリアの機能をくっつけていくというふうな、そ

ういったイメージの進め方だったんですが、今年度

ちょっと事業スキームの見直しということで、大型

ＭＩＣＥ施設、それから、周辺のそういった機能を

一体的に整備する、そういった開発手法についての、

どういった事業スキームがあるのか、その可能性を

評価するために必要な情報を、今、整理をしている

というのが今の現状でございます。ですので、ホテ

ル、特定のどういう施設という部分の中には、一体

的なエリアとしてどういったものが入ってくること

によって定常的なにぎわいを創出できるか、そういっ

た観点も市場の声を聞きながら、今、確認をしてい

るところでございます。

○大城憲幸委員 前提条件、これまでの事業計画の

柱である４万平米、あるいは事業費が540億円とかと

いう数字でしたか。その辺はもうそのままですか、

それから見直すのか。お願いします。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 大型ＭＩＣＥ施設

の規模、機能の部分のお話でございますが、現状は、

もともとの計画で示している４万平米規模のそう

いった展示会に対応できるそういった施設を目指そ

うということについては、今のところ変更はござい

ません。ただ、それをどういった形で実現していく

かという部分については、もう少し柔軟な議論を、

今年度やっている調査を踏まえて、評価していく中

で、そういったところの進め方については、少し柔

軟性を持った整理をしてみようというふうには考え

ています。

○大城憲幸委員 次の戦略的ＭＩＣＥ誘致促進事業、

この中でツーリズムＥＸＰＯジャパンの運営費も

入っていると思うんですけれども、この辺は、これ

を誘致したときには、この大型ＭＩＣＥ施設ができ

ているというような前提で誘致をしたはずなんです

ね。ただ、これがもうできないということで、この

持ち方についても様々やり方を変えないといけない

のかなと思っているんですけれども、その辺の取組

状況、開催上、計画っていうのはどうなっています

か。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 ツーリズムＥＸＰ

Ｏジャパン2020リゾート展in沖縄、今年の10月末か

ら11月の１日にかけて開催予定となっております。

当初、委員おっしゃるとおり、大型ＭＩＣＥ施設の

供用開始イベントの一つとして実施する、そういっ

た予定がございました。しかしながら、大型ＭＩＣ

Ｅ施設の利用が今困難となっておりますので、主催

者になっておるんですが、主催者のほうですね、ツー

リズムＥＸＰＯジャパンの実行委員会のほうにおい

ては、沖縄の持つコンテンツですとか、魅力などを

総合的に判断して沖縄開催を決定したということで、

場所を変える考えはないということの中から、県内

の会場については、現実にあるコンベンションセン

ター及び周辺施設での分散開催ということで計画の

ほうを変更しております。また、それと併せまして、

出展ブース等の縮小という部分も、ここは出てきて

おります。これに対しましては、沖縄開催のテーマ

を海洋リゾートを含めた世界のリゾートの展示会と

いうことでテーマの絞り込みをかけまして、それに

合わせて、出展者のほうも整理をしながら対応する、

そういった形で規模感の見直しが行われているとい

うところでございます。

○大城憲幸委員 今回は９月に東京でやって10月に

沖縄でやるじゃないですか。これはＭＩＣＥができ

るという前提のときは、本来はもう一括して沖縄で

全部やると、そういうような計画だったけれども、

このＭＩＣＥが完成しないというものを踏まえてそ

ういう二重開催にしたということでいいんですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 当然、会場規模の

変更によって、催事そのものの規模感の見直し、そ

れに合わせて収支計画、どうやって運営するための

原資を獲得するかという部分について、主催者側が、

議論、検討された結果、当初予定にはなかったそう

いった催事を設けて、そこと併せて全体的に運営す

るという中で、収支計画を立てていったというふう

には聞いております。

○大城憲幸委員 それも含めて、やっぱりこれまで

ＭＩＣＥの必要性の議論のときにはどうしても大型

ＭＩＣＥが必要という部分でありました。そして、

この事業については、その大型ＭＩＣＥを前提とし

てこれまで受入支援とか開催支援とか誘致事業を

行ってきたわけですね。それが、この大型ＭＩＣＥ

施設の部分がリセットされることによって、この誘

致促進事業の部分でいう戦略というのは、県として

はどのように考えて、どう変えていくんですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 戦略的ＭＩＣＥ誘

致促進事業のほうでございますが、平成29年度に策

定をした沖縄ＭＩＣＥ振興戦略、これを推進するた
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めの事業予算として獲得をしながら、今、現状を動

かしているものでございます。ＭＩＣＥの事業とい

うのは、一括交付金の制度ができた平成24年から継

続的に実施をして、もちろんこれまで沖縄コンベン

ションセンターですとか、万国津梁館というＭＩＣ

Ｅ専用の施設、それから、ホテル、これは離島も含

めてなんですが、ＭＩＣＥの会場として利用できる

場所というのは県内に多々ございます。そういった

ところをＭＩＣＥを使いながら、しっかりと経済効

果、お客様の呼び込みを図っていく、そういったも

のを下支えする事業として継続してきたものとなっ

ております。大型ＭＩＣＥ施設の整備については、

現状予定していた供用開始の日程では動いていない

というところがございますが、ＭＩＣＥを振興して

いくという部分に関しましては、戦略の中にも書い

ておりますが、沖縄の振興発展、それから観光産業

への波及、また、各種産業の振興の面においても、

ＭＩＣＥの機能という部分は非常に重要だというふ

うに考えておりますので、それを踏まえながら、あ

とは、その状況変化に応じた適宜な見直しというの

は当然、戦略においても必要だろうというふうには

考えておりますが、そういったこともやりつつ事業

としては、しっかり継続をしていきたいというふう

に考えています。

○大城憲幸委員 最後に部長、まさに戦略的にこの

ＭＩＣＥを推進しようと、人材育成も誘致も進めて

きたわけですね。これが、この大型ＭＩＣＥ施設が

リセットしなければいけなくなったということは当

然もう、これまで積み上げてきたものをまたリセッ

トという話になるわけですよ。それは、ただこれだ

けの莫大な税金を使って積み上げてきた戦略でもあ

るし、活動ですから、それは無駄になることがあっ

ちゃいけないし、当然、今まで積み上げてきたもの

をどう生かすかという知恵も必要だと思うんですけ

れども、その辺について部長どう考えていますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 おっしゃるとお

りであれですね、アジアのダイナミズムに取り組ん

でいるところと一般観光とは違ってやっぱり経済波

及効果の大きいＭＩＣＥを振興するというのが大き

な柱といいますか、目的になっています。ＭＩＣＥ

戦略ではやっぱり圏域別にも、それぞれ東海岸、西

海岸、あるいは離島も含めていろいろ戦略を打って

います。あわせて、こういった施設ができる、ある

いは既存の施設でもやっぱりＭＩＣＥが必要になり

ますので、それをやろうということで、民官、産学

官でＭＩＣＥネットワークも通じて、これまで研修

なども含めて人材育成もやってきましたし、そういっ

た全体の底上げを図る取組を行ってまいりました。

それについては、一定の効果が出ているというふう

に思っています。ただ、ＭＩＣＥは年々少しずつ伸

びてはおりますけども、やっぱり小規模にとどまっ

ているというところは施設の持つキャパシティーの

問題とかもありますし、その辺は今後もしっかり、

大型ＭＩＣＥ施設の整備に向けて取り組むとともに、

ＭＩＣＥは大型ＭＩＣＥ施設だけではありませんの

で、それが全体、県全体に広がっていくような取組

は引き続きやっていく必要があると思いますし、ま

た、それによって沖縄観光の質の向上でありますと

か、まさに滞在日数の延伸であるとか、今、問題と

なっている１人当たり消費額向上につながって、沖

縄県観光の全体的な振興につながると思っています

ので、引き続き強力に取り組んでいきたいなという

ふうに思います。

○大城憲幸委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後０時11分休憩

午後１時30分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。

つい最近まで、オーバーツーリズムがどうするか

という議題だったんですけど、もう急激にこの新型

コロナウイルスの件で、激減でどうしようかという

話題に変わっていく、これが観光のある意味、そう

いう側面も常々考えとかなきゃいけないなと思って

いるんですが。大城委員からも少しありましたが、

26日に華々しく、第２滑走路の件をやりたかったん

ですが、なかなかそういうこともできないんでしょ

うけれども、直近にＪＡＬ、ＡＮＡに少しちょっと

聞き取りをしたんですけど、これは情報のすり合わ

せなんですけど、ＪＡＬ、ＡＮＡの国内線に関しま

しては、季節的な小規模の増便はあっても、べたで

増便することは今考えていないというような話であ

りましたけど、そのような情報をお互いに共有でき

ますか、どうですか。ＬＣＣも含めてですね。

○雉鼻章郎観光振興課長 国内線については、昨今、

ＪＡＬとＡＮＡからは、沖縄線について減便の意向

があるということは、私どものほうも聞いておりま

す。

○大浜一郎委員 第２滑走路ができて、それなりに

規模が大きくなったっていうわけでありますけれど
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も、このＪＡＬ、ＡＮＡがある意味、そういった感

じで増便の計画もないしということなんですけども、

今後、この第２滑走路ができたときに、どういうふ

うに生かしていこうかということについては、もう

これ、ある意味国際線を増やしていかなきゃいけな

い、ウイルスのこの終息を待って、やらなきゃいけ

ないと思うんですけど、その辺のところの取組に関

しては、今、どのようにお考えになっていますか。

○雉鼻章郎観光振興課長 委員、今、御指摘のとお

り、昨今の状況ではいかんともしがたいところはあ

るんですけれども、国際線の路線誘致に関しまして

は、例えば、ルーツ・アジアと呼ばれるような国際

航空会社の見本市のようなものがございます。そち

らのほうに、沖縄県として出店して、航空会社に対

して路線誘致を呼びかけたり、それから、直接航空

会社に赴いて、路線の誘致をやるというようなこと

も、これから進めていきたいと思っております。

○大浜一郎委員 多分にこれを、ある意味終息を見

据えてやっていかなきゃいけないというふうには思

いますけども、実は、日経の記事で外国から地方空

港に訪問者として来るのは、大体25％の人が地方空

港を利用しているっていう統計が出ていたんですね。

そういった意味でも、那覇空港はすごい、そういっ

た意味では可能性があるというのはもう分かってい

ることなので、ぜひ、その辺を見据えて頑張ってい

ただきたいというふうに、そういう取組をしていた

だきたいなっていうことを申し上げたいというよう

に思います。

それと、全体的な予算関係でありますけど、どう

しても、私の感覚としては、全体的に今までの踏襲

的な印象は、ちょっと否めないなという感じがしま

す。と申しますのも、この前、一般質問でも言いま

したが、沖縄懇話会の中でも指摘がありました。総

花的ではないほうがいいんですよと、もう幕の内弁

当は要らないんですよと、もうちょっと特徴を持っ

たような観光スタイルの在り方を、アプローチを起

こすべきじゃないかというようなこともあるんです

が、特に、離島地域への施策の展開というのが、今

後重要性が問われているというようなことも、この

懇話会の中でお話がされています。

その辺のところも、離島活性化推進事業も含めて

どのような取組の、この重要なポイントはどのよう

に考えているか少しお聞かせください。

○雉鼻章郎観光振興課長 離島観光活性化促進事業

を軸に離島のほうへの誘客も進めてまいりたいとい

うふうに考えております。一方、離島は、本島とか

本土からの交通アクセス、それから移動コストなど

の課題がございますので、また、一部の離島を除い

て県外での知名度という課題もございます。また、

本県観光において課題となっております滞在日数や

消費単価の拡大という上で、離島周遊を促していく

という必要があると考えております。個性豊かな伝

統文化、自然環境などの魅力を発信して、離島への

誘客を推進するというところ、この辺がポイントに

なってくるのかなというふうに考えております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

やはり離島というところは、それなりのボリュー

ム感のある観光客が訪れているところですから、私

も常々申し上げていますが、やはり離島があるから

こそ沖縄の魅力が増すというような形に持っていく

のが多分大事なんだろうと思います。ぜひ、それの

取組を、ポイント絞って頑張っていただきたいとい

うふうに思います。

あと、文化系の施策について、どうしても従来ど

おりの域にとどまっている感がなきにしもあらず。

新しい文化の創造とか、特に、若い人たちのアプロー

チを喚起するような施策がないっていうのが少し残

念なんですね。今後、沖縄へ行く必然性をどうつか

んでいくかというのも、そういった取組も必要だと

思うんですけど、その辺の取組はどう考えていらっ

しゃいますか。

○新垣雅寛文化振興課長 文化振興課が取り組んで

いる事業の一つに文化観光戦略推進事業というのが

ございます。これは沖縄の多様な文化とか、あと伝

統芸能等を観光資源として活用して、舞台公演に出

演するその文化芸術団体等を支援するというような

事業となっておりまして、こういった沖縄の文化資

源を活用した新たな観光コンテンツを創出し、観光

誘客を図るような取組を実施しているというところ

でございます。

○大浜一郎委員 もうちょっと掘り下げたほうがい

いな。もっと新しいカルチャーをつくろうというよ

うな施策が、僕はあり得ると思うんですよ。その辺

はどうですか。そこを聞いています。

○新垣雅寛文化振興課長 あと、ほかにも、沖縄文

化芸術を支える環境形成推進事業というのがござい

まして、これは県内の文化芸術団体等が取り組む、

例えば誘客を図るためのプロモーションに対しての

支援を行うとか、あと、こういった団体が自分たち

の人材育成を行いたいというところの課題に対して

支援を行うと。あと、そういった文化芸術団体が取

り組む活動に対して支援を行っているというような
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事業っていうのはやってはございます。

○大浜一郎委員 これもう一回、ちょっとブラッシュ

アップしたほうがいいな。少し頭を空にして、もう

一度ブラッシュアップしたほうがいいと思う。これ

とっても大事ですよ、これからの魅力づくりに関し

てはですね。ぜひ、そういう取組をしてほしいなと

思います。

ちょっと質問を変えますが、万国津梁会議ですけ

れどもね、いろいろな指摘もされてきたわけであり

ますけど、これまでの会議内容からしてね、あえて

万国津梁会議という、万国津梁という冠をつけてや

るべきものなのかなと。僕は庁内の知力、そして、

関係者だけで十分に耐え得るものにできると思いま

すよ。なぜあえて、文化観光スポーツ部がこれをや

るのかがいまだに分からないし、この内容、どうい

う内容でしようとしているんですか、今回。

○伊田幸司交流推進課長 万国津梁会議ですが、こ

の名称は知事公約にあります万国津梁会議を設置し

ますという知事公約を踏まえて設置しておりまして、

そのことから、こういった万国津梁会議という名称

を使用しているものでございます。

○大浜一郎委員 休憩お願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜一郎委員からどういう内容

の事業なのか確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

伊田幸司交流推進課長。

○伊田幸司交流推進課長 万国津梁会議は沖縄21世

紀ビジョンの基本理念及び５つの将来像を実現し、

新時代沖縄を構築するため有識者等から意見を聞く

会議となっております。

○大浜一郎委員 ちょっと休憩してください。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜一郎委員からこの事業の予

算を含めてどういう方向性で事業をするの

かという趣旨だと説明があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

新垣健一文化観光スポーツ部長。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今、担当課長か

ら言っていますように、いわゆる知事公約を踏まえ

て設置をいたしました。万国津梁会議という名前で

会議をスタートさせています。それは、先ほど言い

ましたように、沖縄21世紀ビジョンの基本理念及び

５つの将来像を実現するというところで、有識者の

皆様から意見を聞いて、それを県の施策に反映しよ

うという目的で会議を行っているものでございます。

○大浜一郎委員 だから、これは別に今までの内容

を見ても、そんなに万国津梁会議としなくても、庁

内の皆さんの知力で、そして、ある専門家を入れれ

ば十分に僕はできる内容だったと思いますよ、今ま

で。なぜ、あえてまたここに２千幾らもつけている

わけでしょ。これ妥当性があるのかということです

よ。その内容をちょっと聞きたいです。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今年度は基地問

題、それからＳＤＧｓ、それから児童虐待について

ですね、会議を設けてそれぞれ議論を進めてきたと

ころでございます。児童虐待につきましては、提言

も受けて、今般条例化に向けた貴重な御意見だった

というふうに聞いております。また、米軍基地問題

についても、ＳＤＧｓについても、まだ現在、議論

を進めているところでございますが、今後そういっ

た会議の中で、県へのいろんな御意見というところ

で施策に反映していくものというふうに理解をして

います。

○大浜一郎委員 やっぱりちょっとよく分からない

ですね。ちょっと質問を変えます。

ＭＩＣＥ事業についてですけれど、基本的に大城

委員からもありましたけれども、これ、国との折衝

はもう断念したと考えていいですか。金城委員から

の御質問ですけど。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 大型ＭＩＣＥの整

備に関連しましては、県としては、まず、民間活力

の導入手法を施設整備に生かしたいというふうに考

えております。その上で、公的負担をいかに抑制し

ていくか、そういった視点の中から、次期の沖縄振

興特別措置法ですとか、沖縄振興予算の制度設計、

この議論も注視をしながら、進め方の整理をしてい

きたいというふうには考えております。国との間に

おきましては、大型ＭＩＣＥ施設の整備や周辺ＭＩ

ＣＥエリアの形成に向けては、引き続き意見交換を

続けていくということを確認しており、定期的にそ

の状況報告もしておりまして、引き続き、実現に向

けた方策については話し合っていきたいというふう

には考えてはいます。

○大浜一郎委員 これ国との協議を打ち切ったら、

もう火種がなくなったら終わりですよ。これはっき

り言って。幾らかでも国が関われるような方策もやっ

ぱり取るべきだと思いますよ。だって、これ県の起

爆剤にしたかったんでしょ、経済のある意味。それ

ぐらい重要な取組だったはずなんですよ。民間とい

いますけど、この予算の中の約８割強は設計委託で

しょう。だから、そこに沖縄県の意思がどれぐらい
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入るかなというのは非常に疑問視しているんですけ

どね。どうですか、そこは。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 次年度のＭＩＣＥ

エリア形成事業の内容については、基本計画を策定

するための取組を行うということで、まだ設計とか

施工とか、そういうふうな実際のものづくりの段階

の、まだ手前の部分の考え方のところを計画として

まとめるという、そういった事業となっております。

○大浜一郎委員 これまでの構想、描いてきた構想

のやつとこれからのやつは、がらっと変わっちゃう

ということですか。どうなんですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 今回、再度基本計

画のほうを見直していくという作業のほうに入りま

すが、こちらのほうマリンタウンＭＩＣＥエリア全

体の開発手法、それから大型ＭＩＣＥ施設の規模・機

能、大型ＭＩＣＥ施設以外の集客要素の配置、ユニー

クなエリア形成に向けたエリアマネジメント及び事

業スケジュール、財源確保策について、民間事業者

との直接対話や、地元市町村の意向も踏まえつつ、

策定をしていく予定でございます。このうち、大型

ＭＩＣＥ施設の整備につきましては、現在の基本計

画、これを基礎にしながら再検討をしていくという

ことを想定しております。したがいまして、現在の

整備に関する基本計画を全て白紙に戻すということ

ではなくて、この基本計画について必要な見直し、

事業スキームですとか、官民連携の手法、そういっ

たものについて必要な見直しを行いながら、それに

加えて、周辺受入環境の整備に向けた取組、そういっ

たものを新たに付け加える、そういった見直しをし

ていくということを予定しております。

○大浜一郎委員 今年度2800万円ぐらいつきました

よね。これは確認ですけど、フェンスを巻いて終わっ

たんじゃないですか、どうなんですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 委員おっしゃられ

たのが、用地の囲いの部分の工事された、それだけ

じゃないかというふうなお話と、今、受け止めまし

たけども、今年度の事業の中におきましては、大型

ＭＩＣＥ施設本体や周辺ホテルの集客施設の整備を

含むＭＩＣＥエリア全体の一体的な開発手法につい

て、不動産ですとか官民連携、それから金融、そう

いった専門家の意見も踏まえながら、どういった事

業スキーム、財源確保策があるのか、そういった情

報を収集して整理をしているというのが、今年度行っ

ている取組でございます。

○大浜一郎委員 お答えの中で１つ欠けているのが、

インフラ整備の重要性ですよ、アクセス。それが整

わないと、ＭＩＣＥなんか成功するわけがないんで

すよ。そこまで含めたものでやらないと、これ事業

としてはうまくいかないんですよ。そこはだからど

うですか、これ今度、構想の中で解決できるような

道筋ができるんですか、民間インフラで。だから、

そこら辺のところも含めてやらないといけないんで

すよ。だから、インフラの話が全然ないもんだから。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 マリンタウンＭＩ

ＣＥエリアの周辺の部分、それの交通アクセスのお

話、これも従来から国との折衝の中では課題という

ふうな御指摘があった部分でございますが、この辺

り、まず、既存整備中の道路事業の進展、それから、

沖縄都市モノレールの延長区間の開業など、インフ

ラ整備のほうは進捗しておりまして、同エリアへの

アクセス性というのは、着実に高まってきたかなと

いうふうには考えてはおります。昨年３月には、南

風原バイパスの側道部分の開通、また、与那原バイ

パスについては、令和３年度の開通見通しのほうが、

今、公表されているところです。また、与那原バイ

パスから北に延伸します西原道路については、産業

振興や周遊観光を支援する道路によっては、この強

化等を政策目標に掲げ整備が推進されておりまして、

既にルート帯のほうも決定をされているということ

で、こういった周辺道路の整備などのハード対策の

ほう、進展しているところではございますが、それ

に加えて、移動利便性の向上に向けた取組としては、

交通手段や移動時間、アクセス経路の分散を図るソ

フト対策、大型ＭＩＣＥ施設の運用に併せて、そう

いったソフト対策についても検討をして実施をして

いくということを想定しております。一方で、ＭＩ

ＣＥの主催者や施設の利用者の満足度向上を図って

いく上では、継続的に移動利便性の向上に取り組む

ということは委員御指摘のとおり、重要だというふ

うには考えております。そのためにも、短期的及び

中長期的な観点から、関係部局と連携をして継続的

に取り組んでいくというふうなことを、確認をして

いるところでございます。

○大浜一郎委員 委員長、ちょっと私は要請があり

まして。

やはり今の万国津梁会議についても、このＭＩＣ

Ｅについても、やっぱりちょっとよく、この場では

よく分からないです。

それと昨日の委員会でコロナ対策を含む緊急対策

について、これ補正予算も伴う案件でもあると思い

ますので、また知事の御出席をいただいて、総括質

疑等々を催すべきであるというふうに思っておりま
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すので、委員長にその要請をしたいと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの発言につきましては、

要調査事項として提起したいということですね。

ただいま提起のありました要調査事項の取扱いに

ついては、本日の質疑終了後に協議いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

新年度当初予算に入る前に、昨日説明がありまし

た知事の緊急対策について、文化観光スポーツ部長

でお分かりのところであれば教えてください。

商工労働部長から、この委員会の途中で説明があ

りましたけれども、その中で幾つか確認したいんで

すが、２月17日に立ち上げられた緊急経済対策プロ

ジェクトチーム。メンバーとこの会議がどのぐらい

開かれたのか、頻度ですね。ちょっと教えてもらえ

ますか、分かれば。

○渡嘉敷道夫観光政策統括監 ＰＴの構成員でござ

いますが、総務部財政統括監、それから商工労働部

産業振興統括監、また同じく商工労働部の産業雇用

統括監、農林水産部農政企画統括監、そして文化観

光スポーツ部観光政策統括監となっております。回

数につきましては、これまで４回行われております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘啓史郎委員から開催日も教

えてほしいとの発言があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

渡嘉敷道夫観光政策統括監。

○渡嘉敷道夫観光政策統括監 第１回目でございま

すが２月17日、２回目が２月25日、３回目が３月

４日、４回目が３月６日でございます。

○西銘啓史郎委員 この事務局はどこですか。

○渡嘉敷道夫観光政策統括監 事務局は商工労働部

の産業政策課でございます。

○西銘啓史郎委員 今回の緊急対策の発表に当たっ

ていろんな議論があったと思うんですけど、これを

まとめて昨日の記者会見だというふうに理解したい

んですが、これは、部長は中身を把握されていまし

たか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 統括監からその

都度報告を受けております。

○西銘啓史郎委員 その中で、例えば１、２、３、

４、特に４番目が文化観光スポーツ部に関するのが

多いと思うんですけど、その中で文化観光スポーツ

部として議論して、先ほど即対応できるもの、また

は実行済み、これから検討ってあるんですけど、こ

の辺をちょっと簡単でいいんですけど、説明しても

らいたいんですけど。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘啓史郎委員から緊急経済対

策について議員に対してしっかり説明する

必要があると考えているが、文化観光スポー

ツ部長の意見を聞きたいとの説明があっ

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

新垣健一文化観光スポーツ部長。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 まだ、新型コロ

ナの影響が私どもから言えば観光のみならず、各界

に、今、影響が広がっているということだという状

況がございます。その中で、一刻も早く、この経済

的な損失を含めて、学校の関係もありますので経済

的な損失だけではないんですけども、そういった県

民への影響を最小限に食い止めるための対策をいち

早く県民の皆様にお知らせする必要があるというこ

とがあります。

もう一点、国のほうが今日ですか、経済的対策を

発表するという、政府のほうでたしか予定がされて

いると伺っております。それが出ると同時に、県と

しての取組と、また国との連携とかも含めてやると

いう迅速性も含めて、昨日の発表になっているとい

うふうに思います。

○西銘啓史郎委員 実は私も我々会派というか、自

民党の広報本部でまとめた資料を基に、私はコピー

をして、裏には何かあったら相談くださいというチ

ラシを作っていろんな方々に配ったりしているんで

すね。これは後援会で受けたり。要はそういう受け

皿として、一旦ワンクッションを受けて話を伝える

ようなことはやろうと思っているんですよ。そうい

う矢先にこれが出たもんですから、要はこれについ

て、僕ら議員は熟知しとかないかんと思っているん

です。まだ決まっていませんであるとか、予算これ

ぐらいですとかですね。ですから、この後多分、国

の対策に対して県も新たな肉づけをしたり、またリ

バイスすると思うんですけど、これはぜひ、我々議

員が知っとかなきゃ僕はならないと思っています。

ですから、ぜひ今後の対応としてはお願いしたいこ

とと、ちょっとこの質問ですけど、４番の中にプロ

ジェクトチームとありますね、専門家を入れたプロ

ジェクトチーム。これは先ほどの庁内のプロジェク

トチームとは違うという理解でよろしいですか。ど

ういうメンバーで考えているか、説明してください。

○渡嘉敷道夫観光政策統括監 この部分につきまし
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ては、プロジェクトチームの中で議論した部分と

ちょっと違う部分ですので、ちょっと私、観光部と

してはちょっとお答えしかねるところでございます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘啓史郎委員から４番のプロ

ジェクトチームについて議論しているのか

との確認があり、執行部からはＰＴではま

だ議論はしていないの説明があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 言い方悪いですけど、緊急対策

を取りあえず記者会見で発表すればいいってもん

じゃ、僕はないと思うんですよ。恐らく知事もそん

な思いではないと思うんですね。皆さんもいろんな

議論をして、先ほどのプロジェクトで統括監が議論

をして、何をしよう、どれだけの予算かかるのか含

めて、決まっていないなら決まっていないで構いま

せんけども、これはやっぱり、誰に対して出すかっ

ていうと、中小企業だったり県民だったりなわけで

しょ。県のホームページ、御覧になっていますか。

この記者会見どこに載っていますか、ホームページ

で。

○渡嘉敷道夫観光政策統括監 このホームページの

アップについては、ちょっとまだ確認しておりませ

ん。申し訳ございません。

○西銘啓史郎委員 あのね、僕は先ほど金城委員か

らありましたけど、皆さんの思いが本当にどれだけ

なのかっていうのは、これ見てください。注目情報、

新着情報ってあるんですけど、新着情報で３月６日

になりますけど、３月10日に商工労働部の産業政策

課というところをクリックしたら初めて出てくるん

です。緊急対策ってことじゃないですよ。だからこ

れを見るときに、どこに入っているんだろうって探

すのに時間がかかるんです。ですから皆さんが、知

事がこれを発表するってことは、広報の仕事かもし

れませんけれども、知事のホームページの知事のと

ころでもいいですよ。知事のホームページ、はいさ

い！デニーやいびーんのところの、緊急の臨時の記

者会見であるとかそういったところ、これは皆さん

の管轄じゃないんであれですけど。要は告知の仕方

もいまいち、本当に緊急性があるかどうか、僕は分

からない。現場、相当苦労していますよ。

部長、ちなみに旅行業者、県内幾つありますか。

ＪＡＴＡ、ＡＮＴＡ等含めて。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘啓史郎委員から分からない

なら後でいいとの発言があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 ホテル、旅館組合との意見交換

とかしていますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 ホテル組合やホ

テル協会の皆さんとの意見交換はしております。

○西銘啓史郎委員 全てコンベンション経由での

話っていう理解でいいですか。ビューローの経由で。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 コンベンション

経由ではなくて、じかにお話ししたこともございま

す。

○西銘啓史郎委員 どこですか、ちなみに。どの業

界ですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 ホテル協会、ホ

テル組合、それからＪＡＴＡさんですね。ＡＮＴＡ

さんはそのときはお見えになっていなかったので、

参加をしておりません。あと、観光施設協会とかで

すね。

○西銘啓史郎委員 その声を聞いて、部長、どう感

じましたか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 正直申し上げて、

非常に厳しいという感じは思っております。

ただ、先ほど午前中で申し上げましたように、今、

まさにプロモーションをするタイミングではないと

いうところで、まさにコロナにお互いうつらない、

かからない、プラスいわゆる金融政策であるとか雇

用政策での下支え。その後については、やっぱり我

々もしっかり、今から取り組む必要があるだろうな

というところでございます。

○平敷達也観光政策課長 先ほど御質問がございま

した県内の旅行業者ですが、今現在登録されている

旅行業者は239社となっております。

○西銘啓史郎委員 これ、ＪＡＴＡの話。ＪＡＴＡ、

ＡＮＴＡを足したやつですか。

○平敷達也観光政策課長 これは県内に登録されて

いる旅行業ということです。これのカテゴリー分け

では、第２種旅行業者が58社、第３種旅行業者が

87社、地域限定旅行業者が18社、旅行業代理業者が

３社、旅行サービス手配業者が73社。計239社で、こ

れは令和元年12月１日現在ということになっており

ます。

○西銘啓史郎委員 中小企業基本法の中で、旅行業っ

てどういう位置づけになっているのか、定義を教え

てください。

○仲里和之観光政策課班長 今、委員の御質問にお
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答えいたします。

中小企業基本法上の業種ですけれども、４つに区

分されておりまして、まず、１つ目が製造業、建設

業、運輸業。それから２つ目が、卸売業。それから

３つ目が、サービス業。４つ目が、小売業。この４つ

の分類に分かれております。

○西銘啓史郎委員 だから、旅行業はどこに入るかっ

て聞いているんです。

○仲里和之観光政策課班長 旅行業につきましては、

この運輸に関連して、１番目の製造業、建設業、運

輸業に分類されているというふうに理解しておりま

す。

○西銘啓史郎委員 そのときの資本金とか従業員は

何名ですか。どのようになっていますか。

○仲里和之観光政策課班長 中小企業の場合ですと、

資本金の額または出資の総額が３億円以下、常時使

用する従業員の数が300人以下。それから、小規模企

業者につきましては、常時使用する従業員の数が20名

以下というふうに規定されております。

○西銘啓史郎委員 なぜそれを聞いたかというとで

すね、部長、沖縄の旅行業者で資本金5000万円とか

5100万円あるんですよ。サービス業で定義されてい

る方、勘違いした方がいて、これは旅行業の方じゃ

ないですよ。受ける側、商工会とか。要は、5000万

円以下100名以下というので、おたくは対象なりませ

んと言われたのが実態としてあるわけですね。です

から、その辺の定義をしっかり、もちろん窓口であ

る方々も理解しないといかんし、逆に皆さんも旅行

業の関係等扱うんであれば、その辺を理解した上で

いろんなアドバイスをしないと、受けられるものが

受けられなくなってしまう実態が実際あったわけで

す。ですから、今、あえて質問したんですけども、

要は、今回いろんな緊急対策でやることは非常に大

事だと思います。それでまだ、確かに今現在決まっ

てなくて、今現在検討中のもいっぱいあるとは思う

んですけど、これもできたらですね、僕は県の資料

でいつも思うのは、いつまでにとか、いつから開始

しますとかが見えないんですよ。ですから、もちろ

んこの後議論していくんでしょうけど、ぜひ、この

肉づけした最後の、最後といいますか、国の発表が

今日の夕方にあるとしたら、それに関連してもっと

細かく、もっと言えば、この一行一行に対して窓口

がどこっていうのを含めて、文化観光スポーツ部、

何部、最低限部でもいいですから。分かる人は分か

るけど、分からない人は分かりませんので。我々県

議会議員として、このコピーを例えば企業にあげる

ときに、聞かれて答えられるようにしたいんです、

僕は。ですから、それをぜひ、これは文化観光スポー

ツ部だけの仕事じゃないとは思いますけど、先ほど

言ったプロジェクトチームを立ち上げたっていうん

であれば、最低限統括監が部長に報告をし、それを

もって知事が、僕は記者会見をしたと思っているん

で。できたらこれも本当はですね、委員長。これも

う非常に大事なんですよ。僕らはもう昨日質問終わっ

たんで、この詳細を聞きませんでした。これについ

ても、本来僕は、議員はこの詳細を把握すべきだと

思います。ですから、執行部、知事を含めた方々か

らの説明をする場もですね、ぜひ設けてもらいたい。

これも要請しておきます。

では、予算に入りたいと思います。

部長、ぜひ、これについては一個一個もう言いた

いこといっぱいあります。ですから、これはもうあ

えて今、今日この場では言いませんので、今度は予

算についてのちょっと話をしたいと思います。

この資料、当初予算の説明資料の中の万国津梁会

議ですけども、197番ですか、34ページ。今年度の基

地問題、ＳＤＧｓ、今現在の開催実績と費用概算に

ついてお願いします。

○伊田幸司交流推進課長 今年度、米軍基地問題に

関する万国津梁会議につきましては、第１回会議を

５月30日、第２回会議８月８日で、第３回会議を12月

18日に開催しております。今年度末までに、計４回

程度開催予定でございます。ＳＤＧｓに関する会議

につきましては、第１回会議８月６日、第２回会議

を12月26日に開催しております。今年度末までに計

３回程度開催する予定でございます。概算費用につ

きましてでございますが、委託料につきましては業

務完了時に証憑書類等検査を行い、精算及び額の確

定を行っていくということでございます。現時点で、

会議ごとの概算を示すことは困難でございます。

○西銘啓史郎委員 もう３月の10日ですよ。もうあ

と20日ちょっとでいろんなものを締めるわけですか

ら、課長、ぜひ数字を把握できないではなくて、何

度も申し上げていますけども、委託、準委任って言

葉も急に部長使われましたけど、それについてはしっ

かり、また僕らもチェックしていきたいと思います。

それと、次年度の予算、基地問題とＳＤＧｓが継

続で、児童虐待はもう終わりました。新しい会議の

設置予定ってあるんでしょうか。それについて、御

説明いただければ。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 来年度、基地問

題とＳＤＧｓはやはり引き続き実施をいたします。
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新たな３つのテーマといたしまして、現在、多様な

人材の育成、仮称でございますが、多様な人材の育

成。それから稼ぐ力、これも仮称でございますが、

それから海外ネットワークの拡大。この新たな３つ

のテーマを立ち上げて、議論をしていくということ

にしております。

○西銘啓史郎委員 この万国津梁会議でやるべきな

のか、もう既に商工労働部の中に稼ぐ力という、昨

日説明もありました、部の中で横断的にやるとあり

ました。あえて、また万国津梁会議で外部委員を選

任して、２万7000円を払ってやる予定ですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今般、次の振計

を見据えまして、沖縄の振興審議会が開催されて、

これまでの期間中の、いわゆる計画の進み具合など

を審議いただきました。その中で、新たに生じた課

題でありますとか、重要性を増した課題というのが

ですね、出てまいりました。その中で、今後どうい

うテーマに沿って進めていくかというところで、来

年度は先ほど言った３つのテーマに沿って、万国津

梁会議の中で御審議っていいますか、いろいろと有

識者の意見を聞こうということになっております。

○西銘啓史郎委員 新年度事業開始時期また公募方

法とか、公募の時期はどのように考えているのか、

御説明お願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 テーマにつきま

しては、３つ新たに定めました。委員の人選等につ

きまして、現在、詳細の検討に入っているところで

ございます。そういうところがまた決まりましたら、

その際にまた新たな会議ということで立ち上がって、

進めていくというふうに考えています。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘啓史郎委員から改めて公募

する時期はいつかとの確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

新垣健一文化観光スポーツ部長。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 まず、基地問題

につきましては、来年度予算でいわゆる委託料では

なくて、基地対策課が直接執行するということでの

予算計上をしております。残りのＳＤＧｓと今回新

たに立ち上がる３つのテーマにつきましては、委託

料ということで令和２年度の予算を計上しておりま

す。実際今、それで御審議いただくということにし

ています。ＳＤＧｓにつきましては、既に元年度か

らの継続でございます。３つのテーマにつきまして

は、また、委員の選定時期とかが異なるということ

もございますので、それぞれ分割での発注も含めて、

調整を進めているところでございます。

○西銘啓史郎委員 いずれにしてもちょっと、基地

問題は委託ではなくて、基地対策課に行ったという

ことも、その予算もちょっとまだ見切れていないん

であれですけど、どこかのタイミングでまた議論を

したいと思います。

いろんな細かい質問を予定していたんですけども、

もうちょっと大きい話にしたいと思います。

一般質問で言いました、部長、いろんな目標、親

川委員からもありました目標というものが、先ほど

の数字、観光客数だったり観光収入であったりとあ

ると思うんですけど。私、一般質問で言ったように、

もう人数が主になるのではなくて、何度も言います

けど、民泊なり、その何かのデータを取って、あと

は収入。今もう平均でこんだけですから、例えば、

クルーズなんかもアンケート取って１人４万円です

と、クルーズで４人、これ親子で来た場合、ほとん

ど家族で来る場合が多いと思うんですけど、これだ

けの４万円掛ける４人という数字では、僕はないと

思うんですよね。ですから、要は何が言いたいかと

いうと、観光収入の予測であれいろんな形態で単価

も違うわけですから、より現実に沿った数字を把握

するためには、細かい分野、大変かもしれませんけ

どそういう作業をしないと、えい、アンケートを取

りました、はい、そうです、平均かけました、はい

という形の指標だと、僕は現実とちょっと乖離する

んではないかなって気がしています。ですから、こ

れについてはどこかで、個人旅行、手配旅行、団体、

修学、スポーツ合宿、僕はスポーツ合宿をこの間もっ

と進めてほしいって言いましたけど、もっと精度を

高くして、こういった目標値を持たないと、先ほど

言ったように、旅行業として納税、事業税どれだけ

払っているかっていうと、恐らく売上げですから、

これから引いて粗利ではどれだけ残っているか。こ

ういったものを見たときに本当に効果があるような

誘致をしていかないと、非常に旅行業界も大変だと

思うので、これはまたゆっくりどこかで議論をした

いと思います。

それと一つ、前回質問できなかったんですが、一

般質問で。ＦＩＢＡワールドカップ大会2023年９月

開催って聞いていますけど、文化観光スポーツ部と

して、把握している事実関係があれば教えてくださ

い。今現在どのような状況になっているか。

○金村禎和スポーツ振興課長 2023年のＦＩＢＡバ

スケットボールワールドカップにつきましては、大

会の開催に向けて、日本バスケットボール協会を中
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心に県と沖縄市の３者で定期的に連絡調整会議を設

けております。日本バスケットボール協会としまし

ては、今年の10月頃をめどに開催地組織委員会を設

立するということで進めております。県としまして

も、同組織委員会における県の役割等を踏まえなが

ら、引き続き連携していきたいっていうふうに考え

ております。

○西銘啓史郎委員 もうちょっと、開催地がどこで、

どのようになるかっていうのを説明いただけますか。

○金村禎和スポーツ振興課長 2023年大会につきま

しては、フィリピンとインドネシアと、それから日

本の共同開催となっております。フィリピンで決勝

ラウンドが行われます。日本では沖縄で開催されま

すが、予選ラウンドが行われるということです。

○西銘啓史郎委員 さきのラグビーのワールドカッ

プのように開催期間が長いわけではないと思います

し、いろいろあれなんですけども、去年行われた

2019年の中国に見に行った方々の話を聞くと、非常

にこのセキュリティーもしっかりして、いろんな課

題があるというふうに僕も理解しています。実は、

県議の方々でバスケットの経験がある方、与野党を

問わず一回集まってもらって意見交換、勉強会をし

たんですけども、要は課題山積なんですよ、多分、

恐らく。僕なんかが思うだけでも、ハード、ソフト

といっぱい課題があるんで、これ県、開催地の沖縄

市、それから国も交えて、しっかり対策を取らない

と、もう３年じゃなくて僅か３年しか僕はないと思っ

ているんで、部長、ぜひこれについてはですね、も

うちょっと文化観光スポーツ部としても力を入れて

ほしいんですが、いかがですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 先ほど担当課長

からもありましたように、これまでも沖縄市さんと

は、いろいろと連携を取りながら調整をさせていた

だいております。沖縄開催ということでございます

ので、開催地、沖縄市さんと一緒に、引き続き我々

も協力しながら取り組んでまいります。

○西銘啓史郎委員 本当にいろんな事業、案件いっ

ぱいあると思いますけども、沖縄観光立県のために、

いろいろ頑張ってください。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 山川典二委員。

○山川典二委員 首里城の再建について質問をしま

すが、土木建築部と重なるような質問もあるかもし

れませんが、できるだけ認識を共有するという意味

も込めまして、御答弁をまたお計らいお願いしたい

と思います。

まず、出火の原因が先日の那覇市消防局の正式な

発表で、特定ができなかったと。１月29日には、県

警も特定できなかったということなんですが、それ

について見解がありましたら御答弁をお願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 これまでも土建

部のほうで出火原因につきましては、県警の捜査、

それから消防局の検証結果を注視するというような

答弁があったかと思います。原因につきましては、

明らかではないということは、報道等で承知をして

いるところでございます。私どもとしてはやっぱり、

首里城自体が焼失したことは非常に大きなことでご

ざいまして、その出火原因が分からないというのは

非常に残念ではあるなというところはございます。

○山川典二委員 国が27年間管理していたときは何

もなかったんですね。去年２月に県がこの管理をす

るようになって、美ら島財団が実質上管理して、１年

もたたないうちにもうこれがなくなる。これはどう

いうふうに考えますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 非常に難しい御

質問だというふうに思います。これまでの議会での

答弁での範囲になるとは思いますが、県が管理移管

を受けた後、指定管理で美ら島財団さんが管理して

いるわけですが、これまでの、たしか、私の記憶が

間違っていなければ同様の管理を進めていたという

ふうに聞いたと思いますけども、そうであったとい

うふうに理解をしております。

○山川典二委員 例えば警備の方の人数がかなり

減ったとか、いろんなことがどうもあるようなんで

すね。出火後にいろいろとヒアリングさせていただ

きましたけども、かなり、国が管理している状況と

比べたら、非常に手薄になっていたというのは、こ

れ間違いないです。これは今後、皆さんのほうで委

員会をしっかりと立ち上げてやるということなんで

すが、ぜひ、その管理の部分は、これ出火の原因が

特定できないというのは、これ本当に、ある意味大

変な私は失態だとも思っていますんで、やはりでき

るだけ、特定できなくてもそれに近いぐらいのある

程度の検証というのは、改めて私は引き続きやるべ

きじゃないかなというふうに思っておりますが、技

術検討委員会、国の設置した委員会が数回開かれて、

これは大きなテーマとしては防災なんですね。スプ

リンクラーを設置する云々という議論があるような

んですが、いやもうそういうことじゃなくて、先ほ

どのその警備の初動の体制であるとか、そういうも

のが非常に大きく、今回の出火に影響しているよう

に思います。それで、正殿それから南殿等含めて７棟
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が全焼しております。そのハードの部分だけじゃな

くて、財団所有の文化財が1510点あって、401点が焼

失をしていると。これはやはりこの事実の重要性と

いうのはしっかりと、これは皆さん、これはもう全

庁挙げて私は認識をすべきだというふうに思ってお

ります。引き続きよろしく、この辺はお願いしたい

と思いますが、首里城の再建で、ちょっとハードな

話をちょっとしますが、土木建築の委員会じゃあり

ませんけれども、あくまで首里城というのは政治、

経済、文化、芸術の一大最高拠点であったわけであ

りますから、そういう観点からも質問をさせていた

だきますが、木材の調達が大きなテーマになってい

ますね。今、現状はどんなふうに、皆さんお聞きに

なっていますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 前回の首里城の

復元っていいますか、につきまして、台湾政府の協

力によりまして、台湾のタイワンヒノキが使われて

いたということはいろいろ承知をしております。今

後どうするかにつきまして、次の再建に当たりまし

てどうするかにつきまして、まさに今、委員おっしゃ

るように、技術検討委員会の中でいろいろと議論を

されているというふうに理解をしております。

○山川典二委員 いや、それ認識不足で、技術検討

委員会はあくまで技術の部分です。一方で、このタ

イワンヒノキというのは、ある意味、外交であると

か、政治のマターなんですよね。今、日本と国交が、

台湾とはありませんので、私ども自民党の国会議員

の議連がですね、蔡、台湾の総統と何回か意見交換

しておりまして、タイワンヒノキをぜひ沖縄に、必

要だから何とかしてほしいと言いましたので、蔡さ

んは割と前向きな話をしているそうですよ。そして、

今、伐採も輸出も禁止されているんですが、台湾国

内では。南部の高雄の近くにかなりの在庫があるよ

うです、タイワンヒノキの。それは情報として皆さ

んにお話をしておきますから、ぜひ確認をしてやっ

ていただきたい。さらに、私は今回この国交がない

だけに議連を中心として、私どももまた、各会派の

皆さんとも確認しながら、ぜひ議会としても、６月

の改選後になるかもしれませんが動いていきたいと

いうふうに思いますし、さらに皆さんも、ぜひ台湾

のネットワークを使って、その辺をぜひ確認をして

進めていただきたいというふうに思っております。

さらに、今、国内のヒノキを使うであるとか、杉を

使うとか、ヒバを使うとかいろんな話がありますが、

前回は103本使ったんですね。ある程度、それぐらい

の在庫はあるようです、台湾のほうに。ですから、

その辺はぜひ、鋭意、調整を進めていただきたいと

思います。

さらに、今回、寄附金が首里城のほうにいろいろ

と再建のために集まっておりますが、今現状で、県

と那覇市で今それぞれ幾らぐらいで、トータルで幾

らぐらいになっていますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 たしか、30億円

余りだったというふうに記憶しております。

○山川典二委員 今、首里城再建に30億円近くの寄

附金が集まっておりますが、それについて、ハード

は基本的には国、ソフト部分は文化財もありますか

ら、県というような役割分担がありますが、しかし、

それは意外と知事がおっしゃっているようにハード

の部分も県の意向をぜひお願いしたいというような

話はあるんですが、先日、副知事が東京に要請に行っ

ていますよね。その内容は分かりますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 副知事の謝花が

たしか上京した件だと思いますが、詳細については

私は把握しておりません。

○山川典二委員 首里城の寄附金の交付式の場で正

殿の瓦とか、龍柱とか、そういったものはぜひやり

たいって話をしているんですよ、その場で。そうい

うことじゃなくて、今、実は、自民党沖縄１区支部

の支部長の國場衆議院議員が２月25日の衆議院の予

算委員会の第８分科会で質問をしておりまして、ハー

ドは国、ソフトは県含めてっていうようなことがあ

るようですが、それについて、沖縄の県民の意向を

尊重して、ぜひ、県から正式に要請があれば、国と

しては検討するというような、今、答弁が出ている

んですよ。つまり、何となく県の意向、県民の寄附

金を何となく使いたいっていうんじゃなくて具体的

に要請が今、現時点では要請を承ってございません

と政府の担当者からあります。しかしながら、いろ

んなやり方がございます。あくまで国有財産になり

ますので、そういった募金をいただいた中でどのよ

うにできるか、例えば一部的に何らかの資材を調達

していただくか、やり方はいろいろあるのではない

か。ちょっと私どもの中で頭の体操はしてございま

すけれども、今後正式に県から御要請があれば、そ

こら辺も含めてしっかりと検討してまいりたい、全

く可能性がないわけではないというふうに認識して

ございますということで、担当の方からあります。

これぜひ、知事を先頭にして早急に政府とこの辺

の部分、この寄附金をどういうような形で、正殿も

含めてしっかりと造っていくかっていうことの要請

を私はやるべきだと思うんですが、それ少しちょっ
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と調整していただけませんでしょうかね。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今、委員から御

提案の件はしっかり、首里城再建チームもございま

すし、そのようにお伝えしたいというふうに思いま

す。

○山川典二委員 この議事録は先日担当の職員にお

渡ししていますので、精査してください。

そして、先日那覇市議会からこの首里城再建に伴っ

て周辺の施設、先ほど金城委員からもありましたけ

れども、それと併せての復元を求める意見書が出て

おりますが、それについては、皆さんはどんな見解

をお持ちでしょうか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 これまで以前か

ら計画にあった中城御殿跡でありますとか、御茶屋

御殿跡も含めて、今回の首里城再建と併せて、とい

うところでの御要望があるというふうに理解をして

おります。整備手法等、財源等を含めましても、やっ

ぱり主たるなる部局がしっかり考えていくことだと

いうふうに思いますが、私どもは先ほど申し上げま

したように、歴史文化という意味ではですね、非常

に大事なことだろうと思います。ただ、一方、私ど

もが整備主体ではないもんですから、あまり軽々な

発言はできないかなというふうに思っております。

○山川典二委員 首里城の首里杜構想ですか、基本

計画の見直しなども求めておりますので、ぜひその

辺も議論されてください。

それで、御茶屋御殿というのはどういう施設か御

存じですか、分かる方がいたら。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 すみません、勉

強不足でぱっと出てこないです。

○山川典二委員 御茶屋御殿は琉球王国時代の迎賓

館、文化の殿堂なんですよ。識名園と御茶屋御殿２か

所あったんですね。首里城から南のほうが識名の御

殿ということで識名園。そして、東のほうが御茶屋

御殿だったんですよ。だから、迎賓館ですから、一

方はできていますのでね、やはり、御茶屋御殿のほ

うもぜひやっていただきたいし、それから中城御殿

についてはいかがでしょうか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 中城御殿は、王

子の屋敷だったというふうに理解しています。

○山川典二委員 なぜ、中城御殿と言われているか

分かりますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 すみません、御

教示いただければと思います。

○山川典二委員 中城、北中城、うるま市の津堅島

が王子の領地だったということで、中城御殿という

ことになっているんですが、今の首里高校だったん

ですね、もともとは。それで、先ほどの実は、宝物

関係の里帰りの話がありましたけれども、実はウィ

キペディアなんですけど、この資料によりますと、

中城御殿にあった尚家伝来の宝物が米軍に略奪され

たということがあります。それにつきましては、認

識がある方いますか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

これも教育庁が一義的には管轄なんですけれども、

王冠などですね、13件の文化財を米の連邦捜査局に、

いわゆるＦＢＩですけども、盗難美術品ファイルの

登録申請を行い、現在ＦＢＩのホームページで掲載

されているということです。まだ捜索はできていな

い模様です。

○山川典二委員 ＦＢＩの盗難美術品リストに今

載っています。これを持ち帰った人たちが一部オー

クションで売っているんですよ、200点余り。それ以

外の物がまだ今あると。それで、この間の在外琉球

王国文化財里帰り事業、先ほど議論がありましたけ

ど、これについては、この遺失した文化財は入って

いるんでしょうか。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

いえ、今回の事業は、それとは別の事業となりま

す。あくまでも調査研究事業で現地に行って、琉球

王国時代の文化財の確認をしてくるということに

なっております。

○山川典二委員 時間がありませんのでもう終わり

ますけども、これ実は、盗まれた物は超一級品の国

宝級の文物関係が多いんですよ。それについては、

ぜひ、それも含めて私は里帰りさせる調査をやるべ

きだと思いますがその辺はいかがですか、最後にな

ります。

おもろさうしとか、いろんな物がかつて返ってき

ているんですよ、この盗品の中から、原本が。

○金城健県立博物館・美術館参事兼博物館副館長

これについては、管轄が違うものですから、軽々

には私のほうでは申し上げることはできませんけど

も、ただ、今回の事業で沖縄県の文化財についての

認識がかなり高まっておりますので、外国も含めて

ですね。その辺でまた、新たに寄贈したいであると

か、貸与したいとか、または寄託という方法もある

んですけれども、そういうのがあれば、ぜひ、話は

進めていきたいとは思っておりますが、先ほどのＦ

ＢＩのものとはちょっと混同しないように注意して

いきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 島袋大委員。
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○島袋大委員 手短にやります。

当初から、一般質問でやった万国津梁会議のつく

り方の公文書開示期間延長されているんだけど、ま

だ出さない予定ですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 開示のあれにつ

いて、その難易度も含めて今調整をしているところ

でございます。

○島袋大委員 多分出てくるときにはもう議会も終

わって、もう改選時期になるかなと思っていますか

ら、出せる分は早めに出していただきたいと思うん

ですけど、出さない理由がもう忙しいから出せませ

んということですから、僕が質問早めに終わったら

出せるかなと思うんですけど、どうですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 議会でも答弁さ

せていただきましたように、いわゆる開示に当たっ

ての難易度なども含めまして、少し検討させていた

だいておりますので、その検討結果を踏まえて、開

示、不開示について通知をしたいと考えております。

○島袋大委員 次年度に向けて、約2400万円近く万

国津梁会議の予算がついていますけれども、当初５事

業を含めて、あとの３事業がまだ決まっていないと

いうことの認識でいいですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 基地問題、それ

からＳＤＧｓ以外につきましては、先ほど西銘委員

への答弁の際にした３テーマを新たに立ち上げる予

定でございます。

○島袋大委員 次年度、新年度入ってからですけれ

ども、きちんとした、基地とＳＤＧｓは置いておい

て、３事業がしっかりと決まって、こういった形で

のカリキュラムをするということでの道筋をつくっ

てから、公募をかけるっていうことはないですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 今年度の執行も

含めまして私どもとしては、来年度しっかりテーマ

を決めて走らせていくほうが適切であるというふう

に考えます。

○島袋大委員 部長はそうおっしゃっていますけど

も、我々は今やっている事業に対して、次年度はこ

ういったことではいけないでしょうということを

言っているんだけれども、一般質問では、しかし、

こういった形でいろいろまた進めていきながら考え

ていきたいという答弁だったはずなんだけれども、

そのような同じ考えの認識であると、私理解でいい

ですか、部長。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 元年度につきま

しては、今、５つのテーマを実施すると。ただ、実

際には２つのテーマが先に走って、後でまた児童虐

待も合わせて３つのテーマということになって、実

際には今、５つは立ち上がらなかったわけでござい

ます。

来年度につきましては、しっかり５つのテーマを、

２つは決まっていますが残りの３つのテーマにつき

ましても、先ほど申し上げたように、仮称ではござ

いますがテーマについては決めましたので、それを

決めた後に委員等も決めてしっかり、その後に委託

なりして走っていくということで考えています。

○島袋大委員 多分、次年度も委託してから内容を

考えていくっていうことだと思いますから、そこは

今現時点でこういう状況になっているっていうのは

まさしく理解してもらわないと僕はいかがなものか

なと思っていますから、しっかりとその辺は組み立

てていただきたいと思っています。

次、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業4400万

円の内容。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 マリンタウンＭＩ

ＣＥエリア形成事業のほうでございますが、大型Ｍ

ＩＣＥ施設及び周辺受入環境の整備、これを目的と

した事業となっております。

県としましては、近年、沖縄のホテルや集客施設

への民間投資が活発に行われておりますことから、

民間活力を導入し、施設整備に生かしたいというふ

うに考えております。そのため、今年度実施してお

ります調査のほうにおきましては、民間事業者との

直接対話を含む意向調査を行ってきているところで

ございまして、その中で、大型ＭＩＣＥ施設本体や

周辺ホテル、集客施設等の整備を含む、ＭＩＣＥエ

リア全体の一体的な開発手法等について、専門家の

意見も踏まえながら、様々な選択肢を、今、整理を

しているところでございます。

次年度におきましては、先ほど申し上げた目的の

達成に向けて、基本計画を策定することとしており

まして、当初予算において、その経費として4448万

6000円のほうを計上しております。内容的には、業

務委託料、それから民間企業の意向等を確認するた

めの調査のための行動費、そういったものの経費と

いうふうになっております。事業の中では、マリン

タウンＭＩＣＥエリア全体の開発手法、大型ＭＩＣ

Ｅ施設の規模・機能、大型ＭＩＣＥ施設以外の集客

要素の配置、エリアの魅力を維持向上させるエリア

マネジメントの在り方及び事業スケジュールや財源

確保策等について、様々な選択肢のほうに評価を加

え、民間事業者との直接対話や地元市町村の意向等

も踏まえつつ基本計画の策定に取り組む、そういっ
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たことを予定しております。

○島袋大委員 これ今、課長の答弁を聞いて、もう

ぱーって思い浮かぶのは、当初その周辺のまちづく

り形成、要するにマリンレジャー関係エリア、ホテ

ル、低層高層、高額者、ランキングが高いホテルと

かそのラインのエリアをつくっていたけれども、こ

れは一旦白紙にして、また新たにそういった形をつ

くるという理解でいいんですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 これまで事業の中

でまちづくりビジョンといったような形で、まちづ

くりの方向性等のほうの整理をしております。この

部分の考え方を基本に置きつつ、今回大型ＭＩＣＥ

施設の周辺を一体的に整備をすると、そういった考

え方を持ち込んでおりますので、それに合わせて、

事業スキームとか、より効果が発動するようなあり

ようについて、整理をしていくというふうな考え方

でございます。

○島袋大委員 ですから、当初、こういうまちづく

りのビジョンというのは、ＭＩＣＥを誘致して建設

するために、内閣府に対して一括交付金を活用した

いために、やっぱり絵面のビジョンをつくらないと

いけないから、内閣府にいろいろ指摘されて、道路

形成やもろもろ含めて、まちづくり一体どうします

かっていうプレゼンの中で、沖縄県はこうやりたい

ということでビジョンをつくって内閣府に予算要求

をしたと思うんですよ。これをずっと我々議論して

きた。その中で今、私が聞いているのは、このＭＩ

ＣＥエリア形成事業でまた同じようなまちづくりと

一体のコンセプトをつくり直して、これからスター

トするというこの予算の事業ですかと確認している

んですけど、どうですか。いや、ここ重要なんです

よ、新年度予算だから。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 次年度、予算計上

の中で取り組む方向性については、繰り返しになり

ますけど、マリンタウンＭＩＣＥエリア全体の開発

手法ですとか、大型ＭＩＣＥ施設の機能・規模、そ

ういったものについて民間事業者の直接の対話とか、

それで事業の実現性、そういったことも確認をしな

がら基本計画を策定していこうというふうには考え

ています。このうち、大型ＭＩＣＥ施設の整備のほ

うにつきましては、現在の基本計画、こちらのほう

を基礎にしながら、周辺エリアの一体的な整備、そ

ういった事業スキームの中で必要な見直しを行って

いくという考えでございまして、基本は、現状これ

まで積み上げてきたものを基本にしながら、事業ス

キームによって見直すべきところを見直していく、

そういったことを反映した形で、基本計画を改めて

見直したものをつくりたいというのが、次年度事業

の内容となっております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島袋大委員から、当初のコンセ

プトは生かしつつ、かつ民間事業者の知恵

も借りながら新たな部分も取り入れて全体

像をつくっていくという理解でよいかとの

確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 委員の、今おっ

しゃったとおりでございます。

○島袋大委員 次ですね、戦略的ＭＩＣＥ誘致促進

事業2700万円。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 戦略的ＭＩＣＥ誘

致促進事業のほうでございますが、沖縄ＭＩＣＥ振

興戦略に基づきまして、国内外での誘致、プロモー

ション活動を強化するとともに、沖縄ＭＩＣＥネッ

トワークなど、産学官と連携し、ＭＩＣＥの誘致活

動や受入体制の整備、専門人材の育成等に取り組む、

そういった事業となっております。具体的には、国

内外の商談会や見本市への出展による大学関係者な

ど、主催者や旅行会社、管理運営会社等のＭＩＣＥ

関連事業者へのプロモーション活動。それから、学

術会議の開催促進やＭＩＣＥ主催者、参加者の満足

度向上のための支援。加えまして、県内のＭＩＣＥ

受入体制の強化のための沖縄ＭＩＣＥネットワーク

の運営や、ＭＩＣＥ人材の育成などを実施していき

ますほか、次年度につきましては、今年開催されま

すツーリズムＥＸＰＯジャパンの沖縄開催を支援す

ることとしておりまして、総額で２億6970万9000円

のほうを計上しております。

○島袋大委員 これも今、聞いたら、今までやって

きたことをまた新たに確認事項をしたいという形で

しか、今、頭に入ってこないんですけれども、当初、

内閣府に要請するときには、ＭＩＣＥの必要性、学

識経験者あるいはＭＩＣＥのもろもろの企業者の皆

さんに意見を聞いて、新しく造るＭＩＣＥの中には

沖縄県のイベント、祭りを全部エンターテイメント

もみんなぶっ込んで、こういった形でこのＭＩＣＥ

365日稼働しますということで、内閣府に予算要求、

一括交付金の要求をしたと思うんだけれども、これ

も全部真っさらにして、新たに、また、いろんな形

でどういうふうなスケジュールを持って、こういっ

た形の御意見を聞いてやっていくっていうことの理
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解でいいんですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 まず、戦略的ＭＩ

ＣＥ誘致促進事業っていうのは、大型ＭＩＣＥ施設

の運営とか、そこに対しての誘致をやるための事業

として設けたものではございませんでして、従来よ

りあります沖縄コンベンションセンターですとか、

万国津梁館といったＭＩＣＥの専用施設、それから、

離島も含めまして県内多くのホテルの中で、ＭＩＣ

Ｅの施設機能を持っておりますので、そういったと

ころで開催されるＭＩＣＥ、それの開催件数を伸ば

しながら、また、お客様の満足度を上げてさらなる

評判を確立していく、そういったことを総合的に取

り組むための予算として、従前より継続して実施し

ている事業のほうでございます。

○島袋大委員 すみませんね、僕が頭の中で新しく

造るＭＩＣＥだけ頭にこびりついたもんですから、

今あるコンベンションもろもろ含めて、そこを使う

誘致も含めて、そういう企業にアプローチをかけて

やっていくっていうことの理解でいいですか、すみ

ませんね。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 おっしゃるとおり

です。

○島袋大委員 了解。

次、観光危機管理体制構築支援事業2000万円でし

たか、2000万円かな、これ。

○雉鼻章郎観光振興課長 お尋ねの観光危機管理体

制構築支援事業についてです。

この事業は、地震や津波、航空機事故などの観光

危機が起こった場合に、観光客の安全・安心を確保

するとともに、観光産業への影響を最小限にとどめ

ることを目的として、国、市町村、地域観光協会、

観光業界などと連携して、観光危機管理に関する取

組を県内各地に普及拡大させるための事業というふ

うにしております。

○島袋大委員 この事業に関して、今回の新型コロ

ナに関しての関連はないんですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 従来、新型インフルエン

ザというものの対応というのはこの危機管理計画の

中にございまして、それに準じて、いろんな局面に

合わせて、動いているというようなところでござい

ます。

○島袋大委員 まさしく、ここは若干過去のインフ

ルエンザも含めて合致する点だと思うんですけれど

も、この危機管理体制を含めて、県内の離島も含め

ての観光協会やその辺の皆さん方を一堂に集めてな

り、新型コロナウイルスだからなかなか呼ぶことは

大変かもしれないけれども、今スカイプとかもろも

ろネットを使ってできるんだけれども、そういう一

堂に会しての意見交換、会議をやっていますか、やっ

た経緯はありますか。

○雉鼻章郎観光振興課長 すみません、新型コロナ

に関してですか。

○島袋大委員 新型コロナもあるからこそなおさら、

観光協会やもろもろ含めて、その辺の意見を聞いた

とか、そういったのはないですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 今年度の事業において、

セミナーを実施して、その中で各地の自治体、観光

協会にお声かけをしたりとか、それからあと図上訓

練というようなものも実際に、各種団体御参加いた

だいて実施しておりますので、そういうお話をする

機会はあったかなというふうに考えております。

○島袋大委員 ぜひともこれは、今から新年度事業

の中の今、話でしたから申し訳ないんだけれども、

やっぱり観光協会というのは多分衰退して地域、向

こうももろもろ抱えている、観光協会は何をやって

いいか分からない状態だと思うんですよね。だから、

そこは県が音頭を取って、どのような形でもアドバ

イスっていってもなかなか県も大変かもしれないん

だけれども、あそこ側の、観光協会の鬱憤たまって

いる要望を聞くのも大事だと思っているんですよね、

受ける皆さん方は大変かもしれないけれども。その

辺の体制の強化、どうですか、部長。

先ほど、いろいろ、観光団体に聞いていると言う

けどさ、観光協会。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 観光協会につき

ましては、最近は小規模の市町村も含めて、特に数

が増えて、ここのところ来ております。基本的には、

ビューロー賛助会員になっていただいているという

こともあって、例えば、今回のコロナウイルス対策

についての周知につきましては、観光コンベンショ

ンビューローを通じて、いろんな周知を行っている

ところでございます。あと、この観光危機管理以外

のでも、いろんな事業の中で、そういった観光協会

の皆様と一堂に会する機会がございますので、その

際にいろいろと御意見を聴取する機会もございます。

とりわけ昨年度は、離島観光につきましても、各観

光協会の皆様、市町村の皆様との意見交換といいま

すか、そういう場も設けさせていただきました。やっ

ぱり折々時期を見て、しっかりとそういった現場の

声といいますか、そういったところは、すくい上げ

ていきたいなというふうに思います。

○島袋大委員 次、沖縄県空手振興事業についての
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説明をお願いします。

○山川哲男空手振興課長 沖縄を発祥の地とし、沖

縄の先人が育み、継承してきました空手は、精緻な

技と、平和を希求する精神性を特徴とする沖縄が世

界に誇る伝統文化であります。沖縄県では、このよ

うな技と心を次世代に正しく受け継いでいくととも

に、空手発祥の地沖縄を世界に発信するため、沖縄

空手振興ビジョン及び沖縄空手振興ビジョンロード

マップを策定いたしまして、同ビジョン等に基づい

た施策を展開しております。

令和２年度につきまして、具体的には首里・泊手

系の流派研究事業2000万円、それから、国内外へ沖

縄空手の精緻な技と、精神性をしっかりと伝えてい

くための沖縄空手指導者派遣事業約2000万円。それ

から、国内外の空手愛好家が沖縄の地で稽古をした

いといった場合、この空手家に対して最適な道場を

マッチングしていく沖縄空手案内センター開設事業

1000万円の、計約１億1000万円となっております。

○島袋大委員 この空手の振興会もろもろ含めて、

流派を含めて何団体加盟していますか。

○山川哲男空手振興課長 振興会には大きく４つの

団体が加盟をしております。流派に関しましては、

小林と書いた小林流、少ない林と書いた少林流、少

ない林の寺と書いた少林寺流、それから上地流、剛

柔流、松林と書いた松林流、松の源と書いた松源流

といった約９から10ぐらいですか、流派が加盟をし

ております。

○島袋大委員 ここの振興会の中にこの流派、今、

おっしゃるように９つぐらい入っているというよう

なことですけれども、これは私なりに調査した話だ

けれども、今、オリンピック含めて空手が今、全世

界に発信して、いろんな形で学びに来ているのも現

場ではそう感じていると思っています。非常にいい

ことだと思うんですけど、今回のオリンピックに関

する空手は、スポーツ空手競技ですよね、空手競技、

沖縄の伝統空手じゃないんですよ。だから、全世界

から空手を習いに来た人でも、競技のスポーツ空手

を学ぶ人もいれば、沖縄の伝統空手を学ぶ、海外か

ら来る人もいるわけですよね。その中で９団体が振

興会の中に入っているんだけれども、この流派別ま

でいかないけれども、沖縄のもうずっとやってきた

歴史あるこの空手のもろもろ含めて、この皆さん方

にも、いろんな支援金と言ったら言葉失礼だけれど

も、助成金的な面は―配分は今、現状どうなってい

ますか。

○山川哲男空手振興課長 個別の流派、各道場への

支援金という制度はございません。

○島袋大委員 ですから、今、全体で予算を組んで

いるのは理解しますよ。その中で、あまりにも、こ

んな言ったら失礼ですけど、今のスポーツ空手に偏

り過ぎても若干、温度差が出てくるんじゃないかな

という心配はしているわけですね、私自身ね。だか

ら、その辺の調整もろもろ含めて、やっぱりこれ県

がやらないといけないことなんだけれども、その辺

の御意見とか聞いていますか。

○山川哲男空手振興課長 県内におきましては、沖

縄県空手道連盟、これは全空連傘下の競技団体の一

面も持っていますけれども、いわゆるこの県連は各

道場では伝統空手をやっているんですね。ここで少

し御説明をさせていただきたいんですけれど、いわ

ゆる競技空手と伝統空手といった場合、競技空手は、

ルールに基づいて勝者を決めるというシステムに

なっております。ですから、言葉は悪いですけれど

も、試合をすることによって傷を負ったり、もしく

は重篤になるということはスポーツとしては成り立

ちません。ですから、安全・安心をしっかり確保し

た上での技を競い合うという部分がございます。一

方、伝統空手というものは、自ら戦うことを意識し

てやるわけではなく、護身術として継承されてきた

部分がございます。当然、自らの身体、それから身

近な人たちの身体、生命、財産を守るためにルール

がないわけですよ、そのためには。ですから争わな

い。変な意味、争わないために日々稽古して、最終

的には人格陶冶にしていくという部分がございます。

競技を中心にして、世界に広がっていった空手とい

う側面はありますけれども、競技生活というのは30代

半ばぐらいで、やはり厳しいところが出てくるんで

すね。そういった中で、その後どうするかっていう

ことで、実は、沖縄に生涯武道となる伝統空手があ

ると。世界の空手家はですね、発祥の地沖縄には、

これまでやってきていないような、実際に用いられ

るような、実務の面で重宝される技があるというの

がもう知れ渡っていっています。ですので、彼らは

沖縄に向かってきているんですね。そういう中で、

競技の部分も、子供を中心にして目標を持つという

のはすごく大事なことです。そこも重宝しながら、

重視しながら、人生最大である生涯をかけた武道の

究めというものも、この沖縄でしかできないという

ふうに考えていますので、県連も含めた伝統空手の

技と精神性っていうのは、県も一緒になって今後と

も進めていくというふうに考えています。

○島袋大委員 まさしく、今、課長がおっしゃるの
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を理解しますよ。だから、この伝統空手の活用も含

めて、今、各道場をいろいろ拝見してもやっぱり大

先輩たちが、もう70、80代超えて師範クラスのこの

先輩たちが、海外の子供たちや本土の子供たちを道

場で受け入れて、合宿をしてそういう指導をしてい

ると。ほぼもうボランティアですよね。

そこはそこなりに自分たちもプライドを持って

やっているかもしれないけれども、そこを多少幾ら

かね、振興会あるいは空手連盟でもろもろ含めてあ

るんであれば、そこを若干協力金として何かできる

ような体制をやることによってもっと強固な、僕は

組織になるんじゃないかなというふうに、私自身の

考えですけれどもね。その辺、どう思いますか。

○山川哲男空手振興課長 今、沖縄県内の空手界を

統一している沖縄伝統空手道振興会っていうところ

がございます。沖縄空手は世界の目で見ると、かな

りブランド力というのがあるんですね。ただ、昔か

ら沖縄の空手界には、ティーデジンモーケシチャナ

ランドーという部分が、不文律があります。ただ、

今の世の中で見ていくと、道場を今後とも継続して

いくためにはなかなか厳しい、どうしても運営資金

が必要というところもありますので、一度ですね、

振興会のほうにビジネス的な資金が入って、振興会

のほうから各道場、各会派へ運営資金が流れていく

ようなそういう仕組みをつくろうということで、現

在振興会の理事長、事務局長とも、例えば法人化に

向けて様々な事業を採択していくっていう手法もい

いんじゃないかというところで、意見調整を重ねて

いるところです。

○島袋大委員 そこまで聞いたらもう何も言いませ

ん、頑張ってください。ひとつ、よろしくお願いし

たいと思っています。

まさしく、そういう点が大事だと思っていますか

ら、いろんな面でまたお力添えを頑張っていただき

たいなと思っています。

あと、オリンピック各地競技の合宿についてとか

いろいろありますけれど、これちょっと説明をお願

いします。

○金村禎和スポーツ振興課長 東京2020大会に向け

た事前合宿につきましては、受入市町村と連携して

取り組んでいくということが重要ということで、平

成28年度に各市町村に対する説明会を開催しており

ます。その中で、受入れを希望する市町村の確認を

していると。それから、平成28年８月に、県とそれ

から受入れを希望する市町村、それから沖縄県体育

協会で構成する沖縄2020事前キャンプ等誘致推進委

員会を設立して、誘致活動を行ってきたというとこ

ろでございます。具体的には、まず、在京の関係国

大使館等に出向いてプレゼンを行ったり、それから

直接海外での誘致活動、それから海外からキーパー

ソンを招聘、それから課題等を抽出して改善につな

げる合宿実証というのを行っております。これまで

にハンガリー空手をはじめ、９か国、10団体で事前

合宿が決定されているということでございます。

○島袋大委員 これ、オリ・パラの合宿地に、県は

幾らか助成金を出しているんですか。

○金村禎和スポーツ振興課長 事前合宿の実施につ

きましては、多分相手国と、それから沖縄県、それ

から誘致を受け入れる市町村で協定とか、それから

覚書を締結しております。その中に経費として、渡

航費とか、あと宿泊費、あと県内の交通費等につい

ても、沖縄県が支援するということになっておりま

す。

○島袋大委員 うちはアルゼンチンのバレーの合宿

の件で詰めていたはずなんだけど、話がなくなった

んだけど。まあいいや、終わってからにします。

そういった形で加盟、参加したいっていうこのオ

リ・パラの合宿に関しては、新型コロナの影響でも

うこういったのはやっぱりできませんとかというの

は、今のところないっていうことで理解していいで

すか。

○金村禎和スポーツ振興課長 現時点では、そういっ

た話は確認をしておりません。

○島袋大委員 あと１つ、スポーツ施設の充実の体

育施設整備費２億800万円。

○金村禎和スポーツ振興課長 当該事業につきまし

ては、主に奥武山総合運動場、武道館とか庭球場の

改修とか、そういったことに係る経費となっており

ます。

令和２年度につきましては、武道館照明のＬＥＤ

化工事、それから武道館電気室高圧真空遮断器取替

工事などを行うこととしております。

○島袋大委員 では、令和２年度がスタートするわ

けですけど、頑張っていただきたいなと思っていま

す。部長にはいろいろときつい質問もしたけれども、

まだ終わっていませんからこれからも続くと思いま

すけど、ちょっと御理解をお願いしたいと思ってい

ます。とにかく観光を中心にする沖縄県なはずです

けど、今、こういう新型コロナがあるわけですから、

一丸となってみんなで頑張らんといけないと思って

いますから、協力できるところは協力したいと思っ

ています。
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委員長、最後に、万国津梁とマリンタウンＭＩＣ

Ｅエリアの事業に関しては、これはずっと部長と皆

さん、職員とは一般質問でずっとやってきているわ

けでありますけれども、ＭＩＣＥに関しましては、

やっぱり知事との意見交換、質疑していないもんで

すから、この辺は総括質疑でですね、確認事項をし

たいなと思っていますんで、残りこれは保留という

形でひとつ引き取っていただいてお願いしたいと

思っています。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 以上で、文化観光スポーツ部及

び労働委員会事務局関係予算議案に対する質疑を終

結いたします。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

午後３時12分休憩

午後３時35分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調整事項を提起しようとする委員

から、改めて提起する理由の御説明をお願いいたし

ます。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。

万国津梁会議費についてでありますけれども、本

日の経労委員会での質疑内容においてもですね、や

はり納得のいくような答弁がしていただけなかった

というのが私の感想であります。今年度の事業内容

についても、あえて万国津梁という予算を組んでま

でやるような内容であるのかどうなのか。これは非

常に予算を執行するということについて、私は甚だ

疑問があります。これは知事の肝煎り事業であると

はいえですね、知事からその思いとその方向性をしっ

かり聞かないと、非常に納得のいくような予算執行

にはならないというのが私の意見でございます。

それと、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業で

ありますけれども、これについても、今日の委員会

の中においての答弁に当たっては、結局分からない

と、よく概要がつかめているようでつかめていない

というような答弁に終始されたような感がします。

これは、約70億円余りのお金を投じて敷地を買い、

そして、歴年にわたってそれなりの予算を執行して

国と交渉してきたはずであります。しかしながら、

これが今回、国との交渉をある意味断念をして、民

間との再調整をしながらまた形成事業をするという

ことになりますが、今までの執行した予算の成果物

は何であったのかということを考えると、非常に甚

だ疑問が残るわけであります。これが沖縄を牽引す

る大型ＭＩＣＥ事業ということでこれまで取り組ん

できたはずでありますけれども、今後この方向性と

実現性について、この4400万円余りの予算を執行す

るのが妥当であるのかどうなのかということは、大

いに議論をすべきだというふうに思います。

それと、新型コロナウイルス感染症の緊急対策に

ついてでありますが、これを聞いたのは、私たちは

この委員会での途中で聞きました。そういう緊急の

知事の会見があるという話を聞きました。本日の委

員会においても、それについての内容の質疑を我が

会派からもさせていただきましたし、皆さんからも

あったと思いますが、やはりまだまだ詳細について

の具体的な取組というものが、はっきり言って答弁

の中から見えない。かつ、これは緊急を要すること

において、補正予算も伴うことでありますので、しっ

かり議員のほうに、我々に対して知事自らがですね、

しっかりとこの方向性について説明することが、こ

れは極めて重要な知事としての責務であるというふ

うに思いますので、そのような形で御提起を申し上

げたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 以下同文です。

○瑞慶覧功委員長 以上で、要調整事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

親川敬委員。

○親川敬委員 反対の立場で発言させてください。

まず１点目、万国津梁会議費については、これま

でも議会で相当な時間を割いて、いろんな角度から

議論がされたと思います。ですから、もう議論は出

尽くしているんではないかというふうに私は考えて

います。

あと、マリンタウンについても、これについては

今回も、要するにこれまでの平成24年でしたか、平

成24年くらいから取り組んできた中だったんですけ

ども、やっぱり思うような国との了解が取り付けら

れなかったということで、新しい展開を目指してい

こうという、私は予算だというふうに認識をしてい

ますので、やっぱりこれも、私は要調査事項として

上げることについては反対です。

あと、新型コロナについては確かに時期的には、
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昨日今日の話ですから、なかなかこの委員会でも全

体的に理解ができているかというと、私はまだ理解

が足りないと思っています。ですから、そこは何か

全体に、もしできれば、私の要望ですけども、要調

査事項として上げるよりももっとスピーディーに全

体的に議員集めて、あるいはこのことについて、何

ていうんですか、各派代表者会議あたりで、やっぱ

り議会としてもう一回、これについては詳細につい

て聞きたいという場を設けるほうが、私は緊急性、

具体性には合致するんじゃないかなと思うので、要

調査事項として上げるよりは、その方向を探ってい

ただきたいと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに意見はありませんか。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 基本的には万国津梁会議費、マ

リンタウン事業についてはこの間、代表質問、一般

質問の答弁のやり取りの範疇というふうなことで、

あえて呼ぶ必要はないかと思います。

新型コロナウイルスへの感染対策についていえば、

国自体も、いわゆるどういうものにどういう対応を

するということで言ったら、細目的にはまだ明らか

になっていなくて、それには、県の立場としては今

調査をし、必要な手だてとして国の対策が出てそれ

を穴埋めすると、あるいは横出しするというフォロー

の部分にも努めたいと。そのための予算対応も早期

にやるという姿勢を示しているので、その範疇しか

知事を呼んでも答えられないというか、その範囲し

か出ないような形で、知事をあえて呼ぶ必要もない

のかなというふうに思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの反対

意見の表明を終結いたします。

次に、予算特別委員会における調査の必要性及び

整理等について、休憩中に御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、万国津梁会議費に

ついて、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成

事業について及び新型コロナウイルス感染

症等に対する緊急対策についてを報告する

ことで意見の一致を見た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項の提案の有無等につい

て確認したところ、提案はなかった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月13日 金曜日 正

午までに、予算特別委員に配付するとともに、タブ

レットに格納することとなっています。

また、予算特別委員が、調査報告書に関して、常

任委員長に対し質疑を行う場合には、13日の午後３時

までに政務調査課に通告することとなっています。

予算特別委員におかれては、常任委員長に対し質

疑を行う場合には、３月13日金曜日には登庁され、

質疑発言通告を提出するようよろしくお願いします。

休憩いたします。

（休憩中に、沖縄県酪農農業協同組合からの

学校給食用牛乳の要請に関する取扱につい

て協議した結果、各派代表者会で対応を協

議したほうがいいとのことで意見の一致を

見た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月18日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月10日（火曜日）

開 会 午前10時２分

散 会 午後５時16分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（保健医療部所管分）

２ 甲第20号議案 令和２年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

３ 甲第21号議案 令和２年度沖縄県病院事業会

計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 次呂久 成 崇君

亀 濱 玲 子さん 比 嘉 京 子さん

平 良 昭 一君 金 城 泰 邦君

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

保 健 衛 生 統 括 監 糸 数 公君

保 健 医 療 総 務 課 長 金 城 清 光君

保健医療総務課看護専門監 知 念 寿 子さん

医 療 政 策 課 長 諸見里 真君

地 域 保 健 課 長 山 川 宗 貞君

衛 生 薬 務 課 長 新 城 光 雄君

衛生薬務課薬務室長 池 間 博 則君

国 民 健 康 保 険 課 長 山 内 昌 満君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 金 城 聡君

病 院 事 業 総 務 課 長 大 城 清 二君

病院事業総務課医療企画監 田 仲 斉君

病院事業総務課看護企画監 前 田 純 子さん

病 院 事 業 経 営 課 長 古 堅 圭 一君

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 本 竹 秀 光君

南部医療センター・
小 濱 守 安君

こども医療センター院長

精 和 病 院 長 親富祖 勝 己君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん

3ii4

○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第20号議案、甲第21号

議案の調査及び予算調査報告書記載内容等について

を一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

まず初めに、関係部局予算議案の概要説明を聴取

し、その後、関係部局予算議案を調査いたします。

それでは、保健医療部長から保健医療部関係予算

議案の概要の説明を求めます。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部所管の令和２年

度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の概要につい

て御説明申し上げます。

通知しました令和２年度当初予算説明資料をタッ

プし、資料を御覧ください。

資料の１ページを御覧ください。

令和２年度一般会計部局別歳出予算の総括表と

なっております。令和２年度一般会計歳出予算額は、

表の一番下、県全体の合計は7514億400万円。そのう

ち保健医療部は枠で囲った部分の668億7967万7000円

で県全体の8.9％となっております。前年度と比較し

ますと13億4042万5000円、2.0％の減少となっており

ます。

２ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳入予算を款ごとに示し

ております。令和２年度一般会計歳入予算額は表の

一番下、県全体の合計は7514億400万円、そのうち保

健医療部の令和２年度一般会計歳入予算は枠で囲っ

た部分、９の使用料及び手数料４億4490万7000円、

10の国庫支出金94億1168万円、11の財産収入1146万

8000円、13の繰入金15億3578万6000円、15の諸収入

文教厚生委員会記録（第３号）
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２億4363万4000円、16の県債2980万円、合計116億

7727万5000円を計上しており、県全体の1.6％となっ

ております。前年度と比較しますと、1036万5000円、

0.1％の減少となっております。

３ページを御覧ください。

保健医療部の歳入予算の主な内容について御説明

いたします。欄外左側に行番号を振っておりますの

で、行番号に沿って御説明いたします。

１行目（款）使用料及び手数料４億4490万7000円

につきましては、２行目（項）使用料において、右

側の節別内訳にありますとおり、２段目、県立看護

大学授業料１億4484万4000円、左側の行番号４行目

（項）証紙収入２億6625万5000円などを計上してお

ります。

１行目にお戻りください。前年度と比較しますと

4670万7000円、9.5％の減少となっており、これは主

に高等教育無償化に伴う授業料等減免による県立看

護大学授業料の減少などによるものであります。

５行目（款）国庫支出金94億1168万円につきまし

ては、６行目（項）国庫負担金において、右側の節

別内訳にありますとおり、精神衛生費39億1830万

7000円、難病医療費等対策費13億3469万4000円、７行

目（項）国庫補助金において、右側の節別内訳にあ

りますとおり、沖縄振興特別推進交付金８億7846万

円、沖縄振興公共投資交付金１億7732万6000円など

を計上しております。

５行目にお戻りください。前年度と比較しますと

1682万8000円、0.2％の減少となっており、これは主

に沖縄振興公共投資交付金の減少などによるもので

あります。

次に、９行目（款）財産収入1146万8000円につき

ましては、10行目（項）財産運用収入において、右

側の節別内訳にありますとおり、土地貸付料584万

9000円などを計上しております。

９行目にお戻りください。前年度と比較しますと

12万3000円、1.1％の増加となっております。

次に、11行目（款）繰入金15億3578万6000円につ

きましては、12行目（項）特別会計繰入金において、

右側の節別内訳にありますとおり、国民健康保険事

業特別会計繰入金8925万円、13行目（項）基金繰入

金において、右側の節別内訳にありますとおり、沖

縄県北部地域及び離島等緊急医師確保対策基金繰入

金１億5313万5000円、地域医療介護総合確保基金繰

入金12億9340万1000円を計上しております。

11行目にお戻りください。前年度と比較しますと

1898万1000円、1.3％の増加となっており、これは主

に国民健康保険事業特別会計繰入金の増加などによ

るものであります。

次に、14行目（款）諸収入２億4363万4000円につ

きましては、15行目（項）公営企業貸付金元利収入

において、右側の節別内訳にありますとおり、県立

病院貸付金元利収入２億580万円、16行目（項）貸付

金元利収入において、右側の節別内訳にありますと

おり、看護師等修学資金貸付金元金収入839万円など

を計上しております。

14行目にお戻りください。前年度と比較しますと

426万6000円、1.8％の増加となっており、これは主

に18行目の（項）雑入において、右側の節別内訳の

中の社会保険診療報酬支払基金が沖縄県に対して交

付する病床転換助成交付金の皆増などによるもので

あります。

次に、19行目（款）県債2980万円につきましては、

前年度と比較しますと皆増となっており、これは右

側の節別内訳にありますとおり、保健所及び看護大

学の施設の修繕や設備の更新のための県債を発行す

ることによるものであります。

４ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳出予算を款ごとに示し

ております。令和２年度一般会計歳出予算は表の一

番下、県全体の合計は7514億400万円、そのうち保健

医療部の令和２年度一般会計歳出予算額は枠で囲っ

た部分、３の民生費325億1290万1000円、４の衛生費

334億3829万7000円、10の教育費９億2847万9000円、

合計668億7967万7000円を計上しており、前年度と比

較しますと13億4042万5000円、2.0％の減少となって

おります。

５ページを御覧ください。

歳出予算の主な内容について御説明いたします。

欄外の左側に行番号を振っておりますので、行番号

に沿って御説明いたします。

１行目（款）民生費325億1290万1000円につきまし

ては、２行目の（項）社会福祉費において、右側の

事項別内訳にありますとおり、後期高齢者医療負担

金等事業費142億2762万9000円、国民健康保険指導費

181億2532万3000円などを計上しております。

１行目にお戻りください。前年度と比較しますと

２億6025万4000円、0.8％の増加となっており、これ

は後期高齢者医療負担金等事業費の増加によるもの

であります。

次に、３行目（款）衛生費334億3829万7000円につ

きましては、４行目（項）公衆衛生費において、右

側の事項別内訳にありますとおり、２段目、精神医
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療費90億7389万2000円、その３段下、こども医療費

助成事業費17億650万1000円、さらにその２段下、特

定疾患対策費27億1366万5000円、５行目の（項）環

境衛生費において、右側の事項別内訳にありますと

おり、２段目の食肉衛生検査所費４億8542万円、６行

目の（項）保健所費において、右側の事項別内訳に

ありますとおり、職員費19億4738万6000円、７行目

（項）医薬費において、右側の事項別内訳にありま

すとおり、２段目、医師確保対策事業費20億738万

7000円、その２段下、地域医療対策費17億3547万

2000円、８行目（項）保健衛生費において、右側の

事項別内訳にありますとおり、県立病院繰出金78億

2387万7000円などを計上しております。

３行目にお戻りください。前年度と比較しますと

３億6250万6000円、1.1％の増加となっており、これ

は主に（事項）特定疾患対策費の中の難病医療費等

対策事業費の増加などによるものであります。

次に、９行目（款）教育費９億2847万9000円につ

きましては、10行目（項）大学費において、右側の

事項別内訳にありますとおり、看護大学教職員給与

費６億1529万8000円、看護大学教育研究費8837万円、

看護大学施設等整備費4178万6000円などを計上して

おります。

９行目にお戻りください。前年度と比較しますと

3681万5000円、4.1％の増加となっております。

次に、６ページを御覧ください。

令和２年度特別会計歳入歳出予算の一覧となって

おり、県における20の特別会計を掲載しております。

そのうち保健医療部の令和２年度特別会計歳入歳出

予算は表の下から２行目、国民健康保険事業特別会

計の歳入歳出予算額1577億6091万2000円を計上して

おります。

次に、７ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算を款ご

とに示しております。

合計欄を御覧ください。前年度と比較しますと、

歳入及び歳出ともに２億3141万6000円、0.1％の増加

となっております。歳入では、主に４行目の前期高

齢者交付金の増加などによるものであり、歳出では

主に下段の表の１行目の保険給付費等交付金の増加

などによるものであります。

以上で、保健医療部所管の一般会計及び特別会計

の歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりま

した。

次に、病院事業局長から病院事業局関係予算議案

の概要の説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局所

管の甲第21号議案令和２年度沖縄県病院事業会計予

算（案）について御説明申し上げます。

サイドブックスに掲載されております令和２年第

１回沖縄県議会（定例会）議案（その１）に基づい

て御説明いたします。

59ページを御覧ください。

令和２年度沖縄県病院事業会計の予算につきまし

ては、病院事業の持続的な経営の健全化を目指す予

算案の作成を行うこと。各病院における患者数の動

向及び経営状況を踏まえ、沖縄県立病院経営計画に

掲げる３つの目標を達成する経営改善による効果を

加味した予算案の作成を行うこと。現下の経営状況

を踏まえ、収益向上につながる取組及び費用の縮減

・効率化の取組をなお一層推進し、効率的な企業経

営を実現する予算案の作成を行うことを基本方針と

して、予算を編成しております。それでは、議案の

概要について御説明いたします。

まず初めに、第２条の業務の予定量について、（１）

の病床数は６病院合計で2149床としております。ま

た、（２）の年間患者数は、同じく６病院合計で148万

5353人を見込んでおります。（４）の主要な建設改良

事業は災害拠点病院施設整備事業となっております。

第３条の収益的収入及び支出について、病院事業

収益は642億4438万7000円を予定しており、収益の内

訳は医業収益が536億7597万5000円、医業外収益が

97億9080万5000円、特別利益が７億7760万7000円と

なっております。続きまして、病院事業費用は674億

7967万9000円を予定しており、費用の内訳は医業費

用が647億5338万7000円、医業外費用が10億1080万円、

特別損失が17億549万2000円、予備費が1000万円と

なっております。

60ページに移りまして、第４条の資本的収入及び

支出については、施設の整備と資産の購入などに係

る予算で、資本的収入は52億8999万2000円を予定し

ており、収入の内訳は企業債が35億9690万円、他会

計負担金が15億7213万4000円、他会計補助金が1659万

3000円、国庫補助金が１億436万4000円、寄附金が

1000円となっております。次に、資本的支出は60億

6992万5000円で、支出の内訳は建設改良費が31億

118万8000円、企業債償還金が27億6873万2000円、他

会計借入金償還金が２億3000円、無形固定資産と国

庫補助返還金が、それぞれ1000円となっております。
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なお、公営企業施設等整理債５億5410万円を除き、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する13億

3403万3000円は、損益勘定留保資金で補塡すること

としております。

第５条の債務負担行為は、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額について定めてお

ります。

第６条の企業債は、限度額を35億9690万円と定め

ております。

61ページに移りまして、第７条の一時借入金は、

限度額を50億円と定めております。

第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、

各項の間で流用できる場合について定めております。

第９条の議会の議決を経なければ流用することの

できない経費は、職員給与費と定めております。

第10条の他会計からの補助金は、18億9354万1000円

を予定しております。

第11条の棚卸資産購入限度額は、薬品及び診療材

料に係る購入限度額について139億5074万2000円と定

めております。

第12条の重要な資産の取得及び処分について、取

得する資産は器械備品で、血管造影Ｘ線診断装置

２件、磁気共鳴断層撮影装置１件、手術支援システ

ム１件、全身用Ｘ線ＣＴ装置１件、医事会計システ

ム１件、電子カルテ端末及び看護勤務管理システム

１件、生化学自動分析装置１件を予定しております。

以上で、甲第21号議案令和２年度沖縄県病院事業

会計予算（案）の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 初めに、病院事業局のほうから

お聞きしたいと思います。

旧県立八重山病院の解体撤去工事なんですけれど

も、当初は平成31年の10月ということで計画をして

いたんですが、それが遅れて令和２年度からという

ことなんですけども、この計画とスケジュールにつ

いて具体的なことを教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 旧八重山病院の解体

工事についてお答えいたします。

旧八重山病院の解体に係る実施設計業務について

は、今年度中に既に終了しておりますけれども、そ

の実施設計業務を進める中で、工期が当初７か月か

かる予定でありましたものが11か月かかるというこ

とが判明しまして、若干工期が延びるということに

なっております。今のところ、解体工事につきまし

ては、次年度、令和２年度の早い時期に発注を予定

しておりまして、工事の完了が令和３年の７月頃の

予定であります。その関係で、令和２年度から令和

３年度までかかるということでありますので、債務

負担行為を設定いたしまして、令和２年度には２年

度に必要な予算を計上したということであります。

○次呂久成崇委員 次年度から解体撤去工事が始

まって２年かかるというのは、工期も分けたりする

んですか。そのまま２年連続でいくんでしょうか。

○古堅圭一病院事業経営課長 実は旧八重山病院の

現在の建物の中には、紙のカルテとか、残置物品等

々かなりの物品がまだあります。解体撤去をする場

合には、これらの物品等を全て処理する必要がある

ということと、病院施設の解体撤去でありますので、

それなりの工期が必要ということになるという関係

で、令和２年度から令和３年度まで工期がかかると

いうことであります。

○次呂久成崇委員 私は、この解体撤去工事という

のはやはり早くやらないといけないということで、
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八重山病院のほうも令和２年から―当初は平成31年

でしたので、やはり早くにカルテの整理、そして備

品の片づけ等も含めてやるというふうに聞いていた

ものですから、いまだに紙のカルテとか備品とか、

まだ病院の中にあるということなんですか。という

のは、平成31年からという当初の予定からすると、

あまりにもそのまま放置しているということですの

で、これは八重山病院長、どんなですか。ちょっと

教えてください。実際に今のカルテの状況とか、備

品の状況を教えていただきたいと思います。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

当初、カルテの保管、それと残置物品の処理が現

時点で石垣市島内でできないということで、最終的

に石垣島外へ持ち出して本島のほうで処分していた

だくということで、今、解決に至っております。先

週の段階で、病院の中のカルテはほかの貸倉庫のほ

うに移して、全て紙カルテの保管は先週で終わって

おります。残置物品に関しても、今週最後にコンテ

ナに積み込んでいますので、それを八重山港から本

島内に引っ越しで混み合う前に出してしまえば、全

て当院としては、残った物品に関しては処理ができ

ていると認識しております。

○次呂久成崇委員 僅か残っていると。今の状況で

推測しても、早い段階で解体撤去工事というのは着

手できるということですよね。もう中にはないとい

うことですよね。

○古堅圭一病院事業経営課長 今、篠﨑院長のほう

から御答弁がありましたとおり、今月いっぱいで残

置物品等々の処理は終える予定でありまして、その

処理が終了し次第、次年度の早い時期に解体撤去工

事を発注する予定であります。

○次呂久成崇委員 それでは、発注が早ければ年度

内というのも可能じゃないですか。どんなですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 今年度、令和元年度

に行った解体のための実施設計業務の中では、当初

７か月の工期を予定していたものが、11か月、約１年

ほどかかるということが判明した関係で、仮に令和

２年度の上半期に発注をしたとしても、令和２年度

中の完成は非常に難しいという状況にあります。

○次呂久成崇委員 いずれにせよ、旧八重山病院の

解体撤去工事というのは早くやらないと、その後の

利用計画というのがやはり策定できませんので、そ

この手続等は早急に次年度取り組んでいただきたい

というふうに思います。

それと併せてお聞きしたいのが、北部の伊原間診

療所についてお聞きしたいんですけども、私もその

診療所のほうを実際に見てきました。今回、代表質

問のほうでも質問させていただいたんですけれども、

この答弁の中で、診療所の機能の在り方や施設の解

体等については、石垣市等との調整も踏まえ決定す

るということで答弁しているんですけども、石垣市

との調整というのは、具体的に何のことを言ってい

るんですか。

○大城清二病院事業総務課長 お答えします。

石垣市との調整というのは、北部の伊原間診療所

を今回、令和元年の９月に巡回診療を終了して、今

後、施設の利用予定はないということで考えており

ます。ただ、これまで巡回診療を利用していた地域

住民の方もいらっしゃいますので、これら地域住民

の方の今後の医療提供について、石垣市ときちんと

意見交換をした上で、必要な手続を踏まえて、伊原

間診療所の施設については解体を含めて対応してい

こうということで考えているところでございます。

○次呂久成崇委員 必要な手続について教えてくだ

さい。

○大城清二病院事業総務課長 伊原間診療所は公の

施設ということでございまして、地方自治法の中で

も、公の施設を廃止するときは当該設置条例を廃止

しなければならないということで、逐条のほうでは

解説をしております。公の施設、今回は伊原間診療

所の建物になるんですが、物的要素を滅失する場合

においても同様の手続が必要ということでございま

して、今、病院事業局といたしましては、建物を解

体するに当たって、公の施設としての伊原間診療所

の廃止の手続を行う必要があると。そのために条例

の改正を行うということで考えております。

○次呂久成崇委員 廃止の手続ですけども、もう９月

で利用していないんですよね。もう半年ですよ。今

議会で廃止、条例改正とか、本来だったら上程され

てもいいんじゃないですか。これが次年度までとい

うふうになったのは、経緯というのは何ですか。

○大城清二病院事業総務課長 先ほども御説明いた

しましたけれども、巡回診療が令和元年９月に終了

いたしまして、これまで巡回診療を利用していた地

域住民の方の医療を今後どうするかというところも

ございまして、石垣市のほうともそういう意見交換

を行ってきたところでございます。９月に巡回診療

するに当たって、地域住民の方、伊原間住民の方を

対象として、その地域の住民の方を対象として、八

重山病院のほうで８月に地域の説明会を実施して、

診療所の廃止についてはおおむね理解が得られたと。

その後、病院事業総務課のほうから、現場確認等も
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含めまして、11月に石垣市のほうを訪問して、石垣

市の市民保健部の担当課長のほうとも意見交換をさ

せていただいて、伊原間診療所の廃止について説明

をさせていただいたところでございます。

病院事業局としては、担当部のほうから上司のほ

うに説明が行われるだろうということで考えていた

のですが、確認したところ、まだ上司のほうには説

明がなされていないというようなお話もございまし

たので、きちんと上司のほうにも、こちらのほうか

ら状況を説明した上で、条例改正等含めて、必要な

手続を取っていきたいということで、２月の議会の

提案には間に合わなかったというような状況でござ

います。

○次呂久成崇委員 この診療所の建物は石垣市のも

のじゃないですよね。県のものですよね。今、とて

も危険な状況なんですよ。私も実際見てきています

し、すぐそばに飲食店もあります。後ろのほうには

ショップもあって、人の出入りもあるものですから、

私はこれは病院の解体撤去工事と併せて一緒に解体

をするべきだというふうに思っているんですけども、

もし何かあったときというのが、やはりあるんです

よね。これだけ老朽化していますので。今現在の診

療所の管理責任者というのは誰になるんですか。も

し何かあったとき、どうなるんですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

伊原間診療所は、昭和45年度、復帰する前に建築

されておりまして、築約49年が経過しております。

企業債等は既に償還が終了しておりますけれども、

県の施設としてこれまで管理をしてきております。

49年が経過しておりますので、現在の伊原間診療所

については、ひさしであるとか、それから壁、柱に

コンクリート剥離が多数見られます。非常に危険な

状態が続いておりますので、建物全体をネットで覆っ

て、事故を防止する対策を講じているというような

状況にあります。

○次呂久成崇委員 私、管理責任者はどなたになる

んですかとお聞きしたんです。

○古堅圭一病院事業経営課長 診療所につきまして

は、病院事業局の資産ということになりますので、

病院事業管理者の病院事業局長ということになりま

す。

○次呂久成崇委員 八重山病院ではないですよね。

事業局長になるわけですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 権限につきましては

病院事業局長でありますけれども、補助執行という

ような格好で、八重山病院の院長のほうに委任がな

されているという状況であります。

○次呂久成崇委員 病院長、大丈夫でしょうか。

○篠﨑裕子八重山病院長 ９月に巡回診療をやらな

くなって、旧病院の残置物品とともに伊原間診療所

の全てのカルテ、それから残置も全て今、撤去して

おります。いつでも壊せる状態ではありますけども、

一応条例改正を行わない限りは壊せないということ

ですので、事故が起きないことを願うばかりだと思っ

ております。

○次呂久成崇委員 神様の力を借りるということな

んでしょうかね。診療所の隣に石垣市所有の保健指

導所というのがあります。２階建ての大きな建物が

あります。なので、診療所はとても危険なところで

すので、これは市と調整とかというものじゃなくて、

やはり管理者、責任者は県ですので、私はやはり６月

の議会でも―本来は今議会だと思います。すぐ条例

改正をして、解体撤去をしないといけない。本来は

するべきだったと思っていますので、巡回診療等に

関しては、その市の建物を活用すればいいわけです

よ。市と調整すればいいと思うんですね。なので、

解体をするのに市との調整とかというのは、私は全

く理解できないんですよ。これはあくまでも県の責

任でやるべきだというふうに思っていますが、いか

がですか。

○大城清二病院事業総務課長 委員のおっしゃると

おり、石垣市の合意がないと建物の撤去等はできな

いということではございません。しかしながら、こ

れまでやはり地域の医療を、八重山病院、巡回診療

を含めて担ってきたところがございますので、やは

り診療所を廃止するに当たっては、より丁寧な地域

住民の、石垣市も含めて、地域の理解を得る必要が

あるだろうということで考えているところでござい

ます。

○次呂久成崇委員 昨年から地元の住民の皆さんに

は説明なども行って、私はそれは丁寧にされている

と思っているんですよ。なので、さらに丁寧という

のが、これ以上に丁寧ってどういう対応があるんで

すか。ですから、６月議会では必ず条例改正、上程

していただいて、早急にこの解体は取り組んでいた

だきたいと思いますが、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 今、次呂久委員がおっしゃ

いましたように、なるべく早期の解体ということで

ございますけども、先ほどから説明してきています

ように、八重山病院長からは地元住民への説明は行っ

てきたと。しかしながら、診療所の解体、廃止に当

たっては、やはり市政といいますか、市役所のほう
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にも丁寧な説明が必要であろうと感じて、許可を得

るとかそういう意味じゃなくて、説明が必要だと考

えています。委員がおっしゃいましたように、６月

議会には廃止の条例を出すというふうな予定でござ

いますので、事前の手続を取って、速やかにそういっ

た解体のほうをしていきたいと考えています。

以上です。

○次呂久成崇委員 速やかに手続のほうをお願いし

たいと思います。

次に、保健医療部の保健衛生対策費についてお聞

きしたいと思います。今、新型肺炎コロナウイルス

もあるんですが、この新型インフルエンザ対策事業、

こちらの事業なんですけども、新型インフルエンザ

等の発生に備えた体制整備に要する経費ということ

になっているんですが、具体的に体制整備に要する

経費、ちょっと説明を伺いたいと思います。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

委員御指摘の新型インフルエンザ対策事業という

のは、主に医薬材料費でございまして、こちらのほ

うは新型インフルエンザ薬の備蓄に使用する経費と

いうものになっております。また、今回発生してい

る新型コロナウイルス感染症の対策というものは、

事項でいいますと、感染症予防費の中の感染症指定

医療機関運営費の補助金ですとか、あとは入院医療

費の扶助費等の予算を活用して対応していきたいと

いうふうに考えています。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、次呂久委員から医薬材料費とは

何かとの問いに対し、タミフル等を購入す

るものであるとの答弁があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 こちらも私、代表質問で取り上

げたんですけれども、小規模離島の場合、そこで発

生、または疑われた場合の搬送方法とか、ちょっと

お聞きしたいと思います。

○山川宗貞地域保健課長 離島におきまして、新型

コロナウイルス感染症である患者さんが確認された

場合は、保健所が感染症指定医療機関である県立病

院の受診を紹介するということになっています。必

要に応じて、保健所が患者さんの移送を行って、指

定医療機関にて診察や治療、また、検体の採取を行

うということになります。

○次呂久成崇委員 移送なんですけれども、例えば

八重山、西表島がありまして、その周りにも小さな

離島あるんですけども、時期によって船が行けない

んですね、しけていまして。その場合は陸での、西

部から東部にとかという搬送が出てきます。これを

地元の消防団の皆さんとか、海保の皆さんと保健所

が連携してやるということなんですけども、そのと

きに、そこからまたさらに、指定医療機関というの

は県立八重山病院ですので、そこに搬送するときは

ヘリになるんですか、それとも船なんですか。誰が

付き添うんですか。

○山川宗貞地域保健課長 基本的には保健所の職員

が付き添うということになっているかと思います。

もちろん、地元の消防団の人たちですとか、海上保

安庁の協力を得るということと、港に着いた後には、

基本的には保健所の搬送者というものを、地元の消

防のほうの協力を得て搬送するというふうになって

おります。

○次呂久成崇委員 地元の消防団の皆さんも医療に

従事しているわけじゃないですから、そういう本来

の専門的知識がないわけなんですよね。疑われる患

者を搬送するこの体制というのが、私はとても危険

じゃないかなと思うんですが、いかがですか。どの

ように考えていますか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

こちらのほうは平成16年に発生したＳＡＲＳの頃

から、実際に八重山のほうではかなり訓練をしてお

りまして、各消防団の方たちとも一応連携をしてい

るということになるかと思います。ただし、練習と

本番はやはり違いますので、できれば最初の場合と

かというのは、基本的に保健所の職員が行って、指

導の下にうつらないように安全を確認した上で行う

ということになるかと思います。

○次呂久成崇委員 県立八重山病院のほうで疑わし

い患者さん、検査をして、検体のほうを本島に送り

ますよね。それでも１日ぐらいロスが出てきますよ

ね。小規模離島の場合は、さらにここから搬送して

くるときに、やはりこういうまたロスが出てくるん

じゃないかなと思うんですが、そこら辺の対策とい

うのはどのように考えていらっしゃいますか。

○山川宗貞地域保健課長 委員御指摘の件というの

は、やはりこれまでも問題になっているということ

はあるんですが、こちらのほうでは、連携を密にし

てなるべく早く判明できるようにというふうに一応

調整をしているところでございます。

○次呂久成崇委員 今、県立八重山病院、宮古のほ

うも、この減圧室３床ですよね。それ以上、疑わし

い患者が出た場合というのももちろんあるんですけ

ども、この３床で、現時点でしっかりと対策という
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のはできる施設整備はされているんですか。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

今現在、３床の感染症病床を当院は有していまし

て、一応前室を持った感染症対応の病床となってお

ります。それに一応収容するんですけども、それ以

上に患者が発生した場合、あと、重症の患者が発生

して高度な医療を必要とする患者が出た場合には、

やむを得ず本島の指定感染症の病院のほうに転送す

るような形を取らざるを得ないという状況はあると

思います。

○次呂久成崇委員 重症化した場合の搬送というの

は、どういった手法になるんですか。

○篠﨑裕子八重山病院長 今回、新型コロナに関し

ては、呼吸器症状がかなり重篤になるということを

聞いております。それに対するＥＣＭＯというよう

な、呼吸状態を補助する機械が当院にはありません

ので、それを使用するためには、その機器がある本

島の病院のほうに搬送になると思います。

○次呂久成崇委員 これは宮古も同じでしょうか。

○本永英治宮古病院長 宮古病院も１か月前からコ

ロナの感染症に対する院内会議を週に１回開いてい

ます。それで、我々の病院では、陽性反応が出て、

症状が出た患者の収容に関しては、今、３床あるん

ですけども、ミンティというのをつけて、さらに２床

増やすこともできます。それから、ＩＣＵにもう一

つ、感染症の部屋が１室ありますので、全部で６床

あります。さらに、それを超えたような状況が発生

した場合は、今考えているのは、重症の場合はＩＣ

Ｕで診るというふうにして、ＩＣＵの患者はＨＣＵ

に移すと。それから、５階西病棟になるんですね、

感染症の３床ある部屋が。そこを５階西だけにして、

なるべくそこで診ていくというふうにします。それ

から、透析患者が出た場合は、その５階西病棟に入

院してもらって、出張で透析を回すというふうな具

体的な対応を考えています。それから、さっき言っ

た人工肺を回すような、ＥＣＭＯという装置を回す

ような重症例がもし出た場合は、うちの病院では対

応できませんので、沖縄本島の対応できる病院に移

すことを考えています。

多良間に関しては、発生したら、多良間は船があ

るんですね。貨物船みたいな船があって、空気感染

から予防できるので、船で来てもらおうかなと思っ

ています。ただし、波がしけている場合は海上保安

庁と協力して、あと、保健所と我々病院の、宮古島

市の消防隊と連絡を取って対応したいと思っていま

す。大体そんな形でやっています。

○次呂久成崇委員 重症化すれば、八重山病院も宮

古病院も、結局は本島のほうに搬送しないといけな

いということなんですけども、私、機器整備は本当

に大事だと思うんですね。石垣市、宮古、那覇、そ

して中城湾、外国からのクルーズ船とか貨物船も入っ

てきます。ということは、外国から入ってくるわけ

ですから、それが本当に蔓延した場合に対応できな

いと思うので、そこら辺の対策というのをしっかり

考えていただきたいと思います。

以上です。

○狩俣信子委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 次呂久委員が質疑されたので関連

して、新型肺炎への対応からお伺いしたいと思いま

すけど、お知らせしたのは、予算内訳書の13ページ

になるかなというふうに思いますが、先日、知事か

ら緊急対策の通知が皆さんに出されましたけれど、

今日の報道では、各都道府県に厚生労働省からピー

ク時の患者の推測をして、医療体制の見直しをして

ほしいという要請が出ているということで、具体的

に県も、県の外来患者数の推測をされているようで

すけれど、今後の県の対応、沖縄県がどういうふう

に対応していくかということについて教えていただ

きたいと思います。

○糸数公保健衛生統括監 お答えいたします。

厚生労働省のほうが３月６日の金曜日に、今後、

感染が広がり始めて３か月ぐらいでピークを迎える

と。何も対策をしないときにここまで増えるんだよ

というふうな推計というか、シナリオを発表しまし

た。それは、子供さん、それから成人、それから高

齢者に分けていろんな係数を掛けてやるんですけど

も、沖縄県もそのデータを基に計算をして、ピーク

時は外来全体で１日4685人、それから入院が2149人、

そして重症が73人というふうな一つの試算が出てま

いりました。現状のベッドの数からいってもかなり

の負荷になりますので、こういうデータを基に、今、

各保健所を中心に圏域でベッドの整理、調整をして

いますので、今のデータを全部圏域ごとに計算して

おりますので、それを各保健所を通して、県立病院

だったり、感染症指定医療機関とか、協力医療機関

と協議をして、重症者をどうやって守っていくかと

いうふうな調整を、このデータを基にまた会議とか、

そういうものを進めていこうという状況でございま

す。

○亀濱玲子委員 対応は多分―話合いはもちろん進

めていくわけですけれど、今の、特に本永宮古院長

とも先日も聞き取りして、宮古圏域も保健所も、宮
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古島市も多良間村もですけど、連携して、必要であっ

たら検査をセンターに送って、それで、複数件出し

たけど陰性であると。今のところは大丈夫だという

ことだけれど、次呂久委員も質問された重症の患者

をどうするかとか、やっぱりきちんとした対応が示

されなければいけないと思うんですね。特に沖縄県

は島嶼圏で島々を抱えていますから、まず、今言っ

ている、例えば離島のことを聞くとはっきりすると

思うんですけど、離島への対応で検査の対応、診察

への対応、入院への対応、患者が大量に出た場合の

対応についてお答えいただけますでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 検査につきましては、今、

衛生環境研究所のほうでやっている行政検査を、民

間の医療機関からでも保険診療でできるようにとい

うことで、拡大をしていく調整をしているところで

ございます。基本的には、症状がある人について検

査を行う、接触者などについてですね。そういうふ

うなことで検査の実施を行っていこうと思っている

ところです。これは本島でも離島でも同じですけど

も、先ほど言いましたように、少し検体を輸送する

のに１日、少し時間がかかるというふうなところは

あります。

それから、受診につきましては、今は感染症指定

医療機関、帰国者・接触者外来というふうな特定の

ところで診ていますけれども、患者が増えていきま

すと、これを一般の医療機関にもお願いするという

ふうな形になっていくと思います。

それから、一番私たちが悩ましいのは、先ほど言

いました入院患者がどんどん増えてくるという状況

が予想されます。患者が増えていきますと、今の法

体系の流れでいきますと、軽症であっても必ず入院

させて隔離しなさいということになりますので、患

者がたくさん出た状況で、軽症の人から先に診断し

てベッドを埋めてしまうと、次に出てくる高齢者だっ

たり、重症の人の医療がなかなか追いつかないとい

うことがありますので、これは国の動向を見ている

んですけれども、入院の適用を少し変えないとなか

なか対応できないというふうな状況になっておりま

す。特に離島、宮古・八重山は県立病院を中心に、

県立病院が感染症の医療も診ながら、がんだったり、

いろいろな高度医療を全部そこで診ていますけれど

も、そこに感染症の患者が増えてくるというふうに

なりますと、やっぱりキャパシティーをオーバーし

ますので、民間の病院で診れるような患者がどのく

らいいるかというふうな定員の調整も早めにしてお

かないといけないかなというふうなことで、それも

含めて、先ほど一定の数字が出ましたので、こうい

う状況になったらどういうふうに病院同士で調整す

るかというふうな、また、話合いをするというふう

な、これからそれを調整していくという状況になっ

ていくと考えています。

○亀濱玲子委員 これは一般病院、民間の医院にも

対応をお願いするという状況が考えられるというこ

とですか。

○糸数公保健衛生統括監 どうしても、先ほど出て

きましたＩＣＵとかＨＣＵとか、重症の患者さんの

命を守るためには、やはり県立病院などのところが

そこに対応すると。入院は必要なんだけれども、そ

れほどの集中治療が必要でないというふうな場合は、

周りの病院にも協力してもらって、そこで診てもら

うというふうに、2009年の新型インフルエンザのと

きもそのように対応しましたので、それが一番現実

的な患者の受入れというふうになると考えています。

○亀濱玲子委員 重症の呼吸器系の機器をそろえる

というのは、例えば宮古病院、八重山病院にという

のは無理なんですか。対応できるのは、それこそ県

内でどれぐらいあるんですか。すごく高価な機械な

のかはよく分からないんですけど。

○糸数公保健衛生統括監 一般的に呼吸が自力でで

きなくなったときには、レスピレーター、人工呼吸

器につないで治療をしますが、それは一般の県立病

院のＩＣＵでは備えていると思います。人工心肺装

置、ＥＣＭＯと先ほどおっしゃっていました、循環

を全部外に回すというのはかなり高度な技術という

か、機械的にも、操作も非常に人を取られますので、

今のところは南部医療センターとか中部とか、本島

の病院でそれを置いているという状況です。それは

どのぐらい人を割けるかとか、装置を動かすための

マンパワーも必要になってくるので、そういうのが

そろわないとなかなか設置できないのかなと考えて

います。

○亀濱玲子委員 移送しなければいけないというと

きの保健所、消防、海保の方の防疫対策と、患者を

どういう形で感染が拡大しないように送るかという

ことに対しては、きちんと、例えば各病院、八重山

病院、宮古病院、それも対応できるようになってい

るんですか。

○糸数公保健衛生統括監 今のは患者さんを本島に

ということですよね。宮古・八重山で診られないの

でということですが、やはり重症になっていますの

で、恐らくベッドで、患者さんからまずウイルスが

漏れないような形で、そういう容器といいますか―
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ありますので、そういうものを使って移送すること

になると思います。これについては、空路が必要に

なりますので、どういう固定翼なのか回転翼なのか

というふうなこともありますけども、メッシュも含

めて、運ぶ人に感染がいかないような今装置がいろ

いろありますので、それを運ぶ主体と調整して、ど

ういうものが必要かというふうなことをやりながら、

患者さんの状態が悪くならないように運ぶことにな

ると思います。

○亀濱玲子委員 それは今現在、整っているんです

か。

○山川宗貞地域保健課長 主に保健所にアイソレー

ターはあるんですが、実際に運ぶ場合には、やはり

海上保安庁ですとか、場合によっては自衛隊もあり

ますし、最近はメッシュのほうとも協定を結びまし

たので、それを用いて運ぶということになるかと思

います。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

いわゆる島々から発生したときの対応が速やかに

できるように、ぜひ環境を整えていただきたいとい

うふうに思います。

次に行きます。内訳書の150から153ページあたり

でしょうか、看護師確保対策費というのがあるんで

すが、それが今年大幅減額になっているんですけれ

ど、現在の事業の取組状況と課題について教えてく

ださい。それと、各病院の看護師の充足率、トータ

ルで20ぐらいの事業をしているんですけど、これが

減額していて、看護師というのは足りていてこうい

う減額になっているのか、教えていただきたいと思

います。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 看護師確保

対策費の事業費の減額についてお答えいたします。

令和２年度における（事項）看護師確保対策費の

当初予算額は３億6299万3000円、対前年度比で１億

167万6000円の減となっております。これは主に看護

師等修学資金貸与事業費が9255万8000円の減となっ

たことなどによります。減額の理由といたしまして

は、令和２年４月から国による高等教育の修学支援

新制度が実施されることに伴い、本制度を利用する

ものが国の制度に置き換わることを想定して積算を

見直したことによるものでございます。

そして、実績と課題につきましてですけれども、

看護師確保対策、19事業ございますが、その実績と

いたしましては、看護職員の確保対策としまして修

学支援、養成支援、就労支援、勤務環境改善、看護

の質の向上に取り組んでいるところです。県内の看

護職員数は、平成30年12月末の看護業務従事届によ

りますと、２万327人、人口10万人当たりでは保健師、

助産師、看護師、准看護師の全ての職種で全国平均

を上回っております。県内の看護師養成は、３つの

大学と５つの養成校で毎年700人の入学定員で養成し

ておりまして、平成30年度卒業生のうち看護職とし

て県内で就業した者は469名、66.7％となっておりま

す。

また、看護職員の採用状況ですけれども、沖縄県

ナースセンターが実施した調査によりますと、令和

元年度看護職員の採用計画1294人に対し、６月まで

の採用は1024人、採用率は79.1％となっております。

課題としましては、看護職員の総数は増加している

ものの、地域偏在や施設間偏在があるという状況が

ございます。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 今、地域偏在や施設の偏在がある

とお話をされましたけれど、私が聞くと、看護師さ

んが本当に厳しい職場になっていて、お休みのとこ

ろの補充がなかなかない状態で回しているんだとい

うのが毎年聞こえてきます。現在もそうです。各病

院の看護師の充足率というのはどうですか。定員に

対する充足率。

○前田純子病院事業総務課看護企画監 各県立病院

の令和２年２月１日現在における看護師の定数及び

充足率については、北部病院は看護師定数269名に対

して266名で、充足率が99％となっております。中部

病院は看護師定数569名に対し540名で、充足率95％

となっております。続きまして、南部医療センター

・こども医療センターは看護師定数520名に対し

500名で、充足率96％となっております。精和病院は

看護師定数100名に対し100名で、充足率100％となっ

ております。あと、宮古病院は看護師定数198名に対

し196名で、充足率99％となっております。八重山病

院は看護師定数200名に対し195名で、充足率98％と

なっております。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

この事業、あるいはこの取組、看護師の充足につ

いての今後の見通しを教えてください。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 看護師確保

対策の今後の見通しでございますが、毎年県内の看

護師等養成所から約500名の新卒者が県内で就職して

おり、離職率については、新卒看護職員の離職率が

平成21年度14.5％だったものが、29年度4.8％と大幅

に改善しております。常勤看護職員も、平成21年度
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12.6％から平成29年度9.6％と改善しておりますこと

から、県内の看護職員数は安定的に増加しているも

のと見込んでおります。

○亀濱玲子委員 現場から聞く声と少し乖離がある

ので、その課題を後でまた病院長にもお聞きしたい

と思うんですが、分かりました。

続いて、内訳書の144ページのへき地診療所施設整

備事業がありますけれど、僻地診療所の施設に係る

課題と取組について教えてください。

○諸見里真医療政策課長 お答えいたします。

まず、僻地診療所の施設につきましては、築年数

などを考慮し、適切な時期に建て替えを行うなど、

環境の改善を図る必要があるものと考えております。

へき地診療所施設整備補助事業は、僻地における安

定的な医療の確保を図るため、僻地診療所の新築や

改修等の施設整備を行う市町村に対し補助を行うも

のであります。令和２年度は、粟国村の歯科診療所

と医師住宅の整備に対し、2239万8000円を補助する

こととしております。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 ほかに抱えている課題はあります

か。僻地の診療所に対して。

○諸見里真医療政策課長 今、施設ということでし

たので、施設について御説明しましたが、基本的に

県のほうとしましては、離島の診療所に対しまして

は、施設整備、設備整備、あと、運営費の支援を行っ

ているところでございます。これは、ほかに事業を

構築しております。そういう観点で、しっかりその

診療所で医療が提供できる体制を整えるということ

が大切だと思っております。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 幾つかの事業を持っているわけで

すけれど、今後の見通しを教えてください。

○諸見里真医療政策課長 本事業は施設整備という

ことで、毎年７月に各市町村に意向を聞いて、その

意向を踏まえて施設整備を行ってきているところで

す。当然、ほかの設備整備につきましても、来年度

は５診療所、市町村で整備を支援する予定でござい

ます。また、運営が赤字になっている市町村が４つ、

５つ、診療所ございましたので、そちらも毎年支援

を行っているところですので、今言った形で多面的

に診療所、市町村に対し、支援を続けていくことが

大切かというふうに理解しております。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 昨年、文厚でも視察をした離島の

診療所のひどい状況というのを、現場に行って、文

厚の委員が見て、本当に対応が―施設ももちろんそ

うだし、働きやすい環境をつくるということが、な

かなか課題が私たちも見えていなかった、現場に行っ

て分かったことがあって、ぜひこれに対してはきめ

細かな取組をしていただきたいというふうに希望い

たします。

新年度の新規の事業で、説明資料の109番からです

けれど、県内の薬剤師の需給予測を立てて調査をし

て、薬学部の設置へ向けて取り組むという事業がス

タートするようですけど、これについて教えてくだ

さい。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 お答えします。

本県の人口10万人当たりの薬剤師数は全国最下位

でありますが、平成31年３月に発表された薬剤師の

需給動向の予測及び薬剤師の専門性確保に必要な研

修内容等に関する研究では、長期的に見ると、供給

が需要を上回るとの報告もありますことから、今後

の県内の薬剤師の需要と供給を定量的に把握するた

めの調査を行います。また、県内国公立大学への薬

学部の設置については、薬剤師不足を解消するため

の有効な方策の一つであると考えており、薬学部を

設置するための課題や、設置に必要な費用などにつ

いても調査を行います。

○亀濱玲子委員 今後の取組はどうなっているんで

すか。調査をした以降の計画を教えてください。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 県内国公立大学へ

の薬学部の設置については、薬剤師不足を解消する

ための有効な方策の一つであると考えております。

そのため、今後の県内薬剤師の需給予測、県内国公

立大学への薬学部設置の課題や費用などを調査し、

その必要性及び実現可能性について、定量的に説明

できるようにしたいと考えております。

○亀濱玲子委員 部長、これは薬学部を具体的に設

置したいという具体的な目標を立てて、例えばいつ

頃にはこういう形にしたいというような目標を持っ

て取り組み始めるということですか。

○砂川靖保健医療部長 これは調査事業でございま

すから、そういう需給動向とか、例えば薬学部を設

置する上での課題とか、必要性とか、そういうもの

を整理するわけです。整理した上で今後の方向性が

決まると。今後の方向性を決めるための調査事業と

いう位置づけであります。

○亀濱玲子委員 では、具体的に県内に学部をとい

うようなところまでは、今すぐ見えているわけでは

ないということですか。

○砂川靖保健医療部長 事業化するに当たっては、
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その必要性とか、問題点があればそれは解消できる

とか、何よりも今後県内の薬剤師がどうなるのかと

いうことを示す必要があるわけです。そういう資料

がないと、予算当局も予算をつけないです。その予

算を獲得するための事前調査ということです。

○亀濱玲子委員 もちろんそれを分かって聞いてい

るんですが、県として、陳情書もたしか上がったり

もしていたと思うんですけど、その必要性に対して

は、今までの状況として県はどのように捉えている

んですか。それは必要だというふうに捉えているん

ですか。

○砂川靖保健医療部長 薬学部を県内に設置すると

いうことは、薬剤師不足を解消するための有効な方

策の一つというような考えで動いているということ

であります。

○亀濱玲子委員 分かりました。先が少し見えない

んですけど、沖縄県の課題であることは確かです。

なので、ぜひこの調査がどういうふうにまとまって

いくかというのは注視をしたいというふうに思いま

す。

続いて、病院事業局にお伺いいたします。さきに

聞き取りで出しました病院の事業収益について、そ

の中でも入院、外来の増ということが軒並み書かれ

ているわけですけれど、理由を読むとあまり―入院

患者の増を見込んでいる。この裏づけは何か、ある

いは標榜する診療科が増えたのかとか、そういった

理由づけがこれでは分からないので、入院収益、あ

るいは外来収益、事業外収益についての説明をお願

いいたします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

令和２年度の沖縄県病院事業会計予算（案）に係

る業務予定量として、実は、年間患者延べ数が、入

院、外来合わせまして６万6000人ほど増加するとい

う見込みを立てております。その関係で収益が増加

しておりますけれども、その原因につきましては幾

つかあります。まず１点目は、各県立病院におきま

す地域の医療機関との連携強化がまず１点目です。

２点目は、各病院における病床利用率の引上げ、向

上に係る取組。３点目は、中部病院におきますけれ

ども、ＮＩＣＵの増床による収益の増。４点目に、

南部医療センター・こども医療センターにおきます

ＧＣＵの増床。５点目に、同センターにおきます小

児歯科口腔外科、それから、小児泌尿器科の開設、

それから、同センターにおける脳神経外科医の増。

脳神経外科医におきましては、２名ほど増員の見込

みであります。それから、整形外科医が１名増にな

ると。そういうことで患者数が伸び、医業収益が増

加するということで見込んでおります。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

１点、少し分からないことを教えていただきたい

んですけど、薬剤購入費というのがありますが、そ

れについての年度額というのがあるようで、例えば

各病院でこれが分かれているのか、例えばがんの治

療に係る、あるとても高価なものであったら、今年

度この人は必要だということが、予算が足りないの

で来年度にしてくれというようなことがあったりす

ると聞いているんですけど、県立の各病院の中で、

各病院が持っている薬剤費の限度額というので対応

できない場合もあるんですか。教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 高額薬品の使用増に

伴う材料費の補正につきましては、実は、去る先週

でありましたか、補正予算として提出をしておりま

す。その中でも、例えば化学療法に必要な薬剤の一

部に効能の追加があった関係で患者数が増えたとい

うこと、それから、血液腫瘍内科医の採用による高

額医薬品の使用患者が増加しているというようなこ

ともありまして、各県立病院、特に中部病院と南部

医療センター・こども医療センターでは、薬品費が

非常に増加しているということであります。今年度

の補正予算も増額はしておりますけれども、今後も

そういう医薬品の使用増は傾向として続くのではな

いかということで予測しております。

○亀濱玲子委員 私が確かめたいのは、この増に対

して先送りされる患者がいらっしゃるのかというこ

とです。今、増と言っているのは、対応はできてい

るんですかということです。

○古堅圭一病院事業経営課長 必要な医薬品があれ

ば、補正予算を組んででも対応する必要があると考

えております。

○亀濱玲子委員 これは例えば高額な薬品で、新し

い薬品といいますか、こういったものへの対応が難

しいと聞いているんですけど、これは違いますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

各病院で使用する医薬品といいますのは、通常の

場合、薬事委員会という院内の委員会が設けられて

おりまして、その院内の薬事委員会のほうで処方さ

れる医薬品を選択するということで、例えば内服薬

であるとか、外用薬であるとか、注射薬が、それぞ

れ各医療機関ごとに定められているのが通常であり

ます。ただ、患者さんの容体によっては、特殊な医

薬品を使用する場合もあります。そういう場合は、
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臨時購入というような格好で、医師の判断の下で高

額な医薬品を使う場合もあるということであります。

○亀濱玲子委員 待たされたり、先送りされること

はないという確認でよろしいですか。

○本竹秀光中部病院長 今、亀濱委員が心配されて

いたことは、実は民間病院では一応、話は聞こえて

きているんです。民間病院は、立てた予算をオーバー

するとお金を出せませんので、治療してくれる病院

を訪ねてくださいという話は聞きます。県立病院で

はやっておりません。中部病院で、今年10万点以上

の30種目くらいを一応全部調べているんですけども、

４億6000万くらい足りませんので、補正を組んでい

ただきました。ただ、病院事業としても大変ですの

で、それはちゃんと収益として費用対効果が大丈夫

かというのは全部一応出しておりまして、それはマ

イナスにはならないんですけれども、そういうのを

含めて、次年度に高額薬品に関してはプラスの予算

を立てていただきました。恐らくこれは、これから

起こってくる可能性は非常に高いですね。そうする

と、じゃあ誰が診るのと、どこが診るかということ

は、やはり私たちの考えていかないといけないこと

だと思っていますし、少なくとも、収支は一応全部

チェックして、それがそういうふうに病院の持ち出

しにならないかということは一応チェックしてやっ

ているところでありまして、必要な患者さんをお断

りしていることはありません。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。これは当

事者から聞いた声だったので、この対応をちゃんと

していただきたいというのを希望したいと思います。

あと１点、新年度の職員の異動に係る課題と対応

についてお答えください。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、亀濱委員から県立病院の職員人

事異動についての対応を確認したいとの補

足があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

金城聡病院事業統括監。

○金城聡病院事業統括監 委員の御質疑の意図が、

定期人事異動に伴って、先島に異動になった職員が

住宅確保の困難性があるのではないか。そういうと

ころが今回の人事異動でどう配慮されているかとい

う意図だというふうに今お聞きしましたので、それ

にお答えしますが、宮古とか八重山地域における住

宅確保については、従来から課題として認識を持っ

ております。また、関係労働組合からも、特に去年

の2019年の定期人事異動においては、委員がおっしゃ

るような車中泊という事例もあったというふうに聞

いております。人事異動というのは、当局が責任を

持って職務命令をかけるわけですけれども、その職

務命令を受ける職員の立場としては、可能な限り不

利益がないように、もしくは不便なことがないよう

に人事配慮はすべきだというふうに思っております。

今回の定期人事異動を行うに当たっては、遠隔内

示を１週間程度前倒しして、早めに遠隔になる情報

を職員宛て通知をして、それに基づいて住宅を確保

してもらうという機会をできるだけ増やそうという

努力をしています。また、各病院において地域の不

動産業者といったら変ですけれども、賃貸業をして

いる家主の情報を収集をして、これは本来病院の業

務ではないかもしれないという部分もありますけれ

ども、住宅を確保する使用者の立場として、当然便

宜を図るべきだろうという観点から、地域の不動産

情報を収集して、内示のあった方に情報提供をする

と。その中から住宅を確保することを円滑にしても

らうというような努力をしています。あわせて、県

立病院の場合には、借り上げ住宅をできるだけ確保

しようと。これは去年からの取組ではありますけれ

ども、６病院でですね、先島の借り上げ住宅の費用

を応分に持っていただいて、先島の県立病院の事業

を担う職員の住宅として供給していこうという考え

方を去年から入れていますので、その流れの中で、

職員の住宅が確保され、職員が県立病院事業に従事

する環境を整えていきたいというふうに思っており

ます。

○亀濱玲子委員 職員のアンケートから見る状況が

厳しかったもんですから、質疑させていただきまし

た。

最後になりますけど、各病院の院長の課題、いろ

いろあると思うんですけど、新年度へ向かう思いと

いうのをお聞かせいただきたいと思います。

○久貝忠男北部病院長 第１に、私たちの課題は医

師不足であります。病院事業収益も軒並み、皆さん

トータルではよくなっているんですが、北部病院に

関してはマイナス2.9％と、ちょっと振るわない。理

由としては、新聞報道でも御存じのように、脳外科

とか、泌尿器科の減収が起こるだろうということで

考えております。

あとは、医薬品の問題に触れたいんですけど、当

院としては、医薬品はむしろマイナスと。要するに

５億5000万円要請をしたんですけど、実際は恐らく

3000万円ぐらい余るというか、予算を低くしている。
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理由はですね、やっぱり免疫チェックポイント阻害

剤とか、ほかのセンターとか中部が使うような高額

な抗腫瘍剤を使う患者さんはいないということで、

操業度が少し落ちているかなというのが課題です。

それをみんな担保するためには、一にも二にも、ド

クターをどこかから充足させようかなとは思ってい

ます。

ついでに、診療所のほうは築28年ぐらいたつんで

すけど、伊是名、伊平屋。職員住宅に関しては四十

何年くらいたっていて、非常に大事な、去年指摘さ

れましたトイレのほうもちゃんと７月に直しまして、

非常に喜ばれております。

以上です。

○本竹秀光中部病院長 今一番問題なのは、やはり

医師の働き方改革の中で、どういうふうな働き方を

させるかというので、例えばうちは研修医が90人ぐ

らいいますので、トータルで、スタッフを合わせる

と200人超える医者をどういうふうな働き方にするか

ということで、時間外労働をどういうふうにするか

というのが非常に大きな課題ですし、まだ解決がで

きていませんけれども、できるだけ、今、国が決め

ている2024年までに、あと４年後ですね、そこまで

落とし込めるかどうかというのは非常に―これは沖

縄県だけの問題ではないんですが、実際のところは。

医師の働き方改革というのは普通の労働と違います

ので、それを特別にやっていかないといけないと思

うんですけれども、確かに過重労働というか、私た

ちの時代、過重労働ではあったんです、今から振り

返ればですね。だけど、もう時代が違っていて、今

はそういうことはできない、どうにかしていかない

といけない、労務管理をどうするかということで今、

非常に考えております。できるだけ、恐らく一般の

九百何十時間というのはかなり難しいんですけれど

も、それになるべく近くなるような働き方改革をやっ

ていくため、特に労務管理が必要だということで、

一応、医師に関しては医療部長にそれをやってもらっ

て、かなり時間外の縮減を図っているところであり

ますけれども、これはまだまだ必要かなと考えてい

ます。

もう一点は、やはり今、高齢者、特に中部病院と

いうのは救急室から入院する患者さん、去年のある

１か月を調べると、50％が75歳以上になるんですね。

これからますます増えると思います。こういう人た

ちをどういうふうにして診るかといったときに、相

変わらず問題は、急性期の治療が終わって施設に返

す、あるいは家庭に戻すといったときに、受皿がな

かなかできないということで、これは地域医療構想

の中でも考えていかないといけないんですけれども、

それぞれ県立病院も、実は待っているだけじゃなく

て、地域との連携ということをかなり今、進めていっ

ているところであります。そういうことで、それを

しないとなかなかこの問題は解決しないということ

で、院内でそういう話もしながら進めているところ

であります。

以上です。

○小濱守安南部医療センター・こども医療センター

院長 南部医療センターの課題ですが、まず、一番

大きな課題は、医療機器の整備、更新でございます。

開設以来、かなりの機器がまだ更新できていない状

況が続いておりまして、計画的に今やっております

けども、喫緊の課題だと今、考えております。本当

にだましだましで使っている状況がある機械もあり

まして、スタッフみんなで優先順位を決めながら調

整をやっているところでございます。

それから、医師とか医療スタッフの確保の問題が

もう一つございます。今、県立病院の中で脳外科の

緊急手術が24時間対応で行われているのは、うちの

施設だけでございます。北部のほうの応援もしたり、

いろいろ地域のほうの支援をしながらではあります

けども、かなり症例が増えてきまして、かなり過重

労働になってきておりますので、ここのほうも今後、

解決していかなきゃいけない問題かなと考えており

ます。

あと、地域との連携ということで、これは中部病

院で行っていました地域連携室を南部医療センター

も導入いたしまして、地域にできるだけ患者さんを

返すということを目標に連携を図っております。特

に今回、新型肺炎のことがありましたときに、私た

ちの施設では積極的に外からこれまで紹介を受けて

おりましたけども、そういう状況では厳しいと。新

型コロナに対応できないということを地域のほうに

発信いたしまして、できるだけ地域のほうで診てい

ただくということをやったりとか、そういう形で地

域の連携を今後も図っていく必要があるかなと思っ

ております。

それから、働き方改革なんですが、やはり医師の

過重労働がかなり問題になっておりまして、当院と

しては、変形労働を組み入れてスタッフの増を図っ

て、今、勤務の軽減を図っております。少しずつ少

しずつ、医師の数増えてきておりますけども、一番

の課題は、なかなかやっぱり超過勤務の時間の縮減

が難しいということで、今そこのところを厳しく管
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理をしていくということで調整をしているところで

ございます。

それから、当センターは災害拠点病院として役割

を担っておりますけども、今回のことでもよく分かっ

たんですけども、離島から具合が悪い患者さんを送っ

てくるときに、一旦、那覇空港の自衛隊の基地のほ

うに降ろして、それからまた救急車で搬送するとい

う手間をかけております。こういうのを考えており

ますと、例えば今回の新型コロナでも、非常に具合

が悪い場合には直接搬送できるようなシステムがで

きないかなということで、当センターとしては、将

来的にヘリポートの設置ができないかということを

今考えております。

それから、救命救急センター、今、那覇南部地区

のほうで４万近くの受診がございます。今回も新型

肺炎の流行に伴いまして、非常に不安な患者さんが

多数押し寄せてまいりました。その結果、やはり通

常の業務が停滞するぐらいに困ったことが起こりま

して、そちらのほうも、また地域のほうに働きかけ

をしておりますけども、やはり救命救急センターの

在り方を、もう少しまた今後検討していく必要があ

るのかなと考えております。

以上でございます。

○本永英治宮古病院長 宮古病院ですけれども、我

々の課題は病院の経営をよくするということで、ま

ず、来年度に向けて地域支援休日夜間診療科という

のを設けようと思っています。これは３つの診療所

と契約してあるので、それに関わる点数が増えて、

それに関わる収入が増えることになります。

それから、長期展望なんですけども、長期的とい

うか、一、二年で計画しているのは、地域支援病院

に昇格していくという取組をしていまして、今年の

４月から開業医の先生方と役割分担をきちんとして、

我々は紹介状を持ってくる患者さんを中心に診てい

く病院にしていきたいと考えています。それに取り

組むことによって、地域支援の病院にしていきたい

と。それができれば、医師の働き方改革にも多分つ

ながることだというふうに考えております。

それから、地域支援、地域医療構想の中で、我々

の病院の中でも長期入院する高齢者の方も結構い

らっしゃいますので、そういうことを加味して、地

域包括ケア病棟を構築して、地域の開業医の先生、

地域の施設の方々と一緒に、地域医療の在り方を実

現していきたいというふうに考えております。

それから、ソフトの面でですね、今、我々の病院

で３つ、大きく分けて精神科と、小児科と、外科の

医者が不足しています。精神科は、去年まで２名だっ

たのが、何とか今年の４月からは４名になりそうな

状況になってきていますけども、外科の先生と小児

科医の不足が今、懸念されております。そこに対し

て、事業局と一緒に取り組んでいきたいなというふ

うに思っています。

あとは、病院のハード面ですけども、機械は、大

型機械を今年購入したり、電子カルテを採用したり

して、かなり助かっておりますけれども、ハード面

でもう一つ、玄関入り口の風が非常に強くて、それ

に対する防御がまだできておりません。それを計画

的に実現していきたいというふうに考えております。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院は、新病院の効果で

入院患者、あと、外来患者の増加で、収益も徐々に

上がってはきております。その分、先生たち、医師

の負担がかなり過重労働になっていますので、あと、

医師のやはり確保が必要だと思っています。今年度、

15名の内科医師がいたんですけども、そのうち５名

は３月で辞めて、それに対して来年度は13名の補充

しか今はできていません。今後、変形労働制という

形の定数がございますが、当院としては、各専門性

のある診療科、循環器、呼吸器、腎臓、あと、来年

度から腫瘍内科の先生たち、感染症というような形

の専門性のある先生たちが赴任する予定になってい

ます。そういうふうな、１人診療科、２人診療の中

で、変形労働制としてやることはかなり難しく、定

数が今８しか内科医はないんですけども、ほかの診

療のほうからかき集めて、どうにか埋めて、今、内

科の診療を続けていっている状況です。もしよけれ

ば、いただいた変形労働制に対する定数に関して採

用を緩和していただければ、医師も増やせて、さら

に診療に対する入院患者、外来患者の増をさらに増

やせるかと思っております。

あと、今年度、西部診療所の人の確保が難しくて、

住民の方には大分御迷惑をかけましたけども、当院

は半年以上、今の親病院の先生方が全て代診を行っ

ていただいて、どうにかカバーしていけました。来

年度は無事に１人配置することができますけれども、

その先生も潰さないように、ある程度の制限をかけ、

あと、医師の働き方改革に見合った医療を地域の住

民の方にも協力依頼をして、進めていきたいと思っ

ています。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 当院は精神科病院です。

精神科に関して、国の改革ビジョンというのが出さ



－351－

れておりまして、入院医療中心から地域生活中心へ

という高い理念が掲げられておりまして、ここ数年、

精和病院も入院患者さんの地域移行、地域定着とい

うことで、強力に推し進めているところです。次年

度は、さらにそれを強化していきたいと思いますけ

れども、それに伴って、入院に関する収益の減とい

うのがどうしても避けられないので、そこのバラン

スをどう考えていくのかということを次年度の課題

にしていきたいと考えております。

それ以外に、次年度ぜひ達成したいこととしては、

精神科の場合、やはり人権に関わる問題がかなり多

うございますので、膨大な書類の作成というのがあ

るんですね。定期的な報告とか、そういうものがあ

りますので、ぜひ電子カルテ化を成し遂げて、医師

の事務作業の量を軽減していきたいというふうにし

て考えております。

これが次年度の大きな課題の２つかなというふう

に考えています。

以上です。

○亀濱玲子委員 本当にそれぞれの課題が見えて、

去年に比べたら地域との連携が強化されていくなと

いうのが感じられました。やっぱり県立病院が抱え

る県民の命のとりでというのが、改めて先生たちの

発言から、思いから受け止められました。ありがと

うございます。

終わります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時15分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 昨日の報道で、大変朗報があるの

で、皆さん御存じかも分かりませんけれども、アメ

リカのニューズウィーク社が毎年発表する世界のベ

ストホスピタル、2020年日本版で、沖縄県立中部病

院が26位になっています。御存じかと思います。見

てみますと、中部病院より上のところはほぼほぼ大

学病院が占めておりまして、自治体病院ではトップ

であるというふうに思います。非常に感慨深いもの

がありますし、誇りに思っております。復帰前の非

常に厳しい時代からハワイ大学との研修医を導入し

て、非常に全国の優秀な医者たちが沖縄県で研修を

受けたいということで集まっていただきました。そ

の結果、離島医療を含む県民医療が非常に充実をし

てきたということを思い出しています。当局の皆さ

ん、それから関係者の皆さんの御労苦と努力に心か

ら敬意を表して、次の質問をしたいと思います。

では、令和２年度病院事業局の繰入金については、

78億円ということが先ほどありましたけれども、北

部基幹病院の収支について伺いたいと思います。合

意書案では、赤字が出た場合は県が負担するとして

いますが、拠出の在り方はどう考えておられるのか

伺います。部長、今日の質問ほぼほぼ部長ですから、

拠出はどういう種類で出されるのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 基本的に赤字になるという

ことは考えておりません。その上で、病院を運営す

ることによって、県と市町村には地方交付税の措置

がされます。それがおおよそ4.6億ぐらい見ています

けれど、その入ってきた交付税相当額は、全て基幹

病院のほうに支弁してもらうというふうに考えてお

ります。

○比嘉京子委員 では、赤字が出ないことを想定し

ておられるという理解でよろしいですか。

○砂川靖保健医療部長 基本合意書案では、北部基

幹病院の給与制度、給与水準については、現在の医

師会病院のものを採用するというふうに規定してお

りますので、そういった意味で人件費率が相当落ち

ますので、赤字の出る可能性は低いというふうに見

ているということでございます。

○比嘉京子委員 10億円の利益が出ると、３月２日

の答弁でありましたけれども、その根拠について伺

います。

○砂川靖保健医療部長 10億円の話は現金収支の

ベースで、それだけ出るというお話をしました。こ

れは収益費用についてシミュレーションした結果で

ございます。前提としまして、人件費については医

師会病院の人件費を基礎に算定したと。収益費用に

ついても、現在の両病院の水準をそのまま移行して

毎年増加していくという前提で積算しております。

収益については現在、急性期の面で１日当たり100名

近く北部圏域からほかの圏域に流出していますので、

基幹病院をつくる以上、その流出を止めるというの

が大きな眼目でございますので、その収益も計上し

たというところでございます。

○比嘉京子委員 根拠になる資料というのは、２月

17日に北部12市町村会にお配りした公文書でよろし

いですか。

○砂川靖保健医療部長 あれはざっくりということ

で、結果のみ差し上げていますけれど、その後ろに

各経費ごとのバックデータがあるということでござ

います。
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○比嘉京子委員 すみません。執行部の前列にもお

配りいただきたいと思うのですが、これを基に―失

礼しました。配ってからお願いします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、資料の配付）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 この３枚目にあります収支、先ほ

ど概算と言いましたが、前提条件をちょっと聞かせ

てください。この１枚、２枚目の要約をお願いしま

す。

○砂川靖保健医療部長 前提条件というのは、この

別紙１というふうに書いてあるものが、ほぼ前提条

件になります。

○比嘉京子委員 先ほどから給与比率についてお話

しされていますが、これを見ますと給与比率は幾ら

ですか。分母と分子を教えてください。

○砂川靖保健医療部長 分母は収益のアからエまで

で、分子は費用のほうのアの給与費になります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から給与比率まで答弁

するよう指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 61.2％です。

○比嘉京子委員 これは県立中部病院より高いんで

すけど、御存じですよね。

○砂川靖保健医療部長 県立中部病院の数値は把握

しておりません。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、資料配付）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 これはちょっと稼働率なんですけ

れども、今、折れ線グラフで見ていると、中部病院

は58％だと思います。ちょっと病院事業局お願いし

ます。給与比率は、ほぼほぼ変わらないと思います

よ、中部病院と。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、保健医療部長から人件費率を計

算するときは全て正職員として算出してお

り、1200名正職員で採用した前提であると

の説明があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 この皆さんの概算の表だけでお話

しをさせてもらいます。そうすると、ここには減価

償却費が入っておりません。現金ベースじゃないと

いうことで、入れてないと思います。いわゆる前提

条件の２番目に相当するのかなと思います。しかし

ながら、これで言うと減価償却費は幾らになるんで

しょうか。

○砂川靖保健医療部長 この試算のそもそもの目的

というのは、現金ベースでどれだけ力があって、こ

の稼いだ10億でお金を返さないといけないわけです。

整備するときに借りた企業債の償還もしないといけ

ない。それから、毎年毎年、医療機器等に対する投

資もしなければならない。なおかつ、その医師会病

院が持っていた負債、１億5000万の償還も充てる。

さらにそれに加えて、将来の建て替えに備えた内部

留保もしないといけないと。それがどれぐらいでき

るかということでつくった試算でありまして、その

中で整備のときにどれだけ起債を起こすことができ

ると。だから、国庫とか県からの補助金は幾らが必

要と。こういうものを出すための試算ということで

ございます。減価償却費が今の時点で幾らになるか

ということは、これは大した問題ではないというふ

うに見ています。

○比嘉京子委員 ということは、これは純利益では

ないと。これから様々な返済をしていくんだと。そ

ういうことの見通しはどうなっているんですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、保健医療部長から現金ベースで

長期借入金や企業債の償還及び機器等の購

入投資に10億円は充てられるとの説明が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 じゃあ伺いますけれど、減価償却

費というのは今県立病院、特に新しく造った八重山

病院も含めてですけれど、これは経営に重大な影響

を与える計上すべき予算なんですよ。その見通しも

ないのですかという話。入れていないのはいいです

よ。前提条件に入っているから、私はいいです。だ

けれども、その見通しはないんですかと聞いてるん

です。

○砂川靖保健医療部長 200億規模のものを造ったと

きに、それが大体どれぐらい減価償却になると、こ

れはありますよ。なおかつ、その前受金という収益

もあるわけです。減価償却費だけじゃなくて、今そ

の起債分だけじゃなくて国庫補助金相当額も減価償

却することになりますので、経理上ですね。その前
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受金経費もあるわけですよ。ただ、この現金の支出、

現金の入ってこないもの、収入支出伴わないものに

ついて、今は除いて考えていると。あくまでもこれ

は病院整備した後の資金力を見るための試算ですの

で。そういった意味では、特段減価償却費を今、計

上しなくても問題はないということです。

○比嘉京子委員 いわゆる、この収益から減価償却

費、もろもろのものを引かれていくわけだから、本

当に赤字が出ないかどうかというのは―じゃあどう

やって分かるんですか、冒頭で赤字が出ない方向で

いるということは。

○砂川靖保健医療部長 減価償却費がどれぐらいに

なるかというのは、計算して出せることは出せます

けれど、それでも10億程度、現金ベースで余裕があ

るんだったら、純損益ベース、損益勘定ベースでも

赤字になることはないというふうに見ています。

○比嘉京子委員 では、病院事業局にお聞きしたい

と思います。直近の八重山病院の施設整備費と資産

購入費を合計すると幾らになるか。そして、派生す

る減価償却費は幾らになるか、答弁お願いします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

新八重山病院の整備事業に係る事業費の合計額で

ありますが、約152億6700万円となっております。う

ち施設整備費が137億700万円、それから資産購入費

が約15億6000万円となっております。

○比嘉京子委員 それに伴う減価償却費は幾らです

か。

○古堅圭一病院事業経営課長 平成30年度の決算に

おける県立八重山病院の減価償却費は、決算ベース

ですが、２億4940万3265円、前年度に比べて1750万

4649円のマイナスとなっております。それから、令

和元年度の決算見込値でありますが、八重山病院の

減価償却費は８億6946万1000円、前年度に比べ約６億

2005万7700円余りの増加を見込んでおります。

以上です。

○比嘉京子委員 今、152億で８億5600万。じゃあ

200億では幾らになるか、計算されているならおっ

しゃってください。

○砂川靖保健医療部長 減価償却費ですけれど、例

えば建物、構築物、医療機器を含めて200億ぐらいで

計算すると、減価償却費自体は大体１年目から５年

までが9.5億ぐらいになります。医療機器の償却が終

わる７年目ぐらいからは6.6億ぐらい、それから５億

に落ちていきます。一方で、そういう減価償却費を

計上するということは、収益のほうに長期前受金も

計上するわけです。これは、年間6.8億ぐらいありま

すから、そういった収益費用を換算しても、今のこ

の試算でも純利益を見ると純利益のほうが出るとい

う計算になるというふうに思います。

○比嘉京子委員 今、152億で８億5600万。それで

200億で９億ですか。計算間違っていないですか。

○砂川靖保健医療部長 200億で整備費を上げていま

すけれど、減価償却費は建物が3.5億、構築物が

3900万、医療機器が5.4億、車両が1700万ぐらい計上

しているわけです。その前提となっている整備費は、

まず、土地の購入費が8.7億で、建物自体は今は165億

でやっているわけです。構築物が14億、医療機器が

33億、こういった計算で出した減価償却費というこ

とでございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から病院事業局長に対

して221億円の減価償却は幾らになるか算出

するよう要望があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 計算よろしくお願いします。

今、少なくとも、上がってきた収益からそれらを

払っていくということが考えられているようですけ

れども、少なくとも９億円が10億円からなしになる

わけですよね。払わなきゃいけない。

○砂川靖保健医療部長 10億というお金は、現金ベー

スで出したんですよ。だから現金の支出、入りが伴

わない減価償却費とか前受金というのは外している

だけの話なんです。だから、これを入れたとしても

現金ベースで10億は変わらないですよということで

す。要するに、内部留保がこれだけ出ると言ってい

るだけの話ですよ。

○比嘉京子委員 分かりました。別口からやりましょ

う。

病床稼働率について伺いたいんですが、今、病床

稼働率は、先ほど配ったように許可病床より北部の

場合70床も落としているわけです、稼働率は。分か

りますか。今、皆さんが出している病床稼働率は96％

から98％になっているわけですよね。そのことの根

拠について伺います。

○砂川靖保健医療部長 これは再三申し上げている

んですけれど、急性期に限って見ても、今北部から

１日100名流れているわけですよ。ほかの圏域に流れ

ているわけです。これはちゃんとデータがあります

ので。我々が今、問題視しているのは、そういう状

況を問題視にしているわけです。ポテンシャルとし

ても、これだけの患者を流出させない、そのための
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医療圏ですから、そういったことをすればこの試算

で表している病床利用率96、98というのは十分可能

な数字だというふうに考えております。

○比嘉京子委員 中部病院圏域の中部病院長に伺い

たいんですが、圏域の人口はどれくらいですか。

○本竹秀光中部病院長 ちょっと正確な数字は覚え

ておりませんけど、恐らく50万超ぐらいであります

かね。すみません、２次医療圏があまりにも。それ

ぐらいかなと思いますけど。

○比嘉京子委員 北部は10万人圏ですよね。それで

今のような算出根拠で大丈夫ですか。

○砂川靖保健医療部長 結論から言って、大丈夫で

す。中部は50万の医療圏に４つの急性期病院がある

わけです。それ以外の病院もあるという中において、

その中部の県立中部病院は100％近い病床利用率を上

げているわけですね。我々のデータ、これは実際の

データです。100人流れているというのは。北部医療

圏から流れて中部医療圏、南部医療圏で100人流れて

いるわけですよ。基幹病院をつくる以上、そういっ

た流出というのはなくさないといけない。可能性と

しては十分あるわけですよ。いい病院ができて、ちゃ

んと医療機能を発揮できれば100人流れることはない

と。そうすれば、この病床利用率は十分達成可能な

数字ということです。

○比嘉京子委員 病床は幾らと見込んでいるんです

か。

○砂川靖保健医療部長 急性期で400床、それと、今

後の話合いによりますけれど、回復期で50床程度を

入れるかどうかですね。450床で今、基本において計

算しているということです。

○比嘉京子委員 病床稼働率が１％減じていくと、

幾らの損益になりますか。

○砂川靖保健医療部長 そこまでは計算していませ

ん。計算すれば出ると思いますけれど、今、あくま

でも、そういう前提に立った上でどれだけの償還能

力、内部留保する能力があるかということを見るた

めの試算ということでございます。

○比嘉京子委員 私が計算してみましたら、9800万

円程度になります。ということは、96％から１％ず

つ減っていくごとにですよ、10億の積算根拠は減っ

ていくということなんですよ。

○砂川靖保健医療部長 確かにそういう計算をすれ

ば減っていきますよ。減っていきますけど、全然そ

ういう見込みのないところに、この病床利用率を設

定しているわけじゃないわけです。患者はいるけど

流れている。それを流さないようにするという可能

性があるから、この98％、96％というのは可能な数

字ということを、我々は前提に立っているというこ

とですよ。

○古堅圭一病院事業経営課長 先ほど御質疑のあり

ました、221億に対する減価償却費は幾らかという問

いについて、この減価償却の方法、それから種類、

耐用年数等々によって、大分減価償却費の費用が異

なってまいりますので、一定の条件をつけて試算を

してみますと、仮に221億円が建物全てと仮定して計

算しますと、償却期間が病院の場合は39年。それか

ら、償却率が0.026という数字が出てまいりますので、

221億円から帳簿価格の10％相当額22.1億円をさっ引

いて、償却率0.026を乗じますと、１年当たり５億

1714万円という減価償却の費用が出てまいります。

以上です。

○比嘉京子委員 今建物の費用は、ここで165億に

なっています。今、建物と設備費を合計して減価償

却費をお願いしたんですけど。

○古堅圭一病院事業経営課長 減価償却の償却資産

によって、減価償却の費用が異なってまいりますの

で、建物と建物以外の合計の減価償却ということで

あれば、もう少々時間が必要かと思います。

○比嘉京子委員 少なくとも八重山病院の152億より

は上がるはずですよね。ですから、それから見ても

200億余りのものに対して９億ということは、非常に

疑義があると言わざるを得ません。ちなみにですね、

ちなみにというか、病床稼働率も非常に大幅に拡大

に読んでいるというふうに、非常に危機的な感じが

するんですけれども、その際になぜかといったら、

今93％という北部病院は、稼働率を許可病床から落

としているわけですよ。70床も落としての稼働率な

んですよ。そのことを踏まえてやっておられるとは

とても思えません。そのことを踏まえると、非常に

この概算の甘さを感じています。そして、見込みを

非常に過大にしていると言わざるを得ないんですね。

そういうことからすると、今の10億の利益について

は非常に疑義があると。このことについて、私はやっ

ぱり議会においてもう一度、訂正の、自分たちの見

込みというのが本当に根拠に基づいているのか、そ

して、過剰な見込みになっていないのか。そういう

ことも踏まえて、私は非常に疑問に思っているんで

すが、これは担当副知事等には伝わっているんです

か。

○砂川靖保健医療部長 まず、前段の御質疑ですけ

れど、医師会病院の病床率は今でも90.5ございまし

て、県北も稼働病床で見れば95％の病床利用率はあ
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ります。この患者数というのは、両病院合わせた延

べ患者数で16万7927名いるわけです。これをその稼

働している病床493床で見ると、病床利用率は93.3％

ぐらいになります。こういった数字からいえば、こ

の450床程度でやった場合、100％超えちゃうわけで

すよ、今の患者数から見てもですね。我々、その急

性期だけ見ても、実際に100名、本当に流れているん

ですから、こういう流れている患者を止めると。そ

れが目的ですから、そういう前提に立って試算をす

るのは当然だと思います。その上で、病床利用率、

450床ベースでいった場合の98％、96％は十分可能な

数字というふうに考えております。この試算につい

ては、特段これについてはざっくりした数字という

ことで、三役にはまだ報告しておりません。

○比嘉京子委員 これは部の公文書になっておりま

す。ですから、責任を持つべき資料ですよね。それ

と同時に今、許可病床と稼働病床に差があるわけで

すね。全てがマイナスになっているわけです。その

差は、どういうことが主な原因として病床減になっ

ているんでしょうか。病院事業局長にお聞きします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から許可病床と稼働病

床の違いについて説明するよう指摘があっ

た。）

○狩俣信子委員長 再開します。

久貝忠男北部病院長。

○久貝忠男北部病院長 327床が許可ですが、実際フ

ルに稼働したことは過去ないような気がしますけど、

10対１の段階で280近くあったと思います。そして、

７対１にした段階で257にして、要するに看護婦さん

の数を変えずに、そのときは需要がいろいろ、将来

７対１にしても稼働病床がちゃんと回るかというこ

とで257にダンピングして、看護婦さんの数を変えず

に７対１にしたという経緯があります。そして、現

在は95から96％ぐらいやっていますが、一時期７対

１にしたときにちょっと稼働病床が落ちたので、そ

のうち看護師さんが戻ってくればまた病床数を増や

そうという目算でいました。歴史的にはそうです。

○比嘉京子委員 部長、お聞きになったと思うんで

すが、今部長がおっしゃったことは全て人が集まっ

てきてからの前提なんですよ。今、看護師が年間、

個人的理由で100名辞めるんです。それで今、稼働病

床がこれだけどんどん落ちていくということは、ス

タッフが足りないということなんです。その問題も

非常に抱えていて、３年間、県立から行かそうなど

というお話もあるようですけれども、人員確保が非

常にはっきりとした根拠がない中で、こういうよう

な読みをするということは非常に危険で、私は県立

の繰出金にも大きな影響を与えるというふうに思っ

ておりますので、これからももっとチェック機能が

必要で、私は委員会においては人的配置について聞

こうと思っていますけれども、今のところそういう

ことも含めて非常に甘い計算について指摘をしてお

きたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 看護師に限った話をします

と、500名ぐらい新しい病院で必要になってくると思

います。我々は今、看護師については530名見ていま

す。530名のうち30名は育休要員でございます。それ

だけ手厚く見ていると。これが本当に確保できるの

かという話ですけれど、県立から派遣というのも考

えていますけれど、県立が派遣できるのというお話

ですけど、県北にも今250名いるわけですよ。全部が

全部、新しい病院に行くとは思いませんけれど、こ

れは職を奪うわけにはいきませんので、ほかの県立

病院に回すことになります。すると、県立病院は毎

年100名ぐらい採用していますけど、その採用がいら

なくなるわけです。その分は新しい基幹病院のほう

の採用にも回せることができるだろうということで、

毎年毎年、派遣する職員を減らしながら採用を増や

すことによって、十分530名の要員の確保は可能だと

いうふうに見ております。現に今、医師会病院もそ

んなに看護師不足で苦労している状況にはございま

せんので、北部という地域性はありますけれど、向

こうの大学、養成学校、毎年40名近く北部圏域で働

いていますので、十分可能というふうには見ていま

す。

以上です。

○比嘉京子委員 北部出身の看護師は１割にも満ち

ませんので。

○狩俣信子委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 同じく北部基幹病院の件でお伺い

しますけど、今回の本会議で、親川敬議員の一般質

問の中で、ある程度、不採算医療の問題等の内容は

理解できたつもりであります。赤字になることは予

想もしていない。10億円の利益を予定しているとの

答弁でもあったし、今日もそういうような状況でも

あります。この数字が一人歩きするのが非常に怖い

なという感覚も持っている中でちょっと聞かせてい

ただきたいんですけど、医師会病院のこれまでの借

入等の負債は、年次的に返済されているような状況

も理解しているつもりですけど、合併したときに、

そのうちに今後の指定管理の中にそれが入ってくる
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可能性もあるんですか。それは絶対にないと言い切

れますか。

○砂川靖保健医療部長 当然、新しい基幹病院がで

きたときは、北部医師会病院というのはなくなるわ

けですよ。消滅するわけですね。じゃあ消滅したか

ら借金がみんなチャラになるかと。資産、負債があ

るわけです。それはどうしても整理するところが必

要と。これを今、引き継ぐというふうに書いていま

す。これをどういったお金で返すかというのは、先

ほど来申し上げている10億。資金ベースで10億ぐら

いの内部留保が出ますので、それを原資にして、今

と同じ方法で返していくということですよ。

○平良昭一委員 これは北部全体、その協議会あり

ましたけど、それは了解しているというふうに理解

していいですか。

○砂川靖保健医療部長 これは基本合意書案に書い

てある話ですので、それについては12市町村とも理

解して了解しているという認識でございます。

○平良昭一委員 実際、合併してできたとしても８年

後ぐらいというような状況の中で、それまでには全

く支払い、返済は終わっていないということになる

の。

○砂川靖保健医療部長 償還計画が新しく改変して

から平成27年から平成47年というふうになります。

償還計画がですね、向こうの今の。平成47年という

のは令和17年ですから、それまで北部基幹病院、ま

ず話はありませんので、それ以前に話がうまくいっ

たら北部基幹病院というのができて、この負債を引

き継ぐことになると思いますけれど、うまくいって

令和８年というふうになった場合は、そのときには

まだ16億円ぐらいの負債が残っているという話にな

ります。

○平良昭一委員 １億5000万円ぐらい支払いしてい

ると、返済しているということでしたけど、これが

継続しているのかな。

○砂川靖保健医療部長 そういう１億5000万円ずつ

返済していると。これが令和11年ぐらいまで続いて、

それ以降は12億円とか、最終的には９億9000万円ぐ

らい落ちるという計算です。9900万円ですね。１億

2000万円、9900万円になるという話です。

○平良昭一委員 北部のメンバーというのは、やっ

ぱり財政面での負担を非常気にしてきたところもあ

ります。これは、財政面は行政が心配するというこ

とでありますけど、北部の住民からすると、もうお

金の問題ではないわけですよね。今これだけ広がっ

てきているわけですから。ただ気になるのは、医師

の確保が本当にできるかということをみんな心配し

ているところです。400床から450床を予定している

中で、同規模の病院が県立でも県内に３か所ぐらい

あると言っていますけど、それぞれ医師のローテー

ションと確保はしっかりできているような状況です

か。

○砂川靖保健医療部長 現状で、医師の確保ができ

ないということで、今北部における政策医療と不採

算医療というのが提供できない状況があるわけです。

これを改善するために、今の……。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から北部病院以外の３か

所は医師のローテーションがされていて確

保はできているのかと確認があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 これは本会議で答弁してい

る、多分県内の県立病院のことを言ったと思います

けれど、南部医療センターと中部病院を言ったと思

いますけれど、そのときも申したと思いますけれど、

病院の医師というのは、むしろ沖縄県に帰属してい

るというよりも今自分が所属している病院に帰属し

ている意識が強いわけですよ。そういった意味では、

我々一般職のような人事ローテーションというのは、

ほぼほぼ行われていないというふうに見ています。

そういった状況下の中で、今北部の問題をどうする

かと考えたときに、やっぱり医者自らが行きたいと

思うような病院をつくらないといけないわけですよ。

そこに行ったらキャリア形成もできると。今この

200床規模程度の病院が２つあることによって、それ

が実現できているかって、そうじゃないでしょうと

いうことですよ。現に他府県を見ていますと、200床

規模の病院が２つあった場合と、400床規模の病院

１つの場合、医者の数というのは2.7倍違うわけです

よ。それだけ収益力からいっても、400床規模の病院

がはるかに優れていると。そういうふうに医者が集

まることによって指導体制も確立できるし、キャリ

ア形成に必要な症例数とか、症例のバリエーションっ

ていうのも出てくるということで、今の現状を続け

ても何も変わらないわけですから、ここは思い切っ

て医者が集まるような病院をつくる必要があるとい

うことです。

○平良昭一委員 北部の住民は、医師の確保ができ

るかどうかだけですよ、もう。それを安心できるよ

うな状況をつくらないことには、合併しても変わら

ないんじゃないかという、この払拭をしないことに
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は難しいんですよ。なぜかというと、これまでの経

験、それがトラウマとなって残っているわけ。何か

のたびに、問題になったたびに、閉鎖されるたびに、

特に産婦人科とか閉鎖されるたびに、はい、オープ

ンしました、それでも長続きしない。いなくなる。

余計追い込まれてきているわけですよね。それが積

み重なってきて、トラウマとなって、北部で命を預

けるところはないなという感覚になってしまってい

る。そこにこの基幹病院できるのは非常にいいこと

ですよ。それで、財政レベルは行政が議会側で議論

してもいいと思いますけど、ここに残されているの

は住民なんですよね。この住民が、医師の確保が本

当にできるかという説得をされるような情報開示が

全くない。それを我々北部のメンバーは、口をそろ

えて言ってきたつもりです。特に、親川県議はそれ

をしつこく言ってきたつもりであるけど、なかなか

それが伝わってこない。住民はそれで安心できてな

いというのが、今の流れなんですよ。つくってほし

いですよ、早めに。ただ、医師確保が今のままでは

駄目だから統合したほうがいいですよだけでは納得

しないよということです。そこをどう情報開示をし

て、住民を説得するかというのが大きなポイントに

なりますけど、そこをどうするかということをちょっ

と考えていただきたい。

○砂川靖保健医療部長 そういうお話があったもの

ですから、私もマスコミの論壇に執筆しました。そ

ういうことで、医師確保の有利性というのもあると

いうことを紹介したつもりでございます。北部の議

会筋からも、Ｑ＆Ａみたいなものを作って公表して

くださいというお話がありましたので、そういった

ことにも対応しております。必要であれば、市町村

議会の全員協議会にも出ていって説明しております

ので、そういった活動というのは今後とも引き続き

やっていく必要があるだろうというふうに思ってお

ります。

○平良昭一委員 過去の資料とかにも経営システム

の比較なんか出されていますけど、その中で医師確

保をというのは現行のままがいいというような状況

も出されているわけよね、過去にね。だから、そう

いうことを見て、今より悪くなるんじゃないかと言っ

ている人もいるわけ。そこを丁寧に説明していかな

いと、財政面だけよくなります、通りましたという

ことだけでは済まされないような状況があるから、

ここを徹底して、情報開示しながら説明していただ

きたい。

○砂川靖保健医療部長 全ての資料を開示する方向

で今していると思っているんですけど、足りないな

らなお一層開示はするということでございまして、

この説明、再三申し上げていますように、我々北部

の住民とじかに話したことはないですよ。ただ、私

そういう機会があるんだったら、それは積極的に対

応したいと。今、議会等、首長さん中心にやってき

ましたけれど、推進協議会、推進会議みたいのがご

ざいますので、必要があればそういうものにも出席

して、説明することはやぶさかではないということ

は申し上げておきたいと思います。

○平良昭一委員 とにかく、北部の皆さんが見離さ

れないようなやり方をしていただきたいというのが、

我々の願いでありますので。

次に移らせていただきますけど、これも急ぐべき

ことだというふうに常々言いましたけど、タイワン

ハブの件です。平成29年度から名護市の喜瀬、ある

いは恩納村の名嘉真地区において、危険外来種の咬

症絶滅モデル事業を実施してきましたよね。その成

果というのは、どんなものですか。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 成果についてお答

えします。

現在、低密度化実験関係ということで、名護市喜

瀬から恩納村名嘉真を駆除モデル地区として、同地

区内に重点地区を設定し、拡散防止フェンスを設置

し、ハブ捕獲器を設置して、タイワンハブの低密度

化の実証実験を行っており、有効性が確保された場

合は他の地域にも展開していく予定であります。ま

た、新たな防除手法の開発等も含めて、今、マウス

に代わる誘引剤の研究を行い、誘引成分候補の抽出

に成功しており、今後効果を確認する予定でありま

す。

○平良昭一委員 実質上捕獲した数字とか、そうい

うものは出せないかな。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 捕獲数値というこ

とで、平成30年はタイワンハブが658匹ということで

上がっております。

○平良昭一委員 その中に在来種は幾ついたか。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 在来種のハブが

９匹ということで上げております。

○平良昭一委員 こういう地域がかなり北部にある

んですよね。急がないといけないという必要性があ

るということで、もう保健部だけでは駄目だという

ことで環境部に提言しましたけど、そこでも在来種

を保護するための、おかしな話ではありますけど、

在来のハブを保護するために外来種を駆除しなさい、

環境のためにやりなさいということなんですけど、
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実は先般、タイワンハブに自宅内でかまれた人の話

を聞いたんですけど、病院の先生もいますから聞き

ますけど、在来の血清とタイワンハブにやられたと

きの血清というのは違うんですか。違うという話を

聞いたんですけど。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 現在、我が国で承

認されているハブ咬傷治療薬は、乾燥はぶ抗毒素の

みであり、県衛生環境研究所の研究によると、タイ

ワンハブにも効果があることが報告されております。

その理由としては、在来のハブとタイワンハブの毒

の種類や成分が似ているためだと考えられておりま

す。なお、台湾においては乾燥タイワンハブ抗毒素

が製造されており、県衛生環境研究所の研究による

と、外来のハブにも効果があることが報告されてお

ります。

○平良昭一委員 実際にかまれた人が、神経毒と腐

敗が進む毒だということで、別々じゃないかという

ふうな言い方されたんですけど、本当にこれで大丈

夫ですか。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 そのような形で研

究の報告をされているということであります。

○平良昭一委員 あとはもう環境部の問題の対策も

大いに期待したいなと思います。とにかくもう、急

ぐべき状況のところにあることだけは理解していた

だきたい。

民泊事業の件でちょっと聞きますけど、先般、教

育旅行民泊との関わり合いの中で、かなり議論をし

ているような状況があります。教育旅行民泊指針を

しっかり理解して、実行している市町村もかなりあ

ると思いますけど、それとの兼ね合いの中で、皆さ

んのところに相談等が市町村の中からあったような

状況がありますかね。

○新城光雄衛生薬務課長 糸満市のほうからは、教

育民泊をやりたいというような希望はございます。

○平良昭一委員 それ以外はないですか。

○新城光雄衛生薬務課長 教育民泊をやりたい場合

においては、うちの条例の中では制限に入らないと

いう形でやっております。

○平良昭一委員 いわゆる旅館業法に基づく簡易宿

所営業に係る許可を取得して、いわゆる教育民泊を

受け入れているところには、先般制定した条例の対

象にはならないんですよね。確認したいと思います。

○新城光雄衛生薬務課長 条例の対象にはなりませ

ん。

○平良昭一委員 であれば、これまで教育民泊をし

てきた方々に対しての指導というのは、皆さんのと

ころではやれなくて、別の課のほうでやるという形

になるの。それとも関わっているの、これも。

○新城光雄衛生薬務課長 旅館業の認可については

保健所のほうに下ろされておりまして、やっており

ます。

○平良昭一委員 そうであれば、もうちょっとスムー

ズにそのお話を進めていくべき状況ができるんじゃ

ない。いわゆる、今糸満市からだということであり

ますけど、それはいわゆる都市部の騒音、あるいは

ごみ出し、そういう苦情を軽減させるために、抑え

るために新しく条例を制定したわけですから、本来

の形として教育旅行民泊をやってきた実績があるわ

けですから、当然この指針に基づいて、いわゆる教

育委員会、文化観光スポーツ部で定められている指

針がありますよね。それに基づいてやっているわけ

で、当然これをクリアしてきているわけですから、

当然その部分で皆さんが話できる部分はあるんじゃ

ないの。

○新城光雄衛生薬務課長 簡易宿所をできる場所と

いうのが、住居専用地域とかそういったところでは

できないので、そういったところについては住宅宿

泊事業法の届出をやってもらうという形になってお

ります。

○平良昭一委員 どっちのほうが緩和するために得

策だというふうなことは、考えたことないですか。

○新城光雄衛生薬務課長 旅館業法であれば、365日

全部やることができます。ただ、住宅宿泊事業法に

おいては、上限は180日以内というふうになっており

ます。

○平良昭一委員 都市計画区域内、それ以外という

形の中での違いが出てくるわけですよね。どうして

も、その部分の法律のほうが上になるというような

見解に立って考えないといけないわけですか。

○新城光雄衛生薬務課長 そのようなことになりま

す。

○平良昭一委員 となると、これはもう土木建築部

の部分になるのかな、その都市計画の部分は。それ

とも企画になるのかな。その辺まで及んでいかない

と、これまでの教育民泊していた方々が民泊新法の

中で制限を受けてきているような地域にいる場合、

その方々、その分野の中でも話をしていかないとク

リアできないとことで、そういうふうにして理解し

ないといけないような状況なのか。

○新城光雄衛生薬務課長 今言う住居専用地域とか、

そういったところにある場合においては旅館業はで

きませんので、教育民泊をするとなった場合は住宅
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宿泊事業法の届出を出して、180日以内という形にな

ります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から都市計画法上の用

途制限区域がネックであれば、関係する企

画部や土木建築部と調整しなければ教育民

泊の問題は解決できず、事業をすることが

一切できないと理解していいかと確認が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

新城光雄衛生薬務課長。

○新城光雄衛生薬務課長 うちの条例のほうで規制

してはいるんですけども、その条例から外れれば一

応180日以内は住宅宿泊事業はできると。ただ、都市

計画法の中において、こういった住居専用地域とか

を定めていますので、それを外すのはこういった都

市計画法とか、そういったところになります。

○平良昭一委員 これもまた、まだまだ議論が必要

になってくるような状況だと思います。とにかくこ

れまでやってきた方々、いわゆる修学旅行を対象と

してきた方々に対しては、ある程度の門扉を開いて

あげないといけないという感覚は持っていたんです

よ。しかし、都市計画法上、あるいは住宅専用地域

であればもうこれは無理だというようなことであれ

ば、ほかの部署の方々との話もしないといけないよ

うな状況が出てきたなというのも分かりましたので、

分かりました。

最後に１点だけ。新規の僻地診療所の施設整備等

の補助事業が出ていますけど、これの中身をちょっ

と教えていただきたい。

○諸見里真医療政策課長 お答えします。

へき地診療所施設整備等補助事業ですが、これは

新規というか、四、五年ぐらい間が空いていまして、

実は前から実施はしております。当然、毎年市町村

から要望を受けまして、整備に支援を行っていると

ころでございます。内容としましては、僻地診療所

の新築、あと改修等の施設整備を行う市町村に対し

て補助を行うという内容になっております。

以上でございます。

○平良昭一委員 どこね。

○諸見里真医療政策課長 令和２年度は粟国村の歯

科診療所と、医師住宅も併せて整備するということ

になっております。

○狩俣信子委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 新型コロナ対策について。最初に

24時間コールセンターの相談体制と相談件数、お尋

ねをいたします。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

県は２月20日に相談体制を充実させるため、24時

間対応のコールセンターを設置しました。コールセ

ンターでは保健分野の相談以外にも、観光や教育等

に関する相談にも対応しております。

○西銘純恵委員 相談件数も聞きましたが。

○山川宗貞地域保健課長 ２月20日から３月５日ま

での間、コールセンターの相談件数は2059件で、１日

平均137件の相談が寄せられております。

○西銘純恵委員 その中で検査をしたいとか、かかっ

ているんじゃないかという相談もあったと思うんで

すが、それは何件だったでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

大変申し訳ありませんが、その内訳に関してはま

だちょっと集計中ですので、集計ができましたらま

た御報告いたします。

○西銘純恵委員 37.5度以上の熱が四、五日続いて

いると。それで、民間開業医に行って保健所に連絡

をしたら、検査を受ける必要がないと言われたとい

うんですけれども、どうしてでしょうか。条件があ

るんでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

基本的には、国が立てている条件というのがござ

いまして、中国の浙江省ですとか、いろんな流行し

ているところから帰ってきたようなところとか、実

際に患者さんと接触をしていて、それで感染が疑わ

しい方たちが結構発熱とかせきなどの症状があった

場合に、基本的には検査をしなさいというふうになっ

ております。

○西銘純恵委員 これは厚労省からですか。私これ

がおかしいと思うのよね。接触したかどうかという

のは、いろんな人の接触の中で本人が感知していな

いものがあるわけですよ。だから、熱があってとい

う疑いのときにどうして検査しないのか。そこは県

としてはやるべきではないですか。

○山川宗貞地域保健課長 確かに委員御指摘のとお

り、誰が患者さんか分からない状態ですと、そうい

うふうなお話があるかと思います。基本的に沖縄県

のほうでは、これまで患者さんが一応３名発生して

おりますので、その患者さんの御家族ですとか、あ

とは一緒に働いている職場の方たちもやはり熱が出

て、実際にこの検査をしたというのはございます。

ただし、それらの方たちは基本的に、幸いなことに

陰性だったということなんですが、国の立てている

基準以外にも実際には協力している医療機関の方た
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ちで、肺炎で入院されている方たちで、接触歴はな

いんですが、やはりこれは不明の肺炎だという方た

ちは百何十名か検査をしていますので、その方たち

も基本的に今は陰性だということになっております

ので、基本的に元気な人たちで37.5度の熱が４日以

上続いているからといって、すぐさまということに

は今なっていないということになります。

○西銘純恵委員 若い人とか子供たちはそんなに重

症化しないようなことも言われているし、働いてい

る―その事例は本人が検査を受けたいということで、

労働者なんですよ。だからやっぱり気になってとい

うのは、どうして受けないのかというのは、この２つ

がネックになっていて駄目ということでは、本当は

潜在的に結構広がっているんじゃないかという逆の

危惧というのかな、不安につながるのではないかと

思うんですが、ある日突然、爆発的に出てくるとい

うこともあるのではないか、そこら辺に対応するこ

とは重要じゃないかと思うんですが。

○山川宗貞地域保健課長 現在行われているＰＣＲ

検査というのは、確かに件数は限られているので、

どうしても重症化を見込めるような方たちに対して

今やっているということなんですが、国のほうで、

ほかの県で発生しているクラスターによる事例です

とか、そういうものがあった場合にはやはり、例え

ばライブハウスに行った人たちで感染が広がってい

る場合には、そこの人たちも対象にするだろうとい

うのは一応考慮してもいいのかなというふうに考え

ております。

追加なんですが、沖縄県のほうでは基本的に医者

が判断した場合には、それを尊重してなるべくは検

査ができるようにというように今体制を整えている

ところではございます。

○西銘純恵委員 今の答弁で、本当に医者が紹介を

して保健所といったら、やっぱり保健所は受け入れ

るはずです、今の県の対応をすればね。だから、も

う少し保健所に対して今の方針を伝えるべきだと思

うんですが、いかがですか。

○山川宗貞地域保健課長 実際にそういうふうにし

ていきたいというふうに考えております。ちなみに、

実際に先ほどお話をした中でも、症例的に合致しな

い肺炎というのを保健所のほうでもやはり受け付け

ている例はあって、153名の方たちというのは、そう

いう症例的に合致しないけども検査をしたと。ただ

し、この方たちは陰性だったということもあります

ので、まるきりないというわけではございません。

○西銘純恵委員 やっぱり働いている皆さんが、そ

ういう実際検査したいというのには応えてほしいと

思います。

あと、この新型コロナの対応で、県立病院はどの

ようなことをやっていますか。そして、ほかの公立

や民間病院とのコロナ対策はどう違うんでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

県は今後、県内で感染が拡大することも想定しま

して、１月29日に専門家会議を開催して、県内の感

染早期から流行に至るまで医療体制を確認したとこ

ろになります。その中で、患者の未発生期から感染

早期におきましては、感染症指定医療機関である各

県立病院や琉球大学医学部附属病院を帰国者・接触

者外来医療機関に指定しまして、新型コロナウイル

スの感染が疑われる患者さんの診療や治療を行うこ

とにしております。一方、公立や一部民間の医療機

関については、協力医療機関に指定しまして、これ

らの医療機関でも外来診療や検査を行い、遺伝子検

査で陽性になれば指定医療機関へ移送されますが、

軽症であってそこの病院で診れる場合には、やはり

協力医療機関で入院治療を行うということになりま

す。さらにそれが広がった場合には、医師会の協力

も得て民間のクリニックとかでも患者さんを診ると

いうことになるかと思います。

○西銘純恵委員 この体制は、もう取っているとい

うことでよろしいですか。

○山川宗貞地域保健課長 基本的にこの考えという

のは、医師会の先生方も受け入れていただいている

と考えおります。

○西銘純恵委員 県立病院の先生方にお尋ねします。

この間の、病院でそれぞれの電話を含めた相談や外

来検査、治療状況はありますでしょうか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

相談の件数まではちょっと把握していないんです

が、１月末からの検査の件数は県立全体で68件の症

例の提出を行っています。

○西銘純恵委員 県立病院を指定してということで、

琉大病院ということでいったんですけど、やっぱり

県立というところがそういう感染症、急な医療を行

うということは今聞いて分かるんですけれども、た

だ、電話相談等を含めたら結構に上っているのでは

ないかと思うんですよ。検査は68件と。これは６か

所の病院ということでしょうか、それとも５か所の

病院ということでしょうか。だから、電話もぜひ何

件あったのかをつかむべきだと思います。私が聞い

ているのは、この業務で県立病院が業務過重になっ

ているというのを、どういうふうにして評価して、
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それなりの予算措置を取るとか、必要だと思って聞

いています。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

委員おっしゃるような日常的な相談が、患者さん

だけじゃなくて近隣の医療機関からも、感染症を担

当しているドクターにもひっきりなしに入っている

というふうなのを聞いて、１日どれくらいかという

ことを聞いたことはあるんですが、実際それが累計

どれぐらいになるかとまでは、今集計をしておりま

せん。申し訳ありません。

○西銘純恵委員 ひっきりなしということほど、こ

の体制をそれなりに取っていくというのは大事だと

思うんですよ。だから、そういうのは急な経費、体

制ということでも、どちらかが予算措置をするとか、

これは県立病院独自の話ではないと思うので、この

財政支援は、政府は何でもやると言っているのであ

れば、そこも求めるというのは大事だと思います。

それと、学校休校によって病院の職員が休んだと

いうことはないですか。

○大城清二病院事業総務課長 お答えします。

各県立病院のほうに電話で確認したところ、学校

の休校措置が行われていない八重山病院を除いて

５つの病院なんですが、非常勤含め子供の養育のた

めに休暇を取得する職員、それから学童保育の開園

時間に合わせ出勤を遅らせたり、退勤を早めたりす

る職員が複数いるということで確認はしていますが、

各県立病院において、現時点では特に各県立病院の

診療に大きな影響を与える状況にはないということ

で、一応報告は受けております。

○西銘純恵委員 政府は、休業したら１日8000円余

りの補償をするとか、いろいろ出ていますので、そ

こも含めてやっぱり積算をして、請求をするという

ことも大事だと思います。やってください。

次、コロナ抱えてひきこもりの状況、そして調査

を行うことについていかがでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

沖縄県では平成29年度にインターネットによるＷ

ＥＢアンケートを実施しました。回答数が数件とい

うことで公表はしておりませんが、その中の回答で

は経済的な悩みをほとんどの方が抱えていたり、そ

れを受けて平成30年度に実施をしたひきこもりに関

する講演会、これはファイナンシャルプランナーを

呼んで親御さんたちに経済的なものをお話ししてい

ただきましたが、その際に実施したアンケートでは、

長期化している方がやはり多いということや、人間

関係の悩みや就労、経済的な問題を抱えているとい

う等、問題把握をしております。国のほうでは各市

町村によって相談窓口の設置を促す等、より身近な

市町村での支援の検討を進めているところです。こ

れまでの国の調査や、そのほか市町村が行った調査

によって確認されているひきこもりに関する課題に

対して、今後、県として行うべき対策や市町村で必

要な対策というのを市町村と協力して検討していき

たいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 やっぱり調査をしないと、皆さん

が実際に困っているのは何なのかと。経済的な状況

というのは一番出ているかと思うんですけども、ぜ

ひ支援策を確立していくという立場でやっていただ

きたいと思います。

次、離島患者等通院費支援事業の対象離島、何島

と対象人数と支援内容。離島で使われていないとこ

ろがあるのかどうかも、併せてお願いします。

○諸見里真医療政策課長 お答えいたします。

離島患者等通院費支援事業の対象となるのは、37の

有人離島を抱える18市町村でございます。県が把握

している平成30年度の対象人数は3424人となってお

ります。支援内容としましては、対象疾病の患者等

が島外の医療機関へ通院する場合の交通費及び宿泊

費への助成を行う市町村に対して、補助を行うもの

でございます。

以上でございます。

○西銘純恵委員 18市町村とおっしゃったんですけ

ど、これはそこの町村が経費持ちができなくてやら

れていないというのもあるということでしょうか、

残りは。

○諸見里真医療政策課長 お答えします。

18のうち、本年度は15利用しております。残りの

３町村ですけれども、本部町の水納島、うるま市の

津堅島。これにつきましてはニーズが乏しいという

ことで、市町村においては利用しておりません。南

城市の久高島につきましては、利用者が少ないとい

うことで、南城市独自で助成制度を持っているとい

うことでございます。

以上でございます。

○西銘純恵委員 医師確保に関する予算、医師確保

の予定人数、これまでに確保した累計をお尋ねしま

す。

○金城清光保健医療総務課長 医師確保に関する予

算につきましては、主に離島及び僻地の医療機関で

勤務する医師を安定的に確保するための経費となっ

ており、予算総額としては23事業で20億4368万2000円

となってございます。内容としましては、医師派遣
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など医師確保に直接的な効果が出る事業が10事業、

17億1625万7000円、環境整備など医師確保に間接的

な効果を持つ事業が13事業、３億2742万5000円となっ

ております。医師確保の予定人数としましては、令

和２年度は141名の確保を見込んでおります。また、

近年の実績により説明させていただきますと、県の

医師確保対策関連予算により平成27年度から30年度

の４年間で、計540名の医師を確保したところであり

ます。

○西銘純恵委員 離島僻地ということでしたけども、

県立病院の医師は総勢で何人不足しているんでしょ

うか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 あくまでも定

数ベースでございますが、宮古病院で２名、八重山

病院で現時点ではマイナス３で、合計マイナス５名

という状況であります。ただ、これも派遣とか嘱託

の職員もいますので、そこはカウントしておりませ

ん。

○西銘純恵委員 そうじゃなくて県立、ほかの病院

は、医師は充足されていますか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

北部病院は定数47に対して42名、中部病院が122名

のところ122名、南部医療センターが143名のところ

135名、精和病院が９名のところ８名。これでいきま

すと、定数上は今の３つを合わせますと14の欠があ

ると。県立全体を合わせると19になります。

以上です。

○西銘純恵委員 これは正規の医師定数ということ

で、それでも19名不足しているということですよね。

先ほどの基幹病院とちょっと絡めますけれども、基

幹病院は1200名の正規職員を採用するとおっしゃい

ました。医者は何名の予定ですか。その確保という

のは、今の計画している基幹病院でできるという根

拠は何でしょうか。

○砂川靖保健医療部長 107名でございます。

○西銘純恵委員 根拠は。

○砂川靖保健医療部長 定期の採用と、それから自

治医大、地域枠の医師の派遣、それと医師派遣推進

事業による派遣、医学臨床研修事業、医師派遣補助

事業、それから一定期間は県からの職員を派遣お願

いして、107名の確保に努めていきたいと考えている

ところでございます。

○西銘純恵委員 病院事業局にお尋ねします。部長

はそう言ってますけれども、今19名も不足している

と。そして医師確保、今の事業は使われていないん

ですか。部長がおっしゃった医師確保事業は、県立

病院には該当していないんですか。

○我那覇仁病院事業局長 医師の定数で、先ほど田

仲医療監が話したんですけど、417名のうち398名と

いうふうな、これは正職というレベルでそういうふ

うになっています。そんなところで、変形労働制を

南部医療センターで10人一応予定しているんですけ

ど、実際に確保しているのは５人というふうな内容

でございます。県立病院の医師確保事業は幾つかご

ざいます。本土の大学病院からの招聘とか、視察ツ

アーとか、それから県内の県立病院の研修のための

留学の費用とか、もろもろ合わせて約10億円程度の

予算を頂いて医師確保に努めているような状況でご

ざいます。

○西銘純恵委員 県立病院が10億円の医師確保の費

用をかけて、それでも医師不足になっていると。北

部基幹病院は、107名の医師が100％充足をするとい

う医師確保の努力についても、予算は何も入ってい

ないと思うんですけども、根拠が薄いと思うんです

が、根拠を問います。

○砂川靖保健医療部長 先ほど答弁の中で、医師確

保で20事業ぐらいあって、20億円予算かけていると

ありましたが、あれは別に県立病院だけの医師確保

事業じゃないわけですよ。民間病院も含めています

ので、当然これは北部基幹病院も対象になります。

それから琉大の地域枠、これも当然対象になります。

こういった手段を尽くすことによって、医師確保を

やっていくということでございます。

○西銘純恵委員 だから、不足している医師という

のが、この基幹病院のところも合わせて、不足する

数字が増えるということは誰が考えても分かるわけ

ですよ。そういう意味では、医師107名正規で採用で

きます、1200人正規でできますというところが根拠

ないと私は思いますから、もっと根拠を示して説明

をすべきだということは一応指摘して、次の国保に

行きたいと思います。

国保について、国保世帯と滞納世帯、短期証、資

格証、そして18歳未満の保険証の交付状況をお尋ね

いたします。

○山内昌満国民健康保険課長 お答えします。

まず滞納世帯数についてお答えします。令和元年

６月時点の数字になりますが、県内市町村国保の滞

納世帯は３万2609世帯となっておりまして、この時

点の加入世帯23万8590世帯に占める割合は13.7％と

なっております。

次に、差押え件数についてお答えします。差押え

件数につきましては、平成30年度における差押え世
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帯は、延べ数になりますが3675世帯となっておりま

す。

次に、18歳以下の保険証の未到達の御質問につい

てですが、これにつきまして、国保法の規定により

まして、世帯主の方が被保険者の資格証明書を交付

する場合においても、その世帯に属する高校生世代

以下の子供には６か月の有効期間のある短期証が交

付されることとなっております。これにつきまして、

未到達の状況について令和元年７月31日現在で市町

村のほうに照会したところ、21市町村で281人が未到

達となっております。

以上です。

○西銘純恵委員 今の18歳未満の281人の未到達とい

うのは、年度末、もう早急に解決をするという立場

で市町村に話をしてほしいと思うんですが、いかが

ですか。

○山内昌満国民健康保険課長 これにつきましては、

必要な被保険者証については必ず手元にないと医療

を受ける際に非常に負担がかかるので、それについ

てはできるだけの努力をしてくださいということで

通知をしております。ちなみに、聞き取りの状況と

かで実際どういう状況であったかということで、分

かっている範囲で聞きますと、社会保険のほうに加

入されているんですが国保への届出がまだであった

りとか、これは結果的に支障が出ていないケースで

すとかもありました。その辺、手続の周知をすると

ともに、また、窓口のほうに受け取りに来てくださ

いということで世帯主のほうにはお願いをしている

んですけど、窓口に受け取りに来られない方につい

ては実際現状がどうなのかということがちょっと分

からなくて、生活の状況とか、その辺でまた必要な

支援があればそのきっかけにもなりますので、でき

る限りの接触をして到達に努めるよう県としても指

導してまいりたいと思います。

○西銘純恵委員 短期証、資格証もお尋ねしました。

○山内昌満国民健康保険課長 短期被保険者証の交

付状況です。令和元年６月１日現在の短期被保険者

証の交付世帯は１万4722世帯になっておりまして、

全世帯数の6.2％になっております。

それから、被保険者資格証明書の交付世帯につき

ましては、令和元年６月１日現在で476世帯、割合と

して全世帯の0.2％が被資格者証の交付世帯となって

おります。

○西銘純恵委員 今度のコロナ対策で、資格証持参

の人にどういうふうに通知されていますか。

○山内昌満国民健康保険課長 令和２年２月28日付

で、厚労省の国民健康保険課長から都道府県の国保

担当課長宛てに今回の新型コロナウイルス対策に関

連して通知が発出されております。その通知の内容

につきましては、資格証明書交付世帯の被保険者の

方が、受診前の相談のために市町村の国保の窓口へ

訪れる場合は、感染拡大を防止する必要から避ける

必要があると。今回の事情を鑑みると特別な事情と

認められることから、これについて本来は短期の被

保険者証の交付対象となり得ると考えられるため、

資格証明書の交付世帯の方でこの疑いがあるという

状況になりまして、帰国者接触者外来を設置する保

険医療機関などにあっては、御本人が外来を受診し

た際に、資格証明書を提示した場合には被保険者証

とみなして保険診療を提供するという取扱いとする

という通知になっております。

○西銘純恵委員 これ受け身ではいけないと思うの

ですよね。本人は10割負担できないと思っているか

ら、おかしくても具合が悪くてもどこにも出ないと

いう状況があると思うので、私は476人に対しては、

やっぱり市町村が直接出向いてそういうことになっ

ていますというのはやるべきだと思うんです。それ

について、少し県からも助言をしたらいかがでしょ

うか。

○山内昌満国民健康保険課長 おっしゃるとおりで、

資格証明書の世帯の方に実際そういう取扱いになり

ますということをあらかじめ周知することが必要と

県としても考えまして、県としてはこの通知を踏ま

えまして、資格証明書交付世帯に窓口相談等なくと

も資格証明書で原則３割の窓口負担で受診できる旨

を周知するよう、市町村のほうに文書で要請しまし

た。また、あわせて特別な事情が認められる場合は、

短期被保険者証への切替えを行うことを検討するよ

う同じ文書で依頼しております。

○西銘純恵委員 市町村の統一保険料の問題につい

て、保険料の状況、今どうなっていますでしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 保険料の統一につき

ましては、国民健康保険運営方針、県と市町村で協

議して定めた方針におきまして、平成36年度からの

実施を目指すと記載がされております。その方向性

については、まだ決まっていないところでありまし

て、現在理念の共有を図るべく市町村長レベルでの

協議を継続しているところであります。各市町村の

保険料率につきましては、現在は新しい仕組みとし

て県のほうが公表している標準保険料率を参考に、

市町村がそれぞれの財政状況などを勘案して、それ

ぞれの市町村の条例で保険料を定めているという形
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になっております。

○西銘純恵委員 標準料率を示して、それより下の

保険料のところは何か所ありますか。

○山内昌満国民健康保険課長 単純に比較ができな

くて、数字として何か所か標準より低いというのは、

個別のシミュレーションとか、そういうので初めて

出るものですから、一概に言えない状況です。

○西銘純恵委員 やっぱり目指すということが足か

せになっては困ると思いますので、今のシミュレー

ション、ぜひ出してほしいと思います。

それと現年度、国保税引上げをした市町村はあり

ますか。

○山内昌満国民健康保険課長 引上げということで、

令和２年度、次年度から引上げという団体で理解し

てお答えしますと、各市町村のほうでは今年度に条

例の改正の手続が必要となってくるんですけど、現

時点での聞き取りでは４市町村で令和２年度の保険

料の改定を予定しているというふうに伺っておりま

す。

○西銘純恵委員 やっぱり統一保険料というのを目

指すということではあるけれども、市町村がそこに

向かっているという状況が次年度、新年度に４か所

出てきているんじゃないかというのを危惧していま

す。ですから、やっぱりそこについては市町村独自

の―住民の払える保険料でなければ医者にかかれな

いと思うんです。滞納もこんなにいるし、そういう

意味では、今の国保の制度そのものの公費負担が少

ないと私は思っていますので、公費負担を増やして

いくという立場でやっていただきたいと思います。

あと、子供医療費についてですけども、中学卒業

までの無料化について、県の実施に合わせて実施し

ようとしている市町村というのがあると思うのです

が、どうですか。それと、県が実施したら高校まで

広げたいというところも声は聞いているんですが、

いかがでしょうか。

○金城清光保健医療総務課長 こども医療費助成制

度につきましては、今議会の冒頭で知事が知事提案

説明要旨の中で述べましたように、知事の任期中に

通院の対象年齢の拡大を実現することができるよう、

引き続き市町村と協議を進めていきたいというとこ

ろでございます。

○西銘純恵委員 協議の内容を聞いたのですけど。

○金城清光保健医療総務課長 県はこの拡大時期、

拡大方法について県の意向調査をしたところであり

まして、具体的にそうした意向までを聞いたところ

ではございませんけれども、那覇市において拡大方

法、拡大時期について、県と歩調を合わせると表明

していることについては承知をしてございます。

○西銘純恵委員 市町村ですね、積極的に高校まで

というところも結構声聞こえますので、早期にやっ

ていただきたいと思います。

最後、基幹病院の試算結果の表、事業局も御覧に

なって、今。県立病院でこういう試算って出します

か。減価償却も出さないで、さっき渡された比嘉京

子委員が質疑したもの、県立病院に聞きたいと思い

ます。収支報告とかそういうのはこういう形で出す

んでしょうか。出したらどうなんでしょうか。

○古堅圭一病院事業経営課長 ただいまの御質疑に

つきましては、結論から申しますと、病院事業局で

はこのような試算結果のような試算は行っておりま

せん。ただ、どういう施設、どういう医療機器を整

備すべきかという観点から、年次計画的にこういう

収支の試算をするというのは大変有益なことではな

いかということで考えております。

○狩俣信子委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 初めに、昨日、玉城知事は新型コ

ロナウイルス感染症等に対する緊急対策というもの

を発表されております。その文面を見ますと、しっ

かり感染拡大防止に向けて保健医療体制の強化に全

力で対応しておりますということが冒頭に述べられ

ております。この感染防止ということで、１つは県

内の検査体制ということで、よくＰＣＲ検査が言わ

れておりますが、沖縄県は離島県であります。離島

におけるＰＣＲ検査はどうなっておりますでしょう

か。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

離島におけるＰＣＲ検査に関しましては、現在で

は県立病院にて患者さんが受診された場合、そのお

医者さんがこの方が新型コロナウイルスに感染して

いるというふうに疑った場合には検体を採っていた

だいて、それを保健所のほうに提出すると。保健所

のほうで適正かどうかというのを判断した上で、県

の衛生環境研究所に搬入をして、そこで検査をして

結果が返ってくるということになります。

○金城泰邦委員 宮古、八重山のような離島でＰＣ

Ｒ検査というのは行っておりますでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 現在、県で行っているの

は衛生環境研究所１つだけになっております。

○金城泰邦委員 今、知事も緊急のそういった打ち

出しをしております。緊急対策ということを表明し

ておりますので、保健医療体制の強化というのは全

力でやるということですから、そういった宮古、八
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重山も現地のほうからやってほしいという声も出て

いるんですが、やる必要があるかと思うのですが、

どうでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 こちらに関しては患者さ

んの発生状況とか、流行の具合に応じて、この検査

の対象を拡大していく必要はあるというふうに考え

ています。

○金城泰邦委員 センターに問い合わせて今、やる

やり方だと思うんですが、これまたちょっと問題も

あるかと思っておりまして、私の元に届いている声

があるんですが、１週間ほど前から38度熱が出てい

ると。土日を挟んで発熱が続いているので、センター

に電話して経過を話ししたと。そうすると、渡航歴

や濃厚接触がないからということで、かかりつけの

病院に行ってくださいという指示が出たそうなんで

すね。かかりつけの病院に行ったら、コロナウイル

スだったとしても年齢的に重症化することはないと

思うし、治療薬がないから従来の風邪薬などの対処

療法しかできないということで、インフルエンザの

検査のみでやったらインフルエンザは陰性というこ

とだったと。依然、熱が続いているということで、

軽く肺炎になっているかもしれないということで、

総合的に見てマイコプラズマ肺炎ということで薬を

処方されたと。こんな事例がありまして、こういう

ことが、この方からすると、あちこちでいるんじゃ

ないかと。そうすると、隠れコロナウイルスみたい

な人が何人もいてもおかしくないんじゃないかとい

う声が届いていまして、やっぱりそういった拡充す

る必要性があるんだなというのを改めて感じている

んですが、どうでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

確かに拡充する必要性があるというのは、こちら

のほうでも考えてはいるんですが、どうしても検査

体制の数に限りがあるということと、たしか数に関

しましては琉大病院と検査ができるということもお

聞きしていますので、そこと契約を結んで実際に件

数を増やすとか、場合によっては民間のところでも

依頼をかけて、県全体でかけられるものというのは

増やす算段が必要だろうと思います。ただし、やは

り相談がありましたような方たちというのは実はた

くさんいるということですので、どうしても少し悪

化してからじゃないと検査自体もやはり出てこない

という状態もありますので、この風邪の方たちが全

てやるというのは基本的に難しいのかなというふう

に考えております。

○金城泰邦委員 もし、仮に罹患したとして、県の

中でそういった入院できる施設というのが、たしか

本会議では県立５病院と琉大病院だったと思います

が、そこの６つの病院で何床ぐらいがそういった受

入れできる病床になっているんでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

基本的には、琉大病院と県立の５病院で診れる患

者さんというのは24床ということになっているんで

すが、実際には少しずつ拡大をしてもらって、６つ

の病院で診られるところというのは、32床までは

ちょっと増やしていただいております。

○金城泰邦委員 32床あると。実際検査をして判明

して入院するまで、何日かかりますか。

○山川宗貞地域保健課長 これまでの症例でいきま

すと、基本的には受診をされて、入院をして１日ぐ

らいではＣＴ等の検査をやって疑わしいということ

で検査に回して、次の日には大体検査結果が出ると

いうことですので、２日目ぐらいまでには検査結果

というのは分かっております。

○金城泰邦委員 ＰＣＲ検査で判明するケースで今

やっていると思いますが、本人が希望すればＭＲＩ

とかで検査して判明する、あるかないかということ

も可能なのでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

それに関しては、やはり実際に患者さんが受診を

されて、お医者さんが診察をして、場合によっては

レントゲン写真を撮って影がある場合には、もう少

し詳しいものを見てみましょうということでＣＴと

かＭＲＩに回っていって、それから、やはり肺炎が

あるということで疑わしいので検査に回すというこ

とはあるかと思います。

○金城泰邦委員 ＰＣＲ検査も保険適用になってい

ると思いますが、そういった今のＣＴやＭＲＩ検査

は保険適用はありますか。

○山川宗貞地域保健課長 もちろん肺炎というふう

に病名がつけば保険適用になるかと思います。

○金城泰邦委員 そういった意味では、そういった

ＣＴ、ＭＲＩを活用すればもっと対応が若干広げら

れるんじゃないかなと。あるいは迅速な対応ができ

るんじゃないかと思っておりまして、そういった面

でも県のほうで、そういった可能性も周知していた

だけるほうがいいのかなと思っているんですが、ど

うでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 ＭＲＩというのは、医師

が肺炎を疑った場合に、画像診断ということで、影

として肺炎、炎症があるかどうかという診断はでき

ますけれども、これが新型コロナウイルスによるも
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のかどうかというのは遺伝子検査をしなくちゃいけ

ないので、やっぱり確定診断はＰＣＲ検査を行うと

いうふうになると思います。ＰＣＲにつきましては、

おっしゃいましたように保険診療でできるような体

制が全国的に取られていますけれども、これまで県

がやってきました行政検査を代わりに医療機関に委

託をするような感じになりますので、契約が必要だっ

たりとか、その自己負担の分をどうするかという少

し事務的なものがありまして、まだ今県としてはそ

れを準備しているような段階でありますが、今後検

査の数が増えていくことが想定されますので、その

検査の受皿としては拡大していくようなことを今、

考えているところです。

○金城泰邦委員 センター主導でＰＣＲのみだと、

なかなか検査が進まないのかなというふうに思って

おりまして、むやみやたらにやるというのもちょっ

と問題もあるかと思いますけど、韓国みたいな事例

がありましたから。にしても、やはりそういった選

択肢としてあることも知っておく必要があると思い

ますし、あとは今言った手続に時間がかかるという

ことであれば、それをもうちょっと迅速化するよう

な努力はしていただきたいと思います。

ＰＣＲ検査が一番精度が高いんでしょうか、どう

なんでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 現時点では、これが一番

正確に遺伝子診断ができる方法となっております。

○金城泰邦委員 そういった部分では、検査をしっ

かりとやっていけるような体制をスピーディーに

やっていただきたいと思っております。

あと、病院によく今駆けつける人も多いかもしれ

ません。県立病院中心だと思うんですが、医療機関

でマスクや消毒液が足りないということはニュース

にも出ておりましたけれども、現状どうでしょうか。

マスク、消毒液というのは医療機関でちゃんと充足

できていますでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

基本的には１月の段階で調査をしたんですが、そ

のときは十分にあったということなんですが、それ

から後は調査をしていないんですが、やはりかなり

患者さんを診るということで使っておりますので、

在庫自体というのは多分減っていると考えておりま

す。あと県のほうでは、新型インフルエンザ用に備

蓄をしていたサージカルマスクというのを10万枚ほ

ど、指定されている６医療機関と、あとは民間の医

療機関にも配布をしていますので、それでしばらく

はしのいでいただければというふうに考えておりま

す。

○金城泰邦委員 県が所管している県立病院におい

ては、全ての医療関係者はマスクを装着していると

いうふうな認識でよろしいでしょうか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 質疑に正確に

お答えできる数ということではないですが、２月25日

付けで、Ｎ95といった気密性の高い、より防御性能

が高いマスクが県立の全体での在庫数が4150枚、先

ほど言いました一般的に使うサージカルマスクが

３万2000枚となっております。この数が十分かと言

われたら、ちょっと心もとないなという数ではあり

ますけど、今の発生状況においてはどうにかこうに

かしのげる状況だというふうな認識でおります。

以上です。

○金城泰邦委員 聞いている話では、県立病院に行っ

ている患者さんが、例えば看護師さんがマスクをし

ていないということで、ちょっと大丈夫かねという

声も聞いたことがありますし、ある県立病院の看護

師さんにも聞いたら、マスクがないと言われている

という、２月の話ですけども、今、数の話はありま

したが、全ての県立病院の医療関係者はマスクをちゃ

んと装着しているかどうかという、これについての

答弁をいただけますか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 委員がおっ

しゃったことがちょっと一般的な方のケースとは思

わないんですけど、各病院の感染症対策のマニュア

ルにのっとって、普段はやっぱりマスクとか防護服

をきちんとして対応するようには臨んでいると聞い

ております。

○金城泰邦委員 ちゃんと調べてください。県立病

院、医療関係者が全員ちゃんとつけているかどうか

は、ぜひやってほしいと思います。そこに通う人か

ら不安の声が出るままであるというのは、ちょっと

どうかなと、いかがかなと思ったりしておりますの

でよろしくお願いします。

北部基幹病院について、これまで様々な質問もあ

りましたし、私もやってきておりますが、基本的に

北部基幹病院の設立は、玉城知事の公約ですよね。

どうですか。

○砂川靖保健医療部長 そういうふうに認識してお

ります。

○金城泰邦委員 これまでの本会議での代表、一般

質問ではそうなっていますよ、明らかに。我々も国

まで行って、厚生労働省行って、予算くれというこ

ともお願いしてきて、それで北部地域の住民の方々

からも様々な声を聞いて、地域の方は早くつくって
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くれという声が大きいですよね。そうなると、この

北部基幹病院は地域住民のための病院であるという

ことを改めて確認したいのですが、いかがでしょう

か。

○砂川靖保健医療部長 北部圏域において、地域完

結型の医療提供体制を構築するというのが北部基幹

病院の役割であり、使命であるというふうに考えて

おります。

○金城泰邦委員 知事は公約でも掲げておりますが、

北部基幹病院の設立に向けて知事はどういう動きを

してきましたか、これまで。

○砂川靖保健医療部長 知事も基幹病院をつくらな

ければならないというような考えだと認識しており

ます。

○金城泰邦委員 その考えは分かりましたけど、具

体的にどういう行動を起こしてきましたか。

○砂川靖保健医療部長 今、合意書を締結するかど

うかで動きが止まっているわけですけれど、知事自

身は合意書そのものに反対しているわけではないわ

けです。合意書、その合意を表明する前に確認した

いことがあるということで、私も本会議終了後、何

点か宿題をもらっております。この宿題を片づける

ことによって、知事もその合意書の受入れを表明す

ることになるというふうに考えております。

○金城泰邦委員 宿題が何なのか答えてほしいとい

うこともありますし、何が原因でこの合意が止まっ

ているのか、どこが合意を止めているのか、答えて

もらえますか。

○砂川靖保健医療部長 先ほど来の問題、医師確保

の問題とか、不採算医療が提供できるのかどうか、

これを確認したいということでございます。

○金城泰邦委員 保健医療部としては、そのことに

ついてはどういう見解を持っているんですか。

○砂川靖保健医療部長 公立病院ですから、公立病

院が不採算医療を切り捨てることはないと。県市町

村立の病院のそもそもの役割というのは、そういう

地域において必要とされる医療。圏域によっては一

般的な医療が政策医療になることもあるわけです。

北部圏域ではそれができていないということで、患

者の流出が起こっていると。それを食い止めること

が我々の役目で、北部基幹病院の役割でもあるとい

うふうに考えております。

○金城泰邦委員 保健医療部長としては、これをい

つまでにやりたいと思っておりますか。

○砂川靖保健医療部長 一般的な作業として、県立

だけで病院をつくるのであれば、基本構想をつくっ

て、基本計画をつくって、基本設計、実施設計、そ

れから整備工事という段取りでいくわけですけれど、

今回の場合２つの病院を統合してつくるという形で

進めておりますので、どうしても基本構想の策定に

入る前に経営システムはどうするのか、資産負債は

どうするのか、職員の身分取扱いはどうするのかと。

こういった基本的なことを定めないといけないわけ

ですよ。こういうことを定めないで中身に入っていっ

ても、空中分解する可能性がある、途中で。そうい

うことを避けるための基本的枠組みという認識で

やってきた。でも、そろそろ次のステップに進む段

階に来ておりますので、速やかに基本合意書の合意

形成を調えた上で、基本構想の策定、ここでは先ほ

ど来問題になっている収支とか、あるいは基幹病院

の役割、提供する医療機能、こういったことを現場

のドクターの意見も聞きながら定めていきますので、

早め早めにその採用にいく必要があるだろうなとい

うふうに考えているところでございます。

○金城泰邦委員 ぜひこの北部基幹病院が誰のため

の病院かと。やっぱり北部地域で今までそれを要望

してきた方々へしっかりとした医療体制を提供する

ための病院であると思っておりますし、そこは皆さ

んもっと力を入れて推進していただきたいと思って

おります。

部長、私も今まで何度か要望、お願いしておりま

すけども、血液のがん、白血病の方を救済するため

の骨髄移植のドナー、助成制度、私必要だとずっと

お願いしてきておりますけども、これについての次

年度の動きを御説明いただけますか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

今回新規で骨髄ドナーの助成に関する事業を開始

することになっております。その予算というのは、

（項）医薬費（事項）臓器移植推進事業費の中で、（事

業）臓器移植推進事業費の中で補助金を70万円計上

しているということになります。

○金城泰邦委員 市町村と一緒に協力してやってい

く形になると思うのですが、具体的には、例えば１日

当たりどのぐらいの助成とか、そういったものがあっ

たら説明していただけますか。

○山川宗貞地域保健課長 助成金の基準額としまし

ては、骨髄提供に係る通院または入院の日数に１日

当たり２万円を乗じた額としまして、１回の提供に

つき７日間を限度としております。助成に関しまし

ては、県内の市町村に対して、その助成額の２分の

１を補助するというような事業になっております。

○金城泰邦委員 ２万円の補助が対象となるのであ
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れば、市町村と１万円、１万円ずつ補助という理解

でよろしいでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 そのとおりです。

○金城泰邦委員 沖縄県の場合、ドナー登録の方が

全国でもやっぱり一番多い地域だということですか

ら、そういった制度があれば提供される方もいらっ

しゃると思いますし、この金額で全部カバーできれ

ばいいんですけども、対象者がもうちょっと要るな

という場合はもうちょっと柔軟な対応も必要だと思

いますが、そういったことは可能ですか。

○山川宗貞地域保健課長 沖縄県内で令和元年度に

20人のドナーの方が骨髄移植で提供したということ

ですので、実際に私たちが考えている数というのは、

実際にこれが増えていただければまた予算のほうの

拡充とか、そういうものも考えていきたいというふ

うに考えております。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。命を守る

大事な事業だと思いますので、しっかりそこも頑張っ

ていただきたいと思います。

以上で終わります。

○狩俣信子委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 新城課長に伺います。先ほどの平良

昭一委員とも関連しますが、糸満市の教育民泊が救

えるように住宅宿泊法の条例によって規制があると。

これは代表質問でも一般質問でも、各会派からもあっ

たと思いますが、ぜひ急いでこれを北海道のような

形で沖縄版に変えて成果を出していただきたいんで

すけど、検討課題はどうなっていますか。伺います。

○新城光雄衛生薬務課長 住宅宿泊事業法第18条に

おいて、条例により住宅宿泊事業の実施の制限がか

けられる項目につきましては、区域及び期間となっ

ていることから、県の条例で家主居住型や家主不在

型で制限をかけるということは、法の趣旨に照らし

合わせて慎重に検討する必要があるかと思いますが、

今、実際に北海道のほうで家主居住型とか不在型で

分けているということもありますので、情報収集は

しようかなというふうに思っております。

○新垣新委員 北海道は見る必要ないと代表質問で

もおっしゃいましたが、答弁の中でですね。見る必

要ないならそれはいいんだけど、これは一刻も早く

約1400億円近くの県税、これから減っていくんです

よ、この条例の縛り規制で。結構来ているんですね。

かなり利益になっているんですよ。困っているんで

すよ。そこら辺の問題、一日も早く改善するべきだ

と思うんですけど、どういう検討課題を持っていま

すか。

○砂川靖保健医療部長 今の議論もですね、総じて

整理する必要があると思っています。この家主居住

型、不在型で規制をかけるのか、あるいは教育民泊

という形で規制をかけるのかどうか、そういった整

理も必要ですし、そもそも住宅宿泊事業―民泊と言っ

ているわけじゃないんですよ。住宅宿泊事業の規制

の在り方が、区域を定めて規制をかけると。そうい

う中において、区域じゃなくて業態でもって規制を

かけることが、果たして法の趣旨に照らし合わせて

妥当なのかということも考える必要があるだろうと。

一方、我々は何でもかんでも規制というわけではな

くて、例えばそういう教育民泊みたいなことによっ

て地域活性化したいというところは、例えば伊是名

なんかは住宅宿泊事業やっていないわけです。みん

な簡易宿所でやっていると。それは１年365日できる

と。あるいは、住宅宿泊事業であるんだけど、規制

に入らないというやり方もあるわけです。そういっ

たことも含めて、どれが一番地域の振興、それから

地域の環境に照らし合わせてどうなのかということ

も整理しながら考えていく必要があるだろうなとい

うふうに思っております。

○新垣新委員 おっしゃるとおりです。整理も大事

なんですけど、糸満市の意見としては、北海道のよ

うにつくってくれと。家主滞在型、家主不在型、両

方が生きると。そこを強く代表質問で申し上げたつ

もりなんですね。ぜひ検討していただければなと思

うんですけど、もう一度伺いたいなと思っています。

これしかないんですよ、見当たる部分が。

○砂川靖保健医療部長 業態によって規制をかける

ことが果たして本当に法に照らし合わせて妥当なの

かどうか、まずこれを整理しないといけない。この

住宅宿泊事業でやると、規制を外れても180日しかで

きないわけですよ。それが本当にいいのか。あわせ

て、僕は住宅宿泊事業というのは、もともと住宅を

提供してそういう宿泊業をやることが禁止されてい

たのをできるようにしたわけです、日本全国で。そ

ういう中にあって、都市計画法あたりで、いやいや

これはできませんよと、規制かけるのが妥当かどう

かと。ここまでも考えて議論しないといけないと思っ

ているんですよ。そういう意味では、幅広の整理、

議論が必要な問題だというふうに考えておりますの

で、我々の条例だけの問題だけじゃなくて、土木も

含めた形の検討が必要なのかなと思っております。

○新垣新委員 理解いたしました。41市町村を点検

するのも時間がかかるというのも理解しましたし、

ぜひ半年以内に成果を頑張っていただければなと。
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糸満市の強い要望は、結論は出たんですよ。北海道

と同じように守るところは守る、仕事するところは

仕事、花を開かせると。そういう形でぜひ、部長、

検討課題として持ち帰っていただきたいなと強く申

し上げます。

子供医療費で申し上げます。財政力が強いところ、

弱いところと差がはっきりして、２分の１の負担が

出ます、扶助費の問題で。その問題、どう考えてい

ますか。伺います。２分の１の負担で扶助費が出る

と、市町村が財政負担という懸念があるということ

を申し上げていただきまして、渋っているところが

あるでしょうと。

○金城清光保健医療総務課長 県のほうで市町村の

意向調査をした結果、既に中学まで実施をしている

市町村、こちらはおおむねすぐやりたいという意見

でございます。ただ、その中にも慎重にやっていき

たいという市町村もございます。一方で、大変厳し

いと、現状維持をまず意見として出すという市町村

もございました。それぞれ市町村で御事情があるも

のと考えております。

○新垣新委員 11市は前向きじゃないんですか。伺

います。

○砂川靖保健医療部長 11市全てが前向きというこ

とではございません。

○新垣新委員 これは本島ですか、それとも離島の

市ですか。伺います。

○砂川靖保健医療部長 調査するときに、具体的な

市町村名は公表しないという約束で調査しておりま

すので、差し控えさせていただきたいと思います。

○新垣新委員 ぜひ部長、これは本当に県民が求め

ているニーズで、市町村の財政負担というのが一番、

２分の１の負担でネックになるというのが分かって

います。ぜひ部長をはじめ、この担当課で、ぜひ子

供たちの子育て支援の関係でぜひ頑張っていただき

たい、説得をですね。２年後に向けた取組を実施で

きるように頑張っていただきたい。決意を伺いたい

なと思って、部長、伺います。

○砂川靖保健医療部長 知事の公約で議会での答弁

もございますので、そういう方向で市町村と連携し

て進めていきたいというふうに考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時40分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

末松文信委員。

○末松文信委員 それではよろしくお願いします。

今日は久貝院長も見えておりますので、今日は私、

北部基幹病院１点についてやっていきたいと思って

おりますので、久貝院長のほうから北部の状況を

ちょっと説明してください。

○久貝忠男北部病院長 北部病院は今、午前中も答

弁したとおり、医師がいないということで、それを

どう確保していこうか、ずっと考えているところで

す。医師が北部病院に来ないという理由は幾つかあ

るんですが、それを一つ一つ課題を克服していくの

が必要ですけど、まず医師がいないというのは後に

して、いないことによってやっぱり医業収益が減っ

ていると。そして、人件費率も高いと。そして、令

和２年度もさらに人員が減りますので、それに対し

て医師を確保していかないと資産投資もできないと。

そういう状況です。

○末松文信委員 ありがとうございます。

今朝、院長の御発言、大変興味があって紹介しま

すけれども、薬剤費が余剰となる、これは何千万か

分かりませんが、言っておりましたね。これは中南

部の病院のような高額な薬剤を使う患者が少ないと

いうふうにおっしゃっていましたけど、言い換えれ

ば、高額医療、いわゆる重要な医療については北部

ではやっていませんよということが如実に現れてい

ると思うんですね。そういう意味では、今後、この

北部基幹病院というのは早めにつくらんといかんと、

こういう位置づけになると思うんですけれども、こ

のことについていかがですか。

○久貝忠男北部病院長 薬剤費がマイナスの予算に

なるだろうということですが、実際そうなんですけ

ど、がんの抗がん剤、腫瘍の薬がほぼ、がんの患者

さんは北部地区医師会でやったり、あるいは実際中

南部に紹介したりしています。あと、脳外科のドク

ターがいなくなりますので、高額な医療は使わない

と。そういうことで、そういうふうな提供体制は先

細りになっていくのかなと。特に泌尿器科はほぼが

んが多いので、前立腺がんとか、そういうのもなく

なっていくのかなと。外科もちょっと少ないと。そ

ういうちょっとマイナスの面が出てはいます。

○末松文信委員 やっぱり抗がん剤であったり、ほ

かの高度医療について、ヤンバルでは今できる状態

にはないということですから、この基幹病院につい

ては一日でも早くやっぱり整備していただきたいと

いうのが、我々北部住民の願いであります。そういっ

たことを前提にして質疑したいと思います。

この北部基幹病院ですけども、私は常々申し上げ
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ていますけれども、これは北部地域の振興発展のた

めの定住条件の整備の一丁目一番地だと私は位置づ

けしておりまして、これなくては人は住まないです

よ。そういった意味では、ぜひ早めにやりたいなと

いうふうに思っております。それで、この基幹病院

の整備についてちょっと振り返ってみましたら、平

成16年に沖縄県が県立病院のあり方検討委員会の中

で既に、北部圏域の医療体制として最も効率的なの

は、県立北部病院と北部地区医師会病院を統合して

公設民営にすることがいいんだというふうなことを

示唆しております。もう既に15年前に県独自がその

検討委員会の中でそう示しているわけですよ。それ

を今振り返ってみるんですけれども、この間も知事

が、やっぱり北部の基幹病院は必要だというような

ことで、公約にも掲げてまいりました。その中にあっ

て、今回の北部基幹病院の整備に向けて、県と北部

12市町村及び北部地区医師会が、基本的枠組みにつ

いて協議を始めたのはいつですか。

○砂川靖保健医療部長 平成30年の１月からです。

○末松文信委員 知事が就任してからの話ですから、

31年の２月議会で公約として、施政方針の中でそう

いうふうなことをおっしゃっております。そのこと

を受けて部長のところでいろいろこれまで協議して

きたと思うんですけれども、政策医療とよく聞きま

すけれども、これはどういう医療を指すんですか。

○砂川靖保健医療部長 政策医療について、具体的

な定義があるわけではございません。ただ、県とか

市町村とか、公的団体が提供する医療に係ると思う

んですけれど、例えば宮古、八重山とか北部、こう

いうところでは住民が少ないということで、患者数

も少ないことがあるわけですよ。ところが、じゃあ

人口５万人規模の医療だけ提供すればいいかという

と、そういうわけじゃないわけですね。例えば、僕

がかつて宮古病院で働いているとき、大昔ですけれ

ど、そこの小児科のドクターが言うには、宮古は人

口５万人しかいないけど、自分たちの医療提供体制

は人口20万人規模で整えているんだというようなこ

とをおっしゃっていたわけです。そういうふうな形

もこの政策医療になると思います。要は、その地域

でできるだけ完結させるために、民間医療機関が提

供できないような医療を提供するというのが公的病

院の役割だろうというようなことで位置づけており

ます。

それともう一つ言えるのは、中部とかに言えるん

ですけれど、例えば医療提供をする場合に、１つの

診療科だけでやるわけじゃないわけです。民間だっ

たらそういうふうに、１つの診療科で提供して、医

療提供はあるかもしれませんけれど、中部だったら、

重篤な患者が来た場合、複数の診療科のドクターが

集まって医療提供するわけです。ところが、この診

療報酬は変わらないんですよ。１つの診療科でやろ

うと、複数の診療科でやろうと。その重篤な患者を

助けるために手厚いような医療を提供するのも、政

策医療の一つだろうなというふうに考えています。

○末松文信委員 そこで北部基幹病院ですけれども、

よく話題に出るのは、不採算部分の医療を切り捨て

るのではないかというような指摘がありますけれど

も、これについての御所見をお願いしたいと思いま

す。

○砂川靖保健医療部長 そもそも公的な病院が、先

ほど言っていたように不採算医療を切り捨てるとい

うのは、これは政治的にもあり得ない話だと思うん

ですよ。こういう役割を担っているのが、県とか市

町村ですから、例えば不採算、能率的な経営をして

も、その収益だけで費用を賄うことができないとい

うようなもの、これは不採算医療ですけれど、そう

いうものを提供するのが公的病院の役割であると。

そのためにいろいろ担保されるわけです。例えば、

指定管理料でその分を含めることもできますし、い

ろんな協定とかで縛りをかけることもできますので、

この制度的にも財政的にも、不採算医療が提供され

ないということはあり得ないというふうに考えてい

ます。

○末松文信委員 この件については、部長もこれま

で何度か述べておりますけれども、やっぱりこれか

ら整備するところの北部基幹病院についても公的病

院だということで、そういうことはあり得ないとい

う理解でよろしいですか。

○砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。

○末松文信委員 次に、不採算部分で赤字になった

場合、その医療費はどういう形で補塡されるのか。

赤字にならないという想定もされていますけど、万

が一、赤字になったときのその補塡の仕方、北部12市

町村もそのことを懸念しているようですから。

○砂川靖保健医療部長 基本合意書案の話になりま

すけれども、基本的にその運営費の負担というのは、

この病院の設置者になることによって、地方交付税

というのが措置されます。その地方交付税相当額、

これを限度として負担金として払う。それが指定管

理料になっていくわけですけれど、基本的にこの範

囲内で賄えることが可能と見ています。ただ、逆に

黒字になってもこの負担する額を減らすかといった
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ら、これは減らしません。交付税相当額は必ず入れ

てもらいます。これで賄えると見ていますけれど、

仮にこの病院経営が赤字になって足りないという場

合、その不足する分については、市町村じゃなくて

県が負担しますということが基本合意書で書いてあ

る世界です。

○末松文信委員 ありがとうございます。この地方

交付税ですけれども、地方においては財政需要額に

対応した話になっていますが、これは全額補塡され

るんですか。

○砂川靖保健医療部長 基本的にその地方交付税は、

病床１床当たり幾らと、それと救急告示病床１床当

たり幾らと。あと、救急をやる場合に幾らと。こう

いった形で設計されていって、これが定額で払われ

るという形でございます。赤字、黒字に着目して上

げるというものではございません。

○末松文信委員 分かればですが、ちなみにどのく

らいの交付税になりそうですか。

○砂川靖保健医療部長 これはこのほど運営費関係

だけで4.6億を見込んでやっています。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それでは次に、両病院が統合することによって、

県立の北部病院の職員と北部地区医師会病院の職員

の処遇がどうなるのかという心配があるようですけ

ど、このことについて。

○砂川靖保健医療部長 今の基本合意書案では、こ

の統合の日の前日に在職している職員は、希望すれ

ば北部基幹病院に就職することができるというよう

な取扱いになっております。新しく財団をつくるわ

けですけれど、その財団については、財団の給与制

度、給与水準については、今の北部地区医師会病院

の給与水準、給与制度を入れるという形でございま

す。

○末松文信委員 他方、この県立病院の職員の処遇

はどんなふうになりますか。

○砂川靖保健医療部長 県立病院を辞めて北部基幹

病院に行くというときは、北部、今の医師会病院の

給与制度、給与水準が適用されることになります。

非常勤職員等はそれで給与水準はそんなに変わらな

いのでいいと思いますけれど、正職員は給与が下が

るのが目に見えているわけです。そうすると、自分

の給与上の処遇が変わってまで行くことはないとい

うふうに考える方もいるかと思います。その場合、

職員が足りないというような事態が生じる可能性が

ありますので、そういうことに備えて一定期間は、

基本合意書に書いていますけれど、県が責任を持っ

て職員を派遣すると。派遣するときは、県職員とし

ての身分を潜在的に持っているわけですから、そう

いう派遣された職員は県で働いていたときと同じ給

与水準、これを現給保証するという形の派遣になる

というふうに考えています。

○末松文信委員 県職員については、その身分をそ

のまま残したまま派遣するという理解でよろしいで

すか。

○砂川靖保健医療部長 今、基本合意書では３年間

派遣するということで、この３年の間にどんどん新

しい病院で職員を採用していくわけです。それと派

遣職員も毎年一定数引き上げていきます。その期間

によって職員が入れ替わるというようなことを考え

ています。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それと、統合をすることによって、医師を含め、

医療技術者の確保困難から地域医療が崩壊するとの

指摘もあります。このことについての御所見を伺い

たいと思います。

○砂川靖保健医療部長 そういうふうにならないよ

うな手だてを講じていく必要があるというふうに考

えておりまして、看護師のところでも申し上げまし

たように、例えば給与が下がってまで行くというふ

うに考えない人もいるかと思いますので、そういう

場合は現給保証という措置を講ずるわけです。それ

以外にも、看護師は派遣だけで賄えると思いますけ

ど、ほかの医療技術職なんかは、１回の採用で多分

二十数名ぐらいですから、採用できるんじゃないか

なというふうに見ております。医師についても、で

きるのが６年後、８年後になりますので、その間に

定年退職を迎えている方もいるわけです。だから、

今いる方が全部その新しい病院に行くとは見ていま

せんけれど、それまで毎年、定期的に採用した上で、

あとその地域枠が、このときになると53名から68名

ぐらい毎年枠がございますので、その４分の１程度

ははめていくと。あるいは医師派遣推進事業等で、

今、両病院で22名ぐらい採用していますけど、こう

いったことを組み合わせることによって、必要な医

師を確保していくということになります。

○末松文信委員 それでは、北部病院に今勤めてい

る人たち、あるいは、言い方としては北部圏域に生

活の拠点を置く県立北部病院の職員の職場がなくな

るという指摘がありますが、この指摘は当たらない

ですか。

○砂川靖保健医療部長 県の機関として、これは県

職労の機関誌で見た記憶がありますけれど、県の職
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場がなくなるということは、これは別に外れてはい

ません。ただ、そういう場合でも労働組合として、

労働組合の目的として労働者の社会的地位、経済的

地位の利益の向上というのがそもそもの目的ですか

ら、労働組合自体がそういう主張をすることは別段

おかしいこととは思っていません、私は。ただ、今

回の基幹病院に関して言えば、やっぱり労働者の利

益も大切ですけれど、やはり北部住民の医療提供と

いうのを一義的に考えて進めるべきじゃないかなと

いうふうに考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、末松委員から県の職場がなくな

るのではなくて県職員の職場がなくなると

指摘されており、部長の答弁とニュアンス

が違うのではないかとの意見があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

末松文信委員。

○末松文信委員 職場を失うという理解でなくても

いいんですよね。

○砂川靖保健医療部長 この一定期間派遣という形

でいけば、その間の職場はあると思いますけれど、

ただ、今までみたいな形で人事異動で行く意味での

職場はなくなるという意味だと思います。

○末松文信委員 ちょっと時間ないんだけど、やっ

ぱり新しい基幹病院ができたら県の職員は県立の病

院に異動するかという話であって、希望すればここ

に残っていい、でも、足りない分は補充しないとい

けないから、お願いして派遣していただくというこ

とだから、職場がなくなるという理解にはならない

と思うんだけど。

○砂川靖保健医療部長 県の施設としての職場はな

くなるわけです。そういう意味で主張されているん

じゃないかなというのが、私の理解です。

○末松文信委員 じゃあ前に行きましょう。

次に、いろいろ今まで話してきましたけれども、

知事が施政方針を示して、その後、関係者間で基本

的枠組みについて協議を重ねてきたと思いますけれ

ども、今の現状はどうなっていますか。

○砂川靖保健医療部長 協議、３者でやっていたわ

けですけれど、北部の医師会と北部12市町村が基本

合意書案に了解したと。次は、県が態度を示す段階

に来ているという認識でございます。

○末松文信委員 せんだって、北部12市町村長と議

会議長会の皆さんから知事宛てに、この基本合意書

について早めに締結して次のステップに進めてほし

いと、こういう要請だったと思いますけれども、そ

の後の知事の見解はどうなっていますか。

○砂川靖保健医療部長 知事はそういう要請を受け

ておりまして、公約自体、早期実現でございます。

ただ、基本合意書にサインを示す前にもうちょっと

確認したいことがあるということで、確認したい項

目について、これこれといった具体的な指示を私も

受けましたので、それを我々が報告した上で判断さ

れるというふうに考えています。

○末松文信委員 その件については先ほど泰邦委員

のほうにもお答えしたことなんですけれども、ただ、

ここまで協議を進めてきて、関係者間で。この時期

にきて知事がもう少し待てと。こういう話というの

は、私は非常に理解に苦しむんですけれども、部長

としてはどう思いますか。

○砂川靖保健医療部長 私、知事ではございません

ので、知事としてやっぱりいろいろ考える要素があ

るのかなというふうに考えております。その宿題に

対して速やかに答えを出すというのが私の役割だと

いうふうに考えております。

○末松文信委員 知事から示されたということにつ

いて、今どんな段取りでそれを解決しようとしてい

ますか。

○砂川靖保健医療部長 今、部下職員に命じて、そ

の宿題について資料作成、報告するためのですね。

そういう作業に取りかからせているところでござい

ます。

○末松文信委員 どのくらいかかりそうですか。

○砂川靖保健医療部長 ３月いっぱいには１回目の

報告をしたいというふうに考えております。

○末松文信委員 一発勝負でいけそうなんですか。

○砂川靖保健医療部長 その辺はちょっと分かりま

せん。

○末松文信委員 いろいろとありがとうございまし

た。北部地域の皆さんは、やっぱり先ほども申し上

げましたように、15年前から県の検討委員会の中で

そういうことで審査されて、これまで相当期待感を

持ってきたんですけれども、北部の住民大会を開く

とか、11万余りの署名を集めるとか、いろんな努力

を重ねてここまでやっときたと、こういう感じです

よ。それと、12市町村長と県との調整もこれだけ時

間かかって協議を重ねてきた結果だと。そういった

状況の中で、知事がここで足踏みするというのは、

僕は非常に問題だなと思って、これはある新聞社の

社説ですけれども、県も加わった協議でまとまった

話なのに、玉城知事の対応がどっちつかずに見える

ことだと。こういう表現をしていますけれども、知
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事がここに来てそういったどっちつかずの話では、

僕はリーダーシップをもっと取ってほしいと思うん

ですけれども、これは部長に聞いてもしようがない

んだけども、ここで委員長にお願いしたいんですけ

れども、要調査事項として、知事にぜひこの件につ

いて出席していただいて、今後、残された合意形成

についてもちゃんと伺いたいと思いますので、委員

長のほうでお取り計らいをお願いしたいと思います。

○狩俣信子委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の質疑終了後に協

議いたします。

北部基幹病院についてですね。

○末松文信委員 そうです。

それでは部長、また常任委員会もありますので、

その場所でまた申し上げたいと思いますが、いろい

ろありがとうございました。よろしくお願いします。

以上です。

○狩俣信子委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 病院事業ですね。脳神経外科と泌

尿器科の医師が確保できずに休止するということで

すけれども、これはどういうことでしょう、事業局

長。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

脳神経外科の常勤の医師が１名いらっしゃるんで

すけど、３月末の退職予定でいらっしゃいます。１月

から退職に向けて一部の患者さんの制限を行ってい

るということであります。泌尿器科に関しましては、

現在常勤の医師がおらず、令和１年の５月末をもっ

て退職されているという状況であります。

以上です。

○照屋守之委員 これは何で辞めるんですか。何で

こうなるんですか。辞める理由は何ですか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 これは自己都

合というか、一身上の都合ということで伺っており

ます。

○照屋守之委員 久貝院長は先ほど医師不足の理由

を何か言っていましたけど、院長は分かりませんか。

○久貝忠男北部病院長 泌尿器科に関しては、開業

ということです。脳外科に関しては、この脳外科の

先生は途中で、３年か４年ぐらい単身赴任で、家族

が子供の進学を機に京都に帰ったと。それで何とか

ずっと１人でやってきたのですが、そろそろ家族と

過ごしたいということで、後任の保障はないんです

が退職ということになっています。

○照屋守之委員 これまでも医師が不在で休止した

というのがありましたよね、北部病院。産婦人科で

したか。あれはいつでしたっけ。

○久貝忠男北部病院長 これまで休止したのは、た

しか３年か４年ぐらい前に産科があったかなと思っ

ています。

○照屋守之委員 事業局長、我々は何度も何度もそ

ういうような経験をしていますけれども、この県立

病院という枠で、医師が確保できずにそういう退職

をしていくということが続きますよね。これは病院

の経営ですから、県民からすると幾らそこで頑張っ

ていようが確保できない、診療ができないという、

そういうふうなものをつくっていって、それが繰り

返されているという現状からすると、これはもう大

変ですよ。この患者はじゃあどうするのかという話

なんですよね。どうするんですか。

○我那覇仁病院事業局長 照屋委員のおっしゃるよ

うに、ある科、特に今問題になっているのは、やっ

ぱり医師の偏在、それから、もう一つ大きいのは、

科の偏在というのが非常に大きな因子でございます。

特に科の偏在というのは、これは北部病院だけじゃ

なくて宮古、八重山も含めなんですが、例えば産婦

人科とか、小児科とか、泌尿器科とか、あるいは眼

科とか、そういう非常に医師の少ないのは離島、北

部も含めて同じで、もう一つは、やっぱり本来の本

島内の例えば中部病院とかセンターだって、その傾

向はございます。例えば脳外科の医師に関しては、

かつては２名いた時代がありました、北部ですね。

定数は２なんです。これが例えば琉球大学とか、そ

れから医師の新専門医制度なんかの教育の制度があ

りまして、だんだんそういった少ない科の医師がま

すます減ってきていて、大学病院もそういった派遣

する医師が減っているというのが現状でございます。

我々は、何年かずっとそういった脳外科とか、産婦

人科とか、小児科も含めてですけれど、大学を含め、

それから県立の専攻医の派遣も含め何度も交渉して

いるんですけど、なかなか医師がいないというふう

な状況で、今回初めて常勤の脳外科の医師が北部病

院からいなくなると。やはりこれは北部病院のそう

いった脳外科の疾患の患者さんに対しては大変悪い

ニュースでございまして、これを何とか可能な限り

の医学的なケアをしようということで、中部病院と

南部医療センターの脳外科医師、これは各２名ずつ

ですけど、毎週、１週間に１度ずつ外来を診てもら

うと。そこで紹介患者さんなんかを診て、中南部に

送ると。特に救急に関しましては、北部でもありま

すし、北部の２つか３つくらいの民間の病院でもＣ

ＴとかＭＲＩはあると思いますが、その画像をｉＰ
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ａｄで非常に鮮明な画像を両病院に送って判断して

もらうと。これを24時間で対応すると、そういうふ

うなシステムで、緊急に対しては対応していくとい

うふうな方向でございます。もちろん、去年も含め

て何人かそういうふうな北部病院、脳外科の医師に

コンタクトは取っているんですが、やっぱり局の事

情もあって、すぐ新しい年度から来ることは難しい

と。こういう反応は聞いていますけど、根気強くコ

ンタクトを取りながら確保に努めてまいりたいと、

そういうふうに考えています。

○照屋守之委員 ですから、こういうことがたび重

なって、結局県立病院としての役割を果たしていな

いわけでしょう。だから、北部の医師会立の病院と

北部病院を１つにしようということになるんですよ。

医師の不足とか、探せないというのは内部の都合で

すよ。県民は当たり前に、県立だからそういう医師

はしっかり確保して、北部の10万の県民の医療を担

うという。だから、県立の北部病院なんでしょう。

その機能を果たしていなくて、幾ら我々がここで執

行部の言い分を聞いても、ああそうかと、納得でき

るものじゃないんですよ。どうですか。今のような

形で幾らやったって、そういう医師も確保できなけ

れば、病院事業局長が積極的に基幹病院を推進して、

執行部も含めて対応したほうがいいんじゃないです

か。県民の側の医療の提供ですよ。責任あるんです

よ。対応できない場合、中部病院も対応するわけで

しょう。中部病院だって大変ですよ。ほかの病院だっ

て大変じゃないですか。何のために県立の北部病院

があるかという話ですよ。それを自分たちができな

いから皆さん方に対応してくれと、そういうふうに

やるのか。もう県立としての機能は果たしていない

んじゃないですか。基幹病院を一緒につくるという

方向で頑張ったほうがいいんじゃないですか。どう

ですか。

○我那覇仁病院事業局長 私はですね、枠組みに関

する合意書の検討会が過去６回だったと思いますけ

ど、最初のときは私はいなかったものですから、そ

の後も私はずっと保健医療部とともに出席してまい

りました。この間、やっぱり一番大きな問題、もち

ろん運営システム、財政的な問題もありましたけど、

やっぱり医師確保と、それから不採算医療というの

は、やっぱり我々県立病院がやっているわけなんで

すけど、今言ったように中部病院とかセンターが、

今言った科の少ないような医師を北部に―これは北

部ばかりではなく、ほかの離島にも派遣するような

キャパシティーというのが、もうだんだん狭まって

きたと。だから、このままでは要するに、北部病院

に医師を派遣する、ある科によっては難しい状態で

ございます。そういうことで、２つの病院が合併し

て、いわゆる北部の住民が言うような完結するよう

な基幹病院をつくると。それは理にかなったことで、

もちろんそういった方向でいくことは好ましいこと

だと思っています。

○照屋守之委員 この機会に12市町村も一緒に、県

も一緒にやると言っていますから、そこはそことし

てやって、ほかの県立病院はさらに充実させていく。

私はそういうふうな手だてが必要だと思いますね。

経営改善も、デニー知事は今これちゅうちょしてい

ますけれども、本来だったら３年計画ぐらいで一般

会計からぼんと50億ぐらい入れて、病院事業を支援

すべきじゃないですか。そういうようなことをやる

から県立というふうなものがいいんであって、こう

いうふうなものをやらずに、今の基幹病院に対して

少しちゅうちょしているというふうなことがあると

すると、非常にやっかいですよ。脳外科とか泌尿器

科のそういう診察ができなくなると、数字的なもの

も相当影響していくんじゃないですか、北部病院は。

どのくらい変わっていきますか。これは計画に反映

されていますか、今年の。どうなんですか。

○久貝忠男北部病院長 泌尿器科と脳外科がなくな

ることで、恐らく医業収益は１億5000万円ぐらい減

るんじゃないかと試算しています。

あと、ちょっと話はあれなんですけど、医師確保

に関してですけど、当初、朝もあったんですけど、

沖縄の医療が中部病院を中心に医師を派遣してきた

と。これは本土と全然変わっていて、本土は大学病

院がいわゆる関連病院を持っていたという状況で、

中部でいろんな研修、ドクターを育てて、研修施設

が、そこに行ってまた研修数が分散していたと。そ

こで今いろんなところで研修医を育てているんです

けど、僕は今の研修医が当然―以前は救急医療を中

心にどんどん総合的な診療をやってきたんですけど、

現在は若い先生が専門医志向になってきているんで

すよね。要するに救急もできるけど専門医。だから、

北部病院で現在のスケールで専門医の医療を提供で

きるか、専門医のドクターが満足できる医療を提供

できるかといったときに、これがなかなか難しいと

僕は考える。それで、北部病院に現在の状況で200床

規模で医師を集めようといったときに、この形態が、

救急はいいとして、指導医が来て満足できる医療が

できるかというのがちょっと難しいなとは思ってい

ます。
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○照屋守之委員 ですから、久貝院長も実際現場に

おられて、今の北部病院では限界だみたいなことが

あると思いますけれども、要するに医師の確保、医

者としてのやりがい、生きがいでしょう。プライド

がありますからね。だましだまし使っているそうい

う設備とか、いろんな設備もしっかり整って、その

仕事をしてのやりがい、働きがい、そういうのも含

めて考えていかないと、いつまでも定着しませんよ、

これは。だって、プライドのある仕事だもん。人の

生命を預かっていて、北部地区の生命を預かってい

て、その施設なり、その設備なり、いろんな対応も

含めて考えていかないと、だから定着しないんじゃ

ないですか。そういうふうなところも考えないと、

ただ辞めた。これどういうあれか分かりません。ま

た新しい医者を探します。なかなか難しいという、

この堂々巡りでは話にならんと思いますよ。

次、保健医療部です。先ほどの基幹病院ですけれ

ども、先ほどありましたように合意締結はまだ分か

らん。３月いっぱいでまた知事に宿題を返さないと

いけないということですけれども、３月いっぱいに

やりましょうよ。どうですか。

○砂川靖保健医療部長 最終的に知事が判断します

ので、知事が判断しやすい環境を整えるのが私ども

事務方の仕事だというふうに考えております。

○照屋守之委員 このスケジュールはどうなります

か、建設までのスケジュール。先ほどもありました、

よね。様々な調整して基本構想をつくって、計画、

建設とか。これはどう考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 通常一般的にいって、基本

構想で１年、その次に作成する基本計画で１年、基

本設計で１年、実施設計で１年、整備工事で２年と

いうふうに今は見立てているところでございます。

○照屋守之委員 これが遅れれば遅れるほどずれて

いきますね。知事の所信表明、医師不足を抜本的に

解消し、安定的かつ効率的で地域完結型の医療提供

体制を構築するため、北部基幹病院の整備に向け、

関係者間の基本合意形成を図り、基本構想、基本計

画を策定に向けて取り組みます。すごい決意ですよ

ね。もう基本合意はできていますから、あとは合意

締結をやればいいわけですよね。同じように所信表

明の中に、祖先への敬い、自然への畏敬の念、他者

の痛みに寄り添う、チムグクルを大切にする、全て

県民の尊厳を大事にする、誰一人取り残さない、こ

れが知事のお考えですよ。ですから、まさにかなり

以前から北部の医療提供体制が課題になっていて、

知事もそういう決意、覚悟を決めてやるというふう

なことですから、そこをしっかり進めないといけな

いなと思っておりますけれども、非常に私が疑問に

思っているのは、２月４日に県と12市町村が提示さ

れて合意しましたよね。これが２月５日に報道され

るわけですよね。そしたら、その日に知事と与党の

皆さん方が会合を開いて、知事は合意したからといっ

てすぐに進むとは思っていないと答えていますよね。

これはどういうことかと思っているんですけど、県

は一生懸命進めて合意形成したにもかかわらず、与

党議員方の会合があったら、これはそうじゃありま

せんよというふうなことで、この基幹病院の進め方

というのはどういうことなんですか。県も当然、知

事も分かりながらやってきているわけですよね。ど

ういうことでしょう。与党議員から言われたら、そ

ういうふうになるんですか。

○砂川靖保健医療部長 そういう会合に私出席して

おりませんので、会合の中身については把握してお

りませんけれど、基幹病院については節目節目で知

事に報告して、現状を述べて、基本合意書案はこう

いうふうに修正する必要があるというようなことを

るる説明して、了解を取って進めてきたところでご

ざいます。

○照屋守之委員 こういう話もあるんですよね。２つ

の統合ありきではない。急いで結論を出さずに１年

ほどかけて話し合うべきだとかというふうな、そう

いう話も出ているみたいですよね。それを知事は受

けているわけですよね。そうなると、私も県議会議

員の一員として、私に聞かれれば、いや、知事、ど

うぞ進めたほうがいいですよと。施政方針でもきち

んとこう言っていますし、後援もありますし、やっ

たほうがいいんじゃないですかと私は言うんだけど、

何かこういうふうに北部圏域の県民の命を守る医療

提供をしていくというものが、新聞報道によると一

部の人たちの話合いで、これが先送りになってしま

うという、そういうふうな懸念を持たれるというや

り方、非常に不可解に思っていますけれどもね。

３月４日に部長が名護市議会の全員協議会で、今

の基本合意案しかないというふうに示していますよ

ね。これは名護市議会の反応、向こうの反応はどう

ですか。

○砂川靖保健医療部長 全員協議会ということで説

明はしてきましたけれど、その場で採決とか意思表

明するような場ではございませんので、どういう反

応かと言われても、こういう反応でしたというのは

ちょっと明確に答えるのは厳しいかなというふうに

考えております。
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○照屋守之委員 いずれにしても、部長がそういう

形で基本合意案しかないというふうなことで表明し

ていますから、名護の議員はやっぱりこれしかない

なというふうに受け止めたと思います。

この数字ですね、北部基幹病院の収支予測で10億

円の利益が見込まれるという試算ですけれども、こ

れは今の医師確保設備投資の問題、県立病院が抱え

ている様々な課題、やっぱりそういうふうなものを

クリアしていく上で、部長が示した利益というか、

このぐらい出るかもしれないという試算というのは

非常に大事なことだと思っていて、やっぱり県民は

いい医療を提供しようとすると、あるいは医師を定

着させようとすると、あるいはそこで働く方々を気

持ちよくやっていこうとすると、ある程度そういう

ふうな利益をつくって対応しないといけないという

ふうに思っておりますから、この数字、今は10億円

ということですけれども、新しく医師会立と北部病

院が１つになって医療提供体制をつくれば、経営的

には安定できるというふうな、そういうふうに捉え

ていいんですか。

○砂川靖保健医療部長 基本合意書案にあるとおり、

企業の問題等をそういうふうに処理していけば、こ

れぐらいの数字は可能だというふうに見ております。

○照屋守之委員 いずれにしても、これは知事の決

断、あるいは議会の理解も得ないといけないという

ことだと思いますけれども、何よりも我々が今考え

ないといけないのは、やっぱり長年にわたって北部

地域の県民の方々に医療を提供するのに、そういう

不自由な思いをさせているという。しっかり北部地

域に基幹病院をつくって安心・安全の医療提供をし

ていくという、そこが大きなことだと思うんですね。

職員の身分とか、あるいは様々なことについては、

もちろんそこはしっかりクリアしないといけません

けれども、いろんな知恵を出していけば改善できる

と思いますから、ぜひ病院事業局も含めて対応して

いただきますようにお願いします。

次に、新型コロナウイルス感染に対する玉城知事

の緊急対策の表明ですね、３月９日。私は新型コロ

ナ感染問題というのは、国難、国の非常に苦難、あ

るいは同時に県の苦難、県難。非常に大きい厳しい

課題だと思っているんですよね。通常の災害とは異

なるという認識なんですよ。県はこれをどういうふ

うに考えていますか。県の認識はどうですか。

○糸数公保健衛生統括監 保健医療部としましては、

まず感染症対策ということで、この感染症が特に高

齢者や基礎疾患を持っている方について重症化しや

すいということで、そういう高齢者、それから基礎

疾患を持っている方たちの命を守るための医療体制

の整備ということに、これまでの感染症とは違った

対応が必要だというふうに考えております。感染症

ですから、社会的な接触によって広がっていきます

ので、それにつきまして今、国が学校の休校をはじ

め、イベントの自粛などで、そういう社会の接触を

減らすという対応を取っておりますので、それは感

染症の拡大を防ぐためには有効な手段ではあるんで

すけれども、その一方で、いろんな経済問題とかが

出てきているということで、非常に対応は複雑な様

相を示しておりますが、まずは感染症についてしっ

かりと封じ込め、あるいは重症化防止をするという

ことがないと、なかなかそういう社会経済的なとこ

ろも落ち着かないと思いますので、保健医療部とし

てはそういうこの指定感染症となったコロナウイル

ス感染症に医師会などの力も借りながら対応してい

るという状況でございます。

○照屋守之委員 保健医療部はやっぱりそういう立

場ですけど、これはもうその域を超えていますよ。

新型コロナウイルス感染問題はですね。経済も含め

て生活、もう県民、企業も団体も全てそうですよ。

これは相当な影響がありますよね。県内の感染につ

いてはどうですか。もう終息しますか、まだですか。

○糸数公保健衛生統括監 沖縄県は２月14日に最初

の患者さんが確定しまして、それから19日、20日と

いうふうに３名出ております。最初の２人につきま

しては、２月１日に停泊したダイヤモンド・プリン

セス号での接触があったと思われるということで、

感染源がはっきりしているのですが、３例目の80代

の高齢者の方は、それがはっきりしない形でありま

した。１月の下旬頃までにかなり中国のほうから感

染したと思われる方が来県していた可能性もありま

すので、そこから軽症でこうやって検査に引っかかっ

てこない人たちの間で感染がつながって、それが３例

目の方に２次感染のような形でいったということも

想定できますので、そうすると、そういう軽症の方

のリンクはまだ、もしかしたら県内で起きている可

能性もあるというふうに警戒は必要だと思っていま

す。その中で高齢者だったり、基礎疾患のある方が

急に重症な肺炎の形で出てきて、また次の患者が見

つかるという可能性も十分あると思っていますので、

今必要な方には検査を行ってもらって、毎日新しい

患者が出ないかをチェックしているという状況でご

ざいます。

○照屋守之委員 これが収まるというのは、誰がど
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の段階で発表とか、そういうふうなものは宣言があ

るんですか。

○砂川靖保健医療部長 前回の新型インフルエンザ、

これについてはいまだに終息宣言というのは出され

ておりません。今回のものがどうなるかというのは

まだ見えない状況で、世界的に今、流行拡大してい

るという状況でございます。仮に日本の患者数が減っ

たとしても、また世界とのやり取りで持ち込まれる

可能性もあるということで、終息宣言がいつという

ふうな考える時期ではないというふうに今は考えて

います。

○照屋守之委員 これは流行していくおそれもある

と、そういう可能性もあるということですか。

○砂川靖保健医療部長 感染拡大の防止に努めてい

きますけれど、感染者が広がったというときに、そ

の医療提供体制もしっかり支えていくというような

準備、最悪の事態に備えた準備もしながら取り組ん

でいく必要があるだろうと考えています。

○照屋守之委員 いずれにしても、観光も含めて相

当な影響が出ていますよ。せんだって知事の表明を

見ましたけれども、これは中小零細企業だけじゃあ

りませんよ。全ての企業です。それと、独り親世帯

のみだけの問題でもありませんよ。だから、ここは

もちろん保健医療部の感染をそういう防いでいくの

は分かりますけど、やっぱり対策本部をつくって、

そこの中で今後の対応、観光経済に与える影響、あ

るいは県内の産業、そういうのも含めて対応してい

かないと、これは大変なことですよね。先ほどから

ありますように、今のように終結宣言はできないと

いうことになれば、ずっと不安を抱えながら県民は

いるわけですよね。そうすると、観光もなかなか戻っ

ていかないという。そうすると、やっぱり県のほう

で補正予算という何かあれもありましたけど、やっ

ぱり豚コレラみたいに専決処分で、そういう厳しい

ところにはもう県の予算を組んで予算を対応してい

くというぐらいのところを迅速に対応していかない

と、なかなか難しいんじゃないかというふうな思い

がしておりまして、とにかく低所得者層もそうです

けれども、農林水産、給食中止になって牛乳の生産

者の方々、非常に困っていますよ。ですから、ああ

いうのも補給をしたりとか、あるいは補塡をしたり

とかというふうなことを、どうしても県のほうで対

応してあげないといけないんじゃないですかね。で

すから、保健医療部はそういうものもいろいろ対応

しながら、全体的にはそれに係る影響を最小限にと

どめて、観光がもっと復活、あるいは沖縄経済が復

活できるような、そういう仕組みをぜひお願いして

終わります。

以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、保健医療部及び病院事

業局関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項を提起しようとする委員

から改めて、提起する理由の御説明をお願いいたし

ます。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 １点目の新型コロナウイルス対策

について、せんだって知事も緊急対策という形で示

しておりますけれども、今、保健医療部長の話では

終息宣言はできないということからすると、こうい

う状況がしばらく続いていく。そうなると、もう既

に観光も150万人ぐらい減少して1000億円ぐらいの減

額になるというふうなこと。そうすると、いろんな

県の企業も含めて経済、あるいは農業、水産業も含

めて相当な影響が出てくるわけですよね。この方針

の中に補正も含めて予算措置ということがあります

けど、これはさっきも私少し言いましたけど、豚コ

レラの分は専決処分でいろいろやっているわけです

よね。ですから、やっぱり改めて知事からこの新型

コロナウイルス感染の影響についての説明を受けて、

予算措置。これは県の対応、もちろん国もやってお

りますけれども、独自のそういう様々な独り親世帯

とか、あるいは低所得者の皆様方、あるいは先ほど

も言いましたように学校給食で牛乳がもう使えない。

これは非常に微々たる金額でしか売買できないと。

そういうようなことからすると、その生産者のそう

いう補塡も含めて県ができることをしっかりやって

もらいたい。その辺の趣旨も含めて知事に説明を求

めたいということです。

２つ目に……。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の提起及びそれに対

する意見について協議した結果、１件ずつ

行うこととなった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、要調査事項を提起しようとする委員の説

明は終わりました。
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次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 今、提起があったんですけど、こ

の新型コロナウイルスというのが、そもそもまだど

こまで拡大するのか、終息するのかという見通しも

つかない。それは政府が新型の感染症に対する治療

薬を開発するとかも含めて、大方は政府の仕事とし

て予算措置も十分にやってほしいということで求め

るものだと思っているし、知事は３月９日付の緊急

対策ということで補正も組むということで言ってい

るし、細かい―多分にあちこちの県民の皆さんの声

を聞いて、そういう措置を出しているだろうという

ことが伺えますので、私は改めて議会でどうのとい

うことじゃなくて、県民に対する措置を取ってもら

いたいと思っていますので、あえて予算委員会に呼

んで知事から聞くということはやる必要はないと思

います。各部でもそれに対して部長なりがきちんと

答えていると思いますので、呼ぶ必要はないと思い

ます。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

新垣新委員。

○新垣新委員 賛成の意見で。今県民がこれだけ心

配になっていて、沖縄県としての動向というのは非

常に注視していると。やはりこれは与野党超えて、

知事が出てきて、そういった水際対策、沖縄県でも

国とも連携した沖縄県の努力というのも、堂々と出

てきて、誰一人取り残さないと言ったんだからぜひ

そういう形で出てきてほしいなと思って、ぜひ委員

長、強く申し入れます。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

２点目、照屋委員、万国津梁会議の県の対応につ

いて提起をしてください。

○照屋守之委員 子ども福祉部の児童虐待が万国津

梁会議のテーマとして取組をされているわけですけ

ど、この万国津梁会議については県の監査委員から

も非常に厳しく指摘されております。しっかり説明

責任を果たしてほしいという、これはこの前の県の

監査からもそういうふうな指摘をされておりまして、

やっぱり説明責任という面では改めてこういう機会

に知事のほうから説明を求めたほうがいいと。これ

は我々議会だけじゃなくて、監査委員がそれをしっ

かりやっていますから。それと、これまで支払った

分についても返したほうがいい、あるいはそのまま

清算したほうがいいという意見もありますけど、こ

の中身はやっぱり今の県の予算措置というものにつ

いて監査からも指摘をされておりますし、しっかり

説明をしてほしいということですから、それに応え

て予算委員会の中で知事の説明を求めるというのが

私は順当だと思っています。

以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 要調査事項として、万国津梁会議

の件で知事の意見を聞く必要があるとのことですけ

ど、この問題は９月、11月の本会議や各常任委員会

でも相当な時間をかけてやってきているし、昨年の

決算委員会の中でもやられているのもあります。ま

た、今定例会の中でも本会議の中でそれぞれたくさ

んの議員から質問、質疑に対して、知事の姿勢は変

わりなく示されていることも明確になっております。

そして、県の監査の方々からもいろんなこともあっ

たかもしれませんけど、法的な問題、契約の問題は

何もないというようなことも言っておりますので、

総括質疑で知事に出席を求める必要はないものだと

思っています。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

新垣新委員。

○新垣新委員 万国津梁会議の対応について、やは

り代表質問や一般質問でも疑惑というのは解明され

ていないと、県民に。県の職員ができるものを、わ

ざわざそういった委託をやる必要もないものにやっ

て、結局執行率もないまま。もうこれは堂々と無傷

だと。疑惑はないというんだったら堂々と出てきて

いただいて、与党議員にも協力を仰いで、委員長。

もう無傷だと、疑惑は何もないんだと。かくまう必

要はないんじゃないかなと。ぜひ疑惑潔白のために

出てきてほしいなと思って、委員長、調整を計らい

たいと思って、ぜひお願いしたいと思います。これ

は疑惑ですよ。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。
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以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

次、３点目にいきます。

金城委員、特別支援学校の重度障害者の入学問題

についてです。

○金城泰邦委員 今回の定例会でも多くの議員から

代表質問、一般質問で取り上げられている事項であ

るということは、みんな関心持って見守っていると

思うんですね。そこで知事からもこの定例会で初め

て、沖縄らしいインクルーシブという新しい定義が

出てきましたので、そこはぜひ知事の持っているイ

メージ、そういったものを伺っていきたいという趣

旨です。

○狩俣信子委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 今の特別支援対象生徒の入学問題

についてでありますけれど、私も同じように高校へ

の重度障害の生徒が高校へ受け入れるということに

関しては、前進させるべきだという立場です。なの

で、この環境を早期に整えるということは同じ考え

です。この間、昨年の11月議会から議会答弁で知事

は、先進地の事例を研究して沖縄らしいインクルー

シブ教育への扉を開くことは十分可能であるという

ふうに、知事の考えも明確に示されています。教育

長もこの間の委員会、今度の委員会もそうですけれ

ど、障害者権利条約が批准された2014年のことを話

されていました。そして、日本も2016年には障害者

差別解消法がスタートしていますから、既に学校の

受験や入学を拒否するということはしないというこ

とが明確に示されていて、今やらなきゃいけないの

は、むしろ私たちは個々の状況に応じて人的配置を

含めて必要な配慮をして学びの保障をするという、

現場の具体的な対応を今強く求めていくという状況

にあると思います。つまり、入学での合理的配慮は

既に現場は行っている。あとは入学した後の環境の

整備を合理的配慮を整えるという、極めて教育委員

会がどういうふうにこれから後、対応していくかと

いうような課題に今なっているという状況ですので、

知事を招聘して意見を伺うという必要はないという

ふうに考えます。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

新垣新委員。

○新垣新委員 この問題において代表質問でも取り

上げましたが、もう２年前から実はこれ代表質問、

一般質問でも取り上げられて、県の対応、決断とい

うのはやはり最終的に教育長、知事という、大きな

高いところの、高いレベルの判断だと思っているん

ですね。だから、やはり弱者崇拝、そしてこの障害

者が生きがいを持てる社会づくりという条例までつ

くって、やはりしっかりある人もない人もと。やは

りこれは呼んで、知事を、もう一度知事の意見を聞

きたいと。これをぜひ委員長、取り計らっていただ

きたいんですけど、非常にこれは県民の関心があっ

て、県の取組というのは、先進地を見に行って沖縄

らしいと持ち帰ってばんって言っているんだけど、

分かっていると思うんですよ、ずっと課題は。もう

多くの議員が質問、質疑やってきていますから、ぜ

ひ知事の意見を聞いて前向きに動かしていくべき

じゃないかと思って、ぜひ取り計らいを、僕は賛成

の立場からぜひ知事を呼んでほしいと。本当に障害

者が生きがいを持てる沖縄らしい社会を、学問をお

願いしたいなと思って、実は私も障害者の家庭を持っ

ているもの、分かるもの、気づいているものですか

ら、その立場にいるものですから、ぜひやってほし

いなと思って、ぜひお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

引き続き、末松委員の提起した北部基幹病院につ

いて、まず提起をお願いします。

○末松文信委員 北部基幹病院の整備に向けた基本

合意書の締結についてでありますけれども、せんだっ

て北部12市町村長、そして議会議長、会長さんたち

がみんな見えて、知事にこの締結を速やかにやって

ほしいと。その上で次のステップに進んでほしいと

いう要請をしたわけですけれども、この基本合意書

についてはそもそも県が主導して北部12市町村や北

部地区医師会の皆さんと協議を重ねて合意形成を

図ってきたものであります。それにも関わらず、こ

こに来て知事が合意形成が必要だというようなこと

をおっしゃっているので、これは知事の真意がどう

であるのか、その説明を求めたいと思っています。

○狩俣信子委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願
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いいたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 反対の立場からお話をさせていた

だきますが、今回の本会議において、それから今日

の予算委員会においてかなり集中的に質疑がされた

ものと思います。そして今日、明らかになったこと

ですけれども、いわゆる部長のほうに宿題を投げか

けられていると。部長はそれを準備している最中で

あると。それを見ない前に知事を呼んでも答えは出

ないのではないかと。今おっしゃるような時期につ

いて明確な知事の考え、見解は出せないんじゃない

かというふうに考えますので、呼ぶ必要はないかと

私は思います。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 これは県が主導して進めてやって

きて、ここまで来て知事がうーんとなさっている。

そうすると、宿題を与えて３月いっぱいに１回目の

回答を送るでしょうということですけれども、方向

性は、知事は所信表明でもこれをやると言っていま

すから、やっぱり改めて確認する必要があると思い

ます。これをやらないと、知事は施政方針でも言っ

て、そういうふうな公約にも掲げてやってきたにも

かかわらず、そこでどっちつかずみたいな感じになっ

ているから、そこは宿題はともかくとして、方向と

して施政方針のとおりこうやっていくんですねとい

う確認はどうしても必要じゃないですか。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

次に、予算特別委員会における調査の必要性及び

整理等について、休憩中に御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、新型コロナウイル

ス対策への対応について、万国津梁会議の

県の対応について、特別支援対称性との入

学問題について及び北部基幹病院について

を報告することで意見の一致を見た。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項について協議した結果、

提案はなかった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月13日 金曜日 正

午までに予算特別委員に配付するとともにタブレッ

トに格納することになっています。

また、予算特別委員が、調査報告書に関して常任

委員長に対し質疑を行う場合には、13日の午後３時

までに政務調査課に通告することになっております。

予算特別委員におかれては、常任委員長に対し質

疑を行う場合には、３月13日 金曜日は登庁され、

質疑発言通告を提出するようよろしくお願いいたし

ます。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月18日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月10日（火曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後４時22分

場 所 第３委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（環境部所管分）

２ 甲第22号議案 令和２年度沖縄県水道事業会

計予算

３ 甲第23号議案 令和２年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 新 垣 清 涼君

副委員長 照 屋 大 河君

委 員 座 波 一君 具志堅 透君

座喜味 一 幸君 崎 山 嗣 幸君

上 原 正 次君 赤 嶺 昇君

玉 城 武 光君 糸 洲 朝 則君

山 内 末 子さん

説明のため出席した者の職、氏名

環 境 部 長 棚 原 憲 実君

環 境 企 画 統 括 監 松 田 了君

環 境 政 策 課 長 長 濱 広 明君

環 境 保 全 課 長 普天間 朝 好君

環 境 整 備 課 長 比 嘉 尚 哉君

自 然 保 護 課 長 比 嘉 貢君

自 然 保 護 課 小 渡 悟君
世界自然遺産推進室長

環 境 再 生 課 長 安 里 修君

企 業 局 長 金 城 武君

配 水 管 理 課 長 上 地 安 春君

建 設 課 長 大 城 彰君

3ii4

○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第22号議案及び甲第

23号議案の予算議案３件の調査及び予算調査報告書

記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、環境部長から環境部関係予算議案の

概要の説明を求めます。

棚原憲実環境部長。

○棚原憲実環境部長 環境部所管の令和２年度一般

会計予算の概要について、ただいま通知しました令

和２年度当初予算説明資料抜粋版に基づいて御説明

いたします。

環境部の令和２年度当初予算案は、世界に誇る沖

縄の自然環境を守るという知事公約の実現に向け、

沖縄21世紀ビジョンの基本施策や施策展開に基づき、

予算を編成いたしました。

通知をタップして１ページを御覧ください。

令和２年度の環境部の歳出予算額は、上から５行

目にございますが、29億7584万9000円で、前年度当

初予算額と比較しますと８億7001万5000円、率にし

て22.6％の減となっております。その主な要因は、

令和元年度は第43回全国育樹祭の開催年度であった

ことから、事業終了に伴い開催事業費として計上し

ていた約２億9000万円が減となることや、公共関与

事業推進費において、産業廃棄物管理型最終処分場

の整備完了に伴い令和２年度は地元の地域振興など

の予算計上となり、約１億2000万円の減となること

によるものであります。

それでは、通知をタップしていただきまして、

２ページを御覧ください。

歳入予算について御説明いたします。表の左端下

の合計欄を御覧ください。一般会計歳入予算の合計

7514億400万円のうち、環境部に係る歳入予算額は右

隣になりますが、17億3989万4000円で、右端黒枠の

下のほうになりますが、前年度当初予算額に比べ6904

万円､率にして4.1％の増となっております。歳入が

増となった主な要因は、公共関与事業推進費貸付金

元金収入で、沖縄県環境整備センター株式会社への

貸付金３億9100万円が返還されることによるもので

あります。

それでは、歳入予算について款ごとに御説明いた

土木環境委員会記録（第４号）
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します。

（款）９の使用料及び手数料の環境部所管分は

3622万9000円であり、産業廃棄物処理業の許可申請

や動物取扱業の登録申請など各種申請に伴う手数料

の証紙収入等であります。

（款）10の国庫支出金の環境部所管分は９億6486万

9000円であり､これは主に沖縄振興特別推進交付金の

国庫補助金や海岸漂着物の回収・処理に係る地域環

境保全対策費補助金等であります。

（款）11の財産収入の環境部所管分は19万2000円

であり、環境保全基金及び産業廃棄物税基金の預金

利子であります。

（款）13の繰入金の環境部所管分は２億1029万

2000円であり、産業廃棄物税基金繰入金及び環境保

全基金繰入金であります。

（款）15の諸収入の環境部所管分は５億801万2000円

であり、これは主に雑入及び公共関与事業推進費貸

付金元金収入であります。

（款）16の県債の環境部所管分は2030万円であり､

自然公園施設整備に係るものであります。

以上で、歳入予算の概要説明を終わります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

通知をタップしていただきまして、３ページを御

覧ください。上から４行目を御覧ください。

（款）４の衛生費のうち環境部所管分は29億7584万

9000円であり、前年度と比較しますと８億7001万

5000円、率で22.6％の減となっております。

次に、（款）衛生費における環境部所管の主な内容

について、目ごとに御説明申し上げます。一番右端

の内訳欄を御覧ください。

（目）食品衛生指導費は、動物愛護管理センター

の管理運営及び動物愛護思想の普及啓発推進に要す

る経費であり、２億1324万7000円を計上しています。

（目）環境衛生指導費は、一般廃棄物及び産業廃

棄物の適正処理の推進など、持続可能な循環型社会

の構築に要する経費として７億6367万1000円を計上

しております。

（目）環境保全総務費は、環境部職員の給与や課

の運営費であり、５億6642万4000円を計上していま

す。

（目）環境保全費は、地球温暖化対策、米軍基地

の環境問題対策、大気汚染対策、赤土等流出防止対

策、緑化の推進等に要する経費であり、６億1807万

3000円を計上しております。

最後に（目）自然保護費は、奄美大島、徳之島、

沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産登録を推進す

るための経費や、サンゴ礁保全に向けた白化対策や

オニヒトデ対策、希少種の保護や外来種対策など、

自然環境の保全・適正利用を図るための経費であり、

８億1443万4000円を計上しております。

以上で、環境部の令和２年度一般会計歳入歳出予

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。

次に、企業局長から企業局関係予算議案の概要の

説明を求めます。

金城武企業局長。

○金城武企業局長 企業局関連の甲第22号議案及び

甲第23号議案について順次御説明申し上げます。

本日は、サイドブックスに掲載されております令

和２年第１回沖縄県議会定例会議案その１により御

説明させていただきます。

甲第22号議案令和２年度沖縄県水道事業会計予算

について御説明申し上げます。

ただいま通知しました62ページをタップして御覧

ください。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が那覇市ほか25市町村及び１企業団、当年度総給水

量が１億5250万1000立方メートル、１日平均給水量

が41万8000立方メートルを予定しております。また、

主要な建設改良事業は102億1931万2000円を予定して

おり、その内訳は、水道広域化施設整備事業が49億

7980万2000円、導送取水施設整備事業が38億3334万

7000円、海水淡水化施設整備事業が14億616万3000円

となっております。

次に、第３条の収益的収入及び支出につきまして

は収入の水道事業収益は298億2669万3000円を予定し

ており、その内訳は、営業収入が172億1243万3000円、

営業外収益が125億23万3000円などとなっておりま

す。支出の水道事業費用は296億4163万4000円を予定

しており、その内訳は、営業費用が280億8421万2000

円、営業外費用が14億6655万3000円などとなってお

ります。

第４条の資本的収入及び支出につきましては、

63ページになりますが、資本的収入は122億8659万円

を予定しており、その内訳は、企業債が22億2660万

円、国庫補助金が93億6632万1000円などとなってお

ります。資本的支出は171億8296万7000円を予定して

おり、その内訳は、建設改良費が130億9892万1000円、

企業債償還金が40億1610万9000円などとなっており

ます。 第５条の債務負担行為につきましては、債

務負担行為をすることができる事項、期間及び限度



－384－

額を定めております。

第６条の企業債につきましては、限度額22億2660万

円を定めております。

次に、64ページを御覧ください。

第10条の他会計からの補助金につきましては４億

8476万2000円を予定しており、これは臨時財政特例

債の元利償還等に充てるため一般会計から補助金を

受け入れることを定めたものであります。

以上で、甲第22号議案の説明を終わります。

次に、65ページをタップして御覧ください。

引き続きまして、甲第23号議案令和２年度沖縄県

工業用水道事業会計予算について御説明申し上げま

す。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が沖縄電力金武火力発電所など105事業所、当年度総

給水量が802万3000立方メートル、１日平均給水量が

２万1000立方メートルを予定しております。また、

主要な建設改良事業は4292万9000円を予定しており、

その内訳は、導水施設整備事業及び配水施設整備事

業であります。

第３条の収益的収入及び支出につきましては、収

入の工業用水道事業収益は６億6643万3000円を予定

しており、その内訳は、営業収益が３億2027万9000円、

営業外収益が３億4615万3000円などとなっておりま

す。支出の工業用水道事業費用は７億1162万3000円

を予定しており、その内訳は、営業費用が７億３万

5000円、営業外費用が1108万7000円などとなってお

ります。

第４条の資本的収入及び支出につきましては、

66ページになりますが、資本的収入は9023万8000円

を予定しており、その内訳は、国庫補助金が2760万

2000円、他会計補助金が1272万3000円、投資償還金

が4991万3000円となっております。資本的支出は１

億266万8000円を予定しており、その内訳は、建設改

良費が6149万6000円、企業債償還金が4116万7000円

などとなっております。

第５条の債務負担行為につきましては、債務負担

行為をすることができる事項、期間及び限度額を定

めております。

第９条の他会計からの補助金につきましては、

6761万6000円を予定しております。これは、先行投

資施設に係る維持経費等に充てるため一般会計から

補助金を受け入れることを定めたものであります。

以上で、甲第23号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

続きまして、お手元に配付しております座間味浄

水場建設候補地比較表について担当課長のほうから

説明をさせますので、よろしくお願いいたします。

○大城彰建設課長 前回の委員会におきまして、座

喜味委員から座間味浄水場建設に係る議論の中で、

各候補地の長所、短所、コストなどについて説明を

受けて議論を深めていく必要があり、その資料を委

員会に提出できないかとの発言がございましたので、

今回、各候補地の比較表を提供いたします。当該資

料を審査の参考にしていただければというふうに考

えております。それでは、説明させていただきます。

まず、比較表の１ページを御覧ください。

左が高月山の既存浄水場用地の大部分を活用する

案。そして右側がヘリポート用地を活用する案となっ

ております。

２ページ目の左側が阿真チジ、そして、右側が旧

ごみ捨て場となっております。

そして最後の３ページ目に、当初予定地である阿

真ビーチ隣接地について記載をしております。

それでは、１ページにお戻りください。

それぞれ一番左側の上段から、候補地の所在等、

計画図、土地利用状況、整備概要、事業費、そして、

一番下段に所見を記載しております。所見について

は用地造成や津波被害、エネルギー効率の観点等か

ら長所、短所などを記載しております。それぞれの

候補地の特徴について説明させていただきますので、

所見の欄を御覧ください。

まず、１ページ目の１の①の既存浄水場用地の大

部分を活用する案につきましては、長所として、長

所の１）のほうに、高台候補地の中で造成面積が一

番小さいということと、あと短所は２）のほうに、

エネルギー効率が悪い、そして、３）に既存施設の

一部取壊しがあることから水運用の対策が必要とい

うことが挙げられております。

そして右側の１の②、ヘリポート用地を活用する

案につきましては、短所といたしまして、１）のほ

うに載っているんですけれども、ヘリポート移設の

ために造成面積が大きくなるということと、３）の

ほうに、エネルギー効率が悪いということが挙げら

れております。

次に、２ページ目を御覧ください。

左のほうの２の①、阿真チジにつきましては、短

所の１）のほうに造成面積が一番大きいということ

と、２）のほうに、急斜部であり安全性に留意した

計画が必要であることなどが挙げられております。

次に、右側の３の①、旧ごみ捨て場につきまして

は、長所といたしましては、３）のほうに、建設費
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が最も安価であるということで挙げられております

けれども、埋設ごみの処理費用がまた別途必要とな

ります。また、短所といたしましては、３）のほう

に、廃棄物処理法の手続が必要であり、その手続に

最短でも３年を要するなどが挙げられております。

これまで説明しました候補地につきましては、高

台でありまして、津波浸水想定区域外となっており

ます。これにつきましては、全ての高台の長所とい

うことになっております。

最後に、３ページ目に移りまして、これが当初予

定地である阿真ビーチ隣接地ということで、これに

ついては、長所といたしましては、１）のほうに用

地造成が不要であり、そして、２）のほうに、エネ

ルギー効率がよいということになっております。そ

して短所といたしましては、津波浸水想定区域であ

りまして、対策が必要であるということなどが挙げ

られております。

以上、比較表の説明でした。

○新垣清涼委員長 企業局長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 今、座間味浄水場建設候補地比較

表を説明いただきましたので、この件からまずお願

いします。

新たな候補地比較表が今説明されましたが、これ

までの説明では、昨年かな、12月までには候補地を

決めていくというふうに説明を受けていたんですが、

まだ決まらないというような状態ということですか。

○大城彰建設課長 建設予定地につきましては、住

民の要望を受けて高台候補地の詳細調査を実施しま

して、昨年12月に座間味村へそれぞれ長所、短所を

説明したところでございます。座間味村からは、高

台候補地につきまして土地造成による環境への影響、

工事中における観光客や道路への影響から、当初予

定地が最適との意見がございました。そして現在も

調整が続いているところでございまして、その結果、

住民説明会が遅れているところとなっております。

○照屋大河委員 再検討の委託調査をするというこ

とで、令和元年度は3100万円だったかと思いますが、

新年度の予算はどのような計画、計上がされている

んですか。

○大城彰建設課長 ２年度予算につきましては建設

予定地が決定することを踏まえまして、実施設計に

1900万円の予算を計上しております。

○照屋大河委員 12月に説明を村のほうにやられた

と。所見のほうにも村からの意見ということで、こ

の資料にも示されています。高台については環境省

との調整も必要だというふうに聞いていたんですが、

その辺はどうなっていますか。

○大城彰建設課長 環境省へは、昨年12月に詳細調

査を行った高台候補地及び当初予定地につきまして、

それぞれの長所、短所を説明し、その後も、環境省

から確認を求められた事項につきましては、適宜、

資料の提出や説明をしておりまして、内容を確認し

ていただいているところでございます。これまでの

確認事項といたしましては、既存浄水場用地活用案

の浄水場建屋等について、展望地や定期航路からの

景観の確認を求められておりまして、それについて

は資料を提出したところでございます。

○照屋大河委員 今県としては、環境省には資料提

供をし、具体的な指摘とかを受けている状態ではな

いということなんですか。景観については指摘され

たのかな。それ以外に関する環境省からの指摘はな

い状態ですか。

○大城彰建設課長 今言った、展望地や定期航路か

らの景観の確認を今行っており、それについて環境

省からは確認を求められているところで、それ以外
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のところについては、特に確認を求められていると

いうところはございません。

○照屋大河委員 先ほど、再検討された場所に関す

る村との説明において、村から様々な意見が示され

ているということです。再検討ということで１年費

やしてきています。3100万円の予算も費やしてきて

いますので、新年度予算決定を前提に、実施設計な

どの予算も計上されているということですので、も

う３月終わりますが、ぜひ村の皆さんにも、陳情を

出されている住民の皆さんにも、その地域にとって

重要な事業だということとともにですね、その水を

浄水場を確保していくということの大切さも伝えて

いただきながら、また引き続きの取組をお願いした

いというふうに思います。早期の建設地の確定の努

力をお願いしたいと思います。以上です、これにつ

いては。

続いて環境部のほうに行きますが、令和２年度当

初予算案概要部局別という資料の６ページをお願い

します。世界自然遺産登録推進事業ということであ

ります。２億3000万円ですかね。この事業ですが、

この事業の詳細を伺う前に、世界自然遺産の登録に

向けたスケジュール、あるいは県の取組の現状、進

捗ということでお願いします。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 まず、

登録のスケジュールの進捗についてお答えさせてい

ただきます。奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西

表島の世界自然遺産登録につきましては、登録延期

勧告の主な理由でありました分断された推薦区域の

連結や、北部訓練場返還地の推薦区域への追加など

の課題に対応した上で、推薦書の内容の見直しや強

化を行い、昨年２月、国において推薦書を提出した

ところでございます。昨年10月には、諮問機関ＩＵ

ＣＮによる現地調査が行われたところであり、今後

本年５月ごろのＩＵＣＮの評価報告書を踏まえて、

本年６月下旬から７月上旬にかけて開催される世界

遺産委員会において登録の可否が決定される見込み

となっております。県としましては、国や地元関係

団体等と緊密に連携しながら、本年夏の確実な登録

を目指して取り組んでいるところでございます。

○照屋大河委員 いよいよ６月から７月の下旬とい

うことですので、取組を引き続きお願いしたいなと

思いますが。今、新年度予算で示される登録に向け

た自然環境保全対策の検討ということで、約２億

3000万円の事業はこのスケジュールに向けて６月、

７月までにこの事業を展開していくという計画なん

ですか。

○小渡悟自然保護課世界自然遺産推進室長 令和

２年度の予算につきましては、登録前、登録後も見

据えながら、引き続き事業を実施していく内容となっ

ております。

○照屋大河委員 先日、部長、新聞にヤンバルの沖

縄の多様性豊かな自然の話もされていました。少し

時期が昨年度から延びまして、いよいよ６月という

ことですので、この沖縄の自然の魅力をさらに発信

できる機会になると思いますので、ぜひこれにも取

組をお願いしたいというふうに思います。

続いて同じページですが、外来生物侵入防止事業

費ということで、この事業に関する今年度、令和元年

度の実績等について伺いたいと思います。

○比嘉貢自然保護課長 お答えいたします。

外来生物侵入防止事業費、これは公有水面埋立事

業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関

する条例に係る経費となっております。令和元年度

につきましては、まず１つ目として公有水面埋立承

認申請書の添付図書において、示されている埋立用

材搬出予定地の外来生物分布状況の、以前に実施し

た調査の情報更新と、昨年10月に新聞報道のあった

沖縄防衛局が新たに搬出候補地として調査した地点

の外来生物分布状況の情報収集を目的とした調査を

行っております。２つ目として、条例に基づき意見

聴取のために設置した専門員との間で埋立用材の搬

入における外来生物侵入防止に関する意見交換など

を実施したところであります。

○照屋大河委員 今説明のあった、防衛局が新たに

取るというふうに決めたのかな、そういう発表をし

て調査をしたということですが、そこをもう少し具

体的に説明をお願いできますか。

○比嘉貢自然保護課長 昨年10月の新聞報道等で、

また新たに県外等で41か所、埋立土砂の搬出予定地、

候補地として挙がっている部分について追加調査を

実施したというところがありましたので、そういっ

た新たな情報につきまして、我々もあらかじめ情報

収集したいということで、県においてその部分につ

いて今調査をしているところであります。

○照屋大河委員 10月の41か所の新たな候補地の調

査、一方で昨年12月あたりにですね、辺野古に関す

る埋立土砂について、全て県内調達していくんだと

いうような検討を進めていくという報道にも接して

いますが、その状況等についての防衛省、防衛局へ

の聞き取りなどは県として行われているんでしょう

か。

○比嘉貢自然保護課長 昨年、今、委員のおっしゃっ
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たような形で新聞報道、また、沖縄防衛局にありま

す環境監視等検討委員会の中でですね、一応県内の

土砂で賄える、可能だというような形の報告があっ

たのは承知しております。これにつきまして、環境

監視等検討委員会における報告内容等については県

のほうでもその説明を受けたところであります。特

に、こちらからそれ以上の詳細の確認等は今、現時

点では行っていない状況であります。

○照屋大河委員 説明を受けているということであ

りますが、この土砂を取り組む場所に関する、先ほ

どは41か所を新たに追加したということです。県内

から全てやろうという状況、情報があると。これは

設計申請というか、事業申請に関する変更の手続等

は必要というふうに考えられているんでしょうか。

○棚原憲実環境部長 その点につきましては、公有

水面埋立法に基づく変更承認申請の中で、土砂の調

達についても記載されてくるものだと思いますので、

そういう情報をしっかり踏まえて環境部として対応

していきたいと考えております。

○照屋大河委員 じゃあもう一度。この県内調達の

説明を県として聞いて、先ほどおっしゃっていたよ

うに、聞いた上でこれ現実性、実現性というのは他

の事業等にも影響してくるというふうに思われるん

ですが、そういう見立ては県としてどうされている

んでしょうか。

○棚原憲実環境部長 土砂の搬出につきましては、

先ほど言いました公有水面埋立法に基づき、土木建

築部のほうで審査しますので、我々はあくまでもこ

の条例に基づいて対応していくという形になります。

調達先の可否とか、そういう判断は我が部の所管で

はありませんので、そういう対応をしていきたいと

考えています。

○照屋大河委員 ではこの事業については、先ほど

追加の候補地が示されたときには事前の調査をする

ということですが、それがじゃあ、県内で調達とい

うふうな方向が決まれば、そこはまた環境部のこの

事業において、外来生物だから違うのかな、これは

当たらないということになるわけですか、県内調達

の場合には。

○比嘉貢自然保護課長 この条例は県外から埋立土

砂の搬入に関して対象としておりますので、県内に

ついては対象外となっております。

○照屋大河委員 県内調達の場合において、環境部

で何か調査をしていくという点についてはどのよう

なものが考えられるんですか。何も県内調達の場合

には、そういった環境調査というのは、どういった

可能性があるんですか、やっていくことはないので

すか。

○棚原憲実環境部長 今の段階で特にお答えするの

がちょっと難しい部分あるんですけど、公有水面埋

立法に基づく変更申請が出た場合には、土木建築部

のほうから、必要がありましたら環境部のほうにそ

ういう対策についての意見照会がありますので、我

々はその申請を評価していくと。科学的な意見、専

門家の意見を聞きながら評価していくことになるか

と思います。

○照屋大河委員 次、７ページ。有機フッ素化合物

環境中残留実態調査事業ということであります。こ

れの詳細、事業の内容等について説明を求めます。

○普天間朝好環境保全課長 これまで環境部の調査

で普天間飛行場周辺、また比謝川周辺の湧水など、

ＰＦＯＳ等有機フッ素化合物が米国の環境保護庁の

設定した飲料水に係る生涯健康勧告値、70ナノグラ

ムパーリッター、これはＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合

計量を超えて検出されていることが確認されていま

す。これにつきましては、有機フッ素化合物環境中

残留実態調査事業では、これらの基地周辺の18地点

のほか、県内米軍施設周辺で新たに36地点を増やし

て、湧水や河川水のＰＦＯＳ等を調査しその残留実

態を把握する予定です。

○照屋大河委員 これまでやってきたのが18地点で、

それを県内の米軍基地の周辺に広げていくというこ

とで理解するんですが、この18地点についてはこれ

までも夏期と冬期ですか、それぞれに調査をされて

いると思うんですが、直近の冬期のは出ているんで

すかね、結果は。直近の調査結果というのを示して

ください。

○普天間朝好環境保全課長 今、直近18地点の調査

結果でいきますと、普天間飛行場周辺のほうで、チュ

ンナガーが1300ナノグラム、またヒヤカーガーが

200ナノグラム、メンダカリヒーガーが520、伊佐ウ

フガーが390、喜友名のＢが100。あと嘉手納町比謝

川周辺の湧水では、嘉手納町の屋良のシリーガーが

830、ウブガーが1400、屋良ヒージャーガーが1300、

ヌールガーが340、水釜のほうで1800。あと天願川の

うるま市のほうでは110、復興橋で71、川崎川上流の

ほうで230、あと上流の西側のほうで1100ということ

で、おおむねこのような濃度になっています。

○照屋大河委員 ありがとうございます。

これは夏期、冬期どちらですか。

○普天間朝好環境保全課長 令和元年の夏期調査、

最近のものです。
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○照屋大河委員 今の調査結果と、その１つ前の調

査結果において、大きくその値が増えたり、あるい

は減っていたりというような、概要でいいですよ、

細かい数字じゃなくて結構ですから、状況を。

○普天間朝好環境保全課長 普天間飛行場周辺につ

いては28年度から調査していまして、比謝川周辺の

湧水と天願川は30年の冬期から調査しているんです

が、濃度的に大きな変動はないような形になってい

ます。自然中の環境水ですので、２倍とか倍程度動

くんですが、基本的には検出されているところはそ

のまま検出されている状況です。

○照屋大河委員 ありがとうございます。

それからそのＰＦＯＳについて、これまでは県と

しては基地への立入調査を求めてきた、あるいは基

準値の設定を国に対して求めてきたということだっ

たというふうに思います。ただ、先日、暫定目標値

という形で、国、政府のほうで発表があったと思う

んですが、それに対する県の考え、その暫定目標値

となりましたが、基準値であるべきだという意見も

あります。その点について県はどのようにお考えで

しょうか。

○上地安春配水管理課長 本年の２月19日には第

２回目の水質基準値逐次改正検討会が開催されまし

て、その中でＰＦＯＳとＰＦＯＡの合計の暫定目標

値、そして１リットル当たり50ナノグラムが提案さ

れたところです。企業局としましては、今後設定さ

れる目標値を遵守するとともに、ＰＦＯＳ等のさら

なる低減化に取り組んでいく考えでございます。

○照屋大河委員 基地への立入調査という点に関す

る状況についてはいかがですか。引き続き求められ

ているのか、国あるいは米軍側からどのような返事

がある状況なのかという点については。

○上地安春配水管理課長 立入調査につきましては、

この間企業局としましても、あと県としましても要

請をしているところでございますけれども、今回、

国のほうで目標値の設定がされたということを踏ま

えまして、また今後もそういった立入調査、原因究

明のための立入調査について取り組んでまいりたい

と考えております。

○照屋大河委員 その求めていっている状況で、い

まだ実現していないという点については、返事とい

うのはどういう状況なんですか。認めないというこ

とがずっと示されているんですか。

○金城武企業局長 米軍基地への立入りにつきまし

ては、これまでいろいろと要請をしてきておりまし

て、その前に我々がこの現地で、米軍、沖縄防衛局、

企業局３者での連絡会議の中では、立入調査はこの

日米合同委員会の環境文化委員会で議論すべきとい

うことがまずあって、それを何とかじゃあこの日米

合同委員会の環境文化委員会に上げるための事前の

調整を我々としては防衛省のほうに働きかけてきた

というのが現状でございます。それについて、今、

防衛省から、これまで言われているのは、現在、Ｐ

ＦＯＳ等への対応については、日米防衛当局間でしっ

かりと取り組んで行くべく、様々な機会を捉えて様

々なレベルで米側に協力を求めているというような

説明を受けているところでございます。

○照屋大河委員 とにかく、やっぱり現地の調査が

重要であり、それが県民の安心につながるというふ

うに思うんですね。そういう意味では先ほど、今回

進める各実態調査を充実させていただいて、企業局、

環境部、連携しながら、とにかく現地調査を求めて

いく、実現させていくという取組をお願いして終わ

りにしたいと思います。

○新垣清涼委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 企業局のほうから質疑させてくだ

さい。この建設改良事業の概要の中からであります

が、水道広域化の整備事業で総額49億8000万円計上

しているとありますが、８村ですか。この新年度の

水道広域化の計画の49億8000万円の内訳をまず、説

明してくれませんか。

○上地安春配水管理課長 令和２年度における水道

広域化整備事業費は合計で約49億8000万円を計上し

ているところでございます。各村の内訳としまして

は、まず粟国村においては、調整池整備工事、浄水

場整備工事等としまして約１億2200万円を計上して

おります。渡名喜村においては、浄水場電気系統設

備工事として約2500万円を計上しております。北大

東村においては用地分筆業務で約150万円を計上して

おります。渡嘉敷村においては、浄水場整備工事等

として約７億200万円を計上しております。座間味村

座間味島においては、浄水場の実施設計として約

1900万円を計上しております。伊平屋村においては、

浄水場整備工事等として約17億5400万円を計上して

おります。伊是名村においては、取水施設整備工事、

浄水場整備工事等としまして約22億1300万円を計上

しております。

○崎山嗣幸委員 この今、説明された範囲で、新年

度でこの水道広域化に基づく浄水場建設も含めて、

完成できるところは今言われたところで何か所です

か。完結するところは何村ですか。

○大城彰建設課長 令和２年で供用開始をする予定
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の村につきましては、まず令和元年度―今年度なん

ですけれど、北大東村の供用開始を予定しておりま

す。そして令和２年度につきましては南大東村、阿

嘉島、そして渡名喜村を予定をしております。

○崎山嗣幸委員 令和２年は３か所が供用開始する

ということでいいですね、そこは。

○大城彰建設課長 その３か所が、令和２年度の予

定ということになっております。

○崎山嗣幸委員 先ほどの中で、座間味の浄水場に

ついては予算が1900万というのは実施設計というこ

との説明だったと思いますが、これはそのとおりで

すか、今実施設計で1900万、座間味の。

○大城彰建設課長 実施設計で1900万ということで、

それは一応計上してございます。

○崎山嗣幸委員 先ほど何か所か調査地の候補地の

説明をしていただきましたが、この候補地の中から

調査検討していって、令和２年に実施設計に入ると

いうことだと思いますが、これまでの住民説明会と

か、あるいは12月下旬に建設予定の選定の予定だっ

たということが遅れているということだと思います

が、この関連からすると、これが遅れている主な原

因は何ですか。

○大城彰建設課長 12月に各候補地の説明につきま

して、村に行ったところなんですけれども、座間味

村からは高台候補地に関しまして、いろいろ課題が

提出されて、それの説明等とか、調整に時間を要し

たために、住民説明会につきましても遅れたことと

なっております。

○崎山嗣幸委員 じゃあ、この遅れている原因は、

高台に課題があるということ含めて、村のほうとの

調整で時間を取ったということですか、これは、大

きく遅れているのは。

○大城彰建設課長 そうですね、現在も住民説明会

も含めてその開催について、村と調整を行っている

ところでございます。

○崎山嗣幸委員 環境省との協議は特に、そんなに

今言っている遅れている要因とかではなくて、スムー

ズに進んでいるということでよろしいんですか。

○大城彰建設課長 環境省から与えられた課題等に

つきましては、当課の担当のほうで調整を一応行っ

ているところでございまして、引き続き調整を行っ

てまいりたいというふうに考えております。

○崎山嗣幸委員 遅れている理由は分かりましたが、

令和２年度に向かっての実施設計に当たっての方向

のスケジュールでありますが、住民説明会を含めて、

今言われた環境省との調整も含めて、あとこれが建

設地を選定するということの事業に、令和２年に向

かっていくと思いますが、これのスケジュール感な

んですが、どの段階で建設の選定をするのか、令和

２年の実施設計に向かってのスケジュール感を

ちょっと説明を願えませんか。

○金城武企業局長 村とは現在も調整中ということ

でございますが、今、住民説明会についても開催す

るということで、双方で確認しておりまして、先週

そういう調整のところまで、開催に向けての調整も

整ってきております。ただ開催時期は今、新型コロ

ナウイルスの感染状況等を見ながらということで、

早期に開催したいという認識は双方とも一緒なんで

すけど、その辺を見た上で時期は判断したいという

ことで、今開催に向けて引き続き調整しましょうと、

場所とか含めて具体的なところを詰めていこうとい

うことになっております。

問題はその今住民説明会で説明しようとしている

のは、調査した結果をやりますので、結局この選択

肢として、企業局としては高台も低地も示した形に

なっていますので、その辺を踏まえて住民説明会を

やった後に、どういう形でまた選定がなされるかと

いうことについては、一応住民説明会でしっかり説

明した上で、村とも方向性をしっかり協議していく

ということで今確認をしているところです。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、令和２年度に向

かっての事業の展開を含めて、問題解決のためにしっ

かり頑張ってもらいたいということで、その件は終

わります。

次でありますが、環境部のほうにお聞きしますが、

この事業概要の中からお伺いしますが、外来植物防

除対策事業で2328万4000円、次年度組んでおります

が、この中で計画によると新年度の段階では、この

駆除対策マニュアルが策定されるという段階なのか、

この予算の内訳をまず説明してくれませんか。

○安里修環境再生課長 本事業は沖縄の生物多様性

の保全及び観光立県にふさわしい良好な景観形成を

確保するため、在来植物の生育を阻害する外来植物、

ギンネムの拡散防止及び駆除技術を確立し、防除対

策を策定する事業となっております。事業の計画と

しましては、令和元年度から３年度までの３か年を

予定しておりまして、来年度事業の2328万4000円の

内訳としましては、外注する委託料のほうで全て事

業実施する予定です。ちなみに、令和元年度、今年

度は外部有識者委員会の設置及び実証試験計画策定

を行いまして、令和２年度は実証試験を開始しまし

て、モニタリング調査により効果の確認を行い、令
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和３年度はモニタリング調査の結果を踏まえ、防除

対策マニュアルを策定することとしております。

○崎山嗣幸委員 この間の議論の中で議論の進捗で

構いませんが、このギンネムを駆除する方法につい

ての問題点とかは出されておりますか。

○安里修環境再生課長 ギンネムは戦後、早期緑化

などを目的に散布されまして、旺盛な繁殖力により、

県内全域に蔓延している状況にあります。ギンネム

の課題としましては、県内全域で既に広範囲に繁茂、

定着が進んでいることから、一度の対策で駆除する

ことは困難になっていることが挙げられます。本事

業によって今年度、外部有識者委員会を設置しまし

て、ギンネムの生体特性を踏まえた駆除方法などを

御検討いただいたところであります。また、その中

で検討した駆除方法につきましては、実際に駆除に

取り組んでいる東京都小笠原諸島での手法や、既存

文献等を参考にしており、例えば具体的には物理的

防除として伐採したギンネムの切り株に日光が当た

らないようなゴムシートを被覆する方法とか、科学

的防除として、除草剤を切り株に注入する方法、塗

る方法及び散布する方法などを外部委員会の中で選

定しているところであります。

○崎山嗣幸委員 駆除方法は大変難しいと思います

が、約2600ヘクタールでしたかね、前に質問取りに

来たときに、関係課というのかな、横断するところ、

農林水産部、土木建築部、環境部、商工労働部等全

体的な取組をするということを言っていましたが、

この中で2600全ての根絶していくのかなと思ったら、

前回、ギンネムは先ほどあったように緑化の行動計

画の中で増えてきた経過もあったりする中において、

量は15％増やして、質は20％改善するという話が前

回あった感じがするんですが、これは各所管分につ

いては、これは全面駆除ではなくてね、緑化という

か、残してね、あとは質を改善するという話を前回

聞いた感じがするんですが、それはもはや緑化の価

値はないと私は思っているんですが。戦後というの

かな、焼け野原のときに持ってきてね、植えたとい

う感じはするんですが、今の段階で全て私は全面駆

除したほうがいいと思いますが、各横断的な部局の

考え方は統一されていないんですか。

○安里修環境再生課長 まずギンネムの対策につき

ましては、基本的には土地の所有者とか管理者で行

われるものと考えております。環境部におきまして

は、効率的かつ効果的な防除対策が図られていくよ

う、防除対策マニュアルを策定して、周知を図って

いきたいと考えております。またこれについては、

防除マニュアルを策定したときには国、市町村及び

関係団体に対して通知による周知を図るとともに、

県のホームページで公開するなど、県全体の周知に

取り組むということを考えております。また、我々

のほうでは県の土木建築部や農林水産部など、緑化

関係部局で構成されています緑化マトリックス組織

会議などもありますので、その中でも周知を図って

連携した取組を図っていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 目標は先ほど2600ヘクタール、ス

スキが5100で、8000ぐらいが、ずっと県内というん

かね、繁茂しているということを聞いている。ギン

ネムの2600ヘクタールの今言っている事業について

は、全面的な駆除ではなくて、ここはどの範囲にす

るかについてはまだ検討の段階ということなんです

か。

○安里修環境再生課長 お答えいたします。

緑化に関する行動計画におきまして、先ほどお話

しいただきましたとおり2600ヘクタールのギンネム

林がございます。これについては、荒廃地を森林緑

地に20％改善する質の改善の施策を立てていまして、

それぞれの部署でおのおのの施策の中で取り組むと

いうことになっていますので、今回の防除マニュア

ルはそのための一つの指標というか、対策マニュア

ルということで考えております。

○崎山嗣幸委員 質の改善にはどういう方法があり

ますかね。ギンネムの質の改善というのは。

○安里修環境再生課長 ギンネムは非常に日光に対

して鋭敏に反応しまして、裸地化したところに対し

て非常に繁茂するという性質があります。ですから、

こちらについては土地の所有者、管理者などのほう

で行っていただきたいところではありますが、沖縄

県の在来種、もしくは必要な花木を設置して、光環

境を抑えるというのが一番重要になってきますので、

これについて取組をしていただきたいというふうに

考えております。

○崎山嗣幸委員 ギンネムを必要とするところは今

僕はないと思うんですが、今言うように繁茂しない

ような、発芽しないような方法、方策があるかと思

うんだけどれも、ただ質の改善というのは、根絶す

るための方法ならいいんだけど、活用するという意

味では従来というのか、まきとか何かいろんな建具

とか使っていたケースもあると思うが、今日におい

てはこれは活用する方法というのかね、あるのかな

という意味では、畑に生えていても、海岸にしても、

用地にしても、全てやっぱり在来種も含めて、それ

から害虫もやはり発生するし、私は駆除したほうが



－391－

いいと思っているので。そこを含めてこれから皆さ

んが案をつくって、その在来種の生育を妨げて、ま

たいろんな畑や河川敷や、草木も含めて阻害されて

いるので、ぜひこれは事業で向かって、前進させて

もらいたいと思います。ほとんど今、河川敷を含め

て、土木のほうではこうしているがほとんどギンネ

ムですよね。ギンネムを全部伐採してくれというこ

との要望がある中で、予算がないということで滞っ

ているので、そこは皆さん頑張ってぜひギンネムを

根絶するように努めてもらいたいと思います。その

件は以上です。

次ですが、同じく概要からなんですが、概要説明

で外来生物侵入防止の事業なんですけど、これは

6300万の予算を組んでいるようですが、この外来生

物の侵入防止の中で、この関連をして希少種植物保

存条例の中において、これは33条なんですが、外来

生物がこの意図的じゃない場合の侵入については規

制対象としないという項目らしいんですが、これは

意図的で持ってくるのと、意図的でないものと分け

たら規制のしようがないと思うんですが、これは何

で意図的じゃないものについては規制対象としない

のかについて疑問があるんですが、これについて説

明をお願いします。

○比嘉貢自然保護課長 昨年12月に沖縄県希少野生

動植物保護条例を制定させていただきました。その

中で希少種の保護と併せて、この条例の中で指定す

る外来種についても指定することによって希少種を

守ろうというような形でこの条例をつくったところ

であります。その指定外来種につきましては、当然、

規制の仕方としては、指定した外来種を実際飼養し

ている方々に対して条例の中で届出をしてもらって、

適正な飼養をしていただくと。いわゆる管理を放棄

して、野外に放出するようなことがあってはならな

いという形で、適正な飼養をすることによって、しっ

かり外来生物の拡大防止を図るような仕組み。それ

とあとまた、こういった指定した外来種等を販売し

ている業者に対しては、しっかりその指定外来種に

ついて適正な飼養を図るように購入者に対して説明

する義務を負わすような形で、この希少種条例につ

いてはそういった形で守っていこうということに

なっていますので、条例自体で全ての外来種につい

て規制をかけるわけではなくて、希少種が影響を受

けないような形で、そういった購入されている方々、

また購入する予定の方々に対して、適正な管理をす

ることによって拡散をさせないような形で守ってい

くような形になっているのがこの条例の仕組みであ

ります。

○崎山嗣幸委員 よく、この管理から脱走して、社

会を混乱させている例があるんですが、この管理に

ついての、あるいは県として、この条例に基づいて

いて飼育者というか、そういう外来生物というもの

を持ち込んだ者については、容認するということに

ついての管理責任というか、皆さんが指導するとい

うことは、ここにできるんですか。どんな形。よく

逃げたということで大騒ぎして、外来生物を、ワニ

もそうだし、いろんなものが民家にというか、いま

すよね。これは皆さんが……。

○比嘉貢自然保護課長 外来生物に関しましては、

まず法律で外来生物法がございまして、その外来生

物法ではまず、飼養の禁止、そしてそういった運搬

等、そして放してはならないということを法律上規

定されておりまして、大きくは法律で規制されてい

ます。それを補完する形で県内の希少種を守るため

に、我々この条例を今回、成立させていただいたと

ころであります。ですので、その法律を補完するよ

うな形で、この条例の中でいわゆる届出という形で、

飼養者に対して管理義務を課して、適正な管理をす

るように、これを確認するような形を取っていくよ

うな形で、しっかりそれを守っていただくようなこ

とになっております。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても在来種、希少動植

物を守る観点から、外来種の侵入に対する対策につ

いては、これからもぜひ慎重にというか、しっかり

整備をしてもらいたいということで、私の質疑を終

わります。

○新垣清涼委員長 上原正次委員から質疑時間の全

てを赤嶺昇委員に譲渡したいとの申出がありました

ので、御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

御承知おき願います。

それでは質疑を行います。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 座間味浄水場建設候補地比較表を頂

いているんですけれども、渡嘉敷村、渡嘉敷浄水場

のものもこういうふうにできたら、次の常任委員会

で、今決まっていますよね、渡嘉敷はね。そういう

感じでちょっとつくってもらいたいと思いますけど。

提示していただけますか。

○大城彰建設課長 渡嘉敷村に関してもこういう形

で、座間味と同様、候補地の比較表がございますの

で、その辺の提供はしていきたいなというふうに考
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えております。

○赤嶺昇委員 隣接するし、比較しやすいのでそこ

はお願いしたいなと思っています。

それでですね、住民説明会が大分遅れていますよ

ね。根本的に遅れている理由、原因を教えてくださ

い。

○大城彰建設課長 先ほども申し上げたんですけれ

ども、村に対してはその候補地の比較表を提示しな

がら一応説明をしたところでございますが、それに

ついて村からの意見等もございまして、その意見に

対する当局としての対応とかということで時間を要

しましたので、そのために住民説明会につきまして

も遅れている状況になっております。

○赤嶺昇委員 調査をして村にはいつ説明して、回

答もらうまでどれぐらいかかっていますか。

○大城彰建設課長 最初の村への説明が12月初旬に

行いまして、それに対して12月下旬ごろに、村から

いろいろと課題があるということでございましたの

で、改めて年が明けて１月に再度村と会って、その

辺のこれまでの課題とか、今後の日程等についてい

ろいろと調整を進めてきたところでございます。

○赤嶺昇委員 これ、１月何日ですか。

○大城彰建設課長 １月27日に調整を行っていると

ころでございます。

○赤嶺昇委員 12月初旬に皆さん説明して、12月下

旬に村から課題が出て、それから１か月ですよ。１月

27日に皆さんこの１か月間、何していたんですか。

○大城彰建設課長 その間も電話連絡等を取りなが

ら、この１月の会議に向けて調整をしてまいったと

ころでございます。それにちょっと時間を要したと

いうことです。

○赤嶺昇委員 その間、皆さんは住民に対して、住

民説明会が遅れるということを告知しましたか。

○大城彰建設課長 それはやっておりません。

○赤嶺昇委員 去年の委員会で、僕は局長にこの説

明会をいつやる予定ですか、遅れていますよねとい

う質疑をしていますよね。どういう答弁になってい

ますか。

○金城武企業局長 住民説明会については座間味村

との調整が整えれば１月末に開催したいということ

で答弁したところでございます。

○赤嶺昇委員 今、３月ですよね。皆さんは村との

やり取りと言うんですけれども、結局、住民の皆さ

んに対して説明会が遅れているとか、そういうこと

も告知もしない、何が起きているか住民は分からな

い。調査終わっているはずなのに。これは私は透明

性に欠けると思いますよ。いかがですか。

○金城武企業局長 いずれにしましても、やはりこ

れ、村のほうといろいろと調整がつかないと、なか

なかこの住民説明会を開催できないという状況がご

ざいましたので、それを早めに整えて開催に向けて

やろうということで、この間努力をしてきたんです

が、結果として今、御指摘のように遅れてしまった

ということで、その辺は住民に対しても申し訳ない

なと思っております。

○赤嶺昇委員 今年度中でできそうですか、説明会。

○金城武企業局長 早期に開催したいという気持ち

はあるんですが。一定のやっぱりそういう場所も今

非常に、想定できるのは、ある意味密閉されたとい

いますか、そういう場所になろうかと思いますので、

やはり今のコロナウイルスの感染状況を踏まえると、

少し３月というのはなかなか厳しいだろうなと思っ

ていまして、その辺の状況を見た上で開催時期につ

いては判断していきたいというふうに考えておりま

す。

○赤嶺昇委員 村とのやり取りということなんです

けれども、これは村長ですか、村ですか。

○金城武企業局長 いろいろございます。担当者で

やった、副村長とお会いしたときと、それから村長

とお会いしたとき、それぞれございます。

○赤嶺昇委員 委員会で、村長の参考人招致があっ

たんですね。皆さん、当初はキャンプ場ということ

で、皆さんは時間がないと最初言っていたんですよ。

予算の執行もあるし早く決めないといけないと当初

言っていたのが、この後、委員会でかなり議論をし

て、津波のことが大分出て、それから調査費で3100万

円、これ税金ですよね、かけたんですよ。私はその

とき、村長さんに質問しましたよ。要するに、これ

はあくまでも県の事業なので、その中で県が決めた

場合はどうされますかということを。住民が納得で

きるような適地をつくることに異存はない。再調査

で決まった場合には、協力してしっかり受け止める

ということをこの場で答弁いただいているんですよ。

これについて、皆さんはどう考えますか。

○大城彰建設課長 先ほど、村長は企業局の建設予

定地が決まればそれに従うということなんですけれ

ども、それにつきましては、昨年３月の参考人招致

におきまして、村長は企業局の調査結果が出てきた

ら、その内容、選んだ理由等を踏まえて、自分の考

えを述べたいという旨の回答をしております。それ

に対して、調査結果に対しては、座間味村の意見と

しては、当初予定地が最適であると。そして、高台
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候補地の中では既存浄水場用地を活用する案が最も

よいというような意見でございました。調査結果に

つきましては、住民説明会で各候補地の長所、短所

を説明することとしておりまして、開催に向けては

引き続き座間味村と協議を行っていきたいと考えて

おります。

○赤嶺昇委員 じゃあ、聞きたいですけれども、こ

れ調査結果が出ていますよね。これ村長も見ている

と思うんですけれども。村の意向は載っているんで

すよね。じゃあ、津波に対して村長の見解はどうなっ

ていますか。

○大城彰建設課長 原則、高台は必要であるという

話はされていたんですけれども、これは、総合的に

考えて判断すべきだということで、村は現阿真ビー

チの隣接地が適切だというようなことを述べておら

れました。

○赤嶺昇委員 原則、高台というのは村長の見解で

すか。原則、高台がいいということを村長がおっ

しゃっていたんですか。

○大城彰建設課長 これにつきましても、厚労省の

指針のほうにも原則というのが載っておりますので、

それを反映させて述べたのかなというふうに考えて

おります。

○赤嶺昇委員 この、原則、高台というものが、な

ぜ今度はそれは厚労省の指針、国の指針ですよ。隣

の渡嘉敷は高台ですよ。隣はできていて、なぜ座間

味については低地なのかと。それはどうやってこの

原則、高台が低地じゃないといけないということに

変わるんですか。皆さんはどういうふうに理解して

いますか。

○大城彰建設課長 村の考え方は、高台につきまし

ては、村としては既存浄水場を、ライフライン確保

以上に人命が優先であるということで、災害時の避

難所とか備蓄を検討しているということで、村とし

てはこの高台についてはそういう施設を造りたいと

いうことです。浄水場は一応、低地がいいだろうと

いうような話をされておりました。

○赤嶺昇委員 今、ライフラインの話をしましたけ

ど、この災害が起きたときに、最も大事なことは水

じゃないですか。水は生命線じゃないんですか。企

業局長としてですよ、この水というのは命じゃない

ですか、私はそう思いますよ、電気とか。いろんな

災害が起きたときに、水というのは命に直結しませ

んか。

○金城武企業局長 ライフラインということですか

ら、当然に命に関わるような水だと思います。ただ

村がこういう意見を述べているのは、要するに言い

回しといいますか、説明の中ではライフラインの確

保以上に人命を優先したいというような説明をされ

ているということです。

○赤嶺昇委員 人命ってどういうことですか。皆さ

ん、高台に住んでいるんですか。

○金城武企業局長 要するに、説明の中では、既存

浄水場用地は災害時の避難所とか備蓄場所として検

討しているというような御説明がございました。

○赤嶺昇委員 企業局長としてですよ、この皆さん

水を使っていますよね、この命、人命というのは、

水というのはまさに一番私はすぐに生命に直結する

部分だと思いますよ。皆さんは違う見解ですか。あ

なたの考えを聞きたい。

○金城武企業局長 災害時において、やっぱり水は

非常に命に関わるような大切なものであることには

変わりはございません。

○赤嶺昇委員 私は、まさにそこだと思いますよ。

いろいろ課題はあると思いますよ、高台も。ところ

が津波が来たときに、皆さんこの説明の中で、低地

に造ったほうがいい、津波対策とおっしゃいますけ

ど、本当に津波対策できますか。いろいろ議会でも

皆さん、例えば隣の浄水場との機械の互換性とか言

うんですけど、津波が来たらみんな埋まりますよ。

津波が来たときに、座間味だけピンポイントで津波

に遭うわけじゃないですよ。３.11、皆さん見ている

じゃないですか。ああいうのを見ている中で、今、

新たに税金をかけて低地に造るということは妥当か

と聞いているんですよ。しかも今回3100万円の税金

を使って調査をかけたんですよ。3100万円というの

は税金ですよ。かけてきたのに、ここに来て合理的

な理由もなく、やっぱり低地がいいと言うのは通り

ませんよ。これ県の税金がかかっていますよ。どう

思いますか。この税金というのは大変ですよ。

○大城彰建設課長 我々としては、先ほど委員のおっ

しゃるとおり、そういう災害を踏まえて、今回調査

の中で高台を検討してまいったところで、その高台

でも建設し得るであろうという結論の中で今、村と

一応調整をしているところです。そのときに、村と

しての意見として、まだ低区がいいということで、

特に企業局が今のところ、低区がいいという結論は

出してはおりません。ですから、今後、一応村と調

整しながら、座間味村においての住民合意に基づい

て選定の方策について、今後とも協議をしてまいり

たいというふうに考えております。

○赤嶺昇委員 私は村の意見も大事だと思いますよ。
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ただ、今、3100万円というのは大事な税金ですよ。

１年かけて調査をしてきましたよね。今後、やっぱ

り低地がいいと、調査をした結果、やっぱりどうし

ても下がいいという理由が、僕にはなかなか理解が

できないんですよ。合理的な理由で、これだけの予

算をかけて、時間もかけてきたにもかかわらず、やっ

ぱり自分は下がいいという意見で通るかと。合理的

な理由を求められてきますよ。これもう座間味村だ

けの問題だけじゃない、県の予算がかかっているん

ですよ。１年間もかかって、予算もかけて、住民説

明会も遅れて、どうやってこれを県民に説明します

か。だから、もちろん村との協議は僕は大事だと思

いますけど、ここはもう踏み込んでいかないとやっ

ぱり、皆さん早くやったほうがいいと当初は言って

いましたよ。知事も視察してきました。知事は視察

してきたんですけど、住民の皆さんから、自分たち

との意見交換がなかったという指摘も僕らは言われ

ている。だから知事もわざわざ行っていろんな意見

も聞いてきて、ここにきてやっぱり決められません

よというものに今、陥っていませんか。いかがです

か。

○金城武企業局長 この浄水場建設については、い

ずれにしましても村の協力がないとなかなか現実的

に進められないというところがございます。そうい

う意味で、我々も高台のいろんな課題を提起されて

おりますので、この高台についてのいろいろな我々

企業局なりの対応策も含めて、これまで説明してき

て、そういう意味の、そういう理解を求めるような

努力はしてきたというところなんですね。ただやは

り、村としては先ほどの、幾つか課長のほうからあ

りますけど、理由がございまして、村としては阿真

ビーチに隣接するほうが望ましいということをおっ

しゃっているというところでございます。

○赤嶺昇委員 ですから、この阿真ビーチがいいと

いう合理的な理由が僕には見当たらないということ

を言っています。それは村の意向も、僕は大事だと

思いますよ、住民合意も。聞きたいのですけれども、

今まで皆さんは住民説明会を何回やりましたか。

○大城彰建設課長 去年度３回実施しているところ

でございます。

○赤嶺昇委員 全部で３回、今まで。

○大城彰建設課長 はい、そうです。

○赤嶺昇委員 その３回の説明会に村長は何回出席

しましたか。

○大城彰建設課長 村長はこの住民説明会には参加

されておりませんでした。

○赤嶺昇委員 ぜひ今後、説明会にはやはり住民、

村長も忙しいと思うんですけど、参加していただい

て、これは今後、座間味村にとっては大変大事な部

分だと思っているので、説明会にもちゃんと責任あ

る方々も来てもらって、住民も来て、しっかりと議

論をしてもらいたいなと思っております。これはお

願いしたいんですけど、いかがですか。

○大城彰建設課長 我々としても早期建設に向けて、

村とは今後とも調整をした上でですね、早期に住民

説明会を開催いたしまして、その際には、村長も参

加されるのかなというふうに考えておりますので、

いろいろと住民も含めて意見を交わしながら、候補

地選定に向けて努めてまいりたいなというふうに考

えております。

○赤嶺昇委員 それと、住民説明会に参加した方に

対して、あるところから内容証明が４通届いたとい

うことなんですけど、その後どうなっているか把握

していますか。

○大城彰建設課長 内容証明が届いたということに

つきましては、委員会のほうでその辺、話を聞きま

して、それに対して委員のほうから、事実確認を行っ

たらいいのではないかということがございましたの

で、私たちは事業者側、そして住民側に対しての意

見を述べていただいて、その事実確認を行ったとこ

ろでございます。

○赤嶺昇委員 そこで止まっているんですか。

○大城彰建設課長 最終的には事業者側のほうに連

絡をしたところ、お答えはできませんという回答が

ございましたので、そこでその辺の確認は止まって

おります。

○赤嶺昇委員 内容証明が届いたことは把握してま

すよね、その後、何が起きているかを皆さんは把握

していますか。

○大城彰建設課長 我々としては、具体的に何が起

こっているかはちょっと分からないんですけど、委

員の話では訴訟になっているということは聞いてお

ります。

○赤嶺昇委員 これ、新垣清涼委員が取り上げてい

るんですよ。よくそんなとぼけた答弁ができますね。

局長、いかがですか。

○大城彰建設課長 これにつきましては再三、我々

としてはですね、いろいろと事実確認なりやってき

たところではございますが、それ以上の対応という

んですか、これにつきましては、やっぱり事業者側

と住民側の双方の中で一応、対応するべきものかな

というふうに考えておりますので、それ以上企業局
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が関わることは難しいのかなというふうに考えてお

ります。

○赤嶺昇委員 企業局主催の説明会に参加した方が、

この会場に行って発言していない者が今、訴えられ

ているんですよ。いかがですか。

○金城武企業局長 住民説明会での発言をきっかけ

に、そういう争い事というのか、それが生じている

ということは非常に残念なことであります。ただ、

企業局としてはやはり、これまで住民説明会の発言

者の状況といいますか、それからそれに関連する内

容証明に関する事実確認といいますか、それについ

ては企業局としてはできる範囲の対応はやってきた

というふうに考えておりますので、これ以上何らか

の対応というのはなかなか難しいと思いますので、

御理解いただきたいと思います。

○赤嶺昇委員 訴訟になると、これなかなか皆さん

が間に入るのは難しいと僕は理解していますよ。た

だ、状況把握はしたほうがいいと思いますよ。要す

るに、幾ら賠償責任求められているかとか。これ大

変ですよ。だから、これは今日はあえて聞きません

けど、常任委員会もありますので、それまでには、

間に入ってということまでは言っていません。皆さ

んは内容証明について調べました、双方に聞きまし

た、こちらに文書も出しました。今後どういうふう

に、いわゆる企業局の説明会の中でそれが起きてい

ることになってしまっているものだから、これの把

握は、私は必要だと思いますよ。300万円ぐらい請求

されているんですよ。これ、本当かどうか確認して

ください。企業局の説明会に行ってこんなことが起

きたら、今度、県の説明会に参加したら怖くて恐ろ

しいですよ。これは企業局だけの問題じゃなくて、

今後、そういうことが起きてきますよと。お金を持っ

ている側が訴えきれるんだったら、訴えたときに、

訴えられる側は、恐ろしくて、もう参加も発言もで

きませんよ。それを放置するんですかということで

すよ。だから、そういうことは、なかなか難しいこ

とは理解していますけど、この件については、把握

していないということでは通らないよということを

言っているんですよ。

○金城武企業局長 なかなか、例えば住民説明会は

確かにその発言がされて、それをきっかけにそうい

う訴訟というか、そういう事態が生じているという

ことは確かにそのとおりかと思いますけど、ただ、

住民説明会の発言の内容をですね、そうすると、我

々は事前にそういう情報も一切何もないわけですね。

その場で発言されたということで、そこについての

企業局としての責任といいますか、そういうことま

ではなかなか我々としては対応するのが難しいのか

なというのが我々の考えであります。

○赤嶺昇委員 住民説明会、皆さん議事録作ります

よね。議事録作っている。あと、もちろん録音もし

ていると思いますけど、ちゃんと取っていますか。

○大城彰建設課長 書面での議事録につきましては

ございませんが、録音データについては所持してお

ります。

○赤嶺昇委員 今後、この裁判で、こういう録音の

データも必要になってくるかと思いますので、これ

は今後、なかったということはしないように、改め

て言っておきますので、今後、そういったものも物

的証拠になってきますので、そこでしゃべった、しゃ

べらないということが明確になってきますので、そ

れの提示をお願いされたら、そこの対応もお願いし

たいなと思っています。

○大城彰建設課長 ただし、録音データ内の質疑応

答の中では、個人名が出ている部分がございまして、

これにつきましては、県の情報公開条例の７条第２号

におきまして、個人に関する情報については不開示

情報ということで、開示してくれということで住民

側のほうからあったんですけど、実際、開示はでき

ないということの判断で開示しておりません。

○赤嶺昇委員 じゃあもっと言いますけど、皆さん

は、去年ぐらいから情報不存在ということを言い出

しているんですよ。情報開示に対して答えられなく

なっているということをもっと具体的に今度、指摘

しますよ。これは、国でも情報がないということで、

不存在ということで、今まで情報公開がされてきた

ものが、ある日突然、情報不存在ということに今なっ

ていますよ、企業局大丈夫ですか。

○大城彰建設課長 これにつきまして、例えば座間

味浄水場関連の公文書開示請求につきましては、請

求があった直近の７件につきましては、記録を作成

していないことによる公文書の不存在ということに

なっておりまして、意図的に情報開示をしなくなっ

たということではございません。

○赤嶺昇委員 今までですね、この情報公開で出て

きた内容等があって、ある日突然、議事録を作らな

くなるんですよ、皆さんは。どこかで聞いた話です

よ、大丈夫ですか。情報不存在で逃げ切れると思っ

ているんですか、皆さん。今までやってきたものが、

これが情報不存在。これ今の県政の方針ですか。

○金城武企業局長 これについては、要するに、文

書が存在していないということでですね、これは我
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々が今まで開示してきた内容というのは……。

○赤嶺昇委員 これは国会でよく聞いている話です

よ、今の言い方。大丈夫ですか。

○金城武企業局長 不存在であることの事実は変わ

らないということでございまして、我々が今まで開

示した内容というのは、港湾課とのやり取りの部分

は、あれはかなり課題がいろいろたくさんあって、

これを常に把握して回答する、その繰り返しの中で、

しっかりと議事録を残しながら、上司に報告をして

いたということはございました。そういう意味で、

これまで開示している資料というのは当然、これは

残っていたので開示をしているということでござい

ます。

○赤嶺昇委員 今までは情報公開で取れていた資料

が、ある日突然、情報がないということを皆さんが、

僕らから見たらこれはおかしいと思っているわけで

すよ。だから、今、聞いているのは、県はいつの間

にか情報不存在というやり方をやり始めたんですか

と聞いているんですよ。

○金城武企業局長 そういうことは一切ございませ

ん。

○赤嶺昇委員 ないとしか言えませんよね。でも、

現にそれが取れなくなって、情報不存在と言えば何

でも逃げ切れるような話になってきていますよ。情

報がないんだから出せませんよと。どこかで聞いた

ことありませんか。大変ですよ。情報がないという

ことで通るんですか。今もまた住民説明会の録音、

これ訴えられているのでもう一回、精査したほうが

いいと思いますよ。向こうだって、どこで録音を取っ

たかによって、この情報がもし、皆さんのところか

ら訴えている側にこの情報が提供されているとする

んだったらどうなりますか。この録音をどこで取っ

たかという分析までやらんといけなくなっているん

ですよ。一方には出す、一方には出さない、これ問

題になりますよ。

○金城武企業局長 一方には出して、一方に出さな

いということは、それはないです。

○赤嶺昇委員 ないんだったら、ないなりに説明で

きるようにしておかないといけないということを僕

は言っているんですよ。

○金城武企業局長 ですから、先ほども申し上げま

したように、不存在の文書については、なかなか我

々はこれ以上できません。ただ、これまであった資

料については、しっかりと我々は開示してきている

わけです。これは一貫した考え方は何も変わりませ

ん。

○赤嶺昇委員 今までじゃあ、仮にリスト作って、

今まで情報公開で出されたものがある日突然、出な

かったということを全部作って、今言う録音の音声

も、情報公開に基づいて、この分は出せないけど、

この分は出せるとか、もう一回精査して、個人情報

に照らしてこれが出せるように検討してもらいたい

なと思います。

○金城武企業局長 個人情報条例、請求あった場合

には、我々も条例に基づいて審査をして、要するに、

請求のあった方に対しても根拠を含めて回答してい

るというのが現状でございます。

○赤嶺昇委員 ですから、今言っているように、こ

の部分だから出せない、黒塗りの文書だったらあり

ますよね。だから、これが音声の場合はどうするか

ということですよ。

○大城彰建設課長 この辺につきましても、先ほど

申し上げましたように、県条例の、県の情報公開の

中において、個人に関する情報については不開示情

報ということになっております。それにつきまして

は、そういうものに関しては公開できないんですけ

れども、その辺をもうちょっと我々としてもいろい

ろ検討しながら、条例に従った形でできるだけされ

るものについては公開したいというふうに考えてお

ります。

○赤嶺昇委員 ぜひ、なるべく出せるものは出して、

今言うように不存在という部分はないから出さない

という開き直りは気をつけたほうがいいと思います

よ。今まで出してきたものが、議事録取っていませ

んと。そしたら今後、行政は全部そうなりますよ。

これはまずいと思いますよ。基本的に、職員が仕事

する上で、やっぱりちゃんと記録を残していくとい

うのは当たり前の話じゃないですか。不存在では通

りませんよ、いかがですか。

○金城武企業局長 重要な会議等含めて、そういう

のは当然、議事録として残すべきだろうという考え

に変わりはございません。おっしゃるように、後々、

そういうのを検証とかいろいろ含めて、必要な情報

はしっかりと記録として残すべきだろうというふう

に考えております。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時10分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 当初予算の説明資料の16ページで
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す。環境に配慮した病害虫防除技術の調査研究及び

防除対策等に要する経費についての詳細な説明をお

願いします。

○安里修環境再生課長 お答えいたします。

環境配慮型による緑化木保全対策事業につきまし

ては、沖縄の貴重な文化、観光資源である緑化木の

デイゴ、ホウオウボクを病害虫被害から保全するた

め、薬剤の樹幹注入による防除対策を実施するほか、

新たな防除技術の調査研究等を行い、環境に配慮し

た防除方法を確立するものであります。薬剤の樹幹

注入による防除対策については市町村への補助事業

となっており、令和２年度は19市町村での実施を予

定しております。調査研究につきましては、環境負

荷の少ない緑化木の病害虫対策の確立を目的に、委

託業務によりデイゴの天敵昆虫の導入に向けた試験

や、食用性害虫に対する薬剤の公開試験などを実施

しております。

○玉城武光委員 今の説明の中に、デイゴ等の病害

虫の防除ということでの説明でしたけど、デイゴ以

外にはそういう対策はないんですか。

○安里修環境再生課長 デイゴのほか、ホウオウボ

クを対象としております。

○玉城武光委員 ホウオウボク。

○安里修環境再生課長 赤い花が咲くもので、ちょっ

とこちらのほうにも見えるマメ科の夏頃に赤い花を

咲かせるやつです。

○玉城武光委員 分かりました。

ぜひ病害虫の駆除に頑張っていただきたい。

次に、先ほどフッ素化合物の実態調査を計上した

予算について、照屋委員の質疑がありましたけど、16

か所から調査エリアを増やすということで、三十何

か所でしたか。

○普天間朝好環境保全課長 この有機フッ素化合物

環境中残留実態調査事業では、18地点に加えて36地

点を追加して調査する予定です。

○玉城武光委員 この調査するエリアがですね、調

査するところは36か所に増えたんですが、調査する

地域のエリアも増えたのですか。

○普天間朝好環境保全課長 お答えします。

これまで環境部の調査で、普天間飛行場周辺と比

謝川周辺の湧水などで、ＰＦＯＳ等の有機フッ素化

合物が米国の環境保護庁の飲料水に関わる生涯健康

勧告値、これはＰＦＯＳとＰＦＯＡで70ナノグラム

パーリッター、これが計測されていることが確認さ

れてきています。今回の有機フッ素化合物環境中残

留実態調査事業では、これらの地点18地点、普天間

飛行場とか嘉手納の比謝川周辺のほかに、県内米軍

施設周辺で新たに36地点を増やして、湧水や河川水

のＰＦＯＳ等を調査し、その残留実態を把握すると

いうことを考えております。この中で県内の全米軍

施設の中で、泡消火剤使用の可能性を考慮しながら、

関係する市町村と調整して調査地点を選定していき

たいと考えています。

○玉城武光委員 調査地点は増えたんだけど、要す

るに調査するエリアは従来と変わらないということ

ですか。

○普天間朝好環境保全課長 今、お話しました県内

の米軍施設全ての中から泡消火剤の使用の可能性を

勘案して、調査地点これから選定していくという考

えですので、エリアはこの県内の米軍施設全体を対

象に、その中から泡消火剤の使用の可能性を勘案し

て場所を決めていくということです。

○玉城武光委員 この調査地点と同時にエリアも増

えて調査するということは考えているということで

すね、分かりました。

それから、次の赤土等の流出防止海域モニタリン

グ事業ですね。これ予算が増えているんですが、状

況は改善されているのか、それともまだこの調査に

よって状況がどうなっているのか説明してください。

○普天間朝好環境保全課長 県では毎年、重点監視

海域及び定点海域の計28海域で調査を実施しており

まして、この平成30年度の調査結果では、赤土等流

出防止対策基本計画の基準年度、平成23年度と比較

しますと悪化した海域というのはありません。変化

のない海域が９海域、改善した海域は19海域となっ

ておりまして、全体的には改善傾向にあると思って

います。変化のない海域としましては、今帰仁村の

大井川河口、恩納村屋嘉田潟原、うるま市の池見地

先、うるま市石川川河口、石垣市の川平湾、石垣市

の宮良湾、石垣市の野崎川河口、竹富町の与那良川

河口、あと竹富町の嘉弥真水道となっております。

こちらのほうが変化のない海域ということで残りの

海域は改善ということであります。

○玉城武光委員 これ海域の改善されているところ

と、それから改善が見られないところといろいろ報

告がありましたけど、これは元年度より２年度は予

算的に増えていますよね。なぜ増やしたのかという

ことを説明してください。

○普天間朝好環境保全課長 この赤土の流出防止対

策の基本計画の中では、最終年度である令和３年度

に最終評価を実施することとなっております。最終

評価に必要な調査としまして、次年度、令和２年度
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に陸域調査を従来の28海域から76海域に要監視海域

を拡大して実施するため、予算として約2450万円の

予算増額となっております。また併せまして調査経

費の削減の検討と精度の向上、調査範囲の拡大等を

図るために、次年度はドローンの使用とか、あとは

人工衛星を活用した陸域調査を実施する予定となっ

ております。

○玉城武光委員 これ令和３年度まで調査して結果

を出すと。それで調査してどういう対策が必要かと

いうところは環境部でやるんですか。

○普天間朝好環境保全課長 この赤土の流出対策に

つきましては、県の環境部のほうでモニタリングし

ているんですが、その対策につきましては、例えば

この流出防止対策の幹事会というのを年１回開いて

おります。またこのワーキングチーム会議等で、農

林水産部、土木建築部等関係部局と連携して対策に

当たるということになっています。

○玉城武光委員 これ３年度が終わって、翌年度か

らの対策は、農林水産部とか、いろんな河川もあり

ますよね、そういうところの全庁的に対策を行うと

いうことで理解していいですか。

○普天間朝好環境保全課長 今現在も環境部のほう

と農林水産部、あと土木建築部が連携して対応に当

たっているということでございます。

○玉城武光委員 頑張ってください。

次に、離島廃棄物適正処理促進事業も予算が前年

度より増えてきている。それ調査して分析をして検

討する経費が増えた。その分析検討というのはどう

いう形でやるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 県は平成29年度から離島

廃棄物適正処理促進事業を実施しており、その中で

離島市町村の廃棄物担当課長等で構成する離島廃棄

物適正処理促進検討委員会を設置し、効率的な処理

によるコスト削減、適正処理の促進に必要な方策を

検討しているところでございます。その結果、検討

結果を踏まえ、次年度は離島で処理困難となってい

る廃棄物を対象に、小型焼却炉の設置や分別による

処理費用の削減を目的として、３町村でモデル事業

を実施する予定としております。

○玉城武光委員 モデル事業とするというのは、次

年度からやるということで、この３町村というのは

どこの町村ですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 久米島町、多良間村、そ

れから伊是名村の３町村です。

○玉城武光委員 それぞれの市町村でそのモデル事

業を実証事業を行うということですね。

○比嘉尚哉環境整備課長 そうです。

○玉城武光委員 分かりました。

次に、そのページの動物収容・譲渡拠点施設整備

事業。これ新規の事業となっているんですが、その

概要をまず説明してください。

○比嘉貢自然保護課長 この動物収容・譲渡拠点施

設整備事業につきましては、犬猫の殺処分ゼロから

廃止に向けて、県の遊休施設を動物愛護管理センター

譲渡推進棟へと改修していって、令和４年度から本

供用の開始を目指しているところであります。それ

で次年度は本格的な改修に向けて、基本設計、実施

設計を行い、令和３年度に改修を行うということで

令和２年度から新たな事業ということで求めている

ところであります。

○玉城武光委員 これは、次の動物救護事業とも関

連するんですが、実施設計をやりますよね。実施設

計して、施設を改修して、改修後には何頭収容する

予定の設計概要になっているんですか。

○比嘉貢自然保護課長 今現在、仮供用という形で

実際に犬、猫の飼養を行いながら、健康面にも配慮

した飼養可能な上限について今検討しているところ

であります。令和２年度の本供用時には、現段階で

ありますけど、施設全体で犬40頭、猫40頭をおおよ

その目安というふうに考えているところです。

○玉城武光委員 この今答弁した40頭、40頭という

のは１年間でという意味ですか。

○比嘉貢自然保護課長 一応、大体そこで収容され

てから、その後譲渡先に行きますので、大体12回転

ぐらいするのかなという形で、大体40頭ずつが年間

を通して12回転で進むということをイメージしてお

ります。

○玉城武光委員 分かりました。

じゃあ次は、ヤンバル地域における軍用ヘリコプ

ター、要するに高江の地域のことだと思うんですが、

この騒音が野生生物に及ぼす影響の調査、検証に要

するということなんですが、騒音の実態をちょっと

教えてください。

○普天間朝好環境保全課長 沖縄防衛局が行ってい

る東村高江区牛道集落における航空機騒音測定結果

によりますと、供用開始前の平成26年度の騒音発生

回数は1474回でありましたが、平成27年２月のＮ

４地区の先行供用開始以降は増加しております。平

成30年度は7000回と供用開始前の約4.7倍となってお

ります。また、夜間の騒音発生回数についても、平

成26年度は194回でありましたが、平成30年度は

1673回と約8.6倍に増加しております。県としまして
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は引き続き北部訓練場周辺の航空機騒音による住民

への生活環境への影響を注視していきたいと考えて

おります。

○玉城武光委員 4.7倍に増えたと。夜間はというか、

早朝もないんですか。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、環境保全課長から夜間とは夜７時

から朝７時までである旨の補足説明があっ

た。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 この騒音回数が夜間から早朝まで

含めて回数が増えている。それはその住民の健康に

対する被害もあると思う、影響も。健康調査をやる

予定はないんですか。

○普天間朝好環境保全課長 今お話しの騒音の激化、

騒音の件についてなんですが、苦情件数のほうは被

害の実態ということで確認、調査しています。東村

の受け付けた苦情件数でいきますと、平成24年が

44回、平成25年が37回、一番多かったのが平成28年

の119回となっておりまして、平成29年が33回、平成

30年は２回ということで、苦情の件数としては減っ

てきている状況にあります。

○玉城武光委員 私は苦情じゃなくて、そういう騒

音が実態的に増えてきて、そこに健康に及ぼす影響

もあるんじゃないかと。低周波もありますよね。そ

ういうことを、村民のほうから要望があったら県は

実施する考えはないですか。

○棚原憲実環境部長 騒音による健康被害について

は、最も環境基準を超えていて、被害の大きいと思

われる嘉手納飛行場周辺において、以前実施してお

ります。平成７年から10年までにかけてですね。そ

のデータは今でも有効なんですが、そのデータとい

うのはほかの地域においてもこの音量でしたらこう

いう対比をして応用可能かなと思いますし、現在、

最もひどい騒音の激しい嘉手納町においては、特に

夜間騒音による影響について、統計的な分析を、最

新のＷＨＯの欧州のデータを基にやっていきたいと。

そういう情報がほかの地域においても参考になって

いくのかなと思っております。

○玉城武光委員 嘉手納のデータも応用して、そう

いう村民のほうから要望があれば、そういう騒音の

測定の。ぜひこれも実施していただきたいというこ

とを要望します。

最後に企業局を。今、企業局で上水道の管路の更

新がありますよね。その更新に要する予算額とこの

更新が何年かかるかの説明をお願いします。

○上地安春配水管理課長 お答えします。

まず、予算についてですけれども、令和２年度に

つきましては、石川－上間送水管、倉敷－北谷送水

管等の更新、耐震化を予定しておりまして、更新延

長が約3.7キロメートル、費用は約26億円を計上して

いるところでございます。管路の更新につきまして

は、これまで継続的に行っているところでございま

すが、まず更新率という考え方について御説明いた

しますけれども、管路の更新率というものが水道事

業ガイドラインによりますと、管路の延長に対する

更新された管路延長の割合を示すものというふうに

定義されているところです。企業局が所有する水道

管路の総延長が約690キロメートルに対して、平成

30年度において更新された管路が約6.7キロメートル

であり、更新率としましては約１％となっておりま

す。それで、管路の法定の耐用年数40年を耐用年数

というふうに位置づけて考えれば、年に2.5％の更新

が必要であるところですけれども、近年、一括交付

金の減少等により、更新率も低下してきておりまし

て、平成30年度の更新率で試算した場合ですが、全

ての管路を更新するのには単純な計算で約100年かか

るということになります。

○玉城武光委員 管路を更新するのに100年かかると

言っている、これは予算的に大変な金額がかかると

いうのは分かりますが、企業局長、ぜひ一括交付金

の増額も要求をして、その方針を早め早めにできる

ように頑張ってください。

○金城武企業局長 もちろん一括交付金の増額とい

うことで、我々も一緒に内閣府のほうにも意見交換

等に出席しておりまして、そういう意味で何とか増

額を求めてきているんですが、現状はなかなか増額

できてないという状況がございます。安定的に水を

供給するという立場で考えますと、やはりしっかり

とこの予算を確保して、管路のそういう老朽化等を

防いで、あるいは耐震化をしっかりと進めて、安定

供給に努めていきたいというふうに考えております。

○玉城武光委員 頑張ってください。それから環境

保全もいろいろ頑張っていますから、引き続きまた

頑張ってください。

○新垣清涼委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 まず、国立沖縄自然史博物館誘致

事業について、予算書をいろいろ探すけど、予算の

項目がないんですよね。これは年次的に、去る２月

20日にもシンポジウムをやっているし―これは現年

度のものだけど。そういう、待ったなしの事業を次
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々やると思うんですが、令和２年度でやる事業はど

ういったものを計画しておりますか。

○比嘉貢自然保護課長 今、委員がおっしゃったよ

うに、今年度、平成30年度の調査結果に基づきまし

て、８月から９月にかけての沖縄商工会議所連合会

や経済同友会の協力依頼や説明会を開催した上で、

去る１月に、初めて県主催という形でシンポジウム

を開催し、普及啓発を行ったところであります。次

年度につきましても、やはり引き続き国への要請や、

県内の経済団体等への説明で、また機運醸成を図る

ためのシンポジウムを実施したいということで、そ

ういった官民一体となった取組を次年度も引き続き

取組ということで、今、予算措置しているところで

あります。

○糸洲朝則委員 額は幾らですか。

○比嘉貢自然保護課長 令和２年度の予算として

425万2000円を計上しております。主に委託料の326万

3000円と旅費の80万7000円ということで、この旅費

は目として自然保護費の中の自然環境保全費の中に

含まれているという状況になっております。

○糸洲朝則委員 皆さんのこの博物館のパンフレッ

トとか冊子とか、非常に興味深く読ませていただき

ましたけど、よくできているんですよね。沖縄がい

かにこの国立自然史博物館に適しているかというも

のに、いろんなものが挙げられますが、１つは世界

自然遺産候補―いわゆる北部ヤンバルと西表、こう

いったところがビジターセンターともなると、来訪

者に臨場感ある自然史体験を提供できます。結局、

世界遺産登録との連動性というものがきちんと物語

的にもう既に入れてあるわけです。そういったもの

等に対する皆さん方のアピールとか、あるいはまた

取組とか、そういったものをどうなさっていますか。

○棚原憲実環境部長 今、委員おっしゃったように、

我々、自然遺産登録を契機に、こういう施設が必要

ですということも踏まえて、日本の施策の中でも生

物多様性条約の中で、国は国際貢献をしないといけ

ないという項目があります。その中で、国の定めた

生物多様性国家戦略の中に我々ぜひ、こういう国際

貢献の一環として、こういう施設必要ですよという

ことで説明もしながら、そして、アジアにないとい

うこともアピールしながら、ぜひこういう施設が必

要です、それをどうせ誘致するんだったら沖縄にぜ

ひ誘致してほしいという形で説明してきているとこ

ろです。

○糸洲朝則委員 おっしゃるとおり、例えば世界自

然遺産登録事業の中で、そのシンポジウムとかある

いは、国頭村でガイド養成してと、こういった記事

等もありますので、それだけに終わらせずに、今部

長が言われるように、将来的には自然史博物館を誘

致しましょうよというところにつなげていただきた

いんです。そうすることが、もっと明確な目標にも

なるし、せっかくこれだけの事業をやるわけですか

ら、やはりそう簡単にはいかないと思うんですが、

その都度、関連づけてやっていくというふうにお願

いしたいと思います。

もう一点は、これはちょうど学術学会の先生方と

意見交換をした折に、ＯＩＳＴ、科学技術大学院大

学のことを挙げておられたんですね。そことの連動、

いわゆるこれが研究テーマとして、ある面で重なる

のがあるかと思いながら聞いていたんですが、そこ

ら辺との連携というか、あるいはまた、取組方とい

うか、そういったものも今やっていますか。科学技

術大学院大学、ＯＩＳＴとの関連で。

○棚原憲実環境部長 これにつきましては、この自

然史博物館は単なる博物館ではなくて、博物館を持っ

た研究施設という位置づけです。その研究成果を県

民、国民に広くアピールするのが博物館という位置

づけなので、主体となるのは、大きな柱となるのは、

研究施設だということがあります。そういう意味で

は、学術会議の先生方から、ＯＩＳＴですとか琉球

大学ですとか名桜大学とか、沖縄県にはいろんな大

学もあって、自然が非常に豊富で、そういう意味で

は非常に材料もたくさんあって、研究施設としても

非常に魅力あるものができるというお話をいただい

ていますので、そういう面からも我々はアピールし

ていきたいなと考えています。

○糸洲朝則委員 この皆さんの冊子の中にも今まで

言われた展示棟、標本棟、研究棟、そしてゲストハ

ウス、いろんな施設があるんですよね。だから、僕、

前も言ったかと思うんですが、例えば研究棟はＯＩ

ＳＴと連動してやるために、あの近くに置いてもい

いんじゃないかと。あるいは展示棟は集客能力があ

る浦添、那覇とかね。そういう分散して、全県下で、

当然、分館というのも出てきますから。県内の分館、

宮古、八重山、あるいは東南アジアにという、そう

いうもう今の時代、もうネットワークで結べる時代

ですから、そういった構想を持っておられるかなと。

そうあってほしいなという思いで聞いておるんです

が、どんなですか。

○棚原憲実環境部長 委員が今おっしゃったのが、

我々の求めているというか、あるべき姿かなと思っ

ています。その学術会議の先生たちがおっしゃって
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いるのは、沖縄まるごと博物館というお言葉をよく

やっていて、例えば離島も含めてサテライトも配置

して、研究施設も分散化したり、そういう全体で盛

り上がるというか、研究できるような施設が望まし

いかなと思っています。

○糸洲朝則委員 だからそういう意味では、もっと

幅広く発信をしていく。県全体が自然史博物館何な

んだという観点から行けば、例えば小・中・高校の

授業の中に、そういう自然科学、あるいは自然史的

なものの要素をきちんと特別に入れていくというこ

と等も今後考えられたらどうですか。

○棚原憲実環境部長 ぜひ取り組んでいきたいと思

います。

○糸洲朝則委員 それと１月20日のシンポジウム、

私は残念ながら行けなかったのですが、もしこれに

ついての概要だけでも御説明いただければありがた

いんですが。

○比嘉貢自然保護課長 １月20日に、那覇市のぶん

かテンブス館のテンブスホールのほうで開催させて

いただきました。経済界をはじめ大学関係者等呼び

かけたところで約160名近く参加があったと思いま

す。シンポジウムの内容として、２部構成にしてお

りまして、最初にまず基調講演として設立準備にか

かっている岸本先生から、国立沖縄自然史博物館の

設立に向けてという形での基調講演がありました。

２点目として、同じく基調講演で、これは北海道大

学の総合博物館の副館長であります小林先生に、日

本の竜神ということでカムイサウルスという恐竜の

最新研究をやっておりますので、その取組について

先生から御説明いただき、その後、沖縄美ら海水族

館の佐藤副館長より、沖縄美ら海水族館の動物研究

と社会還元ということで、こういった取組について

第１部のほうで講演させていただきました。その後、

第２部でパネルディスカッションのほうを、西田琉

球大学学長をコーディネーターとして、今回の自然

史博物館の設立準備委員会のメンバーに、先ほどお

伝えしました基調講演していただいた小林先生のほ

か、あと経済界から安里那覇空港ビルディング代表

取締役社長、あと渕辺沖縄経済同友会代表幹事、あ

と企業の代表者として呉屋由希乃ジーエルイー合同

会社代表者等を交えながら、自然史博物館の取組に

向けて意見交換をさせていただいたところでありま

す。

○糸洲朝則委員 これ、シンポジウムのほうは映像

で残していますか。もったいないな。

○比嘉貢自然保護課長 ちょっと確認いたしますが、

記録等は業者のほうに委託して取っていますので、

ちょっと映像のほうはすみません、確認したいと思

います。

○糸洲朝則委員 これはぜひ映像を残していただい

て、例えば民放で鹿児島の奄美の放送があったり、

ヤンバルの放送があったりするんですよ、世界遺産

登録に向けてのね。そういう形で県民に国民に訴え

ていくというのが大事で、だから映像を取っておい

て、その局と交渉をして、これ番組で取り扱ってく

ださいとかね、そういった創意工夫が欲しかったん

ですが、今後のためもあるので、だから予算が少な

いというんですよ。どうですか、今後。せっかく取

り組むんですから、いろんなチャンネルを使って。

○比嘉貢自然保護課長 委員、御指摘どうもありが

とうございます。やはりこの、やっぱり今後誘致に

向けて、しっかりと沖縄県としてＰＲしていく必要

があると思いますので、今委員の御提言のありまし

た内容も含めて、次年度の中で取り組まさせていた

だきたいと思っております。

○糸洲朝則委員 それと、これは国立自然史博物館

だから、やっぱり国のプロジェクトなんですよね。

しかも四、五百億という膨大な予算を使うだけに、

私、マスコミや国への働きかけだったり、あるいは

どこの省庁が所管するのか、そこはまだ決まってい

ないでしょう。どうなんですか。

○比嘉貢自然保護課長 まだ具体的に国において、

この内容についてまだ議論されておりませんで、所

管先というのはまだ決まっていない状況であります。

○糸洲朝則委員 だからこれは県議会でも各会派が

取り上げておりますからね、国立ということを考え

たら、県選出の国会議員もたくさんおられるわけだ

から、そこへの働きかけとか、あるいはまた議員連

盟をつくって、そこに当然、全国的に認知されなけ

れば、なかなかこの事業はうまくいかんと思うんで

す。これは我々ももちろん政党の側も鋭意取り組ん

でいきますが、行政側のほうからも働きかけをする

とか、そういったこと等も―前もこれは提言したん

ですが、やったほうがいいんじゃないかと思います

が、やっていますか。

○棚原憲実環境部長 各会派の国会議員にも御説明

とかはしていますが、委員おっしゃるように、さら

に取組強化する意味では議員の皆さんと、マスコミ

関係ももっとアピールするようにという指摘を受け

ていますし、経済界も一緒になってさらに取組を強

化していきたいなと思っていますので、各方面から

意見いただきながら、アドバイスをいただきながら、
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こういう方法がありましたらという提案もぜひ受け

て進めていきたいなと思っていますので、よろしく

お願いいたします。

○糸洲朝則委員 この学術的な観点から行くと、文

科省あたりかなと思うんですが、いろいろ聞いてい

ると文科省ではどうしても予算が少ないというので、

なかなかこういった大型プロジェクトがやりにくい

ところがあるやに、そういったこと等も聞いており

ます。そこら辺も考えたら、多分、内閣府あたりが

予算確保をして文科省ともやり取りをするとか、そ

ういったこと等も研究しないといかんと思うんです。

いかがですか、文科省だけでは多分、やりきれない

部分があるかと思います。

○棚原憲実環境部長 恐らく、文科省に説明しても、

先ほど課長から説明ありましたようにまだ取組も何

もない状況ですので、内閣府も含めてきちんと説明

して、次期振計にもしっかりこれを位置づけて、強

く要求していきたいなと考えています。

○糸洲朝則委員 だからもう今は、内閣府に頑張っ

てもらって、予算をきちんと獲得して、そして文科

省と―ノウハウは文科省が持っていますから、学術

学会の先生方がおられますからね、そこら辺とのタ

イアップをお願いしたいと思います。うちも今、部

長の答弁の中で、次期振計に位置づけると言われま

したので、これはぜひやっていただきたいと思いま

す。

この冊子の中に、ＳＤＧｓという言葉が２か所出

てくるんです。自然史博物館を誘致していくこの作

業の中で、あるいはそれを設置していく中で、ＳＤ

Ｇｓとの関連性というのが、すごくうたわれていま

す。これは、特に環境部のものはどの項目を見ても、

このパネルにも出てくるように、ＳＤＧｓのどの部

分なんだというのが明確に示されていることなんで

す。だから、このＳＤＧｓを推進する意味でも、自

然史博物館というのは大事ですよというこの視点も

大事かなと思います。いかがですか。

○棚原憲実環境部長 その辺もしっかり意識して取

り組んでいきたいと思います。非常に大事なことだ

と思っています。

○糸洲朝則委員 これも多分次の振計に、知事はそ

の都度、振計も含めて全ての施策にＳＤＧｓを絡め

ていく。これはみんな絡んでくるんです。環境部だ

けじゃなくて、ほかの部局もね。そういう面からす

ると、このＳＤＧｓの目標を達成するためにも、自

然史博物館という大きなプロジェクトを前面に立て

てやっていくということも、非常に面白いんじゃな

いかなと。あるいは有効じゃないかなと思いますの

で、その辺についての部長の考え方を聞いて終わり

ます。

○棚原憲実環境部長 心強いアドバイス本当にあり

がとうございます。我々これ、将来の子供たちに非

常に夢のあるものだし、研究の発展という学術的に

も非常に魅力あるものですので、沖縄の将来のため

にぜひ実現できるように、取り組んでいけたらなと

思っています。

○糸洲朝則委員 よろしくお願いします。

ありがとうございます。

○新垣清涼委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 お願いします。

企業局の座間味浄水場の件からお願いいたします。

この比較表、大変分かりやすく、これまでの調査の

全容が示されていまして、それぞれに長所があって、

短所があってということで、そういう意味では安全

性や、あるいは経費、予算、そして住民の合意形成

ですとか、いろんな問題等がある中で、だんだんと

私は企業局のほうではある意味絞り込みはできてき

ているんじゃないかというふうに思いますけれど、

その中で、これまでの答弁を聞いていますと、どう

しても村側の意見や、あるいは住民側の意見との合

意形成がまだできていない状況の中で、その判断が

今もうちゅうちょしているような時期かなというふ

うに思っていますけれど、その辺の感覚についてお

聞かせください。

○金城武企業局長 これまで今年に入ってからも村

といろいろ、当然これも村のいろいろ御協力がない

と前に進められない部分もございますので、話し合っ

てきております。今、村の意見はやはり当初予定地

が最適ということは変わりはないですが、高台の候

補地の中では、既存浄水場用地を活用した、これで

いいますと１の①、これについてが最もよいという

ことは村も我々も共通認識でございます。そういう

ことで、それを確認した上で、住民説明会において

は我々としてはここも含めて、選択肢として、建設

可能だというふうに我々考えていますので、それも

含めて長所、短所を住民の皆様には説明していって、

その辺の住民説明会を踏まえて、改めて村と協議を

していくということを村側と確認をしているという

ところでございます。

○山内末子委員 ちょっと時間がかかっていますよ

ね。それについてはやっぱり小さな村だけに、やは

り住民の皆さんたちの意見の集約というのはとても

難しいところもあったり、いろんな状況が今回この
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座間味の件では出てきていますので、そういう意味

では村と住民が十分、本当にこれがまだ足りないん

じゃないかと。この辺はもう企業局の関知、関与す

るところでもないんですけれど、やはりそこは指導

性を持った中で、これタイムリミットが出てきてい

るんじゃないかというふうに思うんですよ。それは

何かというと、現在の水質の問題。現状として、今

の座間味村の水質の問題というのは、やはりこれ、

今の現施設のタイムリミットというのが出てきてい

ると思いますが、その辺の状況についてお聞かせく

ださい。

○大城彰建設課長 確かに委員のおっしゃるとおり、

現在の座間味村の水道における懸念されるものとい

うのはいろいろありまして、先ほど申し上げた水質

についてもそうですし、あと、安定的な水を供給す

るというところでも、いろいろと村としては一生懸

命頑張っているんですけれども、やはり渇水になっ

たりする状況もありますので、当局としてはできる

だけ早く村との調整を進めて住民説明会を開く中で、

早急に建設候補地を選定いたしまして浄水場建設を

進めてまいりたいなというふうに考えております。

○山内末子委員 やはり先ほどからありますけれど、

飲み水というのは本当に命に関わるところですので、

でもとにかく現在の状況を打破していくには、スピー

ド性を持った形での住民合意形成、村内での合意形

成も企業局のほうでも頑張っていただきたいと思っ

ていますし、その判断をするときに、皆さんが判断

をするのか、決断をするのは知事が決断をするのか、

この辺はどのような、皆さんと知事との関係性、決

断をどうするのかというところの企業局長のお考え

をお示しください。

○金城武企業局長 地方公営企業法において、事業

執行に関することにつきましては、一応、企業局長

の権限になっております。そういう意味では、一応

はもちろんいろんな形で知事等に我々も定期的に報

告もしておりますので、その辺は助言等もあろうか

と思いますので、そういうのを踏まえながら、最終

的にはやはり企業局としての、基本は政治的な判断

云々というより、やっぱり技術的な部分でどういう

ふうに判断していくかというところが大きいと思っ

ていますので、そういう意味で企業局のほうでその

辺の最終的な判断は行う必要があるのかなというよ

うに考えております。

○山内末子委員 局長の責任が大変重いということ

では頑張って。やはり本当にそういう意味では、今

回は住民からのビーチ側のことに対しての反対意見

から始まりまして、それでも企業局のほうもしっか

りとそれに応えて、こういった形で調査もして、い

ろんな形で応えるべく作業を進めておりますので、

そこはしっかりと自信を持ってやっていただきたい

し、そこにはやはりまた村と村長、村民の皆さんた

ちの合意形成というのは欠かせないところですので、

その辺のところをもっと丁寧に、しっかりとやって

いただければいい事業ができると思っていますので、

ぜひそこ自信を持って頑張っていただきたいと思い

ます。

続けて、ＰＦＯＳの問題で、先ほど来ちょっとあ

りましたけど、アメリカでは環境保護局が、今年そ

のＰＦＯＳの問題については相当力を入れて、今予

算も立てて、いろんな形で州ごとにも違う状況にも

なっております。ある州によっては13とか14とかと

いう厳しい数値を出して頑張っているところもある

んですけれど、なかなか日本は―世界的にもまだそ

うですけど、日本はそういう意味でようやく進めら

れたという状況の中で、50ナノグラムということで

出てはいるんですけど、これに甘んじていると、私

はちょっと怖いかなというふうに思っています。ア

メリカのほうで、今さっき言ったように、相当厳し

い数値を出していく中、これからもっと厳しい数値

が出てくるかと思いますので、そういう意味では企

業局のこれからのその体制として、どのような形で

この問題に対して対処していくのか、その辺をちょっ

とお聞かせください。

○上地安春配水管理課長 委員おっしゃるように、

先ほど国において、暫定目標値という形で50ナノグ

ラムパーリッターという数値が提案されてきたとこ

ろでございます。今後、様々な審議を経てこの目標

値が設定されていくことになると思いますけれども、

我々としましてもこの間、ＵＳＥＰＡの70という数

値を参考にして管理してきたというところと、今回50

という数値につきましても、そういった数値の管理

を意識しまして、ただ50をクリアすればいいという

ことではなくて、今後さらなる提言、現在も行って

いるところですけれども、比較的水質の選択肢を広

げて優先度を決めながら取水をすることによってＰ

ＦＯＳの低減を図っていったり、あと今後、活性炭

の取替えとか様々なことを検討していきながら、な

るべくできるだけ提言していくというような取組を

図っていきたいというふうに考えております。

○山内末子委員 ごめんなさい、活性炭の予算は、

対策費は次年度は幾らになっていますか。

○上地安春配水管理課長 令和２年度のＰＦＯＳ等
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に対応するための予算として幾つかございまして、

まず北谷浄水場の活性炭設備改良事業に係る実施設

計の調査費としまして2600万。活性炭の取替えに係

る工事請負費としまして、約３億1000万円を計上し

ているところでございます。それ以外のＰＦＯＳ関

連の予算としましては、嘉手納基地内の立入調査も

求めているところですけれども、立入調査が実現し

た際に、その汚染源を特定するための土壌調査であっ

たり、水質調査に係る費用としまして2050万円を計

上しております。

その他のＰＦＯＳ等関連の予算としましては、先

ほども様々なことを検討していきたいというお話を

したところですけれども、嘉手納井戸群の原水のＰ

ＦＯＳの低減対策に係る除去効果の検証という位置

づけで、約2200万円を計上しているところでござい

ます。

○山内末子委員 今回かなり大きな対策費をつけて

いますので、住民にとってはやっぱりその予算がつ

くということは安心につながっていくとは思うんで

すけど、ただやっぱりその住民の中からまだまだ懸

念する声があって、その数値の高い取水地からの取

水をやめて、例えばヤンバルのほうからとかという

ような声が今大きくなっているんですけど、その辺

の実現性についてというんですかね。そういうこと

についてはどのように今考えているんでしょうか。

○上地安春配水管理課長 中部河川からの取水につ

いては、この間、住民の方からも様々な御意見もい

ただいているところであります。これまでも回答し

ているところですけれども、まず比謝川、長田川、

天願川及び嘉手納井戸群からの平成30年度の１日当

たりの平均取水量は約６万立方メートルでありまし

て、北谷浄水場の40％を占めていることから、これ

らの水源からの取水を停止した場合、安定給水に支

障を来すおそれがございます。渇水となりまして断

水等の制限給水に至った場合は、県民生活や産業活

動に与える影響は大きなものとなるというふうに考

えております。先ほど来申し上げておりますとおり、

令和元年につきましては、水事情が良好であったこ

とから、例えば６月から10月までの期限については、

ほかの水源を優先的に活用しておりまして、比謝川

からの取水は合計で１日３万2000立方メートル、先

ほどの平成30年度の６万立方メートルに対して半分

程度に抑えているというような、そういった工夫、

取組等もやっているところでございます。

○山内末子委員 いろいろと皆さんが努力している

ことは重々分かっているんですけれど、やはりその

状況的にはあまりいい状況ではないという数値がど

んどん出てきて、今、また環境部のほうで調査が始

まれば、その時点でのまた大きな数値が出てくると、

かなり県民の皆さんたちも心配というのが大きくな

るかなというふうに思っています。そういう意味で

は、情報をしっかりと提供しながら、どういう状況

にも対応できる、その体制をぜひしっかりと皆さん

のほうでも確保していきながら、県民に対して安心

・安全な水の供給ということをぜひ示していただき

たい。その件については局長、その決意をよろしく

お願いいたします。

○金城武企業局長 今回、新たな目標値ということ

で、逐次、検討会のほうで50ナノグラムということ

で数値が示されておりますけど、先ほど課長からあ

りましたように、そういう50ナノグラムをクリアす

ればいいということではなくて、やはり今たくさん

の県民の方からいろんな要請等、心配といいますか

安全性でいろんな我々に対する要請がございますの

で、しっかりそれを受け止めて、我々が今取れるい

ろんなソフト、ハード含めて低減化を図って、安全

確保に向けてしっかりと取り組んでいきたいなと

思っております。

○山内末子委員 よろしくお願いします。

環境部長、よろしくお願いします。まず、基地公

害対策費、その概要についてお聞かせください。

○普天間朝好環境保全課長 基地公害対策費につき

ましては、事業のほうが基地排水の水質等監視調査、

基地排水等監視調査費ということで、これは国庫事

業、委託事業が入っています。あと基地内の排水、

また公共用水及び地下水調査、あと検体につきまし

ては、基地周辺の公共用水基、地下水、底質魚類、

ダイオキシン類の調査を行います。そのほかに、米

軍基地の騒音監視事業費、あと米軍航空機の騒音監

視事業費が事業内容となっております。

○山内末子委員 騒音についてですけれど、先ほど、

高江の騒音のこともありましたけど、今、本当に全

体的に騒音がひどくなっているということがありま

す。その調査のエリアについては、普天間基地、嘉

手納基地、あとほかにもありますか。この３年以内

の騒音の実態、その変化、推移についてお聞かせく

ださい。持っていればでいいですよ。

○普天間朝好環境保全課長 直近の平成30年度でお

答えしたいと思います。

県と関係市町村が実施した平成30年度の航空機の

騒音の測定結果によりますと、嘉手納飛行場周辺で

は21測定局中８局、また、普天間飛行場周辺では15
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局中２局で環境基準値を超過しています。また、令

和元年５月には、外来機Ｆ35Ｂの飛来により、県に

記録が残る平成10年度以降、最も高い124.5デシベル

の騒音が観測されております。両飛行場においては、

常駐機の訓練に加え、外来機の度重なる飛来により

騒音が激化している状況にあると考えています。

今年度、また県では航空機騒音の発生源となって

いる機種の判別や各騒音測定地点周辺における飛行

状況などの実態把握のため、嘉手納飛行場周辺の５

地点と普天間飛行場周辺３地点に自動監視撮影カメ

ラを設置する事業を進めております。これによりま

して得られた客観的なデータを基に、米軍等関係機

関に対し、航空機騒音の軽減について、より効果的

に求めていきたいと考えています。

○山内末子委員 これは日中、夜間含めてのことで

すか。

○普天間朝好環境保全課長 今のカメラのほうは性

能がいいものをということでやっているんですが、

実際のところどの程度まで映せるかというのはなか

なか今、お答えは難しいんですが、ある程度、暗く

なっても対応できるようなカメラを今、設置するよ

うに考えています。

○山内末子委員 中部地区では本当に今、相当な外

来機による騒音被害がひどくなっているという状況

がありまして、その辺のところはしっかりとした調

査をしながら、それを基にしながらその対策につい

て対策費を求めていく。その騒音、もちろん飛行の

中止、あるいは夜間の中止、そういうことをしっか

り遵守させるという、そのことについては環境部か

らこのデータを基に防衛局、あるいは国のほうに環

境部独自で、そういったことで求めていくというよ

うな作業はこれまでもやっていますでしょうか。

○普天間朝好環境保全課長 環境部のほうでは毎年、

航空機騒音の想定結果を取りまとめました後に、例

年９月頃、知事公室と一緒に関係機関、米軍、沖縄

防衛局、あと外務省沖縄事務所等の関係機関に県と

して要請に伺っているところです。

○山内末子委員 ぜひよろしくお願いいたします。

続きまして、産業廃棄物対策費についても概要か

らお願いいたします。

○比嘉尚哉環境整備課長 事業概要としましては、

産業廃棄物の適正処理を推進するため、排出事業者

及び産業廃棄物処理業者の事業所に立入り、監視指

導を行うほか、産業廃棄物の再生利用、減量化を図

り、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを

目的としております。令和２年度の主な事業として

は、西原町内においてコンテナ内に放置された廃棄

物の代執行による処理や、沖縄市北部地区の最終処

分場問題の対応策の検討を行う業務となっておりま

す。

○山内末子委員 沖縄市の倉敷環境ですね、ごみ山

の件ですけど、これは今、どのような状況になって

いますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 株式会社倉敷環境が沖縄

市北部地区において不適正に積み上げた廃棄物、い

わゆるごみ山の改善作業については平成29年11月の

産業廃棄物処理業等の許可取消し後、停止しており

ます。現在、同社から後継会社の協力を得て、事業

継続性を考慮に入れた上で、15年でごみ山を改善す

る計画が示されており、県としては、地元自治会や

県、市、事業者で構成する７者協議会の場で調整し

ております。地元自治会等の大筋の意見としては、

15年計画はやむを得ないが、実行可能な計画を策定

して、業者に改善作業を進めてもらいたいというも

のであります。県としては改善計画の進捗管理を適

正に行うとともに、可能な限り早期に改善するよう

業者を指導してまいりたいと考えております。

○山内末子委員 その周辺のヒ素でしたか、そういっ

た環境調査について、その当時と今の現状について

比較の件でお願いいたします。なければいいですよ。

数字はいいです。

○棚原憲実環境部長 年に２回、周辺地域の井戸等

の調査、農業用水地の調査をやっておりまして、今

の現状からすると、ほぼ横ばいの状況が続いている

という状況です。

○山内末子委員 もう、地域からすると、やはり高

度な、大変高濃度な数値が出ていましたので、その

まま横ばいというのはやっぱり厳しいと思います。

その地域の皆さんたちからすると、もう少しスピー

ドアップをした環境改善について頑張っていただき

たいなというふうに思います。よろしくお願いしま

す。

その件で、うるま市石川のほうに最終処分場を許

認可していますけど、その辺のいきさつについて、

今の現状等、お聞かせください。

○比嘉尚哉環境整備課長 うるま市石川の産業廃棄

物管理型処分場については、株式会社倉敷より平成

29年12月27日に一般廃棄物、産業廃棄物最終処分場

に係る新規設置許可申請が提出されました。県では

地域住民や専門家の意見を聞いて厳正に審査を行い、

同社が必要な修正をした上で、令和元年10月16日付

で許可しております。
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○山内末子委員 この地域は住宅街の真ん中にあり

まして、見えない部分ではあるんですけれど、水質

の問題やしっかりと対応はするとは思うんですけれ

ど、そういった処分場というのはどうしても心配な

ところが出てきます。特に水の問題、そこはしっか

りと業者のほうにも指導をしていただきながら、監

視もしっかりとしていただきながら、住民の皆さん

たちに影響のないような形での建設をぜひお願いし

たいと思います。部長、よろしくお願いいたします。

○棚原憲実環境部長 先ほど、課長から説明があり

ました設置許可に当たっては、専門家の先生から構

造的な問題ですとか、水処理の問題ですとか、そう

いうものを十分、専門的な意見を聞いた上で、事業

者に対して指導をしてまいりました。それを改善し

た上で、許可を下ろしたという経緯もありますので、

事業者については廃棄物処理法に基づいて排水処理

の検査ですとかそういう義務がありますので、我々

としてはしっかりそういうものを確認しながら監視

していきたいと考えております。

○山内末子委員 そうは言っても、前身がやっぱり

厳しい対応をしていただけに、不安がありますので、

そこをしっかりとよろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 具志堅透委員。

○具志堅透委員 まず企業局から、先ほど、玉城委

員とのやり取りの中で、一括交付金の減額によって

云々というのがございました。局長、当初予算編成

に当たって、いわゆる一括交付金の中でのハード、

ソフトがあると思うんですが、それの減額した額と

いうのかな、どの程度あるのか、これ説明できます

か。

○上地安春配水管理課長 企業局では、アセットマ

ネジメントの手法を用いた施設整備計画を策定して

おりまして、老朽化した水道施設の計画的な更新、

耐震化等を進めているところでございます。その手

法を用いた沖縄本島における施設整備費用としまし

ては、平成23年度から令和７年度までの15年間で、

合計で2025億円、年間にしますと毎年135億円が必要

というふうに試算しているところでございます。そ

れに対して、直近５年間、平成27年度から令和元年

度の沖縄本島側の事業費としましては、平均で109億

円となっておりまして、所要の額を確保できていな

いという状況にあります。企業局としましては、こ

ういった中で、施設の適切な維持管理であったり長

寿命化を図りつつ、状況を勘案しながら優先度の高

い施設から更新を実施していくところでありまして、

今後も事業費の確保を図るとともに効率的な事業費

の活用を図ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

○具志堅透委員 これ、遡って５年以前から、26億

の減額になっていると。26億というのはかなり大き

な額だなと思っているんですが、それによって、そ

の事業への影響というのは、先ほどの管路の布設替

え云々の話があったんですが、その他含めて少し影

響が出ている部分を説明してもらえますか。

○上地安春配水管理課長 先ほどの答弁でもいたし

ましたとおり、管路の更新については更新率が低下

しているところであったり、あるいは北谷の改良事

業等でも若干遅れが生じているというところでござ

います。

○具志堅透委員 次に行きます。

水道広域化についてですが、先ほど座間味村、

ちょっとダブらないようにしたいと思うんですが、

近々、住民説明会をする、５案を皆さん出しながら

するというような予定になっているようですが、先

ほどのやり取りの中で、環境省とのやり取りですね、

環境省からの了解が得られるかみたいなところがか

なりウエートを占めるんだろうと思っているんです

ね。その中で、そこからの、何というかな、今、そ

ことは内容調整、資料提供をして内容の説明をして

いるところですという答弁があったんですが、そこ

からの理解というのが、許可が下りる状況になって

いるんですか。そこのほうが先じゃないかと思うん

だけど。

○大城彰建設課長 実際、環境省の許可につきまし

ては、高台候補が決まった段階で、そこに建設をし

ますということで詳細設計を入れるんですけど、そ

の詳細設計に基づいて許可申請を環境省のほうに提

出した上で、許可を得るという段取りの中では、今

の段階では許可を得られるとかという判断はできて

いない状況にあります。

○具志堅透委員 行政手続上、詳細設計をしないと

環境省としても内容が分からないだろうと。しかし、

今、現時点で、いろいろ向こうの資料要求に対して

応えていると。これは蓋を開けてみたら許可を得え

られませんでしたとなると、これはまた、行政の無

駄遣いとか、あるいは村民、島民の合意形成に対し

てかなりの影響があるような気がするんですね。で

すから、その前に感触というのかな、その辺のとこ

ろ探りを入れて、ここだったらいけるよということ

もある程度、絞らないと、この５案から絞っていけ

ないんじゃないかというふうな思いがするんで、こ

れは素人考えかもしれません。その辺のところどう
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なんですか。

○金城武企業局長 先ほど課長からありましたよう

に、正式な許可申請というのは当然、実施設計がで

きて、工事着手する直前に資料提出の許可を得ると

いうのが手続上です。その前段としては随時、いろ

んな環境省から注文がついてきて、これに対して資

料要求等があって、これを随時、説明していると。

ただ、今、まだ、どこということがはっきり決めて

ない状況の中ではそれは見えないのですが、今、我

々が村と共通認識を持っているのが、既存の浄水場

の大部分を活用する案が高台としては最有力だと。

村もそういうふうに認識はしていただいているんで、

そこはどちらかというと、内容的に見ますと、既存

浄水場の改築に近い案になっているというのが現状

でございますので、そういう意味では、我々はまだ

環境省のほうとはっきり許可を得られる、得られな

いは言えないんですけれど、そういう意味では、可

能性は、我々としてはそういうふうに考えていると

いうことでございます。

○具志堅透委員 そこまで持っていればいいと思い

ます。これ以上はまた詳しくは言えないだろうと思

うんでね。

そこで、その広域化の進捗というか、これもう多

分、沖縄振興計画の切れる年度までの予算というよ

うな、前の議会か何かで話していたと思うんで、そ

の辺の進捗というか、これ間に合うような事業になっ

ているのかどうなのか。座間味に限らず全体ですよ。

○大城彰建設課長 広域化につきましては、今、座

間味のほうですね、いろいろなそういう問題があり

まして遅れているところなんですけれども、ほかの

各島の進捗状況につきましては、先ほど申し上げた

ように、粟国村は供用開始をしていて、北大東村に

ついても今年度末には一応供用開始を行うと。そし

て、２年度につきましては、座間味の阿嘉、南大東、

渡名喜村と。そして令和３年度につきましては、伊

是名村、伊平屋村が供用開始を予定しています。そ

して、令和４年度が渡嘉敷村。そして、５年度以降

が今問題になっている座間味村の座間味地区という

ことで、その辺、全体的な事業の進捗につきまして

も、やはりいろいろ広域化のこの離島における厳し

い状況の中で、結構、契約する際も、不調・不落が

あったり、あと建築資材等が全国的に不足なところ

がございまして、なかなかそれが入手できないで遅

れるとか。当然、離島ですので船の搬出になります。

もし、台風等の天候不良があれば船が行けない、資

材を積んでいる船が島まで行けないとかということ

で、やはりどうしても本島に比べて遅れる要素を持っ

ているということです。

全体的にも今、進捗としては遅れているところで

はございますが、我々、目標として33年度供用開始

を目指して頑張ってきた中で、できれば今、先ほど

座間味の問題とかいろいろあって、全部が全部は一

応、目標どおりにはいかないんですけれども、でき

ることを今、進捗している工事につきましては、目

標どおり33年までにできるように頑張ってまいりた

いというふうに考えております。

○具志堅透委員 33年というのは平成ですか。

○大城彰建設課長 令和３年の間違いです。すみま

せん。

○具志堅透委員 先ほど課長、離島であるがゆえの

遅れだとかいろいろ言って説明している。確かにそ

れはあるだろうと。これは想定内の中で、今、土木

を含めて不調・不落等々の問題もあるし、それは想

定内のものだろうと思います。令和３年供用開始が

当初計画であると。そこからいくと、どの程度の遅

れを想定しているのか、それは予算の裏づけは可能

なのかどうかという部分までお願いします。

○大城彰建設課長 実際に先ほどの座間味は５年以

降、そして渡嘉敷につきましても４年度ということ

で、この村につきましては目標どおりは難しいなと

いうことなんですけれども、それ以外の村につきま

しては目標の令和３年度でできるだけ頑張ってやっ

ていきたいなと。予算につきましても、いろいろ厳

しい面はあるんですけれども、それについてはそれ

以外の本島事業の進捗も見ながら、できるだけ離島

の事業費が確保できて、実際に計画どおりに進捗で

きるような形で一応工夫してまいりたいというふう

に考えております。

○具志堅透委員 少し気になるのが、前の議会だっ

たか、その前だったか、局長の説明の中で、一括交

付金を活用してその制度があるうちにやらなきゃい

けないというふうな答弁があったやに記憶している

んですが、それは間違いですか。そうじゃなく、そ

れが切れた以降でも予算は大丈夫だということでい

いんですか。そういったことをちょっと聞いていま

す。

○金城武企業局長 前に私が説明した中では、特に、

令和３年度以降、沖振法が期限を迎えて、その後に

延びた場合はどうするんですかということについて

は、やっぱり企業局としては広域化というのは必要

だということで、最大限この財源確保に努めていき

たいという答弁した記憶がございます。御指摘のよ
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うにハード交付金が令和３年度までの期限となって

なっておりますけれど、やはりこの広域化というの

は必要だという考えを持っていますので、このハー

ド交付金の引き続きの高率補助を含めて、これは当

然、我々もこれまで関係部局と一緒になって、沖縄

の水道の置かれている厳しい特殊事情がございます。

南北、北部から南部まで引いてくる、水道施設が多

いとか、非常に特殊な事情がございますので、その

辺の説明を以前から企画部を通して沖縄県の水道の

置かれている現状を説明しながら、何とかこの高率

補助維持できるように引き続き取り組んでいく中で、

この財源の確保に努めていきたいということでござ

います。

○具志堅透委員 局長はじめ現場のほうがしっかり

と予算要求を含め、資料作成しながらやっているん

だろうと。それ以上は局長の立場というよりは県知

事の立場なんだろうと思っております。これも要調

査で上げたいなと思います。

次に、その管路の布設替えの件、先ほどの説明で

出てこなかったんだけど、皆さんの事業概要の資料

を見ると本部－伊江間の事業が事業実施中というこ

とになっているんですが、その辺の進捗はどうなっ

ていますか。これも予算との兼ね合いで止まってい

るのか、あるいは何年度までの事業なのか。これ多

分、急ぎやらなきゃ、かなり老朽化が激しく進んで

いるような感があるんですが、それはどうですか。

○大城彰建設課長 伊江－本部村の送水管について

の施設整備の件なんですけれども、この事業につき

ましては、今年度、調査設計を継続してやっている

ところでありまして、次年度以降、本格的な工事を

着手する予定となっております。令和２年度から工

事を行う予定となっております。

○具志堅透委員 そこの緊急性というか、その耐用

年数等々含めて、そういった説明をちょっとやって

もらえませんか。技術的な部分も含めて。

○上地安春配水管理課長 ただいまお話がありまし

た、伊江村、伊江島への海底送水管は、名護浄水場

で処理された水道水を伊江村に供給するために、昭

和50年から51年にかけて整備されたものでございま

す。建設後、約40年が経過し、法定耐用年数を迎え

ている状況にございます。送水管の現状については、

把握のための調査を行っているところでございまし

て、老朽化は見られるものの、腐食防止被膜や電気

防食を施していることから、現在までのところ、あ

と当面は補修等で対応できるというふうに考えてお

ります。更新については、先ほど建設課長からあり

ましたとおり、令和２年度から工事を行う予定で、

令和４年度までの事業の予定となっております。

○具志堅透委員 令和２年度から予定ということで

すが、予定どおり先ほどの一括交付金の減額云々か

らいうとかなり厳しい予算編成になるんだろうと思

うんですが、それは２年度から確実に実施するとい

うことの理解でいいですか。

○上地安春配水管理課長 今回の令和２年度の予算

にも計上されておりまして、予定どおり進めていき

たいと考えております。

○具志堅透委員 次に、環境部に行きたいと思いま

す。環境のほうでも、一括交付金の減額による影響

があるんだろうと思っておりまして、歳出からいく

とこれは当初予算の説明資料からいくと、その８億

7000万の減額となっていると。それの要因が冒頭、

部長の説明があったように、育樹祭と公共関与事業

が終了した。それでもなお足りない減額分があるの

で、その辺の主な事業というのを説明してもらえま

せんか。

○長濱広明環境政策課長 令和２年度の環境部の当

初予算額は29億7584万9000円で、令和元年度当初予

算額38億4586万4000円と比較しますと、８億7001万

5000円、率にして22.6％の減となっております。

令和元年度は第43回全国育樹祭の開催年度であっ

たことから、事業終了に伴い開催事業費２億8935万

5000円が減となったことや、公共関与事業推進費に

おいて、産業廃棄物管理型最終処分場の整備完了に

伴い１億2419万1000円が減となったほか、世界自然

遺産登録推進事業で、令和２年度予算額２億2781万

4000円を計上し今年度で終了する取組もあることな

どから、対前年度比１億88万6000円の減。低炭素社

会実現に向けた地球温暖化防止対策等事業で、令和

２年度予算額4070万6000円、対前年度比で8650万4000

円の減となっております。

一方で、令和２年度新規事業として、動物収容・

譲渡拠点施設整備事業や有機フッ素化合物環境中残

留実態調査事業など、４事業4833万7000円を計上し

ているほか、さらに拡充した事業として離島廃棄物

適正処理促進事業において952万9000円増の4172万

9000円、自然公園施設整備事業費において3813万5000

円増の4118万9000円を予算措置しております。

全国育樹祭等の事業の終了や、継続事業の事業の

実施内容によって増減があり、全体として減額となっ

ておりますが、事業の新規芽出しや拡充も行ってい

ることから、取組の進展を図っていけるものと認識

しており、しっかり進めていきたいと考えておりま
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す。

○具志堅透委員 今の話を聞くと、特段影響はない

みたいなふうに聞こえますが、その中で２ページの

歳入をちょっと確認したいと思いますが、沖縄振興

特別交付金と環境保全等補助金がございます。３億

3700万の減額となっている。これの内訳をちょっと

教えてください。

○長濱広明環境政策課長 環境部の国庫支出金は主

に、沖縄振興特別推進交付金と沖縄振興公共投資交

付金から成っており、沖縄振興特別推進交付金は対

前年度比３億5225万6000円の減、沖縄振興公共投資

交付金は2319万1000円の増等により、国庫支出金全

体で約３億3790万円の減となっております。沖縄振

興特別推進交付金が減となった主な事業は、世界自

然遺産登録推進事業で令和２年度国庫１億8225万

1000円の計上であり、対前年度比８億70万9000円の

減。低炭素島しょ社会実現に向けた地球温暖化防止

対策等事業で3256万4000円の計上であり、対前年度

比6920万4000円の減。生物多様性おきなわブランド

発信事業で6264万2000円の計上であり、対前年度比

4039万8000円の減などとなっております。減となっ

た要因は、世界自然遺産登録推進事業で、これまで

世界自然遺産登録に向けた取組に加え、登録後を視

野に新たな分野を盛り込んでおりますが、今年度で

終了する取組もあり、結果として対前年度比減とな

るなど継続事業において、取組の内容によって減と

なっております。

一方で、新規事業といたしまして、沖縄振興特別

推進交付金の歳入ベースになりますけれども、有機

フッ素化合物環境中残留実態調査事業804万1000円を

計上しているほか、拡充を図った事業といたしまし

て、赤土等流出防止海域モニタリング事業、令和２年

度6150万円であり対前年度比1958万円の増。離島廃

棄物適正処理促進事業、令和２年度3330万3000円で

あり対前年度比762万3000円の増。花緑ちゅらポート

事業、令和２年度3833万6000円であり対前年度比617

万6000円の増を計上しております。全体として減と

なっておりますけれども、事業の新たな芽出し、そ

れから拡充も行っていることから、取組の進展を図っ

ていくものと認識しておりしっかり進めていきたい

と考えております。

○具志堅透委員 今の説明で３億3000万、僕はかな

り大きな額だと思うんですが、減になっているけれ

ど、拡充、新規事業の云々等々もあって、とりわけ

環境部には影響ないんだというふうな説明に聞こえ

ます。しかしながら、一つ一つの事業を精査してい

くと、どうなんだろうというふうなところもあって、

先ほどの糸洲委員の質疑じゃないですけれど、その

世界遺産登録が行われる今がチャンスと捉えて、そ

こに自然史博物館の云々を入れるだとか、400万の予

算じゃあ云々があるわけですね、弱過ぎると。そう

いった意味での、現実として３億3700万の減がある

と。部長、それに対する評価というのは、今の説明

どおりでいいんですか。どうなんですか。

○棚原憲実環境部長 確かに大きい額の減ではある

んですが、我々としても各事業を精査して、説明あ

りましたように終了したものが結構ありましたので、

自然遺産とか育樹祭も含めてそういう事業の整理。

自然遺産も今年度の夏場にはほぼ決定しますので、

それまでにマスタープランですとか、観光マスター

プランですね、そういうものをつくって終わった事

業がありますので、そういう形で次の事業の進展に

反映させてきたという形です。

○具志堅透委員 分かりました。

次に移ります。主な事業の中の新規の動物収容・

譲渡拠点施設整備がありますね。これちょっと詳細

の説明お願いできますか。

○比嘉貢自然保護課長 この動物収容・譲渡拠点施

設整備事業につきましては、県の遊休施設を改修し、

動物愛護管理センターの譲渡推進棟として、犬・猫

殺処分ゼロから廃止に向けた譲渡機会の拡大につな

げるための施設として整備する事業となっておりま

す。また、この施設の運用等について検討するため、

昨年、令和元年７月より仮供用として施設の一部を

活用して、令和２年１月末時点で犬猫合わせて40頭

を譲渡ボランティア等へ譲渡している状況でありま

す。来年、令和２年度につきまして、この施設改修

に係る基本設計、実施設計を行うこととしておりま

す。その後、令和３年度に改修工事、令和４年度に

供用開始に向けて取り組むというような形の事業と

なっております。

○具志堅透委員 そこの下の部分の拡充動物愛護事

業、救護事業も併せてお願いします。

○比嘉貢自然保護課長 この動物救護事業、今挙げ

た拠点整備に係る事業になります。この事業につき

ましては、先ほど御回答しましたように、犬猫の譲

渡機会の拡大につなげるために、今、令和元年度７月

から仮供用を開始しているこの譲渡拠点施設での次

年度の飼養管理に係る委託費や消耗品等を計上した

中身となっております。

○具志堅透委員 これまで、犬猫の殺処分ゼロを目

指してきておりまして、議会のほうにも要請等々あ
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るボランティアとの勉強会というんですかね、それ

の状況はどういうふうな状況になっていますか。

○比嘉貢自然保護課長 ボランティア団体等につき

まして、この動物愛護管理センターで毎年、年度初

めに意見交換会を行うなど、また不定期ですけど、

ボランティア団体等が動物愛護管理センターへ譲渡

犬等を確認するために見える際に、いろいろとセン

ター職員と様々な形でお話させていただいておりま

す。その中でボランティア団体としても譲渡を進め

ていく上での必要な要望等という話は現場のほうで

聞いておりますので、そういった内容は当然我々と

も情報共有しながら、一つ一つ取組可能なものから

やっていこうという形で進めているところでありま

す。

○具志堅透委員 その方々と新しい救護事業があり

ますよね、そことの兼ね合いはありますか。その委

託管理するというところの部分は。

○比嘉貢自然保護課長 今この施設は仮供用という

ことで、実はこの推進棟を利用できるのは、あらか

じめ登録したボランティア団体のみが利用できると

いう形になっておりまして、そのボランティア団体

が譲渡をしたいと申し出ている犬について、センター

から仮供用棟に移して、そこでトレーニングをした

後に、そのボランティア団体に引き渡すというよう

な形で、今この仮供用の施設棟のほうは運用されて

いる状況であります。

○具志堅透委員 分かりました。しっかり頑張って

ください。

次に、海岸漂着物等対策推進事業とあるんですが、

それ少し減額になっていたのかな、予算が。それの

事業実績と減額理由も含めて、ちょっと説明しても

らえませんか。

○比嘉尚哉環境整備課長 まず、事業の概要ですけ

ど、海岸漂着物等地域対策推進事業は、漂着物の回

収処理を行うほか、海岸漂着物に関する各種調査、

対策等を検討するための協議会の運営、発生抑制対

策としての普及啓発活動などを行う事業で、国の補

助金を活用して実施しております。環境部では、国

の補助金申請等手続、協議会の運営、漂着実態やマ

イクロプラスチック等の調査、発生抑制のための中

国、台湾等との海岸交流事業を実施しております。

海岸管理者である土木建築部及び農林水産部では、

環境部から予算を分任し、回収処理事業を実施して

います。また、市町村については、事業に要する費

用の９割を県が交付し、海岸漂着物の回収処理や発

生抑制対策に係る普及啓発を実施しております。減

額の要因ですけれども、これは国からの補助金の減

額が要因となっております。

○具志堅透委員 国からの補助金の減額というのは、

何が理由で減額になっているのですか、どの性質の。

○比嘉尚哉環境保全課長 枠があるんですけど、今

回減額をしたのは、海岸管理者が実施する海岸漂着

物回収処理事業に伴う委託料、それから現場確認旅

費等の減となっております。具体的に、今の予算の

配分案としては、回収処理のほうに、これは県の土

木とか農林が行うもの、あるいは市町村で行うもの

を含めて約１億1800万円ほど。それから発生抑制の

ほうが2300万円、発生抑制としての普及啓発が2300万

円ほどとなっております。

○具志堅透委員 まだまだその漂着ごみがあるんだ

ろうという認識で、まだまだ増えているような感じ

もして、その中においての減額であると。どうした

ものかなという疑問の中で今聞いていて、だから実

績等々を今聞いているのは、それによって減ってい

て予算が必要がないというとおかしい、語弊がある

けど、漂着ごみ量そのものが減ってそういう状況に

なっているのかとか、その辺のところが聞きたいわ

けですね。それと、発生抑制対策として、中国との

交流をやっているということですが、それの内容を

もう少し詳細にお願いします。

○松田了環境企画統括監 海岸漂着物に関する推進

事業につきましては、国からの国庫補助を基に事業

を実施しております。内々示が例年12月、１月頃に

来るんですけれども、通常翌年に補正要求があれば

それを要求してくださいということで、内々示の額

よりも上回った形で予算をつけていただいておりま

す。

ところが、実際の予算額よりも国のほうの内示が、

通常どうしても減ってしまうということもありまし

て、不用額がどうしても出てしまうというようなこ

とがあります。財政課とも調整しまして、この不用

額をなるべく減らすということで、今回若干ですけ

れども１億4000万で900万ほど予算額として減った額

になってしまったという経緯はございます。実際は、

漂着の量としては減っておりませんので、なるべく

予算措置しました額を円滑に執行しまして、効率的

に回収処理をする。なるべく不用を出さないという

ことで市町村、それから海岸管理者、土木建築部と

農林水産部ですけれども、協力して事業のほうは執

行していきたいと考えております。

○比嘉尚哉環境保全課長 先ほど委員から御質疑の

ありました海外交流事業についてですけれども、平
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成26年度から発生抑制対策の情報交換を目的として、

台湾の新北市との海外交流事業を石垣市及び台湾で

実施しております。これは台湾の行政機関です。そ

れから平成28年度から、中国のＮＰＯと民間団体も

参加して交流事業を行っておりまして、内容としま

しては環境教育プログラムの情報共有やワーク

ショップ、それから同一手法による共同モニタリン

グなどを実施しております。

○具志堅透委員 不用額が出るというような、これ

は市町村がエントリーというか、積極的に手を挙げ

ないということの理解なんですか。その予算があっ

てそれを消化できないというのは、事業を実施する

のは市町村がやるわけですよね。そういうことにな

るのですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 基本的には、これは市町

村の要望を聞きまして、その額を合算して、国のほ

うに要望するわけですけれども、実際に国から配分

があるのは、それを下回る額になるというのが現状

でございます。

○松田了環境企画統括監 すみません、補足で説明

いたします。

市町村は当初予算で計上していない場合がござい

まして、県の内示があってから９月補正等をかける

と。そうしますと、着手するのが11月、12月になっ

てしまうと。場合によっては天候が悪くて回収がで

きないといったようなことで、市町村に配分した額

が100％執行できないというような状況が毎年ありま

して、そういうこともあって、県としましては、な

るべく当初予算で予算計上してくださいということ

でお願いをしているんですけれども、市町村によっ

てはなかなか県の内示があってから予算措置をする

ということもありまして、今残念ながら不用が発生

しているという状況がございます。

○具志堅透委員 その辺が少し改めるところ、ちょっ

と聞いたことがあって、遅れて事業執行できなかっ

たという話があって、これはごみが増えて、今環境

問題が非常に問題になっている中で、観光との兼ね

合い、あるいは環境問題含めて、必要な事業であっ

て、今頃、予算減額になるというのはとてもじゃな

いが考えられないと思っていて、だからそういった

改善するためには、市町村、今の課題でいうと、当

初予算での予算計上があれば事業実施としてはでき

るわけですから、それをしっかり市町村への予算計

上を依頼するというか、その辺はしっかりやってく

ださい。以上ですが、答弁をお願いします。最後は

質疑で終わらないと。

○棚原憲実環境部長 委員おっしゃるように、海岸

漂着ごみ対策は、今、国も非常に重要だし、世界的

にも重要な問題ですので、我々市町村と一緒にしっ

かり継続してできるように予算措置も頑張っていき

たいと思います。

○新垣清涼委員長 15分間休憩します。

午後３時０分休憩

午後３時14分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

先ほど、具志堅委員から提起がありました要調査

事項の取扱いについては、本日の質疑終了後に協議

したいと思います。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

座波一委員。

○座波一委員 では、企業局から行きます。

水道広域化の件ですが、座間味浄水場の件、この

問題はそもそもが、企業局が現地で調査の上、当初

予定地を決定して、村と協議した結果、適地である

ということで決定して、昨年議論したわけですね。

そして、その中で住民の反対の意見もあり、自然保

護の観点からの反対もあり、あるいは津波問題の指

摘もあったという状況の中で、高台移転の話が出て、

そこで県が高台の部分を再調査して、場所を選定し

ますという、そういう経緯があるわけです。だから、

その時点で本来、私はこういう行政の在り方があっ

ていいのかどうかと思ったわけですが、その中で今

回、このように１月に決定するという話がまだ決まっ

ていないという状況になったことは、せっかくの広

域化の流れを他の離島にも影響しかねないようなゆ

ゆしき事態になっているなと思って、大変危惧して

いるところですが、これは、いわゆる知事が、昨年

でしたか、行ったわけですね。知事は現地でどのよ

うな意見交換をして、どのような結果を持って企業

局と打合わせをしたんでしょうか。

○大城彰建設課長 知事の視察の際には、当局から

も座間味の状況について詳しく説明した上で、現地

のほうに行って、現地のほうでは村長とも会って、

村長の意見を聞くなどして、双方の意見を聞くとい

う立場で、知事はその話を聞いていたという状況で

ございます。

○座波一委員 だから、どのような結論を、方向性

を見いだしてきたのかということを聞いているんで

すが。話を聞いてきたというのは分かります。どの

ような内容だったんでしょうか。こういう、この問

題で知事が現地まで行くということは、ある程度方

向性が決まるぐらいに大体行くものなんですよね。
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まさか未定の段階で模索しにトップが行くというこ

とは考えられないです。だからそういうような、こ

の準備の中で行ったんじゃないかなと私は思ったか

らこういう質疑をしたんですが、いずれにしても、

この高台の調査をするということが決まって、して

いるわけですから、環境省に対するそういう変更の

承認をもらうべく手続しているんですから、それに

対する見通しは今どうなっていますか。繰り返して

いるようで申し訳ないんですが。

○大城彰建設課長 先ほども申したとおり、環境省

とは詳細設計を行った結果について、各候補地の長

所、短所について説明をしたところでありまして、

今後とも、環境省から確認を求められた事項につき

ましては、適宜、調整をしていきたいというふうに

考えております。

○座波一委員 では、環境省からのそういう指摘事

項があって、ボールはここに投げられたということ

になっているんですか。県に投げられているという

ことでしょうか。

○大城彰建設課長 環境省からは展望地や定期航路

からの景観の確認を求められておりまして、当局と

しては、その際の資料を提出したところでございま

す。

○座波一委員 景観の問題だけですか。

○大城彰建設課長 今のところは、景観に関しての

資料を、確認を求められたということになっており

ます。

○座波一委員 いずれにしましても、紆余曲折をし

て、これは住民側の意見も聞いて、その予定地変更

のそういう調査もしてきてやっているわけですので、

住民無視にはなっていないと思います。県は真摯に

受け止めてこれを進めてきたわけですから、そこま

での手続に落ち度はないと思います。だから、あと

はこういった材料が、もう判断材料、私はもうそろっ

ていると思います。判断材料はそろっているわけで

すから、あとは知事あるいは企業局が決断を出すと

きなんですよ。どうして出さないかなというのが非

常に不思議で、その当局の意見もいろいろ聞いてい

ると、最終的には決めたところには従いますという

ぐらい、腹を持っているはずなんですね。だから、

その材料はそろっていると思うんですが、どうして

決断できないのか不思議でしようがないんですが。

○金城武企業局長 我々もこれまで村と昨年12月か

らずっと協議を進めてきて、お互いの共通認識で、

じゃあここだという形の意見の調整までは整ってい

ないというところでございます。ただ、これ、調査

した結果というのは早めにやはり住民の皆さんに報

告する必要があるだろうということで、我々として

は高台の候補地も含めて選択肢として示せるので、

それも含めて住民の皆様に説明しましょうと、まず

はそれを早期にやりましょうということで村とは確

認が取れていると。その後、どういう形で、またそ

れをしっかり説明会も終わって、その結果も踏まえ

て、どういう形で選定といいますか、そういう方策

を決めるのはまた今後、協議しましょうということ

で、今、村との調整はそういう段階でございます。

○座波一委員 いずれにしましても、これは知事が

出向いていったわけですので、それをもってして、

もう結論を出す時期に来ているということについて、

本人、ちょっとその件について、やはり確かめない

といけないということもありまして、これは要調査

ということで要求したいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の質疑終了後に協

議いたします。

○座波一委員 次に、環境関係ですが、先ほどから

議論がありました赤土対策なんですけれども、これ

はその赤土対策、今、モニタリングの計画が年度年

度、続いているわけですけれども、そもそも赤土対

策の基本計画というもの、具体的な防止事業、防止

対策というのはどういったものがあるんですか。防

止するのか、堆積した赤土を除去しているのか、具

体的に教えてもらえませんか。

○普天間朝好環境保全課長 県では平成25年９月に

沖縄県赤土等流出防止対策基本計画というのを策定

しております。また、平成27年３月には赤土等流出

防止対策行動計画を策定しており、全庁的に対策を

進めています。その中で、環境部としてはモニタリ

ング事業を進めているところでして、それぞれ営農

的支援対策とか農林水産部の土木的な対策につきま

しては農林水産部で取り組んでいただいて、また、

開発事業、工事現場につきましては土木建築部で対

応していただいているところです。

○座波一委員 今、世界自然遺産登録という方向で、

喜ばしい方向性で登録の方向を歓迎するわけですけ

れども、そういう中で、一雨降ればあのように海が

赤土で汚れるというようなことを、これは世界に示

しがつかないような気がするんですよね。そういう

ふうに、この赤土の流出対策をどのようにするとい

うのが見えてこないし、確実にこれ、本当になくな

るまでそういう計画が立てられているのか、基本計
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画どおりにきているのかというのが非常に疑問なん

ですね。

○普天間朝好環境保全課長 赤土等流出防止対策基

本計画では、県内76海域に環境保全目標を設定して

います。そのうち、サンゴ被度、利用状況等を基準

に22の重点監視海域を設定し、流出防止対策を重点

的に実施しているところです。農地からの赤土等流

出については、農林水産部において、農地の勾配修

正や沈砂池の設置等、土木的な対策及びマルチング

やグリーンベルト設置等の営農的な対策を実施して

おります。また、農家等を対象とした赤土等流出防

止に関する普及啓発活動を実施しているところです。

また、土木建築工事につきましては、条例に基づく

施設基準及び管理基準に従って工事を行っており、

条例施行前の平成５年度の約16.7万トンから、平成

28年度には約2.8万トンまで83％減少しております。

県全体の年間流出量につきましては、沖縄県赤土等

流出防止条例施行前の平成５年度は約52.1万トンで

したが、平成28年度には約27.1万トンまで減少して

おります。これも48％減少となっております。この

ように、サンゴ礁の保全に寄与していると考えてお

ります。また、平成30年度の調査結果では、基準年

である平成23年度と比較すると悪化した海域はなく、

変化のない海域が９海域、改善した海域は19海域と

なっており、全体的には改善傾向にあると考えてい

ます。

○座波一委員 数値でいえば、ある程度成果が出て

いるのかなということは分かります。このサンゴ保

全とかジュゴン保護対策というものも、やっぱり赤

土対策とは本当にもう切っても切り離せない問題で

すので、それも、幾らサンゴ保全をやっても赤土が

流出する以上は全く効果はないと思っていますので、

しっかりそこはやってもらわないといけないなと

思っています。そのサンゴ保全の問題についても、

赤土の影響でこれだけ改善するんであれば、やっぱ

りサンゴも改善してきているんですか。

○比嘉貢自然保護課長 今現在の県内のサンゴの状

態で回答したいと思います。毎年、これは環境省が

モニタリングサイト1000サンゴ礁調査というのを実

施しておりまして、その中で毎年サンゴの白化状況

等の調査があります。平成28年の頃に海水温等の上

昇で大規模な白化現象があったんですけど、その間

も県内のサンゴ礁域では、特に白化現象等が見られ

ていないというところがあって、サンゴについても

回復傾向にあるという状況が、県内のサンゴの状態

かなというところであります。

○座波一委員 ギンネムの問題は崎山委員の質疑で

ありましたが、今の現状の中で、深刻な問題と捉え

ているのはどのような状況だと見ているんですか。

ギンネムが本当に深刻だなと思うのは、どういった

もので見ていますか。

○安里修環境再生課長 ギンネムの問題につきまし

ては、県全域に蔓延しているということと、群落を

形成して在来種の生育を阻害するということがあり

まして、在来植生を圧迫するとともに在来動植物の

生育環境を消失、劣化させることから、生物多様性

の低下が非常に懸念されているところであります。

また、強風や台風時には、葉の変容や落葉が起こり、

観光立県にふさわしい良好な環境形成への影響が懸

念されていると認識しております。

○座波一委員 そもそもギンネムは緑化対策という

か、戦後、焼土の後に、米軍もそれを使ったという

こともあったわけですが、それは国の公共事業でも

使ったんですかね。そういう意味では、国やあるい

は米軍が関わってきて導入されているわけですよね。

そこは調べましたか。

○安里修環境再生課長 戦後の復興期において、早

期緑化を目指すためにギンネムを植えたということ

は聞いておりますが、国の関与があったかどうかは、

ちょっとこちらのほうでは聞いておりません。

○座波一委員 そういう問題は、やっぱり国も関与

したということですので、そういう意味ではギンネ

ムに対する被害をやっぱり国の問題としても上げて

支援をもらうぐらいの、そういう政策もつくったら

どうかと思うんですね。あと、鹿児島県の鹿児島高

専で研究中というのも聞いているんですが、それは

分かっていますか。

○安里修環境再生課長 お答えいたします。

鹿児島のほうも奄美大島、徳之島などでこのギン

ネムの被害があるというふうに聞いておりますが、

あちらのほうでどういった対策を取っているかとい

うのは、ちょっと確認はしておりません。

○座波一委員 いや鹿児島高専で研究中というのを

聞いたことがあるんですけど、調べていないですか。

○安里修環境再生課長 今の情報は、我々のほうも

把握しておりませんでした。申し訳ありません。聞

いておりません。

○座波一委員 鹿児島高専以外にも沖縄には大学院

大学もありますから、そういう意味では、連携して、

あらゆる研究機関を通して、ぜひ確立をしてほしい

と思っております。

最後に、前も聞いたんですが、広域でごみを処理
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する計画の中で、浦添と北中城、中城が広域型を今

計画していますね。その問題で、前に質疑したら、

米軍のごみを北中城、中城は処理していたかどうか

ということについて、もう一度お答えください。

○比嘉尚哉環境整備課長 北中城、中城の清掃施設

組合のほうでは、北中城村に所在する基地から出て

くる米軍廃棄物について処理をしております。

○松田了環境企画統括監 補足で説明いたします。

同組合につきましては、米軍が分別をして燃える

ごみだけを持ってきた場合は受け入れるというよう

なことで、沖縄防衛局とそういうふうな考えですり

合わせをしまして、補助を受けて設置したというふ

うに聞いております。その後、米軍のほうの分別が

なかなか行われないという現状がございまして、受

入れを行っておりませんでしたけれども、平成29年

度に不法投棄を行った件で、県が倉敷環境を処分し

た際に、分別を行った上で同組合に搬入するという

ことで調整がつきまして、それ以降、受入れを行っ

ているというふうに聞いております。

○座波一委員 私のほうで聞いているのは、実際、

この米軍のごみを処理する前提での防衛省の予算を

使っていますけど、実際はされていないんですよ、

現実にはほとんど。だから、その状況の中でこの交

付金をもらっているわけですけれども、その状態が

続いた上に、さらにまた浦添との広域に参加してや

るということ自体が、逆にこの防衛省からもらった

分が適化法にかかるんじゃないかという指摘がある

わけですよ。そこはどう考えていますか。

○松田了環境企画統括監 補助金適化法については、

それぞれの補助金の交付要綱等に基づいて交付した

補助金が適正であったかどうかを判断するというこ

とになるかと思います。私ども、まだ防衛省さんの

この補助金の交付要綱の詳細について、ちょっと、

現時点で把握しておりませんので、受け入れていな

かった時期があったということについて、この補助

金適化法に抵触するか否かについての判断が今、現

時点ではできかねているというような状況でござい

ます。

○座波一委員 なぜ私がこれを聞いてるかというと、

この広域化には反対していないですよ、それはいい

んですけど、それをやりながら、一方では適化法に

疑わしい自治体が出てきたら、その計画そのものが

潰れるんですよ。だからそこを心配して言っている

わけですので、そこをどう考えているかということ

です。

○棚原憲実環境部長 我々、環境部で持っているの

は、環境省がやっている循環型社会形成交付金の活

用で、それについては市町村と事業実施計画ですと

か、きちんと調整することはやっております。ただ、

防衛省の予算になりますと、直接、沖縄防衛局を介

して、防衛省との調整になりますので、詳細につい

ては我々、ちょっと把握できない部分がありますが、

今現在でも、そういう相談がありましたら、ぜひ一

緒に、積極的にやっていきたいと思っていますので、

引き続きやっていきたいと思います。

○座波一委員 じゃあ、浦添との広域の中で米軍ご

みは処理することになるんですか、そういう方向性

ですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 浦添市が今計画している

処理施設においては、米軍の廃棄物は計画に入って

おりません。

○座波一委員 その場合の米軍ごみの扱いはどうな

るんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的には、米軍が民間

廃棄物処理施設なりに委託するということになりま

す。それから、これはまだ現在は行われておりませ

んが、例えば金武町とか、今、防衛予算を使って整

備しているところがありますけれども、その施設が

できた際には、その自治体内の米軍施設の廃棄物に

ついては処理するというような話は聞いております。

○座波一委員 そこが、北中城、中城にある現存す

るこの施設が、まだ耐用年数もある中で、防衛局の

この予算も残しながら広域化に移行するということ

で、また米軍ごみを宙ぶらりんにするというのも、

ここも、県のこの指導・助言が必要だと思うんです

よ。そこをぜひよろしくお願いします。そこら辺に

関する考え方を伺います。

○棚原憲実環境部長 米軍ごみについても、やはり

県内での適正な処理というのは必要だと思いますの

で、先ほども言いましたけど、市町村から相談があ

りましたら一緒に考えて、いい方法、解決策を一緒

にやっていきたいと思います。

○新垣清涼委員長 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 通告は、海洋漂着物しか出して

いないんで、これを中心にやらせてくださいね。

７ページのこの資料がありますよね。この環境の主

な事業のところで、海洋漂着物のこの写真があるん

だけれども、実は先々週、僕、お客さんを連れて、

自分の、おらが島の池間島の海岸に行ったんだよ。

すると、ここはいい浜ですよと連れて行ったら、こ

んな状況だったんです。２週間前だよね、やっぱり、

海が売り物であって、空気がおいしい、海が美しい
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沖縄が、この問題を根本的に速やかに解決しなけれ

ばならないという思いはみんな共通だと思うんです

よ。その辺に対して、まず部長、どうしても減らな

い、でも海を売り物にしなければならない。それを

本格的に取り組む必要があると思うんだけれども、

現状、そして何をどうしなければならないか、まず

大きな枠で話をしてください。

○棚原憲実環境部長 海岸漂着物の問題については、

今、国連なんかでも議論になって、非常に、世界的

な問題として認識されてきています。それを踏まえ

て、国において、国際会議でその対策を韓国、中国、

ロシア等も含めて話合いは行われています。ただ、

過去に排出された分も含めて、現在も進行中なんで

すけれど、まず、陸域からの排出を減らす各国の努

力と、流れてきたものを回収して処理するというマ

イクロプラスチック対策に向けて処理するという、

２つの大きな課題があると思います。それぞれの国

で取り組みましょうという国際的な流れは今、でき

つつあるかなと思っています。

沖縄県としては毎年のように流れてくるこのごみ

は、やはり大きな課題だというふうに思っています

ので、市町村とも連携して、できればビーチシーズ

ン前にビーチクリーンというものも取り組んでいま

す、ボランティア活動としてですね。その処理費に

ついても補助したり、市町村が独自で委託して取り

組むことについても、国庫の予算を活用してできる

だけ解決できるように取り組んでいるという状況で

す。先ほど少し質疑ありましたけど、自治体として

できる部分では何かというと、黒潮に乗って流れて

くるという部分がありますので、台湾ですとか、中

国のほうとそれぞれで廃棄物を出さない取組とか、

海岸漂着物の現状の把握ですとか、そういう取組を

やっている状況です。

○座喜味一幸委員 これは粘り強くやっていかない

としようがない。国として、国同士での連携も必要

であることはさることながら、でも当面は我々、現

場でやれることというのは、そのように真剣にやら

んといかんと思うんですが、なぜ１億4900万が１億

4000万に減額になるのということを、全体の予算の

中で、やる気ないんじゃないの、900万ってでかいで

すよという話をしたいんですけど、どうですか。な

ぜ減らすの、こんなにたくさんごみがあるのに。

○松田了環境企画統括監 環境部としましては、今

議員おっしゃるように、非常に大きな問題ですので、

予算も拡大しつつ、もっと積極的に回収していくべ

きだという考えはございます。しかしながら、先ほ

ど、若干御説明申し上げましたけれども、不用額が

どうしてもかなりの額出てしまうと。平成30年度で

いえば1000万以上、実績として約１億3000万の予算

のうちの約1100万の不要額が出ているというような

現状がございまして、財政課のほうと調整した結果、

今回は900万程度ですけれども、ちょっと少なくなっ

てしまったという経緯がございます。

今後は引き続き、執行率を上げるための取組を市

町村と協力して実施しまして、予算額をさらに拡充

するように取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。

○座喜味一幸委員 現場ではあれぐらいの漂着ごみ

があるのに、なぜ予算が余るのか。それは執行体制、

あるいは現場でのこの収集処理の問題、これは根本

的に、僕はあるのではないか実は思っていて、確か

に毎年、不用を出しているんだよね。不用というの、

出しているんだよ。なぜなんだろうと。これは所管

ごとの、管理ごとの連携の悪さ、それから技術の問

題。要するに機械的に大型ごみを回収して処理して

しまう部分と、小さなごみを処理していくというよ

うな技術の分も併せて、ボランティアは一生懸命頑

張っているんだけれども、なぜごみがあれほど集まっ

てくるのに進まないか、これは国からの何らかの縛

りがあるのか、年間回数の縛りがあるのか、組織の

つくり方に細かいルールがあるのか、その辺は何な

んですか、一体。

○松田了環境企画統括監 基本的に、国の補助金に

つきましては、比較的自由度の高い補助金でござい

まして、縛りはそれほどはございません。

しかしながら、市町村のこの海岸漂着ごみの回収、

特に離島の小さな市町村では、一人の人が幾つもの

業務を兼務しているというような状況がございまし

て、なかなかこの執行のノウハウを持っていないと

いうような状況もございます。それから、特に、昨

今この宮古島におきましては、なかなか業者が見つ

からないというような状況もございまして、入札し

ても不落になってしまうというような状況もござい

ます。このようなこともございまして、今、不用が

発生している状況でございますので、なるべくそう

いったものが発生しないような対策について、当初

予算で予算措置をしてもらうとか、あるいはその市

町村のこの執行の方法について助言をするといった

ような対策を今後行っていきたいというふうに考え

ております。

○座喜味一幸委員 まだしつこく話をしたいんです

けど、ボランティアで一生懸命な青年たちがいるの。
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ダイビングの人たちがいるの。高校生がいるの。そ

ういう観光協会青年部がいるの。彼らがボランティ

アで一生懸命やっているの。でもなぜ、もう一回、

各地域、これ宮古だけじゃないよ。各地域に行って

も大きな問題というのはあるんだけれども、海洋漂

着物、マイクロチップの話とか、根本的な問題があっ

て、これを解決するのに、学識経験者、地域を含め

て総点検して、この海洋漂着物を解決するのにはど

うすべきなのかという仕組みのつくり方、方法の話、

体制づくりの話、これを県、市町村、各団体を含め

ての連携協定をつくってこれを対策していかなけれ

ば、県が、環境部が一生懸命予算取ってくるように

頑張ったって、この根本的な問題があるから、この

写真のとおりなんですよ。皆さんの浜にもあって、

朝回ってみると、みんなこうしているの。観光で海

を売りにした沖縄が、この問題はもう何年になるの

かな。俺が来てからすぐ言っているんだけど、一向

に減らない。数字では皆さん答える、これを抜本的

に取り組んで解決の方向に持っていかないと、名前

だけで、議会答弁はもういいんだよ。これを根本的

に動かす仕組みづくり、場合によったら予算も思い

切って取りに行く。または市町村にも協力してもら

う。金の解決ができない部分はボランティアを使う。

機械化の話、ストーンピッカーで全部ごみは払える

はず。その辺の技術と仕組みを含めて本気でやらな

いと、この沖縄のごみというものはもう、ごみ問題

というのは収まらない。少なくとも、台風の後とか

季節風の時期とかという、もうパターンも決まって

いるんだ、ごみの量も大体分かっているわけなんで、

そういう分析と体制づくり、総点検をしなければな

らない時期に来ていて、これ本気で取り組んだらど

うなんですか。お金は政府は絶対、補助率は何％で

したかね、その辺を含めてどうぞ。真面目にやらん

とこれは。

○比嘉尚哉環境整備課長 まずは補助率の話ですけ

れども、今、この回収事業につきましては、国から10分

の９の補助がございます。

それから、この漂着物に関する計画も、平成21年

に沖縄県海岸漂着物対策推進協議会というもの、こ

れは自治体とか学識経験者とか、あるいは事業者、

海岸管理者、それを交えての協議会を設置しまして、

また、地域ごとに地域協議会というのを設置しまし

て、この対策について話合いまして、21年度に沖縄

県海岸漂着物対策地域計画というのを策定したとこ

ろです。今はその計画に基づいて、この海岸漂着物

の回収処理とか普及啓発とかを進めているところで

ございます。

○座喜味一幸委員 全国的な優良事例等も僕は参考

にしながら、機械でのピックアップの仕方、それか

らこの回収したもののこの処理方法、そういうもの

を抜本的に対策していく。場合によっては、この事

業でもって、この島で完結していく。島々で、地域

で完結していくような、この焼却炉も含めて対策を

していかないと、この問題というのは解決できない。

行政が本気で動けば、ボランティアもみんな応援す

るはず、この問題に関しては。そういう意味で、こ

れはＳＤＧｓとかという大きな大義もあるけれども、

目の前にある海の生態を守っていく、この美しい浜

を確保していくという意味において、これは部長、

本気で取り組んだほうがいいんじゃないんですか。

こんなちゃちな金でいかんと思うし、お金だけの問

題じゃないけど、その仕組みをつくっていかないと、

せっかくの沖縄の美しい海、空気もうまいんだって。

クルーズ船から降りた人は、空気もうまいね、海が

きれいだなと言うんだよ。浜に行ったら、ちょっと

ごみを拾って、そこで飯食ってんだよ。どうなんで

すか、本気で取り組みませんか。

○棚原憲実環境部長 強い意見ではありますが、我

々としては、先ほど課長からありましたように、特

に離島ですね、八重山が特に多いんですけど、離島

の市町村の意見も聞きながら、協議会の中ではしっ

かり取り組んでいるつもりではあります。ですけど、

委員おっしゃるように、さらに効率的な回収の仕方

ですとか、そういうものについては先進事例をどん

どん調査して、もっと効率的にできる方法をぜひ検

討していきたいなと思います。予算についても、何

度も言いますけど、一生懸命、市町村の意見を踏ま

えた上で、引き続き予算要求を頑張っていきたいな

と思います。

○座喜味一幸委員 オーストラリアとか、ほかの外

国にも、ビーチのクリーナーって大型から小型まで

みんなあるし、実用化されている。市町村、離島市

町村会からもそうだけれども、毎年この問題という

のは要請が上がっている。これに関しては、いま一

度真剣に取り組んでもらいたいな。この課題は、み

んなで力を合わせてやらんといかんし、県が音頭を、

環境部がもう音頭取るしかないでしょう。ぜひ、そ

の辺も含めて。

○棚原憲実環境部長 我々、海岸管理者、農林水産

部、土木建築部とも連携しながら、今、予算措置し

てやっています。我々としては先ほども言いました

が、いい方法をどんどん出してもらってやることと、
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先ほど統括監から少しありましたけど、委託先がな

いとか、手が回らないようなところもありますので、

そういうところも相談に乗りながら、ぜひこの事業

を進めていきたいなと思います。

○座喜味一幸委員 お願いします。

離島廃棄物適正処理促進事業の中で、方法の調査、

分析及び検討に要する経費というのがちょっと割り

増しされているんですけど、これは何をやって何を

解決するんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほども申し上げました

けど、平成29年度から離島廃棄物適正処理促進事業

というのを実施していて、その中で、離島市町村の

廃棄物担当課長等で構成する離島廃棄物適正処理促

進検討委員会を設置し、効率的な処理によるコスト

削減、適正処理の促進に必要な方策を検討しており

ます。そのときに、離島ごとに実際に担当者が足を

運んで、どんな廃棄物で困っているかを細かく見な

がら、検討を重ねてきまして、来年度は、令和２年

度は久米島町と多良間村に小型焼却炉を設置しまし

て、この離島で処理に困ってる農業の廃ビニール等

の処理、どういうふうにやったら効率よくできるか

というところと、伊是名村では、今最終処分場がご

ざいますが、そのできる前からあるいろんな可燃物、

不燃物のごみがありまして、これが最終処分場の容

量を圧迫しているものですから、これを効率的に処

理するにはどうしたらいいだろうかということで、

分別処理を実際にやるとういことで、モデル的にやっ

て、手法が分かれば今後のこの離島市町村の処理の

一助にはなるのかなと考えております。

○座喜味一幸委員 この久米島と多良間島でやる小

型焼却炉というのは廃ビニールから発泡スチロール

から全部一括で燃やせるという代物ですか。チリメー

サーですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 チリメーサーではないで

すが、久米島町では、今、農業廃プラスチックが島

外に委託処理しておりまして、ほかの離島で実績の

ある焼却炉を使いまして、このほかにも廃材、木く

ずでやはり困っていますので、ビニールと木くずを

どういうふうに処理するかということを実証的に試

験すると。

それから、多良間村では同様に農業用プラスチッ

ク、段ボールの処理に困っていまして、今、既設の

焼却炉で処理しているんですが、その焼却炉では処

理がどうもうまくいってないということで、実績を

勘案して、別の物を持ってきて、運転方法とかそう

いうものを実証試験をするということにしています。

○座喜味一幸委員 この焼却施設というのは可搬式

ですか、移動型ですか、移動できる型ですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 固定はします。小型焼却

炉で固定をして、この実証期間の間、運転するとい

うことで計画をしております。

○座喜味一幸委員 離島の産業廃棄物と海岸漂着物

等の問題を議論した検討会等の中では、やっぱり、

広域化の話は出ませんか。私はこの問題は広域化を

図りながら、ある程度の行政での支援バックアップ

がないと、なかなか解決できないような問題があっ

て、一つの小さな島では結構コストもかかるから、

上水道さんだってもう広域化やってるし、このごみ

問題、海洋漂着物の問題というのはある程度の広域

化を図っていく。行政がある程度力を入れていくと

いう形にしないと、小規模離島ほどごみの集積の山

ができちゃうということがあって、この辺の議論は

どうなんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この離島地域については、

産業廃棄物処理施設が少ないと。規模も小さいとそ

ういうことで、処理コストが割高となると。そうい

う実態は委員御指摘のとおりです。それに対応する

ために、平成25年度から28年度にかけまして、各離

島地域のごみ処理の広域化や運搬ルートの合理化等

に関する調査を行っております。その中で、合理化

によるコスト低減策を検討しまして、各離島、地域

ごとの処理広域化案を市町村に提案をしたところで

あります。

○座喜味一幸委員 大変、ごみのこのビニール等の

処理費というのは高いんだよね。大変困っているか

らよろしくお願いしたいのと、今の多良間の小型焼

却炉って、どれくらいの事業費でできるものなんで

すか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これは両村なんですけれ

ども、久米島、多良間村の実証事業で使用する小型

焼却炉ですが、予算額として1854万5000円、2000万

弱ほどです。リース料ということで2000万円を計上

しております。

○座喜味一幸委員 安いね、ポケットマネーででき

るじゃないですか。どんどんやってくださいよ。も

うよろしくお願いします。その辺については早めに

実証結果が出たら、速やかな対応してね。場合によっ

ては、海洋漂着物もある程度燃やせるようになると、

島は相当清潔になりますから、そのときは感謝され

ますから、一生懸命結果を出して、だんだんと普及

していただきますように希望しますね。

ちょっと小さい話なんですけど、花緑ちゅらポー
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ト事業というのは、去年は実績はどうで、新年度は

何をしますか。それと、土木との仕分も併せてやっ

て、時間がないから。

○安里修環境再生課長 お答えいたします。

空港及び港湾は、島の玄関口として観光客に対し

て島の第一印象を決める重要な役割があることから、

観光地沖縄ブランドイメージを高めるような緑化整

備が必要としまして、これまで離島の３空港、石垣、

宮古、久米島空港に飾花活動を行ってきました。令

和元年度から、これに加えまして３港湾、竹富東港、

本部港、渡嘉敷港でも実施しております。また、令

和２年度からは併せまして乗客数の高い西表島の仲

間港の飾花を追加することとしております。令和３年

度にかけましては、これに本部港の国際クルーズ船

ターミナルと伊江港を加える予定としております。

追加で、土木との所管のすみ分けですが、もとも

とこの３空港につきましては、土木の空港課で実施

していて、それを環境部のほうで平成27年度から実

施をしております。それと併せて、令和元年度から

港湾のほうも追加して花緑ちゅらポート事業という

ことで創設しまして、こちらについては港湾当局と

打合わせをしまして、それぞれ市町村の持っている

港湾事務所と連携をしながら実施する予定としてお

ります。

○座喜味一幸委員 これはもう上等ですよ。一年中、

花があるような状態があればうれしいと思いまして、

一時期生き生きとした花が、時として真夏になると

しおれて、調子悪いところ等がありますので、あの

辺も併せて丁寧な管理をしていくと、本当に、那覇

空港に降りて、外の人が一番感動するのは、蘭がしっ

かりと植栽をされているとか、沖縄って金持ちなん

だねとか、感動が起きていますのでね。これは離島

まで行って、港から降りて花があるというのは本当

に売りだと思いますので、これは土木とも併せてぜ

ひ頑張っていただきたいなと思います。

最後になりますが、この資料で企業局は何を進め

たいのか、ランク判定のＡを説明してください。何

でも一緒に並べたら話にならないんで、お勧めは何

ですと言ってください。

○金城武企業局長 これまで村ともいろいろと調整

させていただいておりますけど、村はこれまで説明

しているとおり、阿真ビーチ隣接地のほうが最適だ

というような御意見でございます。ただ、高台の中

では、この高月山の既存浄水場を活用した案、これ

については高台の中ではここが最もいいということ

で、村とも共通認識を持っているということで。一

番最初にあります候補地１の①、高月山の既存浄水

場の用地をほとんど活用するような形のほうが一番

いいという御意見でございます。

○座喜味一幸委員 これが村、一番最後が村ね。企

業局として判断したらいいじゃないですか。知事が

行って、何も決めないで帰ってきて、風景を見てき

たんじゃないでしょう。知事は何を言って、何を目

的で知事が行って、企業局と何を情報交換して、役

場から意見を聞いて、地元と会って、何を知事は決

めに行ったの。その辺の殿が、下々の人に下りて、

物事の方針も持たないで下りていくのはとんでもな

い話だと思うんですよ。帰ってきてからも、知事は

企業局の皆さんと方針はこれでいこうという話がな

いと、リーダーじゃないね。その辺を御説明してく

ださい。

○金城武企業局長 知事が座間味村のほうに行かれ

たのは、行政視察ということで、もちろん、せっか

く座間味村に行かれるということで、現地のこの高

台の候補地等も視察していただいたということでご

ざいます。

ただ、この用地選定、ここの建設候補地を選定す

るに当たっては、やはり住民の合意がないと、我々

も事業をする上で、非常に住民の反対があるような

ところに造るということはなかなか現実的に難しい

だろうということで、住民合意が得られる場所とい

うことで、そういうことを村と調整をしているとこ

ろでございます。

○座喜味一幸委員 少なくとも結論出さないと、だ

らだらいって予定の平成33年で、もう事が進まなく

なっているじゃないですか。この辺は緊張感を持っ

てやらないと、物事の判断、決断、しっかり結論も

出していかないといけないと思います。

○新垣清涼委員長 よろしいですね。

以上で、環境部及び企業局関係の予算議案に対す

る質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項を提起しようとする委員

から改めて、提起する理由の御説明をお願いします。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 今回の予算審査の中で、特に土

木建築部の一括交付金の減額が非常に大きいという
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のが明らかになりました。この辺は県内及び市町村

の影響が大きいこと、それから公共投資という性格

上、市町村、沖縄県全体の経済というものに大変大

きい影響がありますので、この件に関しては知事が

今後、いかようにして予算確保をしていくのか、ま

た、我々議会としてこの予算を確保するのにどうあ

るべきかというのも含めて、知事の思い、考え、そ

して、これからの公共投資交付金を含めた一括交付

金をどう確保していくかというようなことをしっか

りと考えを聞くべく必要があるのではないかと考え

ております。知事及び担当副知事においでいただい

て、予算委員会で審査をすることが、県民に対する

最も発信になるものではないかと思います。

○新垣清涼委員長 座波一委員。

○座波一委員 離島８村の水道広域化の件につきま

しては、財源が一括交付金、ハード交付金を活用す

るという当初の予定から考えますと、あと２年とい

う、もうぎりぎりのところまで来ているという状況

の中で、この場所を決めるということのできない状

態は非常に懸念するものであって、説明を聞いてい

ますと、もう条件も判断材料もそろってきたなとい

う感じがします。あわせて、知事が現地に行って、

いろいろ状況を見聞してきたわけですので、その結

論をもう出す時期に来たということで、知事の考え

方を確認しなければならないということで要調査事

項として上げたいと思っております。出席の上、答

えていただきたいということです。

○新垣清涼委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 座間味の一括交付金というものは、

いろんなところで減額されたのは説明はされている、

土木委員会でもそういう説明はされていて、それは

予算特別委員会でもそういう話も出ているという中

ですから、この委員会で特別に呼んで聞く必要は私

はないと思います。

もう一つ、座波委員からの座間味の建設地の選定

ね、これは先ほど企業局長が話して、知事は確かに

そこに行って行政視察に行ったと。そういう地元の

皆さんの意見も聞いたということはあるんですが、

先ほど企業局長も答弁していたように、これは公営

企業のものだから、判断は企業局長がやるというこ

とですから、知事に別に出席してもらう必要は、私

はないと思います。反対です。

○新垣清涼委員長 ほかに意見はありませんか。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 意見等も説明し尽くされていると

思いますので、提出するのは反対です。

○新垣清涼委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○新垣清涼委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの反対

意見の表明を終結いたします。

次に、予算特別委員会における調査の必要性及び

整理等について、休憩中に御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、道路・街路事業を

はじめとした土木建築部における一括交付

金の減額について及び座間味浄水場の建設

予定地選定についてを報告することで意見

の一致を見た。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項について協議した結果、

提案はなかった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む、予算調査報告書の作成等につきましては、委

員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月13日 金曜日 正

午までに予算特別委員に配付するとともにタブレッ

トに格納することになっています。

また、予算特別委員が、調査報告書に関して常任

委員長に対し質疑を行う場合には、13日の午後３時

までに政務調査課に通告することになっております。

予算特別委員におかれては、常任委員長に対して

質疑を行う場合は、３月13日 金曜日は登庁され、

質疑発言通告を提出するようよろしくお願いいたし

ます。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
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次回は、３月18日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ２ 年 第 1 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

令和２年３月16日（月曜日）年月日

開 会 午前10時１分

散 会 午前10時58分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 要調査事項の取扱いについて

２ 総括質疑の取扱いについて

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

3 4ii
ただいまから、予算特別委員会○狩俣信子委員長

を開会いたします。

要調査事項の取扱いについて及び総括質疑の取扱

いについてを議題といたします。

ちなみに、常任委員長への質疑の通告及び特記事

項の報告はありませんでした。

各常任委員会からの予算調査報告書につきまして

は、予算議案の審査等に関する基本的事項記の

６（４）に基づき、３月13日、予算特別委員に配付

してあります。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項に関し知事等の出席

を求めるか否かについては理事会で協議す

ることで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

要調査事項に関して知事等の出席を求め質疑を行

うか否かについては、休憩中に御協議いたしました

とおり、理事会で協議することといたします。

理事会を開催いたしますので、暫時休憩いたしま

す。

午前10時02分休憩

午前10時21分再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

理事会の協議の結果を御報告いたします。

要調査事項に関して知事等の出席を求め、総括質

疑を行うことについて慎重に協議した結果、理事会

として意見の一致を見ることはできませんでした。

以上、御報告いたします。

島袋大委員。

要調査事項に関して、知事等の出席○島袋大委員

を求め、総括質疑を行うことは必要だと私は考えて

おります。

よってこの際、総括質疑を開催することについて

採決を求める動議を提出したいと思っております。

よろしくお願いします。

ただいま、島袋大委員から知事○狩俣信子委員長

等の委員会出席とともに、総括質疑の開催を求める

動議が提出されました。

よって、この際、本動議を議題といたします。

これより本動議の採決を行いますが、その前に意

見・討論等はありませんか。

照屋守之委員。

動議について賛成の立場で意見を○照屋守之委員

申し上げます。

この提出されてる案件についてはですね、やっぱ

り知事にぜひ出席を求めてお願いしたいんですけれ

ども。特に文厚委員から出されております北部基幹

病院についてですね、これは３月15日のタイムス報

道を見てもですね、我々びっくりしておりまして、

県議会の文教厚生委員長としてのコメントが出され

てですね、私たちには話合いには持てなかったとか

という、文教厚生委員長としてこういうことをです

ね、コメントを出されておりまして、我々はなお一

層ですね、知事を参考人として求める必要性がある

んだろうなと思っております。同時に、この県議会

の文教厚生委員長として、なぜこういうふうなコメ

ントをマスコミに出したのか、その責任を私は問わ

れると思いますよ。そこも含めてですね、やはりそ

れは知事からこの経緯も含め何でそうなっているの

予算特別委員会記録（第５号）
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か、文教厚生委員長がですね、何でそうなっている

のかこのコメントを出さざるを得ない状況になって

いるのかですね、そのことも含めてですね、それは

やっぱり知事の出席を求めて説明を受けると。マリ

ンタウンのＭＩＣＥ事業についてもしかりです。万

国津梁会議も全く一緒。新型コロナウイルス感染に

ついては、また別途で執行部から説明があるという

ことですからそこは省いてもですね、やはり知事の

説明を求めるというのは当然のことですから、御配

慮お願いしたいということです。

以上です。

ほかに意見・討論はありません○狩俣信子委員長

か。

照屋大河委員。

今回提出された要調査事項につい○照屋大河委員

ては、各常任委員会においても意見の一致、知事の

出席を求める、あるいは必要ないということでそれ

ぞれに意見があったようです。理事会でも慎重に審

査をし―先ほど委員長の報告のように審査をしまし

たが意見の一致を見なかったところです。ただ、新

型コロナウイルスに対しては小学校が休校するなど

ですね、大きな問題になっているという委員会の意

見を受けてですね、議会でも与党代表者会議を開い

て要請を行う等ですね 有意義な議会活動につながっ、

たというふうに思っています。その他の点について

は既に、本会議あるいは一般質問、代表質問で意見

それから説明を尽くされているというふうに思いま

すので、知事の出席は必要ないというふうに申し上

げます。

ほかに御意見はありませんか。○狩俣信子委員長

末松文信委員。

私どもの委員会から出した４番目○末松文信委員

の北部基幹病院についてでありますけども、この件

についてはですね、委員会でもいろいろ議論しまし

た。これ遡ってですね、平成16年に既にその沖縄県

の県立病院のあり方検討委員会の中で、北部の医療

はそのままでよくないと、将来的にはぜひとも北部

病院と北部地区医師会病院統合して基幹病院を整備

したほうがいいというイメージが、もうあのときつ

くられているわけですよ。それを今日改めて協議し

、 、た結果 やっぱり北部の医療は大変だということで

各先生方もそうですけれども、我々も地域の健康を

取り持つ、命を守る立場からもこれをなんとか早め

に整備してほしいということを、ずっとやってきた

わけですよ。その中で沖縄県が中心となってね、北

部12市町村の市町村会、県立の北部病院、それから

北部地区医師会病院、この４者で協議した結果、早

めにこれは整備すべきだということで、この基本的

な合意書案も４者でつくってですよ、北部市町村会

それから北部12市町村の議会議長会から知事そして

そのお互いの議長にも、早めにやってほしいと、合

意書は早く締結してほしいと、こういう趣旨の要請

をしたわけですよ。そのさなかにですね、委員長が

これ２月６日の新報の記事ですけれども、文教厚生

委員長の狩俣信子氏は、急いで結論を出す必要はな

い、有識者会議で１年かけて議論すべきだと指摘し

た。統合にストップをかけたいとも述べたと言って

おります。おとといのこの15日の記者の取材に対し

て、第三者委員会で精査をという大きな見出し。こ

の中で何を言っているかというと、基幹病院の進捗

は県議団と話し合うのが知事との約束だったが、私

たちが考えるような話合いはなかった、持てなかっ

た。知事はもう少し慎重にしないといけないと思う

と、知事にプレッシャーをかけている。でそういう

プレッシャーかけられた知事がどう考えているのか

ということについては、この場で聞く必要がある。

ぜひ出席を求めて質疑をしたいと思いますので、お

取り計らいをお願いしたいと思います。

以上です。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

（休憩中に、赤嶺委員から、今後の議事の流

れについて説明を求められたため事務局か

ら説明があった。また、赤嶺委員から本件

、に関し会派内で協議したいとの申出があり

暫時休憩に入った ）。

午前10時29分休憩

午前10時45分再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

休憩いたします。

（休憩中に、赤嶺委員より会派おきなわ内で

の協議の結果、知事の出席を求めて総括質

疑を行うことには反対である旨の報告が

あった ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

ほかに御意見ありませんか。

島袋大委員。

私は提案者ですから賛成という立場○島袋大委員

での討論になりますけども、先ほど今、会派おきな

わさんからもお話がありました。我々が求めている

のは、この北部基幹病院についてということであり

ましたらですね、やはり知事が12市町村の首長、議

会含めて地域の合意を―いろいろ意見を聞いてです
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ね、やはり地域がどうしても求めているということ

の知事の判断を求めているわけですよ。そして今先

ほどうちの末松委員からありましたように、委員長

はこの新聞で、いろんな形でこの基幹病院の進捗は

県議団との話合いが知事との約束だった、だが私た

ちが考えるように話合いはなかなか持ててこなかっ

た、知事はもう少し慎重にしないといけないと思う

という表現はですね、今、北部12市町村長会、町村

議会、市議会も含めてですけど、知事に対してどう

しても非常に必要だと やってくれということで言っ、

ている中に、県議会がブレーキを引いて踏んでるよ

うな形になるんですよ。そこで委員長という立場で

はなくて個人的な意見であったということでありま

すと 新聞紙面が個人でこれだけ大きなクローズアッ、

プされる記事にはなりませんよ。だからこそ私言っ

ているのは、個人の意見だったら個人の意見、当然

大事ですよ。しかし、新聞紙面に個人の意見で２行

も１行も載りませんよ。委員長という立場だからこ

うなっているんですよ。なぜ私たちがここまで言う

かというと、既にヤンバルの人たちは、電話問合せ

相当ですよ。地元の末松委員なんて昨日からずっと

電話ですよ なぜヤンバルの人たちの思いを酌み取っ。

てくれないのか、幾ら個人でも那覇選出の委員長と

いう立場の発言が本当にこれ重みあるのと、これ議

会の総意なのかという。なぜ我々がこういう問合せ

まで 我々が説明して歩かないといけないんですかっ、

てなるのですよ。だからこそ今委員長という立場―

個人という御意見も分かりますけれども、我々は県

議会が足引っ張っているということになれば、なお

さら知事を呼んでですね、しっかりと我々は県議会

として知事の思いを確認しないといけないなと思っ

ていて、我々は動議を出しているわけでありますか

ら、そこは皆さん方しっかりと御確認、御検討して

いただいてですね、我々は何としてでもいろんな形

で北部基幹病院のみでも―のみで知事を参考に呼

ぶっていうのも我々はやぶさかではないですよ。こ

れだけ記事がクローズアップされたのであればしっ

かりと県議会の立場と知事の判断というのは必要で

すから、我々は総括質疑をこれだけ出していますけ

ども、北部基幹病院のみでですね、知事を呼ぶとい

うこともやぶさかではない。だからそういったこと

も考えればですね、ぜひともですね、こういった問

題は与野党関係ないということであれば重要な案件

だと思ってますから、ひとつ御賛同のお力添えと御

協力をお願いしたいと思っております。

ほかに意見はありませんか。○狩俣信子委員長

西銘啓史郎委員。

タイムスの新聞のほうは、基幹○西銘啓史郎委員

。病院をめぐる動き関係者に聞くというタイトルです

北部市町村会長の當眞宜野座村長と文教厚生委員会

の狩俣委員長にと書いてます。この中で新聞を見て

思うのが、狩俣信子委員長の個人的発言とはいえ、

公設民営で指定管理する案は約束が違うというのが

私たちの意見です。というのは委員会の意見だと私

は受け取るんですね、私はですよ。これ読んだ人は

多分そうですよ。いや、いいですか、委員長という

立場で―個人とおっしゃいましたけど、これは個人

の意見ですと言い換えればいいですよ。私たち、と

、 。 、いうのが委員会の声になるんですって 皆は 違う

首振っても新聞読む人はそう受け取るんです。で、

聞きましたよ―文教厚生委員でこういう議論したん

ですかと。こういうことをね、委員長が軽々しく発

言しては駄目ですよ。ですから知事の考えも聞くと

いう意味ではしっかり出てもらう、で確認するのが

筋だと思います。

以上です。

照屋守之委員。○狩俣信子委員長

私は文教厚生委員として非常に憤○照屋守之委員

慨しておりましてね、で今もありましたように、こ

ういうのは私たちが考えるような話合いがなされて

こなかったということは、県民からすると―文厚委

員会ではこういう話合いはしていないから、文教厚

生委員長がこういうコメントを出すんだということ

で、非常にあらぬ誤解を与えていますね。これから

。の基幹病院を進めていく上で非常に障害になります

ですからあえてこのようなことも含めてですね、知

事からいやそうではないと、これは県と12市町村地

域住民も含めて進めてきた問題だということをです

ね、やはりこういう場でしっかり説明をしてもらう

ということが必要だろうと思っているんですね。こ

れ文教厚生委員長としての責任は非常に大きいと思

いますよ。だからこれ議会全体の問題になっていま

す今 議会全体の問題です これは北部12市町村10万。 。

県民の命、健康を守るというそういうふうなものが

ですね、一委員長のそういう発言でこれが県民に非

、常に誤解と不安を与えているということだというと

これどうやって払拭するんですか、払拭できません

よ。ですからやはりそれを払拭するのは、知事がこ

、こに来てしっかりそうではないということをですね

県民に対して説明をしてもらう、それしかないと思

います。委員長その責任を感じているんであればで

すね、これ委員長のほうから出席してぜひ説明して
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もらいたいようなことを、文教厚生委員長として説

明をまとめるべきだと思いますね。

以上です。

ほかに御意見・討論等はありま○狩俣信子委員長

せんか。

（ 意見・討論等なし」と呼ぶ者あり）「

意見、討論等なしと認めます。○狩俣信子委員長

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、本動議に対する採決を行います。

本動議は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

可否同数であります○狩俣信子委員長

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長

において、その可否を裁決いたします。

本動議に関し、委員長は否決と裁決いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、３月23日の本会議において付託

予定の追加議案に係る審査のため、同日、

日程を追加し本委員会を開催すること及び

質疑の要領等について協議した結果、意見

の一致を見た ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

お諮りいたします。

３月23日の予算特別委員会補正予算審査について

は、休憩中に御協議したとおりにしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

次回は、３月23日 月曜日 本会議休憩中及び終

了後に委員会開催を予定しております。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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。沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する

委 員 長 狩 俣 信 子



令 和 ２ 年 ３ 月 2 3 日

令 和 ２ 年 第 １ 回

予算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )

（ 第 ６ 号 ）
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月23日（月曜日）

開 会 午後１時19分

散 会 午後５時30分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第36号議案 令和２年度沖縄県一般会計補

正予算（第１号）

２ 甲第37号議案 令和元年度沖縄県一般会計補

正予算（第６号）

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

財 政 課 長 武 田 真君

企 画 部 長 宮 城 力君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

福 祉 政 策 課 長 真栄城 守君

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

農 林 水 産 部 長 長 嶺 豊君

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

中 小 企 業 支 援 課 長 友 利 公 子さん

雇 用 政 策 課 長 島 尻 和 美さん

文化観光スポーツ部長 新 垣 健 一君

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

港 湾 課 長 桃 原 一 郎君

教 育 長 平 敷 昭 人君

3ii4

（開会前に、本日の議案審査に係る質疑時間

について協議した結果、各議案ともに委員

１人あたり５分とすることで意見の一致を

見た。）

○狩俣信子委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

お諮りいたします。

甲第36号議案及び甲第37号議案への質疑時間につ

いては、開会前に御協議したとおりにしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

甲第36号議案令和２年度沖縄県一般会計補正予算

（第１号）及び甲第37号議案令和元年度沖縄県一般

会計補正予算（第６号）についてを議題といたしま

す。

本日の説明員として、総務部長をはじめ関係部局

長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、３月６日に確

認しました運営方法に従って行うことにいたします。

まず初めに、甲第37号議案の補正予算議案につい

て、総務部長から概要説明を聴取し、その後、質疑

を行います。

総務部長の概要説明を求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 ただいま議題となりました甲

第37号議案につきまして、令和元年度一般会計補正

予算（第６号）説明資料により、その概要を御説明

いたします。

今回の補正予算は、国の新型コロナウイルス感染

症に関する緊急対応策第２弾に基づき実施する経費

について、必要な予算を措置するものであります。

１ページをお願いします。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ２億2800万円、

補正後の改予算額は7432億4278万6000円となってお

ります。

２ページをお願いします。

２ページは、歳入歳出財源内訳となっております。

３ページをお願いします。

予算特別委員会記録（第６号）
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歳入は、全額、国庫支出金となっております。

４ページをお願いします。

歳出の生活福祉資金貸付事業費は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により収入減少があった世帯へ

の資金の貸付け、相談支援等に伴う補正で、２億

2800万円を計上しております。

以上が、甲第37号議案令和元年度一般会計補正予

算（第６号）の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより、甲第37号議案の補正予算議案に対する

質疑を行います。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

します。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいた

します。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、自席で起立の上行い、重複すること

がないよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに甲第37号議案に対する

質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。

資料は４ページでお願いします。

この補正予算は全て生活福祉資金の貸付制度の予

算になってると思います。県民にとってはですね、

やはりこれ、かなり需要があると思いますので質疑

させていただきます。

今回これで特例制度が設けられて、従来は10万円

だった額が20万円に引き上げられたことと、猶予と

かがされてるわけですけれども、この対象世帯なん

ですが、なかなか報道とかだと、学校が休校になっ

て子供を家庭で見ることになって仕事を休むことに

なってしまった親が対象というふうに県民の皆さん

も受け止めていることが多いと思います。ですが、

対象はそれだけではなくて、ほかにも対象があると

いうふうに聞いておりますので、そこを確認したい

と思います。やはり子供を抱えている世帯だけじゃ

なくて、介護をしている世帯、あるいはその方、世

帯主さんが個人事業主である方もいると思うんです

けれども、こうした方たちも対象となるのかどうか、

対象についてお聞かせください。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

今回の緊急小口資金につきましては、特例でもっ

て上限額が20万円となる部分がございます。それに

つきましては具体的に申し上げますと、まずは世帯

の中に新型コロナウイルス感染症の患者がいらっ

しゃる場合、それから世帯員に要介護者がいらっしゃ

る場合、世帯員が４人以上いらっしゃる場合、それ

から世帯員に以下の子の世話を行うことが必要と

なった労働者がいるときということで、以下の子で

ございますけども、１点目が新型コロナウイルス感

染症拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う

子、２点目としまして風邪症状など、新型コロナウ

イルスに感染したおそれのある小学校等に通う子と

なっております。

それからさらに、世帯の中に個人事業主等がいる

ことなどのために、収入減少により生活に要する費

用が不足するとき、さらにはですね、以上も含めま

してですね、特に資金の貸付需要があると認めると

きというところまでは上限のですね、20万円の対象

としております。

○比嘉瑞己委員 こうやって広く対象が開かれてい

るわけですから、なかなか告知がまだ十分ではない

と思いますので、個人事業主の方もこれができるん

だよっていうことでですね、広く告知していただき

たいと思います。

それで、ただこのコロナの影響がいつまで続くの

かまだ見通しが立っていない中で、20万円と拡充さ

れたとはいえ一度きりしか利用できないのかってい

う問合わせも来ています。一度きりしか利用できな

いのかが１点。もう一つ、先ほど本会議で、返済時

期が来ても経済的に苦しい場合には免除の制度もあ

るんだということでありましたけれども、どういっ

た形でそれが免除の規定になっているのか。具体的

な話を聞かせてください。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

まず緊急小口資金―今回上限20万円に見直しされ

ておりますけれども、これにつきましては１回限り

では確かにございます。ただ今回拡充する分につき

ましてはですね、これのほかに生活支援費について

も拡充を行うことになっております。これについて

も、従来に加えてですね、コロナの影響でもって収

入の減少、失業等の関係で生活に困窮し、日常生活

の維持が困難になっている世帯につきましては貸付

対象として拡充しておりまして、貸付上限額は20万
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円と従来から変わりませんけども、これにつきまし

ては、原則三月―つまり、20万円掛ける３の60万円

までは借りられます。それから緊急小口資金ですね、

臨時的にですね、まずは一時的な生計維持のために、

必要な資金を貸し付けた後ですね、さらに継続的に

ですね、収入の減少等が認められる場合には、この

生活支援費のほうの貸付けを受けて60万円、さらに

事情が認められればですね、最大十二月分240万円ま

での貸付けができるようになっております。

それから、償還免除につきましてでございますけ

ども、これにつきましてもですね、今回の特例措置

では、償還時においてなお所得の減少が続く住民税

非課税世帯、特にいわゆる生活の厳しい世帯につき

ましては償還を免除することができることとなる予

定となっております。

○比嘉瑞己委員 休業の方が利用できる資金と、失

業されたときにできる資金もあるんだということを

ですね、広く伝えていただきたいと思います。

最後なんですが、この窓口が社協―社会福祉協議

会ということなんですけれども、例えば那覇市だと

１か所です。やはり市民に身近な市役所とか支所、

あるいは町村の役場でもこれ受け付けられるように

するべきだと思います。聞くところによると、やは

りこの社協の出張所っていう形でそうしたことが可

能かもしれないということを担当の方が言っていま

したが、これ可能かどうか。これは町村役場でもで

きるようにするべきではないですか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えいたします。

まず基本的には、お答えしていますとおり市町村

社会福祉協議会が窓口になります。今回の貸付特例

につきましては、市町村のほうにもあらかじめ周知

をしているところでございますけども、今のところ

まずは、市町村の窓口のほうで直接受け付けるとい

うことではなくて、迅速に市町村社協の窓口につな

げていただくということを原則としております。た

だし個別の事情等があれば、今回の補正予算では事

務費のほうに執行することもできますので、その必

要性に応じて県社会福祉協議会と調整してまいりた

いと思います。

○比嘉瑞己委員 この点についてちょっと部長に答

弁を求めたいと思います。この体制についても、ちゃ

んと充てることができるんですよ。なのでやっぱり

市町村の判断が尊重されるべきだとは思うんですけ

れども、やはり県が要請すれば市町村だって答えて

くれると思うんです。やはり部長が率先して、市町

村の支所やまた町村の役場でも窓口ができるように

働きかけるべきだと思いますが、最後にお願いしま

す。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今回の小口資金に

つきましては緊急な対応が必要でありますので、市

町村とも連携しながら、県社協とも一緒にどこに置

いたほうがいいかも含めてですね、検討してまいり

たいと思います。

○狩俣信子委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

緊急な補正予算提案、歓迎したいと思います。同

時に、一つ全体枠として確認ですが、今回の新型コ

ロナウイルスの感染症に関する緊急対応策第２弾の、

この小口融資に係る予算が提案されました。でも,

国のこの対応第２弾はいろんな分野にまたがってい

るわけですよね。それについて、そのほかの感染拡

大防止策、医療提供体制の整備あるいは学校の臨時

休業に伴って生じる課題への対応、その中の一つが

この緊急小口資金の特例の制度活用なんですが、そ

の他の部分で補正予算を提案するということがかな

わなかったのか、全体的なまず確認です。

○武田真財政課長 確かに委員がおっしゃるとおり

国のほうの緊急対応策第２弾のほうでは、４つの柱

として感染拡大防止策であるとか、学校の臨時休校

に対する課題の対応とか様々な４つの分野で予算措

置されております。

今回県のほうで予算計上したのは、先ほどから御

案内している緊急小口資金ですが、これについては

令和元年度で全て―実際に社協に対して払込みまで

しないといけないということで、令和元年度予算で

計上しております。そのほかの国の第２弾の緊急対

応策の中で、県の予算に計上すべきものについては、

基本的には令和２年度の予算で計上すべきものとい

う形になってくると思っておりますが、今その制度

の中身であるとかですね、所要額の精査も含めて今

作業しておりますので、そういったものが確定され

ますと、当初計上分の予算であるとか、今回計上し

ている予備費であるとか、そういったもので精査を

して追加の補正も含めて、適切に対応してまいりた

いというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 逆を言えば、学校の臨時休業に

伴って生じる課題への対応、放課後児童クラブ等へ

の体制強化等と今年度内で執行がという一つの条件

と回答ありましたが、ほかの学校給食への対応、放

課後児童への対応、これについては市町村がそういっ

た対応をするということなのか、そこら辺の兼ね合

いを確認します。
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○武田真財政課長 予算を市町村に計上するのか、

県のほうで計上するのか、また県に計上してまた県

のものも合わせた形で市町村に交付するのか、様々

な予算の形はございます。いずれにしても―例えば

先ほど委員がおっしゃっていたような放課後デイ

サービスみたいな補助金については国のほうから通

知がございまして、令和２年度のほうで予算計上し

てくれというふうな通知もございました。要するに

国のほうが繰り越して、各地方のほうに予算を流す

というふうな流れになっております。個別事業につ

きましては数字の精査、そのお金の流れ方を含めま

してですね、確認をした上で適切に対応してまいり

たいと思っております。

○瀬長美佐雄委員 分かりました。

いわゆる新年度に執行はするというのが国の考え

方でもあると。同時にそれを使い勝手のいいように

要綱等々については、今国の考え、新年度に執行せ

よという考えと、それに対する要綱案っていうのは、

県のほうあるいは市町村のほうには提示されている

ということでしょうか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今お尋ねの件の中

で、放課後児童クラブ―いわゆる学童なんですけれ

ど、それに係る学校等の休業に伴う経費の負担につ

いてはですね、国のほうから直接市町村に行きます

ので、元年度の予算として市町村には流れていく形

になります。ただ、この予算は県を通りませんので、

県のほうとしては補正に今上げていないという状況

でございます。

○瀬長美佐雄委員 理解できました。

それでちょっと具体的に。この生活福祉資金のい

わゆる既存の事業実施状況―今回新たな提起という

か、それとの兼ね合いがちょっと気にもなるもので

すから、１つは今の貸付制度の実績をまず確認した

いと思います。

○真栄城守福祉政策課長 まず生活福祉金の中の緊

急小口資金でございますけども、いわゆる特例のな

い平成30年度までの実績でございます。平成28年度

が218件1712万7000円、29年度が230件1844万7000円、

30年度が243件2053万4000円となっております。

続きまして、生活支援費のほうでございますけど

も、平成28年度が64件で1447万円、29年度が48件で

1164万2000円、30年度が32件で794万9000円となって

おります。

○瀬長美佐雄委員 既存の予算に比べて２億円、

1000件と。額も大きくなっているという関係ありま

すが、気になるのはなかなか使い勝手が悪いと、審

査もスピーディーでないというふうなこともよく聞

かれました。それについて、観点として―既存の予

備でまだ残ってるのかもしれませんが、今回の提起

された特例予算と既存の部分との併用あるいは全く

別な制度という理解でいいのか、どうなんでしょう

か。

○真栄城守福祉政策課長 詳細の考え方については

まだ示されてない部分もございますけども、既存の

部分につきましては既存の生活困窮とか障害とか高

齢とかそれぞれの理由があって貸付けを行っている

ものでございます。

今回の特例の拡充というのは、あくまでもコロナ

の影響で給与、収入減少ということがありますので、

別の事情ということが新たに発生してることが特別

であれば、今回の拡充分が可能ではないかというふ

うに今一応考えているところでございますけども、

詳細はまた国のほうとも確認してまいりたいという

ふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 ということは別物という理解で

いいかと思いますが、やっぱりスピーディーに対応

するということが、既存の制度でいえば、なかなか

早期に対応できなかったのかなという点では、今回

のこれに対するスピーディーにやる上での対応策、

やっぱり今すぐ求められてるという部分での対応を

先ほどもありましたが強化する必要があると思いま

すが、どうでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

まずは今回コロナの影響につきましては、いわゆ

る審査の中で国のほうから柔軟な運用を行うように

という通知が来ております。それを踏まえまして、

貸付けの手続につきましても、通常の貸付けであれ

ば、大体手続に１週間程度見ておりますけども、今

回につきましては最短でですね、２営業日で貸付け

を行うようにという形で、運用を行う予定としてお

ります。

○狩俣信子委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

本会議でもお尋ねしましたけども、直近の３年、

実績をお聞きしました。執行率も分かれば教えても

らえますか。

○真栄城守福祉政策課長 この資金につきましては

ですね、県社会福祉協議会のほうが事業主体となっ

ておりまして、国、県のほうから貸付けの原資を不

定期的に補助を行っているところでございます。で

すので、いわゆる県の予算に対する執行率という考

え方は設定をしていないところでございます。
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○上原章委員 これは一応先ほどの償還免除もあり

ますけども、基本的には回収、貸付けになると思う

んで、具体的な貸付期間、利率とかあるんですか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

まず緊急小口資金のほうでございますけども、緊

急小口資金につきましては貸付けの償還期限が現行

十二月―１年となってます。今回は２年以内という

ことで１年延長されております。それから、生活支

援費のほうは、従来10年以内となっておりまして、

これにつきましては今回も同じく10年以内というこ

とでございます。

貸付けの利子でございますけども、緊急小口資金

は従来から無利子でございます。今回も無利子とな

ります。それから、生活支援費のほうは、従来は保

証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は年

1.5％の利子がございました。今回は保証人がなくて

も無利子ということになっております。

○上原章委員 今回の緊急の20万円も保証人なしで

いいんですね。

○真栄城守福祉政策課長 はい。緊急小口資金につ

きましては保証人は求めておりません。

○上原章委員 先ほど執行率は県のほうで把握して

ないと聞いたんですけども、ということは回収率も

分からないのか。

○真栄城守福祉政策課長 率のほうはちょっと数字

としては持っておりませんけども、いわゆる社会福

祉協議会のほうで管理をしておりまして、定期的に

償還に関する委員会を開きまして、見通しが厳しい

方、あと破産とかも含めまして償還見込がない方に

つきましては、定期的に償還免除という手続を取っ

ているところでございます。

○上原章委員 先ほどの償還免除の対象の方々、こ

のコロナウイルスの影響で収入がなかなか回復しな

いという方々、幾つかの基準で免除の判断をすると

いうことですから、この免除に対する全体の中で何

割ぐらいとかという数字はあるんですか。

○真栄城守福祉政策課長 ちょっと資料の取り寄せ

が必要になります。今は数字を持ち合わせておりま

せん。恐れ入ります。

○上原章委員 ぜひ必要とする方々に使っていただ

きたいと思います。

私は先ほど本会議場で、特にインターネット等見

る機会がなかなかない方々にどう告知するかという

ことが非常に課題かなと思うんですけど、特に市町

村、社協のほうが窓口ということなんですが、今

41市町村ありますけども、実際今回のこの２億円余

りの予算は配分されるんですか。それとも手を挙げ

たところにどんどん使っていただくという仕組みで

すか。

○真栄城守福祉政策課長 基本的には、県社会福祉

協議会でですね、その配分については恐らくはその

各市町村のニーズを踏まえて配分をすることになる

と思います。今回も、過去の実績等をベースに、各

市町村社協の資金の借入れの申込みに合わせて資金

を配分することになると思います。

○上原章委員 部長。先ほどの本会議場でマスメデ

ィア等も使ってしっかりお知らせしたいという、ぜ

ひ可能な限りの手を尽くしてほしいんですが。自己

生活をなかなか本当に、今大変な中で日に日に深刻

な状況で、こういう制度があるということさえ知ら

ない人たちが多くの県民にいらっしゃると思うんで

すよね。ですから地域の民生委員やいろんなところ

に、福祉の窓口に、当然市町村にもいろんな方が来

ると思うんですが、県がリードしてですね、しっか

り共有をする、インターネット、多くの関係機関と

ですね、しっかりつないでいただきたいと。

１つだけちょっと提案なんですが、テレビという

のは日頃どの家庭もいろいろ見る中でですね、ｄボ

タンという、結構天気予報とかいろいろＮＨＫさん

等と協議をさせていただいて、いろんな緊急情報、

県民の多くの方々も結構あれで日常の生活を確認す

るケースもあるんですね、私もよく使わせてもらっ

てるんですけど。県としてはそういったところ等と

の連携も結んでですね、要請してこういった緊急な

お知らせという形で、丁寧に多くの県民に見ていた

だける仕組みをつくるのも一つの在り方かなと思う

んですが、いかがですか。

○真栄城守福祉政策課長 御提案ありがとうござい

ます。やはり様々ですね、メディアといいましょう

か媒体を使いまして、情報発信のほうは行っていき

たいと思います。

それから先ほどの発言でちょっと一部訂正がござ

います。市町村社協の配分ということについてです

ね、今回の資金につきましてはですね、貸付決定に

ついては一元的に県社協が行います。市町村社協は

あくまで窓口ということでございますので、市町村

ごとのアンバランスというものがですね、発生する

心配はないかというふうに考えております。

○狩俣信子委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

私のほうも経産省が出してる対策の資料、３月19日

20時現在っていうのを持っていろいろ勉強会もして
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います。国のほうもどんどん緩和したりですね、そ

れが県に伝わりそれから市町村に伝わり、こういっ

た社協の窓口にきっちり伝わることが大事だと思っ

てますけども、今社協の窓口、どのぐらいあるって

言いましたっけ、数で、幾つあるかお答えください。

○真栄城守福祉政策課長 今回につきましては全

41市町村の社協について窓口としております。

○西銘啓史郎委員 その社協の数、全体で。

○真栄城守福祉政策課長 社会福祉協議会自体につ

きましては、市町村に１団体ということですので、

団体の数も41でございます。

○西銘啓史郎委員 今県のホームページを見てるん

ですけど、社協―例えばうるま市だったら石川支所、

与那城支所、勝連支所。宮古だったら平良支所とか

いろんな支所で受けてるようですけども、その数は

窓口として掲載してますけどそういう理解でよろし

いですか。

○真栄城守福祉政策課長 すみません、失礼しまし

た。

ホームページのほうにも掲載しておりますけども、

例えばうるま市社協でしたら、石川、与那城、勝連

の３支所ございます。それから宮古島市につきまし

ても、平良、城辺、下地、上野、伊良部支所という

形で支所が設置されてる市町村におきましては、そ

の支所のほうでも受付をいたします。

○西銘啓史郎委員 それからすると、やはり見てる

と那覇は１社協、１つしかないという。人口も多い

の中で那覇が１つで十分なのかっていうこととかで

すね、先ほど市役所なりいろんな支所で受けること

も、本来は部として早急にお願いすべきだと思うん

ですけど。私も同じ意見なんですが、人口の多いと

ころが１つしかないっていうのも、非常にアンバラ

ンスだと思うんで、その辺は部長どうお考えかお答

え願います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 ただいま委員から

問合せがありました窓口につきましてはちょっとこ

のパンフレットなどにありまして、今49か所ござい

ます。那覇市については那覇市社協一本でございま

すけれども、先ほど市町村の窓口にもというお話も

ありましたので、この資金自体は那覇市社協がやっ

ているので、そこのほうがもしかしたらメジャーに

なってるかもしれませんけれど、市町村とも連携し

ながら窓口を増やすことについても検討したいと思

います。

○西銘啓史郎委員 あとは、私の理解が間違ってな

いかですけれども、個人向けの緊急小口資金等につ

いては、主に休業された方の緊急小口資金と、主に

失業をされた方の総合支援資金、生活支援費ってい

うふうに理解してるんですけど、そういう理解でよ

ろしいでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 大まかにはそういう理解

でよろしいかと思います。ただ、入り口で分けてる

わけではなくてですね、一時的に生計維持が困難な

場合が緊急と。その状態がですね、継続するような

場合にはですね、生活支援費ということになります

ので、その家庭の家計の状況に応じた柔軟な判断に

なろうかと思います。

○西銘啓史郎委員 これいろんな委員から質問あり

ましたけども、やっぱり一番大事なことはですね、

必要な方に必要な情報が届くことだと思うんですね。

ですから県としてはホームページに掲載しましたと

か、このホームページも今、私は検索しようと思っ

たらホームページの右上にあるコロナ何とか支援の

ところには入ってないんですよ。で、子ども生活福

祉部を検索しないと行き当たらない。前も申し上げ

ました―どこだったかな、どっかの部署に。要は、

分かりやすく。ホームページでも分かりやすくする

こと。それから、今ここに入れてるパンフレットっ

ていうんですか、この一時的な資金の緊急に御案内

とありますけど、これも早急に印刷をして、本当に

必要なところに届かないとですね、県としてホーム

ページ出しましたよ、これでもう告知してますとい

うことになるかと思うんですが、これを見られる人っ

て限られてると思います。ですから、先ほど来出て

いるように、必要な方に必要な情報を届ける努力を

ぜひしてください。

それからもう一つは、今現在社協への問合せが何

件ぐらい来ているか把握できてますか。

○真栄城守福祉政策課長 いわゆる数の集計はして

いないところでございますけども、この情報がニュー

ス等に取り上げられた時点から、１日数件の問合せ

がそれぞれの窓口にあるというふうに聞いておりま

す。

○西銘啓史郎委員 私もいろんな勉強会する中で、

私もいろんなところを回りました。もちろん、コロ

ナの対策であったり、あとはいろんな業界のいろん

な対応をですね、やはり部長自らいろんなところを

回って聞いていただいて、社協の状況も、課長でも

いいですから現場の声を聞いて、手当てできるもの

は手当てをする。例えば人の問題も含めてですね。

一番心配なのは、先ほど言いましたように、国が規

制を緩めて、県に行きました。県がまず把握してな
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い、市町村も知らない、社協も知らないというケー

スが出ないように、タイムラグがないようにしない

と、一旦断られて帰ってきたという事例も報告聞い

てます。ですから、いろんな意味で国との連携―こ

の間申し上げましたように市町村の連携、いろんな

窓口との連携をしっかりやらないとですね、断られ

るケースとか、間違った情報で行くケースもあると

思いますので、それについてはしっかりお願いした

いと思います。

それと、先ほど上原委員からもありましたけども

―ｄボタンもいいんですけども、県の広報番組―い

ろんなもう既に、この間見ましたけど設定してると

思いますけど、番組内容変えてでもいいから、緊急

のものを先に上げるとかですね、いろんな方法があ

ると思います。ですから、いろんな対応、取れる対

応を取って、県民が知らなかったってことがないよ

うにですね、ぜひこれは努力していただきたいと思

うんですけど、部長、それについての考え方をお願

いします。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほど本会議でも

答弁いたしましたけれども、もちろんインターネッ

トを通じたものはやります。で、あと新聞等に掲載

する予定でございます。それから、テレビにつきま

しても県の広報番組もございますので、そこの―な

かなか枠がこれから取れるかどうかっていう調整は

ございますが、できるだけ頑張りたいと思います。

それから、できれば知事の記者会見等でもですね、

発信できればというふうに思います。

○西銘啓史郎委員 あと最後に１点だけ。他の府県

のちょっと情報を調べてみるとですね、コロナ対策

の対策本部を立ち上げて、知事自らが本部長になっ

て、もう既に９回ぐらい会議をしている県がありま

す。そして、そこで本部長からのメッセージという

ことでいろんなことを話している。

そこで、ちょっとこの予算と直接関係ないんです

けど、県営住宅の家賃の減免とかって考えてるんで

したっけ。これは窓口どこでしたっけ。ごめんなさ

い。県営住宅。じゃあ今日こちらにいないなら結構

ですけど、要はそういったメッセージを出してる都

道府県があるもんですから。県営住宅の家賃の減免っ

ていうんですかね、それがこの中で、今まで見た中

にもなかったと思うんで、それを考えていれば、あ

とどこかで教えていただければと思います。

私のほうからの質問は以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、甲第37号議案の補正予

算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

ただいまの議案に対する質疑については全て終結

し、採決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決方法について協議）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

これより、甲第37号議案令和元年度沖縄県一般会

計の補正予算（第６号）を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第37号議案の補正予算議案は、原案の

とおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、甲第37号議案令和元年度沖縄県一般会計

補正予算（第６号）の審査及び採決は終了いたしま

した。

冒頭でも申し上げましたが、この後、本委員会を

休憩し、議会運営委員会を経て、本会議にて委員長

報告を行い、本議案を採決いたします。

その後、本会議終了後直ちに、予算特別委員会を

再開し、甲第36号議案令和２年度沖縄県一般会計補

正予算（第１号）の審査を行いますので御承知おき

願います。

休憩いたします。

（休憩中に、再開後の質疑の順序について協

議した結果、おきなわ会派から行うことで

意見の一致を見た。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

再開後の予算特別委員会補正予算議案審査の質疑

の順序については、休憩中に御協議したとおりにし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
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よって、さよう決定いたしました。

本委員会は、暫時休憩といたします。

午後１時59分休憩

午後３時46分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

甲第36号議案についてを議題といたします。

これより甲第36号議案の補正予算議案について、

総務部長から概要説明を聴取し、その後、質疑を行

います。

総務部長の概要説明を求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 ただいま議題となりました甲

第36号議案につきまして、令和２年度一般会計補正

予算（第１号）説明資料により、その概要を御説明

いたします。

今回の補正予算は、令和２年３月９日に発表した

新型コロナウイルス感染症等に対する緊急対策に基

づく対策を、迅速かつ切れ目なく実施するため、必

要な予算を措置するものであります。

１ページをお願いします。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ170億円、補正

後の改予算額は7684億400万円となっております。

２ページをお願いします。

２ページは、歳入歳出財源内訳となっております。

３ページをお願いします。

歳入の内訳を御説明いたします。繰入金10億円は

財政調整基金繰入金、諸収入160億円は中小企業振興

資金貸付金元金収入となっております。

４ページをお願いします。

歳出の内訳を御説明いたします。１番目の中小企

業金融対策費は、中小企業セーフティーネット資金

拡大に伴う補正で160億円を、２番目の予備費は、県

の緊急対策に基づく対策に伴う補正で10億円を計上

しております。

５ページをお願いします。

５ページは、債務負担行為に関する補正となって

おります。県融資制度の中小企業セーフティーネッ

ト資金の融資枠拡大に伴い、信用保証協会に対する

損失補償の債務負担行為限度額を変更するものであ

ります。

以上が、甲第36号議案令和２年度一般会計補正予

算（第１号）の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより、甲第36号議案の補正予算議案に対する

質疑を行います。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

します。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいた

します。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、自席で起立の上行い、重複すること

がないよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに甲第36号議案に対する

質疑を行います。

玉城満委員。

○玉城満委員 緊急対策、説明会のときにも私質問

させていただいたんですが、今中小企業対策という

ことで、名目はそういうふうに予算の名目になって

るんですが、フリーランスの対応、それと個人事業

主の対応に関して、この中小企業の緊急対策の中に

その分まで入ってるんですかね。どうでしょう。

○島尻和美雇用政策課長 お答えいたします。

フリーランスへの支援については、国からの要請

による小学校等の臨時休業に伴い、子供の世話をす

るために契約した仕事ができなくなった場合におい

て、国は新型コロナウイルス感染症による小学校休

業等対応支援金を創設し、１日当たり4100円の支援

金を支給することとしております。雇用調整助成金

は雇用保険料を財源とし、助成対象は雇用保険適用

事業所となっており、支給対象労働者はパートやア

ルバイト等の雇用形態を問わず、雇用保険被保険者

となっております。

なお、フリーランスも含めた支援については、運

転資金や設備資金を特別に融資をいたします新型コ

ロナウイルス感染症特別貸付制度を創設し、金利の

引下げを行うほか、特別利子補給制度による利子補

給などを実施しております。

以上です。

○玉城満委員 あれですね、現段階で中小企業と言

われてる法人の皆さんはそれにチャレンジしてるん

ですけど、ハードルが高い。こういうふうに普段か

ら企業として成り立ってる人たちもハードルが高い。

個人事業主、そしてフリーランスの皆さんは最初か

ら諦めムードがあるわけですよ。これもう少しね、

やっぱり先ほど、今の答弁で、お子さんが自宅にい
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たから自分が出られなかったからというような対応

策じゃなくて、しっかり子供がいない人も、自分が

例えば事業をしてて休業せざるを得なかった、そし

てキャンセルによって休業せざるを得なかった、そ

ういうフリーランスの人たちもたくさんいるわけで

すね。特に沖縄に関しては文化人が多いわけだから、

舞台人でもほとんどの人がやはりキャンセルを食

らってね、大変な状況になってるんです。そういう

対応をですね、しっかり県としてもまとめて、そう

いう関係者の皆さんにやっぱり告知するべきだと僕

思ってるんですよ。その辺どうでしょうか。

○島尻和美雇用政策課長 今委員のほうからござい

ました、報道等にもより、今回の新型コロナウイル

ス感染症の影響で会社などに属さないフリーランス

や個人事業者にも経済的な損失が発生していると承

知しております。県としては、フリーランスも含め、

きめ細やかな対策が必要であると認識しており、国

の緊急対策と連動した県としての支援策についても

検討を行ってまいります。

○玉城満委員 ぜひこれは進めていただきたいと思

います。なぜそういうことを言うかっていうと、沖

縄県の場合はほとんど中小企業に属してるというよ

りもこのフリーランスの皆さんがね、圧倒的に僕は

多いと思ってるんですよ。だからそういう意味では、

痛手を今もう食ってる、そういう皆さんに対して分

かりやすく、そしてハードルを下げてしっかりと支

援をしていただきたいと、これは要望しておきます。

それとですね、沖縄県の今回、特にインバウンド

旅行者であるとか、そういう皆さんがですね、かな

り売上げが９割減ったとか、８割減ったとか、そう

いうところでやっぱり休業を仕方なく強いられてる

企業があります。そこには国の雇用調整助成金で幾

らか支給されるわけですけども、それだけではやっ

ぱり足りないという声が多いわけですね。これ何が

言いたいかっていうと、県の上乗せ部分を早めに発

表していただきたい。県の上乗せ部分を早めに協議

してですね、決めていただきたいというのが皆さん

の要望でございます。これは多分フリーランスの皆

さんもそうだと思っておりますんでね。早めにやっ

ていただきたい。

それと、どうにかこうにか、このコロナウイルス

の一連のですね、これが下降していって、どうにか

中小企業の皆さんが、零細の皆さんがどうにか持っ

たとしても、これボロボロになってる可能性がある

んですね。そうなると、やっぱり大手は強いわけで

すよ。大手企業は強い。すぐ復活できる。今まで沖

縄県が受けてた事業をですね、どんどんやっぱり大

手に持っていかれるという、やっぱりこれは沖縄県

の地元の企業にもう少しね、これから県の事業、い

ろんな既存の事業があると思うんですよ。それをやっ

ぱり地元企業優先でどんどん、どんどん、やっぱり

充てていくっていう、そういう方針も県は持つべき

ではないかと思ってるんですね。その辺どうでしょ

うか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

今回の新型コロナウイルスの感染症の拡大が県内

企業等に与える影響に鑑み、まずは県民の雇用維持

を図ることが重要であると我々も認識しております。

このことから、令和２年度補正予算案においては、

国の緊急経済対策と連動し、雇用調整助成金の支給

を受けた事業主に対し休業手当等の自己負担分の一

部を助成することとしており、県民の雇用を守るた

め、県の取れる対策を迅速に切れ目なく進めていく

ことに注力していきたいというふうに考えておりま

して、今現在調整しておりますけれども、調整が整

い次第速やかに実施していきたいというふうに考え

ております。

それから委員からありました、感染の拡大がある

程度収束した段階で、中小企業対策をどのように打っ

ていくかということですけれども、これ、せんだっ

て公表いたしました緊急経済対策の中においても、

県内経済観光等の需要回復に向けた中長期的対応と

いうことで、いろんなメニューをのせております。

もちろんこれ、既決予算で対応できる部分ですとか、

新たに追加の補正予算を組んで対応する部分という

のは出てくるかと思うんですけれども、既決予算の

部分につきましてもそういった影響を受けてる事業

者に対してですね、何らかの対応が取れるように、

優先的な対応というところも含めて検討してまいり

たいというふうに考えております。

○玉城満委員 これはもうぜひやっていただきたい

と思います。せっかくどうにかね、会社が倒産しな

くて残ってもですね、体力的には絶対弱まってるは

ずなんですよ。それからの、やっぱり県の事業の在

り方も僕は大事になってくると思うんで、ぜひこの

辺はですね、やはり地元企業優先、やっぱり地元の

業者を優先にして、県の今までの既存の事業である

とか、そういうものは進めてほしいなと。これは要

望いたします。

以上です。

○狩俣信子委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 資料の４ページでお願いいたしま
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す。

この事業の中で雇用調整助成金、この問合せが多

く寄せられています。小さい商店街を回りますと、

この雇用調整助成金を利用したいんだけれども、零

細企業、個人事業主の皆さんにとっては、その雇用

保険の加入が条件になっていてなかなか該当しない

んだと言ってました。雇用保険の義務づけられてい

ない、この適用除外となる労働者が多いっていう話

なんですけれども、その適用除外となる労働者とは

どういうものですか。

○島尻和美雇用政策課長 申し上げます。

雇用保険の適用になる労働者としては、労働者を

１人でも雇っていれば雇用保険の加入手続が必要と

なってございます。まず、パートタイム労働者の加

入手続も必要となっておりまして、その適用基準で

ございますが、31日以上引き続き雇用されることが

見込まれるものであること、また１週間の所定労働

時間が20時間以上あることが雇用保険の適用の対象

となっております。

○比嘉瑞己委員 適用除外を聞いたんです。

○島尻和美雇用政策課長 お答えいたします。

１週間の所定労働時間が20時間未満であるもの、

同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが

見込まれないもの、また季節的に雇用されるもの、

日雇労働者、国、都道府県市町村等に雇用されるも

の、昼間の学生等が適用除外となっております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 部長、今聞いたように、週20時間

以下で働いているパート、アルバイトの方たちは対

象にならないんですね。ですが沖縄の観光産業、裾

野の広いこの分野では、こうした人たちがこれまで

支えてきました。沖縄県も全国でも非正規雇用が一

番高い県、しかもその中で一番、この旅行、宿泊、

サービス、飲食業が、もう７割近い方が非正規雇用

なんですね。その中にパート、アルバイトがいるわ

けです。この人たちを雇っている事業主さんが、こ

の雇用助成金が使えない。こういった実態があるん

ですけれども、この対応についてどうお考えですか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

今、委員御指摘の適用除外になる方々の実態につ

いて、我々も沖縄労働局のほうに問い合わせている

んですけども、なかなかその実態がつかめないとい

う状況がございます。これぜひですね、労働局とも

連携しながら、まずはその状況の把握というところ

に努めまして、これまでその雇用政策につきまして

は国と連携して我々その対策を進めていきたいとい

うふうに考えておりますけども、そういった国の対

策が及ばないような部分においてですね、県が補完

すべきと考えられる部分については検討してまいり

たいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ検討が必要だと思います。

この近年ですね、外国人労働者も増えてきました。

コンビニ、飲食業、多く働いていらっしゃいます。

この外国人労働者はこうした制度の対象でしょうか。

○島尻和美雇用政策課長 お答えいたします。

会社に雇われている外国人の皆様につきましても、

雇用保険は対象になります。

○比嘉瑞己委員 ぜひそこもですね、目配りをお願

いしたいと思います。先ほども言いましたが、こう

した非正規雇用、パート、アルバイトの人たちが沖

縄の観光産業を支えてきました。事業主さんたちも

ですね、今厳しいけれども、収束して夏のシーズン

迎えたときに、この人たちとまた一緒に働きたい。

だけどこれ解雇してしまうと、人材確保という意味

からも大変心配だっていうことがありました。なの

で、何とかつなぎ止める施策が必要だと思います。

今のこの雇用助成金の枠組みではもしかしたらつく

れないかもしれない。そのときには、やはり別の制

度をですね、国に要望する、また県も支援していくっ

ていう姿勢が大切だと思いますが、部長改めて見解

お聞かせください。

○嘉数登商工労働部長 雇用の維持を、雇用を守る

という観点は非常に重要だというふうに考えており

まして、これまでも県としましては資金的な支援で

ありますとか雇用調整助成金の上乗せというような

ものを検討してきたところでありますけれども、今

委員の御指摘の点を踏まえてですね、制度拡充すべ

きだという部分につきましては国のほうにも要望い

たしまして、ぜひ実現できるような方向で調整―やっ

ていきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 続いて中小企業セーフティーネッ

ト資金なんですが、国側のセーフティーネット４号、

５号と立て続けに発表していますが、その条件がで

すね、大変難しい。前年度比20％減なのか、５％減

なのか、そのための書類も大変煩雑だっていう声が

共通していました。特に旅行業者に聞きますとです

ね、もう既に３月、４月の団体はもうほとんどキャ

ンセルになっている。で、このキャンセルのファッ

クスとか証明できる書類っていうのはもうあるわけ

ですから、そういったのでですね、簡素化をして認

めてほしいということがありました。この柔軟な対

応についてはどうお考えですか。
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○友利公子中小企業支援課長 お答えいたします。

セーフティーネット保証４号、５号ということで、

売上げ率の減少等が沖縄県の知事認定災害よりは若

干厳しくはなっております。ただ、キャンセル―沖

縄県の知事認定災害のセーフティーネット資金に関

しましては、キャンセルが発生してるということで、

もう確実に減るということが確認できれば対象とし

ております。

○比嘉瑞己委員 ぜひその知事の認定でですね、柔

軟に対応していただきたいと思います。この制度の

大前提が１年以上継続して事業を行っている事業所

が対象となってます。ですが、特に那覇市の公設市

場近辺はですね、この１年以内に若い人たちがすご

く個性的なお店を出店して、町のにぎわいをつくっ

てるんです。こうした人たちもですね、対象にすべ

きだっていう声をいただいてます。これについてど

うお考えか。

で、もう一つ。65歳以上の事業者がその登録上事

業主になっている場合、融資が難しくなっている。

本当に返せるのかっていう形で厳しくあしらわれて

るっていうのを聞きました。

この２点、どうお考えですか。

○友利公子中小企業支援課長 お答えいたします。

まず最初の業種が１年未満というところで、セー

フティーネット資金というか、県の資金については

原則として事業を継続して１年以上っていうのが条

件にはなっているところでございます。ただ今回で

すね、国のセーフティーネット保証４号、５号及び

危機関連保証については、令和２年３月13日付で、

業歴３か月以上１年１か月未満の中小企業者も認定

対象とすることができるように、認定基準の緩和に

関する通知というものが国からも示されております。

ですので、これに関しましては沖縄県内でもこのコ

ロナウイルスの感染症に関するセーフティーネット

資金につきましては、事態の長期化、深刻化もあり

ますので、４月から１年未満の中小企業者も融資対

象とできるように、金融機関と関係機関ですね、そ

ちらと調整を進めていきたいというふうに考えてお

ります。

あと、65歳以上の方に関してはちょっと私ども今

のところ情報は持っていないところでございます。

○比嘉瑞己委員 ぜひ聞き取りを続けてほしいと思

います。

最後に、県の独自の施策の必要性について訴えた

いと思います。この間いろんな団体を回ったんです

が、今本当に組合の皆さんがですね、その会員の皆

さんのために一生懸命頑張っています。ところがで

すね、この組合の会長さんに聞くと、今会員さんが

組合費すら納め切れないっていう状況があるそうで

す。40年近くやってるけどこういった事態は初めて

だと言っていました。なので、せめてこの組合費の、

例えば半分県が補助してくれるだけでも相当助か

るって言ってました。幾らぐらいですかって聞いた

ら、この組合は200万円って言ってました。できない

額ではないと思うんですね。やはり組合の皆さんが

今中心的な役割を果たしていますので、そこへの支

援はどうなのか。

あとですね、市町村が今旅行クーポンの発行準備

しています。那覇市もやるそうなので、やはり県内

の消費を喚起していく意味でも、県も連携すべきで

はないか。これ２点目。

３点目、那覇空港なんですが、今国際航空の路線

がたくさんできて、ＬＣＣもできたんだけれども、

空港内で借りてる事務所の家賃が払えなくて撤退し

てしまうおそれがあると。で、一度撤退すると戻っ

てくるのが大変だって言ってたので、この空港の家

賃補助とかもですね、県の独自支援として可能では

ないかということをいただいてますので、以上３点、

最後にお聞かせください。

○嘉数登商工労働部長 ３点ございました。実は我

々も明日以降ですね、いろいろまた組合―これまで

も新規担当からいろいろヒアリングをやってきたん

ですけども、そういった商工会以外の組合のほうか

らも意見を聞くことにしておりますので、個々具体

的な課題とかそういったものを聞きながら、県とし

て取り得る対策について検討してまいりたいという

ふうに考えております。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

県内旅行の推進につきましては、去る２月19日に

沖縄ツーリズム産業団体協議会から知事に手交され

た新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組に

ついての要請の中で項目としていただいております。

今後の沖縄観光への影響を最小限に抑えるための対

応策の一つとしてですね、県民の県内旅行の促進が

盛り込まれているところでございます。私どもとし

ましては、今関連する取組を実施する方向で検討を

進めておりまして、同協議会をはじめ観光関係者と

意見交換を行いながら詳細を詰めているところでご

ざいます。

以上でございます。

○嘉数登商工労働部長 先ほどの答弁の中で含めて
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答弁したつもりなんですけども、いろんな団体から

個々具体的な課題をですね、聞きたいというふうに

考えておりますので、その中で、先ほども答弁しま

したが、県として取り得る対策についてですね、検

討してまいりたいというふうに考えております。

○狩俣信子委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

まず、本会議でもちょっと議論がありましたけど、

玉城知事の緊急対策の中に空港や港湾へのサーモグ

ラフィーの設置という水際対策が入っておりますけ

れど、今県内の港湾また空港全てにおいて、体制は

整っているということでよろしいでしょうか。

○桃原一郎湾港課長 国際線が就航する港湾、空港

におきましては、検疫所のほうでサーモグラフィー

は設置して検疫法に基づく検疫を行っております。

ただ、国内旅行者につきましては我々も今後の課題

と考えておりまして、商工部のＰＴ事務局と連携し

てですね、サーモグラフィー設置については一緒に

なって考えていきたいというふうに考えております。

○上原章委員 国内線もですね、国際線を経由して

沖縄に帰ってくる人もいるわけなんですよね。そう

いう意味では離島も含めてですね、そういった港湾、

また空港にはしっかり整えると。知事も御自分の緊

急対策に入れてるわけですので、これしっかりやっ

ていただきたいなと思います。

それと、ＰＣＲ検査についても、宮古、石垣も含

めて、本島、これもしっかり体制が整っているんで

しょうか。

○砂川靖保健医療部長 ＰＣＲ検査はですね、現在

県の衛生環境研究所で実施しております。宮古、八

重山からも検体を搬送して、そこで実施してるとこ

ろであります。

○上原章委員 よろしくお願いします。

あと、県内におけるマスク、消毒液の確保につい

て、今の不足状況、確保数、提供先等どうなってま

すか。

○砂川靖保健医療部長 必要数という形で調査をか

けておりますけれど、幾ら不足してるのかという具

体的な数量、定量的には把握しておりません。ただ、

全般的にマスクが必要ということがございますので、

これまでの対策として県が新型インフルエンザ用に

備蓄してたマスクを11万1000枚、それからこの間厚

生労働省から提供がありましたマスク１万9822枚―

これサージカルマスクですけれど、これをこれまで

に感染症指定医療機関と協力医療機関に配布したと

ころでございます。それからその後、厚生労働省の

ほうからＮ95のマスク２万枚が提供されております

けれど、そのうちの１万枚を感染症指定医療機関そ

れから協力機関へ、残りを１万枚をですね、沖縄県

医師会を通じて指定医療機関とか協力医療機関以外

の医療機関に配布したところでございます。

次に消毒液でございますが、県の備蓄それから厚

生労働省から提供のあった500ミリリットル入りの消

毒用エタノール369本をですね、感染症指定医療機関

及び医療的ケアを必要とする児童等を支援する事業

所、こういったところに配布したところでございま

す。

○上原章委員 部長、昨日実はある高齢者施設の職

員のお話をお伺いしたんですけど、手づくりのマス

クを作ってですね、あとまた再利用というか、洗っ

て、除菌してですねやってますと。また今、スタッ

フそれから利用者の方々をどう守るかということで、

現場、非常に今頑張ってるわけなんですよ。ですか

ら、県が今の医療現場、あとこういった高齢者施設、

子供たちの施設、本会議場でも言いましたけど、い

ろんな県民の食を―中央卸売市場とかですね、あと

は公共の路線バス、あとタクシー・ハイヤー、もう

いろんなところでですね、本当にしっかり守らなく

ちゃいけないところが―優先的にはそれぞれ判断し

ないといけないんですけども、絶対数、今本当に現

実に今足りないということを私も聞いてますので、

各関係団体ともしっかり連携取ってですね、今の状

況がどれだけ必要なのか、じゃあそれに対してどう

手当てをするのか。これはもう、本当に今が必要な

んで、これも時を逸するともう本当にどんどん、こ

れがもう悪い形で出てこないとも限りませんので、

これでぜひ部長も各関係機関との連携を取ってしっ

かり対応していただけませんか。

○砂川靖保健医療部長 当然そのような対応を取る

予定でございます。今、厚生労働省からですね、今

後配布される予定のマスクもございます。厚労省の

優先供給スキームで購入予定するマスクもございま

すので、こういったものは納入して即払い出した上

でですね、さらにまた発注をかけていくということ

で、必要なところ、特に医療機関でございますけれ

ど、そういうところに必要な分マスクが届くよう努

力していきたいというふうに考えております。

○上原章委員 あと、金融機関に対しての企業債務

に係る返済猶予等の弾力的な運用を要請するとあり

ますけども、実はですね、いろんな今の各業界の中

で、新たに融資、新たな借金を組む以前に、今現在

ある返済の、本当に弾力的にやっていただきたいと
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いう声があるんですよ。例えば県のセーフティーネッ

ト、これ７年返済というのもですね。例えば３年ぐ

らいこの保証延ばして、それに対して保証料を県が

持つとか。そのぐらい手当てしないと厳しいんじゃ

ないかと思うんですが、いかがですか。

○友利公子中小企業支援課長 今ありました返済期

間の延長ということなんですけれども、一応これに

ついても金融機関とですね、丁寧に調整を進めてい

かないといけない件だというふうに思っております。

○上原章委員 各地域の金融機関もですね、こういっ

た相談のその一つ一つを、この今の危機をどう乗り

越えるかという中で、実は今、この企業、また業者

さんが、今ある返済をまずはしっかり支援をして、

それから新たな今の直面している、収入が落ちてい

るものに対するこの期間の手当てをする資金繰り、

これもしっかりやらないといけない。その前提でで

すね、今ある返済をどこまでしっかり、この方々が、

ある意味では本当に追い込むことがないような環境

を整えてから、次のステップとして新たなこの、今

のコロナウイルスの影響ある資金に対してどう手当

てするかということだと思うんで、ぜひ金融機関と、

これ県が積極的に相談、早急にしていただけません

か。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

企業債務の返済猶予ということにつきましては、

せんだって３月の19日でしたか、富川副知事と沖縄

公庫、それから銀行協会のほうに訪問しまして、意

見交換をさせてもらいました。やはり金融公庫さん

もそうですし、銀行協会さんも、企業債務、まずこ

れを止める、繰入れ返済を猶予するというのがまず

１番目。それから、新たに必要となった資金につい

ては柔軟に対応するといいますか、これ国もそうで

すし県もいかに弾力的に、金利も引き下げて対応し

ておりますので、それが２番目になるだろうという

ようなお話がございました。そういった意味では県

内金融機関ですね、県と思いといいますか考えを一

つにして、中小企業対策に当たっているものだとい

うふうに考えております。

○上原章委員 県がやっている県単融資も非常に評

価してますので、それに対して早めにこの猶予の、

この企業と銀行と相談してですね。それから銀行が

独自でやってる融資を、しっかり県がこの要請をし

ていただいて、県内の中小、小規模企業、零細企業、

個人企業の皆さんをどう守るか、これ今本当に早急

な取組をしないといけないと思っていますのでよろ

しくお願いします。

以上です。

○狩俣信子委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 関連してですが、今の借入れ据え

置きとか、あるいは延長とか、いわゆる現在のこの

皆さん方が大変直面している、また困難な思いをし

ている、ここをよく御理解いただきたいと思います。

といいますのは、これまで観光産業を中心にして右

肩上がりで来たもんですから、かなり設備投資もし

ている。従業員も雇っている。しかしここにきて、

この借金を払うのもまずこれが大変だという、こう

いった現実が実はあって、そこが手当てをできなかっ

たとき、資金がショートをして倒産と。こういう悪

循環が考えられるわけです。したがって、この170億

円、160億円のこの県の今回の予算が、そういうとこ

ろにどのような形で手当てができるか。銀行協会と

か公庫とかと話し合っているというお話でございま

すが、であればどれぐらいの予算をそこに充てる予

定でございますか。

○友利公子中小企業支援課長 お答えします。

今回160億円を増額補正したことによりまして、

セーフティーネット貸付資金の融資枠が480億円分拡

大することになります。協調倍率が３倍ということ

でそういうふうになるんですけれども、この全ての

融資の申込者が、融資限度額の3000万円まで融資を

希望したと仮定しますと、1600社分に相当するとい

うことになります。ただ、全ての申込者が限度額

3000万円までということでもないのかなと―平均

2400万円相当と考えると2000社の方に融資をするこ

とができると思います。

また今回設備についてもですね、資金使途は最初

は運転資金に限定していたんですけれども、やはり

設備資金も必要だろうということで、今般ですね、

資金使途を設備資金も対象にすると。このコロナウ

イルスのですね、感染症に関してはということで、

運用も変更しながら対応しております。

以上です。

○糸洲朝則委員 運転資金も設備資金も、現在既に

苦しいんですよね。だからそこら辺をきちっと手当

てをしていただかないと、なかなか今回の不況は乗

り切れないなっていうのが現場の偽らざる声でござ

いまして、賑わっていたこのホテルが本当に、もう

見るからに随分閑古鳥が鳴いてるなっていうような

ところも見させてもらったし、そういう面では、設

備投資あるいは運転資金、これをこれからの申込み

によって、皆さん方はこれを手当てをしていく。い

わゆるセーフティーネットでそれを手当てしていく
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ということなんですが、現在抱えている、これまで

投資した設備投資とかあるいは運転資金に対する手

当てを考えてもらいたいということを先ほどから

言ってるわけですよ。そのことを、具体的に教えて

いただければ。

○友利公子中小企業支援課長 先ほど部長のほうか

らもありましたとおり、公庫さんですとか銀行協会

さんとの意見交換してお願いもしてきたわけですけ

れども、県内の主要３行にこの条件変更への対応状

況というのを確認をいたしましたところ、既に108件、

融資金額としては67億3000万円分について、この条

件変更等に応じているということを聞いております。

○糸洲朝則委員 最後になりますが、昨日今日のマ

スコミ報道でも、国は30兆円規模の対策をと。アメ

リカのほうもそれ以上の対策をという、それぐらい、

リーマンショック以上の経済的な落ち込みが想定さ

れるということで、国も対応を考えているわけです

が、当然県もこの観光業界、いわゆるコロナウイル

スに関わる今回の沖縄のこれからの経済の落ち込み

を考えたら、当然これからさらに補正予算というも

のを考えていかなくちゃならない。これは多分もう

議論を始めておられるかなと思いますが、そこら辺

に対する取組っていうのはいかがですか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けま

してですね、県内経済はかなり厳しい状況にあると

いうことで、先ほど来資金の話ですとか、雇用の話、

さらには、先般ですね、電気ガス等の公共料金につ

いても一月繰り延べというようなことが出てまいり

ました。県としましても国と連動してですね、連携

しながらありとあらゆる方策を取っていきたいとい

うふうに思っておりますし、せんだって公表させて

いただきました緊急経済対策の中の―これは需要回

復期におけるその中長期的な対応という部分では、

これ既決予算を活用しながら、また新たな対応が必

要だということが出てまいりましたら、追加の補正

予算についても検討してまいりたいというふうに考

えております。

○糸洲朝則委員 すみません、もう一つだけ砂川部

長に。昨日おとといの報道等見ておりますと、専門

家会議で懸念してるのがオーバーシュートという感

染拡大が、いきなり拡大しないかということを心配

する旨の話が出ておりました。沖縄は現在４名って

いう点から考えたら、そこら辺は心配するのに及ば

んかなと思いたいんだけど、やはり人の交流をある

いはまた物の交流というのを考えたら、そればっか

りはもう何とも言えないなと。したがって、水際対

策も大事だけど、感染拡大―いわゆるオーバーシュー

トにならんような対策っていうのが今求められると

思いますが、どのような対策をされておりますか。

○砂川靖保健医療部長 現時点では、もうオーバー

シュートという大規模なクラスター感染が起こらな

いように、国の専門家会議で言いました、クラスター

感染が起きる３要素、そういったところを避けるよ

うにですね、県民に対して行動の変容を促している

という状況でございます。

さらに、どういった対策が必要かということにつ

いては、県もですね、今25日を目途に沖縄県版の専

門家会議を立ち上げることとしておりますので、そ

ういったところで専門家の意見も聞きながら、有効

な対策を取れるように対処していきたいというふう

に考えております。

○狩俣信子委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 議論がたくさん出ていますので、

私からは２点、簡潔に行いたいと思います。

水際対策も含めて、ずっと沖縄の観光のイメージ

も含めてちょっと議論をして、これまでも、公共施

設―那覇空港とかモノレールとかの殺菌消毒、そう

いうようなものをきちっとやってアピールするのも

いいんじゃないのとか、サーモグラフィーも設置し

たらっていう議論はしてきましたけれども、今回、

取組の中にサーモグラフィーの設置の部分がありま

す。この10億円の予備費の中から充てるということ

だと思うんですけれども、どうも本会議での議論を

聞いても、設置しますっていうことでありますけれ

どもね、ここまで数日の中で、具体的にどこからど

こまで設置するのか、どれぐらいの予算を組んでる

のかっていうのがなかなか見えてこないんですけれ

ども、その辺の現時点での審議、議論の経過をお願

いします。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

本県は多くの離島を抱える島嶼県でありまして、

県内での新たな感染が発生してない状況において、

県内の移動者の玄関口である空港・港湾施設におい

て、サーモグラフィー等による水際対策を講じるの

が大変重要であるというふうに考えております。

ただ、設置しました課題としまして、まず県が設

置するとした場合に、県が移動者を監視する法的な

根拠ですとか、運用の在り方、さらには監視対象、

感染疑いのある旅客等への対応等が現在課題となっ

ています。そういったことから、空港・港湾などへ

のサーモグラフィーの設置につきましては、こういっ
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た課題があることから、現在緊急経済対策プロジェ

クトチームにおいて実施の可能性について検討して

いるところでございまして、空港、港湾の施設管理

者や関係局と調整の上、設置に向けた検討を引き続

き進めてまいりたいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 なかなか―冒頭言ったように設置

しますとは言うんだけれども、具体的にどこにどう

設置するのっていうのがなかなか出てこないんです

よね。やっぱり、今これ早くだと思います。本会議

場でもあったように、今離島は非常に飛行機も満席

だよという話も聞こえます。これまで外国のお客さ

んがいっぱいだったのが、本当に家族連れとか学生

とかそういう皆さんが、離島に避難するじゃないで

すけれども、そこでゆっくりしてるというような光

景がさま変わりしてるよっていう話もあります。やっ

ぱりそれと同時に、来ていただけるのはありがたい

んだけれども、高齢者が多い離島の中で、万が一入っ

たらっていう危惧もある。そういう意味でも、この

サーモグラフィーの設置については、今言う検疫と

は違う法的根拠がない中で、どう設置をして、どう

本当に水際対策に実効性のある仕組みをつくるの

かっていうのは、これしっかり早急に議論すべきだ

と思うんですけれども、再度お願いします。

○嘉数登商工労働部長 設置に向けては先ほどいろ

いろ課題があるということで申し上げましたけども、

これはですね、例えば空港管理者、それから国とも

調整しながらですね、設置に向けて検討を進めてま

いりたいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 もうちょっとスピード感を持って

取り組んでいただければいいなと思いますのでお願

いします。

もう一点は、セーフティーネットの件、先ほど来

ありました。また具体的に、私はこの中から１点な

んですけれども、創業を１年以上っていう縛り。こ

れについては商工会議所からも、国も３か月以上に

変えたわけだから早急に県も変えるべきだっていう

要望をしたみたいな話も聞こえるんですけれども、

その辺、商工会議所からそういう要望があったのか、

なんでこんな時間かかってるのか、お願いします。

○友利公子中小企業支援課長 お答えいたします。

一連、今の事業者についても対象としてほしいと

いう御要望については、確かに商工会議所等からも

出ている話ではありました。ただ、その当時はまだ

セーフティーネット保証とかですね、そちらのほう

でも、この３か月未満というような保証もございま

せんでしたので、単純に１年未満も対象にしてしま

うと、保証協会ですとかそのあたりでもちょっと危

険性があるというか、そういうところもございます

ので、そちらのきちんと調整をしていかないといけ

ないことでありました。

今回、セーフティー保証の４号、５号ということ

で、３か月未満と国から通知も来ておりますので、

そちらのほうについては県のほうも十分に検討して

いきたいというふうに考えています。

○大城憲幸委員 最後に部長、今の件で見解をお願

いしますけれども、３月の13日に国が３か月未満に

変えて、そしてそれに基づいて早急にやっぱり要綱

等を改正しないといけないってのは分かります。そ

して、先ほど来あるように金融機関との調整も様々

あるんだろうなっていうのも予想はします。ただ、

やっぱりずっと議論があるように、本当に中小零細

の―もう一日一日本当にどうなるかっていう思いで

やってる民間のことを考えると、先ほど課長も努力

して年度をまたがないように、４月１日からは要綱

改訂してスタートできるように頑張りますと言って

ますけれども、やっぱり本当に、あとそれまでもあ

と１週間もあるわけですから、一日でも早くだと思

うんですよね。もう職員も頑張ってるとは思います

けれども、それはもう何かの線引きするのもいいけ

れども、やっぱりとにかく一日でも早く、そういう

スケール、皆さんを救えるように仕組みを皆さん頑

張ってほしいと思うんですけれども。取組について

お願いします。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

関係機関等との調整を速やかに進めまして、年度

内改正に向けて努力してまいりたいというふうに考

えております。

○狩俣信子委員長 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

数名の県議がおっしゃいましたが、このサーモグ

ラフィーの件ですが、本日の本会議で砂川部長は、

県内は小康状態との認識があると。これ確かに小康

状態だと私もそう思います。それで、感染のリスク

はどこ、何にあるかという中で、県外からの訪問が

リスクであるというふうなことも―明確にリスクが

入ってくるのは外からだということをおっしゃった

わけです。であるならば、それに対する対策を講じ

るというのは当たり前の話だと僕は思うんですね。

それで、実はこのサーモグラフィーの件は航空会社

からも要望があります。で、緊急対策の説明の前に

航空会社からそういうことがあって、あったほうが、

沖縄の安全性っていうのをアピールできるし、実は
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行動履歴を取るような嫌疑がないといえども、把握

できる可能性があるということで、これはやるべき

ではないかということで、僕はその説明会の前に、

土建部の空港課の宮城さんにもその話をしました。

しかしながら今日の今日まで、設置の可能性の話ばっ

かりしかないので、これリスクが入ってくるところ

はもう決まっていると。分かってると。外からしか

入らないんだということです。この前石垣空港のター

ミナル社長とお話しましたが、これは設置管理は県

ですから、もし石垣で発生した場合は、航空会社の

社長が責任を取るのかと、俺は取れないよと言った

んですよ。だからその辺のところはですね、今もう

外から入ってくるリスクの件が明確に分かってるん

だから、設置の可能性ではなくてどうできるかとい

うことを考えるべきが今大事なところじゃないです

か。どうでしょうか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

サーモグラフィー等による水際対策を講じること

は大変重要だというふうに考えておりますが、先ほ

ど来申し上げているように設置においては課題がま

だクリアされておりませんので、この課題のクリア

に向けてですね、精密に調整を関係者とやってまい

りたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 25日から専門、常駐の専門者会議

というのが設置されるとお聞きしております。その

中でぜひですね、この件の明確な実施方法について

の検討と、具体的な実施方法というのを僕はされる

べきだと思います。もう外から入ってくるのをとに

かく遮断しなきゃいけない。仮に、そこでサーモグ

ラフィーで引っかかった人の行動履歴をしっかり把

握できる手だてがないとなってくると、あと訳けが

分からなくなってしまうということになって、これ

また大きな問題に発展すると思うんですね。ぜひで

すね、その辺のところを専門者会議の中で明確に、

方向性について検討されていただきたいというふう

に思います。

以上です。

○狩俣信子委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

まず初めに、前回説明会のときにも質問したんです

けど、プロジェクトチームですけれども、総務、商

工、農林、文化の統括監を中心に、富川副知事がヘッ

ドでプロジェクトチームは開催してると。３月９日

の知事の記者会見の前には４回ほど開催してってあ

りましたけども、今、知事が筆頭になってる対策本

部は設置してないという理解でよろしいんでしたっ

け。

○池田竹州知事公室長 沖縄県危機管理対策本部会

議―コロナウイルスに関するものは２月３日に設置

しまして第１回、その後、おととい３月21日まで６回

の会議を開催しているところでございます。

○西銘啓史郎委員 知事がヘッドのものはないのか。

○池田竹州知事公室長 失礼しました。危機管理対

策本部会議は知事が本部長を務めております。

○西銘啓史郎委員 このプロジェクトチーム、対策

の目的は経済対策になってますけども、先ほど商工

労働部長が、政府としては電気、水・光熱のガスの

支払いについての猶予であるとか、政府も国税の納

付だったり、税務申告、厚生年金の件もいろんな猶

予制度がありますよね。午前中というか先ほどちょっ

と聞き―あれ、窓口が違ったんですけど、土木部長、

県営住宅の家賃の減免とかそういうのは考えたこと

ありますか。

○上原国定土木建築部長 県営住宅の入居者への対

応ということでお答えいたしますが、新型コロナウ

イルスの影響による収入減に対しまして、現在実施

しております、専門相談員による相談、収入再認定

による家賃の見直し、あと家賃の減免等での対応が

可能であると考えております。現行の制度を活用し、

入居者の居住の安定に努めていきたいと考えており

ます。

○西銘啓史郎委員 何が申し上げたいかというと、

この経済対策とはもちろん企業や県民の方々ってあ

るんですけど、そこに土木部が入ってないっていう

ことが一つ―先ほど、今の既存の中でやるっていう

のは大変いいことだと思います。それを、決定して

周知をすることがまず大事だと思います。それと市

営住宅、各市町村の管轄する市営住宅についても、

どのような考え方なのか。もちろん各市町村で議論

するべきことだと思いますけれども、その辺の―要

は個人負担が大きいのは家賃であったり水光熱で

あったりそういったこともありますんで、経済対策

と同時にですね、そういったことも考えてほしいん

ですが、部長もう一度この件について、再度。いつ

ごろからどんなふうにやるか、もし分かれば。

○上原国定土木建築部長 今現在具体的な動きはな

いわけでございますが、こういった事態が今後予測

されますので、しっかり市町村含めてですね、居住

の安定に努めていきたいというふうに考えておりま

す。

○西銘啓史郎委員 それと、知事公室長、先ほど知

事をヘッドにした対策本部６回開かれてるってこと
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ですけど、これ議事録とか何か公表してましたっけ。

すみません、確認です。

○池田竹州知事公室長 お答えいたします。

議事録そのものは公表してませんが、例えば方針

を決定した場合にはその方針を公表しております。

また、今回コロナに関しましては、本部会議終了後

に保健医療部長や関係部長によるマスコミのブリー

フィングなどにも応じているところでございます。

○西銘啓史郎委員 午前中の我が会派の委員からも

ありましたけれども、やはり知事が発するメッセー

ジって私は大事だと思うんですね。県民向け、いろ

んな形で、ホームページ見てもなかなかそれが見つ

からない。対策本部も、他府県の事例を見てると知

事が本部長になってしっかり本部長訓示ってことを

出してるんですよね。これ職員に対しても。ですか

ら、知事がこういう発信をしてるよっていうのが僕

は大事だと思います。県民に対しても職員に対して

も。ですから、この辺をしっかり対応してほしいと

いうことを強く要請していきますが、どのように考

えでしょうか。

○池田竹州知事公室長 本部会議の冒頭で、マスコ

ミ、オープンのところで知事から開会のメッセージ

ということで県民含めて一応伝えているところでご

ざいます。御指摘の点については、より分かりやす

い形で県民に発信、県民だけではなくて様々な方に

発信できるように、ぜひ取り組んでいきたいと思い

ます。

○西銘啓史郎委員 続いて、文化観光スポーツ部長

にお聞きします。沖縄県の危機管理基本計画という

のが平成27年に策定されてますね。実施計画も翌年

つくられてると思うんですけど。今、この危機管理

計画に基づく状況をどのようになってるか御説明お

願いします。まず設置目的と現状についてどのよう

になっているか。お答えください。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えをいたし

ます。

御指摘のとおり、観光危機管理計画及び実行計画

がございます。観光危機管理が発生する、あるいは

発生するおそれがある際に迅速に対応するために実

行計画をつくっていまして、それに基づいて対応す

るということにしております。

それによりますと、我々実行計画の中ではですね、

例えば今回のようなことは、いわゆる新型インフル

エンザの事例を参考に、主な時系列のイメージをこ

の計画の中で打ち出しておりまして、それによりま

すと、海外発生あるいは県内未発生期、それから県

内発生早期、県内感染期、小康期の４つの時期に分

けております。それぞれの、その時期に応じた我々

の対応というのをその計画の中で位置づけていると

ころでございます。

○西銘啓史郎委員 まさしくこの基本計画書や実行

計画書に書かれてるように、部長が対策本部長となっ

て、例えばですが、対策本部だったり警戒本部だっ

たり準備態勢あると思います。今、まさしくもう危

機が発生してる状況で、その中で、もちろん各部局

横断的に先ほどのプロジェクトチームを含めてそう

いう体制を組んでるとは思うものの、その中でしっ

かり現状を把握するってことになってますよね。主

な取組の中に。ですから、知事が対策を発表した後

にコンベンションビューローから３月18日に皆さん

の手元に、要請書が副知事に来たと思います。です

から、本来はそういった関係者とのヒアリングもし

た上で対策をつくる、予算も構えるのが僕は筋だと

思うんですけど―まあ、やっていらっしゃるという

ことになるかもしれませんが、少なくともプロジェ

クトチームは４回しか開催しなくて、設置要綱によ

ると１回30分ぐらいでって書いてあるんですね。ど

こまで本当に議論してるんですか、それからお互い

の情報共有できてますかと説明会で聞いたら、いや、

幹部会は誰々なんでとかいろんな話ありましたけど、

一番大事なことは、やはり横断的に部長クラスが全

員理解をして、こういう対象を取りますであるとか、

またはいろんな団体の意見も聞いてますと、現場を

見てます、聞いてます、そしてこれですっていうの

がないと、皆さんが考えてることと現場の乖離があ

ると、せっかくつくった予算もですね、窓口―これ

は先ほど言いましたけど、不明確だと、生きた対策

にならないと思うんですよね。これ、文化観光スポー

ツ部だけじゃなくて各部共通だと思うんですけど、

それについて、文化観光スポーツ部、危機管理対策

としてどのようにお考えかもう一度。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

私どもが最初に動き出したというのは、中国で発

生したというところがございまして、おととしに麻

しんの発生がございました際に、保健医療部とかな

り情報共有しながら連携して取り組みましたので、

１月の10日の段階から保健医療部と連携しまして、

このコロナウイルス感染に向けた、事業者向けのい

わゆる手洗いであるとかですね、そういったものの

情報発信を行いました。それを１月に行いまして、

２月に入りましてですね、観光危機管理の本部の前
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に、前段階でいわゆる危機管理の情報収集の会議が

ございますので、それを立ち上げて、ビューローと

意見交換をいたしました。その際、２月18日にはツー

リズム産業団体協議会を開いて、ビューローの呼び

かけで各主要の観光メンバーが集まって会議を行い

まして、我々もそこにオブザーバー参加して、業界

の意見を聞き、我々なりの県としてのいわゆる保健

医療部が対応している対応策等について県の取組な

どを紹介いたしました。

それから先ほど知事公室長からもございましたよ

うに、本部会議が設置された段階で、観光について

も危機管理本部に格上げをいたしまして、県のいわ

ゆる本部会議終了後の30分から１時間をめどに、

ビューローと私どもで観光危機の会議を行っている

ところでございます。直近で言いますと先週土曜日

に、新たにスペインから帰国したいわゆる10代の女

性の感染が分かったという段階で、改めてビューロー

と意見交換などを行っております。

そういった中で、３月13日に私どもＰＴを中心に

した対策を打ち出しておりまして、その中では、中

長期の取組としてプロモーションなどを打ち出して

おりますが、それはまさにこれまでビューローが観

光業界の皆様から聞き取った情報あるいは意見交換

した内容を反映させているというところでございま

す。引き続き、業界の皆様の意見を直接聞くことも

ございますし、またビューローを通じてまとめても

らって、そういった対応に当たっていきたいという

ふうに考えております。

以上でございます。

○西銘啓史郎委員 私も、平和通りの商店街や通り

会の方々と意見交換もしてまいりました。その中で

も一つあったのが、やはり平和通りとかにはクルー

ズの客も多かったこともあり、外国人が多いという

ような―実際にはそうじゃないですよ、実態今は。

でもそういったことがあって、風評被害についても

非常に恐れていました。で、この危機管理計画の中

にも、風評被害対策というのが目的に入っています

ので、正しい情報をタイムリーに、そして過度に恐

れず、かといって侮らずですね、しっかりこれを県

民全体で共有できるものは共有をしていかないと―

もう、何ていうんですかね、変な情報だけがインター

ネットの普及によって、間違った情報が出ていくん

で、正しく理解をして正しく恐れて侮らないってこ

とを、県としてもしっかり広報発信していただいて、

観光産業の方々にも、今を乗り越えれば必ず春は来

るということを明確に申し上げていただきたいと思

いますんで、何か部長、最後にお願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 委員御指摘のと

おりだと思います。我々の日本語のみならず、やっ

ぱり多言語でそういったことを情報発信する必要が

あると考えております。ビューローのサイト、県の

ホームページ等々ですね、活用して適切な情報発信

に努めてまいります。

○嘉数登商工労働部長 今般の緊急経済対策プロジ

ェクトチームですけども、これの設置目的、これは

影響が今後の県内経済に及ぼす影響ということに対

してですね、関係部局がその緊密な連携を図って対

策を取っていこうということで立ち上げております。

まずそのＰＴの構成、先ほど商工労働部、文化観光

スポーツ部、農林水産部としておりますけども、我

々はですね、産業振興とか中小企業支援、観光振興、

農林水産物の流通販路拡大等というのはですね、早

期にその影響が出てくるであろうと。いち早く手を

打たなければいけない、対策を考えるべきであろう

ということで、今回そういうメンバーでＰＴを立ち

上げておりますけども、先ほど委員から御指摘があ

りました、公共料金の設定の繰延べの問題ですとか、

公営住宅の家賃の問題、いろいろ出てきております

ので、３月９日の時点でまとめた緊急対策が最終形

ではなくて、これから国のほうからもいろいろ経済

対策が出てくるでしょうし、それからこれをまとめ

るに当たって、我々は商工会、商工会議所の会員企

業からのヒアリングをしまして、アンケートをと取

りまして、そういったものを取り込みながらこの緊

急経済対策というのを取りまとめております。追加

的に必要になる分については、当然この緊急経済対

策に織り込みながら、場合によっては追加の補正予

算という形で膨らませていこうというふうに考えて

おりますので、先ほど議員から御指摘のあった、土

木が入ってないっていう話ですとか、他部局が入っ

てないねという話は、今後、多方面にわたって対策

が必要になってくるかと思っていますので、そこは

情報も共有しながら連携して取り組んでまいりたい

というふうに考えております。

○狩俣信子委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 今、県の職員はじめ各種企業、経

済団体本当に大変だなというのは非常に痛感いたし

ます。コロナ対策はしないといけない、経済支援も

やらないといけないと。本当に皆様方も大変なのは

よくお察し申し上げます。

そこでですね、ちょっと支援策について別の角度

からお尋ねしたいんですが。債務負担行為がありま
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すよね、補正。今年、当初予算では３億8800万円だっ

たのが、26億9200万円増えたこの要因は何でしょう

か。

○友利公子中小企業支援課長 お答えいたします。

債務負担行為のこの債務負担額なんですけれども、

この決め方、方法ですね。あと、こちらのほうは今

回セーフティーネット資金が増額になったことによ

りまして、増えているものなんですけれども、令和

２年度の当初の設定が３億8000万円余りですが、今

回貸付金を160億円の補正をすることになります。そ

れに協調倍率ということで３倍を掛けて融資枠が出

ますが、そこにまた事故率ということで20％を掛け、

そのあとまた沖縄県の損失補償の負担率というのが

あるんですけれども、それを掛けて、最終的に23億

400万円という数字が出てまいります。それが増額分

ということになります。

○又吉清義委員 もっと分かりやすく言えば、要す

るに160億円のセーフティーネットを融資すると。そ

してそこに損失補償として、全員がこの受けた融資

の返済は無理だと。そうですよね、もしかして。で

すから損失補償ですよね。ですから、これを皆様も

返せないものをそのままにしちゃいけないと。信用

保証協会も危険な目に遭う、経済も大変になる、と

いうことでこれ入れてる予算だと私は理解しており

ますが、間違いないですよね。

○友利公子中小企業支援課長 そのとおり、保証協

会が代位弁済をするというところに関しての債務負

担行為ということになります。

○又吉清義委員 何も、これは悪いとかでなく、確

かにこれやるべきだと思います。そこで、このよう

に23億円も今年損失補償を入れるということは、私

は皆さんにお願いがあるな。160億円の融資を受ける

方、金利0.9％出ますよね。23億円の中から、逆に出

してあげて、無利息にしてあげたらどうですか。そ

して、なおかつ、返済期間も７か年じゃなくて20年

スパンでやってあげると。借りる側はもっと楽にな

りますよ。実際損失補償、皆さん既に23億円予想し

てるんですよ。160億円の0.9％の利息ってどのぐら

いになるんでしょうかね。10億円余りじゃないです

か、15億円ぐらいじゃないですか。

○友利公子中小企業支援課長 お答えいたします。

この融資利率なんですけれども、県のほうでは、

全国知事会を通しまして、国に対して政府系金融機

関の融資だけではなくて、この都道府県の制度融資

ですとか、セーフティーネット保証４号を利用した

民間金融機関の融資についても、利子補給制度です

とか、保証料補助制度の創設というのを今要望して

いるところでございます。また、今現在ですね、こ

れとは別にこの県融資制度の中小企業セーフティー

ネット資金についても、この中小企業者、金利負担

があるということで、金利負担のさらなる軽減に向

けてですね、金融機関のほうとも今調整を行ってい

るところでございます。

○又吉清義委員 これはこれでよしとしていいです

よ。ですから、県自らもですね、既に損失補償とし

てやってるんだから、もっと踏み込んでいただきた

いなと。もう一歩ですね。そうすることによって、

この県内各種の企業であり、中小企業であり、さら

に私は救うことができると思います。

ちなみに企画部長もいらっしゃいますけど、沖縄

県の県民総生産、今のピッチでいくと何％に、どの

ぐらいの額になるか御存じでしょうか。

○宮城力企画部長 平成28年度で申し上げますと、

４兆2800億円となります。

○又吉清義委員 経済損失がある中で進んでいった

らどのようになりますかと聞いてるんですが、それ

は分かりますか。

○宮城力企画部長 今回、新型コロナ感染の拡大に

よる県経済への影響についてということで、総合事

務局の法人企業景気予測調査、東京商工リサーチの

調査あるいは観光コンベンションビューローが公表

した推計等々が示されておりますけれども、今回の

影響については、これまで、例えばリーマンショッ

ク等がありましたけれども、匹敵するあるいは超え

る経済危機というふうに認識しておりまして、県内

のあらゆる産業についての影響が大きいということ

から、これが長期化した場合は県経済にとっては、

かなりの下方リスクになると。詳しい数字について

は申し上げられませんけれども、ということになろ

うかと考えております。

○又吉清義委員 本当に、詳しい数字はもう恐ろし

くて言えないぐらいですよ正直言って。ですからこ

の中で私たちはいろんな水際対策をする、企業支援

事業をする。その中で、県が果たしてどのぐらいの

財政力でどのぐらい支援ができるか。これがしっか

りしないと、私は企業に対してですね、支援します

支援しますと言ってもこれできないと思いますよ。

具体的に財政課長もお見えですけど、新年度予算、

３基金で約400億円余りあります。沖縄県の財政を健

全な運営する中で、この３基金から一体どのぐらい

までは拠出することが可能なんですか。そういった

議論等も話し合ったことありますか。
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○武田真財政課長 議員が御指摘のとおり、今回予

備費で10億円を計上して、その財源として財政調整

基金を取り崩した形で対応させていただいておりま

す。そうしますと、今現在の補正予算も含めた形で

の、令和２年度の主要３基金の残高は390億円になり

ます。過去の年度末残高で見ますと、このレベルと

いうのは平成の17年あたりに三位一体のかなり厳し

い時期の残高になろうかと思います。その頃が約

300億円ですので、それよりは少し今現在は持ち直し

ている感じがしますが、今後、追加の補正等々ござ

います。その際にはやはり財政調整基金の取崩しで

あるとか、また令和元年度の決算剰余金、そういっ

たものを活用することになろうかと考えております。

○又吉清義委員 ぜひですね、本当に県の財力でど

のぐらい拠出することができるか。これが皆さんしっ

かりした数字が出てこないと、各部内の共通意識を

持たないとですね、水際対策、マスク問題であり、

サーモグラフィーであり、いろんな支援は私は難し

いかと思いますよ。こういった対策をするのはお金

かかるんですよ。お金かけなければいいですよ。予

算伴いません。だから予算を伴う、予算でやはり最

小限の経営で最大限の効果を出すためにどうあるべ

きかと。今こそ全庁体制で我々政治家も一緒にこれ

皆さんやらないと。無理・無駄なものは省く、先送

りをする、そういう腹構えなしで私は乗り越えるこ

とはできないと思います。ぜひ部長、いっぱいいらっ

しゃいますけど、そのような話合いですね、本当に

県の財力としてどのぐらいを県が支援策として出す

ことができるか、ぜひ話合っていただけませんか。

一度も話し合いはないと私は確信しておりますが、

いかがですか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

当然ながら事業を執行してくれれば財源をいかに

確保していくかというのが肝要だというふうに思っ

てます。先ほど財政課長から、財政調整基金の取崩

しで今回補正予算を組ませていただきましたし、今

後のことも―財政調査基金もございます。

一方で、先ほどの決算剰余金の話もございました

ので、そういうふうな執行もしっかり考えていきな

がらですね、財源を確保しつつ県がやるべきコロナ

対策については取組を進めていきたいと思います。

以上です。

○又吉清義委員 確かに決算状況は９月にしか出な

いですよ。そしたら皆さん今、４、５、６、７、８、

９ほったらかすんですかと。大変ですよ。決算に入

るお金90億円余りですよ皆さん、一般会計に入るの

は。そういうのは見越して、やはり早急に県として

どのぐらい予算使うことができるかですね、ぜひ頑

張ってその辺の結論を早めに出すことによって、支

援する企業でありいろんな対策であり、できると思

います。予算なしでできるんだったら別ですが、予

算伴います。今の対策について。そういった意味で

ですね、ぜひ早急に頑張っていただきたいというこ

とをお願いして終わります。

以上です。

○狩俣信子委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 見えないものとの戦いっていうのは

大変だと思っております。非常に不安がってる県民

もいれば、それに対応する職員や、またそういった

意見を聞く我々も一緒だと思ってますんで、そこは

しっかりと乗り切るところはみんなで乗り切ってい

く体制でですね、ひとつ頑張っていきたいと思って

ますんで、よろしくお願いしたいと思ってます。

いろんな質問ありましたけれども、やっぱり実際

の今の現状、先ほどもありましたけれども、この空

港や港湾へのサーモグラフィーあるんですけれども、

空港、まず空港はもう完璧な状態ですか。どうです

か。

○上原国定土木建築部長 お答えいたします。

国際線が就航する―もちろん那覇空港もそうです

けれども、新石垣空港や下地島空港におきましては、

検疫所がサーモグラフィーによる、到着客の発熱チ

ェックを行っているほか、ポスターの掲示や旅客へ

の健康カード配布による自己申告依頼を行い水際対

策に努めております。ですから、先ほど来商工労働

部長が答弁しておりますけれども、国内客に対する

対応、旅客に対する対応につきましては今後対応し

ていく必要があるという状況でございます。

○島袋大委員 今現在では、宮古も石垣も設置して

ないということの理解でいいんですか。

○上原国定土木建築部長 国際線のですね、旅客に

ついては検疫所を設置しております。ですから新石

垣空港の国際線旅客のターミナルビル、また宮古検

疫におきましては、宮古空港ではなくて下地島空港

が国際線に対応しておりますので、そこではまた国

際線のターミナルビルでもってその対応がしっかり

行われているということでございます。

○島袋大委員 なぜ僕がこれ確認するかっていうと、

石垣は８割近く観光の入客数は増えてるという数字

を聞いてるんだけれども、宮古は横ばいという話な

んですけれども、このコロナウイルスが出たときに

ですね、国内、国民がですね、やっぱり沖縄は数が



－447－

少ないから、まさしく春休みも近い中でですね、こ

こに移ってこようという流れが出てるっていう可能

性は高いんですよ。だからこそ、水際対策として国

内便もですね、しっかりとやるような体制をしない

と、今現状ではいいような状態になってるんだけれ

ども、そこを離島からそういう形で、もしくは何か

あった形で増えてきた場合にはですね、離島は病院

関係も大変だと思いますから、その意味でそういっ

たサーモグラフィー含めてですね、対策の個数を増

やしてやるべきじゃないかという意味なんですよ。

だから文化観光スポーツ部は分かるように、石垣は

数字は伸びてると思いますよ、観光は落ち込んでな

いんだから。だから理由として、国内観光客が増え

てるという、どういう意味で来てるかっていうのも

チェックしないといけないわけですよ。これなかな

か大変だと思うんだけれども、であれば一番先に、

国内線の空港のそういった離発着、出入りするとこ

ろ、手続するところに、そういった設置を急務にす

るべきじゃないかというふうに僕の思いなんですけ

どどうですか。

○宮城力企画部長 まず沖縄県に出入りする空の玄

関口といいますと那覇空港になろうかと思います。

那覇空港の国内線においても、現在のところサーモ

グラフィーの設置をしていないんですけれども、先

ほど商工労働部長が言いましたようにもろもろの権

限等を整理した上でですね、ＮＡＢＣＯ―那覇空港

ビルディング株式会社さん、それから航空会社と協

議した上で、国に対して早急に要請してサーモグラ

フィーの設置が可能になるように対応していきたい

というふうに考えております。

○島袋大委員 だから、那覇空港が玄関口かもしれ

ませんけど部長、今宮古、石垣は直行便が来るんで

すよ。だからそこが僕一番気になっているところで

あってですね、ここはもう皆さん方このＰＴで議論

をして、とにかくこの予算を確保してやるというよ

うな形が一番いいと思うんだけど、やっぱり病院の

立場として局長どう思いますか。水際策としてこれ

やる―だから、駆け込まれるのは病院だから。宮古、

石垣病院になるんだから、そこは水際対策をやった

ほうがいいんだっていうことがあるんだったら言っ

たほうがいいですよ。何で、これは重要さ。幾らも

しないんでしょ。だからこういうの置いておけば別

にいいさ、何で。

○上原国定土木建築部長 今、企画部長が那覇空港

のお話をさせていただきましたけれども、当然新石

垣空港、宮古空港含めてですね、離島の県内旅客に

ついても那覇空港と同様の対応が必要かと思います

ので、連携しながら協議を進めていきたいと考えて

おります。

○島袋大委員 ですから昨日の発表の件もあるんだ

から、那覇空港に入ってきてどういうふうに―いろ

んな面でチェックできるような体制やったほうがで

すね、いろんな形での感染の広がりっていうのを防

ぐことが可能となる可能性が高いんだから、そこは

ひとつ皆さん方頑張っていただきたいなと思ってま

す。

あと１点は、やっぱりコロナウイルス関連で沖縄

の中小企業が倒産したっていうことは言わせないた

めにもですね、やっぱりこの中小企業の零細の皆さ

ん方には、融資関係はしっかりとやっていただきた

いというふうに思っております。これが新型コロナ

の影響で倒産してしまったよと言ったらですね、大

変な、長引くような、これからの沖縄のダダダダダっ

て連鎖的にいくような可能性が高いもんだから、そ

こはひとつ頑張っていただきたいなと思うんです。

やはりこの融資関係で、ほかの面で借入れしてるん

だけれども、つなぎ資金を求めて、その借入れして

るところが若干支払いが怠ってですね、なかなかき

つい中につなぎ融資をお願いしますって言われた場

合には、そのチェック機関が非常に重たい腰がある

かもしれない。だけどそこは、ほかの返済があって

も借りることは可能だけれども、実際貸せるのは事

業内容の返済能力等の審査がしっかりとやった後に

ですね、長期にこれしっかり伸ばすなり、その議論

というのは大事かもしれませんけど、その辺は担当

部署の中で議論されてませんか。

○友利公子中小企業支援課長 お答えします。

御質問の件ですけれども、この県の融資制度にお

きましては、従来から金融機関や沖縄県の信用保証

協会が債務者の状況を踏まえ、必要に応じて既存融

資の条件変更等を行っております。今回この新型コ

ロナウイルスの影響っていうのは大きなものがござ

いますので、適切に対応しているものと思っており

ます。

○島袋大委員 国の対策っていうのは30兆円で発表

されたんだけれども、日に日にこの国のいろんな融

資機関とか含めてですね、いろんな内容がですね、

日々変わってきてるんですよね。だからその辺はい

ち早く県はキャッチしていただいてですね、そこを

しっかりと県民に伝えるっていうのが大事なんだけ

れども、毎日のように我々もいろんな新しいものが

出てくるもんだから、そこを我々が精査するのも大
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変なんですよ。で、その担当部署の県の職員だって

もう大変だと思ってます。だから、そこをいち早く

県民に伝えるためには、やっぱりその所属の銀行や

商工会、商工会議所もろもろあるんだけれども、そ

こで窓口の皆さん方の職員を増やす体制も含めてで

すね、早急にやるべきだということで指摘してきた

けども―やってるという内容を聞いてるんだけれど

も、実際どれくらいの人数を増やしたっていうのは

数字は出てるんですか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

確かに商工会等の支援機関のほうにおいて事務負

担がかなり増加しているというふうなことは聞いて

おりまして、我々のほうでもこの事務負担の軽減に

向けてですね、例えば事務補助員の補充支援ですと

かはそういったものについて現在検討を進めている

ところでございます。

○島袋大委員 もう閉めますけど、やっぱり春休み

に入ったときにですね、いろんな形で数が、ここに

沖縄に来る方増えてくるはずですから、ぜひとも空

港のこのサーモグラフィーの早期設置ですね、ひと

つ詰めていただいて議論していただいてですね、水

際対策が重要だと思いますからひとつお力添えをよ

ろしくお願いしたいと思ってます。

終わります。

○狩俣信子委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

この補正予算ですね、170億円ありますけれども、

これはコロナウィルス感染防止対策、同時にまたコ

ロナウイルス感染問題で県民へ、県政に影響を与え

ますから、その影響を改善するためのものとして私

は捉えておりますけれども、それでいいですか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

３月９日に県が出しました新型コロナウイルス感

染症等に対する緊急対策、また３月10日の国の新型

コロナ感染症緊急対応策の第２弾、それに対応する

ためにということで補正予算を計上したところでご

ざいます。

○照屋守之委員 それで、県民の命を守るというこ

とが１番ですね。県民の暮らしを守る、で２番目。

３番目は経済の再建―再建という言い方はあれです

けれども、とにかく経済を再建しないといけないと

いう。そういうことだろうと思いますけれども、こ

れは進めていく上でですね、先ほどありましたよう

に公室長がおっしゃってた対策本部ですね、非常に

大きなウエートを持つと思います。やっぱり対策本

部でですね、コロナウイルス感染の防止策をどうす

る、あるいはその他の影響をどうするというふうな

意思決定が必要だと思いますけれども、本会議で見

ていてでもですね、私はこの危機的な状況に対して、

県知事のメッセージがあまりないですね。私が質問

してもあまり答えてくれない。やっぱりこれは県民

の命を守る、暮らしを守るということですから、県

知事の決断というか、その覚悟というか、そこが必

要だと思うんですけどね。あまり県知事のそういう

ようなメッセージというのは、伝わってきませんけ

ど公室長、どういうことですか、対策本部で。

○池田竹州知事公室長 先ほども申し上げましたが、

冒頭、対策本部会議は公開をして、その部分でマス

コミにも情報提供しているところでございます。ま

た、それ以外にも感染が確認された場合の知事メッ

セージなどはその都度発出してるところでございま

す。引き続き感染拡大防止に向けて、あるいは様々

な形で知事のメッセージをきちんと発信していくよ

うに努めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ３月20日に県外、海外旅行からお

帰りになった方が感染しましたね。先ほどの説明で

は何回も対策本部を立ち上げてやってるって言って

ますね。で、日本も、あるいは世界でも同じような

形でそういう状況が起こっていて、海外から渡航で

きないとかいろんなそういうふうなものをやってま

すよね。本来はそういう対策本部の中できちっと整

理をして、県民にそういうものを伝えていく。学校

もお休みになったというふうなことからすると―教

育長もそういうことはお願いはしてないんだけどと

いうことでしたけれど、本来は対策本部できちっと

そういうものをやって、県民に対して、そういう海

外に対する旅行とかっていうふうなものについての

ね、やっぱりメッセージは、本来はもっと前にあっ

てしかるべきだったんじゃないですか。どうですか。

○平敷昭人教育長 これ、県民全体でということで

はないんですが、２月の28日に一斉の臨時休業を決

定して通知した際にですね、その中で保健管理に関

することという項目の中で、新型コロナウイルスの

感染の拡大を防止するための臨時休業の措置である

という趣旨を児童生徒に理解をさせて、人の集まる

場所等への外出を避けてくださいと。基本的に自宅

で過ごすよう指導してくださいということを、各学

校、また市町村教育委員会にもその県の決定を周知

させていただいたところであります。ただその中で、

海外旅行とかですね、その辺の明確な言葉はなかっ

たということでありますが、基本的にいろんなとこ

ろに出かけるよりは自宅で過ごしていただきたいと
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いうことを申し上げたところではございます。

○照屋守之委員 ですから海外からお帰りになって

感染したっていう事実があっても、県知事として県

民に対してメッセージを送ってないじゃないですか。

海外から入ってきたんでしょ。これこそまさに対策

本部として、知事が県民に対してこういう状況です

からぜひお考えください、お願いしますということ

は、メッセージとして明確に送らないと。幾ら補正

予算組んで感染防止対策つくったって、影響のある

予算組んだって、肝腎要、県民に対するそういうふ

うなものがなければなかなかできないんじゃないで

すか。ですから私が申し上げてるのは、県知事とし

てしっかりやっぱり防ぐという、いろんなところの

状況がありますから、それを対策をするという。こ

れが基本だと思いますね。

同時にですね、なぜ、県知事と市町村長、41市町

村長、このコロナウイルスの件できっちり一つに集

まって話合いをし、県の役割それぞれの市町村の役

割、県民を守り市町村民を守るという、そういうふ

うなものがなぜなされてないんですか。

○池田竹州知事公室長 まず、危機管理本部対策会

議を通した取組として、全庁的な各部局情報共有と、

当然、関係市町村、関係団体と情報を共有して対策

を今取っているところでございます。そういった形

で、市町村も含めた情報の共有というのは図ってい

るところでございます。このような形でまた引き続

き、県全体の対応については、取り組んでいくこと

になろうかと思います。

○嘉数登商工労働部長 私のほうからは産業振興の

部分でのお答えをしたいと思います。商工労働部、

それから文化観光スポーツ部、農林水産部、これは

そこで関係する部局ということでＰＴをつくってお

りますけども、主に中小企業支援機関、商工会と商

工会議所、それからもろもろの団体がありますので、

そういったところとの意見交換を進めているという

ことと、あと金融機関ですね。そちらのほうとも、

先ほど来答弁させていただいておりますように、企

業債務の返済猶予等の部分についても意見交換をさ

せてもらっております。それから今週になりますけ

ども、実際のその商店街振興組合等とですね、そこ

にも行きまして、どういった点でお困りになってる

かということについても細かく意見交換していきた

いというふうに考えております。

○宮城力企画部長 まず、知事と三役の対応なんで

すけれども、来週沖縄県の経済団体会議、12団体の

代表の皆様と今回の経済対策についての意見交換を

する予定としております。加えて、毎年連休前に41市

町村長並びに41市町村の議会議長と県の三役をはじ

め、各部局長が一堂に会した沖縄振興拡大会議とい

うものを開催しておりますけれども、今年はこの新

型コロナウイルス感染症の対策ということで会議を

今予定しているところでございます。

○照屋守之委員 これはですね、その前にやるべき

ですよ。県知事と41市町村。で、何かお願いしたら

市町村も協力しながらやるというわけでしょう。こ

の非常事態ですよ。県知事と41市町村長、しっかり

確認して、連携して、県がやるべきこと、市町村が

やるべきこと、で県民を守る、市町村民を守ってい

く。そういうふうなものをですね、暮らしを守る、

経済的な再建も含めてですよ連携してやらないとい

けませんよ。これですね、県政不況の様相を呈しま

すよ。これ、本音―性根でやっていかないとですね。

ですから貸付けもいいです、損失補償とか給付金と

か、そういうことも含めてですね。で、同時に土建

部はですね、公共事業、予算組んでやってください。

観光産業厳しいですからね。それに代わるような新

たな県経済をつくらんといけませんよ。そう思いま

せんか。ですからやっぱり、国が30兆円という規模

ですから、県も2000億円ぐらいの、そういうふうな

ものをですね、打ち上げて２次、３次、４次という

形でやっていかないと、これ県政不況になってしまっ

たら駄目ですよ。それを防ぐ手だてを講じていく。

県知事を中心に、そのコロナウイルス感染を防止を

する。そこはですね、ぜひよろしくお願いします。

以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、甲第36号議案の補正予

算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

どうぞ御退席ください。

（休憩中に、執行部退席）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、明 ３月24日 火曜日 午前10時から委

員会を開き、令和２年度当初予算及び同補正予算に

係る議案の採決を行います。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月24日（火曜日）

開 会 午後２時45分

散 会 午後３時10分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 令和２年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和２年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和２年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和２年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和２年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和２年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和２年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和２年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和２年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

12 甲第12号議案 令和２年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和２年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

14 甲第14号議案 令和２年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

16 甲第16号議案 令和２年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和２年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

19 甲第19号議案 令和２年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和２年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和２年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和２年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和２年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和２年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

25 甲第36号議案 令和２年度沖縄県一般会計補

正予算（第１号）

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

3ii4

（開会前に理事会を開催し、新型コロナウイ

ルス陽性患者の発生状況等について執行部

の報告を求めることで意見の一致を見たた

め、委員会において保健医療部長から説明

を聴取し、質疑を行った。）

○狩俣信子委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算議

案24件及び甲第36号議案の補正予算議案についてを

一括して議題といたします。

ただいまの議案に対する質疑については全て終結

し、採決を残すのみとなっております。

予算特別委員会記録（第７号）
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休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決の順序及び方法につ

いて協議を行った。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

島袋大委員。

○島袋大委員 この際、甲第１号議案令和２年度沖

縄県一般会計予算に対する修正動議を提出いたしま

す。よろしくお願いします。

今、お手元に修正内容のこの文章を含めて提出さ

せていただいております。

ただいま配付をいたしました、甲第１号議案に対

する修正案を御覧ください。

別紙を読み上げます。

令和２年度沖縄県一般会計予算の一部を次のよう

に修正いたします。

第１条の第１表、歳入歳出の予算の中から、歳出

（款）２総務費を725億3219万1000円に、（項）１総

務管理費を211億6033万7000円に、（款）７商工費を

361億5945万1000円に、（項）３観光費を48億1123万

円に、（款）14予備費及び（項）１予備費を、それぞ

れ３億8958万1000円に改めます。

なお、歳入合計、歳出合計は変わりません。

また、詳細は修正後の令和２年第１回沖縄県議会

（定例会）議案（その１）及び当初予算説明書を御

覧になっていただきたいと思っております。

次に、修正内容について簡単に申し上げます。

修正内容は、知事公室所管の（事項）基地対策調

査費の中のワシントン駐在員活動事業費7373万

2000円を減額いたします。

文化観光スポーツ部所管の（事項）国際交流事業

費の中の万国津梁会議費2432万5000円及び（事項）

コンベンション振興対策費の中の大型ＭＩＣＥ受け

入れ環境整備事業9152万4000円を減額。

また全て予備費に同額を増額するものであります。

次に、簡単に提案理由について申し上げます。

まず最初のワシントン駐在員の活動費であります

けれども、過去に我々自民党も長らくこのワシント

ンの駐在活動費は修正を入れてまいりました。その

中で、いろんな面でのワシントンの活動内容も、議

会一般質問や代表質問等でも議論をしてきましたけ

ども、いまだかつて中身の内容が理解できないよう

な状況であります。ましてや今回、新しく次年度か

らワシントン事務所の所長が替わるそうであります。

その中で新聞報道を見ますと、新しい所長の就任の

内容は、海外事業もろもろ含めてやった中でですね、

語学が堪能であってこれで就任すると言ってるわけ

であります。前任の今現時点での所長の運天さんは、

我々は語学がなかなか難しい中でワシントンの所長

としてできるのかというような指摘もありましたけ

れども、大丈夫だと言って執行部はそこで就任をさ

せたわけでありますけれども、今回の入れ替わりに

関する人事に関しましては、新しく就任する方が語

学が堪能だから任せていきたいと。ということは前

任を否定するような形になるんですよ、執行部は。

これは非常におかしいということであります。まし

てや、現状の今の所長が今度次の人事で移動する場

所は―対アメリカに対していろんな面で交渉権を

持ってやってきたという、やっていくという所長の

クラスがですね、今度畜産振興公社の理事長に就任

すると。こういうですね、人事の在り方でいいのか

と。この、対アメリカに対して議論してきたことを

ですね、そこの中枢の知事公室に入れるのは分かり

ますけれども、まあ職員ですからいろんな人事があ

るかもしれません。その中でしっかりとやって、い

ろんな面でこれからの交渉で人材をつくっていくか

なと思ったら、真逆の全然違う部署のほうに就任す

るという。あからさまにですね、このただ単にワシ

ントン事務所を設置してるんじゃないかなというの

が、あからさまであります。ですから、そういった

意味で我々はいかがなものかなと思ってます。

次、万国津梁会議の予算でありますけれども、新

年度予算に関しましても我々は事業をしっかり決め

てからやるべきだと言っておりました。５事業の中

で２事業は決まってますけれども、いまだに３事業

は決まっていない。監査にも指摘を受けているよう

にですね、これから新しくやる事業に関しましても、

しっかりとした手続を踏んで、事業をしっかりとし

た後にですね、予算執行するべきだとずっと言って

きておりましたけども、次年度も相変わらず内容が

明確にされないまま予算を執行しようとしている。

これはいかがなものかということであります。

次、ＭＩＣＥの和解金に対する予算の減額であり

ますけれども、我々経済労働委員会でも議論してま

いりました。この事業に関しましては、県費で、県

民の税金で和解金が出てくると。非常におかしい話

であります。その中で周辺のこの各自治体の首長を

中心としたサンライズ協議会というものがあるわけ

でありますけれども、その中でですね、ＭＩＣＥ事

業の議論はされたかっていうことありましたけれど

も、全くされておりません。そして、部長自らがこ

こ首長のほうに説明したと言っておりますけれども、

何のためのサンライズ協議会かっていう意味が分か
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りません。そこでもしっかりと議論もされておりま

せん。そして、このＭＩＣＥ事業に関しましては、

一丁目一番地の肝いりの政策と言っておきながらで

すね、対政府に対しても交渉していくと言っておき

ながら、じゃあ今まで何度、対政府に対してＭＩＣ

Ｅ事業の直接交渉に行ったかということを確認しま

すと、何と３回しか行っておりません。翁長知事の

ときに２回、玉城知事が就任して１回。３回しかな

い中で政府に要請してきたと。通常の国庫予算に盛

り込んだ予算は何回もしてるけれども、政治決着だ

よって何度も我々言っている中でですね、これもで

きないままですね、３度しかこの事業に関しては政

府と議論をされてない。まさしくですね、できなかっ

たら人のせいにするというやり方はいかがなものか

と思っております。それでしっかりと、それを問い

ただす意味でもですね、我々は修正案にしたいと思っ

ております。

以上を理由に、関連予算の減額及び増額する修正

案を提出したいと思っております。

委員各位の御賛同を、よろしくお願いしたいと思っ

ております。

○狩俣信子委員長 ただいま、甲第１号議案令和２年

度沖縄県一般会計予算に対する修正動議が提出され

ました。

なお、修正案は、お手元に配付してあるとおりで

あります。

それでは、まず、甲第１号議案令和２年度沖縄県

一般会計予算に対する修正案を議題といたします。

提案理由説明は、省略いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、質疑、意見・討論を行うかを確

認）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

これより、甲第１号議案の採決を行いますが、そ

の前に意見、討論等はありませんか。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 先ほど修正の動議が示されて、そ

の内容についてワシントンに対する減額、万国津梁

会議に対する減額、ＭＩＣＥに対する減額というこ

とでの理由が述べられました。まずＭＩＣＥについ

てですが、このＭＩＣＥ契約については交付決定と

いう契約の条件が満たされなかったことから、やむ

を得ず県と落札者の協議の上で、その部分について

の費用が発生するということです。交付決定がなけ

れば契約できない仕組みの中で公募したという事実

があり、県の責めに期すべき事由はないと落札者も

同意されてるということですので、しっかりとこれ

を踏まえて支払われるべきものだというふうに考え

ています。

それから、ワシントン事務所の件ですが、人事に

関する意見も述べられましたが、ワシントン事務所

については過重な基地が沖縄の中にあってですね、

しかも基地があるがゆえの米軍人・軍属による事件

・事故、その被害が沖縄県民に現在あると。それを

直接米国に伝えるために、これまでワシントン事務

所を通して沖縄の情報、事情、実情を正確に届けて

きたわけですから、この事件や事故、過重な基地の

負担軽減がない以上ですね、ワシントン事務所を廃

止してしまうということについては、これがもう全

てなくなってしまったんだというような間違った

メッセージになりかねないというふうに思いますの

で、改めて普天間飛行場の辺野古移設の問題も含め

てですね、県民の声を直接届ける必要があると思い

ますので、ワシントン事務所の減額についても反対

をしたいと思います。

それから、万国津梁会議ですが、いよいよ復帰し

て50年という節目を目前にですね、21世紀ビジョン

の基本的理念を総仕上げでつくり上げていこうとい

う中で、有識者の意見を聞きながらそこに反映させ

ていくということですので、これについても必要な

予算だというふうに思いますので、先ほどの修正案

にはこの３つの視点から反対をしたいというふうに

思います。

○狩俣信子委員長 ほかに意見、討論等ありません

か。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 私は修正案に賛成の立場から討論

します。

まず１点目のワシントン事務所の設置ですね。ワ

シントン事務所を設置して県の職員を配置して、毎

年１億円ぐらいの予算を使ってるんですね。ところ

が、残念ながら、今沖縄県政の大きな課題になって

おります辺野古、普天間問題、解決しておりません

ね。あるいはまた事件・事故、これも解決しており

ませんね。県民の立場からすると、これだけ毎年予

算をかけてですね―あるいは先ほどもありましたよ

うに人事の問題もあります。これだけ予算をかけた

ら、この沖縄県の基地問題、基地の整理縮小とかで

すね、それが具体的に進む―これ何年やっておりま

すか。そういうことを考えていくとですね、本当に

何のためにお金をかけて職員を配置してという、県

民の立場からそのようなことを思いますから、ここ
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はやっぱり改めたほうがよかろうというふうに考え

ております。

次に万国津梁会議です。万国津梁会議はですね、

もうこれ与党の議員の皆様方もよくお分かりのよう

に、あの会食問題から問題提起をされまして、あの

ような形で契約も含めてですね、非常に不透明。２万

7000円の委員の報酬ですね、あれも何の法的な根拠

もない。これまで県が進めてきた―地方自治法やあ

るいはまた県の条例に伴って委員の報酬は決めてい

きますけれども、これもほぼ9300円で統一された委

員の報酬がですね、この万国津梁会議だけは２万

7000円。これ大変なことですね。これは、いずれに

しても非常に問題提起をされて、住民のほうからも

住民監査請求を受けて、今日の新聞にもありますよ

うに、いよいよ裁判で訴えられております。この万

国津梁会議、契約とかですね、その予算の支出等々

も含めて。その中で、先ほどもありましたように会

議の内容もまだ決まらない、それで予算が措置され

る。これはもう、ゆゆしき問題ですね。これは県議

会、与野党も含めてこれは一緒に反対すべきじゃな

いですか。大変な問題です。

ＭＩＣＥ施設建設事業。これ、よく県知事はこの

9000万円余りのですね、補償をこの議会に提案され

たなと思いますね。私はことあるごとに、これは取

り下げたほうがいいんじゃないかということを申し

上げましたけれども、県の責任ではないと言いなが

ら何でこれを県の予算で補償しないといけないんで

すか。県の責任があるのであれば、それは県知事を

はじめ我々議会も考える余地はありますけれども、

県にも責任もない、受注者にも責任はない。ところ

がその予算は、県民の大切な予算の中から9000万円

余りを払う。こんなことがあり得ますか。あり得ま

せん。これはですね、翁長知事のころからそうです

けれども、２か年にわたって県の予算で基本設計あ

るいは実施設計、初年度はそうでした。この予算が

ですね、たしか14億円ぐらいでした。県の正式な予

算に入ってですね、県事業として進めてきました。

ところが財源は決まっておりませんでした。こんな

予算措置をしながら、これは地方自治法上も違法行

為じゃありませんかね、このやり方は。で、２年目。

２年目はまた実施設計が予算化されました。で、進

めてきて結局財源が確保できなくて、その予算は修

正で減額することになりますけれども。このように、

県知事が主体になって県の予算に組んで進めてきた

事業ができなくなった。これは国が予算を下ろさな

いからっていう形で、責任を国に押しつけるやり方。

こういうやり方で今の県政が進められているという。

これは全くもってですね、非常識、甚だしい状態で

す。いずれにしても、県の責任でこのような事態に

なっているから県の予算で損害賠償しますというこ

とであれば、まだ聞けます。県も責任はない、業者

も責任はない、でも、県民負担で9000万円余りを支

払いをする。このようなことに議会がですね、同意

できるわけがないじゃないですか、皆さん。そのこ

とも含めてですね、修正案に賛同してその部分を削

除した上で、ほかの県民生活に関わる予算について

は認めていくということの修正動議ですから、私は

賛成させていただきます。

以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに意見、討論等はありませ

んか。

（「意見、討論等なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見、討論等なしと認めます。

以上で、意見、討論等を終結いたします。

これより、甲第１号議案令和２年度沖縄県一般会

計予算を採決いたします。

まず、本案に対して島袋大委員から提出された修

正案について採決いたします。

本修正案は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○狩俣信子委員長 可否同数であります。

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長

が本案に対する可否を裁決いたします。

委員長は、甲第１号議案に対する修正案について

は、否決と裁決いたします。

ただいま、修正案は否決されましたので、甲第１号

議案の原案について、採決いたします。

本案は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

原案に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○狩俣信子委員長 可否同数であります。

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長

が本案に対する可否を裁決いたします。

委員長は、甲第１号議案については、原案のとお

り可決と裁決いたします。

次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの当初

予算議案23件を一括して採決いたします。
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お諮りいたします。

ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第２号議案から甲第24号議案までの当

初予算議案23件は、原案のとおり可決されました。

次に、甲第36号議案の補正予算議案を採決いたし

ます。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第36号議案の補正予算議案は、原案の

とおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託された議案の処理は全て

終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

委員の皆様には、熱心に審査に当たられ、おかげ

さまで実り多い審査ができました。

委員各位の御協力に対し、委員長として深く感謝

申し上げます。

これをもって、委員会を散会いたします。
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予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 １ 号 令和２年度沖縄県一般会計予算

甲 第 ２ 号 令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計予算

甲 第 ３ 号 令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 〃

甲 第 ４ 号 令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算 〃

甲 第 ５ 号 令和２年度沖縄県下地島空港特別会計予算 〃

甲 第 ６ 号 令和２年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

甲 第 ７ 号 令和２年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算 〃

甲 第 ８ 号 令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

甲 第 ９ 号 令和２年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算 〃

甲 第 1 0 号 令和２年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算 〃

甲 第 1 1 号 令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃

甲 第 1 2 号 令和２年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算 〃

甲 第 1 3 号 令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算 〃

甲 第 1 4 号 令和２年度沖縄県産業振興基金特別会計予算 〃

甲 第 1 5 号 令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算 〃

甲 第 1 6 号 令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算 〃

甲 第 1 7 号 令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計予算 〃

甲 第 1 8 号 令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃

甲 第 1 9 号 令和２年度沖縄県公債管理特別会計予算 〃

甲 第 2 0 号 令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算 〃

委員長裁決

原 案 可 決

全 会 一 致

原 案 可 決
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議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 2 1 号 令和２年度沖縄県病院事業会計予算

甲 第 2 2 号 令和２年度沖縄県水道事業会計予算 〃

甲 第 2 3 号 令和２年度沖縄県工業用水道事業会計予算 〃

甲 第 2 4 号 令和２年度沖縄県流域下水道事業会計予算 〃

甲 第 3 6 号 令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第１号） 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

○総務企画委員会

別紙１（総務企画委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【知事公室】

問）ワシントン駐在員活動事業費に関して、これま

での面談者数の実績と米国議会関係者の認識の変

化について聞きたい。

答）平成27年度から令和２年１月末現在のトータル

としては、米国連邦議会議員や国務省関係者、あ

るいは国家安全保障会議等の関係者の延べ1335人

の方々に対し面談を実施している。面談では在沖

米軍に関係する事件・事故、普天間飛行場の現状

と辺野古移設の問題点、あるいは米軍基地周辺の

地下水汚染など最新の沖縄の状況について情報提

供や意見交換を行っている。

例えば、これまでの連邦調査局の報告書では在

日米軍全施設の約25％と記載されていたが、2019年

６月13日の日米同盟に関する連邦議会調査報告書

では、沖縄に関する記述について、沖縄は日本の

総面積の１％に満たないにもかかわらず、日本に

駐留する５万4000人を抱える米軍人の半数以上及

び全ての在日米軍専用施設施設区域の70％を抱え

ているという記載がなされており、ワシントン駐

在員の働きかけによって正しい表記になったと理

解している。

問）不発弾処理事業費の課題について聞きたい。

答）不発弾処理事業費は、毎年32億円程度が予算措

置されている。住宅等開発磁気探査支援事業は申

請に基づく事業になっており、執行額に毎年ばら

つきがありこれが課題となっている。年度によっ

て申請件数が増えたり、その額が想定を超え一時

的に待ってもらったり、対応できないという状況

もあり、そのような場合は他の事業から流用等を

行い解消するよう努めている。ただ、年度末が近

づくにつれて交付後の取下げ申請、減額申請など

があり、結果的には不用額が発生する状況もある。

市町村支援事業においても繰越しや不用額が多い

ケースがあるなど課題があり、引き続き執行額の

チェック精度を高め、事業の年度内執行や不用額

の縮減に努めていく。

そのほか、首里城復興推進事業費の内容と今後

のスケジュール、基地対策 調査費に係る情報発

信の内容、旧軍飛行場用地問題関係地主会の未解

決地域の数、消防防災ヘリ導入推進事業の調整状

況などについて質疑があった。

【総務部】

問）基金を取り崩す際の基準や今後の見通しについ

て聞きたい。

答）基金には財政調整基金、減債基金、県有施設整

備基金の３つがあり、まず県有施設整備基金は施

設整備に充てるもので、対象事業であれば県有施

設整備基金を充てていく。それから次に、財政調

整基金を充てていくが、過去の残高見込みも踏ま

え取り崩している。残余は財政調整基金で取り崩

しているような状況である。基金に適正規模とい

うのはないが、今後、社会保障費の増が見込まれ、

老朽施設の計画的な修繕も行う必要があり、また、

大規模災害がいつ起こるかわからないこともあっ

各常任委員長からの予算調査報告書
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て、それらに対応できるよう一定額については、

確保すべきと考えている。

問）私立学校通学費負担軽減事業の財源、対象者や

支給方法及び教育委員会との連携について聞きた

い。

答）私立の高等学校に在籍する低所得世帯の生徒に

ついて、バス通学費用を支援する事業で、安心し

て学業に取り組める環境の整備を図るため実施す

る事業である。財源は一般財源で、支援対象は、

住民税の所得割、非課税世帯及び児童扶養手当受

給世帯に属する生徒が路線バスで通学している場

合を対象としている。支給方法は、現在教育委員

会と連携して詰めているところではあるが、学校

に対して直接支給するとか、ＯＫＩＣＡなどのＩ

Ｃカードが普及しているのでそれを活用できない

か、なるべく生徒の負担が少なくなるよう検討中

である。私立学校については、スクールバスを運

行している学校が結構あり、その生徒をどうする

かという調整も必要であり、現在、教育委員会と

連携を取り検討しているところである。

そのほか、公共施設マネジメント推進事業の進

捗状況、堅実な財政状況と判断した具体的な状況、

県税全体の概要、臨時財政対策債への県の考え方、

会計年度任用職員制度を導入することにより増え

る予算額などについて質疑があった。

【企画部】

問）新たな振興計画を求める理由とその先の振興計

画も求める考えがあるのか。また、新たな振興策

の中に連携中枢都市圏という考え方を盛り込むこ

とは考えていないか聞きたい。

答）本県では、沖縄21世紀ビジョンを策定し、2030年

度の沖縄の目指すべき将来像を定義しており、そ

の実現のため沖縄21世紀ビジョン基本計画を策定

している。後期に当たる10年間もビジョンの将来

像の実現に向け、いろいろな取組を推進する必要

があるため新たな振興計画を求めるものである。

また、その先の振興計画については、その時々の

社会ニーズに応えていくためのいろいろな取組を

中長期的に策定していくことになると考えている。

連携中枢都市圏について、中南部地域において

はまだ人口減少に至っては いないが、国立社会

保障人口問題研究所の予測では、2030年をピーク

に減少することも見込まれているので、それに向

けた取組の一つとして視野に入れながら、検討を

進めることが重要と認識している。

問）鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入促進

事業に関して、費用便益比が向上した要因は何か。

また、実際に利用できるまでの期間についてどれ

くらいを想定しているのかについて聞きたい。

答）人口予測値について、構想段階では平成22年の

国勢調査を基に国立社会保障人口問題研究所が公

表したデータを用いて検討してきたが、その後平

成27年の国勢調査を受けて当初の予測より５％増

の新しい予測値が出されたこと。観光客数も平成

26年度に2030年の目標値1000万人を設定していた

が、過去10年間、または20年間のトレンドを踏ま

え、今回新たに1350万人と1400万人という２つの

目標値を設定したこと。鉄軌道を整備することに

より道路容量に空きが生じ、貨物車等についても

時間短縮が図られて便益が出ることも新たに追加

したこと。最後に道路側の時間短縮便益を鉄道に

シフトした場合について、詳細に確認した結果、

一定程度の便益の向上が図られたことが要因であ

る。

実際に利用できるまでの期間については、環境

アセスや事業認可及び工期等も含め最低でも15年

から20年くらいは必要になると考えている。

そのほか、ＳＤＧｓ推進事業に係る目標値の設

定、バス路線補助事業費に係る赤字路線への補助

の状況、路線バス運転手確保緊急支援事業の具体

的な支援内容、離島航路補助事業費が大幅な増額

になった理由などについて質疑があった。

【公安委員会】

問）離島国境警備対策事業について配備に至った経

緯と地方警察官の定員を150名増員する根拠につい

て聞きたい。

答）警察は、かねてから国境離島における事態対処

のための体制の在り方について検討を行っており、

外国人活動家による国境離島への不法上陸事案や

外国公船による我が国領海接続水域への侵入が常

態化していること、武装集団による離島への不法

上陸事案などの発生が懸念されている。こうした

状況を総合的に考慮し、国境離島における武装集

団における不法上陸事案等に対処する能力を強化

するため、地方警察官の定員を150名増員し、国境

離島警備隊を設置するものである。これにより県
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民の安全を確保するとともに、沖縄県の県土の保

全に資するものになると考えている。

150名増員する根拠は、あらゆる事態に迅速かつ

適切に対応できるようにということで構成されて

おり、そういった観点から警察庁において必要人

数を算出したものである。現場で部隊活動を行う

場合の所要の人数や任務に当たる場合にローテー

ションを組む必要があること、さらには国境離島

警備隊については能力を向上させるための専門的

な訓練を行う必要もあり、こういった業務に従事

する必要性、さらに装備品などの管理といったい

わゆるデスク部門にも人数が必要となる。これら

を総合的に考慮し150人という人数を算出した。

問）本土から移ってきた半グレ集団が宮古、八重山

地域において商売をしていると聞いているが認識

しているか。また、今後、半グレに対する法整備

が予定されているのか聞きたい。

答）県警としても十分認識しており、昨年も八重山

警察署において地域住民等とともに排除のための

取り組みを行っている。法律制定に関しては、様

々な法律を適用して検挙しながら実態把握に努め

ているという現状である。法整備に関しては、県

警ではどうこうできないが、地域のほうでこうい

う状況があるという事情を踏まえ、しっかりと組

織的に対応していきたいと考えている。

そのほか、宜野湾警察署新庁舎建設事業の進捗

状況、離島における検死体制、一般警察活動費の

内容と予算減の理由などについて質疑があった。

【出納事務局】

問）予算執行したものに関して、違法性があった場

合に会計管理者としてどのような対応を取るのか。

また、万国津梁会議関連の監査請求に対し、第２回

及び第３回の支出について不当であると意見した

監査委員がおり、当該支出額を一旦返還させた後

に、再度進捗具合に応じた額を概算払いする必要

があると思うが、正しい手続について聞きたい。

答）出納事務局は、財務規則や違法性の有無等につ

いて審査しているので、審査の時点において違法

性があるものについては、出納事務局会計課とし

ては支出に対応しない。

万国津梁会議関連の概算払いの最終的な手続と

して、事業が終了後、精算という手続がある。事

業の中途の段階で一度返還ないし返還手続するよ

りは、制度として事業終了段階で精算という手続

があるので、行政手続の継続安定性という一般的

な行政法の観点から見た場合、後ほど精算したほ

うが妥当であるということが、監査委員の意見で

あると考えている。

【監査委員事務局】

質疑なし

【人事委員会事務局】

質疑なし

【議会事務局】

質疑なし



－462－

○経済労働委員会

別紙１（経済労働委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【農林水産部】

問）豚熱のワクチン接種の開始時期と終了時期はい

つか、また、アグー種の保存の現状はどうなって

いるか聞きたい。

答）ワクチンの接種は３月６日より本島北部地域、

南部地域から開始しており、終了は５月上旬を予

定している。現在、県外獣医師やＯＢ獣医師等の

支援を要請している段階であり、随時、体制を増

強しながら取り組んでいるところである。

アグーの純粋種の保全については、現在、アグー

純粋種豚の選定をアグーブランド豚推進協議会で

行っており、その中で血統、血縁等を調査して、

東村１農場、名護市４農場、今帰仁村２農場及び

糸満市１農場から農家からの同意を得られた30頭

を移動することを決定した。

今月中旬に数回に分けて久米島の既存施設に移

動を行うこととしている。

問）新型コロナウイルス感染症等による県産農林水

産物への影響はどうなっているか聞きたい。

答）学校の休校措置に伴う学校給食用牛乳、卒業式

等のイベント自粛による花卉類及びインバウンド

等の観光客の減少等による畜産、青果等の流通及

び生産への影響が懸念されているところである。

県としては、関係農業団体から聞き取りを行う

など、情報収集に努めたいと考えている。

そのほか、県内の耕作面積が減少している原因、

豚熱に動員された県職員の延べ人数や動員職員の

人選方法、県産農林水産物の主な産物の国別、輸

出額の推移、沖縄型森林環境保全事業の内容、パ

ラオＥＥＺ操業継続支援事業の重点ポイント、カ

ンショにおける基腐病の発生状況と対策、松くい

虫の根絶防除の課題などについて質疑があった。

【商工労働部】

問）新型コロナウイルス感染症等による緊急対策に

おける中小企業セーフティネット資金の融資枠の

拡大、手続の簡素化の取組について聞きたい。

答）中小企業者向けの金融支援として、中小企業

セーフティネット資金を２月３日付で知事認定災

害として迅速に対応できるようにしたところであ

る。

その内容は、利子が0.9％、保証料は県が全額負

担するため、実質０％となっている。今後、融資

枠が不足するようなことがあれば、補正予算で対

応して、貸付けに支障が出ないように、中小企業

者の皆様が安定して経営が続けられるよう支援し

たいと考えている。

また、国においては無利子、無担保の融資制度

の創設についての考えを示しているところであり、

県としても一層の対策ができないかどうか、国や

公庫とのすみ分けも考えながら、中小企業者にとっ

て、よりよい制度で活用しやすくなるよう、広く

支援できるようにしていきたいと考えているとこ

ろである。

問）先端医療産業開発拠点実用化事業の予算が大幅

増となっているが、事業内容と増額の理由、また、

この分野における今後の可能性について県の見解

を聞きたい。

答）当該事業は、本県の再生医療産業の競争力強化

のため、従来の機器より小型で大量に細胞を培養

できる機器と細胞の塊を積み重ねて立体組織を形

成できる臨床用のバイオ３Ｄプリンターを開発し

ており、それを用いて、県内医療機関とともに臨

床試験に向けた動物による安全性試験、評価試験

等を実用化に向けて取り組んでいる。

もう一つは、県の再生医療産業の発展と再生医
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療関連企業の集積に向けて、細胞培養加工施設の

整備に取り組むこととしている。

予算増額の主な理由としては、建設予定地の土

地購入費及び設計費等となっている。

また、細胞再生医療は高付加価値な産業と言わ

れ、市場予測では2015年時点の国内再生医療は

140億円程度となっているが、2030年には約１兆

8200億円と非常に大きく伸びると予想されている

ことから、県内に拠点が形成されることは大変有

意義だと考えている。

問）大型ＭＩＣＥ事業については、これまで何億も

かけてマリンタウンの地域づくりも含めて様々な

議論や資料を作成してきたが、マリンタウンＭＩ

ＣＥエリア形成事業の予算4400万について聞きた

い。

答）予算の内訳としては、基本計画を策定していく

前段階の事業者との意見交換や市場可能性につい

てのサウンディングに係る委託費、それから関係

機関との調整のための旅費等を計上している。

そのほか、21世紀ビジョン基本計画における商

工労働部関連事業の目標値に対しての進捗状況、

航空関連産業クラスター成形促進事業における施

設入居企業の県出身者の雇用の状況、小規模企業

者等設備導入資金貸付金元利収入等の収入未済の

状況及び新年度の取組、細胞培養加工施設の建設

予定地と土地面積、新型コロナウイルス感染症の

影響に伴う県内事業者における雇用への影響など

について質疑があった。

【文化観光スポーツ部】

問）新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国内外

からの入域観光客の状況と宿泊施設の稼働率につ

いて聞きたい。また、中国、韓国からの入国制限

の影響について聞きたい。

答）国内外からの入域観光客数の減少については、

令和２年１月末現在、国内客は対前年同月比で２％

の増に対して、外国客については15.8％の減、入

域者数全体でも3.4％、人数にして２万5700人のマ

イナスとなっているところである。

宿泊施設の稼働率については、日本銀行那覇支

店が発表した１月の主要ホテル客室稼働率が那覇

市内のホテルで73.1％、前年同月比で5.6ポイント

の減、リゾートホテルが63.6％、前年同月比で0.9ポ

イントの減、全体では67.3％、前年同月比では2.4ポ

イントの減となっているところである。

宿泊収入の減少については現時点で試算をして

いないが、稼働率同様に大きく影響を受けている

ものと考えている。

また、中国等の航空路線については、昨年３月

末時点で韓国から72便、中国本土から33便、香港

から25便あったものが３月９日現在ゼロとなって

おり、韓国、中国、香港便の減がかなり顕著になっ

ている。

問）在外琉球王国文化財里帰り事業の内容について

聞きたい。

答）当該事業は、戦前戦後を通して様々な理由で琉

球王国時代の文化財が県外に流出しており、次年

度から琉球王国関係文化財の調査、研究及び将来

沖縄での展示・公開等を目的に県立博物館の学芸

員が米国の博物館で調査を行う内容となっている。

具体的には、教育委員会が平成２年度から平成

６年度までの５か年間で実施した在米国沖縄関連

文化財調査を踏まえて、米国のスミソニアン博物

館等の34施設に展示、収蔵されている1041点の文

化財を学芸員が実際に現地に行って、年代や傷み

具合などを確認することとしている。

また、博物館同士の情報交換や人材育成を兼ね

ての人材交流など、息の長い事業にしたいと考え

ている。

そのほか、国民文化祭・障がい者芸術文化祭

2022（仮称）の内容、しまくとぅばの普及状況、

ツーリズムＥＸＰＯジャパン2020リゾート展イン

沖縄の取組状況、首里城正殿の柱に使用する台湾

産ヒノキ活用の検討状況などについて質疑があっ

た。

【労働委員会事務局】

質疑なし

別紙２（経済労働委員会）

要 調 査 事 項

１ 万国津梁会議費について（知事）

（要調査事項の内容）

経済労働委員会での質疑において、納得いくよ
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うな答弁がなかった。今年度の事業内容について

も、あえて予算を組んでまでやる内容なのか、甚

だ疑問がある。

知事の肝いり事業であるため、その思いと方向

性をしっかり聞かないと、納得のいく予算執行に

はならないと考えており、知事の見解を聞きたく

要調査事項として提起するものである。

なお、このことについてはこれまでも議会で相

当な時間を割いて、いろいろな角度から議論がさ

れ尽くしていることから要調査事項として上げる

ことには反対であるとの意見があった。

２ マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業について

（知事）

（要調査事項の内容）

沖縄を牽引する大型ＭＩＣＥ事業ということで

これまで約70億円余りの予算を投じて敷地を買い、

数年にわたりそれなりの予算を執行し国と交渉し

てきたが、今回、国との交渉をある意味断念して、

民間と再調整をしながら事業を展開することにな

る。

今後の方向性と実現性について、4400万円余り

の予算執行が妥当であるかどうかということは大

いに議論するべきと思うことから、ぜひ知事の見

解を聞きたく要調査事項として提起するものであ

る。

なお、このことについては平成24年頃からＭＩ

ＣＥ事業に取り組んできたが、国からの了解が取

り付けられなかったということで、新しい展開を

目指していく予算だと認識しているため、要調査

事項として上げることについては反対であるとの

意見があった。

３ 新型コロナウイルス感染症等に対する緊急対策

について（知事）

（要調査事項の内容）

緊急対策について、詳細な具体的な取り組みが

見えない。かつ、これは緊急を要し、補正予算も

伴うことでもあるため、しっかり説明することが

極めて重要な知事の責務であると考えることから、

知事の見解を聞きたく要調査事項として提起する

ものである。

なお、このことについては経済労働委員会でも

全体的にまだ理解が足りないと思う。

要望としては、全議員を集めて、詳細について

説明する場を設けることが、緊急性、具体性に合

致するのではないかと思うことから、要調査事項

として上げるよりも、各派代表者会あたりで方向

性を探っていただきたいと思う。
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○文教厚生委員会

別紙１（文教厚生委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【子ども生活福祉部】

問）子どもの貧困対策推進事業予算の推移はどうな

っているか。また、これまでの成果、次年度の取

組について聞きたい。

答）県では平成28年度に沖縄県子どもの貧困対策計

画を策定し、総合的な支援を実施している。子供

の貧困対策に係る平成28年度から令和２年度まで

の当初予算の推移は、平成28年度は約205億円、平

成29年度は約226.2億円、平成30年度は約218.4億

円、令和元年度は約234.1億円、令和２年度は約

257.8億円と、５年前と比較して52.8億円の増と

なっている。

また、平成28年度に内閣府が創設した沖縄子供

の貧困緊急対策事業を十分に活用し、国、県、市

町村が連携して地域の実情に即した対策を推進し

ており、市町村は居場所の設置、貧困対策支援員

の配置等に努めており、昨年10月時点で子供の居

場所を140か所設置し、貧困対策支援員を115名配

置している。

なお、県においては広域的な視点で市町村の支

援、不登校やひきこもりなどの個別支援を要する

子供に対応した拠点型居場所の設置、県立高校の

中に居場所を設置して修学継続の支援、小規模離

島への支援員の派遣等に取り組んでいる。

さらに、次年度の県予算としては、２億5200万

円余りで、前年度比2500万円の増となっており、

県立高校内の居場所を新たに２校設置し、小規模

離島町村への支援員派遣を１か所増加して３町村

に派遣する予定である。

問）待機児童解消対策に関連して、事業における保

育士の定員割れ施設への保育士等の確保の支援に

ついて、これまでの実績はどうなっているのか。

また、保育現場に潜在を含めてどれくらい保育士

を確保できたか聞きたい。

答）保育士の定員割れ施設については、地域別、年

齢別のミスマッチのほか、保育士不足が大きな課

題である。これまで保育士確保については、修学

資金の貸付け、市町村が行う保育士試験対策講座

の実施費用の補助、潜在保育士への就職準備金の

貸付け等を行ってきており、平成27年度から平成

30年度までに延べ2561名を確保した。処遇改善に

ついても正規雇用化や年休取得、休憩取得等の支

援事業を行っており、延べ1099施設、1821名に支

援を行った。

また、潜在保育士復職支援として、ハローワー

クと連携した復職支援セミナー、保育所見学ツ

アー、合同就職説明会を実施しており、平成28年

度から平成30年度までに潜在保育士485名の復職を

支援した。

問）新型コロナウイルスについて、どういう影響が

あって、予算も含めてどういう対策を講じている

のか聞きたい。

答）新型コロナウイルスによる感染症対策で、福祉

施設は高齢者、障害者、子供関係などいろいろあっ

て感染予防の手洗い等の徹底はもちろんのこと、

小中高の臨時休校に伴い、学童保育、放課後児童

クラブはできるだけ開放してほしいということと、

保育所も開放してほしいということを市町村に対

してお願いしているところである。

特に放課後児童クラブ、学童保育の部分で、学

校が休みということもあって、午前中から預から

ないといけないところも出てきており、国からも

それに対する手当てをする、全額国庫で見るとい

う話もある。

県としてはもう一つ、子供の居場所というもの

もあり、198か所把握しているが約６割が休止また
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は一部休止という状況になっており、休止して子

供が家にいて食事ができないところに対し、弁当

を配食できないかということで子どもの未来応援

県民会議の予算を活用して、その事業に取り組ん

でいるところである。

そのほか、高校中退者等キャリア形成支援モデ

ル事業における企業連携の有無、海外戦没者慰霊

事業の今後の対応、新型コロナウイルス感染対策

のための学童開所と受入れ状況、消費者行政啓発

事業における学校での消費者教育のための連携状

況などについて質疑があった。

【保健医療部】

問）北部基幹病院について、北部12市町村は基本合

意書に了解して次のステップに進めてほしいと要

請しているが、県が態度を示す段階で保留してい

るのはなぜか聞きたい。また、両病院が統合する

ことによって県立北部病院と北部地区医師会病院

の職員の処遇はどうなるのか聞きたい。

答）知事の公約自体では早期実現であるが、基本合

意書にサインする前に確認したい事項があり、部

として具体的事項の検討の指示を受けており、そ

れを報告した上で判断されると考えている。１回

目の報告を３月末までに行いたいと考えている。

また、職員の処遇については基本合意書案では、

この統合の日の前日に在籍している職員は、希望

すれば北部基幹病院に就職することができる取扱

いになっている。財団をつくるわけだが、財団の

給与制度、給与水準については、今の北部地区医

師会病院の給与水準、給与制度を採用する形であ

る。

問）新型コロナウイルスに罹患した場合、県内医療

機関の受入れ体制はどうなっているか聞きたい。

答）県は、県内で感染が拡大することを想定して

１月29日に専門家会議を開催し、県内の感染早期

から流行に至るまでの医療体制を確認したところ

である。患者の未発生期から感染早期においては、

感染症指定医療機関である各県立病院や琉大病院

を帰国者・接触者外来医療機関に指定し、感染が

疑われる患者の診察や治療を行うことにしている。

６つの病院で合計32床まで診られるよう増やして

いる。公立や一部民間の医療機関については協力

病院に指定し、これらの医療機関でも外来診察や

検査を行い、ＰＣＲ検査で陽性になれば指定医療

機関へ移送するが、軽症であってそこの病院で診

れる場合には協力医療機関で入院治療を行うこと

にしている。

そのほか、医師確保に関する予算、予定人数及

び採用実績、民泊事業における教育民泊の位置づ

けと課題、危険外来種絶滅モデル事業の実績と効

果及び在来種血清との違い、看護師確保対策の取

組状況と課題、骨髄移植ドナー助成制度の次年度

の動きなどについて質疑があった。

【病院事業局】

問）各県立病院で薬剤購入費が限度額を超えること

で患者への対応ができない、もしくは先送りされ

る患者がいるのか聞きたい。

答）高額薬品の使用増に伴う材料費については、今

議会で補正予算として提出している。必要な医薬

品があれば補正予算を組んででも対応する必要が

あると考える。民間病院では立てた予算をオーバー

すると治療が可能な病院を勧めるという話を聞く

が、県立病院では治療を必要としている患者を断

るようなことはしていない。

問）八重山病院の直近の施設整備と資産購入費を合

計すると幾らか。また、発生する減価償却費は幾

らになるのか聞きたい。

答）新八重山病院整備に係る事業費の合計額が約

152億6700万円となっており、うち施設整備費が

137億700万円、資産購入費が約15億6000万円となっ

ている。また、八重山病院の減価償却費は、平成30年

度決算ベースで２億4940万3265円で、前年度と比

較して1750万4649円の減となっている。それから、

令和元年度の決算見込みは、８億6946万1000円で、

前年度と比較すると約６億2005万円増を見込んで

いる。

そのほか、旧八重山病院の早期解体と併せた伊

原間診療所の解体方針の有無、北部病院の医師確

保状況及び診療休止状況、県立病院の人事異動の

状況、各県立病院の看護師充足率及び新年度の課

題などについて質疑があった。

【教育委員会】

問）高校生を対象としたバス通学費支援事業を子ど

も生活福祉部から引き継いで実施するとのことだ
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が、今後の対応について聞きたい。また、高校生

全員が対象となった場合、予算は幾ら必要なのか

聞きたい。

答）バス通学費支援事業については、本年10月から

の開始を目指してバス事業社等と細かい詰めを進

めている。これまで子ども生活福祉部で対象とし

ていたひとり親で児童扶養手当等を受給している

世帯の高校生に加えて、住民税所得割非課税世帯

の生徒にも対象を広げて支援していくこととして

おり、その辺の移行については連携してスムーズ

に移管できるよう取り組んでいく。

また、貧困対策の観点から、低所得者、非課税

世帯の高校生への支援を先に始めていきたいと考

えており、令和２年度予算は４億円余りであるが、

高校生全員が対象となると約30億円かかると試算

している。

問）スクールサポートスタッフ配置事業、部活動指

導員配置事業の概要と配置 状況等を聞きたい。

答）スクールサポートスタッフ事業は、市町村立小

中学校を対象として実施している。サポートスタッ

フの主な業務として、授業で使用する教材等の印

刷や物品の準備、教材資料の整理保管、小テスト

の採点等があり、教員の事務作業の負担軽減をす

るため配置することとなっている。令和元年度は

７市町村52校にスクールサポートスタッフ56名を

配置し、令和２年度は74名に増員する予定である。

部活動指導員配置事業は、学校の教育計画に基

づいて生徒の自主的・自発的な参加により行われ

るスポーツ、文化、科学等に関する教育活動であ

る部活動において、部活動指導員は校長の監督を

受けて技術的指導等に従事することができ、校長

は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることが

できることとなっている。

令和元年度から事業化しており、県立高校25校に

36名、県立中学校１校に３名、市町村立中学校に

おいては、４市村19校に41名配置している。

この部活動指導員は、部活動の指導に加えて、

大会等への単独引率が可能であり、指導制の充実

に資するとともに、教員の業務負担の軽減につな

がることが期待される。

問）重度知的障害を抱える子の普通学校の入学につ

いて、本会議での知事の答弁で「沖縄らしいイン

クルーシブ教育」と言っていたが、どういうもの

か聞きたい。

答）具体的にこういう形というふうに示しているわ

けではないが、知事は大阪の取組を紹介され、そ

れも参考にしながら沖縄の実情も踏まえて、沖縄

版のそういうインクルーシブ教育をつくっていた

だけないかということを答弁されたと思う。

学校にもいろいろ受入れ体制もあるし、その授

業のやり方、評価の仕方というものもあるので、

その仕組みづくりを手がけようと、進めていこう

というところである。

問）新型コロナウイルスについて、どういう影響が

あって、予算も含めてどういう対策を講じている

のか聞きたい。

答）新型コロナウイルスによる感染症対策のために

国からの要請、文部科学省からも通知があった。

それを受けて３月４日から15日までの期間、一斉

に臨時休校を行うよう２月28日付で県立学校長宛

て通知を行った。開始日については各学校、地域

の実情に応じて設定し、弾力的に設定してよいと

いうことを通知している。

また、市町村教育委員会に対しても県立学校へ

の通知内容を踏まえて適切に対応するよう通知を

したところである。学習の遅れなどの課題が生じ

ることもあるので、休校前に各学校に対して教科

の宿題など適切に与えるなどの対応を行っている。

特に県立において特別支援学校に居場所の確保が

厳しい場合は、保護者からの相談を個別に受けて、

受入れ等の対応を行っている。

そのほか、学校授業の教材として歴代宝案取り

入れの可能性、国際性に富む人材育成留学事業の

予算がニーズに反し増えない理由、沖縄県内の高

校中退者数とその割合、就学援助の申請及び実施

率の推移などについて質疑があった。

別紙２（文教厚生委員会）

要 調 査 事 項

１ 新型コロナウイルス対策への対応について（知

事）

（要調査事項の内容）

せんだって知事も緊急対策という形で示したが、

保健医療部長の見解として終息宣言はできないと

のことからすると、このような状況がしばらく続

いていく。もう既に観光客も150万人くらい減少、

約1000億円減額になる見込みであり、県内企業を
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初め経済、農業、水産業など相当な影響が出てく

ることから、予算措置、県の対応等について知事

の出席を求め説明を聞きたい。

なお、このことについては、県民が沖縄県の動

向を非常に注視していること、国とも連携して努

力していることを堂々と出てきて説明してほしい

との賛成意見とともに、知事は緊急対策で補正を

組むと言っているし、県民の声を聞いてこのよう

な措置を出していると伺えるので、あえて知事を

呼んで聞く必要はないとの反対意見があった。

２ 万国津梁会議の県の対応について（知事）

（要調査事項の内容）

児童虐待が万国津梁会議のテーマとして上がり

取り組まれているが、県の監査委員からも非常に

厳しく指摘されている。しっかり説明責任を果た

してほしい。また、県の予算措置についても監査

からも指摘されていることから、知事の出席を求

め説明を聞きたい。

なお、このことについては、万国津梁会議の対

応については議会でも疑惑は解明されていないの

で、疑惑はないというのであれば堂々と出てきて

説明してもらいたいという賛成意見とともに、こ

の問題は９月や11月定例会の本会議や各常任委員

会でも相当な時間をかけてやっているし、今定例

会の中でも知事の姿勢は変わりなく示されている。

また、県の監査からもいろいろあったかもしれな

いが、法的問題、規約の問題は何もないと言って

いるので、知事に出席を求める必要はないとの反

対意見があった。

３ 特別支援対象生徒の入学問題について（知事）

（要調査事項の内容）

今回の定例会でも多くの議員から代表質問、一

般質問で取り上げられており、みんな関心を持っ

て見守っている事項だと思う。知事からもこの定

例会で、初めて沖縄らしいインクルーシブという

新しい定義が出ていたので、ぜひ知事の持ってい

るイメージ、そういったものを伺いたいので知事

の出席を求め意見を聞きたい。

なお、このことについては、県民が非常に関心

を持っており沖縄らしい取組についてもう一度知

事の意見を聞きたいという賛成意見とともに、知

事は11月議会の答弁から先進地の事例を研究して、

沖縄らしいインクルーシブ教育への扉を開くこと

は十分可能であるという考えを明確に示しており、

あとは入学した後の環境整備を、合理的配慮を整

えるという教育委員会が、これからどう対応して

いくかという課題に今なっている状況なので、知

事を招聘して意見を伺う必要はないとの反対意見

があった。

４ 北部基幹病院について（知事）

（要調査事項の内容）

せんだって北部12市町村の首長及び議会議長が

北部基幹病院の整備に向けた基本合意書について

知事に速やかに締結してほしいと、その上で次の

ステップに進んでほしいと要請をしたが、ここに

来て知事が合意形成が必要ということで態度を保

留しているので、知事の考えについて、知事の出

席を求め意見を聞きたい。

なお、このことについては、県が主導して進め

て保留している。知事は所信表明でもやると言っ

ているので、改めて確認する必要があるとの賛成

意見とともに、今日明らかになったことだが、知

事は保健医療部長に宿題を投げかけ、部長はそれ

を準備している最中であると答弁しており、それ

を見ない前に知事を呼んでも時期についての明確

な考え方、見解は出せないと思うので知事を呼ぶ

必要はないとの反対意見があった。
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○土木環境委員会

別紙１（土木環境委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【環境部】

問）有機フッ素化合物環境中残留実態調査事業の概

要及び米軍基地への立入調査に係る調整状況につ

いて聞きたい。また、取水制限の可能性について

はどうか聞きたい。

答）同事業において、調査地点をこれまでの18地点

から県内の全ての米軍施設周辺を含む36地点に増

やし、湧水や河川水のＰＦＯＳ等の残留実態を把

握したいと考えている。米軍基地への立入りにつ

いては、日米合同委員会の環境文化委員会での議

論が必要とのことで、その実現に向けて防衛省に

働きかけているが、防衛省からはＰＦＯＳ等への

対応については日米防衛当局間でしっかりと取り

組んでいくべく様々な機会及びレベルで米側に協

力を求めているとの説明を受けているところであ

る。

（注：以下、企業局答弁）

また、取水の制限に関しては、平成30年度の比

謝川、長田川、天願川及び嘉手納井戸群からの１日

当たりの平均取水量は北谷浄水場の40％を占める

ため、これらの水源からの取水を停止すると安定

給水に支障を来すおそれ等があり、６月から10月

までは他の水源を優先的に活用することにより比

謝川の取水を前年度比で半分程度に抑える等、工

夫して取り組んでいるところである。

問）海岸漂着物等対策推進事業の減額の理由及び取

組の強化に向けた考えについて聞きたい。

答）同事業は、国庫補助を基に市町村事業費用の９割

を県が交付するものであるが、市町村では、県の

交付金内示後の９月補正等を経て実際の事業着手

が11月頃となることや、天候が悪くて回収ができ

ない等の場合により100％執行できず、毎年どうし

ても不用額が生じてしまう。不用額を減らすため

財政課との調整で今回若干予算額を減額している

が、市町村には当初予算で措置してもらうなど、

海岸管理者とも協力して予算の円滑な執行に努め

ていきたい。

また、具体的な取組に関しては、自治体、学識

経験者、事業者及び海岸管理者等で構成する沖縄

県海岸漂着物対策推進協議会や各地域協議会で議

論し策定した沖縄県海岸漂着物対策地域計画に基

づいて、海岸漂着物の回収処理や普及啓発等を進

めているが、さらに先進事例の調査や効率的な回

収の方法等を検討しながらしっかりと取り組んで

いきたい。

そのほか、外来植物防除対策事業の予算内訳と

ギンネム対策の状況、整備予定の動物収容・譲渡

拠点施設における収容規模、国立沖縄自然史博物

館の誘致に向けた取組状況及び次期振計での位置

づけ、基地公害対策費の概要及びこの３か年の基

地騒音の実態と推移、中城・北中城清掃組合にお

ける米軍ごみの処理状況と防衛省補助金の活用に

係る経緯、離島廃棄物適正処理促進事業の内容と

離島のごみ処理の広域化への取組などについて質

疑があった。

【土木建築部】

問）道路・街路事業に係る沖縄振興公共投資交付金

の減額によりインフラ整備に影響が出ているので

はないか。また、他府県における公共投資との比

較について聞きたい。

答）県全体として総額3000億円台の予算は確保され

ているが、その内訳は必ずしも要望通りとはなっ

ておらず、土木建築部関係は減額されている。

実際に、維持補修が遅れることで長寿命化計画

の進捗に影響が出ていることから、国に対して予

算減額の影響に係る資料を作成し要望する等、こ
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れまでよりも踏み込んだ取組も行っているが、思

うように確保できていない。

また、現在、国土強靱化３か年計画の中で、他

都道府県の予算は同額か若干の伸びを示している

が、我々としても県民の安全・安心は重要であり、

国土強靱化に向けて予算を確保している。道路・

街路整備等の事業の必要性は十分認識をしており、

減額の影響が大きくならないよう重点事業に係る

予算の優先確保や配分の平準化の取組を行いなが

ら、来年度以降も予算確保に取り組んでいきたい。

問）中城湾港（新港地区）整備事業特別会計に係る

使用料及び手数料の減額の理由は何か。また、中

城湾港整備事業に係る取組の実績、県内部及び関

係市との連携、港湾計画の総合的な見直し等につ

いて聞きたい。

答）当該特別会計に係る使用料等については、野積

場や東西埠頭の上屋、荷役機械の使用料等の歳入

減を見込んでいる。

また、中城湾港新港地区は、県土の均衡ある発

展に資するため、那覇港と適切な機能分担を図り、

中城湾港は沖縄本島中南部の東海岸における物資

の流通拠点、工業用地の確保による産業拠点とし

て、流通機能と生産機能を併せ持った流通加工港

湾に位置づけている。県として中城湾港の使用率

を上げるため、定期航路に係る実証実験等の取組

をする中で徐々に貨物も伸びており、新年度から

は琉球海運が継続して京阪航路を走らせる予定で

ある。また、一般工業用地の売却等進める中で流

通系の企業の誘致等について商工労働部と連携し

ており、背後地には琉球海運の物流センターや他

の民間企業の倉庫機能を持った上屋が入る等、今

後は貨物が増大していくという見込みを持ってい

る。

地元のうるま市も、物流モデルを構築するため

に独自の国際物流トライアル推進事業を実施して

いるが、地元から要望のある東埠頭の延伸整備や

航路拡幅等についても、国やうるま市と連携して

取り組んでいきたい。

中城港湾については、近年、大型ＭＩＣＥ施設

の整備計画、泡瀬地区の土地利用計画の策定、ク

ルーズ船の寄港の増加や物流関連企業の進出等、

社会情勢や人流・物流の両面で大きく変化してき

ており、関係市町村の意向も確認しながら、今後

予定される中城港湾計画の改定を通して中部地域、

東側海岸地域の発展に寄与していきたい。

そのほか、南部東道路の整備に関する国直轄事

業化の可能性と用地買収促進の方策、国営沖縄記

念公園施設内管理基金繰入金の内容と大規模修繕

の責任主体、沖縄都市モノレール３両化に向けた

事業計画の詳細と課題、首里城公園活性化事業の

概要と行催事の開催に係る県の独自基準の策定状

況、土木建築部発注に係る不調・不落の状況と改

善に向けた取り組み、無電柱化推進事業の内容と

進捗、那覇空港第２滑走路の完成による新年度予

算への影響とその他関連施設の整備の必要性、河

川改修事業の内容と地震及び津波対策への対応状

況などについて質疑があった。

【企業局】

問）座間味浄水場の建設候補地の選定に係る現状と

今後の見通しについて聞きたい。

答）座間味浄水場建設候補地に関しては、昨年12月

に建設候補地の詳細な調査結果を座間味村や環境

省へ説明したところであるが、座間味村からは、

高台の土地造成による環境への影響等から当初予

定地が最適との意見や課題等が示されたため、そ

の説明や調整に時間を要し住民説明会の開催も遅

れている。高台の候補地の中では、既存浄水場用

地を活用した案が最もよいということで村と企業

局も共通の認識を有しており、それらを含めた住

民への説明に向けて村と調整してきているが、新

型コロナウイルスの影響等も踏まえながらできる

だけ早期に住民説明会を開催したいと考えている。

今後、住民説明会や座間味村との調整等も踏まえ、

地元住民の合意に基づいた選定の方策について協

議を進め、企業局として最終的に判断したい。

問）上水道の管路更新の予定及び本部－伊江間の海

底送水管の現状について聞きたい。

答）上水道管路の更新については、令和２年度にお

いて石川－上間送水管と倉敷－北谷導水管の更新

及び耐震化を予定しており、更新延長が約3.7キロ

メートル、費用は約26億円を計上している。

また、伊江－本部間の送水管は、名護浄水場で

処理された水道水を伊江村に供給するために昭和

50年から51年にかけて整備されたもので、建設後

約40年が経過し法定耐用年数を迎えているため状

況把握のための調査を行っている。現状としては、

老朽化は見られるものの腐食防止皮膜や電気防食

を施していることから当面は補修等で対応できる

と考えており、補修工事については、今年度まで
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に調査設計を行い、令和２年度から令和４年度に

かけて工事を実施する予定となっている。

そのほか、有機フッ素化合物対策に係る予算概

要及び取水制限の可能性などについて質疑があっ

た。

別紙２（土木環境委員会）

要 調 査 事 項

１ 道路・街路事業を初めとした土木建築部におけ

る一括交付金の減額について（知事、担当副知事）

（要調査事項の内容）

今回の予算審査の中で、特に土木建築部の一

括交付金の減額が非常に大きいというのが明ら

かになったが、公共投資という性格上、市町村

や沖縄県全体の経済への影響が大きい。これか

ら公共投資交付金を含めた一括交付金をどのよ

うに確保していくのか、県民に対する発信にも

なることから、知事及び担当副知事の見解を聞

くため要調査事項として提起する。

なお、このことについては一括交付金の減額

に関しては様々なところで説明されており、土

木環境委員会や予算特別委員会でも説明されて

いるので、特別に知事等を呼んで聞く必要はな

い、説明は尽くされているとの反対意見があっ

た。

２ 座間味浄水場の建設地選定について（知事）

（要調査事項の内容）

座間味浄水場を含む離島８村の水道広域化に

ついては、財源が一括交付金、ハード交付金

を活用するという当初の予定から考えると、

あと２年というぎりぎりのところまで来てい

るという状況の中で、座間味浄水場の建設場

所がまだ決まっていない状態を非常に懸念す

るものである。知事も現地を視察し条件や判

断材料もそろっており、結論を出す時期に来

ていることから、知事の見解を聞くため要調

査事項として提起する。

なお、このことについては座間味浄水場の建

設地の選定は、公営企業の事業執行に係る事

項として企業局長が判断することであり、知

事に出席してもらう必要はない、説明は尽く

されているとの反対意見があった。


